
  

 

改正後 現行 

 
別紙様式 第１号（第１７条の５関係） 
 

会計監査報告書 
 

年  月   日 
 
 
    保険株式会社 
                 御中 
 

事務所名 
公認会計士      氏名     印 

（自署） 
 
（記載上の注意） 
１ 会計監査人の監査の方法及びその内容を記載すること。 
２ 計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどう

かについての意見があるときは、次の（１）から（３）までに掲げる意見の区分に応じ、当該（１）から（３）

までに定める事項を記載すること。 
（１）無限定適正意見 

監査の対象となった計算関係書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算

関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる

旨 
（２）除外事項を付した限定付適正意見 

監査の対象となった計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠

して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい

ると認められる旨並びに除外事項 
（３）不適正意見 

監査の対象となった計算関係書類が不適正である旨及びその理由 
３ ２の意見がないときは、その旨及びその理由を記載すること。 
４ 次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書

類の内容のうち強調する必要がある事項を記載すること。 
（１）継続企業の前提に係る事項 
（２）正当な理由による会計方針の変更 
（３）重要な偶発事象 
（４）重要な後発事象 
５ 会計監査報告を作成した日を記載すること。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別紙様式 第１号（第１５条関係） 
 

独立監査人の監査報告書 
 

年  月   日 
 
 
    保険会社 
                 御中 
 

事務所名 
公認会計士      氏名     印 

（自署） 
 
（記載上の注意） 

１ 記載すべき事項ごとに監査の方法及び結果を正確に示すよう明瞭に記載すること。 

２ 監査の方法の概要は、監査の信頼性を正確に判断することができるように記載すること。 

３ 決算期後に生じた事実で会社の財産又は損益の状態に重要な影響を及ぼすものにつき、営業報告書に記載があると

きはその旨及び取締役から報告があったときはその事実を記載すること。 

４ 営業報告書及び附属明細書の監査の方法の概要及び結果は、会計に関する部分として監査の対象にした事項を示し

て記載すること。 

５ 営業報告書及び附属明細書の会計に関する部分のうちに、決算期後に生じた事実に関する事項その他の監査のため

に必要な調査をすることができなかった事項があるときは、その事項を示すこと。 

６ この監査報告書には、７の場合を除き、これを作成した公認会計士又は監査法人の代表者がその資格を記載して署

名押印すること。この場合において、会計監査人が監査法人であるときは、その職務を行った社員も署名押印するこ

と。 

７ 監査報告書の作成に代えて電磁的記録の作成をする場合においては、これを作成した公認会計士又は監査

法人の代表者は、その氏名及び資格を記録し、当該電磁的記録に記録された情報について電子署名を行うこ

と。この場合において、会計監査人が監査法人であるときは、作成の職務を行った社員の氏名をも記録し、

当該社員も電子署名を行うこと。 

 
 

 



  

改正後 現行 

 

 

 

 

別紙様式 第１号（第２７条の２関係） 
 

会計監査報告書 
 

年  月   日 
 
 
    保険相互会社 
                 御中 
 

事務所名 
公認会計士      氏名     印 

（自署） 
 
（記載上の注意） 
１ 会計監査人の監査の方法及びその内容を記載すること。 
２ 計算関係書類が当該相互会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどう

かについての意見があるときは、次の（１）から（３）までに掲げる意見の区分に応じ、当該（１）から（３）

までに定める事項を記載すること。 
（１）無限定適正意見 

監査の対象となった計算関係書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算

関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる

旨 
（２）除外事項を付した限定付適正意見 

監査の対象となった計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠

して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい

ると認められる旨並びに除外事項 
（３）不適正意見 

監査の対象となった計算関係書類が不適正である旨及びその理由 
３ ２の意見がないときは、その旨及びその理由を記載すること。 
４ 次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書

類の内容のうち強調する必要がある事項を記載すること。 
（１）継続企業の前提に係る事項 
（２）正当な理由による会計方針の変更 
（３）重要な偶発事象 
（４）重要な後発事象 
５ 会計監査報告を作成した日を記載すること。 
 

 
 
 
 
 
  



 

改正後 現行 

 
 （廃 止） 

 
別紙様式第１号の２（第１７条の２関係） 

（平１６内府令５０）

 

独立監査人の監査報告書 

 

年  月  日

      保険株式会社 

              御中 

 

事務所名 

公認会計士  氏   名    印 

       （自  署） 

 

（記載上の注意） 

１ 記載すべき事項ごとに監査の方法及び結果を正確に示すよう明瞭に記載すること。 

２ 監査の方法の概要は、監査の信頼性を正確に判断することができるように記載すること。 

３ 決算期後に生じた事実で会社の財産又は損益の状態に重要な影響を及ぼすものにつき、営業報告書に記載

があるときはその旨及び執行役から報告があったときはその事実を記載すること。 

４ 営業報告書及び附属明細書の監査の方法の概要及び結果は、会計に関する部分として監査の対象にした事

項を示して記載すること。 

５ 営業報告書及び附属明細書の会計に関する部分のうちに、決算期後に生じた事実に関する事項その他の監

査のために必要な調査をすることができなかった事項があるときは、その事項を示すこと。 

６ この監査報告書には、７の場合を除き、これを作成した公認会計士又は監査法人の代表者がその資格を記

載して署名押印すること。この場合において、会計監査人が監査法人であるときは、その職務を行った社員

も署名押印すること。 

７ 監査報告書の作成に代えて電磁的記録の作成をする場合においては、これを作成した公認会計士又は監査

法人の代表者は、その氏名及び資格を記録し、当該電磁的記録に記録された情報について電子署名を行うこ

と。この場合において、会計監査人が監査法人であるときは、作成の職務を行った社員の氏名をも記録し、

当該社員も電子署名を行うこと。 

 
 

 
 
 
 
 
  



 

 

改正後 現行 

 
別紙様式第２号（第１７条の５関係） 

 

監 査 役 監 査 報 告 書 

 

年  月  日 

 

 

 

 

                            保険株式会社 

監査役（常勤）   氏   名   印 

                                  （自 署） 

（記載上の注意） 
１ 計算関係書類の監査 
次に掲げる事項を記載すること。 
（１） 監査役の監査の方法及びその内容 
（２） 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由（会社計算

規則第１５８条第３項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨） 

（３） 重要な後発事象（会計監査報告の内容となっているものを除く。） 
（４） 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項 
（５） 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 

 
２ 事業報告等の監査 
次に掲げる事項を記載すること。 
（１）監査役の監査（計算関係書類に係るものを除く。以下２において同じ。）の方法及びその内容 
（２）事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該株式会社の状況を正しく示しているかどう

かについての意見 
（３）当該株式会社の取締役（当該事業年度中に当該株式会社が委員会設置会社であった場合にあっては、

執行役を含む。）の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があっ

たときは、その事実 
（４）監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 
（５）会社法施行規則第１１８条第２号に掲げる事項（監査の範囲に属さないものを除く。）がある場合に

おいて、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由 
（６）会社法施行規則第１２７条に規定する事項が事業報告の内容となっているときは、当該事項につい

ての意見 
 

 

 

 

 

別紙様式第２号（第１５条関係） 

（平１４内府令１７）

 

監 査 報 告 書 

 

年  月  日 

 

 

保険株式会社 監査役会 

 

 

監査役（常勤）   氏   名   印 

 

監査役       氏   名   印 

                                  （自 署） 

（記載上の注意） 

１ 記載すべき事項ごとに監査の方法及び結果を正確に示すよう明瞭に記載すること。 

２ 監査の方法の概要は、監査の信頼性を正確に判断することができるように記載すること。 

３ 営業報告書に記載されていない決算期後に生じた会社の状況に関する重要な事実について取締役から報告

があったときは、その事実を記載すること。ただし、会計監査人の監査報告書に記載があるものについては、

この限りでない。 

４ 次に掲げる事項については、その事項ごとに監査の方法の概要を記載すること。 

（１）商法第 264条第１項及び第 265条第１項の取引 
（２）会社が無償でした財産上の利益の供与（反対給付が著しく少ない財産上の利益の供与を含む。） 

（３）会社がした子会社又は株主との通例的でない取引 

（４）自己株式の取得及び処分又は株式失効の手続 

５ 商法第 281条ノ３第２項第 10号に掲げる事項を記載する場合において、４の（１）から（４）までに掲げ
る事項につき取締役の義務違反があるときは、その事項に関する記載は、各別にすること。 

６ この監査報告書には、７の場合を除き、各監査役が署名押印すること。この場合において、常勤の監査役

は、その旨を記載すること。 

７ 監査報告書の作成に代えて電磁的記録の作成をする場合においては、各監査役は、当該電磁的記録に記録

された情報について、電子署名を行うこと。この場合において、常勤の監査役は、その旨を当該電磁的記録

に記録すること。 

 
 



 

改正後 現行 

 
別紙様式第２号（第２７条の３及び第２８条関係） 

 

監 査 役 監 査 報 告 書 

 

年  月  日 

 

 

 

 

                            保険相互会社 

監査役（常勤）   氏   名   印 

                                  （自 署） 

（記載上の注意） 
１ 計算関係書類の監査 
次に掲げる事項（を記載すること。 
（１） 監査役の監査の方法及びその内容 
（２） 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由（保険業法

施行規則第２７条の６第３項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨） 

（３） 重要な後発事象（会計監査報告の内容となっているものを除く。） 
（４） 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項 
（５） 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 

 
２ 事業報告等の監査 
次に掲げる事項を記載すること。 
（１）監査役の監査（計算関係書類に係るものを除く。以下２において同じ。）の方法及びその内容 
（２）事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該相互会社の状況を正しく示しているかどう

かについての意見 
（３）当該相互会社の取締役（当該事業年度中に当該相互会社が委員会設置会社であった場合にあっては、

執行役を含む。）の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があっ

たときは、その事実 
（４）監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 
（５）保険業法第５３条の１４第４項第６号に規定する体制の整備についての決定又は決議の内容（監査

の範囲に属さないものを除く。）がある場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、

その旨及びその理由 
 

 

 

 

 

 



 

改正後 現行 

 
別紙様式第２号の２（第１７条の５関係） 

 

監 査 役 会 監 査 報 告 書 

 

年  月  日 

 

 

保険株式会社 監査役会 

 

 

監査役（常勤）   氏   名   印 

 

監査役       氏   名   印 

                                  （自 署） 

 
（計算関係書類の監査） 
１ 計算関係書類の監査 

次に掲げる事項を記載すること。監査役は、当該事項に係る監査役会監査報告の内容が当該事項に係

る監査役の監査役監査報告の内容と異なる場合には、当該事項に係る各監査役の監査役監査報告の内容

を監査役会監査報告に付記することができる。 
（１）監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

（２）会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由（会社計算

規則第１５８条第３項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨） 

（３）重要な後発事象（会計監査報告の内容となっているものを除く。） 
（４）会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項 
（５）監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 
（６）監査役会監査報告を作成した日 

 
２ 事業報告等の監査 
次に掲げる事項を記載すること。監査役は、当該事項に係る監査役会監査報告の内容と当該事項に係る当

該監査役の監査役監査報告の内容が異なる場合には、当該事項に係る監査役監査報告の内容を監査役会監査

報告に付記することができる。 
（１）監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 
（２）事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該株式会社の状況を正しく示しているかどうか

についての意見 
（３）当該株式会社の取締役（当該事業年度中に当該株式会社が委員会設置会社であった場合にあっては、

執行役を含む。）の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があった

ときは、その事実 
（４）監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 
（５）会社法施行規則第１１８条第２号に掲げる事項（監査の範囲に属さないものを除く。）がある場合にお

いて、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由 

 
別紙様式第２号の２（第１７条の２関係） 

（平１６内府令５０）

 

監 査 報 告 書 

 

年  月  日 

 

 

保険株式会社   監査委員会 

 

 

監査委員      氏   名   印 

                                  （自 署） 

 
（記載上の注意） 

１ 記載すべき事項ごとに監査の方法及び結果を正確に示すよう明瞭に記載すること。 

２ 監査の方法の概要は、監査の信頼性を正確に判断することができるように記載すること。 

３ 営業報告書に記載されていない決算期後に生じた会社の状況に関する重要な事実について執行役から報告

があったときは、その事実を記載すること。ただし、会計監査人の監査報告書に記載があるものについては、

この限りでない。 

４ 次に掲げる事項については、その事項ごとに監査の方法の概要を記載すること。 

（１）商法第２６４条第１項及び第２６５条第１項の取引 

（２）会社が無償でした財産上の利益の供与（反対給付が著しく少ない財産上の利益の供与を含む。） 

（３）会社がした子会社又は株主との通例的でない取引 

（４）自己株式の取得及び処分又は株式失効の手続 

（５）商法特例法第２１条の１４第７項第５号において準用する商法第２６４条第１項及び第２６５条第１項の取引

５ 商法特例法第２１条の２９第２項第５号に掲げる事項を記載する場合において、４の（１）から（５）ま

でに掲げる事項につき取締役又は執行役の義務違反があるときは、その事項に関する記載は、各別にするこ

と。 

６ この監査報告書には、７の場合を除き、各監査委員が署名押印すること。 

７ 監査報告書の作成に代えて電磁的記録の作成をする場合においては、各監査委員は、当該電磁的記録に記

録された情報について電子署名を行うこと。 

 
 



改正後 現行 

（６）会社法施行規則第１２７条に規定する事項が事業報告の内容となっているときは、当該事項について

の意見 
（７）監査役会監査報告を作成した日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



改正後 現行 

 
別紙様式第２号の２（第２７条の４及び第２８条の３関係） 

 

監 査 報 告 書 

 

年  月  日 

 

 

保険相互会社 監査役会 

 

 

監査役（常勤）   氏   名   印 

 

監査役       氏   名   印 

                                  （自 署） 

 
（計算関係書類の監査） 
１ 計算関係書類の監査 

次に掲げる事項を記載すること。監査役は、当該事項に係る監査役会監査報告の内容が当該事項に係

る監査役の監査役監査報告の内容と異なる場合には、当該事項に係る各監査役の監査役監査報告の内容

を監査役会監査報告に付記することができる。 
（１）監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

（２）会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由（会社計算

規則第１５８条第３項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨） 

（３）重要な後発事象（会計監査報告の内容となっているものを除く。） 
（４）会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項 
（５）監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 
（６）監査役会監査報告を作成した日 

 
２ 事業報告等の監査 
次に掲げる事項を記載すること。監査役は、当該事項に係る監査役会監査報告の内容と当該事項に係る当

該監査役の監査役監査報告の内容が異なる場合には、当該事項に係る監査役監査報告の内容を監査役会監査

報告に付記することができる。 
（１）監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 
（２）事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該相互会社の状況を正しく示しているかどうか

についての意見 
（３）当該相互会社の取締役（当該事業年度中に当該相互会社が委員会設置会社であった場合にあっては、

執行役を含む。）の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があった

ときは、その事実 
（４）監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 
（５）保険業法第５３条の１４第４項第６号に規定する体制の整備についての決定又は決議の内容（監査の

範囲に属さないものを除く。）がある場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その

旨及びその理由 



改正後 現行 

（６）監査役会監査報告を作成した日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

改正後 現行 

 
別紙様式第２号の３（第１７条の５関係） 

 

監 査 委 員 会 監 査 報 告 書 

 

年  月  日 

 

 

保険株式会社   監査委員会 

 

 

監査委員      氏   名   印 

                                  （自 署） 

（記載上の注意） 

１．計算関係書類の監査 
次に掲げる事項を記載すること。監査委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査委員の意見と異

なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。 
 （１）監査の方法及びその内容 
（２）会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由（会社計算規則

第１５８条第３項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨） 
 （３）重要な後発事象（会計監査報告の内容となっているものを除く。） 
 （４）会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項 
 （５）監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 

 
２．事業報告の監査 
次に掲げる事項を記載すること。監査委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査委員の意見と異

なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。 
（１）監査の方法及びその内容 
（２）事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該株式会社の状況を正しく示しているかどうか

についての意見 
（３）当該株式会社の取締役（執行役を含む。）の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実があったときは、その事実 
（４）監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 
（５）会社法施行規則第１１８条第２号に掲げる事項（監査の範囲に属さないものを除く。）がある場合にお

いて、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由 
（６）会社法施行規則第１２７条に規定する事項が事業報告の内容となっているときは、当該事項について

の意見 
（７）監査報告を作成した日 

 
 

 

 

（ 新 設 ） 
 



 

改正後 現行 

 

別紙様式第２号の３（第２７条の５及び第２８条の３関係） 

 

監 査 報 告 書 

 

年  月  日 

 

 

保険相互会社   監査委員会 

 

 

監査委員      氏   名   印 

                                  （自 署） 

（記載上の注意） 

１．計算関係書類の監査 
次に掲げる事項を記載すること。監査委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査委員の意見と異

なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。 
 （１）監査の方法及びその内容 
（２）会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由（保険業法施行

規則第２７条の６第３項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨） 
 （３）重要な後発事象（会計監査報告の内容となっているものを除く。） 
 （４）会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項 
 （５）監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 

 
２．事業報告の監査 
次に掲げる事項を記載すること。監査委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査委員の意見と異

なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。 
（１）監査の方法及びその内容 
（２）事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該相互会社の状況を正しく示しているかどうか

についての意見 
（３）当該相互会社の取締役（執行役を含む。）の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実があったときは、その事実 
（４）監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 
（５）保険業法第５３条の１４第４項第６号に規定する体制の整備についての決定又は決議の内容（監査の

範囲に属さないものを除く。）がある場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その

旨及びその理由 
（６）監査報告を作成した日 

 
 

 
 

 
  



改正後 現行 
別紙様式第３号（第１７条の８関係） 

第１ 貸借対照表の要旨 

年度（又は    期）決算公告 

住 所 

会社名 

代表取締役   氏    名 

 

貸借対照表（   年  月  日現在）の要旨 

 

（生命保険株式会社）                          （単位：百万円） 

資   産 金  額 負債及び純資産 金  額 

保 険 契 約 準 備 金 

短 期 社 債 

社 債 

新 株 予 約 権 付 社 債 

そ の 他 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 

価 格 変 動 準 備 金 

金融先物取引責任準備金 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 

繰 延 税 金 負 債 

再評価に係る繰延税金負債 

支 払 承 諾 

負債の部合計 

 現 金 及 び 預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債券貸借取引支払保証金 

買 入 金 銭 債 権 

商 品 有 価 証 券 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

貸 付 金 

有 形 固 定 資 産 

無 形 固 定 資 産 

そ の 他 資 産 

繰 延 税 金 資 産 

再評価に係る繰延税金資産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

資 本 金 

新 株 式 申 込 証 拠 金 

資 本 剰 余 金 

  資 本 準 備 金 

利 益 剰 余 金 

  利 益 準 備 金 

  そ の 他 利 益 準 備 金 

自 己 株 式 

自 己 株 式 申 込 証 拠 金 

その他有価証券評価差額金 
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 
土 地 再 評 価 差 額 金 

純資産の部合計 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

資産の部合計  負債及び純資産の部合計   

別紙様式第３号（第１５条関係） 

（平１６内府令５０）

第１ 貸借対照表の要旨 

年度（又は    期）決算公告 

住 所 

会社名 

代表取締役   氏    名 

 

貸借対照表（   年  月  日現在）の要旨 

 

（生命保険株式会社）                          （単位：百万円） 

資   産 金  額 負債及び資本 金  額 

保 険 契 約 準 備 金 

短 期 社 債 

社 債 

新 株 予 約 権 付 社 債 

そ の 他 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 

価 格 変 動 準 備 金 

金融先物取引責任準備金 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 

繰 延 税 金 負 債 

再評価に係る繰延税金負債 

支 払 承 諾 

負債の部合計 

 現 金 及 び 預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債券貸借取引支払保証金 

買 入 金 銭 債 権 

商 品 有 価 証 券 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

貸 付 金 

不 動 産 及 び 動 産 
（ 新 設 ） 

そ の 他 資 産 

繰 延 税 金 資 産 

再評価に係る繰延税金資産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

資 本 金 

新 株 式 払 込 金 

資 本 剰 余 金 

  資 本 準 備 金 

利 益 剰 余 金 

  利 益 準 備 金 

 当期純利益（又は当期純損失） 

土 地 再 評 価 差 額 金 

株 式 等 評 価 差 額 金 

自 己 株 式 払 込 金 

自 己 株 式 

（ 新 設 ） 

資本の部合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

資産の部合計  負債及び資本の部合計   



改正後 現行 
（損害保険株式会社）                          （単位：百万円） 

資   産 金  額 負債及び純資産 金  額 

保 険 契 約 準 備 金 

短 期 社 債 

社 債 

新 株 予 約 権 付 社 債 

そ の 他 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 

価 格 変 動 準 備 金 

金融先物取引責任準備金 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 

繰 延 税 金 負 債 

再評価に係る繰延税金負債 

支 払 承 諾 

負債の部合計 

 現 金 及 び 預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債券貸借取引支払保証金 

買 入 金 銭 債 権 

商 品 有 価 証 券 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

貸 付 金 

有 形 固 定 資 産 

無 形 固 定 資 産 

そ の 他 資 産 

繰 延 税 金 資 産 

再評価に係る繰延税金資産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

資 本 金 

新 株 式 申 込 証 拠 金 

資 本 剰 余 金 

  資 本 準 備 金 

利 益 剰 余 金 

  利 益 準 備 金 

  そ の 他 利 益 準 備 金 

自 己 株 式 

自 己 株 式 申 込 証 拠 金 

その他有価証券評価差額金 
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 
土 地 再 評 価 差 額 金 

純資産の部合計 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

資産の部合計  負債及び純資産の部合計  

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。 

（１）継続企業の前提（会社法計算規則第１３１条に規定するものをいう。以下同じ。）に重要な疑義を抱

かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響の計算書類への反映の有無 

（２）土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差額 

（３）保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額がある場合は、その額 

（削除） 

（損害保険株式会社）                          （単位：百万円） 

資   産 金  額 負債及び資本 金  額 

保 険 契 約 準 備 金 

短 期 社 債 

社 債 

新 株 予 約 権 付 社 債 

そ の 他 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 

価 格 変 動 準 備 金 

金融先物取引責任準備金 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 

繰 延 税 金 負 債 

再評価に係る繰延税金負債 

支 払 承 諾 

負債の部合計 

 現 金 及 び 預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債券貸借取引支払保証金 

買 入 金 銭 債 権 

商 品 有 価 証 券 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

貸 付 金 

不 動 産 及 び 動 産 

（ 新 設 ） 
そ の 他 資 産 

繰 延 税 金 資 産 

再評価に係る繰延税金資産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

資 本 金 

新 株 式 払 込 金 

資 本 剰 余 金 

  資 本 準 備 金 

利 益 剰 余 金 

  利 益 準 備 金 

 当期純利益（又は当期純損失） 

土 地 再 評 価 差 額 金 

株 式 等 評 価 差 額 金 

自 己 株 式 払 込 金 

自 己 株 式 
（ 新 設 ） 

純資産の部合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

資産の部合計  負債及び純資産の部合計  

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。 

（１）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

 
① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映しているか否か 

（２）土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差額 

（３）保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額がある場合は、その額 

（４）保険業法施行規則第１７条の３第１項第１号に規定する金額がある場合は、その額 

 



改正後 現行 
（削除） 

（４）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３ヵ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合計

額 

なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 

（５）保険業法施行規則第５９条の２第１項第３号ロ（10）に規定する比率 

（６）生命保険会社にあっては、契約者配当準備金の配当支払による取崩額並びにその他資産及びその他負

債の主な内訳 

（７）保険業法第９１条の規定による組織変更剰余金額又は同法第１６４条第４項（同法第１６５条第６項

において準用する場合を含む。）において準用する同法第９１条の規定による合併剰余金額 

（削除） 

 

（８）有形固定資産の減価償却額 

（９）資産に係る減損損失累計額を貸借対照表において減価償却累計額の科目をもって表示した場合にあ 

っては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨 

（10）資産が担保に供されている場合における、当該資産の内容及びその金額 

（11）１株当たりの純資産額（銭単位で記載すること） 

（12）事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合におけ

る当該事象 

２ 法令等に基づき、又は会社の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げてあ

る科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 
 

第２ 損益計算書の要旨 
 

   年  月  日から 
損益計算書               の要旨 

年  月  日まで 
 

（生命保険株式会社）                           （単位：百万円） 

科      目 金     額 

経  常  収  益 

  保 険 料 等 収 入 

  資 産 運 用 収 益 

   そ の 他 経 常 収 益 

 

経  常  費  用 

  保 険 金 等 支 払 金 

  責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

  資 産 運 用 費 用 

  事 業 費 

   そ の 他 経 常 費 用 

 

 

 

経

常

損

益

の

部 

経常利益（又は経常損失）  

特

別

損

特  別  利  益 

  保 険 業 法 第 1 1 2 条 評 価 益 

  そ の 他 特 別 利 益 

 

（５）保険業法施行規則第１７条の３第１項第３号に規定する純資産額 

（６）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３ヵ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合計

額 

なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 

（７）保険業法施行規則第５９条の２第１項第３号ロ（10）に規定する比率 

（８）生命保険会社にあっては、契約者配当準備金の配当支払による取崩額並びにその他資産及びその他負

債の主な内訳 

（９）保険業法第９２条の規定による組織変更剰余金額又は同法第１６４条第５項（同法第１６５条第２項

において準用する場合を含む。）において準用する同法第９２条の規定による合併剰余金額 

（10）貸借対照表上の純資産額から新株式払込金、土地再評価差額金及び株式等評価差額金の合計額を控

除した金額が、資本金、資本準備金及び利益準備金の合計額を下回る場合には、その差額 

（新設） 

（新設） 

 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

 

２ 法令等に基づき、又は会社の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げてあ

る科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 
 

第２ 損益計算書の要旨 
 

年  月  日から 
損益計算書               の要旨 

年  月  日まで 
 

（生命保険株式会社）                           （単位：百万円） 

科      目 金     額 

経  常  収  益 

  保 険 料 等 収 入 

  資 産 運 用 収 益 

   そ の 他 経 常 収 益 

 

経  常  費  用 

  保 険 金 等 支 払 金 

  責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

  資 産 運 用 費 用 

  事 業 費 

   そ の 他 経 常 費 用 

 

 

 

経

常

損

益

の

部

経常利益（又は経常損失）  

特

別

損

特  別  利  益 

  保 険 業 法 第 1 1 2 条 評 価 益 

  そ の 他 特 別 利 益 

 



益 

の 

 

部 

特  別  損  失 

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 

そ の 他 特 別 損 失  

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額 

税 引 前 当 期 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

前 期 繰 越 利 益 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ） 

・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額 

利 益 準 備 金 取 崩 額 

当 期 未 処 分 利 益 （ 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ） 

 

 
 

（損害保険株式会社）                           （単位：百万円） 

科      目 金     額 

経  常  収  益 

  保 険 引 受 収 益 

    （ う ち 正 味 収 入 保 険 料 ） 

  資 産 運 用 収 益 

 （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 収 入 ） 

   そ の 他 経 常 収 益 

 

経  常  費  用 

  保 険 引 受 費 用 

    （ う ち 正 味 支 払 保 険 金 ） 

    （ う ち 損 害 調 査 費 ） 

  資 産 運 用 費 用 

  営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 

   そ の 他 経 常 費 用 

 

経常利益（又は経常損失）  

特  別  利  益  

特  別  損  失  

税 引 前 当 期 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

 

益

の

 

部

特  別  損  失 

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 

そ の 他 特 別 損 失  

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額 

税 引 前 当 期 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

前 期 繰 越 利 益 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ） 

・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額 

利 益 準 備 金 取 崩 額 

当 期 未 処 分 利 益 （ 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ） 

 

 
 
（損害保険株式会社）                           （単位：百万円） 

科      目 金     額 

経  常  収  益 

  保 険 引 受 収 益 

    （ う ち 正 味 収 入 保 険 料 ） 

  資 産 運 用 収 益 

 （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 収 入 ） 

   そ の 他 経 常 収 益 

 

経  常  費  用 

  保 険 引 受 費 用 

    （ う ち 正 味 支 払 保 険 金 ） 

    （ う ち 損 害 調 査 費 ） 

  資 産 運 用 費 用 

  営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 

   そ の 他 経 常 費 用 

 

経常利益（又は経常損失）  

特  別  利  益  

特  別  損  失  

税 引 前 当 期 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

 



 
改正後 現行 

（ 削 除 ） 

（ 削 除 ） 

（ 削 除 ） 

（ 削 除 ） 

 

 
（記載上の注意） 

（削除） 

 

１ １株当たりの当期純利益又は当期純損失の額を銭単位で注記すること。 

２ 生命保険会社にあっては、その他経常利益及びその他経常費用の主な内訳を注記すること。 

３ 法令等に基づき、又は会社の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げてある科

目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

 

前 期 繰 越 利 益 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ） 

・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額 

利 益 準 備 金 取 崩 額 

当 期 未 処 分 利 益 （ 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ） 

 

 
（記載上の注意） 

１ 積立金取崩額には、一定の目的のために留保した積立金をその目的に従い取り崩した額を、当該積立金の名

称を付した科目をもって記載すること。 

２ １株当たりの当期純利益又は当期純損失の額を銭単位で注記すること。 

３ 生命保険会社にあっては、その他経常利益及びその他経常費用の主な内訳を注記すること。 

４ 法令等に基づき、又は会社の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げてある科

目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

 

 
 



改正後 現行 
別紙様式第３号の２（第１７条の８関係） 

第１ 貸借対照表の要旨 

年度（又は    期）決算公告 

住 所 

会社名 

代表取締役   氏    名 

 

貸借対照表（   年  月  日現在）の要旨 

 

（生命保険株式会社）                          （単位：百万円） 

資   産 金  額 負債及び純資産 金  額 

保 険 契 約 準 備 金 

特 定 取 引 負 債 
短 期 社 債 

社 債 

新 株 予 約 権 付 社 債 

そ の 他 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 

価 格 変 動 準 備 金 

金融先物取引責任準備金 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 

繰 延 税 金 負 債 

再評価に係る繰延税金負債 

支 払 承 諾 

負債の部合計 

 現 金 及 び 預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債券貸借取引支払保証金 

買 入 金 銭 債 権 

特 定 取 引 資 産 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

貸 付 金 

有 形 固 定 資 産 

無 形 固 定 資 産 

そ の 他 資 産 

繰 延 税 金 資 産 

再評価に係る繰延税金資産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

資 本 金 

新 株 式 申 込 証 拠 金 

資 本 剰 余 金 

  資 本 準 備 金 

利 益 剰 余 金 

  利 益 準 備 金 

  そ の 他 利 益 準 備 金 

自 己 株 式 

自 己 株 式 申 込 証 拠 金 

その他有価証券評価差額金 
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 
土 地 再 評 価 差 額 金 

純資産の部合計 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

資産の部合計  負債及び純資産の部合計   

別紙様式第３号の２（第１５条関係） 

（平１６内府令５０）

第１ 貸借対照表の要旨 

年度（又は    期）決算公告 

住 所 

会社名 

代表取締役   氏    名 

 

貸借対照表（   年  月  日現在）の要旨 

 

（生命保険株式会社）                          （単位：百万円） 

資   産 金  額 負債及び資本 金  額 

保 険 契 約 準 備 金 

特 定 取 引 負 債 
短 期 社 債 

社 債 

新 株 予 約 権 付 社 債 

そ の 他 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 

価 格 変 動 準 備 金 

金融先物取引責任準備金 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 

繰 延 税 金 負 債 

再評価に係る繰延税金負債 

支 払 承 諾 

負債の部合計 

 現 金 及 び 預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債券貸借取引支払保証金 

買 入 金 銭 債 権 

特 定 取 引 資 産 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

貸 付 金 

不 動 産 及 び 動 産 
（ 新 設 ） 

そ の 他 資 産 

繰 延 税 金 資 産 

再評価に係る繰延税金資産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 資 本 金 

新 株 式 払 込 金 

資 本 剰 余 金 

  資 本 準 備 金 

利 益 剰 余 金 

  利 益 準 備 金 

 当期純利益（又は当期純損失） 

土 地 再 評 価 差 額 金 

株 式 等 評 価 差 額 金 

自 己 株 式 払 込 金 

自 己 株 式 

（ 新 設 ） 

資本の部合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

資産の部合計  負債及び資本の部合計   



改正後 現行 
（損害保険株式会社）                          （単位：百万円） 

資   産 金  額 負債及び純資産 金  額 

保 険 契 約 準 備 金 

特 定 取 引 負 債 
短 期 社 債 

社 債 

新 株 予 約 権 付 社 債 

そ の 他 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 

価 格 変 動 準 備 金 

金融先物取引責任準備金 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 

繰 延 税 金 負 債 

再評価に係る繰延税金負債 

支 払 承 諾 

負債の部合計 

 現 金 及 び 預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債券貸借取引支払保証金 

買 入 金 銭 債 権 

特 定 取 引 資 産 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

貸 付 金 

有 形 固 定 資 産 

無 形 固 定 資 産 

そ の 他 資 産 

繰 延 税 金 資 産 

再評価に係る繰延税金資産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 資 本 金 

新 株 式 申 込 証 拠 金 

資 本 剰 余 金 

  資 本 準 備 金 

利 益 剰 余 金 

  利 益 準 備 金 

  そ の 他 利 益 準 備 金 

自 己 株 式 

自 己 株 式 申 込 証 拠 金 

その他有価証券評価差額金 
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 
土 地 再 評 価 差 額 金 

純資産の部合計 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

資産の部合計  負債及び純資産の部合計  

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。 

（１）継続企業の前提（会社法計算規則第１３１条に規定するものをいう。以下同じ。）に重要な疑義を抱

かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響の計算書類への反映の有無 

（２）土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差額 

（３）保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額がある場合は、その額 

（損害保険株式会社）                          （単位：百万円） 

資   産 金  額 負債及び資本 金  額 

保 険 契 約 準 備 金 

特 定 取 引 負 債 
短 期 社 債 

社 債 

新 株 予 約 権 付 社 債 

そ の 他 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 

価 格 変 動 準 備 金 

金融先物取引責任準備金 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 

繰 延 税 金 負 債 

再評価に係る繰延税金負債 

支 払 承 諾 

負債の部合計 

 現 金 及 び 預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債券貸借取引支払保証金 

買 入 金 銭 債 権 

特 定 取 引 資 産 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

貸 付 金 

不 動 産 及 び 動 産 

（ 新 設 ） 
そ の 他 資 産 

繰 延 税 金 資 産 

再評価に係る繰延税金資産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 資 本 金 

新 株 式 払 込 金 

資 本 剰 余 金 

  資 本 準 備 金 

利 益 剰 余 金 

  利 益 準 備 金 

 当期純利益（又は当期純損失） 

土 地 再 評 価 差 額 金 

株 式 等 評 価 差 額 金 

自 己 株 式 払 込 金 

自 己 株 式 
（ 新 設 ） 

純資産の部合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

資産の部合計  負債及び純資産の部合計  

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。 

（１）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

 
① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映しているか否か 

（２）土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差額 

（３）保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額がある場合は、その額 

改正後 現行 



（削除） 

（削除） 

（４）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３ヵ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合計

額 

なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 

（５）保険業法施行規則第５９条の２第１項第３号ロ（10）に規定する比率 

（６）生命保険会社にあっては、契約者配当準備金の配当支払による取崩額並びにその他資産及びその他負

債の主な内訳 

（７）保険業法第９１条の規定による組織変更剰余金額又は同法第１６４条第４項（同法第１６５条第６項

において準用する場合を含む。）において準用する同法第９１条の規定による合併剰余金額 

（削除） 

 

（８）有形固定資産の減価償却額 

（９）資産に係る減損損失累計額を貸借対照表において減価償却累計額の科目をもって表示した場合にあ 

っては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨 

（10）資産が担保に供されている場合における、当該資産の内容及びその金額 

（11）１株当たりの純資産額（銭単位で記載すること） 

（12）事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合におけ

る当該事象 

２ 法令等に基づき、又は会社の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げてあ

る科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 
 

第２ 損益計算書の要旨 
   年  月  日から 

損益計算書               の要旨 
年  月  日まで 

 

（生命保険株式会社）                           （単位：百万円） 

科      目 金     額 

経  常  収  益 

  保 険 料 等 収 入 

  資 産 運 用 収 益 

   そ の 他 経 常 収 益 

 

経  常  費  用 

  保 険 金 等 支 払 金 

  責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

  資 産 運 用 費 用 

  事 業 費 

   そ の 他 経 常 費 用 

 

 

 

経

常

損

益

の

部 

経常利益（又は経常損失）  

特

別

損

特  別  利  益 

  保 険 業 法 第 1 1 2 条 評 価 益 

  そ の 他 特 別 利 益 

 

（４）保険業法施行規則第１７条の３第１項第１号に規定する金額がある場合は、その額 

（５）保険業法施行規則第１７条の３第１項第３号に規定する純資産額 

（６）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３ヵ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合計

額 

なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 

（７）保険業法施行規則第５９条の２第１項第３号ロ（10）に規定する比率 

（８）生命保険会社にあっては、契約者配当準備金の配当支払による取崩額並びにその他資産及びその他負

債の主な内訳 

（９）保険業法第９２条の規定による組織変更剰余金額又は同法第１６４条第５項（同法第１６５条第２項

において準用する場合を含む。）において準用する同法第９２条の規定による合併剰余金額 

（10）貸借対照表上の純資産額から新株式払込金、土地再評価差額金及び株式等評価差額金の合計額を控

除した金額が、資本金、資本準備金及び利益準備金の合計額を下回る場合には、その差額 

（新設） 

（新設） 

 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

 

２ 法令等に基づき、又は会社の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げてあ

る科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 
 

第２ 損益計算書の要旨 

年  月  日から 
損益計算書               の要旨 

年  月  日まで 
 

（生命保険株式会社）                           （単位：百万円） 

科      目 金     額 

経  常  収  益 

  保 険 料 等 収 入 

  資 産 運 用 収 益 

   そ の 他 経 常 収 益 

 

経  常  費  用 

  保 険 金 等 支 払 金 

  責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

  資 産 運 用 費 用 

  事 業 費 

   そ の 他 経 常 費 用 

 

 

 

経

常

損

益

の

部

経常利益（又は経常損失）  

特

別

損

特  別  利  益 

  保 険 業 法 第 1 1 2 条 評 価 益 

  そ の 他 特 別 利 益 

 



益 

の 

 

部 

特  別  損  失 

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 

そ の 他 特 別 損 失  

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額 

税 引 前 当 期 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

前 期 繰 越 利 益 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ） 

・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額 

利 益 準 備 金 取 崩 額 

当 期 未 処 分 利 益 （ 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ） 

 

 
 

（損害保険株式会社）                           （単位：百万円） 

科      目 金     額 

経  常  収  益 

  保 険 引 受 収 益 

    （ う ち 正 味 収 入 保 険 料 ） 

  資 産 運 用 収 益 

 （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 収 入 ） 

   そ の 他 経 常 収 益 

 

経  常  費  用 

  保 険 引 受 費 用 

    （ う ち 正 味 支 払 保 険 金 ） 

    （ う ち 損 害 調 査 費 ） 

  資 産 運 用 費 用 

  営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 

   そ の 他 経 常 費 用 

 

経常利益（又は経常損失）  

特  別  利  益  

特  別  損  失  

税 引 前 当 期 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

 

益

の

 

部

特  別  損  失 

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 

そ の 他 特 別 損 失  

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額 

税 引 前 当 期 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

前 期 繰 越 利 益 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ） 

・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額 

利 益 準 備 金 取 崩 額 

当 期 未 処 分 利 益 （ 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ） 

 

 
 
（損害保険株式会社）                           （単位：百万円） 

科      目 金     額 

経  常  収  益 

  保 険 引 受 収 益 

    （ う ち 正 味 収 入 保 険 料 ） 

  資 産 運 用 収 益 

 （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 収 入 ） 

   そ の 他 経 常 収 益 

 

経  常  費  用 

  保 険 引 受 費 用 

    （ う ち 正 味 支 払 保 険 金 ） 

    （ う ち 損 害 調 査 費 ） 

  資 産 運 用 費 用 

  営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 

   そ の 他 経 常 費 用 

 

経常利益（又は経常損失）  

特  別  利  益  

特  別  損  失  

税 引 前 当 期 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

 



 
改正後 現行 

（ 削 除 ） 

（ 削 除 ） 

（ 削 除 ） 

（ 削 除 ） 

 

 
（記載上の注意） 

（削除） 

 

１ １株当たりの当期純利益又は当期純損失の額を銭単位で注記すること。 

２ 生命保険会社にあっては、その他経常利益及びその他経常費用の主な内訳を注記すること。 

３ 法令等に基づき、又は会社の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げてある科

目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

 

前 期 繰 越 利 益 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ） 

・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額 

利 益 準 備 金 取 崩 額 

当 期 未 処 分 利 益 （ 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ） 

 

 
（記載上の注意） 

１ 積立金取崩額には、一定の目的のために留保した積立金をその目的に従い取り崩した額を、当該積立金の名

称を付した科目をもって記載すること。 

２ １株当たりの当期純利益又は当期純損失の額を銭単位で注記すること。 

３ 生命保険会社にあっては、その他経常利益及びその他経常費用の主な内訳を注記すること。 

４ 法令等に基づき、又は会社の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げてある科

目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

 

 
 



 
改正後 現  行 

 
 （廃止） 

別紙様式第３号の３（第１５条関係） 

（平１６内府令５０）

第１ 貸借対照表の要旨 

年度（又は    期）決算公告 

住 所 

会社名 

代表執行役   氏    名 

 

貸借対照表（   年  月  日現在）の要旨 

 

（生命保険株式会社）                          （単位：百万円） 

資   産 金  額 負債及び資本 金  額 

保 険 契 約 準 備 金 

短 期 社 債 

社 債 

新 株 予 約 権 付 社 債 

そ の 他 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 

価 格 変 動 準 備 金 

金融先物取引責任準備金 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 

繰 延 税 金 負 債 

再評価に係る繰延税金負債 

支 払 承 諾 

負債の部合計 

 現 金 及 び 預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

債券貸借取引支払保証金

買 入 金 銭 債 権

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 付 金

不 動 産 及 び 動 産

そ の 他 資 産

繰 延 税 金 資 産

再評価に係る繰延税金資産

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

資 本 金 

新 株 式 払 込 金 

資 本 剰 余 金 

   資 本 準 備 金 

利 益 剰 余 金 

   利 益 準 備 金 

 当 期 純 利 益 

  （又は当期純損失） 

土 地 再 評 価 差 額 金 

株 式 等 評 価 差 額 金 

自 己 株 式 払 込 金 

自 己 株 式 

資本の部合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

資産の部合計  負債及び資本の部合計  

 



改正後 現  行 
（損害保険株式会社）                          （単位：百万円） 

資   産 金  額 負債及び資本 金  額 

保 険 契 約 準 備 金 

短 期 社 債 

社 債 

新 株 予 約 権 付 社 債 

そ の 他 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 

価 格 変 動 準 備 金 

金融先物取引責任準備金 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 

繰 延 税 金 負 債 

再評価に係る繰延税金負債 

支 払 承 諾 

負債の部合計 

 現 金 及 び 預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

債券貸借取引支払保証金

買 入 金 銭 債 権

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 付 金

不 動 産 及 び 動 産

そ の 他 資 産

繰 延 税 金 資 産

再評価に係る繰延税金資産

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

資 本 金 

新 株 式 払 込 金 

資 本 剰 余 金 

   資 本 準 備 金 

利 益 剰 余 金 

   利 益 準 備 金 

 当 期 純 利 益 

  （又は当期純損失） 

土 地 再 評 価 差 額 金 

株 式 等 評 価 差 額 金 

自 己 株 式 払 込 金 

自 己 株 式 

資本の部合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

資産の部合計  負債及び資本の部合計  

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。 

（１）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

  ① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

  ② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在 

  ③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

  ④ 当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映しているか否か 

（２）土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差額 

（３）保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額がある場合は、その額 

（４）保険業法施行規則第１７条の３第１項第１号に規定する金額がある場合は、その額 

（５）保険業法施行規則第１７条の３第１項第３号に規定する純資産額 

（６）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合計額 



改正後 現  行 
   なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 

（７）保険業法施行規則第５９条の２第１項第３号ロ（１０）に規定する比率 

（８）生命保険会社にあっては、契約者配当準備金の配当支払による取崩額並びにその他資産  及びその他負債の主な内訳 

（９）保険業法第９２条の規定による組織変更剰余金額又は同法第１６４条第５項（同法第１６５条第２項において準用する場合を

含む。）において準用する同法第９２条の規定による合併剰余金額 

（10）貸借対照表上の純資産額から新株式払込金、土地再評価差額金及び株式等評価差額金の合計額を控除した

金額が、資本金、資本準備金及び利益準備金の合計額を下回る場合には、その差額 

２ 法令等に基づき、又は会社の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げてある科

目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

 

第２ 損益計算書の要旨 

 

    年  月  日から 
損益計算書               の要旨 

年  月  日まで 

 

（生命保険株式会社）                           （単位：百万円） 

科      目 金     額 

経  常  収  益 

  保 険 料 等 収 入 

  資 産 運 用 収 益 

   そ の 他 経 常 収 益 

 

経  常  費  用 

  保 険 金 等 支 払 金 

  責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

  資 産 運 用 費 用 

  事 業 費 

   そ の 他 経 常 費 用 

 

 

 

経

常

損

益

の

部

経常利益（又は経常損失）  

特

別

損

特  別  利  益 

  保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益 

  そ の 他 特 別 利 益 

 

益

の

部

特  別  損  失 

  価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 

  そ の 他 特 別 損 失 

 

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額 

税 引 前 当 期 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 



改正後 現  行 

前 期 繰 越 利 益 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ） 

・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額 

利 益 準 備 金 取 崩 額 

当 期 未 処 分 利 益 （ 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ） 

 

 

（損害保険株式会社）                           （単位：百万円） 

科      目 金     額 

経  常  収  益 

   保 険 引 受 収 益 

     （ う ち 正 味 収 入 保 険 料 ） 

   資 産 運 用 収 益 

     （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 収 入 ） 

   そ の 他 経 常 収 益 

 

経  常  費  用 

   保 険 引 受 費 用 

     （ う ち 正 味 支 払 保 険 金 ） 

     （ う ち 損 害 調 査 費 ） 

   資 産 運 用 費 用 

   営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 

   そ の 他 経 常 費 用 

 

経常利益（又は経常損失）  

特  別  利  益  

特  別  損  失  

税 引 前 当 期 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

前 期 繰 越 利 益 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ） 

・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額 

利 益 準 備 金 取 崩 額 

当 期 未 処 分 利 益 （ 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ） 

 

 

（記載上の注意） 

１ 積立金取崩額には、一定の目的のために留保した積立金をその目的に従い取り崩した額を、当該積立金の名

称を付した科目をもって記載すること。 

２ １株当たりの当期純利益又は当期純損失の額を銭単位で注記すること。 

３ 生命保険会社にあっては、その他経常利益及びその他経常費用の主な内訳を注記すること。 

４ 法令等に基づき、又は会社の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げてある科

目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

 
 



 
改正後 現  行 

 
 （廃止） 

別紙様式第３号の４（第１５条関係） 

（平１６内府令５０）

第１ 貸借対照表の要旨 

年度（又は    期）決算公告 

住 所 

会社名 

代表執行役   氏    名 

 

貸借対照表（   年  月  日現在）の要旨 

 

（生命保険株式会社）                          （単位：百万円） 

資   産 金  額 負債及び資本 金  額 

現 金 及 び 預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

債券貸借取引支払保証金

買 入 金 銭 債 権

特 定 取 引 資 産

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 付 金

不 動 産 及 び 動 産

そ の 他 資 産

繰 延 税 金 資 産

再評価に係る繰延税金資産

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

保 険 契 約 準 備 金 

特 定 取 引 負 債 

短 期 社 債 

社 債 

新 株 予 約 権 付 社 債 

そ の 他 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 

価 格 変 動 準 備 金 

金融先物取引責任準備金 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 

繰 延 税 金 負 債 

再評価に係る繰延税金負債 

支 払 承 諾 

負債の部合計 

 

   

   資 本 準 備 金 

利 益 剰 余 金 

   利 益 準 備 金 

 当 期 純 利 益 

  （又は当期純損失） 

土 地 再 評 価 差 額 金 

株 式 等 評 価 差 額 金 

自 己 株 式 払 込 金 

自 己 株 式 

資本の部合計 

 



改正後 現  行 

資 本 金 

新 株 式 払 込 金 

資 本 剰 余 金 

 

 

△ 

資産の部合計  負債及び資本の部合計  

 
（損害保険株式会社）                          （単位：百万円） 

資   産 金  額 負債及び資本 金  額 

保 険 契 約 準 備 金 

特 定 取 引 負 債 

短 期 社 債 

社 債 

新 株 予 約 権 付 社 債 

そ の 他 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 

価 格 変 動 準 備 金 

金融先物取引責任準備金 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 

繰 延 税 金 負 債 

再評価に係る繰延税金負債 

支 払 承 諾 

負債の部合計 

 現 金 及 び 預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

債券貸借取引支払保証金

買 入 金 銭 債 権

特 定 取 引 資 産

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 付 金

不 動 産 及 び 動 産

そ の 他 資 産

繰 延 税 金 資 産

再評価に係る繰延税金資産

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 資 本 金 

新 株 式 払 込 金 

資 本 剰 余 金 

  資 本 準 備 金 

利 益 剰 余 金 

  利 益 準 備 金 

 当 期 純 利 益 

  （又は当期純損失） 

土 地 再 評 価 差 額 金 

株 式 等 評 価 差 額 金 

自 己 株 式 払 込 金 

自 己 株 式 

資本の部合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

資産の部合計  負債及び資本の部合計  

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。 

（１）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

  ① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 



改正後 現  行 
  ② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在 

  ③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

  ④ 当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映しているか否か 

（２）保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額がある場合は、その額 

（３）保険業法施行規則第１７条の３第１項第１号に規定する金額がある場合は、その額 

（４）保険業法施行規則第１７条の３第１項第３号に規定する純資産額 

（５）土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差額 

（６）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合計額 

   なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 

（７）保険業法施行規則第５９条の２第１項第３号ロ（１０）に規定する比率 

（８）生命保険会社にあっては、契約者配当準備金の配当支払による取崩額並びにその他資産及びその他負債の

主な内訳 

（９）保険業法第９２条の規定による組織変更剰余金額又は同法第１６４条第５項（同法第１６５条第２項にお

いて準用する場合を含む。）において準用する同法第９２条の規定による合併剰余金額 

（10）貸借対照表上の純資産額から新株式払込金、土地再評価差額金及び株式等評価差額金の合計額を控除した

金額が、資本金、資本準備金及び利益準備金の合計額を下回る場合には、その差額 

２ 法令等に基づき、又は会社の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げてあ

る科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

 

第２ 損益計算書の要旨 

 

  年  月  日から 
損益計算書               の要旨 

年  月  日まで 

 

（生命保険株式会社）                           （単位：百万円） 

科      目 金     額 

経  常  収  益 

  保 険 料 等 収 入 

  資 産 運 用 収 益 

   そ の 他 経 常 収 益 

 

経  常  費  用 

  保 険 金 等 支 払 金 

  責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

  資 産 運 用 費 用 

  事 業 費 

   そ の 他 経 常 費 用 

 

 

 

経

常

損

益

の

部

経常利益（又は経常損失）  

特

別

損

特  別  利  益 

  保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益 

  そ の 他 特 別 利 益 

 



改正後 現  行 

益

の

部

特  別  損  失 

  価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 

  そ の 他 特 別 損 失 

 

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額 

税 引 前 当 期 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

前 期 繰 越 利 益 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ） 

・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額 

利 益 準 備 金 取 崩 額 

当 期 未 処 分 利 益 （ 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ） 

 

 

（損害保険株式会社）                           （単位：百万円） 

科      目 金     額 

経  常  収  益 

  保 険 引 受 収 益 

   （ う ち 正 味 収 入 保 険 料 ） 

  資 産 運 用 収 益 

   （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 収 入 ） 

そ の 他 経 常 収 益 

 

経  常  費  用 

  保 険 引 受 費 用 

   （ う ち 正 味 支 払 保 険 金 ） 

   （ う ち 損 害 調 査 費 ） 

  資 産 運 用 費 用 

  営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 

  そ の 他 経 常 費 用 

 

経常利益（又は経常損失）  

特  別  利  益  

特  別  損  失  

税 引 前 当 期 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

前 期 繰 越 利 益 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ） 

・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額 

利 益 準 備 金 取 崩 額 

当 期 未 処 分 利 益 （ 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ） 

 

 



改正後 現  行 
（記載上の注意） 

１ 積立金取崩額には、一定の目的のために留保した積立金をその目的に従い取り崩した額を、当該積立金の名

称を付した科目をもって記載すること。 

２ １株当たりの当期純利益又は当期純損失の額を銭単位で注記すること。 

３ 生命保険会社にあっては、その他経常利益及びその他経常費用の主な内訳を注記すること。 

４ 法令等に基づき、又は会社の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げてある科

目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

 

 



 

改正後 現行 

 
別紙様式第４号（第１７条関係） 

 

株主総会参考書類 

 
１ 議案 
（１）会社の提案に係るもの 
（２）株主の提案に係るもの 

 ２ 議案につき会社法第三百八十四条又は第三百八十九条第三項の規定により株主総会に報

告すべき調査の結果があるときは、その結果の要旨 
３ その他株主の議決権の行使について参考となると認める事項 
 

（記載上の注意） 
   
１ 役員の選任に関する議案 

   （１）取締役の選任に関する議案 
     会社法施行規則第７４条に掲げる事項を記載する。 
   （２）会計参与の選任に関する議案 
     会社法施行規則第７５条に掲げる事項を記載する。 
  （３）監査役の選任に関する議案 

会社法施行規則第７６条に掲げる事項を記載する。 
  （４）会計監査人の選任に関する議案 

会社法施行規則第７７条に掲げる事項を記載する。 
 
２．役員の解任等に関する議案 
 （１）取締役の解任に関する議案 
  会社法施行規則第７８条に掲げる事項を記載する。 
 （２）会計参与の解任に関する議案 

会社法施行規則第７９条に掲げる事項を記載する。 
 （３）監査役の解任に関する議案 

会社法施行規則第８０条に掲げる事項を記載する。 
 （４）会計監査人の解任又は不再任に関する議案 

会社法施行規則第８１条に掲げる事項を記載する。 
 
３．役員の報酬等に関する議案 

   （１）取締役の報酬等に関する議案 
会社法施行規則第８２条に掲げる事項を記載する。 

 （２）会計参与の報酬等に関する議案 
会社法施行規則第８３条に掲げる事項を記載する。 

（３）監査役の報酬等に関する議案 
会社法施行規則第８４条に掲げる事項を記載する。 

 

 
別紙様式第４号（第１７条関係） 

（平１５内府令５３）

 

議決権行使に関する参考書類 

 

１ 総株主の議決権の数 

２ 株主総会に提出される議案（会議の目的が議案となるものを含む。） 

（１）会社の提案に係るもの 

（２）株主の提案に係るもの 

３ 商法第２７５条の規定による監査役の意見の要旨 

４ 監査役会による会計監査人の解任の報告等 

５ その他取締役会が株主の議決権行使について参考となると認める事項 

 

（記載上の注意） 

１ 株主総会に提出される議案のうち会社の提案に係るものについては、次の事項を記載すること。 

（１）取締役又は監査役の選任に関する議案 

① 候補者の氏名、生年月日、略歴及びその有する会社の株式の数並びに他の会社の代表者であるときはその事実、

会社との間に特別の利害関係があるときはその要旨及び就任の承諾を得ていないときはその旨 

② 監査役の選任につき監査役の意見があるときは、その要旨 

（２）会計監査人の選任に関する議案 

① 候補者が公認会計士であるときは、その氏名、事務所、生年月日及び略歴並びに候補者が監査法人であるときは、

その名称、事務所及び沿革 

② 会計監査人の選任につき会計監査人の意見があるときは、その要旨 

③ 監査役会の請求により提出されたものであるときは、その旨 

（３）取締役若しくは監査役の解任又は会計監査人の解任若しくは不再任に関する議案 

① 解任又は不再任の理由 

② 監査役の解任につき監査役の意見があるとき又は会計監査人の意見があるときは、その要旨 

③ 会計監査人の解任又は不再任に関する議案が監査役会の請求により提出されたものであるときは、その旨 

（４）貸借対照表又は損益計算書の承認に関する議案 

取締役会、会計監査人、監査役会及び監査役の意見の要旨 

（５）利益の処分又は損失の処理に関する議案 

議案作成の方針 

（６）取締役又は監査役の報酬に関する議案 

① 報酬額算定の基準又は改定の理由 

② 監査役の報酬につき監査役の意見があるときは、その要旨 

③ 取締役又は監査役の報酬を総額をもって定めるものであるときは、取締役又は監査役の人数 

（７）取締役又は監査役の退職慰労金に関する議案 

① 取締役又は監査役の略歴 

② 監査役の退職慰労金につき監査役の意見があるときは、その要旨 

③ 議案が、一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他第三者に一任するものである

ときは、その基準の内容。ただし、その基準を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を本店に備え置いて株

主の閲覧（電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を表示したものの閲覧）に供してい

るときは、この限りでない。 

（８）組織変更計画書の承認に関する議案 



改正後 現行 

４．計算関係書類の承認に関する議案 
会社法施行規則第８５条に掲げる事項を記載する。 

 
５．合併契約等の承認に関する議案 
 （１）吸収合併契約の承認に関する議案 
  会社法施行規則第８６条に掲げる事項を記載する。 

 （２）吸収分割契約の承認に関する議案 
会社法施行規則第８７条に掲げる事項を記載する。 

 （３）株式交換契約の承認に関する議案 
会社法施行規則第８８条に掲げる事項を記載する。 

 （４）新設合併契約の承認に関する議案 
会社法施行規則第８９条に掲げる事項を記載する。 

 （５）新設分割計画の承認に関する議案 
会社法施行規則第９０条に掲げる事項を記載する。 

（６）株式移転計画の承認に関する議案 
会社法施行規則第９１条に掲げる事項を記載する。 

 （７）事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案 
会社法施行規則第９１条に掲げる事項を記載する。 

 
６．その他 
（１）保険契約の移転に関する議案 

     取締役が保険契約の移転に関する議案を提出する場合には、次に掲げる事項を記載しなければならな

い。 
イ 当該行為を必要とする理由並びに当該行為に関する契約書の内容 
ロ 各会社の貸借対照表（外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表）及び最

近事業年度（外国保険会社等の場合にあっては、日本における事業年度）の損益の状況 
（２）業務及び財産の管理の委託又は受託に関する議案 

     取締役が業務及び財産の管理の委託又は受託に関する議案を提出する場合には、次に掲げる事項を記

載しなければならない。 
イ 当該行為を必要とする理由並びに当該行為に関する契約書の内容 
ロ 貸借対照表及び最近事業年度の損益計算書の内容 

（３）組織変更計画の承認に関する議案 

次に掲げる事項を記載すること。 
① 当該組織変更を行う理由 
② 組織変更計画の内容の概要 
③ 保険業法第４９条第１項において準用する会社法第２９８条第１項の決定をした日における保険

業法施行規則第３６条の２各号（第１号、第７号及び第８号を除く。）に掲げる事項があるときは、

当該事項の内容の概要 
 
７．株主提案の場合における記載事項 
（１）議案が株主の提出に係るものである場合には、会社法施行規則第９３条第１項に掲げる事項を記載す

る。 
（２）二以上の株主から同一の趣旨の議案が提出されている場合には、その議案及びこれに対する取締役（取

締役会設置会社である場合にあっては、取締役会）の意見の内容は、各別に記載することを要しない。

ただし、二以上の株主から同一の趣旨の提案があった旨を記載しなければならない。  
（３）二以上の株主から同一の趣旨の提案の理由が提出されている場合には、その提案理由は、各別に記載

することを要しない。 
 

組織変更を必要とする理由並びに組織変更計画書、貸借対照表及び最近事業年度の損益計算書の内容 

（９）保険契約の移転に関する議案 

当該行為を必要とする理由並びに当該行為に関する契約書の内容、各会社の貸借対照表（外国保険会社

等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表）及び最近事業年度（外国保険会社等の場合にあ

っては、日本における事業年度）の損益の状況 

（10）事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は他の会社の事業全部の譲受けに関する議案 

当該行為を必要とする理由、当該行為に関する契約書の内容及び最近事業年度の損益の状況 

（11）業務及び財産の管理の委託又は受託に関する議案 

当該行為を必要とする理由並びに当該行為に関する契約書の内容、貸借対照表及び最近事業年度の損益

計算書の内容 

（12）合併契約書の承認に関する議案 

① 合併を必要とする理由及び商法第４０８条ノ２第１項に掲げるもの（相互会社の場合にあっては、保険業法施行

規則第１０１条の２の書類）の内容 

② 合併につき監査役の意見があるときは、その要旨 

（13）その他の議案 

提案理由（その決議に際して株主総会において一定の事項の開示を要する議案の場合は、その開示すべ

き事項を含む。） 

 

２ 株主総会に提出される議案のうち株主の提案に係るものについては、次の事項を記載すること。ただし、

２以上の株主から同一の趣旨の議案又は同一の趣旨の提案理由を記載し、又は記録した次の②の書面又は４

００字以内の提案理由を内容とする情報を記録した電磁的記録が提出されているときは、その旨を記載する

ことにより、その議案又は理由若しくはその要旨及び議案に対する取締役会の意見は、各別に記載しないこ

とができる。 

① 議案が株主の提出に係るものであること、その株主の議決権の数及び議案に対する取締役会の意見 

② 株主から４００字以内の提案理由を記載した書面又は電磁的記録が株主総会の会日の６週間前までに提出され

ているときは、当該理由又はその要旨。ただし、提案理由が明らかに虚偽である場合又は専ら人の名誉を侵害し、

若しくは侮辱する目的によるものと認められる場合を除く。 

③ 議案が取締役、監査役又は会計監査人の選任に関するものである場合において、１の（１）又は（２）に定める

事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録が株主総会の会日の６週間前までに提出されているときは、そ

の内容。ただし、明らかに虚偽である場合を除く。 

④ 監査役の選任、解任若しくは報酬につき監査役の意見があるとき又は会計監査人の選任につき会計監査人の意見

があるときは、その要旨 

 

３ 監査役の辞任後最初に招集される株主総会に関する参考書類には、商法第２７５条ノ３ノ２第１項の規定

により監査役を辞任した監査役が辞任の理由を述べるとき、又は同条第３項において準用する同法第２７５

条ノ３の規定により監査役が意見を述べるときは、その要旨を記載すること。 

 

４ 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第６条の２第１項の規定による会計監査人の解任後最

初に招集される株主総会に関する参考書類には、監査役会による会計監査人の解任の報告等として、監査役

会が選任した監査役が報告すべき事項及び解任された会計監査人の意見の要旨を記載すること。 

 

５ 同一の株主総会に関して株主に提供されるもののうち、他の書類に記載されている事項及び電磁的方法に

より提供される情報の内容とされている事項については、これを明らかにすることにより、この参考書類に

記載しないことができる。 

 
 

 



改正後 現行 

８．同一の株主総会に関して株主に対して提供する株主総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に

記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、株主に対して提

供する株主総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項

又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。 
 
９．同一の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知又は会社法第四百三十七条の規定により株主に

対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、株主総会参考書類に記載している事項がある場合に

は、当該事項は、株主に対して提供する招集通知又は会社法第四百三十七条の規定により株主に対して提

供する事業報告の内容とすることを要しない。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  



 

改正後 現行 

 
別紙様式第５号（第１７条関係） 

 

議 決 権 行 使 書 

 

年  月  日

 

     保険株式会社 あて 

 

住所 

氏名又は名称         印  

行使できる議決権の数 

 

第  号議案 原案に対し 賛 否 

第  号議案 原案に対し 賛 否

 

 

（記載上の注意） 
１ 株主が賛否を記載する欄のほか棄権の欄を設けて差し支えない。 
２ 次に掲げる議案においては、各候補者等の事由ごとに賛否の欄を記載する。 
（１） ２以上の役員等の選任に関する議案 各候補者の選任 
（２） ２以上の役員等の解任に関する議案 各役員等の選任 
（３） ２以上の会計監査人の不再任に関する議案 各会計監査人の不再任 
３ 会社法施行規則第６３条第３号ニに掲げる事項についての定めがあるときは、賛否の記載がない議決権行

使書面が提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったも

のとする取扱いの内容を記載する。 
４ 会社法施行規則第６３条第４号ロに掲げる事項についての定めがあるときは、当該事項を記載する。 
５ 議決権の行使の期限を記載する。 
６ 行使できる議決権の数について、次に掲げる場合は議案ごとの議決権を記載する。 
（１） 議案ごとに当該株主が行使することができる議決権の数が異なる場合 議案ごとの議決権の数 
（２） 一部の議案につき議決権を行使することができない場合 議決権を行使することができる議案又は議

決権を行使することができない議案 
７ 書面作成上の必要に応じ、記載方法を変更することを妨げない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別紙様式第５号（第１７条関係） 

（平１４内府令１７）

 

議 決 権 行 使 書 

 

年  月  日

 

     保険株式会社 あて 

 

住所 

氏名             印 

行使できる議決権の数 

 

第  号議案 原案に対し 賛 否 

第  号議案 原案に対し 

（候補者のうち      を除く） 

賛 否

 

 

（記載上の注意） 
１ 株主が賛否を記載する欄のほか棄権の欄を設けて差し支えない。 
２ 株主の賛否又は棄権の記載がない議決権行使書が会社に提出されたときは、各議案について賛成、反対又

は棄権のいずれかの意思表示があったものとして取り扱う旨その他必要な事項を記載することができる。 
３ 書面作成上の必要に応じ、記載方法を変更することを妨げない。 

 
 

 



 

改正後 現行 

 
別紙様式第６号（第２０条の２０関係） 

 

社員総会参考書類 

 
１ 議案 
（１）会社の提案に係るもの 
（２）社員の提案に係るもの 

２ 議案につき保険業法第５３条の２０において準用する会社法第３８４条の規定により社

員総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の要旨 
３ その他社員の議決権の行使について参考となると認める事項 
 

（記載上の注意） 
１ 役員の選任に関する議案 
（１）取締役の選任に関する議案 

次に掲げる事項を記載すること。 
① 候補者の氏名、生年月日及び略歴 
② 就任の承諾を得ていないときは、その旨 
③ 候補者が他の法人等（法人その他の団体をいう。以下同じ。）を代表する者であるときは、その事実（重

要でないものを除く。） 
④ 候補者と相互会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要 
⑤ 候補者が現に当該相互会社の取締役であるときは、当該相互会社における地位及び担当 
⑥ 候補者が社外取締役候補者であるときは、当該候補者についての次に掲げる事項 
イ 当該候補者が社外取締役候補者である旨 
ロ 当該候補者を社外取締役候補者とした理由 
ハ 当該候補者が現に当該相互会社の社外取締役（社外役員に限る。以下このハにおいて同じ。）で

ある場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該相互会社において法令又は定

款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実（重要でないものを除く。）があるとき

は、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生

後の対応として行った行為の概要 
ニ 当該候補者が過去５年間に他の相互会社又は株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任して

いた場合において、その在任中に当該他の相互会社又は株式会社において法令又は定款に違反す

る事実その他不当な業務の執行が行われた事実があることを当該相互会社が知っているときは、

その事実（重要でないものを除き、当該候補者が当該他の相互会社又は株式会社における社外取

締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当

該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。） 
ホ 当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社（外国会社を含

む。）の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても

社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと当該相互会社が判断した理由 
ヘ 当該候補者が次のいずれかに該当することを当該相互会社が知っているときは、その旨 
ⅰ 当該相互会社の特定関係者（保険業法第８条第１項に規定する特定関係者をいう。以下同じ。）

の業務執行者であること。 

 
別紙様式第６号（第２０条関係） 

（平１４内府令４２）

 

議決権行使に関する参考書類 

 

１ 社員の総数 

２ 社員総会に提出される議案（会議の目的が議案となるものを含む。） 

（１）会社の提案に係るもの 

（２）社員の提案に係るもの 

３ 保険業法第５３条第２項において準用する商法第２７５条の規定による監査役の意見の要旨 

４ 監査役会による会計監査人の解任の報告等 

５ その他取締役会が社員の議決権行使について参考となると認める事項 

 

（記載上の注意） 

１ 社員総会に提出される議案のうち会社の提案に係るものについては、次の事項を記載すること。 

（１）取締役又は監査役の選任に関する議案 

① 候補者の氏名、生年月日及び略歴並びに他の会社の代表者であるときはその事実、会社との間に特別の利害関係

があるときはその要旨及び就任の承諾を得ていないときはその旨 

② 監査役の選任につき監査役の意見があるときは、その要旨 

（２）会計監査人の選任に関する議案 

① 候補者が公認会計士であるときは、その氏名、事務所、生年月日及び略歴並びに候補者が監査法人であるときは、

その名称、事務所及び沿革 

② 会計監査人の選任につき会計監査人の意見があるときは、その要旨 

③ 監査役会の請求により提出されたものであるときは、その旨 

（３）取締役若しくは監査役の解任又は会計監査人の解任若しくは不再任に関する議案 

① 解任又は不再任の理由 

② 監査役の解任につき監査役の意見があるとき又は会計監査人の意見があるときは、その要旨 

③ 会計監査人の解任又は不再任に関する議案が監査役会の請求により提出されたものであるときは、その旨 

（４）貸借対照表又は損益計算書の承認に関する議案 

取締役会、会計監査人、監査役会及び監査役の意見の要旨 

（５）剰余金の処分又は損失の処理に関する議案 

議案作成の方針 

（６）取締役又は監査役の報酬に関する議案 

① 報酬額算定の基準又は改定の理由 

② 監査役の報酬につき監査役の意見があるときは、その要旨 

③ 取締役又は監査役の報酬を総額をもって定めるものであるときは、取締役又は監査役の人数 

（７）取締役又は監査役の退職慰労金に関する議案 

① 取締役又は監査役の略歴 

② 監査役の退職慰労金につき監査役の意見があるときは、その要旨 

③ 議案が、一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他第三者に一任するものである

ときは、その基準の内容。ただし、その基準を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置

いて社員の閲覧（電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を表示したものの閲覧）に供し

ているときは、この限りでない。 



改正後 現行 

ⅱ 当該相互会社又は当該相互会社の特定関係者から多額の金銭その他の財産（これらの者の取

締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに類する者としての報酬等を除く。）を受ける予

定があり、又は過去２年間に受けていたこと。 
ⅲ 当該相互会社又は当該相互会社の特定関係者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その

他これに準ずるものであること。 
ⅳ 過去５年間に当該相互会社の特定関係者の業務執行者となったことがあること。 
ⅴ 過去２年間に合併又は事業の譲受け（以下ⅴ及び１の（３）⑧ヘⅴにおいて「合併等」とい

う。）により他の相互会社又は株式会社がその事業に関して有する権利義務を当該相互会社が承

継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該相互会社の社外取締役又は監査役

でなく、かつ、当該他の相互会社又は株式会社の業務執行者であったこと。 
ト 当該候補者が現に当該相互会社の社外取締役又は監査役であるときは、これらの役員に就任し

てからの年数 
チ 当該候補者と当該相互会社との間で保険業法第５３条の３６において準用する会社法第４２７条第

１項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときには、その契約の内容の概要 
リ 前各号に掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるときは、その意見の内容 

（２）会計参与の選任に関する議案 
次に掲げる事項を記載すること。 
① 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 
イ 候補者が公認会計士（公認会計士法（昭和２３年法律第１０３号）第１６条の２第５項に規定

する外国公認会計士を含む。以下同じ。）又は税理士である場合 その氏名、事務所の所在場所、

生年月日及び略歴 
ロ 候補者が監査法人又は税理士法人である場合 その名称、主たる事務所の所在場所及び沿革 
② 就任の承諾を得ていないときは、その旨 
③ 保険業法第５３条の１１において準用する会社法第３４５条第１項の規定による会計参与の意見

があるときは、その意見の内容の概要 
④ 当該候補者が過去２年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項

のうち、当該相互会社が社員総会参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項 
（３）監査役の選任に関する議案 

次に掲げる事項を記載すること。 
① 候補者の氏名、生年月日及び略歴 
② 相互会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要 
③ 就任の承諾を得ていないときは、その旨 
④ 議案が保険業法第５３条の１１において準用する会社法第３４３条第２項の規定による請求によ

り提出されたものであるときは、その旨 
⑤ 保険業法第５３条の１１において準用する会社法第３４５条第４項において準用する同条第１項

の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要 
⑥ 候補者が他の法人等を代表する者であるときは、その事実（重要でないものを除く。） 
⑦ 候補者が現に当該相互会社の監査役であるときは、当該相互会社における地位及び担当 
⑧ 候補者が社外監査役候補者であるときは、次に掲げる事項 
イ 当該候補者が社外監査役候補者である旨 
ロ 当該候補者を社外監査役候補者とした理由 
ハ 当該候補者が現に当該相互会社の社外監査役（社外役員に限る。以下この⑧において同じ。）で

ある場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該相互会社において法令又は定

款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実（重要でないものを除く。）があるとき

は、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生

後の対応として行った行為の概要 
ニ 当該候補者が過去５年間に他の相互会社又は株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任して

いた場合において、その在任中に当該他の相互会社又は株式会社において法令又は定款に違反す

（８）組織変更計画書の承認に関する議案 

組織変更を必要とする理由並びに組織変更計画書、貸借対照表及び最近事業年度の損益計算書の内容 

（９）保険契約の移転に関する議案 

当該行為を必要とする理由並びに当該行為に関する契約書の内容、各会社の貸借対照表（外国保険会社

等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表）及び最近事業年度（外国保険会社等の場合にあ

っては、日本における事業年度）の損益の状況 

（10）事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は他の会社の事業全部の譲受けに関する議案 

当該行為を必要とする理由、当該行為に関する契約書の内容及び最近事業年度の損益の状況 

（11）業務及び財産の管理の委託又は受託に関する議案 

当該行為を必要とする理由並びに当該行為に関する契約書の内容、貸借対照表及び最近事業年度の損益

計算書の内容 

（12）合併契約書の承認に関する議案 

① 合併を必要とする理由及び商法第４０８条ノ２第１項に掲げるもの（相互会社の場合にあっては、保険業法第１

７３条第１項において準用する商法第４０８条ノ２第１項に掲げるもの）の内容 

② 合併につき監査役の意見があるときは、その要旨 

（13）その他の議案 

提案理由（その決議に際して社員総会において一定の事項の開示を要する議案の場合は、その開示すべ

き事項を含む。） 

 

２ 社員総会に提出される議案のうち社員の提案に係るものについては、次の事項を記載すること。ただし、

２以上の社員から同一の趣旨の議案又は同一の趣旨の提案理由を記載し、又は記録した次の②の書面又は電

磁的記録が提出されているときは、その旨を記載することにより、その議案又は理由若しくはその要旨及び

議案に対する取締役会の意見は、各別に記載しないことができる。 

① 議案が社員の提出に係るものであること、その社員の数及び議案に対する取締役会の意見 

② 社員から４００字以内の提案理由を記載した書面又は４００字以内の提案理由を内容とする情報を記録

した電磁的記録が社員総会の会日の６週間前までに提出されているときは、当該理由又はその要旨。ただ

し、提案理由が明らかに虚偽である場合又は専ら人の名誉を侵害し、若しくは侮辱する目的によるものと

認められる場合を除く。 

③ 議案が取締役、監査役又は会計監査人の選任に関するものである場合において、１の（１）又は（２）

に定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録が社員総会の会日の６週間前までに提出されて

いるときは、その内容。ただし、明らかに虚偽である場合を除く。 

④ 監査役の選任、解任若しくは報酬につき監査役の意見があるとき又は会計監査人の選任につき会計監査

人の意見があるときは、その要旨 

 

３ 監査役の辞任後最初に招集される社員総会に関する参考書類には、保険業法第５３条第２項において準用

する商法第２７５条ノ３ノ２第１項の規定により監査役を辞任した監査役が辞任の理由を述べるとき、又は

保険業法第５３条第２項において準用する商法第２７５条ノ３ノ２第３項において準用する同法第２７５条

ノ３の規定により監査役が意見を述べるときは、その要旨を記載すること。 

 

４ 保険業法第５９条第１項において準用する株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第６条の２

第１項の規定による会計監査人の解任後最初に招集される社員総会に関する参考書類には、監査役会による

会計監査人の解任の報告等として、監査役会が選任した監査役が報告すべき事項及び解任された会計監査人

の意見の要旨を記載すること。 

 

５ 同一の社員総会に関して社員に提供されるもののうち、他の書類に記載されている事項及び電磁的方法に

より提供される情報の内容とされている事項については、これを明らかにすることにより、この参考書類に

記載しないことができる。 
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る事実その他不正な業務の執行が行われた事実があることを当該相互会社が知っているときは、

その事実（重要でないものを除き、当該候補者が当該他の相互会社又は株式会社における社外取

締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当

該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。） 
ホ 当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社（外国会社を含む。）の

経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外監査役と

しての職務を適切に遂行することができるものと当該相互会社が判断した理由 
ヘ 当該候補者が次のいずれかに該当することを当該相互会社が知っているときは、その旨 
ⅰ 当該相互会社の特定関係者の業務執行者であること。 
ⅱ 当該相互会社又は当該相互会社の特定関係者から多額の金銭その他の財産（これらの者の監

査役としての報酬等を除く。）を受ける予定があり、又は過去２年間に受けていたこと。 
ⅲ 当該相互会社又は当該相互会社の特定関係者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その

他これに準ずる者であること。 
ⅳ 過去５年間に当該相互会社の特定関係者の業務執行者となったことがあること。 
ⅴ 過去２年間に合併等により他の相互会社又は株式会社の事業に関して有する権利義務を当該

相互会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該相互会社の社外監査

役でなく、かつ、当該他の相互会社又は株式会社の業務執行者であったこと。 
ト 当該候補者が現に当該相互会社の監査役であるときは、監査役に就任してからの年数 

チ 当該候補者と当該相互会社との間で保険業法第５３条の３６において準用する会社法第４２７

条第１項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときには、その契約の内

容の概要 
リ 前各号に掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるときは、その意見の内容 

（４）会計監査人の選任に関する議案 
次に掲げる事項を記載すること。 
① 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 
イ 候補者が公認会計士である場合 その氏名、事務所の所在場所、生年月日及び略歴 

ロ 候補者が監査法人である場合 その名称、主たる事務所の所在場所及び沿革 
② 就任の承諾を得ていないときは、その旨 
③ 議案が保険業法第５３条の１１において準用する会社法第３４４条第２項第１号又は第２号の規

定による請求によって提出されたものであるときは、その旨 
④ 保険業法第５３条の１１において準用する会社法第３４５条第５項において準用する同条第１項

の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要 
⑤ 当該候補者が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該

処分に係る事項 
⑥ 当該候補者が過去２年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項

のうち、当該相互会社が社員総会参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項 
 
２ 役員の解任等に関する議案 
（１）取締役の解任に関する議案 

次に掲げる事項を記載すること。 
① 取締役の氏名 
② 解任の理由 

（２）会計参与の解任に関する議案 
次に掲げる事項を記載すること。 
① 会計参与の氏名又は名称 
② 解任の理由 
③ 保険業法第５３条の１１において準用する会社法第３４５条第１項の規定による会計参与の意見

があるときは、その意見の内容の概要 
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（３）監査役の解任に関する議案 
次に掲げる事項を記載すること。 
① 監査役の氏名 
② 解任の理由 
③ 保険業法第５３条の１１において準用する会社法第３４５条第４項において準用する同条第１項

の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要 
 （４）会計監査人の解任又は不再任に関する議案 

次に掲げる事項を記載すること。 
① 会計監査人の氏名又は名称 
② 解任又は不再任の理由 
③ 議案が保険業法第５３条の１１において準用する会社法第３４４条第２項第２号又は第３号の規

定による請求によって提出されたものであるときは、その旨 
④ 保険業法第５３条の１１において準用する会社法第３４５条第５項において準用する同条第１項

の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要 
 
３ 役員の報酬等に関する議案 
  （１）取締役の報酬等に関する議案 

次に掲げる事項を記載すること。取締役の一部が社外取締役（社外役員に限る。以下この（１）にお

いて同じ。）であるときは、議案の理由及び①から③までに掲げる事項のうち社外取締役に関するものは、

社外取締役以外の取締役と区別して記載しなければならない。 
① 保険業法第５３条の１５及び第１８０条の８第４項において準用する会社法第３６１条第１項各

号に掲げる事項の算定の基準 
② 議案が既に定められている保険業法第５３条の１５及び第１８０条の８第４項において準用する

会社法第３６１条第１項各号に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由 
③ 議案が２以上の取締役についての定めであるときは、当該定めに係る取締役の員数 

④ 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各取締役の略歴 
⑤ 議案が退職慰労金に関するものである場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を

決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、当該一定の基準の内

容（ただし、各社員が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合

は、記載を要しない。） 
（２）会計参与の報酬等に関する議案 

次に掲げる事項を記載すること。 
① 保険業法第５３条の１７において準用する会社法第３７９条第１項に規定する事項の算定の基準 
② 議案が既に定められている保険業法第５３条の１７において準用する会社法第３７９条第１項に

規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由 
③ 議案が２以上の会計参与についての定めであるときは、当該定めに係る会計参与の員数 
④ 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各会計参与の略歴 
⑤ 議案が退職慰労金に関するものである場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を

決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、当該一定の基準の内

容（ただし、各社員が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合

は、記載を要しない。） 
⑥ 保険業法第５３条の１７において準用する会社法第３７９条第３項の規定による会計参与の意見

があるときは、その意見の内容の概要 
（３）監査役の報酬等に関する議案 

次に掲げる事項を記載すること。 
① 保険業法第５３条の２０において準用する会社法第３８７条第１項に規定する事項の算定の基準 
② 議案が既に定められている保険業法第５３条の２０において準用する会社法第３８７条第１項に

規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由 
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③ 議案が２以上の監査役についての定めであるときは、当該定めに係る監査役の員数 

④ 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各監査役の略歴 
⑤ 議案が退職慰労金に関するものである場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を

決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、当該一定の基準の内

容（ただし、各社員が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合

は、記載を要しない。） 
⑥ 保険業法第５３条の２０において準用する会社法第３８７条第３項の規定による監査役の意見が

あるときは、その意見の内容の概要 
 
４ 計算関係書類の承認に関する議案 
次に掲げる事項を記載すること。 
（１）保険業法第５３条の２３において準用する会社法第３９８条第１項の規定による会計監査人の意見が

ある場合 その意見の内容 
（２）取締役会の意見があるとき その意見の内容の概要 

 
５ 合併契約等の承認に関する議案 
（１）吸収合併契約の承認に関する議案 

次に掲げる事項を記載する。 
① 当該吸収合併を行う理由 
② 吸収合併契約の内容の概要 
③ 当該相互会社が吸収合併消滅相互会社である場合において、保険業法第４１条第１項において準

用する会社法第２９８条第１項の決定をした日における保険業法施行規則第１０１条の２の１３第

１項各号（第２号、第５号及び第６号を除く。）に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

④ 当該相互会社が吸収合併存続相互会社である場合において、保険業法第４１条第１項において準

用する会社法第２９８条第１項の決定をした日における保険業法施行規則第１０１条の２の１６各

号（第４号から第６号までを除く。）に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 
（２）新設合併契約の承認に関する議案 

次に掲げる事項を記載すること。 
① 当該新設合併を行う理由 
② 新設合併契約の内容の概要 
③ 当該相互会社が新設合併消滅相互会社である場合において、保険業法第４１条第１項において準

用する法第２９８条第１項の決定をした日における保険業法施行規則１０１条の２の１３第２項各

号（第４号及び第５号を除く。）に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 
④ 新設合併設立相互会社の取締役となる者についての１の（１）に規定する事項 
⑤ 新設合併設立相互会社が会計参与設置会社であるときは、当該新設合併設立相互会社の会計参与

となる者についての１の（２）に規定する事項 
⑥ 新設合併設立相互会社が監査役設置会社であるときは、当該新設合併設立相互会社の監査役とな

る者についての１の（３）に規定する事項 
⑦ 新設合併設立相互会社が会計監査人設置会社であるときは、当該新設合併設立相互会社の会計監

査人となる者についての１の（４）に規定する事項 
（３）事業譲渡等（保険業法第６２条の２第１項第１号から第３号までに掲げる行為をいう。以下同じ。）に

係る契約の承認に関する議案 
次に掲げる事項を記載すること。 
① 当該事業譲渡等を行う理由 
② 当該事業譲渡等に係る契約の内容の概要 
③ 当該契約に基づき当該相互会社が受け取る対価又は契約の相手方に交付する対価の算定の相当性

に関する事項の概要 
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６ その他 
（１）組織変更計画の承認に関する議案 

次に掲げる事項を記載すること。 
① 当該組織変更を行う理由 
② 組織変更計画の内容の概要 
③ 保険業法第４１条第１項において準用する会社法第２９８条第１項の決定をした日における保険

業法施行規則第４２条の２各号（第１号、第３号ロ、第５号イ、第７号及び第８号を除く。）に掲げ

る事項があるときは、当該事項の内容の概要 

（２）保険契約の移転に関する議案 
次に掲げる事項を記載すること。 
① 当該行為を行う理由 
② 当該行為に関する契約の内容の概要 
③ 各会社の貸借対照表（外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表）及

び最近事業年度（外国保険会社等の場合にあっては、日本における事業年度）の損益の状況 

（３）業務及び財産の管理の委託又は受託に関する議案 
次に掲げる事項を記載すること。 
① 当該行為を行う理由 
② 当該行為に関する契約の内容の概要 
③ 貸借対照表及び最近事業年度の損益計算書の内容 

 
７ 社員提案の場合における記載事項 
（１）議案が社員の提出に係るものである場合には、次に掲げる事項（③又は④に掲げる事項が社員総会参

考書類にその全部を記載することが適切でない程度の多数の文字、記号その他のものをもって構成され

ている場合（相互会社がその全部を記載することが適切であるものとして定めた分量を超える場合を含

む。）にあっては、当該事項の概要）を記載すること。 
① 議案が社員の提出に係るものである旨 
② 議案に対する取締役会の意見があるときは、その意見の内容 
③ 社員が保険業法第３９条第３項の規定による請求に際して提案の理由（当該提案の理由が明らかに

虚偽である場合又は専ら人の名誉を侵害し、若しくは侮辱する目的によるものと認められる場合にお

ける当該提案の理由を除く。）を相互会社に対して通知したときは、その理由 
④ 議案が次のイからハまでに掲げる者の選任に関するものである場合において、社員が保険業法第３

９条第３項の規定による請求に際して当該イからハまでに定める事項（当該事項が明らかに虚偽であ

る場合における当該事項を除く。）を相互会社に対して通知したときは、その内容 
イ 取締役 １の（１）に規定する事項 
ロ 会計参与 １の（２）に規定する事項 
ハ 監査役 １の（３）に規定する事項 
ニ 会計監査人 １の（４）に規定する事項 

（２）２以上の社員から同一の趣旨の議案が提出されている場合には、その議案及びこれに対する取締役会

の意見の内容は、各別に記載することを要しない。ただし、二以上の社員から同一の趣旨の提案があっ

た旨を記載しなければならない。  
（３）２以上の社員から同一の趣旨の提案の理由が提出されている場合には、その提案理由は、各別に記載

することを要しない。 
 
８ 上記において、次の（１）から（４）までに掲げる用語の意義は、当該（１）から（４）までに定めると

ころによる。 
（１）社外役員 会社役員（当該相互会社の取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。以下同じ。）のう

ち、次のいずれにも該当するものをいう。 
① 当該会社役員が社外取締役又は社外監査役であること。 
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② 当該会社役員が次のいずれかの要件に該当すること。 
イ 当該会社役員が保険業法第５３条の１６において準用する会社法第３７３条第１項第２号、保険

業法第５３条の２４第３項又は同法第５３条の３６において準用する第４２５条第１項第１号ハ若

しくは第４２７条第１項の社外取締役であること。 
ロ 当該会社役員が保険業法第５３条の５第３項又は同法第５３条の３６において準用する第４２７

条第１項の社外監査役であること。 
ハ 当該会社役員を当該相互会社の社外取締役又は社外監査役であるものとして計算関係書類、事業

報告、社員総会参考書類その他当該相互会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成す

る資料に表示していること。 
（２） 社外取締役候補者 次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。 
① 当該候補者が過去に当該相互会社又はその実質子会社（保険業法第３３条の２第１項に規定する実

質子会社をいう。以下同じ。）の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったこ

とがないこと。 
② 当該候補者が現に当該相互会社又はその実質子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人そ

の他の使用人でないこと。 
③ 当該候補者を就任後当該相互会社の業務を執行する取締役として選定する予定がないこと。 
④ 当該候補者を就任後当該相互会社の執行役として選任する予定がないこと。 
⑤ 当該候補者を就任後当該相互会社の使用人とする予定がないこと。 
⑥ 次のいずれかの要件に該当すること。 
イ 当該候補者を保険業法第５３条の１６において準用する会社法第３７３条第１項第２号、保険業

法第５３条の２４第３項又は同法第５３条の３６において準用する第４２５条第１項第１号ハ若し

くは第４２７条第１項の社外取締役であるものとする予定があること。 
ロ 当該候補者を当該相互会社の社外取締役であるものとして計算関係書類、事業報告、社員総会参

考書類その他相互会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示する予定

があること。 
（３）社外監査役候補者 次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。 

① 当該候補者が過去に当該相互会社又はその実質子会社の取締役、会計参与（会計参与が法人である

ときは、その職務を行うべき社員）若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないこ

と。 
② 次のいずれかの要件に該当すること。 
イ 当該候補者を保険業法第５３条の５第３項又は同法第５３条の３６において準用する第４２７条

第１項の社外監査役であるものとする予定があること。 
ロ 当該候補者を当該相互会社の社外監査役であるものとして計算関係書類、事業報告、社員総会参考書類

その他相互会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示する予定があるこ

と。 

（４）業務執行者 次に掲げる者をいう。 
① 業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員 
② 業務を執行する社員、会社法第５９８条第１項の職務を行うべき者その他これに相当する者 
③ 使用人 

 
９ 保険業法施行規則第２０条の１９第１項第３号イに掲げる事項から除かれる事項は、５の（１）③④、（２）

③及び（３）③並びに６の（１）③に掲げる事項とする。 
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別紙様式第７号（第２０条の２１関係） 

 

議 決 権 行 使 書 

 

年  月  日

 

     保険相互会社 あて 

 

住所 

氏名             印 

 

第  号議案 原案に対し 賛 否 

第  号議案 原案に対し 賛 否

 

 

（記載上の注意） 

１ 社員が賛否を記載する欄のほか棄権の欄を設けて差し支えない。 

２ 次に掲げる議案においては、各候補者等の事由ごとに賛否の欄を記載する。 
（１） ２以上の役員等の選任に関する議案 各候補者の選任 
（２） ２以上の役員等の解任に関する議案 各役員等の選任 
（３） ２以上の会計監査人の不再任に関する議案 各会計監査人の不再任 
３ 会社法施行規則第６３条第３号ニに掲げる事項についての定めがあるときは、賛否の記載がない議決権行

使書面が提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったも

のとする取扱いの内容を記載する。 

４ 会社法施行規則第６３条第４号ロに掲げる事項についての定めがあるときは、当該事項を記載する。 
５ 議決権の行使の期限を記載する。 
６ 行使できる議決権の数について、次に掲げる場合は議案ごとの議決権を記載する。 
（１） 議案ごとに当該株主が行使することができる議決権の数が異なる場合 議案ごとの議決権の数 
（２） 一部の議案につき議決権を行使することができない場合 議決権を行使することができる議案又は議

決権を行使することができない議案 
７ 書面作成上の必要に応じ、記載方法を変更することを妨げない。 

 

 

 

 

 
別紙様式第７号（第２０条関係） 

 

議 決 権 行 使 書 

 

年  月  日

 

     保険相互会社 あて 

 

住所 

氏名             印 

 

第  号議案 原案に対し 賛 否 

第  号議案 原案に対し 

（候補者のうち      を除く） 

賛 否

 

 

（記載上の注意） 

１ 社員が賛否を記載する欄のほか棄権の欄を設けて差し支えない。 

２ 社員の賛否又は棄権の記載がない議決権行使書が会社に提出されたときは、各議案について賛成、反対又

は棄権のいずれかの意思表示があったものとして取り扱う旨その他必要な事項を記載することができる。 

３ 書面作成上の必要に応じ、記載方法を変更することを妨げない。 
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別紙様式第８号（第２２条関係） 

 

総代会参考書類 

 
１ 議案 
（１）会社の提案に係るもの 
（２）社員又は総代の提案に係るもの 

２ 議案につき保険業法第５３条の２０において準用する会社法第３８４条の規定により総

代会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の要旨 
３ その他総代の議決権の行使について参考となると認める事項 
 

（記載上の注意） 
１ 役員の選任に関する議案 
（１）取締役の選任に関する議案 

次に掲げる事項を記載すること。 
① 候補者の氏名、生年月日及び略歴 
② 就任の承諾を得ていないときは、その旨 
③ 候補者が他の法人等（法人その他の団体をいう。以下同じ。）を代表する者であるときは、その事実（重

要でないものを除く。） 
④ 候補者と相互会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要 
⑤ 候補者が現に当該相互会社の取締役であるときは、当該相互会社における地位及び担当 
⑥ 候補者が社外取締役候補者であるときは、当該候補者についての次に掲げる事項 
イ 当該候補者が社外取締役候補者である旨 
ロ 当該候補者を社外取締役候補者とした理由 
ハ 当該候補者が現に当該相互会社の社外取締役（社外役員に限る。以下このハにおいて同じ。）で

ある場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該相互会社において法令又は定

款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実（重要でないものを除く。）があるとき

は、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生

後の対応として行った行為の概要 
ニ 当該候補者が過去５年間に他の相互会社又は株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任して

いた場合において、その在任中に当該他の相互会社又は株式会社において法令又は定款に違反す

る事実その他不当な業務の執行が行われた事実があることを当該相互会社が知っているときは、

その事実（重要でないものを除き、当該候補者が当該他の相互会社又は株式会社における社外取

締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当

該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。） 
ホ 当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社（外国会社を含

む。）の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても

社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと当該相互会社が判断した理由 
ヘ 当該候補者が次のいずれかに該当することを当該相互会社が知っているときは、その旨 
ⅰ 当該相互会社の特定関係者（保険業法第８条第１項に規定する特定関係者をいう。以下同じ。）

の業務執行者であること。 

 
別紙様式第８号（第２２条関係） 

（平１４内府令４２）

 

議決権行使に関する参考書類 

 

１ 総代の総数 

２ 総代会に提出される議案（会議の目的が議案となるものを含む。） 

（１）会社の提案に係るもの 

（２）社員又は総代の提案に係るもの 

３ 保険業法第５３条第２項において準用する商法第２７５条の規定による監査役の意見の要

旨 

４ 監査役会による会計監査人の解任の報告等 

５ その他取締役会が総代の議決権行使について参考となると認める事項 

 

（記載上の注意） 

１ 総代会に提出される議案のうち会社の提案に係るものについては、次の事項を記載すること。 

（１）取締役又は監査役の選任に関する議案 

① 候補者の氏名、生年月日及び略歴並びに他の会社の代表者であるときはその事実、会社との間に特別の利害関係

があるときはその要旨及び就任の承諾を得ていないときはその旨 

② 監査役の選任につき監査役の意見があるときは、その要旨 

（２）会計監査人の選任に関する議案 

① 候補者が公認会計士であるときは、その氏名、事務所、生年月日及び略歴並びに候補者が監査法人であるときは、

その名称、事務所及び沿革 

② 会計監査人の選任につき会計監査人の意見があるときは、その要旨 

③ 監査役会の請求により提出されたものであるときは、その旨 

（３）取締役若しくは監査役の解任又は会計監査人の解任若しくは不再任に関する議案 

① 解任又は不再任の理由 

② 監査役の解任につき監査役の意見があるとき又は会計監査人の意見があるときは、その要旨 

③ 会計監査人の解任又は不再任に関する議案が監査役会の請求により提出されたものであるときは、その旨 

（４）貸借対照表又は損益計算書の承認に関する議案 

取締役会、会計監査人、監査役会及び監査役の意見の要旨 

（５）剰余金の処分又は損失の処理に関する議案 

議案作成の方針 

（６）取締役又は監査役の報酬に関する議案 

① 報酬額算定の基準又は改定の理由 

② 監査役の報酬につき監査役の意見があるときは、その要旨 

③ 取締役又は監査役の報酬を総額をもって定めるものであるときは、取締役又は監査役の人数 

（７）取締役又は監査役の退職慰労金に関する議案 

① 取締役又は監査役の略歴 

② 監査役の退職慰労金につき監査役の意見があるときは、その要旨 

③ 議案が、一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他第三者に一任するものである

ときは、その基準の内容。ただし、その基準を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置

いて総代の閲覧（電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を表示したものの閲覧）に供し
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ⅱ 当該相互会社又は当該相互会社の特定関係者から多額の金銭その他の財産（これらの者の取

締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに類する者としての報酬等を除く。）を受ける予

定があり、又は過去２年間に受けていたこと。 
ⅲ 当該相互会社又は当該相互会社の特定関係者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その

他これに準ずるものであること。 
ⅳ 過去５年間に当該相互会社の特定関係者の業務執行者となったことがあること。 
ⅴ 過去２年間に合併又は事業の譲受け（以下ⅴ及び１の（３）⑧ヘⅴにおいて「合併等」とい

う。）により他の相互会社又は株式会社がその事業に関して有する権利義務を当該相互会社が承

継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該相互会社の社外取締役又は監査役

でなく、かつ、当該他の相互会社又は株式会社の業務執行者であったこと。 
ト 当該候補者が現に当該相互会社の社外取締役又は監査役であるときは、これらの役員に就任し

てからの年数 
チ 当該候補者と当該相互会社との間で保険業法第５３条の３６において準用する会社法第４２７条第

１項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときには、その契約の内容の概要 
リ 前各号に掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるときは、その意見の内容 

（２）会計参与の選任に関する議案 
次に掲げる事項を記載すること。 
① 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 
イ 候補者が公認会計士（公認会計士法（昭和２３年法律第１０３号）第１６条の２第５項に規定

する外国公認会計士を含む。以下同じ。）又は税理士である場合 その氏名、事務所の所在場所、

生年月日及び略歴 
ロ 候補者が監査法人又は税理士法人である場合 その名称、主たる事務所の所在場所及び沿革 
② 就任の承諾を得ていないときは、その旨 
③ 保険業法第５３条の１１において準用する会社法第３４５条第１項の規定による会計参与の意見

があるときは、その意見の内容の概要 
④ 当該候補者が過去２年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項

のうち、当該相互会社が総代会参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項 
（３）監査役の選任に関する議案 

次に掲げる事項を記載すること。 
① 候補者の氏名、生年月日及び略歴 
② 相互会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要 
③ 就任の承諾を得ていないときは、その旨 
④ 議案が保険業法第５３条の１１において準用する会社法第３４３条第２項の規定による請求によ

り提出されたものであるときは、その旨 
⑤ 保険業法第５３条の１１において準用する会社法第３４５条第４項において準用する同条第１項

の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要 
⑥ 候補者が他の法人等を代表する者であるときは、その事実（重要でないものを除く。） 
⑦ 候補者が現に当該相互会社の監査役であるときは、当該相互会社における地位及び担当 
⑧ 候補者が社外監査役候補者であるときは、次に掲げる事項 
イ 当該候補者が社外監査役候補者である旨 
ロ 当該候補者を社外監査役候補者とした理由 
ハ 当該候補者が現に当該相互会社の社外監査役（社外役員に限る。以下この⑧において同じ。）で

ある場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該相互会社において法令又は定

款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実（重要でないものを除く。）があるとき

は、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生

後の対応として行った行為の概要 
ニ 当該候補者が過去５年間に他の相互会社又は株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任して

いた場合において、その在任中に当該他の相互会社又は株式会社において法令又は定款に違反す

ているときは、この限りでない。 

（８）組織変更計画書の承認に関する議案 

組織変更を必要とする理由並びに組織変更計画書、貸借対照表及び最近事業年度の損益計算書の内容 

（９）保険契約の移転に関する議案 

当該行為を必要とする理由並びに当該行為に関する契約書の内容、各会社の貸借対照表（外国保険会社等の場合にあ

っては、日本における保険業の貸借対照表）及び最近事業年度（外国保険会社等の場合にあっては、日本におけ

る事業年度）の損益の状況 

（10）事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は他の会社の事業全部の譲受けに関する議案 

当該行為を必要とする理由、当該行為に関する契約書の内容及び最近事業年度の損益の状況 

（11）業務及び財産の管理の委託又は受託に関する議案 

当該行為を必要とする理由並びに当該行為に関する契約書の内容、貸借対照表及び最近事業年度の損益計算書の内容

（12）合併契約書の承認に関する議案 

① 合併を必要とする理由及び商法第４０８条ノ２第１項に掲げるもの（相互会社の場合にあっては、保険業法第１

７３条第１項において準用する商法第４０８条ノ２第１項に掲げるもの）の内容 

② 合併につき監査役の意見があるときは、その要旨 

（13）その他の議案 

提案理由（その議決に際して総代会において一定の事項の開示を要する議案の場合は、その開示すべき事項を含む。）

 

２ 総代会に提出される議案のうち社員又は総代の提案に係るものについては、次の事項を記載すること。た

だし、２以上の社員又は総代から同一の趣旨の議案又は同一の趣旨の提案理由を記載し、又は記録した次の

②の書面又は４００字以内の提案理由を内容とする情報を記録した電磁的記録が提出されているときは、そ

の旨を記載することにより、その議案又は理由若しくはその要旨及び議案に対する取締役会の意見は、各別

に記載しないことができる。 

① 議案が社員又は総代の提出に係るものであること、その社員又は総代の数及び議案に対する取締役会の意見 

② 社員又は総代から４００字以内の提案理由を記載した書面又は電磁的記録が総代会の会日の６週間前までに提

出されているときは、当該理由又はその要旨。ただし、提案理由が明らかに虚偽である場合又は専ら人の名誉を侵

害し、若しくは侮辱する目的によるものと認められる場合を除く。 

③ 議案が取締役、監査役又は会計監査人の選任に関するものである場合において、１の（１）又は（２）に定める

事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録が総代会の会日の６週間前までに提出されているときは、その内

容。ただし、明らかに虚偽である場合を除く。 

④ 監査役の選任、解任若しくは報酬につき監査役の意見があるとき又は会計監査人の選任につき会計監査人の意見

があるときは、その要旨 

 

３ 監査役の辞任後最初に招集される総代会に関する参考書類には、保険業法第５３条第２項において準用する商法第

２７５条ノ３ノ２第１項の規定により監査役を辞任した監査役が辞任の理由を述べるとき、又は保険業法第５３条第

２項において準用する商法第２７５条ノ３ノ２第３項において準用する同法第２７５条ノ３の規定により監査役が意

見を述べるときは、その要旨を記載すること。 

 

４ 保険業法第５９条第１項において準用する株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第６条の２第１項の

規定による会計監査人の解任後最初に招集される総代会に関する参考書類には、監査役会による会計監査人の解任の

報告等として、監査役会が選任した監査役が報告すべき事項及び解任された会計監査人の意見の要旨を記載すること。

 

５ 同一の総代会に関して総代に提供されるもののうち、他の書類に記載されている事項及び電磁的方法により提供さ

れる情報の内容とされている事項については、これを明らかにすることにより、この参考書類に記載しないことがで

きる。 
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る事実その他不正な業務の執行が行われた事実があることを当該相互会社が知っているときは、

その事実（重要でないものを除き、当該候補者が当該他の相互会社又は株式会社における社外取

締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当

該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。） 
ホ 当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社（外国会社を含む。）の

経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外監査役と

しての職務を適切に遂行することができるものと当該相互会社が判断した理由 
ヘ 当該候補者が次のいずれかに該当することを当該相互会社が知っているときは、その旨 
ⅰ 当該相互会社の特定関係者の業務執行者であること。 
ⅱ 当該相互会社又は当該相互会社の特定関係者から多額の金銭その他の財産（これらの者の監

査役としての報酬等を除く。）を受ける予定があり、又は過去２年間に受けていたこと。 
ⅲ 当該相互会社又は当該相互会社の特定関係者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その

他これに準ずる者であること。 
ⅳ 過去５年間に当該相互会社の特定関係者の業務執行者となったことがあること。 
ⅴ 過去２年間に合併等により他の相互会社又は株式会社の事業に関して有する権利義務を当該

相互会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該相互会社の社外監査

役でなく、かつ、当該他の相互会社又は株式会社の業務執行者であったこと。 
ト 当該候補者が現に当該相互会社の監査役であるときは、監査役に就任してからの年数 

チ 当該候補者と当該相互会社との間で保険業法第５３条の３６において準用する会社法第４２７

条第１項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときには、その契約の内

容の概要 
リ 前各号に掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるときは、その意見の内容 

（４）会計監査人の選任に関する議案 
次に掲げる事項を記載すること。 
① 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 
イ 候補者が公認会計士である場合 その氏名、事務所の所在場所、生年月日及び略歴 

ロ 候補者が監査法人である場合 その名称、主たる事務所の所在場所及び沿革 
② 就任の承諾を得ていないときは、その旨 
③ 議案が保険業法第５３条の１１において準用する会社法第３４４条第２項第１号又は第２号の規

定による請求によって提出されたものであるときは、その旨 
④ 保険業法第５３条の１１において準用する会社法第３４５条第５項において準用する同条第１項

の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要 
⑤ 当該候補者が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該

処分に係る事項 
⑥ 当該候補者が過去２年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項

のうち、当該相互会社が総代会参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項 
 
２ 役員の解任等に関する議案 
（１）取締役の解任に関する議案 

次に掲げる事項を記載すること。 
① 取締役の氏名 
② 解任の理由 

（２）会計参与の解任に関する議案 
次に掲げる事項を記載すること。 
① 会計参与の氏名又は名称 
② 解任の理由 
③ 保険業法第５３条の１１において準用する会社法第３４５条第１項の規定による会計参与の意見

があるときは、その意見の内容の概要 
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（３）監査役の解任に関する議案 
次に掲げる事項を記載すること。 
① 監査役の氏名 
② 解任の理由 
③ 保険業法第５３条の１１において準用する会社法第３４５条第４項において準用する同条第１項

の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要 
（４）会計監査人の解任又は不再任に関する議案 

次に掲げる事項を記載すること。 
① 会計監査人の氏名又は名称 
② 解任又は不再任の理由 
③ 議案が保険業法第５３条の１１において準用する会社法第３４４条第２項第２号又は第３号の規

定による請求によって提出されたものであるときは、その旨 
④ 保険業法第５３条の１１において準用する会社法第３４５条第５項において準用する同条第１項

の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要 
 
３ 役員の報酬等に関する議案 
  （１）取締役の報酬等に関する議案 

次に掲げる事項を記載すること。取締役の一部が社外取締役（社外役員に限る。以下この（１）にお

いて同じ。）であるときは、議案の理由及び①から③までに掲げる事項のうち社外取締役に関するものは、

社外取締役以外の取締役と区別して記載しなければならない。 
① 保険業法第５３条の１５及び第１８０条の８第４項において準用する会社法第３６１条第１項各

号に掲げる事項の算定の基準 
② 議案が既に定められている保険業法第５３条の１５及び第１８０条の８第４項において準用する

会社法第３６１条第１項各号に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由 
③ 議案が２以上の取締役についての定めであるときは、当該定めに係る取締役の員数 

④ 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各取締役の略歴 
⑤ 議案が退職慰労金に関するものである場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を

決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、当該一定の基準の内

容（ただし、各総代が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合

は、記載を要しない。） 
（２）会計参与の報酬等に関する議案 

次に掲げる事項を記載すること。 
① 保険業法第５３条の１７において準用する会社法第３７９条第１項に規定する事項の算定の基準 
② 議案が既に定められている保険業法第５３条の１７において準用する会社法第３７９条第１項に

規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由 
③ 議案が２以上の会計参与についての定めであるときは、当該定めに係る会計参与の員数 
④ 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各会計参与の略歴 
⑤ 議案が退職慰労金に関するものである場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を

決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、当該一定の基準の内

容（ただし、各総代が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合

は、記載を要しない。） 
⑥ 保険業法第５３条の１７において準用する会社法第３７９条第３項の規定による会計参与の意見

があるときは、その意見の内容の概要 
（３）監査役の報酬等に関する議案 

次に掲げる事項を記載すること。 
① 保険業法第５３条の２０において準用する会社法第３８７条第１項に規定する事項の算定の基準 
② 議案が既に定められている保険業法第５３条の２０において準用する会社法第３８７条第１項に

規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由 



  

改正後 現行 

③ 議案が２以上の監査役についての定めであるときは、当該定めに係る監査役の員数 

④ 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各監査役の略歴 
⑤ 議案が退職慰労金に関するものである場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を

決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、当該一定の基準の内

容（ただし、各総代が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合

は、記載を要しない。） 
⑥ 保険業法第５３条の２０において準用する会社法第３８７条第３項の規定による監査役の意見が

あるときは、その意見の内容の概要 
 
４ 計算関係書類の承認に関する議案 

次に掲げる事項を記載すること。 
（１）保険業法第５３条の２３において準用する会社法第３９８条第１項の規定による会計監査人の意見が

ある場合 その意見の内容 
（２）取締役会の意見があるとき その意見の内容の概要 

 
５ 合併契約等の承認に関する議案 
（１）吸収合併契約の承認に関する議案 

次に掲げる事項を記載する。 
① 当該吸収合併を行う理由 
② 吸収合併契約の内容の概要 
③ 当該相互会社が吸収合併消滅相互会社である場合において、保険業法第４９条第１項において準

用する会社法第２９８条第１項の決定をした日における保険業法施行規則第１０１条の２の１３第

１項各号（第２号、第５号及び第６号を除く。）に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

④ 当該相互会社が吸収合併存続相互会社である場合において、保険業法第４９条第１項において準

用する会社法第２９８条第１項の決定をした日における保険業法施行規則第１０１条の２の１６各

号（第４号から第６号までを除く。）に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 
（２）新設合併契約の承認に関する議案 

次に掲げる事項を記載すること。 
① 当該新設合併を行う理由 
② 新設合併契約の内容の概要 
③ 当該相互会社が新設合併消滅相互会社である場合において、保険業法第４９条第１項において準

用する法第２９８条第１項の決定をした日における保険業法施行規則１０１条の２の１３第２項各

号（第４号及び第５号を除く。）に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 
④ 新設合併設立相互会社の取締役となる者についての１の（１）に規定する事項 
⑤ 新設合併設立相互会社が会計参与設置会社であるときは、当該新設合併設立相互会社の会計参与

となる者についての１の（２）に規定する事項 
⑥ 新設合併設立相互会社が監査役設置会社であるときは、当該新設合併設立相互会社の監査役とな

る者についての１の（３）に規定する事項 
⑦ 新設合併設立相互会社が会計監査人設置会社であるときは、当該新設合併設立相互会社の会計監

査人となる者についての１の（４）に規定する事項 
（３）事業譲渡等（保険業法第６２条の２第１項第１号から第３号までに掲げる行為をいう。以下同じ。）に

係る契約の承認に関する議案 
次に掲げる事項を記載すること。 
① 当該事業譲渡等を行う理由 
② 当該事業譲渡等に係る契約の内容の概要 
③ 当該契約に基づき当該相互会社が受け取る対価又は契約の相手方に交付する対価の算定の相当性

に関する事項の概要 
 



  

改正後 現行 

６ その他 
（１）組織変更計画の承認に関する議案 

次に掲げる事項を記載すること。 
① 当該組織変更を行う理由 
② 組織変更計画の内容の概要 
③ 保険業法第４９条第１項において準用する会社法第２９８条第１項の決定をした日における保険

業法施行規則第４２条の２各号（第１号、第３号ロ、第５号イ、第７号及び第８号を除く。）に掲げ

る事項があるときは、当該事項の内容の概要 

（２）保険契約の移転に関する議案 
次に掲げる事項を記載すること。 
① 当該行為を行う理由 
② 当該行為に関する契約の内容の概要 
③ 各会社の貸借対照表（外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表）及

び最近事業年度（外国保険会社等の場合にあっては、日本における事業年度）の損益の状況 

（３）業務及び財産の管理の委託又は受託に関する議案 
次に掲げる事項を記載すること。 
① 当該行為を行う理由 
② 当該行為に関する契約の内容の概要 
③ 貸借対照表及び最近事業年度の損益計算書の内容 

 
７ 社員又は総代提案の場合における記載事項 
（１）議案が社員又は総代の提出に係るものである場合には、次に掲げる事項（③又は④に掲げる事項が総

代会参考書類にその全部を記載することが適切でない程度の多数の文字、記号その他のものをもって構

成されている場合（相互会社がその全部を記載することが適切であるものとして定めた分量を超える場

合を含む。）にあっては、当該事項の概要）を記載すること。 
① 議案が社員又は総代の提出に係るものである旨 
② 議案に対する取締役会の意見があるときは、その意見の内容 
③ 社員が保険業法第４６条第３項の規定による請求に際して提案の理由（当該提案の理由が明らかに

虚偽である場合又は専ら人の名誉を侵害し、若しくは侮辱する目的によるものと認められる場合にお

ける当該提案の理由を除く。）を相互会社に対して通知したときは、その理由 
④ 議案が次のイからハまでに掲げる者の選任に関するものである場合において、社員が保険業法第４

６条第３項の規定による請求に際して当該イからハまでに定める事項（当該事項が明らかに虚偽であ

る場合における当該事項を除く。）を相互会社に対して通知したときは、その内容 
イ 取締役 １の（１）に規定する事項 
ロ 会計参与 １の（２）に規定する事項 
ハ 監査役 １の（３）に規定する事項 
ニ 会計監査人 １の（４）に規定する事項 

（２）２以上の社員又は総代から同一の趣旨の議案が提出されている場合には、その議案及びこれに対する

取締役会の意見の内容は、各別に記載することを要しない。ただし、二以上の社員又は総代から同一の

趣旨の提案があった旨を記載しなければならない。  
（３）２以上の社員又は総代から同一の趣旨の提案の理由が提出されている場合には、その提案理由は、各

別に記載することを要しない。 
 
８ 上記において、次の（１）から（４）までに掲げる用語の意義は、当該（１）から（４）までに定めると

ころによる。 
（１）社外役員 会社役員（当該相互会社の取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。以下同じ。）のう

ち、次のいずれにも該当するものをいう。 
① 当該会社役員が社外取締役又は社外監査役であること。 



  

改正後 現行 

② 当該会社役員が次のいずれかの要件に該当すること。 
イ 当該会社役員が保険業法第５３条の１６において準用する会社法第３７３条第１項第２号、保険

業法第５３条の２４第３項又は同法第５３条の３６において準用する第４２５条第１項第１号ハ若

しくは第４２７条第１項の社外取締役であること。 
ロ 当該会社役員が保険業法第５３条の５第３項又は同法第５３条の３６において準用する第４２７

条第１項の社外監査役であること。 
ハ 当該会社役員を当該相互会社の社外取締役又は社外監査役であるものとして計算関係書類、事業

報告、総代会参考書類その他当該相互会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する

資料に表示していること。 
（２） 社外取締役候補者 次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。 
① 当該候補者が過去に当該相互会社又はその実質子会社（保険業法第３３条の２第１項に規定する実

質子会社をいう。以下同じ。）の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったこ

とがないこと。 
② 当該候補者が現に当該相互会社又はその実質子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人そ

の他の使用人でないこと。 
③ 当該候補者を就任後当該相互会社の業務を執行する取締役として選定する予定がないこと。 
④ 当該候補者を就任後当該相互会社の執行役として選任する予定がないこと。 
⑤ 当該候補者を就任後当該相互会社の使用人とする予定がないこと。 
⑥ 次のいずれかの要件に該当すること。 
イ 当該候補者を保険業法第５３条の１６において準用する会社法第３７３条第１項第２号、保険業

法第５３条の２４第３項又は同法第５３条の３６において準用する第４２５条第１項第１号ハ若し

くは第４２７条第１項の社外取締役であるものとする予定があること。 
ロ 当該候補者を当該相互会社の社外取締役であるものとして計算関係書類、事業報告、総代会参考

書類その他相互会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示する予定が

あること。 
（３）社外監査役候補者 次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。 
① 当該候補者が過去に当該相互会社又はその実質子会社の取締役、会計参与（会計参与が法人である

ときは、その職務を行うべき社員）若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないこ

と。 
② 次のいずれかの要件に該当すること。 
イ 当該候補者を保険業法第５３条の５第３項又は同法第５３条の３６において準用する第４２７条

第１項の社外監査役であるものとする予定があること。 
ロ 当該候補者を当該相互会社の社外監査役であるものとして計算関係書類、事業報告、総代会参考書類そ

の他相互会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示する予定があること。

（４）業務執行者 次に掲げる者をいう。 
① 業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員 
② 業務を執行する社員、会社法第５９８条第１項の職務を行うべき者その他これに相当する者 
③ 使用人 

 
９ 保険業法施行規則第２３条第１項第３号イに掲げる事項から除かれる事項は、５の（１）③④、（２）③及

び（３）③並びに６の（１）③に掲げる事項とする。 

 

 

 

 
  



 

改正後 現行 

 
（ 廃 止 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 
別紙様式第９号（第３１条関係） 

（平１５内府令５３）

 

独立監査人の監査報告書 

 

年  月  日

      保険相互会社 

              御中 

 

事務所名 

公認会計士  氏   名     印 

     （自  署） 

 

（記載上の注意） 

１ 記載すべき事項ごとに監査の方法及び結果を正確に示すよう明瞭に記載すること。 

２ 監査の方法の概要は、監査の信頼性を正確に判断することができるように記載すること。 

３ 決算期後に生じた事実で会社の財産又は損益の状態に重要な影響を及ぼすものにつき、事業報告書に記載

があるときはその旨及び取締役から報告があったときはその事実を記載すること。 

４ 事業報告書及び附属明細書の監査の方法の概要及び結果は、会計に関する部分として監査の対象にした事

項を示して記載すること。 

５ 事業報告書及び附属明細書の会計に関する部分のうちに、決算期後に生じた事実に関する事項その他の監

査のために必要な調査をすることができなかった事項があるときは、その事項を示すこと。 

６ この監査報告書には、７の場合を除き、これを作成した公認会計士又は監査法人の代表者がその資格を記

載して署名押印すること。この場合において、会計監査人が監査法人であるときは、その職務を行った社員

も署名押印すること。 

７ 監査報告書の作成に代えて電磁的記録の作成をする場合においては、これを作成した公認会計士又は監査

法人の代表者は、その氏名及び資格を記録し、当該電磁的記録に記録された情報について電子署名を行うこ

と。この場合において、会計監査人が監査法人であるときは、作成の職務を行った社員の氏名をも記録し、

当該社員も電子署名を行うこと。 

 
 

 
 
 
 
 
  



 

改正後 現行 

 
（ 廃 止 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 
別紙様式第９号の２（第２３条の５関係） 

（平１６内府令５０）

 

独立監査人の監査報告書 

 

年  月  日

      保険相互会社 

              御中 

 

事務所名 

公認会計士  氏   名     印 

     （自  署） 

 

（記載上の注意） 

１ 記載すべき事項ごとに監査の方法及び結果を正確に示すよう明瞭に記載すること。 

２ 監査の方法の概要は、監査の信頼性を正確に判断することができるように記載すること。 

３ 決算期後に生じた事実で会社の財産又は損益の状態に重要な影響を及ぼすものにつき、事業報告書に記載

があるときはその旨及び執行役から報告があったときはその事実を記載すること。 

４ 事業報告書及び附属明細書の監査の方法の概要及び結果は、会計に関する部分として監査の対象にした事

項を示して記載すること。 

５ 事業報告書及び附属明細書の会計に関する部分のうちに、決算期後に生じた事実に関する事項その他の監

査のために必要な調査をすることができなかった事項があるときは、その事項を示すこと。 

６ この監査報告書には、７の場合を除き、これを作成した公認会計士又は監査法人の代表者がその資格を記

載して署名押印すること。この場合において、会計監査人が監査法人であるときは、その職務を行った社員

も署名押印すること。 

７ 監査報告書の作成に代えて電磁的記録の作成をする場合においては、これを作成した公認会計士又は監査

法人の代表者は、その氏名及び資格を記録し、当該電磁的記録に記録された情報について電子署名を行うこ

と。この場合において、会計監査人が監査法人であるときは、作成の職務を行った社員の氏名をも記録し、

当該社員も電子署名を行うこと。 

 
 

 
 
 
 
 
  



 最終印刷日時：2006/02/26 午後 3時 3分 

 

改正後 現行 

 
（ 廃 止 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 
別紙様式第１０号（第３１条関係） 

（平１４内府令１７）

 

監 査 報 告 書 

 

年  月  日 

 

 

      保険相互会社 監査役会 

 

監査役（常勤）  氏   名     印 

監査役      氏   名     印 

     （自 署） 

 

（記載上の注意） 

１ 記載すべき事項ごとに監査の方法及び結果を正確に示すよう明瞭に記載すること。 

２ 監査の方法の概要は、監査の信頼性を正確に判断することができるように記載すること。 

３ 事業方法書に記載されていない決算期後に生じた会社の状況に関する重要な事実について取締役から報告

があったときは、その事実を記載すること。ただし、会計監査人の監査報告書に記載があるものについては、

この限りでない。 

４ 次に掲げる事項については、その事項ごとに監査の方法の概要を記載すること。 

（１）保険業法第５１条第２項において準用する商法第２６４条第１項及び第２６５条第１項の取引 

（２）会社が無償でした財産上の利益の供与（反対給付が著しく少ない財産上の利益の供与を含む。） 

（３）会社がした子会社又は社員との通例的でない取引 

５ 保険業法第５９条第１項において準用する商法第２８１条ノ３第２項第１０号に掲げる事項を記載する場

合において、４の（１）から（３）までに掲げる事項につき取締役の義務違反があるときは、その事項に関す

る記載は、各別にすること。 

６ この監査報告書には、７の場合を除き、各監査役が署名押印すること。この場合において、常勤の監査役

は、その旨を記載すること。 

７ 監査報告書の作成に代えて電磁的記録の作成をする場合においては、各監査役は、当該電磁的記録に記録

された情報について、電子署名を行うこと。この場合において、常勤の監査役は、その旨を当該電磁的記録

に記録すること。 

 
 

 
 
 
 
 
  



 最終印刷日時：2006/02/26 午後 3時 3分 

 

改正後 現行 

 
（ 廃 止 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 
別紙様式第１０号の２（第２３条の５関係） 

（平１６内府令５０）

 

監 査 報 告 書 

 

年  月  日 

 

 

保険相互会社   監査委員会 

 

監査委員     氏   名     印 

     （自 署） 

（記載上の注意） 

１ 記載すべき事項ごとに監査の方法及び結果を正確に示すよう明瞭に記載すること。 

２ 監査の方法の概要は、監査の信頼性を正確に判断することができるように記載すること。 

３ 事業報告書に記載されていない決算期後に生じた会社の状況に関する重要な事実について執行役から報告があ

ったときは、その事実を記載すること。ただし、会計監査人の監査報告書に記載があるものについては、この限

りでない。 

４ 次に掲げる事項については、その事項ごとに監査の方法の概要を記載すること。 

 （１）保険業法第５１条第２項において準用する商法第２６４条第１項及び第２６５条第１項の取引 

（２）会社が無償でした財産上の利益の供与（反対給付が著しく少ない財産上の利益の供与を含む。） 

（３）会社がした子会社又は社員との通例的でない取引 

（４）保険業法第５２条の３第２項において準用する商法特例法第２１条の１４第７項第５号において準用す

る保険業法第５１条第２項において準用する商法第２６４条第１項及び第２６５条第１項の取引 

５ 保険業法第５２条の３第２項において準用する商法特例法第２１条の２９第２項第５号に掲げる事項を記

載する場合において、４の（１）から（４）までに掲げる事項につき取締役又は執行役の義務違反があると

きは、その事項に関する記載は、各別にすること。 

６ この監査報告書には、７の場合を除き、各監査委員が署名押印すること。 

７ 監査報告書の作成に代えて電磁的記録の作成をする場合においては、各監査委員は、当該電磁的記録に記

録された情報について電子署名を行うこと。 
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別紙様式第１１号（第２９条の６） 

（平１７内府令６８）

第１ 貸借対照表の要旨 

年度（又は  期）決算公告 

 

住 所 

会社名 

代表取締役   氏   名 

 

貸借対照表（  年  月  日現在）の要旨 

 

（生命保険相互会社）                        （単位：百万円） 

資      産 金 額 負 債 及 び 純資産 金 額 

保 険 契 約 準 備 金 

短 期 社 債 

社 債 

そ の 他 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 

価 格 変 動 準 備 金 

金融先物取引責任準備金 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 

繰 延 税 金 負 債 

再評価に係る繰延税金負債 

支 払 承 諾 

負債の部合計 

 

 
現 金 及 び 預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 

買 入 金 銭 債 権 

商 品 有 価 証 券 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

貸 付 金 

有 形 固 定 資 産 

無 形 固 定 資 産 

そ の 他 資 産 

繰 延 税 金 資 産 

再評価に係る繰延税金資産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

基 金 

基 金 申 込 証 拠 金 

基 金 償 却 積 立 金 

再 評 価 積 立 金 

剰 余 金 

  損 失 て ん 補 準 備 金 

 そ の 他 剰 余 金 
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 

土 地 再 評 価 差 額 金 

純資産の部合計 

 

資産の部合計  負債及び純資産の部合計  

 
（損害保険相互会社）                        （単位：百万円） 

資      産 金 額 負 債 及 び 純資産 金 額 

別紙様式第１１号（第３１条、第３２条関係） 

（平１６内府令５０）

第１ 貸借対照表の要旨 

年度（又は  期）決算公告 

 

住 所 

会社名 

代表取締役   氏   名 

 

貸借対照表（  年  月  日現在）の要旨 

 

（生命保険相互会社）                        （単位：百万円） 

資      産 金 額 負 債 及 び 資 本 金 額 

保 険 契 約 準 備 金 

短 期 社 債 

社 債 

そ の 他 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 

価 格 変 動 準 備 金 

金融先物取引責任準備金 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 

繰 延 税 金 負 債 

再評価に係る繰延税金負債 

支 払 承 諾 

負債の部合計 

 

 
現 金 及 び 預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 

買 入 金 銭 債 権 

商 品 有 価 証 券 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

貸 付 金 

不 動 産 及 び 動 産 

（ 新 設 ） 
そ の 他 資 産 

繰 延 税 金 資 産 

再評価に係る繰延税金資産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

基 金

基 金 払 込 金

基 金 償 却 積 立 金

再 評 価 積 立 金

剰 余 金

  損 失 て ん 補 準 備 金

 当期純剰余（又は当期純損失）

（ 新 設 ）

土 地 再 評 価 差 額 金

株 式 等 評 価 差 額 金

資本の部合計 

 

資産の部合計  負債及び資本の部合計  

 
（損害保険相互会社）                        （単位：百万円） 

資      産 金 額 負 債 及 び 資 本 金 額 
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保 険 契 約 準 備 金 

短 期 社 債 

社 債 

そ の 他 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 

価 格 変 動 準 備 金 

金融先物取引責任準備金 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 

繰 延 税 金 負 債 

再評価に係る繰延税金負債 

支 払 承 諾 

負債の部合計 

 

 
現 金 及 び 預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 

買 入 金 銭 債 権 

商 品 有 価 証 券 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

貸 付 金 

有 形 固 定 資 産 
無 形 固 定 資 産 
そ の 他 資 産 

繰 延 税 金 資 産 

再評価に係る繰延税金資産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

基 金 

基 金 申 込 証 拠 金 

基 金 償 却 積 立 金 

剰 余 金 

  損 失 て ん 補 準 備 金 

  そ の 他 剰 余 金 

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 
土 地 再 評 価 差 額 金 

純資産の部合計 

 

資産の部合計  負債及び純資産の部合計  

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。 

（１）継続企業の前提（会社法計算規則第１３１条に規定するものをいう。以下同じ。）に重要な疑義を抱かせ

る事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響の計算書類への反映の有無 

（２）土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差額 

（３）保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額がある場合は、その額 

（削除） 
（削除） 

（４）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合計額 

なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 

（５）保険業法施行規則第５９条の２第１項第３号ロ（10）に規定する比率 

（６）生命保険会社にあっては、社員配当準備金の配当支払による取崩額並びにその他資産及びその他負債の主

な内訳 

（削除） 

保 険 契 約 準 備 金 

短 期 社 債 

社 債 

そ の 他 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 

価 格 変 動 準 備 金 

金融先物取引責任準備金 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 

繰 延 税 金 負 債 

再評価に係る繰延税金負債 

支 払 承 諾 

負債の部合計 

 

 
現 金 及 び 預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 

買 入 金 銭 債 権 

商 品 有 価 証 券 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

貸 付 金 

不 動 産 及 び 動 産 

（ 新 設 ） 
そ の 他 資 産 

繰 延 税 金 資 産 

再評価に係る繰延税金資産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

基 金

基 金 払 込 金

基 金 償 却 積 立 金

剰 余 金

  損 失 て ん 補 準 備 金

 当期純剰余（又は当期純損失）

（ 新 設 ）

土 地 再 評 価 差 額 金

株 式 等 評 価 差 額 金

資本の部合計 

 

資産の部合計  負債及び資本の部合計  

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。 

（１）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

 
① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映しているか否か 

（２）土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差額 

（３）保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額がある場合は、その額 

（４）保険業法施行規則第２４条の２第２項第１号に規定する金額がある場合は、その額 

（５）保険業法施行規則第２４条の２第２項第２号に規定する純資産額 

（６）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合計額 

なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 

（７）保険業法施行規則第５９条の２第１項第３号ロ（10）に規定する比率 

（８）生命保険会社にあっては、社員配当準備金の配当支払による取崩額並びにその他資産及びその他負債の主

な内訳 

（９）貸借対照表上の純資産額から基金払込金、土地再評価差額金及び株式等評価差額金の合計額を控除した金
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（８）有形固定資産の減価償却額 

（９）資産に係る減損損失累計額を貸借対照表において減価償却累計額の科目をもって表示した場合にあ 

っては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨 

（10）資産が担保に供されている場合における、当該資産の内容及びその金額 

（11）１株当たりの純資産額（銭単位で記載すること） 

（12）事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合にお

ける当該事象 
 

２ 法令等に基づき、又は会社の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げて

ある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 
 

第２ 損益計算書の要旨 

年  月  日から 
損益計算書                 の要旨 

年  月  日まで 
 

 

（生命保険相互会社）                        （単位：百万円） 

科      目 金     額 

経  常  収  益 

  保 険 料 等 収 入 

  資 産 運 用 収 益 

   そ の 他 経 常 収 益 

 

経  常  費  用 

  保 険 金 等 支 払 金 

  責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

  資 産 運 用 費 用 

  事 業 費 

   そ の 他 経 常 費 用 

 

 

 

経

常

損

益

の

部 

経常利益（又は経常損失）  

特  別  利  益 

  保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益 

  そ の 他 特 別 利 益 

 特

別

損

益

の

部 

特  別  損  失 

  価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 

  そ の 他 特 別 損 失 

 

税 引 前 当 期 純 剰 余 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

額が、基金、基金償却積立金、再評価積立金及び損失てん補準備金の合計額を下回る場合には、その差額 

（新設） 

（新設） 

 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

 

 

２ 法令等に基づき、又は会社の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げて

ある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 
 

第２ 損益計算書の要旨 

年  月  日から 
損益計算書                 の要旨 

年  月  日まで 
 

 

（生命保険相互会社）                        （単位：百万円） 

科      目 金     額 

経  常  収  益 

  保 険 料 等 収 入 

  資 産 運 用 収 益 

   そ の 他 経 常 収 益 

 

経  常  費  用 

  保 険 金 等 支 払 金 

  責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

  資 産 運 用 費 用 

  事 業 費 

   そ の 他 経 常 費 用 

 

 

 

経

常

損

益

の

部

経常利益（又は経常損失）  

特  別  利  益 

  保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益 

  そ の 他 特 別 利 益 

 特

別

損

益

の

部

特  別  損  失 

  価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 

  そ の 他 特 別 損 失 

 

税 引 前 当 期 純 剰 余 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 
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（ 削 除 ） 

（ 削 除 ） 

（ 削 除 ） 

 

 

 
（損害保険相互会社）                        （単位：百万円） 

科      目 金     額 

経  常  収  益 

  保 険 引 受 収 益 

    （ う ち 正 味 収 入 保 険 料 ） 

  資 産 運 用 収 益 

 （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 収 入 ） 

   そ の 他 経 常 収 益 

 

経  常  費  用 

  保 険 引 受 費 用 

    （ う ち 正 味 支 払 保 険 金 ） 

    （ う ち 損 害 調 査 費 ） 

  資 産 運 用 費 用 

  営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 

   そ の 他 経 常 費 用 

 

経常利益（又は経常損失）  

特  別  利  益  

特  別  損  失  

税 引 前 当 期 純 剰 余 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

（ 削 除 ） 

（ 削 除 ） 

（ 削 除 ） 

 

（記載上の注意） 

（削除） 
 

１ 生命保険会社にあっては、その他経常収益及びその他経常費用の主な内訳を注記すること。 

２ 法令等に基づき、又は会社の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げてある

科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

 

 

 

前 期 繰 越 剰 余 金 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ） 

・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額 

当 期 未 処 分 剰 余 金 （ 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ） 

 

 

 

（損害保険相互会社）                        （単位：百万円） 

科      目 金     額 

経  常  収  益 

  保 険 引 受 収 益 

    （ う ち 正 味 収 入 保 険 料 ） 

  資 産 運 用 収 益 

 （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 収 入 ） 

   そ の 他 経 常 収 益 

 

経  常  費  用 

  保 険 引 受 費 用 

    （ う ち 正 味 支 払 保 険 金 ） 

    （ う ち 損 害 調 査 費 ） 

  資 産 運 用 費 用 

  営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 

   そ の 他 経 常 費 用 

 

経常利益（又は経常損失）  

特  別  利  益  

特  別  損  失  

税 引 前 当 期 純 剰 余 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

前 期 繰 越 剰 余 金 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ） 

・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額 

当 期 未 処 分 剰 余 金 （ 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ） 

 

（記載上の注意） 

１ 積立金取崩額には、一定の目的のために留保した積立金をその目的に従い取り崩した額を、当該積立金の

名称を付した科目をもって記載すること。 

２ 生命保険会社にあっては、その他経常収益及びその他経常費用の主な内訳を注記すること。 

３ 法令等に基づき、又は会社の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げてある

科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

 

 

 
 



 

 
改正後 現行 

別紙様式第１１号の２（第２９条の６関係） 

（平１７内府令６８）

 

第１ 貸借対照表の要旨 

年度（又は  期）決算公告 

 

住 所 

会社名 

代表取締役   氏 名 

 

貸借対照表（  年  月  日現在）の要旨 

 

（生命保険相互会社）                        （単位：百万円） 

資      産 金 額 負 債 及 び 純資産 金 額 

保 険 契 約 準 備 金 

特 定 取 引 負 債 

短 期 社 債 

社 債 

そ の 他 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 

価 格 変 動 準 備 金 

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 

繰 延 税 金 負 債 

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 

支 払 承 諾 

負債の部合計 

 

 
現 金 及 び 預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 

買 入 金 銭 債 権 

特 定 取 引 資 産 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

貸 付 金 

有 形 固 定 資 産 
無 形 固 定 資 産 

そ の 他 資 産 
繰 延 税 金 資 産 

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 資 産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

基 金 

基 金 申 込 証 拠 金 

基 金 償 却 積 立 金 

再 評 価 積 立 金 

剰 余 金 

  損 失 て ん 補 準 備 金 

  そ の 他 剰 余 金 

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 
土 地 再 評 価 差 額 金 

純資産の部合計 

 

別紙様式第１１号の２（第３１条、第３２条関係） 

（平１６内府令５０）

 

第１ 貸借対照表の要旨 

年度（又は  期）決算公告 

 

住 所 

会社名 

代表取締役   氏 名 

 

貸借対照表（  年  月  日現在）の要旨 

 

（生命保険相互会社）                        （単位：百万円） 

資      産 金 額 負 債 及 び 資 本 金 額 

保 険 契 約 準 備 金

特 定 取 引 負 債

短 期 社 債

社 債

そ の 他 負 債

退 職 給 付 引 当 金

価 格 変 動 準 備 金

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金

証 券 取 引 責 任 準 備 金

繰 延 税 金 負 債

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債

支 払 承 諾

負債の部合計 

 

 
現 金 及 び 預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金

買 入 金 銭 債 権

特 定 取 引 資 産

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 付 金

不 動 産 及 び 動 産

（ 新 設 ）

そ の 他 資 産

繰 延 税 金 資 産

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 資 産

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

基 金

基 金 払 込 金

基 金 償 却 積 立 金

再 評 価 積 立 金

剰 余 金

  損 失 て ん 補 準 備 金

 当期純剰余（又は当期純損失）

（ 新 設 ）

土 地 再 評 価 差 額 金

株 式 等 評 価 差 額 金

資本の部合計 

 



 

改正後 現行 

資産の部合計  負債及び純資産の部合計  

 

（損害保険相互会社）                        （単位：百万円） 

資      産 金 額 負 債 及 び 純資産 金 額 

保 険 契 約 準 備 金 

特 定 取 引 負 債 

短 期 社 債 

社 債 

そ の 他 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 

価 格 変 動 準 備 金 

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 

繰 延 税 金 負 債 

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 

支 払 承 諾 

負債の部合計 

 

 
現 金 及 び 預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 

買 入 金 銭 債 権 

特 定 取 引 資 産 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

貸 付 金 

有 形 固 定 資 産 
無 形 固 定 資 産 

そ の 他 資 産 

繰 延 税 金 資 産 

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 資 産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

基 金 

基 金 申 込 証 拠 金 

基 金 償 却 積 立 金 

剰 余 金 

  損 失 て ん 補 準 備 金 

  そ の 他 剰 余 金 

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 
土 地 再 評 価 差 額 金 

純資産の部合計 

 

資産の部合計  負債及び純資産の部合計  

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。 

（１）継続企業の前提（会社法計算規則第１３１条に規定するものをいう。以下同じ。）に重要な疑義を抱かせる

事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響の計算書類への反映の有無 

（２）土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差額 

（３）保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額がある場合は、その額 

（削除） 

資産の部合計  負債及び資本の部合計  

 

（損害保険相互会社）                        （単位：百万円） 

資      産 金 額 負 債 及 び 資 本 金 額 

保 険 契 約 準 備 金

特 定 取 引 負 債

短 期 社 債

社 債

そ の 他 負 債

退 職 給 付 引 当 金

価 格 変 動 準 備 金

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金

証 券 取 引 責 任 準 備 金

繰 延 税 金 負 債

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債

支 払 承 諾

負債の部合計 

 

 
現 金 及 び 預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金

買 入 金 銭 債 権

特 定 取 引 資 産

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 付 金

不 動 産 及 び 動 産

（ 新 設 ）

そ の 他 資 産

繰 延 税 金 資 産

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 資 産

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

基 金

基 金 払 込 金

基 金 償 却 積 立 金

剰 余 金

  損 失 て ん 補 準 備 金

 当期純剰余（又は当期純損失）

（ 新 設 ）

土 地 再 評 価 差 額 金

株 式 等 評 価 差 額 金

資本の部合計 

 

資産の部合計  負債及び資本の部合計  

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。 

（１）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

 
① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映しているか否か 

（２）土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差額 

（３）保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額がある場合は、その額 

（４）保険業法施行規則第２４条の２第２項第１号に規定する金額がある場合は、その額 



 

改正後 現行 
（削除） 

（４）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合計額 

なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 

（５）保険業法施行規則第５９条の２第１項第３号ロ（10）に規定する比率 

（６）生命保険会社にあっては、社員配当準備金の配当支払による取崩額並びにその他資産及びその他負債の主な

内訳 

（削除） 

 

（８）有形固定資産の減価償却額 

（９）資産に係る減損損失累計額を貸借対照表において減価償却累計額の科目をもって表示した場合にあ 

っては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨 

（10）資産が担保に供されている場合における、当該資産の内容及びその金額 

（11）１株当たりの純資産額（銭単位で記載すること） 

（12）事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合にお

ける当該事象 
 

２ 法令等に基づき、又は会社の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げてある科

目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

 

第２ 損益計算書の要旨 

  年  月  日から 
損益計算書                 の要旨 

年  月  日まで 
 

（生命保険相互会社）                        （単位：百万円） 

科      目 金     額 

経  常  収  益 

  保 険 料 等 収 入 

  資 産 運 用 収 益 

   そ の 他 経 常 収 益 

 

経  常  費  用 

  保 険 金 等 支 払 金 

  責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

  資 産 運 用 費 用 

  事 業 費 

   そ の 他 経 常 費 用 

 

 

 

経

常

損

益

の

部 

経常利益（又は経常損失）  

特

別

損

特  別  利  益 

  保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益 

  そ の 他 特 別 利 益 

 

（５）保険業法施行規則第２４条の２第２項第２号に規定する純資産額 

（６）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合計額 

なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 

（７）保険業法施行規則第５９条の２第１項第３号ロ（10）に規定する比率 

（８）生命保険会社にあっては、社員配当準備金の配当支払による取崩額並びにその他資産及びその他負債の主な

内訳 

（９）貸借対照表上の純資産額から基金払込金、土地再評価差額金及び株式等評価差額金の合計額を控除した金額

が、基金、基金償却積立金、再評価積立金及び損失てん補準備金の合計額を下回る場合には、その差額 

（新設） 

（新設） 

 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

 

 

２ 法令等に基づき、又は会社の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げてある科

目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

 

第２ 損益計算書の要旨 

  年  月  日から 
損益計算書                 の要旨 

年  月  日まで 
 

（生命保険相互会社）                        （単位：百万円） 

科      目 金     額 

経  常  収  益 

  保 険 料 等 収 入 

  資 産 運 用 収 益 

   そ の 他 経 常 収 益 

 

経  常  費  用 

  保 険 金 等 支 払 金 

  責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

  資 産 運 用 費 用 

  事 業 費 

   そ の 他 経 常 費 用 

 

 

 

経

常

損

益

の

部

経常利益（又は経常損失）  

特

別

損

特  別  利  益 

  保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益 

  そ の 他 特 別 利 益 

 



 

改正後 現行 

益

の

部 

特  別  損  失 

  価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 

  そ の 他 特 別 損 失 

 

税 引 前 当 期 純 剰 余 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

（ 削 除 ） 

（ 削 除 ） 

（ 削 除 ） 

 

 

（損害保険相互会社）                        （単位：百万円） 

科      目 金     額 

経  常  収  益 

  保 険 引 受 収 益 

    （ う ち 正 味 収 入 保 険 料 ） 

  資 産 運 用 収 益 

  （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 収 入 ） 

   そ の 他 経 常 収 益 

 

経  常  費  用 

  保 険 引 受 費 用 

    （ う ち 正 味 支 払 保 険 金 ） 

    （ う ち 損 害 調 査 費 ） 

  資 産 運 用 費 用 

  営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 

   そ の 他 経 常 費 用 

 

経常利益（又は経常損失）  

特  別  利  益  

特  別  損  失  

税 引 前 当 期 純 剰 余 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

（ 削 除 ） 

（ 削 除 ） 
（ 削 除 ） 

 

（記載上の注意） 

（削除） 

１ 生命保険会社にあっては、その他経常収益及びその他経常費用の主な内訳を注記すること。 

益

の

部

特  別  損  失 

  価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 

  そ の 他 特 別 損 失 

 

税 引 前 当 期 純 剰 余 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

前 期 繰 越 剰 余 金 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ） 

・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額 

当 期 未 処 分 剰 余 金 （ 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ） 

 

 

（損害保険相互会社）                        （単位：百万円） 

科      目 金     額 

経  常  収  益 

  保 険 引 受 収 益 

    （ う ち 正 味 収 入 保 険 料 ） 

  資 産 運 用 収 益 

  （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 収 入 ） 

   そ の 他 経 常 収 益 

 

経  常  費  用 

  保 険 引 受 費 用 

    （ う ち 正 味 支 払 保 険 金 ） 

    （ う ち 損 害 調 査 費 ） 

  資 産 運 用 費 用 

  営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 

   そ の 他 経 常 費 用 

 

経常利益（又は経常損失）  

特  別  利  益  

特  別  損  失  

税 引 前 当 期 純 剰 余 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

前 期 繰 越 剰 余 金 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ） 

・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額 

当 期 未 処 分 剰 余 金 （ 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ） 

 

（記載上の注意） 

１ 積立金取崩額には、一定の目的のために留保した積立金をその目的に従い取り崩した額を、当該積立金の

名称を付した科目をもって記載すること。 



 

改正後 現行 
２ 法令等に基づき、又は会社の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げてある

科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

 

 

 

２ 生命保険会社にあっては、その他経常収益及びその他経常費用の主な内訳を注記すること。 

３ 法令等に基づき、又は会社の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げてある

科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 
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改正後 現行 

 
（廃止） 

別紙様式第１１号の３（第２３条の５関係） 

（平１６内府令５０）

 

第１ 貸借対照表の要旨 

年度（又は  期）決算公告 

 

住 所 

会社名 

代表執行役   氏 名 

 

貸借対照表（  年  月  日現在）の要旨 

 

（生命保険相互会社）                        （単位：百万円） 

資      産 金 額 負 債 及 び 資 本 金 額 

保 険 契 約 準 備 金

短 期 社 債

社 債

そ の 他 負 債

退 職 給 付 引 当 金

価 格 変 動 準 備 金

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金

証 券 取 引 責 任 準 備 金

繰 延 税 金 負 債

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債

支 払 承 諾

負債の部合計 

 

 
現 金 及 び 預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金

買 入 金 銭 債 権

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 付 金

不 動 産 及 び 動 産

そ の 他 資 産

繰 延 税 金 資 産

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 資 産

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

基 金

基 金 払 込 金

基 金 償 却 積 立 金

再 評 価 積 立 金

剰 余 金

   損 失 て ん 補 準 備 金

   当 期 純 剰 余

 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

土 地 再 評 価 差 額 金

株 式 等 評 価 差 額 金

資本の部合計 

 

資産の部合計  負債及び資本の部合計  
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改正後 現行 
 

（損害保険相互会社）                        （単位：百万円） 

資      産 金 額 負 債 及 び 資 本 金 額 

保 険 契 約 準 備 金

短 期 社 債

社 債

そ の 他 負 債

退 職 給 付 引 当 金

価 格 変 動 準 備 金

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金

証 券 取 引 責 任 準 備 金

繰 延 税 金 負 債

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債

支 払 承 諾

負債の部合計 

 

 
現 金 及 び 預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金

買 入 金 銭 債 権

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 付 金

不 動 産 及 び 動 産

そ の 他 資 産

繰 延 税 金 資 産

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 資 産

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

基 金

基 金 払 込 金

基 金 償 却 積 立 金

剰 余 金

   損 失 て ん 補 準 備 金

   当 期 純 剰 余

 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

土 地 再 評 価 差 額 金

株 式 等 評 価 差 額 金

資本の部合計 

 

資産の部合計  負債及び資本の部合計  

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。 

（１）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映しているか否か 

（２）土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差額 

（３）保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額がある場合は、その額 

（４）保険業法施行規則第２４条の２第２項第１号に規定する金額がある場合は、その額 

（５）保険業法施行規則第２４条の２第２項第２号に規定する純資産額 

（６）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合計額 

なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 

（７）保険業法施行規則第５９条の２第１項第３号ロ（１０）に規定する比率 
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改正後 現行 
（８）生命保険会社にあっては、社員配当準備金の配当支払による取崩額並びにその他資産及びその他負債の主な内訳 

（９）貸借対照表上の純資産額から基金払込金、土地再評価差額金及び株式等評価差額金の合計額を控除した金額が、基金、基金償

却積立金、再評価積立金及び損失てん補準備金の合計額を下回る場合には、その差額 

２ 法令等に基づき、又は会社の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又は

その性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

 

第２ 損益計算書の要旨 

年  月  日から 
損益計算書                の要旨 

年  月  日まで 
 

（生命保険相互会社）                        （単位：百万円） 

科      目 金     額 

経  常  収  益 

  保 険 料 等 収 入 

  資 産 運 用 収 益 

   そ の 他 経 常 収 益 

 

経  常  費  用 

  保 険 金 等 支 払 金 

  責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

  資 産 運 用 費 用 

  事 業 費 

  そ の 他 経 常 費 用 

 

 

 

経

常

損

益

の

部

経常利益（又は経常損失）  

特  別  利  益 

  保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益 

  そ の 他 特 別 利 益 

 特

別

損

益

の

部

特  別  損  失 

  価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 

  そ の 他 特 別 損 失 

 

税 引 前 当 期 純 剰 余 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

前 期 繰 越 剰 余 金 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ） 

・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額 

当 期 未 処 分 剰 余 金 （ 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ） 

 

 

（損害保険相互会社）                        （単位：百万円） 

科      目 金     額 
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改正後 現行 

経  常  収  益 

保 険 引 受 収 益 

  （ う ち 正 味 収 入 保 険 料 ） 

資 産 運 用 収 益 

  （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 収 入 ） 

そ の 他 経 常 収 益 

 

経  常  費  用 

保 険 引 受 費 用 

  （ う ち 正 味 支 払 保 険 金 ） 

  （ う ち 損 害 調 査 費 ） 

資 産 運 用 費 用 

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 

そ の 他 経 常 費 用 

 

経常利益（又は経常損失）  

特  別  利  益  

特  別  損  失  

税 引 前 当 期 純 剰 余 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

前 期 繰 越 剰 余 金 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ） 

・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額 

当 期 未 処 分 剰 余 金 （ 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ） 

 

（記載上の注意） 

１ 積立金取崩額には、一定の目的のために留保した積立金をその目的に従い取り崩した額を、当該積立金の

名称を付した科目をもって記載すること。 

２ 生命保険会社にあっては、その他経常収益及びその他経常費用の主な内訳を注記すること。 

３ 法令等に基づき、又は会社の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げてある

科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

 

 

 

 



  

 
改正後 現行 

 
（廃止） 

別紙様式第１１号の４（第２３条の５関係） 

（平１６内府令５０）

 

第１ 貸借対照表の要旨 

年度（又は  期）決算公告 

 

住 所 

会社名 

代表執行役   氏 名 

 

貸借対照表（  年  月  日現在）の要旨 

 

（生命保険相互会社）                        （単位：百万円） 

資      産 金 額 負 債 及 び 資 本 金 額 

保 険 契 約 準 備 金

特 定 取 引 負 債

短 期 社 債

社 債

そ の 他 負 債

退 職 給 付 引 当 金

価 格 変 動 準 備 金

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金

証 券 取 引 責 任 準 備 金

繰 延 税 金 負 債

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債

支 払 承 諾

負債の部合計 

 

 
現 金 及 び 預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金

買 入 金 銭 債 権

特 定 取 引 資 産

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 付 金

不 動 産 及 び 動 産

そ の 他 資 産

繰 延 税 金 資 産

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 資 産

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

基 金

基 金 払 込 金

基 金 償 却 積 立 金

再 評 価 積 立 金

剰 余 金

   損 失 て ん 補 準 備 金

   当 期 純 剰 余

 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

土 地 再 評 価 差 額 金

株 式 等 評 価 差 額 金

資本の部合計 

 



  

改正後 現行 

資産の部合計  負債及び資本の部合計  

 

（損害保険相互会社）                        （単位：百万円） 

資      産 金 額 負 債 及 び 資 本 金 額 

保 険 契 約 準 備 金

特 定 取 引 負 債

短 期 社 債

社 債

そ の 他 負 債

退 職 給 付 引 当 金

価 格 変 動 準 備 金

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金

証 券 取 引 責 任 準 備 金

繰 延 税 金 負 債

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債

支 払 承 諾

負債の部合計 

 

 
現 金 及 び 預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金

買 入 金 銭 債 権

特 定 取 引 資 産

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 付 金

不 動 産 及 び 動 産

そ の 他 資 産

繰 延 税 金 資 産

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 資 産

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

基 金

基 金 払 込 金

基 金 償 却 積 立 金

剰 余 金

   損 失 て ん 補 準 備 金

   当 期 純 剰 余

 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

土 地 再 評 価 差 額 金

株 式 等 評 価 差 額 金

資本の部合計 

 

資産の部合計  負債及び資本の部合計  

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。 

（１）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映しているか否か 

（２）土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差額 

（３）保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額がある場合には、その額 

（４）保険業法施行規則第２４条の２第２項第１号に規定する金額がある場合は、その額 

（５）保険業法施行規則第２４条の２第２項第２号に規定する純資産額 



  

改正後 現行 
（６）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合計額 

なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 

（７）保険業法施行規則第５９条の２第１項第３号ロ（１０）に規定する比率 

（８）生命保険会社にあっては、社員配当準備金の配当支払による取崩額並びにその他資産及びその他負債の主な内訳 

（９）貸借対照表上の純資産額から基金払込金、土地再評価差額金及び株式等評価差額金の合計額を控除した金額が、基金、基金償

却積立金、再評価積立金及び損失てん補準備金の合計額を下回る場合には、その差額 

２ 法令等に基づき、又は会社の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又は

その性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

 

第２ 損益計算書の要旨 

年  月  日から 
損益計算書                の要旨 

年  月  日まで 
 

（生命保険相互会社）                        （単位：百万円） 

科      目 金     額 

経  常  収  益 

  保 険 料 等 収 入 

  資 産 運 用 収 益 

  そ の 他 経 常 収 益 

 

経  常  費  用 

  保 険 金 等 支 払 金 

  責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

  資 産 運 用 費 用 

  事 業 費 

  そ の 他 経 常 費 用 

 

 

 

経

常

損

益

の

部

経常利益（又は経常損失）  

特  別  利  益 

  保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益 

  そ の 他 特 別 利 益 

 特

別

損

益

の

部

特  別  損  失 

  価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 

  そ の 他 特 別 損 失 

 

 税 引 前 当 期 純 剰 余 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額  

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）  

前 期 繰 越 剰 余 金 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ） 

・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額 

当 期 未 処 分 剰 余 金 （ 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ） 

 



  

改正後 現行 
 

（損害保険相互会社）                        （単位：百万円） 

科      目 金     額 

経  常  収  益 

保 険 引 受 収 益 

  （ う ち 正 味 収 入 保 険 料 ） 

資 産 運 用 収 益 

  （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 収 入 ） 

そ の 他 経 常 収 益 

 

経  常  費  用 

保 険 引 受 費 用 

  （ う ち 正 味 支 払 保 険 金 ） 

  （ う ち 損 害 調 査 費 ） 

資 産 運 用 費 用 

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 

そ の 他 経 常 費 用 

 

経常利益（又は経常損失）  

特  別  利  益  

特  別  損  失  

税 引 前 当 期 純 剰 余 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

前 期 繰 越 剰 余 金 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ） 

・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額 

当 期 未 処 分 剰 余 金 （ 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ） 

 

（記載上の注意） 

１ 積立金取崩額には、一定の目的のために留保した積立金をその目的に従い取り崩した額を、当該積立金の

名称を付した科目をもって記載すること。 

２ 生命保険会社にあっては、その他経常収益及びその他経常費用の主な内訳を注記すること。 

３ 法令等に基づき、又は会社の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げてあ

る科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

 

 



 
改正後 現行 

別紙様式第１１号の５（第５９条関係） 

（平１７内府令６８）

 

（日本工業規格Ａ４）

 

年  月  日から 

年度                中間業務報告書 

年  月  日まで 

 

年   月   日

金融庁長官 殿 

住 所 

会社名 

代表取締役   氏 名      印 

 

       年   月   日から     年   月   日までの業務及び財産の状況を次のとおり

報告します。 

 

目   次 

 

第１ 中間事業報告               

１ 事業の経過及び成果等 

 ２ 財産及び損益の状況 

 ３ 支店等及び代理店の状況 

 ４ 使用人の状況 

 ５ 重要な親会社及び子会社等の状況 

 ６ 会社役員の状況 

７ 株式に関する事項           
８ 新株予約権等に関する事項             
９ その他 

 
 
 
 
第２ 中間貸借対照表 

第３ 中間損益計算書 

第４ 中間キャッシュ・フロー計算書 
第５ 株主資本等変動計算書等 

別紙様式第１１号の５（第５９条関係） 

（平１７内府令６８）

 

（日本工業規格Ａ４）

 

年  月  日から 

年度                中間業務報告書 

年  月  日まで 

 

年   月   日

金融庁長官 殿 

住 所 

会社名 

代表取締役   氏 名      印 

 

       年   月   日から     年   月   日までの業務及び財産の状況を次のとおり

報告します。 

 

目   次 

 

第１ 中間営業報告書 

 １ 営業の経過及び成果 

 ２ 営業成績及び財産の状況の推移 

 ３ 支店等及び代理店の状況 

 ４ 従業員等の状況 

 ５ 株式の状況 

 ６ 大株主 

 ７ 自己株式の取得、処分及び保有 

 ８ 取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役） 

 ９ 親会社及び子会社等 

 10 新株予約権の状況 

 11 決算期後に生じた会社の状況に関する重要な事実 

 12 その他会社の状況に関する重要な事項 

 
第２ 中間貸借対照表 

第３ 中間損益計算書 

第４ 中間キャッシュ・フロー計算書 

第５ 保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 



第６ 保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 
 
（記載上の注意） 

１ 委員会設置会社及び委員会設置相互会社（以下「委員会設置会社等」という。）にあっては、提出者欄の「代

表取締役」を「代表執行役」に改めて記載すること。 
２ 相互会社が業務報告書を作成する場合においては、この様式中「株式に関する事項」を「基金に関する事項」

に、「大株主」を「基金拠出者」に、「親会社及び子会社等」を「子会社等」に、「株主総会」を「社員総会又

は総代会」に改めて記載すること。 
３ この様式中に記載する次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。 
① 子会社 保険業法第２条第１２項に規定する子会社をいう。 
② 子会社等 保険業法第１１０条第２項に規定する子会社等をいう。 
③ 子法人等 保険業法施行令第２条の３第２項に規定する子法人等をいう。 
④ 関連法人等 保険業法施行令第２条の３第３項に規定する関連法人等をいう。 

４ 会社の事業の内容を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる事項を細分し、又は新たに項

目を設けて記載すること。 
５ 保険会社が会社法施行規則第２条第２項第55号に規定する連結計算書類を作成している会社である場合に
は、この様式第１中に定める記載事項のうち「１ 事業の経過及び成果」、「２ 財産及び損益の状況」、「３ 支

店等及び代理店の状況」、「４ 使用人の状況」については、これらのすべてを企業集団（当該保険会社及び保

険業法第110条第２項に規定する子会社等をいう。以下同じ。）の状況について記載することで、当該保険会社
に関する記載を省略できるものとする。ただし、「２ 財産及び損益の状況」については、当該保険会社に関

する事項をも記載すること。 
 
（削 除） 

 
 
 
 
 
 
第１ 

年  月  日から 

年度                 中間事業報告 

年  月  日まで 

 

１ 事業の経過及び成果等 

（記載上の注意） 

  １ 保険会社の主要な事業内容、金融経済環境並びに保険会社のその中間期における事業の経過及び成果を記

載すること。 
  ２ 保険会社が対処すべき課題を記載すること。 
  ３ 企業集団の状況について記載する場合には、表題を「１ 企業集団の事業の経過及び成果等」とし、企業

 

 

（記載上の注意） 

１ 委員会等設置会社及び委員会等設置相互会社（以下「委員会等設置会社等」という。）にあっては、提出者

欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記載すること。 

２ 相互会社が中間業務報告書を作成する場合においては、この様式中「中間営業報告書」を「中間事業報告書」

に、「営業」を「事業」に、「営業成績」を「事業成績」に、「株式の状況」を「基金の状況」に、「大株主」を

「基金拠出者」に、「親会社及び子会社等」を「子会社等」に改めて記載すること。 

 
 
 
 
 
３ 会社の営業の内容を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる事項を細分し、又は新たに項

目を設けて記載すること。 
４ 保険会社が商法施行規則第２条第１項第17号に規定する連結計算書類作成会社である場合には、この様式第
１中に定める記載事項のうち「１ 営業の経過及び成果」、「２ 営業成績及び財産の状況の推移」、「３ 支店

等及び代理店の状況」、「４ 従業員等の状況」及び「12決算期後に生じた会社の状況に関する重要な事実」に
ついては、これらの全てを企業集団（当該保険会社及び保険業法第110条第２項に規定する子会社等をいう。
以下同じ。）の状況について記載することで、当該保険会社に関する記載を省略できるものとする。ただし、

「２ 営業成績及び財産の状況の推移」については、当該保険会社に関する事項をも記載すること。 
５ 企業集団の状況について記載する場合には、表題を「１ 企業集団の営業の経過及び成果」とし、企業集団

の主要な事業内容、金融経済環境並びに企業集団を巡るその事業年度における営業（相互会社にあっては、事

業）の経過及び成果（複数の事業セグメントを有している場合には、事業セグメント別）、対処すべき課題を

記載すること。ただし、主要な事業内容の記載にあたり、企業集団における会社以外の会社を含めている場合

にはその旨を記載し、対処すべき課題の記載にあたり、関連法人等を含めていない場合にはその旨を記載する

こと。 

 

 
第１ 

年  月  日から 

年度                中間営業報告書 

年  月  日まで 

 

１ 営業の経過及び成果 

（記載上の注意） 

  次に掲げる事項についても記載すること。 

  １ 保有契約高、新契約高及び減少契約高の状況及び推移（生命保険会社） 

  ２ 資産運用の状況 

  ３ 責任準備金の状況及び推移（生命保険会社） 



集団の主要な事業内容、金融経済環境並びに企業集団を巡るその事業年度における事業の経過及び成果（複

数の事業セグメントを有している場合には、事業セグメント別）、対処すべき課題を記載すること。ただし、

主要な事業内容の記載にあたり、企業集団における会社以外の会社を含めている場合にはその旨を記載し、

対処すべき課題の記載にあたり、関連法人等を含めていない場合にはその旨を記載すること。 
  ４ 生命保険会社においては、保有契約高、新契約高及び減少契約高の状況及び推移、責任準備金の状況及び

推移を記載すること。 
 
 
 
２ 財産及び損益の状況の推移 
［保険会社の状況について記載する場合］ 

（生命保険会社） 

区   分 前期末 前中間期末 当中間期末 

保

有

契

約

高 

 

個 人 保 険 

個 人 年 金 保 険 

団 体 保 険 

団 体 年 金 保 険 

そ の 他 の 保 険 

億円 億円 億円

 

保 険 料 等 収 入 

資 産 運 用 収 益 

保 険 金 等 支 払 金 

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益 

（又は中間（当期）純損失） 

総 資 産 

百万円 百万円 

 

百万円

（記載上の注意） 

１ 相互会社にあっては、「中間（当期）純利益」を「中間（当期）純剰余」に改めて記載すること。 

２ 記載事項に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 

３ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

４ 当中間期における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資本

等変動計算書（相互会社にあっては、基金等変動計算書）に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更その

他の正当な理由により過年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修

正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。 
 

（損害保険会社） 

区   分 前期末 前中間期末 当中間期末 

  ４ 会社が対処すべき課題 
５ 企業集団の状況について記載する場合には、表題を「１ 企業集団の営業の経過及び成果」とし、企業集

団の主要な事業内容、金融経済環境並びに企業集団を巡るその事業年度における営業（相互会社にあっては、

事業）の経過及び成果（複数の事業セグメントを有している場合には、事業セグメント別）、対処すべき課

題を記載すること。ただし、主要な事業内容の記載にあたり、企業集団を構成する会社等（保険業法第2条
の2第1項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。）以外の会社等を含めている場合にはその旨を記載し、
対処すべき課題の記載にあたり、関連法人等（保険業法施行令第2条の3第3項に規定する関連法人等をい
う。）を含めていない場合にはその旨を記載すること。 

 

２ 営業成績及び財産の状況の推移 
［保険会社の状況について記載する場合］ 

（生命保険会社） 

区   分 前期末 前中間期末 当中間期末 

保

有

契

約

高

 

個 人 保 険

個 人 年 金 保 険

団 体 保 険

団 体 年 金 保 険

そ の 他 の 保 険

億円 億円 億円

 

保 険 料 等 収 入

資 産 運 用 収 益

保 険 金 等 支 払 金

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

（又は中間（当期）純損失）

総 資 産

百万円 百万円 百万円

（記載上の注意） 

１ 相互会社にあっては、「中間（当期）純利益」を「中間（当期）純剰余」に改めて記載すること。 

２ 必要に応じ、営業成績（相互会社にあっては、事業成績）及び財産の状況の推移についての説明その他の事

項を記載すること。 

 

 
 
 
 
（損害保険会社） 

区   分 前期末 前中間期末 当中間期末 



 

正 味 収 入 保 険 料 

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（  そ  の  他  ） 

利 息 及 び 配 当 収 入 

保険引受利益（又は保険引受損失）

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益 
（ 又 は 中間 （ 当 期） 純 損 失） 

正 味 損 害 率 

正 味 事 業 費 率 

百万円 百万円 百万円

運 用 資 産 

総 資 産 

  

１株当たり中間（当期）純利益 

（ 又 は 中間 （ 当 期） 純 損 失） 
円  銭 円  銭 円  銭

（記載上の注意） 

１ 相互会社にあっては、「中間（当期）純利益」を「中間（当期）純剰余」に改めて記載し、「１株当たり中間（当

期）純利益（又は中間（当期）純損失）」は記載を要しない。 

２ 正味収入保険料の内訳は、各社の実態に応じ、主な保険５種類以上を記載すること。 

３ 運用資産は、預貯金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、

金銭の信託、有価証券、貸付金、土地及び建物の合計額を記載し、その旨を注記すること。 

４ 記載事項に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 

５ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 
６ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主

資本等変動計算書（相互会社にあっては、基金等変動計算書）に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更

その他の正当な理由により過年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なっているとき

は、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。 
 

［企業集団の状況について記載する場合］ 

（生命保険会社の企業集団） 

 イ 企業集団の財産及び損益の状況 

区   分 前期末 前中間期末 当中間期末 

 

連 結 経 常 収 益 

連 結 経 常 利 益 

百万円 百万円 百万円

 

正 味 収 入 保 険 料

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ）

（  そ  の  他  ）

利 息 及 び 配 当 収 入

保険引受利益（又は保険引受損失）

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

（ 又 は 中間 （ 当 期） 純 損 失）

正 味 損 害 率

正 味 事 業 費 率

百万円 百万円 百万円

運 用 資 産

総 資 産

 

１株当たり中間（当期）純利益

（ 又 は 中間 （ 当 期） 純 損 失）
円  銭 円  銭 円  銭

（記載上の注意） 

１ 相互会社にあっては、「中間（当期）純利益」を「中間（当期）純剰余」に改めて記載し、「１株当たり中間

（当期）純利益（又は中間（当期）純損失）」は記載を要しない。 

２ 正味収入保険料の内訳は、各社の実態に応じ、主な保険５種類以上を記載すること。 

３ 運用資産は、預貯金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、

金銭の信託、有価証券、貸付金、土地及び建物の合計額を記載し、その旨を注記すること。 

４ 必要に応じ、営業成績（相互会社にあっては、事業成績）及び財産の状況の推移についての説明その他の事

項を記載すること。 

 

 

 

 

 

［企業集団の状況について記載する場合］ 

（生命保険会社の企業集団） 

 イ 連結営業成績及び財産の状況の推移 

区   分 前期末 前中間期末 当中間期末 

 

連 結 経 常 収 益

連 結 経 常 利 益

百万円 百万円 百万円



連 結 中 間 （ 当 ） 期 純 利 益 

連 結 純 資 産 額 

連 結 総 資 産 

（記載上の注意） 

１ 表題を「２ 企業集団及び保険会社財産及び損益の状況」とすること。 

２ 相互会社にあっては、「連結中間（当期）純利益」を「連結中間（当期）純剰余」に改めて記載すること。 

３ 記載事項に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 

３ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

６ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資

本等変動計算書（相互会社にあっては、基金等変動計算書）に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更その

他の正当な理由により過年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正

後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。 

 
 ロ 保険会社の財産及び損益の状況 

区   分 前期末 前中間期末 当中間期末 

保

有

契

約

高 

 

個 人 保 険 

個 人 年 金 保 険 

団 体 保 険 

団 体 年 金 保 険 

そ の 他 の 保 険 

億円 億円 億円

 

保 険 料 等 収 入 

資 産 運 用 収 益 

保 険 金 等 支 払 金 

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益 

（又は中間（当期）純損失） 

総 資 産 

百万円 百万円 百万円

（記載上の注意） 

１ 相互会社にあっては、「中間（当期）純利益」を「中間（当期）純剰余」に改めて記載すること。 

２ 記載事項に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 
２ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

５ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資

本等変動計算書（相互会社にあっては、基金等変動計算書）に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更その

他の正当な理由により過年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正

後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。 
 
（損害保険会社の企業集団） 

連 結 中 間 （ 当 ） 期 純 利 益

連 結 純 資 産 額

連 結 総 資 産

（記載上の注意） 

１ 表題を「２ 企業集団及び当社の営業成績及び財産の状況の推移」とすること。 

２ 相互会社にあっては、「連結中間（当期）純利益」を「連結中間（当期）純剰余」に改めて記載すること。 

３ 必要に応じ、営業成績（相互会社にあっては、事業成績）の推移についての説明その他の事項 

 を記載すること。 

 

 

 

 

 

 ロ 単体営業成績及び財産の状況の推移 

区   分 前期末 前中間期末 当中間期末 

保

有

契

約

高

 

個 人 保 険

個 人 年 金 保 険

団 体 保 険

団 体 年 金 保 険

そ の 他 の 保 険

億円 億円 億円

 

保 険 料 等 収 入

資 産 運 用 収 益

保 険 金 等 支 払 金

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

（又は中間（当期）純損失）

総 資 産

百万円 百万円 百万円

（記載上の注意） 

１ 相互会社にあっては、「中間（当期）純利益」を「中間（当期）純剰余」に改めて記載すること。 

２ 必要に応じ、営業成績（相互会社にあっては、事業成績）及び財産の状況の推移についての説明その他の事項

を記載すること。 

 

 

 

 

 

（損害保険会社の企業集団） 



 イ 企業集団の財産及び損益の状況 

区   分 前期末 前中間期末 当中間期末 

 

連 結 経 常 収 益 

連 結 経 常 利 益 

連 結 中 間 （ 当 期 ） 純 利 益 

連 結 純 資 産 額 

連 結 総 資 産 

百万円 百万円 百万円

（記載上の注意） 

１ 表題を「２ 企業集団及び当社の財産及び損益の状況」とすること。 

２ 相互会社にあっては、「連結中間（当期）純利益」を「連結中間（当期）純剰余」に改めて記載すること。 

３ 記載事項に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 
３ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

６ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資

本等変動計算書（相互会社にあっては、基金等変動計算書）に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更その

他の正当な理由により過年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正

後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。 
 

ロ 保険会社の財産及び損益の状況 

区   分 前期末 前中間期末 当中間期末 

 

正 味 収 入 保 険 料 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ そ の 他 ） 

利 息 及 び 配 当 収 入 

保険引受利益（又は保険引受損失） 

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益 

（又は中間（当期）純損失） 

正 味 損 害 率 

正 味 事 業 比 率 

百万円 百万円 百万円

運 用 資 産 

総 資 産 

   

１株当たり中間（当期）純利益 

（又は中間（当期）純損失） 

円 銭 円 銭 円 銭

 イ 連結営業成績及び財産の状況の推移 

区   分 前期末 前中間期末 当中間期末 

 

連 結 経 常 収 益

連 結 経 常 利 益

連 結 中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

連 結 純 資 産 額

連 結 総 資 産

百万円 百万円 百万円

（記載上の注意） 

１ 表題を「２ 企業集団及び当社の営業成績及び財産の状況の推移」とすること。 

２ 相互会社にあっては、「連結中間（当期）純利益」を「連結中間（当期）純剰余」に改めて記載すること。 

３ 必要に応じ、営業成績（相互会社にあっては、事業成績）の推移についての説明その他の事項 

 を記載すること。 

 

 

 

 

 

 ロ 単体営業成績及び財産の状況の推移 

区   分 前期末 前中間期末 当中間期末 

 

正 味 収 入 保 険 料

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ そ の 他 ）

利 息 及 び 配 当 収 入

保険引受利益（又は保険引受損失） 

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

（又は中間（当期）純損失）

正 味 損 害 率

正 味 事 業 比 率

百万円 百万円 百万円

運 用 資 産

総 資 産

   

１株当たり中間（当期）純利益

（又は中間（当期）純損失）

円 銭 円 銭 円 銭



（記載上の注意） 

１ 相互会社にあっては、「中間（当期）純利益」を「中間（当期）純剰余」に改めて記載し、「１株当たり中間（当

期）純利益（又は中間（当期）純損失）」は記載を要しない。 

２ 正味収入保険料の内訳は、各社の実態に応じ、主な保険５種類以上を記載すること。 

３ 運用資産は、預貯金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、

金銭の信託、有価証券、貸付金並びに土地及び建物の合計額を記載し、その旨を注記すること。 

４ 記載事項に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 
４ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

７ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資

本等変動計算書（相互会社にあっては、基金等変動計算書）に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更その

他の正当な理由により過年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正

後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。 
 
３ 支店等及び代理店の状況 
［保険会社の状況について記載する場合］ 

区    分 前期末 当期末 当期増減（△） 

支 店 

営 業 所 

海 外 支 店 

海 外 駐 在 員 事 務 所 

店 店 店

計    

代 理 店 

海 外 代 理 店 

   

計    

（記載上の注意） 

  支店及び営業所以外の呼称を使用する会社にあっては、その形態に応じ、その呼称により記載すること。 

 

［企業集団の状況について記載する場合］ 

会 社 名 事 務 所 名 所 在 地 設置年月日 

 

 

   

（記載上の注意） 

１ 表題を「３ 企業集団の主要な事務所の状況」とすること。 

２ 適宜欄を設け、保険会社、子会社及び子法人等（非連結の子会社及び子法人等を除く。）の主要な会社名、そ

の主要な事務所、所在地及び設置年月日を事業セグメント別（複数のセグメントを有していない場合には、主要

な部門別）に記載し、関連法人等の主要な会社名及びその主要な事務所については記載を要しない。 

 
４ 使用人の状況 
［保険会社の状況について記載する場合］ 

（記載上の注意） 

１ 相互会社にあっては、「中間（当期）純利益」を「中間（当期）純剰余」に改めて記載し、「１株当たり中間（当

期）純利益（又は中間（当期）純損失）」は記載を要しない。 

２ 正味収入保険料の内訳は、各社の実態に応じ、主な保険５種類以上を記載すること。 

３ 運用資産は、預貯金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、

金銭の信託、有価証券、貸付金並びに土地及び建物の合計額を記載し、その旨を注記すること。 

４ 必要に応じ、営業成績（相互会社にあっては、事業成績）及び財産状況の推移についての説明その他の事項を

記載すること。 

 

 

 

 

 

３ 支店等及び代理店の状況 
［保険会社の状況について記載する場合］ 

区    分 前期末 前中間期末 当中間期末 

支 店 

営 業 所 

海 外 支 店 

海 外 駐 在 員 事 務 所 

店 店 店

計    

代 理 店 

海 外 代 理 店 

   

計    

（記載上の注意） 

  支店及び営業所以外の呼称を使用する会社にあっては、その形態に応じ、その呼称により記載すること。 

 

［企業集団の状況について記載する場合］ 

会 社 名 事 務 所 名 所 在 地 設置年月日 

 

 

   

（記載上の注意） 

１ 表題を「３ 企業集団の主要な事務所の状況」とすること。 

２ 適宜、保険会社、子法人等（保険業法施行令第 2条の 3第 2項に規定する子法人等をいう。以下同じ。）（非

連結の子会社及び子法人等を除く。）の主要な会社名、その主要な事務所、所在地及び設置年月日を事業セグメ

ント別（複数のセグメントを有していない場合には、主要な部門別）に記載すること。 

 
４ 従業員等の状況 
［保険会社の状況について記載する場合］ 



当中間期末現在 

区   分 前期末 
当中間 

期末 
増減(△) 

平均年齢 
平均勤続 

年  数 

平均給与

月  額

内 務 職 員 名 名 名 歳 年 千円

営 業 職 員       

（記載上の注意） 

 １ 生命保険会社にあっては、営業職員欄には生命保険募集人（ただし、内務職員を除く。）について記載する

こと。 

 ２ 損害保険会社にあっては、営業職員欄には固定給と歩合給を支給されている社員（ただし、特別研修生を除

く。）について記載すること。 

 
［企業集団の状況について記載する場合］ 

部 門 名 前 期 末 当中間期末 当期増減（△） 

 

 

名 名 名

（記載上の注意） 

１ 表題を「４企業集団の使用人の状況」とすること。 

２ 適宜欄を設け、保険会社、子会社及び子法人等（非連結の子会社及び子法人等を除く。）の使用人数を事業セ

グメント別（複数のセグメントを有していない場合には、主要な部門別）に記載すること。 

３ 必要に応じ、平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額についても欄を設け記載すること。 

 
（→「７ 株式に関する事項」へ） 
 
 
 
 
 
 
 
（→「７ 株式に関する事項」へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 

当中間期末現在 

区   分 前期末 
当中間 

期末 
増減(△) 

平均年齢 
平均勤続

年  数

平均給与

月  額

内 務 職 員 名 名 名 歳 年 千円

営 業 職 員       

（記載上の注意） 

 １ 生命保険会社にあっては、営業職員欄には生命保険募集人（ただし、内務職員を除く。）について記載する

こと。 

 ２ 損害保険会社にあっては、営業職員欄には固定給と歩合給を支給されている社員（ただし、特別研修生を除

く。）について記載すること。 

 

［企業集団の状況について記載する場合］ 

部 門 名 前 期 末 当中間期末 当期増減（△） 

 

 

名 名 名

（記載上の注意） 

１ 表題を「４ 企業集団の従業員等の状況」とすること。 

２ 適宜、保険会社、子法人等（非連結の子会社及び子法人等を除く。）の従業員数を事業セグメント別（複数の

セグメントを有していない場合には、主要な部門別）に記載すること。 

３ 必要に応じ、平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額についても欄を設け記載すること。 

 
５ 株式の状況 

発 行 す る 株 式 の 総 数 

発 行 済 株 式 の 総 数 

株 主 数 

千株 

千株 

名 

（記載上の注意） 

  相互会社にあっては、「発行済株式の総数（単位千株）」を「基金拠出額（単位百万円）」に、「株主数（単位名）」

を「基金拠出者数（単位名）」に改めて記載し、「発行する株式の総数」については記載を要しない。 
 

６ 大株主 

当社への出資状況 当社の大株主への出資状況 
株 主 名 

持株数 持株比率 持株数 持株比率 

 千株 ％ 千株 ％

（記載上の注意） 

 １ 持株数（相互会社にあっては、基金拠出額）の多い順序に従い10名を記載すること。 

 ２ 相互会社にあっては、「株主名」を「基金拠出者名」に、「当社への出資状況」を「当社への基金拠出状況」



 
 
（削 除） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（→「６ 会社役員の状況」へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５ 重要な親会社及び子会社等の状況 

イ 親会社の状況 

会 社 名 所 在 地 
主要な事業 

内   容 

設   立 

年 月 日 
資 本 金 

親会社が有

する当社の 

議決権比率 

その他 

  百万円 ％ 

に、当社への出資状況欄の「持株数（単位千株）」を「基金拠出額（単位百万円）」に、「持株比率」を「基金

拠出割合」に、「当社の大株主への出資状況」を「当社の基金拠出者への出資状況」に改めて記載すること。

 

７ 自己株式の取得、処分及び保有 

（記載上の注意） 

  次の事項を記載すること。 

 １ 事業年度中に取得した自己株式についてはその種類、数及び取得価額の総額 

 ２ 事業年度中に特定の者から買い受けた自己株式（商法第２０４条ノ３ノ２第１項（同法第２０４条ノ５第１

項において準用する場合を含む。）の請求又は同法第２１０条第１項の決議に基づき買い受けたものに限る。）

についてはその売主の氏名又は名称若しくは商号 

 ３ 事業年度中に商法第２１１条ノ３第１項の決議により買い受けた自己株式（同項第１号の子会社から

買い受けたものを除く。）については同法第２１１条ノ３第４項の規定により定時総会に報告しなけれ

ばならない事項 

 ４ 事業年度中に処分した自己株式についてはその種類、数及び処分価額の総額 

 ５ 事業年度中に株式失効の手続をした自己株式についてはその種類及び数 

 ６ 決算期において保有する自己株式についてはその種類及び数 

 
８ 取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役） 

地  位 氏     名 担 当 又 は 主 な 職 業 

会 長 

社 長 

副 社 長 

専 務 取 締 役 

常 務 取 締 役 

取 締 役 

執 行 役 

監 査 役 

（ ） 

  

 

 

 

 

 

 

 

年  月  日 退任

（記載上の注意） 

 １ 代表権のある者については、その旨を役職目欄に記載すること。 

 ２ 当中間期中に退任した者についても末尾に記載し、退職時の地位を記載すること。 

 

 

９ 親会社及び子会社等 

（１）親会社の状況 

会 社 名 所 在 地 資 本 金 当社に対する議決権割合 主要な事業内容 

百万円 ％ 

（記載上の注意） 



ロ 子会社等の状況 

会 社 名 所 在 地 

主要な事業 

内   容 

設   立 

年 月 日 
資 本 金 

当社が有す

る会社等の

議決権比率 

その他 

  百万円 ％ 

（記載上の注意） 

 １ 親会社及び子会社、子法人等のうち子会社を除いた子法人等又は関連法人等のうち、重要なものについて記

載すること。 

 ２ 重要な企業結合の経過及び成果を記載すること。 

 ３ 重要な業務提携の概況を付記すること。 

 
６ 会社役員の状況                             （中間期末現在） 

氏  名 地位及び担当 重要な兼職 そ  の  他 

    

（記載上の注意） 

 １ 直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していたもの者であって、当該中間期の末日までに退任し

た会社役員（取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。以下同じ。）、及び中間期の末日後に就任した会

社役員についても記載し、その旨を「その他」に記載すること。 

 ２ 当該中間期中に辞任し、又は解任された会社役員（株主総会又は種類株主総会の決議によって解任されたも

のを除く。）についても記載し、辞任した旨、又は解任された旨、会社法第 345 条第１項（同条第４項におい

て準用する場合を含む。）の意見があったときは、その意見の内容、及び同条第２項（同条第４項において準

用する場合を含む。）の理由があるときは、その理由を「その他」に記載すること。 

 ３ 社外役員については、社外役員である旨を「地位及び担当」に括弧内書すること。 

４ 取締役、監査役及び執行役については、他の法人その他の団体の代表者その他これに類する者であるときは

その事実（重要でないものを除く。）、及び兼職の状況（重要でないものを除く。）を、会計参与については、

他の法人その他の団体の代表者その他これに類する者であるときはその事実（重要でないものを除く。）を「重

要な兼職」に記載すること。また、保険業法第８条第２項の規定に基づき金融庁長官の認可を受けている

場合には、その旨「その他」欄に記載すること。 

 ５ 会計参与については、その氏名又は名称を「氏名」に記載すること。 

 ６ 監査役又は監査委員については、当該監査役又は監査委員が財務及び会計に関する相当程度の知見を有して

いるものであるときは、その事実を「その他」に記載すること。 

 
７ 株式に関する事項 

（１）株式数  
          発行する株式の総数      千株 

  商法第２１１条ノ２第１項の親会社及び同条第３項の規定により親会社となる会社について記載すること。 

 
（２）子会社等の状況 

会 社 名 所 在 地 
主要な事業 

内   容 

設   立 

年 月 日 
資 本 金 

当 社 の

議決権割合
その他 

 百万円 ％

（記載上の注意） 

 １ 保険業法第２条第１２項に規定する子会社及び保険業法施行令第２条の３第２項に規定する子法人等のう

ち子会社を除いた子法人等又は同令第２条の３第３項に規定する関連法人等のうち、重要なものについて記載

すること。 

 ２ 重要な企業結合の経過及び成果を記載すること。 

 ３ 重要な業務提携の概況を付記すること。 

 

 

（←「８ 取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役）」より） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（←「５ 株式の状況」及び「６ 大株主」より） 
 



          発行済株式の総数       千株 
（記載上の注意） 

   相互会社にあっては、基金拠出額の総額について、百万円単位で記載し、「発行する株式の総数」について

は記載を要しない。 
 
（２）当中間期末株主数               名 
（記載上の注意） 

   相互会社にあっては、基金拠出者数を記載すること。 

 
（３）大株主 

当社への出資状況 
株主の氏名又は名称 

持株数等 持株比率 

 千株 ％ 

（記載上の注意） 

 １ 当該中間期の末日において発行済株式（自己株式を除く。）の総数の１０分の１以上の数の株式を有する株

主について、持株の順に記載すること。 

 ２ 種類株式保険会社（剰余金の配当その他の会社法第１０８条第１項各号に掲げる事項について内容の異なる

２以上の種類の株式を発行する保険会社をいう。）にあっては、株式の種類及び種類ごとの数を「持株数等」

に記載すること。 
 ３ 相互会社にあっては、「株主の氏名又は名称」を「基金拠出者の氏名又は名称」に、「当社への出資状況」を「当

社への基金拠出状況」に、当社への出資状況欄の「持株数等（単位千株）」を「基金拠出額（単位百万円）」に、

「持株比率」を「基金拠出割合」に改め、基金拠出額の 10分の 1以上の基金の拠出を行っている基金拠出者
について、基金拠出額の多い順に記載すること。 

 ４ その他株式（相互会社にあっては、基金）に関する重要な事項を注記すること。 
 
８ 新株予約権等に関する事項 

（１）中間期の末日において保険会社の役員が有している当該保険会社の新株予約権等 
 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の人数 

取締役及び執行役（社外役

員を除く。） 

 

社外取締役 

 

 

会計参与及び監査役  

（記載上の注意） 

  新株予約権等とは、会社法施行規則第２条第３項第１４号で規定する新株予約権等をいう。 

 
（２）中間期中に使用人等に交付した当該保険会社の新株予約権等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 新株予約権の状況 

〔現に発行している新株予約権〕 

新株予約権の数  

新株予約権の目的となる株式の種類  

新株予約権の目的となる株式の数  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価額 

 

（円）

 

〔事業年度中に株主以外の者に対し特に有利な条件で発行した新株予約権〕 

割当てを受けた者の氏名又は名称、（ ）は割当て

を受けた新株予約権の数 

（    ）

（    ）



 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を交付した者の人数

使用人  

子会社及び子法人等の 

役員及び使用人 

 

（記載上の注意） 

 １ 使用人とは、当該保険会社の役員を兼ねている使用人を除くものとする。 

 ２ 子会社及び子法人等の役員及び使用人とは、当該保険会社の役員又は使用人を兼ねている子会社の役員及び

使用人を除く子会社及び子法人等の役員及び使用人をいうものとする。 
３ その他新株予約権等に関する重要な事項を欄外に記載すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
（削 除） 
 
 
 
 
９ その他 
（記載上の注意） 

１ その他必要な事項は、その項目を掲げて記載すること。 
 ２ 相互会社にあっては、当中間期末における総代数についても記載すること。 
 
 
 
 
 

 

 

（    ）

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

新株予約権の目的となる株式の種類  

新株予約権の目的となる株式の数  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価額 

 

（円）

新株予約権の行使の条件  

新株予約権の消却の事由  

新株予約権の消却の条件  

新株予約権の有利な条件の内容  

（記載上の注意） 

 １ 「現に発行している新株予約権」とは、商法施行規則第１０３条第２項第１号に規定する新株予約権

をいうものとし、株主総会及び取締役会における発行決議ごとに記載すること。 

 ２ 「当中間期中に株主以外の者に対し特に有利な条件で発行した新株予約権」とは、商法施行規則第１

０３条第２項第２号に規定する新株予約権をいう。 

 ３ 商法施行規則第１０３条第２項第３号に規定する当事業年度中に特定使用人等に対し特に有利な条件

で発行した新株予約権については、「当中間期中に株主以外の者に対し特に有利な条件で発行した新株

予約権」の表を準用して記載し、同項第４号の区分に応じて必要事項を注記すること。 

  

11 中間期末後に生じた会社の状況に関する重要な事実 

（記載上の注意） 

  企業集団の状況に関する事項を記載する場合には、表題を「12 決算期後に生じた当企業集 

団の状況に関する重要な事実」とすること。 

 

12 その他会社の状況に関する重要な事項 

（記載上の注意） 

  相互会社にあっては、当中間期末における総代数についても記載すること。 

 
 

 

 

 

 

 
 



改 正 案 現 行

別紙様式第１１号の５（第５９条関係） 別紙様式第１１号の５（第５９条関係）

第２ 年度（ 年 月 日現在）中間貸借対照表 第２ 年度（ 年 月 日現在）中間貸借対照表

（生命保険株式会社） （単位：百万円） （生命保険株式会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ） （ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金 現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金

コ ー ル ロ ー ン 支 払 備 金 コ ー ル ロ ー ン 支 払 備 金

買 現 先 勘 定 責 任 準 備 金 買 現 先 勘 定 責 任 準 備 金

債券貸借取引支払保証金 契 約 者 配 当 準 備 金 債券貸借取引支払保証金 契 約 者 配 当 準 備 金

買 入 金 銭 債 権 代 理 店 借 買 入 金 銭 債 権 代 理 店 借

商 品 有 価 証 券 再 保 険 借 商 品 有 価 証 券 再 保 険 借

金 銭 の 信 託 短 期 社 債 金 銭 の 信 託 短 期 社 債

有 価 証 券 社 債 有 価 証 券 社 債

貸 付 金 新 株 予 約 権 付 社 債 貸 付 金 新 株 予 約 権 付 社 債

有 形 固 定 資 産 そ の 他 負 債 不 動 産 及 び 動 産 そ の 他 負 債

無 形 固 定 資 産 退 職 給 付 引 当 金 代 理 店 貸 退 職 給 付 引 当 金

代 理 店 貸 価 格 変 動 準 備 金 再 保 険 貸 価 格 変 動 準 備 金

再 保 険 貸 金融先物取引責任準備金 そ の 他 資 産 金融先物取引責任準備金

そ の 他 資 産 証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 延 税 金 資 産 証 券 取 引 責 任 準 備 金

繰 延 税 金 資 産 繰 延 税 金 負 債 再評価に係る繰延税金資産 繰 延 税 金 負 債

再評価に係る繰延税金資産 再評価に係る繰延税金負債 支 払 承 諾 見 返 再評価に係る繰延税金負債

支 払 承 諾 見 返 支 払 承 諾 貸 倒 引 当 金 支 払 承 諾

貸 倒 引 当 金 △ 負債の部 合計 負債の部 合計

（ 純 資 産 の 部 ） （ 資 本 の 部 ）

資 本 金 資 本 金

新 株 式 申 込 証 拠 金 新 株 式 払 込 金

資 本 剰 余 金 資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 資 本 準 備 金

そ の 他 資 本 剰 余 金 △ そ の 他 資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金 資 本 金 及 び 資 本 準 備 金 減 少 差 益

利 益 準 備 金 自己株式処分差益



そ の 他 利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金

○ ○ 積 立 金 利 益 準 備 金

繰 越 利 益 剰 余 金 任 意 積 立 金

自 己 株 式 △ 中 間 未 処 分 利 益

自 己 株 式 申 込 証 拠 金 （又は中間未処理損失）

株 主 資 本 合 計 中 間 純 利 益

その他有価証券評価差額金 （又は中間純損失）

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 土 地 再 評 価 差 額 金

土 地 再 評 価 差 額 金 株 式 等 評 価 差 額 金

評価・換算差額等合計 自 己 株 式 払 込 金

新 株 予 約 権 自 己 株 式 △

純資産の部 合計 資本の部 合計

資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計 資 産 の 部 合 計 負債及び資本の部合計

（損害保険株式会社） （単位：百万円） （損害保険株式会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ） （ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金 現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金

コ ー ル ロ ー ン 支 払 備 金 コ ー ル ロ ー ン 支 払 備 金

買 現 先 勘 定 責 任 準 備 金 買 現 先 勘 定 責 任 準 備 金

債券貸借取引支払保証金 短 期 社 債 債券貸借取引支払保証金 短 期 社 債

買 入 金 銭 債 権 社 債 買 入 金 銭 債 権 社 債

商 品 有 価 証 券 新 株 予 約 権 付 社 債 商 品 有 価 証 券 新 株 予 約 権 付 社 債

金 銭 の 信 託 そ の 他 負 債 金 銭 の 信 託 そ の 他 負 債

有 価 証 券 退 職 給 付 引 当 金 有 価 証 券 退 職 給 付 引 当 金

貸 付 金 価 格 変 動 準 備 金 貸 付 金 価 格 変 動 準 備 金

有 形 固 定 資 産 金融先物取引責任準備金 不 動 産 及 び 動 産 金融先物取引責任準備金

無 形 固 定 資 産 証 券 取 引 責 任 準 備 金 そ の 他 資 産 証 券 取 引 責 任 準 備 金

そ の 他 資 産 繰 延 税 金 負 債 繰 延 税 金 資 産 繰 延 税 金 負 債

繰 延 税 金 資 産 再評価に係る繰延税金負債 再評価に係る繰延税金資産 再評価に係る繰延税金負債

再評価に係る繰延税金資産 支 払 承 諾 支 払 承 諾 見 返 支 払 承 諾

支 払 承 諾 見 返 負債の部 合計 貸 倒 引 当 金 △ 負債の部 合計

貸 倒 引 当 金 △

（ 純 資 産 の 部 ） （ 資 本 の 部 ）

資 本 金 資 本 金



新 株 式 申 込 証 拠 金 新 株 式 払 込 金

資 本 剰 余 金 資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 資 本 準 備 金

そ の 他 資 本 剰 余 金 そ の 他 資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金 資 本 金 及 び 資 本 準 備 金 減 少 差 益

利 益 準 備 金 自己株式処分差益

そ の 他 利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金

○ ○ 積 立 金 利 益 準 備 金

繰 越 利 益 剰 余 金 任 意 積 立 金

自 己 株 式 △ 中 間 未 処 分 利 益

自 己 株 式 申 込 証 拠 金 （又は中間未処理損失）

株 主 資 本 合 計 中 間 純 利 益

その他有価証券評価差額金 （又は中間純損失）

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 土 地 再 評 価 差 額 金

土 地 再 評 価 差 額 金 株 式 等 評 価 差 額 金

評価・換算差額等合計 自 己 株 式 払 込 金

新 株 予 約 権 自 己 株 式 △

純資産の部 合計 資本の部 合計

資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計 資 産 の 部 合 計 負債及び資本の部合計

（記載上の注意） （記載上の注意）

１ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになる １ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかにな

ように記載すること。 るように記載すること。

（１）継続企業の前提（会社法計算規則第１３１条に規定するものをいう。以下同じ。）に重要な疑義を抱 ⑴ 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項

かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 ① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 ② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 ③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 ④ 当該重要な疑義の影響を中間財務諸表に反映しているか否か

④ 当該重要な疑義の影響の計算書類への反映の有無 ⑵ 有価証券の評価基準及び評価方法

（２）次に掲げる会計方針に関する事項 ⑶ 金銭の信託の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法。また、保険業法第１１２条第１項による評価換えをしたとき ⑷ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

は、その旨 ⑸ 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法

② 金銭の信託の評価基準及び評価方法 ⑹ 不動産及び動産の減価償却の方法

③ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 ⑺ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準

④ 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差 ⑻ 貸倒引当金の計上方法（当中間期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査定基準の整

額 備の状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況についても、できるだけ詳細

⑤ 有形固定資産の減価償却の方法 に記載すること。）

⑥ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 ⑼ 退職給付引当金の計上方法



⑦ 貸倒引当金の計上方法（当期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査定基準の整備の ⑽ 価格変動準備金、金融先物取引責任準備金及び証券取引責任準備金の計上方法

状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況についても、できるだけ詳細に記 ⑾ ヘッジ会計の方法

載すること。） ⑿ その他採用した重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りで

⑧ 退職給付引当金の計上方法 ない。

⑨ 価格変動準備金、金融先物取引責任準備金及び証券取引責任準備金の計上方法 ⒀ 会計方針又は記載方法を変更したときは、その旨及びその変更による増減額。ただし、その変更

⑩ ヘッジ会計の方法 又は変更による影響が軽微であるときは、この限りでない。

⑪ その他採用した重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りで ⒁ 貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３ヵ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその

ない。 合計額。なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。

（３）会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） ⒂ 固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その変更が軽微であると

① 会計処理の原則又は手続きを変更したとき（当該連結中間会計期間の直前の事業年度に係る財務 きは、この限りでない。

諸表作成に当たり会計処理の原則又は手続について変更が行われており、当該中間連結会計期間の ⒃ 不動産及び動産の減価償却累計額、減損損失累計額及び圧縮記帳額

直前の中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表作成上の会計処理の原則及び手続との間に相違が ⒄ 保険業法第１１８条に規定する特別勘定の資産及び負債の額

みられるときを含む。）は、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容 ⒅ リース契約（ファイナンス・リース取引に該当するもの）により使用する重要な不動産及び動産

② 表示方法を変更したときは、その内容 ⒆ 重要な係争事件に係る損害賠償義務。ただし、負債の部に計上したときは、この限りでない。

（４）有価証券の貸付けを行っている場合には、その旨及び金額（金額は貸借対照表価額とし、消費貸借 ⒇ 生命保険会社にあっては、契約者配当準備金の増減異動及び契約者配当金の支払額

契約によるもの、使用貸借契約又は賃貸借契約によるものに分けて記載すること。） （２１） その他会社の財産の状態を正確に判断するために必要な事項

（５）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３ヵ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合 （２２） 商法第２１１条ノ２第１項の親会社及び同条第３項の規定により親会社となる会社の株式並びに子会社

計額。なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 （保険業法第２条１２項に規定する子会社をいう。以下同じ。）の株式又は持分の額

（６）有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その （２３） 保険業法第９２条の規定による組織変更剰余金額又は同法第１６４条第５項（同法第１６５条第２項におい

変更が軽微であるときは、この限りでない。 て準用する場合を含む。）において準用する同法第９２条の規定による合併剰余金額

（７）有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 （２４） 担保に供している資産の額及び担保付き債務の額

（８）資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額（一括して注記 （２５） 中間貸借対照表上の純資産額から新株式払込金、土地再評価差額金及び株式等評価差額金の合計

することが適当な場合にあっては、一括した引当金の金額） 額を控除した金額が、資本金、資本準備金及び利益準備金の合計額を下回る場合には、その差額

（９）保険業法第１１８条に規定する特別勘定の資産及び負債の額 （２６） 以下に掲げる金額

（１０）取締役、監査役及び執行役（委員会設置会社等にあっては、取締役及び執行役）との間の取引によ ① 保険業法施行規則第７３条第３項において準用する同令第７１条第１項に規定する再保険を付した部

る取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権及び金銭債務があるときは、金銭債権の総額及び金銭 分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）の金額

債務の総額。ただし、普通保険約款による取引に係るものは、この限りでない。 ② 保険業法施行規則第７１条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金（以下「

（１１）子会社（保険業法第２条第１２項に規定する子会社をいう。以下同じ。）に対する金銭債権総額及 出再責任準備金」という。）の金額

び金銭債務総額 ２ 保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額がある場合は、「その他資産」の内訳

（１２）次に掲げるもの（重要でないものを除く。）の発生の主な原因別の内訳 として「保険業法第１１３条繰延資産」を記載すること。

①繰延税金資産（その算定にあたり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を ３ 消費貸借契約等により貸し付けている有価証券は、その種類毎に商品有価証券、有価証券、その他

含む。） 資産に計上し、その合計額を注記すること。

②繰延税金負債 ４ 損害保険会社が地震保険に関する法律第３条第１項（政府の再保険）に規定する再保険契約を政府と

（１３）リース契約（ファイナンス・リース取引に該当するもの）により使用する重要な不動産及び動産 の間で締結している場合には、当該損害保険会社において地震保険の責任準備金及び地震保険に係る

（１４）重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額。 受託金に対応する資産を他の資産と区分して経理している場合における当該資産に係る評価差額につ

（１５）生命保険会社にあっては、契約者配当準備金の増減異動及び契約者配当金の支払額 いては、「繰延税金負債」の前に「地震保険評価差額金」として記載すること。

（１６）親会社株式の金額 ５ 法令等に基づき、又は会社の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げ

（１７）子会社等（保険業法第１１０条第２項に規定する子会社等をいう。）の株式又は出資金の総額 てある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。

（１８）保険業法第９２条の規定による組織変更剰余金額又は同法第１６４条第５項（同法第１６５条第２ ６ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。



項において準用する場合を含む。）において準用する同法第９２条の規定による合併剰余金額

（１９）資産が担保に供されている場合における当該資産の内容及びその金額並びに担保に係る債務の金額

（２０）純資産の部に計上した額の合計額から次に掲げる科目の合計額を控除した額が、資本金、資本準備

金及び利益準備金の合計額を下回る場合には、その差額

①申込期日経過後における新株式申込証拠金

②評価・換算差額等

③新株予約権

（２１）以下に掲げる金額

① 保険業法施行規則第７３条第３項において準用する同規則第７１条第１項に規定する再保険を付

した部分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）の金額

② 保険業法施行規則第７１条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金（以下「

出再責任準備金」という。）の金額

（２２）１株あたりの純資産額（銭単位で記載すること。）

（２３）会社計算規則第１８６条第１項に規定する額（同号中「繰延資産の部に計上した額」とあるのは、「繰

延資産の額」と読み替えるものとする。

（２４）会社計算規則第２条第３項第７２号で定める連結配当規制適用会社については、当該事業年度の末日

が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となる旨

（２５）事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事項が発生した場合にお

ける当該事象

（２６）その他会社の財産の状態を正確に判断するために必要な事項

２ 保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額がある場合は、「その他の資産」の前

に「保険業法第１１３条繰延資産」として記載すること。

３ 保険会社が地震保険に関する法律第３条第１項（政府の再保険）に規定する再保険契約を政府との間

で締結している場合には、当該保険会社において地震保険の責任準備金及び地震保険に係る受託金に対

応する資産を他の資産と区分して経理している場合における当該資産に係る評価差額については、「繰

延税金負債」の前に「地震保険評価差額金」として記載すること。

４ 法令等に基づき、又は会社の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げて

ある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。

５ 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総額の

１００分の１を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設け

て記載すること。

６ 関連当事者との取引に関する事項を会社計算規則第１４０条の規定に従い記載すること。

７ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。（記載上の注意

）

（生命保険相互会社） （単位：百万円） （生命保険相互会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額



（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ） （ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金 現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金

コ ー ル ロ ー ン 支 払 備 金 コ ー ル ロ ー ン 支 払 備 金

買 現 先 勘 定 責 任 準 備 金 買 現 先 勘 定 責 任 準 備 金

債券貸借取引支払保証金 社 員 配 当 準 備 金 債券貸借取引支払保証金 社 員 配 当 準 備 金

買 入 金 銭 債 権 代 理 店 借 買 入 金 銭 債 権 代 理 店 借

商 品 有 価 証 券 再 保 険 借 商 品 有 価 証 券 再 保 険 借

金 銭 の 信 託 短 期 社 債 金 銭 の 信 託 短 期 社 債

有 価 証 券 社 債 有 価 証 券 社 債

貸 付 金 そ の 他 負 債 貸 付 金 そ の 他 負 債

有 形 固 定 資 産 退 職 給 付 引 当 金 不 動 産 及 び 動 産 退 職 給 付 引 当 金

無 形 固 定 資 産 価 格 変 動 準 備 金 代 理 店 貸 価 格 変 動 準 備 金

代 理 店 貸 金融先物取引責任準備金 再 保 険 貸 金融先物取引責任準備金

再 保 険 貸 証 券 取 引 責 任 準 備 金 そ の 他 資 産 証 券 取 引 責 任 準 備 金

そ の 他 資 産 繰 延 税 金 負 債 繰 延 税 金 資 産 繰 延 税 金 負 債

繰 延 税 金 資 産 再評価に係る繰延税金負債 再評価に係る繰延税金資産 再評価に係る繰延税金負債

再評価に係る繰延税金資産 支 払 承 諾 支 払 承 諾 見 返 支 払 承 諾

支 払 承 諾 見 返 負債の部 合計 貸 倒 引 当 金 △ 負債の部 合計

貸 倒 引 当 金 △

（ 純 資 産 の 部 ） （ 資 本 の 部 ）

基 金 基 金

基 金 払 込 金 基 金 払 込 金

基 金 償 却 積 立 金 基 金 償 却 積 立 金

再 評 価 積 立 金 再 評 価 積 立 金

基金償却積立金減少差益 基金償却積立金減少差益

剰 余 金 剰 余 金

損 失 て ん 補 準 備 金 損 失 て ん 補 準 備 金

そ の 他 剰 余 金 任 意 積 立 金

社員配当平衡積立金 社員配当平衡積立金

○ ○ 積 立 金 ・ ・ ・ ・ ・

当期未処分剰余金 中 間 未 処 分 剰 余 金

基 金 等 合 計 額 （又は当中間処理損失）

その他有価証券評価差額金 中 間 純 剰 余

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 （又は当中間損失）

土 地 再 評 価 差 額 金 土 地 再 評 価 差 額 金

評価・換算差額等合計 株 式 等 評 価 差 額 金

純資産の部 合計 資本の部 合計



資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計 資 産 の 部 合 計 負債及び資本の部合計

（損害保険相互会社） （単位：百万円） （損害保険相互会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ） （ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金 現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金

コ ー ル ロ ー ン 支 払 備 金 コ ー ル ロ ー ン 支 払 備 金

買 現 先 勘 定 責 任 準 備 金 買 現 先 勘 定 責 任 準 備 金

債券貸借取引支払保証金 社 員 配 当 準 備 金 債券貸借取引支払保証金 社 員 配 当 準 備 金

買 入 金 銭 債 権 短 期 社 債 買 入 金 銭 債 権 短 期 社 債

商 品 有 価 証 券 社 債 商 品 有 価 証 券 社 債

金 銭 の 信 託 そ の 他 負 債 金 銭 の 信 託 そ の 他 負 債

有 価 証 券 退 職 給 付 引 当 金 有 価 証 券 退 職 給 付 引 当 金

貸 付 金 価 格 変 動 準 備 金 貸 付 金 価 格 変 動 準 備 金

有 形 固 定 資 産 金融先物取引責任準備金 不 動 産 及 び 動 産 金融先物取引責任準備金

無 形 固 定 資 産 証 券 取 引 責 任 準 備 金 そ の 他 資 産 証 券 取 引 責 任 準 備 金

そ の 他 資 産 繰 延 税 金 負 債 繰 延 税 金 資 産 繰 延 税 金 負 債

繰 延 税 金 資 産 再評価に係る繰延税金負債 再評価に係る繰延税金資産 再評価に係る繰延税金負債

再評価に係る繰延税金資産 支 払 承 諾 支 払 承 諾 見 返 支 払 承 諾

支 払 承 諾 見 返 負債の部 合計 貸 倒 引 当 金 △ 負債の部 合計

貸 倒 引 当 金 △

（ 純 資 産 の 部 ） （ 資 本 の 部 ）

基 金 基 金

基 金 払 込 金 基 金 払 込 金

基 金 償 却 積 立 金 基 金 償 却 積 立 金

再 評 価 積 立 金 基金償却積立金減少差益

基金償却積立金減少差益 剰 余 金

剰 余 金 損 失 て ん 補 準 備 金

損 失 て ん 補 準 備 金 任 意 積 立 金

そ の 他 剰 余 金 社員配当平衡積立金

社員配当平衡積立金 ・ ・ ・ ・ ・

○ ○ 積 立 金 中 間 未 処 分 剰 余 金

当期未処分剰余金 （又は中間未処理損失）

基 金 等 合 計 額 中 間 純 剰 余

その他有価証券評価差額金 （又は中間純損失）

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 土 地 再 評 価 差 額 金



土 地 再 評 価 差 額 金 株 式 等 評 価 差 額 金

評価・換算差額等合計 資本の部 合計

純資産の部 合計

資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計 資 産 の 部 合 計 負債及び資本の部合計

（記載上の注意） （記載上の注意）

１ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになる １ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかにな

ように記載すること。 るように記載すること。

（１）継続企業の前提（会社法計算規則第１３１条に規定するものをいう。以下同じ。）に重要な疑義を抱 ⑴ 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項

かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 ① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 ② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 ③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 ④ 当該重要な疑義の影響を中間財務諸表に反映しているか否か

④ 当該重要な疑義の影響の計算書類への反映の有無 ⑵ 有価証券の評価基準及び評価方法

（２）次に掲げる会計方針に関する事項 ⑶ 金銭の信託の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法。また、保険業法第１１２条第１項による評価換えをしたとき ⑷ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

は、その旨 ⑸ 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法

② 金銭の信託の評価基準及び評価方法 ⑹ 不動産及び動産の減価償却の方法

③ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 ⑺ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準

④ 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差 ⑻ 貸倒引当金の計上方法（当中間期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査定基準の整

額 備の状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況についても、できるだけ詳細

⑤ 有形固定資産の減価償却の方法 に記載すること。）

⑥ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 ⑼ 退職給付引当金の計上方法

⑦ 貸倒引当金の計上方法（当期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査定基準の整備の ⑽ 価格変動準備金、金融先物取引責任準備金及び証券取引責任準備金の計上方法

状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況についても、できるだけ詳細に記 ⑾ ヘッジ会計の方法

載すること。） ⑿ その他採用した重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りで

⑧ 退職給付引当金の計上方法 ない。

⑨ 価格変動準備金、金融先物取引責任準備金及び証券取引責任準備金の計上方法 ⒀ 会計方針又は記載方法を変更したときは、その旨及びその変更による増減額。ただし、その変更

⑩ ヘッジ会計の方法 又は変更による影響が軽微であるときは、この限りでない。

⑪ その他採用した重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りで ⒁ 貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３ヵ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその

ない。 合計額。なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。

（３）会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） ⒂ 固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その変更が軽微であると

① 会計処理の原則又は手続きを変更したとき（当該連結中間会計期間の直前の事業年度に係る財務 きは、この限りでない。

諸表作成に当たり会計処理の原則又は手続について変更が行われており、当該中間連結会計期間の ⒃ 不動産及び動産の減価償却累計額及び圧縮記帳額

直前の中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表作成上の会計処理の原則及び手続との間に相違が ⒄ 保険業法第１１８条に規定する特別勘定の資産及び負債の額

みられるときを含む。）は、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容 ⒅ リース契約（ファイナンス・リース取引に該当するもの）により使用する重要な不動産及び動産

② 表示方法を変更したときは、その内容 ⒆ 重要な係争事件に係る損害賠償義務。ただし、負債の部に計上したときは、この限りでない。

（４）有価証券の貸付けを行っている場合には、その旨及び金額（金額は貸借対照表価額とし、消費貸借 ⒇ 生命保険会社にあっては、社員配当準備金の増減異動及び社員配当金の支払額



契約によるもの、使用貸借契約又は賃貸借契約によるものに分けて記載すること。） （２１） その他会社の財産の状態を正確に判断するために必要な事項

（５）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３ヵ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合 （２２） 子会社の株式又は持分の額

計額。なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 （２３） 担保に供している資産の額及び担保付き債務の額

（６）有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その （２４） 有価証券の貸付けを行っている場合には、その旨及び金額（金額は貸借対照表価額とし、消費貸

変更が軽微であるときは、この限りでない。 借契約、使用貸借契約又は賃貸借契約によるものに分けて記載すること。

（７）有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 （２５） 中間貸借対照表上の純資産額から基金払込金、土地再評価差額金及び株式等評価差額金の合計額

（８）資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額（一括して注記 を控除した金額が、基金、基金償却積立金、再評価積立金及び損失てん補準備金の合計額を下回る

することが適当な場合にあっては、一括した引当金の金額） 場合には、その差額

（９）保険業法第１１８条に規定する特別勘定の資産及び負債の額 （２６） 以下に掲げる金額

（１０）取締役、監査役及び執行役（委員会設置会社等にあっては、取締役及び執行役）との間の取引によ ① 出再支払備金の金額

る取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権及び金銭債務があるときは、金銭債権の総額及び金銭 ② 出再責任準備金の金額

債務の総額。ただし、普通保険約款による取引に係るものは、この限りでない。 ２ 保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額がある場合は、「その他資産」の内訳

（１１）子会社（保険業法第２条第１２項に規定する子会社をいう。以下同じ。）に対する金銭債権総額及 として「保険業法第１１３条繰延資産」を記載すること。

び金銭債務総額 ３ 消費貸借契約等により貸し付けている有価証券は、その種類毎に商品有価証券、有価証券、その他

（１２）次に掲げるもの（重要でないものを除く。）の発生の主な原因別の内訳 資産に計上し、その合計額を注記すること。

①繰延税金資産（その算定にあたり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を ４ 損害保険会社が地震保険に関する法律第３条第１項（政府の再保険）に規定する再保険契約を政府と

含む。） の間で締結している場合には、当該損害保険会社において地震保険の責任準備金及び地震保険に係る

②繰延税金負債 受託金に対応する資産を他の資産と区分して経理している場合における当該資産に係る評価差額につ

（１３）リース契約（ファイナンス・リース取引に該当するもの）により使用する重要な不動産及び動産 いては、「繰延税金負債」の前に「地震保険評価差額金」として記載すること。

（１４）重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額。 ５ 法令等に基づき、又は会社の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げ

（１５）生命保険会社にあっては、契約者配当準備金の増減異動及び契約者配当金の支払額 てある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。

（１６）親会社株式の金額 ６ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。

（１７）子会社等（保険業法第１１０条第２項に規定する子会社等をいう。）の株式又は出資金の総額

（１８）保険業法第９２条の規定による組織変更剰余金額又は同法第１６４条第５項（同法第１６５条第２

項において準用する場合を含む。）において準用する同法第９２条の規定による合併剰余金額

（１９）資産が担保に供されている場合における当該資産の内容及びその金額並びに担保に係る債務の金額

（２０）純資産の部に計上した額の合計額から次に掲げる科目の合計額を控除した額が、資本金、資本準備

金及び利益準備金の合計額を下回る場合には、その差額

①申込期日経過後における新株式申込証拠金

②評価・換算差額等

③新株予約権

（２１）以下に掲げる金額

① 保険業法施行規則第７３条第３項において準用する同規則第７１条第１項に規定する再保険を付

した部分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）の金額

② 保険業法施行規則第７１条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金（以下「

出再責任準備金」という。）の金額

（２２）会社計算規則第１８６条第１項に規定する額（同号中「繰延資産の部に計上した額」とあるのは、「繰

延資産の額」と読み替えるものとする。

（２３）会社計算規則第２条第３項第７２号で定める連結配当規制適用会社については、当該事業年度の末日



が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となる旨

（２４）事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事項が発生した場合にお

ける当該事象

（２５）その他会社の財産の状態を正確に判断するために必要な事項

２ 保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額がある場合は、「その他の資産」の前

に「保険業法第１１３条繰延資産」として記載すること。

３ 保険会社が地震保険に関する法律第３条第１項（政府の再保険）に規定する再保険契約を政府との間

で締結している場合には、当該保険会社において地震保険の責任準備金及び地震保険に係る受託金に対

応する資産を他の資産と区分して経理している場合における当該資産に係る評価差額については、「繰

延税金負債」の前に「地震保険評価差額金」として記載すること。

４ 法令等に基づき、又は会社の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げて

ある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。

５ 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総額の

１００分の１を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設け

て記載すること。

６ 関連当事者との取引に関する事項を会社計算規則第１４０条の規定に従い記載すること。

７ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。

第３ 第３

年 月 日から 年 月 日から

年度 中間損益計算書 年度 中間損益計算書

年 月 日まで 年 月 日まで

（生命保険株式会社） （単位：百万円） （生命保険株式会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

経 常 収 益 経 常 収 益

保 険 料 等 収 入 保 険 料 等 収 入

（ う ち 保 険 料 ） （ う ち 保 険 料 ）

資 産 運 用 収 益 資 産 運 用 収 益

経 （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 ） 経 （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 ）

（ う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 益 ） （ う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 益 ）

（ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益 ） （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益 ）

（ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 ） （ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 ）

常 （ う ち 有 価 証 券 売 却 益 ） 常 （ う ち 有 価 証 券 売 却 益 ）

（ う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 益 ） （ う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 益 ）



そ の 他 経 常 収 益 そ の 他 経 常 収 益

損 経 常 費 用 損 経 常 費 用

保 険 金 等 支 払 金 保 険 金 等 支 払 金

（ う ち 保 険 金 ） （ う ち 保 険 金 ）

（ う ち 年 金 ） （ う ち 年 金 ）

益 （ う ち 給 付 金 ） 益 （ う ち 給 付 金 ）

（ 解 約 返 戻 金 ） （ 解 約 返 戻 金 ）

責 任 準 備 金 等 繰 入 額 責 任 準 備 金 等 繰 入 額

（ 支 払 備 金 繰 入 額 ） （ 支 払 備 金 繰 入 額 ）

（ 責 任 準 備 金 繰 入 額 ） （ 責 任 準 備 金 繰 入 額 ）

（ う ち 契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額 ） （ う ち 契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額 ）

資 産 運 用 費 用 資 産 運 用 費 用

（ う ち 支 払 利 息 ） （ う ち 支 払 利 息 ）

（ う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 損 ） （ う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 損 ）

（ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損 ） （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損 ）

（ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 ） （ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 ）

（ う ち 有 価 証 券 売 却 損 ） （ う ち 有 価 証 券 売 却 損 ）

（ う ち 有 価 証 券 評 価 損 ） （ う ち 有 価 証 券 評 価 損 ）

（ う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 損 ） （ う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 損 ）

事 業 費 事 業 費

そ の 他 経 常 費 用 そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

特 別 利 益 特 別 利 益

特 特

別 別

損 損

益 特 別 損 失 益 特 別 損 失

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額 契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額

税 引 前 中 間 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ） 税 引 前 中 間 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ）

法 人 税 及 び 住 民 税 法 人 税 及 び 住 民 税

法 人 税 等 調 整 額 法 人 税 等 調 整 額

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ） 中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）



前 期 繰 越 利 益 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ）

・ ・ ・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額

利 益 準 備 金 取 崩 額

中 間 未 処 分 利 益 （ 又 は 中 間 未 処 理 損 失 ）

（損害保険株式会社） （単位：百万円） （損害保険株式会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

経 経 常 収 益 経 経 常 収 益

保 険 引 受 収 益 保 険 引 受 収 益

常 （ う ち 正 味 収 入 保 険 料 ） 常 （ う ち 正 味 収 入 保 険 料 ）

（ う ち 収 入 積 立 保 険 料 ） （ う ち 収 入 積 立 保 険 料 ）

損 （ う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益 ） 損 （ う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益 ）

資 産 運 用 収 益 資 産 運 用 収 益

益 （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 収 入 ） 益 （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 収 入 ）

（ う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 益 ） （ う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 益 ）

の （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益 ） の （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益 ）

（ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 ） （ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 ）

部 （ う ち 有 価 証 券 売 却 益 ） 部 （ う ち 有 価 証 券 売 却 益 ）

（ う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替 ） （ う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替 ）

そ の 他 経 常 収 益 そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用 経 常 費 用

保 険 引 受 費 用 保 険 引 受 費 用

（ う ち 正 味 支 払 保 険 金 ） （ う ち 正 味 支 払 保 険 金 ）

（ う ち 損 害 調 査 費 ） （ う ち 損 害 調 査 費 ）

（ う ち 諸 手 数 料 及 び 集 金 費 ） （ う ち 諸 手 数 料 及 び 集 金 費 ）

（ う ち 満 期 返 戻 金 ） （ う ち 満 期 返 戻 金 ）

（ う ち 支 払 備 金 繰 入 額 ） （ う ち 支 払 備 金 繰 入 額 ）

（ う ち 責 任 準 備 金 繰 入 額 ） （ う ち 責 任 準 備 金 繰 入 額 ）

資 産 運 用 費 用 資 産 運 用 費 用

（ う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 損 ） （ う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 損 ）

（ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損 ） （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損 ）

（ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 ） （ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 ）

（ う ち 有 価 証 券 売 却 損 ） （ う ち 有 価 証 券 売 却 損 ）

（ う ち 有 価 証 券 評 価 損 ） （ う ち 有 価 証 券 評 価 損 ）

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 費 及 び 一 般 管 理 費



そ の 他 経 常 費 用 そ の 他 経 常 費 用

（ う ち 支 払 利 息 ） （ う ち 支 払 利 息 ）

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

特 特 別 利 益 特 特 別 利 益

別 別

損 損

益 益

の 特 別 損 失 の 特 別 損 失

部 部

税 引 前 中 間 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ） 税 引 前 中 間 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ）

法 人 税 及 び 住 民 税 法 人 税 及 び 住 民 税

法 人 税 等 調 整 額 法 人 税 等 調 整 額

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ） 中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

前 期 繰 越 利 益 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ）

・ ・ ・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額

利 益 準 備 金 取 崩 額

中 間 未 処 分 利 益 （ 又 は 中 間 未 処 理 損 失 ）

（生命保険相互会社） （単位：百万円） （生命保険相互会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

経 経 常 収 益 経 経 常 収 益

保 険 料 等 収 入 保 険 料 等 収 入

常 （ う ち 保 険 料 ） 常 （ う ち 保 険 料 ）

資 産 運 用 収 益 資 産 運 用 収 益

損 （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 ） 損 （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 ）

（ う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 益 ） （ う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 益 ）

益 （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益 ） 益 （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益 ）

（ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 ） （ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 ）

の （ う ち 有 価 証 券 売 却 益 ） の （ う ち 有 価 証 券 売 却 益 ）

（ う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 益 ） （ う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 益 ）

部 そ の 他 経 常 収 益 部 そ の 他 経 常 収 益



経 常 費 用 経 常 費 用

保 険 金 等 支 払 金 保 険 金 等 支 払 金

（ う ち 保 険 金 ） （ う ち 保 険 金 ）

（ う ち 年 金 ） （ う ち 年 金 ）

（ う ち 給 付 金 ） （ う ち 給 付 金 ）

（ う ち 解 約 返 戻 金 ） （ う ち 解 約 返 戻 金 ）

責 任 準 備 金 等 繰 入 額 責 任 準 備 金 等 繰 入 額

（ う ち 支 払 備 金 繰 入 額 ） （ う ち 支 払 備 金 繰 入 額 ）

（ う ち 責 任 準 備 金 繰 入 額 ） （ う ち 責 任 準 備 金 繰 入 額 ）

（ う ち 社 員 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額 ） （ う ち 社 員 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額 ）

資 産 運 用 費 用 資 産 運 用 費 用

（ う ち 支 払 利 息 ） （ う ち 支 払 利 息 ）

（ う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 損 ） （ う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 損 ）

（ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損 ） （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損 ）

（ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 ） （ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 ）

（ う ち 有 価 証 券 売 却 損 ） （ う ち 有 価 証 券 売 却 損 ）

（ う ち 有 価 証 券 評 価 損 ） （ う ち 有 価 証 券 評 価 損 ）

（ う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 損 ） （ う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 損 ）

事 業 費 事 業 費

そ の 他 経 常 費 用 そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

特 特 別 利 益 特 特 別 利 益

別 別

損 損

益 益

の 特 別 損 失 の 特 別 損 失

部 部

税 引 前 中 間 純 剰 余 （ 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ） 税 引 前 中 間 純 剰 余 （ 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ）

法 人 税 及 び 住 民 税 法 人 税 及 び 住 民 税

法 人 税 等 調 整 額 法 人 税 等 調 整 額

中 間 純 剰 余 （ 又 は 中 間 純 損 失 ） 中 間 純 剰 余 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

前 期 繰 越 剰 余 金 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ）

・ ・ ・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額



中 間 未 処 分 剰 余 金 （ 又 は 中 間 未 処 理 損 失 ）

（損害保険相互会社） （単位：百万円） （損害保険相互会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

経 経 常 収 益 経 経 常 収 益

保 険 引 受 収 益 保 険 引 受 収 益

常 （ う ち 正 味 収 入 保 険 料 ） 常 （ う ち 正 味 収 入 保 険 料 ）

（ う ち 収 入 積 立 保 険 料 ） （ う ち 収 入 積 立 保 険 料 ）

損 （ う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益 ） 損 （ う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益 ）

資 産 運 用 収 益 資 産 運 用 収 益

益 （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 収 入 ） 益 （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 収 入 ）

（ う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 益 ） （ う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 益 ）

の （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益 ） の （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益 ）

（ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 ） （ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 ）

部 （ う ち 有 価 証 券 売 却 益 ） 部 （ う ち 有 価 証 券 売 却 益 ）

（ う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替 ） （ う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替 ）

そ の 他 経 常 収 益 そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用 経 常 費 用

保 険 引 受 費 用 保 険 引 受 費 用

（ う ち 正 味 支 払 保 険 金 ） （ う ち 正 味 支 払 保 険 金 ）

（ う ち 損 害 調 査 費 ） （ う ち 損 害 調 査 費 ）

（ う ち 諸 手 数 料 及 び 集 金 費 ） （ う ち 諸 手 数 料 及 び 集 金 費 ）

（ う ち 満 期 返 戻 金 ） （ う ち 満 期 返 戻 金 ）

（ う ち 支 払 備 金 繰 入 額 ） （ う ち 支 払 備 金 繰 入 額 ）

（ う ち 責 任 準 備 金 繰 入 額 ） （ う ち 責 任 準 備 金 繰 入 額 ）

資 産 運 用 費 用 資 産 運 用 費 用

（ う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 損 ） （ う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 損 ）

（ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損 ） （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損 ）

（ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 ） （ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 ）

（ う ち 有 価 証 券 売 却 損 ） （ う ち 有 価 証 券 売 却 損 ）

（ う ち 有 価 証 券 評 価 損 ） （ う ち 有 価 証 券 評 価 損 ）

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 費 及 び 一 般 管 理 費

そ の 他 経 常 費 用 そ の 他 経 常 費 用

（ う ち 支 払 利 息 ） （ う ち 支 払 利 息 ）



経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

特 特 別 利 益 特 特 別 利 益

別 別

損 損

益 益

の の

部 特 別 損 失 部 特 別 損 失

税 引 前 中 間 純 剰 余 （ 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ） 税 引 前 中 間 純 剰 余 （ 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ）

法 人 税 及 び 住 民 税 法 人 税 及 び 住 民 税

法 人 税 等 調 整 額 法 人 税 等 調 整 額

中 間 純 剰 余 （ 又 は 中 間 純 損 失 ） 中 間 純 剰 余 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

前 期 繰 越 剰 余 金 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ）

・ ・ ・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額

利 益 準 備 金 取 崩 額

中 間 未 処 分 剰 余 金 （ 又 は 中 間 未 処 理 損 失 ）

（記載上の注意） （記載上の注意）

１ 次の事項を注記すること。ただし、貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 １ 次の事項を注記すること。ただし、中間貸借対照表に記載したものは、この限りでない。

（１）損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、こ ⑴ 中間損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針

の限りでない。 は、この限りでない。

（２）会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） ⑵ 中間損益計算書の作成に関する会計方針又は記載方法を変更したときは、その旨及びその変更に

① 会計処理の原則又は手続きを変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与 よる増減額。ただし、その変更又は変更による影響が軽微であるときは、この限りでない。

えている影響の内容 ⑶ 生命保険会社にあっては、有価証券売却益、有価証券売却損及び有価証券評価損の主な内訳

② 表示方法を変更したときは、その内容 ⑷ 以下の収益及び費用に関する内訳（ただし、①から③までの注記は、生命保険会社を除く。）

（３）子会社等との営業取引における取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額 ① 正味収入保険料の計算上差し引かれた支払再保険料の金額

（４）生命保険会社にあっては、有価証券売却益、有価証券売却損及び有価証券評価損の主な内訳 ② 正味支払保険金の計算上差し引かれた回収再保険金の金額

（５）以下の収益及び費用に関する内訳（ただし、①から③まで及び⑥の注記は、生命保険会社を除く。 ③ 諸手数料及び集金費の計算上差し引かれた出再保険手数料の金額

） ④ 支払備金繰入額又は支払備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再支払備金

① 正味収入保険料の計算上差し引かれた支払再保険料の金額 繰入額又は出再支払備金戻入額

② 正味支払保険金の計算上差し引かれた回収再保険金の金額 ⑤ 責任準備金繰入額又は責任準備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再責任

③ 諸手数料及び集金費の計算上差し引かれた出再保険手数料の金額 準備金繰入額又は出再責任準備金戻入額

④ 支払備金繰入額又は支払備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再支払備金繰 ⑥ 利息及び配当金等収入（損害保険会社にあっては、利息及び配当金収入）の資産源泉別内訳

入額又は出再支払備金戻入額 ⑸ 法人税及び住民税と法人税等調整額とを一括して記載したときは、その旨

⑤ 責任準備金繰入額又は責任準備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再責任準 ⑹ １株当たりの中間純利益又は中間純損失の額（銭単位で記載すること。）



備金繰入額又は出再責任準備金戻入額 ⑺ その他会社の損益の状態を正確に判断するために必要な事項

⑥ 利息及び配当金収入の資産源泉別内訳 ２ 積立金取崩額には、一定の目的のために留保した積立金をその目的に従い取り崩した額を、当該積

（６）商品有価証券及び売買目的有価証券に係るそれぞれの利息及び配当金収入、売却損益及び評価損益 立金の名称を付した科目をもって記載すること。

の金額 ３ 法令等に基づき、又は会社の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げ

（７）金銭の信託及び金融派生商品に係るそれぞれの評価損益の金額 てある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。

（８）１株当たりの当期純利益又は当期純損失の額（銭単位で記載すること。） ４ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。

（９）その他会社の損益の状態を正確に判断するために必要な事項

２ 法令等に基づき、又は会社の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げて

ある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。

３ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。

第４

中間キャッシュ・フロー計算書 第４

年 月 日から 年 月 日から

年度中 年度中 中間キャッシュ・フロー計算書

年 月 日まで （生命保険株式会社－直接法により表 年 月 日まで

示する場合） （単位：百万円）

（生命保険株式会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

保険料等収入 保険料等収入

保険金支払による支出 保険金支払による支出

年金支払による支出 年金支払による支出

給付金支払による支出 給付金支払による支出

解約返戻金支払による支出 解約返戻金支払による支出

事業費の支出 事業費の支出

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

契約者配当金の支払額 契約者配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー



Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

株式の発行による収入 株式の発行による収入

自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出

配当金の支払額 配当金の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高

（生命保険株式会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円） （生命保険株式会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円）



科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益（損失） 税引前中間純利益（損失）

減価償却費 減価償却費

支払備金の増加額 支払備金の増加額

責任準備金の増加額 責任準備金の増加額

契約者配当準備金積立利息繰入額 契約者配当準備金積立利息繰入額

契約者配当準備金繰入額 契約者配当準備金繰入額

貸倒引当金の増加額 貸倒引当金の増加額

退職給付引当金の増加額 退職給付引当金の増加額

価格変動準備金の増加額 価格変動準備金の増加額

金融先物取引責任準備金の増加額 金融先物取引責任準備金の増加額

証券取引責任準備金の増加額 証券取引責任準備金の増加額

利息及び配当金等収入 利息及び配当金等収入

有価証券関係損益 有価証券関係損益

支払利息 支払利息

固定資産関係損益 不動産動産関係損益

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

契約者配当金の支払額 契約者配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他



Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

株式の発行による収入 株式の発行による収入

自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出

配当金の支払額 配当金の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高

（損害保険株式会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円） （損害保険株式会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

保険料の収入 保険料の収入

積立保険料の収入 積立保険料の収入

保険金の支出 保険金の支出

損害調査費の支出 損害調査費の支出

諸手数料及び集金費の支出 諸手数料及び集金費の支出

満期返戻金の支出 満期返戻金の支出

契約者配当金の支出 契約者配当金の支出



営業費及び一般管理費の支出 営業費及び一般管理費の支出

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金の受取額 利息及び配当金の受取額

利息の支払額 利息の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

株式の発行による収入 株式の発行による収入

自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出

配当金の支払額 配当金の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額



Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高

（損害保険株式会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円） （損害保険株式会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益（損失） 税引前中間純利益（損失）

減価償却費 減価償却費

支払備金の増加額 支払備金の増加額

責任準備金の増加額 責任準備金の増加額

貸倒引当金の増加額 貸倒引当金の増加額

退職給付引当金の増加額 退職給付引当金の増加額

価格変動準備金の増加額 価格変動準備金の増加額

金融先物取引責任準備金の増加額 金融先物取引責任準備金の増加額

証券取引責任準備金の増加額 証券取引責任準備金の増加額

利息及び配当金収入 利息及び配当金収入

有価証券関係損益 有価証券関係損益

支払利息 支払利息

固定資産関係損益 不動産動産関係損益

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金の受取額 利息及び配当金の受取額

利息の支払額 利息の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出



金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

株式の発行による収入 株式の発行による収入

自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出

配当金の支払額 配当金の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高

（生命保険相互会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円） （生命保険相互会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

保険料等収入 保険料等収入



保険金支払による支出 保険金支払による支出

年金支払による支出 年金支払による支出

給付金支払による支出 給付金支払による支出

解約返戻金支払による支出 解約返戻金支払による支出

事業費の支出 事業費の支出

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

社員配当金の支払額 社員配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

基金の募集による収入 基金の募集による収入

基金の償却による支出 基金の償却による支出



基金利息の支払額 基金利息の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高

（生命保険相互会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円） （生命保険相互会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純剰余（損失） 税引前中間純剰余（損失）

減価償却費 減価償却費

支払備金の増加額 支払備金の増加額

責任準備金の増加額 責任準備金の増加額

社員配当準備金積立利息繰入額 社員配当準備金積立利息繰入額

貸倒引当金の増加額 貸倒引当金の増加額

退職給付引当金の増加額 退職給付引当金の増加額

価格変動準備金の増加額 価格変動準備金の増加額

金融先物取引責任準備金の増加額 金融先物取引責任準備金の増加額

証券取引責任準備金の増加額 証券取引責任準備金の増加額

利息及び配当金等収入 利息及び配当金等収入

有価証券関係損益 有価証券関係損益

支払利息 支払利息

固定資産関係損益 不動産動産関係損益

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

社員配当金の支払額 社員配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額



営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

基金の募集による収入 基金の募集による収入

基金の償却による支出 基金の償却による支出

基金利息の支払額 基金利息の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

５

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高



（損害保険相互会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円） （損害保険相互会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

保険料の収入 保険料の収入

積立保険料の収入 積立保険料の収入

保険金の支出 保険金の支出

損害調査費の支出 損害調査費の支出

諸手数料及び集金費の支出 諸手数料及び集金費の支出

満期返戻金の支出 満期返戻金の支出

営業費及び一般管理費の支出 営業費及び一般管理費の支出

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金の受取額 利息及び配当金の受取額

利息の支払額 利息の支払額

社員配当金の支払額 社員配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー



Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

基金の募集による収入 基金の募集による収入

基金の償却による支出 基金の償却による支出

基金利息の支払額 基金利息の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高

（損害保険相互会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円） （損害保険相互会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純剰余（損失） 税引前中間純剰余（損失）

減価償却費 減価償却費

支払備金の増加額 支払備金の増加額

責任準備金の増加額 責任準備金の増加額

貸倒引当金の増加額 貸倒引当金の増加額

退職給付引当金の増加額 退職給付引当金の増加額

金融先物取引責任準備金の増加額 金融先物取引責任準備金の増加額

証券取引責任準備金の増加額 証券取引責任準備金の増加額

価格変動準備金の増加額 価格変動準備金の増加額

利息及び配当金収入 利息及び配当金収入

有価証券関係損益 有価証券関係損益

支払利息 支払利息

固定資産関係損益 不動産動産関係損益



その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金の受取額 利息及び配当金の受取額

利息の支払額 利息の支払額

社員配当金の支払額 社員配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

基金の募集による収入 基金の募集による収入

基金の償却による支出 基金の償却による支出

基金利息の支払額 基金利息の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額



Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高

（注１） Ⅱ①は、資産運用活動によるキャッシュ・フローをいう。 （注１） Ⅱ①は、資産運用活動によるキャッシュ・フローをいう。

（注２） （Ⅰ＋Ⅱ①）は、営業活動によるキャッシュ・フローと資産運用活動によるキャッシュ・フロー （注２） （Ⅰ＋Ⅱ①）は、営業活動によるキャッシュ・フローと資産運用活動によるキャッシュ・フロー

の合計をいう。 の合計をいう。

（記載上の注意） （記載上の注意）

１ 中間連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には作成を要しない。 １ 中間連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には作成を要しない。

２ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。 ２ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。

３ 法令等に基づき、又は会社のキャッシュ・フローの状態を明らかにするために必要があるときは、 ３ 法令等に基づき、又は会社のキャッシュ・フローの状態を明らかにするために必要があるときは、

この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。

また、金額の重要性が乏しい科目については、「その他」として一括して記載することができる。 また、金額の重要性が乏しい科目については、「その他」として一括して記載することができる。



 1

 
現行 改正後 備考 

 
 
第５ 株主資本等変動計算書 
 

株主資本 評価・換算差額等 
資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 
資本金 

資本準備

金 
その他資

本剰余金 
資本剰余

金合計 
利益準備

金 ○○立金 繰越利益剰

余 

剰余金  

合計 

自己資本 株主資本 

合計 
その他有

価証券評

価差額金

繰延ヘッ

ジ損益 
土地再評

価差額金 
評価・換

算差額等

合計 

新株  

予約権 
純資産 

合計 

前事業年度末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

当中間期変動額                 
新株の発行 ×××        ×××     ×××

剰余金の配当     ××× ××× ××× △××× △×××     △×××

当期純利益        ×××     ×××

自己株式の処分 △××× ×××    △××× △××× △×××     △×××

・・・・・                 
株主資本以外の項目の

当中間期変動額（純額） 
          ××× ××× ××× ××× ×××

当中間期変動額合計 ××× ××× － － ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

当中間期末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

 
（記載上の注意） 
１ 株主資本の変動事由及び金額の記載は、概ね、貸借対照表における記載の順序によること。 
２ 株主資本以外の項目について、当事業年度変動額を、変動事由ごとに記載することができる。この場合には、変動事由及び金額の記載は、概ね、貸借対照表における記載の順序によること。 
３ その他資本準備金、その他利益準備金、及び評価・換算差額等は、上記の科目以外の適当な名称を付した科目に細分し、記載することができる。 
４ その他利益剰余金及び評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前事業年度末残高、当中間期変動額及び当中間期末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記する

こと。 
５ 合計欄の記載は省略することができる。 
６ 以下の項目につき注記すること。ただし、連結財務諸表を作成する保険会社は、②以外の事項は省略することができる。 
① 当該中間期の末日における発行済株式の数（種類株式発行保険会社（剰余金の配当その他の会社法第 108条第 1項各号に掲げる事項について内容の異なる２以上の種類の株式を発行する保険会社をいう。以下同じ。）にあつ
ては、種類ごとの発行済株式の数 

② 当該中間期の末日における自己株式の数（種類株式発行保険会社にあつては、種類ごとの自己株式の数） 
③ 当該中間期に行った剰余金の配当に関する事項 
④ 当該中間期の末日後に行う剰余金の配当（当該中間期に係る定時株主総会の締結後に会社法第 454条第 1項各号に掲げる事項を定めるものを除く。）に関する事項 
⑤ 当該中間期の末日における保険会社が発行している新株予約権（会社法第 236条第 1項第 4号の期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる当該株式会社の株式の数（種類株式発行会社にあつては、種類及び種
類ごとの数） 



 2

 
現行 改正後 備考 

 
 
第５ 基金等変動計算書 
 

基金等 評価・換算差額等 
剰余金 

損失てん

補準備金 
その他剰余金 剰余金合計 

 
基金 基金償却

積立金 
再評価積

立金 
基金償却

積立金減

少差益 

 社員配当平

衡積立金 
○○積立金 当期未処分

剰余金 
 

基金等合計 その他有価

証券評価差

額金 

繰延ヘッジ

損益 
土地再評価

差額金 
評価・換算差

額等合計 

純資産合計 

前事業年度末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

当中間期変動額                
基金の募集 ×××         ×××     ×××

剰余金処分     ××× ××× ××× △××× △××× △×××     △×××

当期純剰余        ×××  ×××     ×××

基金の償還 △××× ×××    △×××  △××× △×××     △×××

・・・・・                
基金等以外の項目の当

中間期変動額（純額） 
          ××× ××× ××× ××× ×××

当中間期変動額合計 ××× ××× － － ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

当中間期末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

 
（記載上の注意） 
１ 基金等の変動事由及び金額の記載は、概ね、貸借対照表における記載の順序によること。 
２ 基金等以外の項目について、当中間期変動額を、変動事由ごとに記載することができる。この場合には、変動事由及び金額の記載は、概ね、貸借対照表における記載の順序によること。 
３ その他剰余金及び評価・換算差額等は、上記の科目以外の適当な名称を付した科目に細分し、記載することができる。 
４ その他剰余金及び評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前事業年度末残高、当中間期変動額及び当中間期末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 
５ 合計欄の記載は省略することができる。 
６ 剰余金処分欄には、前事業年度の「剰余金処分に関する書面」の剰余金処分額のうち、社員配当準備金および差引純剰余金に対応する金額を記載すること。 
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改正後 現行 

 
第６ 

年度中（  年  月  日現在）保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 

 

１ ソルベンシー・マージン総額 

 ソルベンシー・マージン総額（Ａ） 百万円

（記載上の注意） 

  保険業法第１３０条第１号に掲げる額をいう。 

 

２ リスク合計額 

 リスクの合計額（Ｂ） 百万円

（記載上の注意） 

  保険業法第１３０条第２号に掲げる額をいう。 

 

３ 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 

 （Ａ）／{（１／２）×（Ｂ）｝ ％

 

 
第５ 

年度中（  年  月  日現在）保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 

 

１ ソルベンシー・マージン総額 

 ソルベンシー・マージン総額（Ａ） 百万円

（記載上の注意） 

  保険業法第１３０条第１号に掲げる額をいう。 

 

２ リスク合計額 

 リスクの合計額（Ｂ） 百万円

（記載上の注意） 

  保険業法第１３０条第２号に掲げる額をいう。 

 

３ 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 

 （Ａ）／{（１／２）×（Ｂ）｝ ％

 

 



  

 
改正後 現行 

別紙様式第１１号の６（第５９条関係） 

（平１７内府令６８）

 

（日本工業規格Ａ４）

 

年  月  日から 

年度                中間業務報告書 

年  月  日まで 

 

年   月   日

金融庁長官 殿 

住 所 

会社名 

代表取締役   氏 名      印 

 

       年   月   日から     年   月   日までの業務及び財産の状況を次のとおり

報告します。 

 

目   次 

 

第１ 中間事業報告               

１ 事業の経過及び成果等 

 ２ 財産及び損益の状況 

 ３ 支店等及び代理店の状況 

 ４ 使用人の状況 

 ５ 重要な親会社及び子会社等の状況 

 ６ 会社役員の状況 

７ 株式に関する事項           
８ 新株予約権等に関する事項             
９ その他 

 
 
 
 
第２ 中間貸借対照表 

第３ 中間損益計算書 

第４ 中間キャッシュ・フロー計算書 

別紙様式第１１号の６（第５９条関係） 

（平１７内府令６８）

 

（日本工業規格Ａ４）

 

年  月  日から 

年度                中間業務報告書 

年  月  日まで 

 

年   月   日

金融庁長官 殿 

住 所 

会社名 

代表取締役   氏 名      印 

 

       年   月   日から     年   月   日までの業務及び財産の状況を次のとおり

報告します。 

 

目   次 

 

第１ 中間営業報告書 

 １ 営業の経過及び成果 

 ２ 営業成績及び財産の状況の推移 

 ３ 支店等及び代理店の状況 

 ４ 従業員等の状況 

 ５ 株式の状況 

 ６ 大株主 

 ７ 自己株式の取得、処分及び保有 

 ８ 取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役） 

 ９ 親会社及び子会社等 

 10 新株予約権の状況 

 11 決算期後に生じた会社の状況に関する重要な事実 

 12 その他会社の状況に関する重要な事項 

 
第２ 中間貸借対照表 

第３ 中間損益計算書 

第４ 中間キャッシュ・フロー計算書 



  

第５ 株主資本等変動計算書等 

第６ 保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 
 
（記載上の注意） 

１ 委員会設置会社及び委員会設置相互会社（以下「委員会設置会社等」という。）にあっては、提出者欄の「代

表取締役」を「代表執行役」に改めて記載すること。 
２ 相互会社が業務報告書を作成する場合においては、この様式中「株式に関する事項」を「基金に関する事項」

に、「大株主」を「基金拠出者」に、「親会社及び子会社等」を「子会社等」に、「株主総会」を「社員総会又

は総代会」に改めて記載すること。 
３ この様式中に記載する次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。 
① 子会社 保険業法第２条第１２項に規定する子会社をいう。 
② 子会社等 保険業法第１１０条第２項に規定する子会社等をいう。 
③ 子法人等 保険業法施行令第２条の３第２項に規定する子法人等をいう。 
④ 関連法人等 保険業法施行令第２条の３第３項に規定する関連法人等をいう。 

４ 会社の事業の内容を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる事項を細分し、又は新たに項

目を設けて記載すること。 
５ 保険会社が会社法施行規則第２条第２項第55号に規定する連結計算書類を作成している会社である場合に
は、この様式第１中に定める記載事項のうち「１ 事業の経過及び成果」、「２ 財産及び損益の状況」、「３ 支

店等及び代理店の状況」、「４ 使用人の状況」については、これらのすべてを企業集団（当該保険会社及び保

険業法第110条第２項に規定する子会社等をいう。以下同じ。）の状況について記載することで、当該保険会社
に関する記載を省略できるものとする。ただし、「２ 財産及び損益の状況」については、当該保険会社に関

する事項をも記載すること。 
 
（削 除） 

 
 
 
 
 
 
第１ 

年  月  日から 

年度                 中間事業報告 

年  月  日まで 

 

１ 事業の経過及び成果等 

（記載上の注意） 

  １ 保険会社の主要な事業内容、金融経済環境並びに保険会社のその中間期における事業の経過及び成果を記

載すること。 

第５ 保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 

 

 

（記載上の注意） 

１ 委員会等設置会社及び委員会等設置相互会社（以下「委員会等設置会社等」という。）にあっては、提出者

欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記載すること。 

２ 相互会社が中間業務報告書を作成する場合においては、この様式中「中間営業報告書」を「中間事業報告書」

に、「営業」を「事業」に、「営業成績」を「事業成績」に、「株式の状況」を「基金の状況」に、「大株主」を

「基金拠出者」に、「親会社及び子会社等」を「子会社等」に改めて記載すること。 

 
 
 
 
 
３ 会社の営業の内容を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる事項を細分し、又は新たに項

目を設けて記載すること。 
４ 保険会社が商法施行規則第２条第１項第17号に規定する連結計算書類作成会社である場合には、この様式第
１中に定める記載事項のうち「１ 営業の経過及び成果」、「２ 営業成績及び財産の状況の推移」、「３ 支店

等及び代理店の状況」、「４ 従業員等の状況」及び「12決算期後に生じた会社の状況に関する重要な事実」に
ついては、これらの全てを企業集団（当該保険会社及び保険業法第110条第２項に規定する子会社等をいう。
以下同じ。）の状況について記載することで、当該保険会社に関する記載を省略できるものとする。ただし、

「２ 営業成績及び財産の状況の推移」については、当該保険会社に関する事項をも記載すること。 
５ 企業集団の状況について記載する場合には、表題を「１ 企業集団の営業の経過及び成果」とし、企業集団

の主要な事業内容、金融経済環境並びに企業集団を巡るその事業年度における営業（相互会社にあっては、事

業）の経過及び成果（複数の事業セグメントを有している場合には、事業セグメント別）、対処すべき課題を

記載すること。ただし、主要な事業内容の記載にあたり、企業集団における会社以外の会社を含めている場合

にはその旨を記載し、対処すべき課題の記載にあたり、関連法人等を含めていない場合にはその旨を記載する

こと。 

 

 
第１ 

年  月  日から 

年度                中間営業報告書 

年  月  日まで 

 

１ 営業の経過及び成果 

（記載上の注意） 

  次に掲げる事項についても記載すること。 

  １ 保有契約高、新契約高及び減少契約高の状況及び推移（生命保険会社） 



  

  ２ 保険会社が対処すべき課題を記載すること。 
  ３ 企業集団の状況について記載する場合には、表題を「１ 企業集団の事業の経過及び成果等」とし、企業

集団の主要な事業内容、金融経済環境並びに企業集団を巡るその事業年度における事業の経過及び成果（複

数の事業セグメントを有している場合には、事業セグメント別）、対処すべき課題を記載すること。ただし、

主要な事業内容の記載にあたり、企業集団における会社以外の会社を含めている場合にはその旨を記載し、

対処すべき課題の記載にあたり、関連法人等を含めていない場合にはその旨を記載すること。 
  ４ 生命保険会社においては、保有契約高、新契約高及び減少契約高の状況及び推移、責任準備金の状況及び

推移を記載すること。 
 
 
 
２ 財産及び損益の状況の推移 
［保険会社の状況について記載する場合］ 

（生命保険会社） 

区   分 前期末 前中間期末 当中間期末 

保

有

契

約

高 

 

個 人 保 険 

個 人 年 金 保 険 

団 体 保 険 

団 体 年 金 保 険 

そ の 他 の 保 険 

億円 億円 億円

 

保 険 料 等 収 入 

資 産 運 用 収 益 

保 険 金 等 支 払 金 

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益 

（又は中間（当期）純損失） 

総 資 産 

百万円 百万円 

 

百万円

（記載上の注意） 

１ 相互会社にあっては、「中間（当期）純利益」を「中間（当期）純剰余」に改めて記載すること。 

２ 記載事項に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 

３ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

４ 当中間期における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資本

等変動計算書（相互会社にあっては、基金等変動計算書）に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更その

他の正当な理由により過年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修

正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。 
 

（損害保険会社） 

  ２ 資産運用の状況 

  ３ 責任準備金の状況及び推移（生命保険会社） 

  ４ 会社が対処すべき課題 
５ 企業集団の状況について記載する場合には、表題を「１ 企業集団の営業の経過及び成果」とし、企業集

団の主要な事業内容、金融経済環境並びに企業集団を巡るその事業年度における営業（相互会社にあっては、

事業）の経過及び成果（複数の事業セグメントを有している場合には、事業セグメント別）、対処すべき課

題を記載すること。ただし、主要な事業内容の記載にあたり、企業集団を構成する会社等（保険業法第2条
の2第1項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。）以外の会社等を含めている場合にはその旨を記載し、
対処すべき課題の記載にあたり、関連法人等（保険業法施行令第2条の3第3項に規定する関連法人等をい
う。）を含めていない場合にはその旨を記載すること。 

 

２ 営業成績及び財産の状況の推移 
［保険会社の状況について記載する場合］ 

（生命保険会社） 

区   分 前期末 前中間期末 当中間期末 

保

有

契

約

高

 

個 人 保 険

個 人 年 金 保 険

団 体 保 険

団 体 年 金 保 険

そ の 他 の 保 険

億円 億円 億円

 

保 険 料 等 収 入

資 産 運 用 収 益

保 険 金 等 支 払 金

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

（又は中間（当期）純損失）

総 資 産

百万円 百万円 百万円

（記載上の注意） 

１ 相互会社にあっては、「中間（当期）純利益」を「中間（当期）純剰余」に改めて記載すること。 

２ 必要に応じ、営業成績（相互会社にあっては、事業成績）及び財産の状況の推移についての説明その他の事

項を記載すること。 

 

 
 
 
 
（損害保険会社） 



  

区   分 前期末 前中間期末 当中間期末 

 

正 味 収 入 保 険 料 

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（  そ  の  他  ） 

利 息 及 び 配 当 収 入 

保険引受利益（又は保険引受損失）

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益 
（ 又 は 中間 （ 当 期） 純 損 失） 

正 味 損 害 率 

正 味 事 業 費 率 

百万円 百万円 百万円

運 用 資 産 

総 資 産 

  

１株当たり中間（当期）純利益 

（ 又 は 中間 （ 当 期） 純 損 失） 
円  銭 円  銭 円  銭

（記載上の注意） 

１ 相互会社にあっては、「中間（当期）純利益」を「中間（当期）純剰余」に改めて記載し、「１株当たり中間（当

期）純利益（又は中間（当期）純損失）」は記載を要しない。 

２ 正味収入保険料の内訳は、各社の実態に応じ、主な保険５種類以上を記載すること。 

３ 運用資産は、預貯金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、

金銭の信託、有価証券、貸付金、土地及び建物の合計額を記載し、その旨を注記すること。 

４ 記載事項に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 

５ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 
６ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主

資本等変動計算書（相互会社にあっては、基金等変動計算書）に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更

その他の正当な理由により過年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なっているとき

は、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。 
 

［企業集団の状況について記載する場合］ 

（生命保険会社の企業集団） 

 イ 企業集団の財産及び損益の状況 

区   分 前期末 前中間期末 当中間期末 

 

連 結 経 常 収 益 

百万円 百万円 百万円

区   分 前期末 前中間期末 当中間期末 

 

正 味 収 入 保 険 料

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ）

（  そ  の  他  ）

利 息 及 び 配 当 収 入

保険引受利益（又は保険引受損失）

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

（ 又 は 中間 （ 当 期） 純 損 失）

正 味 損 害 率

正 味 事 業 費 率

百万円 百万円 百万円

運 用 資 産

総 資 産

 

１株当たり中間（当期）純利益

（ 又 は 中間 （ 当 期） 純 損 失）
円  銭 円  銭 円  銭

（記載上の注意） 

１ 相互会社にあっては、「中間（当期）純利益」を「中間（当期）純剰余」に改めて記載し、「１株当たり中間

（当期）純利益（又は中間（当期）純損失）」は記載を要しない。 

２ 正味収入保険料の内訳は、各社の実態に応じ、主な保険５種類以上を記載すること。 

３ 運用資産は、預貯金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、

金銭の信託、有価証券、貸付金、土地及び建物の合計額を記載し、その旨を注記すること。 

４ 必要に応じ、営業成績（相互会社にあっては、事業成績）及び財産の状況の推移についての説明その他の事

項を記載すること。 

 

 

 

 

 

［企業集団の状況について記載する場合］ 

（生命保険会社の企業集団） 

 イ 連結営業成績及び財産の状況の推移 

区   分 前期末 前中間期末 当中間期末 

 

連 結 経 常 収 益

百万円 百万円 百万円



  

連 結 経 常 利 益 

連 結 中 間 （ 当 ） 期 純 利 益 

連 結 純 資 産 額 

連 結 総 資 産 

（記載上の注意） 

１ 表題を「２ 企業集団及び保険会社の財産及び損益の状況」とすること。 

２ 相互会社にあっては、「連結中間（当期）純利益」を「連結中間（当期）純剰余」に改めて記載すること。 

３ 記載事項に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 

３ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

６ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資

本等変動計算書（相互会社にあっては、基金等変動計算書）に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更その

他の正当な理由により過年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正

後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。 

 
 ロ 保険会社の財産及び損益の状況 

区   分 前期末 前中間期末 当中間期末 

保

有

契

約

高 

 

個 人 保 険 

個 人 年 金 保 険 

団 体 保 険 

団 体 年 金 保 険 

そ の 他 の 保 険 

億円 億円 億円

 

保 険 料 等 収 入 

資 産 運 用 収 益 

保 険 金 等 支 払 金 

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益 

（又は中間（当期）純損失） 

総 資 産 

百万円 百万円 百万円

（記載上の注意） 

１ 相互会社にあっては、「中間（当期）純利益」を「中間（当期）純剰余」に改めて記載すること。 

２ 記載事項に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 
２ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

５ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資

本等変動計算書（相互会社にあっては、基金等変動計算書）に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更その

他の正当な理由により過年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正

後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。 
 

連 結 経 常 利 益

連 結 中 間 （ 当 ） 期 純 利 益

連 結 純 資 産 額

連 結 総 資 産

（記載上の注意） 

１ 表題を「２ 企業集団及び当社の営業成績及び財産の状況の推移」とすること。 

２ 相互会社にあっては、「連結中間（当期）純利益」を「連結中間（当期）純剰余」に改めて記載すること。 

３ 必要に応じ、営業成績（相互会社にあっては、事業成績）の推移についての説明その他の事項 

 を記載すること。 

 

 

 

 

 

 ロ 単体営業成績及び財産の状況の推移 

区   分 前期末 前中間期末 当中間期末 

保

有

契

約

高

 

個 人 保 険

個 人 年 金 保 険

団 体 保 険

団 体 年 金 保 険

そ の 他 の 保 険

億円 億円 億円

 

保 険 料 等 収 入

資 産 運 用 収 益

保 険 金 等 支 払 金

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

（又は中間（当期）純損失）

総 資 産

百万円 百万円 百万円

（記載上の注意） 

１ 相互会社にあっては、「中間（当期）純利益」を「中間（当期）純剰余」に改めて記載すること。 

２ 必要に応じ、営業成績（相互会社にあっては、事業成績）及び財産の状況の推移についての説明その他の事項

を記載すること。 

 

 

 

 

 



  

（損害保険会社の企業集団） 

 イ 企業集団の財産及び損益の状況 

区   分 前期末 前中間期末 当中間期末 

 

連 結 経 常 収 益 

連 結 経 常 利 益 

連 結 中 間 （ 当 期 ） 純 利 益 

連 結 純 資 産 額 

連 結 総 資 産 

百万円 百万円 百万円

（記載上の注意） 

１ 表題を「２ 企業集団及び当社の財産及び損益の状況」とすること。 

２ 相互会社にあっては、「連結中間（当期）純利益」を「連結中間（当期）純剰余」に改めて記載すること。 

３ 記載事項に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 
３ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

６ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資

本等変動計算書（相互会社にあっては、基金等変動計算書）に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更その

他の正当な理由により過年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正

後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。 
 

ロ 保険会社の財産及び損益の状況 

区   分 前期末 前中間期末 当中間期末 

 

正 味 収 入 保 険 料 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ そ の 他 ） 

利 息 及 び 配 当 収 入 

保険引受利益（又は保険引受損失） 

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益 

（又は中間（当期）純損失） 

正 味 損 害 率 

正 味 事 業 比 率 

百万円 百万円 百万円

運 用 資 産 

総 資 産 

   

１株当たり中間（当期）純利益 円 銭 円 銭 円 銭

（損害保険会社の企業集団） 

 イ 連結営業成績及び財産の状況の推移 

区   分 前期末 前中間期末 当中間期末 

 

連 結 経 常 収 益

連 結 経 常 利 益

連 結 中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

連 結 純 資 産 額

連 結 総 資 産

百万円 百万円 百万円

（記載上の注意） 

１ 表題を「２ 企業集団及び当社の営業成績及び財産の状況の推移」とすること。 

２ 相互会社にあっては、「連結中間（当期）純利益」を「連結中間（当期）純剰余」に改めて記載すること。 

３ 必要に応じ、営業成績（相互会社にあっては、事業成績）の推移についての説明その他の事項 

 を記載すること。 

 

 

 

 

 

 ロ 単体営業成績及び財産の状況の推移 

区   分 前期末 前中間期末 当中間期末 

 

正 味 収 入 保 険 料

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ そ の 他 ）

利 息 及 び 配 当 収 入

保険引受利益（又は保険引受損失） 

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

（又は中間（当期）純損失）

正 味 損 害 率

正 味 事 業 比 率

百万円 百万円 百万円

運 用 資 産

総 資 産

   

１株当たり中間（当期）純利益 円 銭 円 銭 円 銭



  

（ 又 は 中間（当期）純損失） 

（記載上の注意） 

１ 相互会社にあっては、「中間（当期）純利益」を「中間（当期）純剰余」に改めて記載し、「１株当たり中間（当

期）純利益（又は中間（当期）純損失）」は記載を要しない。 

２ 正味収入保険料の内訳は、各社の実態に応じ、主な保険５種類以上を記載すること。 

３ 運用資産は、預貯金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、

金銭の信託、有価証券、貸付金並びに土地及び建物の合計額を記載し、その旨を注記すること。 

４ 記載事項に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 
４ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

７ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資

本等変動計算書（相互会社にあっては、基金等変動計算書）に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更その

他の正当な理由により過年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正

後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。 
 
３ 支店等及び代理店の状況 
［保険会社の状況について記載する場合］ 

区    分 前期末 当期末 当期増減（△） 

支 店 

営 業 所 

海 外 支 店 

海 外 駐 在 員 事 務 所 

店 店 店

計    

代 理 店 

海 外 代 理 店 

   

計    

（記載上の注意） 

  支店及び営業所以外の呼称を使用する会社にあっては、その形態に応じ、その呼称により記載すること。 

 

［企業集団の状況について記載する場合］ 

会 社 名 事 務 所 名 所 在 地 設置年月日 

 

 

   

（記載上の注意） 

１ 表題を「３ 企業集団の主要な事務所の状況」とすること。 

２ 適宜欄を設け、保険会社、子会社及び子法人等（非連結の子会社及び子法人等を除く。）の主要な会社名、そ

の主要な事務所、所在地及び設置年月日を事業セグメント別（複数のセグメントを有していない場合には、主要

な部門別）に記載し、関連法人等の主要な会社名及びその主要な事務所については記載を要しない。 

 
４ 使用人の状況 

（又は中間（当期）純損失）

（記載上の注意） 

１ 相互会社にあっては、「中間（当期）純利益」を「中間（当期）純剰余」に改めて記載し、「１株当たり中間（当

期）純利益（又は中間（当期）純損失）」は記載を要しない。 

２ 正味収入保険料の内訳は、各社の実態に応じ、主な保険５種類以上を記載すること。 

３ 運用資産は、預貯金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、

金銭の信託、有価証券、貸付金並びに土地及び建物の合計額を記載し、その旨を注記すること。 

４ 必要に応じ、営業成績（相互会社にあっては、事業成績）及び財産状況の推移についての説明その他の事項を

記載すること。 

 

 

 

 

 

３ 支店等及び代理店の状況 
［保険会社の状況について記載する場合］ 

区    分 前期末 前中間期末 当中間期末 

支 店 

営 業 所 

海 外 支 店 

海 外 駐 在 員 事 務 所 

店 店 店

計    

代 理 店 

海 外 代 理 店 

   

計    

（記載上の注意） 

  支店及び営業所以外の呼称を使用する会社にあっては、その形態に応じ、その呼称により記載すること。 

 

［企業集団の状況について記載する場合］ 

会 社 名 事 務 所 名 所 在 地 設置年月日 

 

 

   

（記載上の注意） 

１ 表題を「３ 企業集団の主要な事務所の状況」とすること。 

２ 適宜、保険会社、子法人等（保険業法施行令第 2条の 3第 2項に規定する子法人等をいう。以下同じ。）（非

連結の子会社及び子法人等を除く。）の主要な会社名、その主要な事務所、所在地及び設置年月日を事業セグメ

ント別（複数のセグメントを有していない場合には、主要な部門別）に記載すること。 

 
４ 従業員等の状況 



  

［保険会社の状況について記載する場合］ 

当中間期末現在 

区   分 前期末 
当中間 

期末 
増減(△) 

平均年齢 
平均勤続 

年  数 

平均給与

月  額

内 務 職 員 名 名 名 歳 年 千円

営 業 職 員       

（記載上の注意） 

 １ 生命保険会社にあっては、営業職員欄には生命保険募集人（ただし、内務職員を除く。）について記載する

こと。 

 ２ 損害保険会社にあっては、営業職員欄には固定給と歩合給を支給されている社員（ただし、特別研修生を除

く。）について記載すること。 

 
［企業集団の状況について記載する場合］ 

部 門 名 前 期 末 当中間期末 当期増減（△） 

 

 

名 名 名

（記載上の注意） 

１ 表題を「４企業集団の使用人の状況」とすること。 

２ 適宜欄を設け、保険会社、子会社及び子法人等（非連結の子会社及び子法人等を除く。）の使用人数を事業セ

グメント別（複数のセグメントを有していない場合には、主要な部門別）に記載すること。 

３ 必要に応じ、平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額についても欄を設け記載すること。 

 
（→「７ 株式に関する事項」へ） 
 
 
 
 
 
 
 
（→「７ 株式に関する事項」へ） 
 
 
 
 
 
 

［保険会社の状況について記載する場合］ 
当中間期末現在 

区   分 前期末 
当中間 

期末 
増減(△) 

平均年齢 
平均勤続

年  数

平均給与

月  額

内 務 職 員 名 名 名 歳 年 千円

営 業 職 員       

（記載上の注意） 

 １ 生命保険会社にあっては、営業職員欄には生命保険募集人（ただし、内務職員を除く。）について記載する

こと。 

 ２ 損害保険会社にあっては、営業職員欄には固定給と歩合給を支給されている社員（ただし、特別研修生を除

く。）について記載すること。 

 

［企業集団の状況について記載する場合］ 

部 門 名 前 期 末 当中間期末 当期増減（△） 

 

 

名 名 名

（記載上の注意） 

１ 表題を「４ 企業集団の従業員等の状況」とすること。 

２ 適宜、保険会社、子法人等（非連結の子会社及び子法人等を除く。）の従業員数を事業セグメント別（複数の

セグメントを有していない場合には、主要な部門別）に記載すること。 

３ 必要に応じ、平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額についても欄を設け記載すること。 

 
５ 株式の状況 

発 行 す る 株 式 の 総 数 

発 行 済 株 式 の 総 数 

株 主 数 

千株 

千株 

名 

（記載上の注意） 

  相互会社にあっては、「発行済株式の総数（単位千株）」を「基金拠出額（単位百万円）」に、「株主数（単位名）」

を「基金拠出者数（単位名）」に改めて記載し、「発行する株式の総数」については記載を要しない。 
 

６ 大株主 

当社への出資状況 当社の大株主への出資状況 
株 主 名 

持株数 持株比率 持株数 持株比率 

 千株 ％ 千株 ％

（記載上の注意） 

 １ 持株数（相互会社にあっては、基金拠出額）の多い順序に従い10名を記載すること。 



  

 
 
 
 
（削 除） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（→「６ 会社役員の状況」へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５ 重要な親会社及び子会社等の状況 

イ 親会社の状況 

会 社 名 所 在 地 
主要な事業 

内   容 

設   立 

年 月 日 
資 本 金 

親会社が有

する当社の 

議決権比率 

その他 

 ２ 相互会社にあっては、「株主名」を「基金拠出者名」に、「当社への出資状況」を「当社への基金拠出状況」

に、当社への出資状況欄の「持株数（単位千株）」を「基金拠出額（単位百万円）」に、「持株比率」を「基金

拠出割合」に、「当社の大株主への出資状況」を「当社の基金拠出者への出資状況」に改めて記載すること。

 

７ 自己株式の取得、処分及び保有 

（記載上の注意） 

  次の事項を記載すること。 

 １ 事業年度中に取得した自己株式についてはその種類、数及び取得価額の総額 

 ２ 事業年度中に特定の者から買い受けた自己株式（商法第２０４条ノ３ノ２第１項（同法第２０４条ノ５第１

項において準用する場合を含む。）の請求又は同法第２１０条第１項の決議に基づき買い受けたものに限る。）

についてはその売主の氏名又は名称若しくは商号 

 ３ 事業年度中に商法第２１１条ノ３第１項の決議により買い受けた自己株式（同項第１号の子会社から

買い受けたものを除く。）については同法第２１１条ノ３第４項の規定により定時総会に報告しなけれ

ばならない事項 

 ４ 事業年度中に処分した自己株式についてはその種類、数及び処分価額の総額 

 ５ 事業年度中に株式失効の手続をした自己株式についてはその種類及び数 

 ６ 決算期において保有する自己株式についてはその種類及び数 

 
８ 取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役） 

地  位 氏     名 担 当 又 は 主 な 職 業 

会 長 

社 長 

副 社 長 

専 務 取 締 役 

常 務 取 締 役 

取 締 役 

執 行 役 

監 査 役 

（ ） 

  

 

 

 

 

 

 

 

年  月  日 退任

（記載上の注意） 

 １ 代表権のある者については、その旨を役職目欄に記載すること。 

 ２ 当中間期中に退任した者についても末尾に記載し、退職時の地位を記載すること。 

 

 

９ 親会社及び子会社等 

（１）親会社の状況 

会 社 名 所 在 地 資 本 金 当社に対する議決権割合 主要な事業内容 

百万円 ％ 



  

  百万円 ％ 

ロ 子会社等の状況 

会 社 名 所 在 地 

主要な事業 

内   容 

設   立 

年 月 日 
資 本 金 

当社が有す

る会社等の

議決権比率 

その他 

  百万円 ％ 

（記載上の注意） 

 １ 親会社及び子会社、子法人等のうち子会社を除いた子法人等又は関連法人等のうち、重要なものについて記

載すること。 

 ２ 重要な企業結合の経過及び成果を記載すること。 

３ 重要な業務提携の概況を付記すること。 

 
６ 会社役員の状況                             （中間期末現在） 

氏  名 地位及び担当 重要な兼職 そ  の  他 

    

（記載上の注意） 

 １ 直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していたもの者であって、当該中間期の末日までに退任し

た会社役員（取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。以下同じ。）、及び中間期の末日後に就任した会

社役員についても記載し、その旨を「その他」に記載すること。 

 ２ 当該中間期中に辞任し、又は解任された会社役員（株主総会又は種類株主総会の決議によって解任されたも

のを除く。）についても記載し、辞任した旨、又は解任された旨、会社法第 345 条第１項（同条第４項におい

て準用する場合を含む。）の意見があったときは、その意見の内容、及び同条第２項（同条第４項において準

用する場合を含む。）の理由があるときは、その理由を「その他」に記載すること。 

 ３ 社外役員については、社外役員である旨を「地位及び担当」に括弧内書すること。 

４ 取締役、監査役及び執行役については、他の法人その他の団体の代表者その他これに類する者であるときは

その事実（重要でないものを除く。）、及び兼職の状況（重要でないものを除く。）を、会計参与については、

他の法人その他の団体の代表者その他これに類する者であるときはその事実（重要でないものを除く。）を「重

要な兼職」に記載すること。また、保険業法第８条第２項の規定に基づき金融庁長官の認可を受けている

場合には、その旨「その他」欄に記載すること。 

 ５ 会計参与については、その氏名又は名称を「氏名」に記載すること。 

 ６ 監査役又は監査委員については、当該監査役又は監査委員が財務及び会計に関する相当程度の知見を有して

いるものであるときは、その事実を「その他」に記載すること。 

 

（記載上の注意） 

  商法第２１１条ノ２第１項の親会社及び同条第３項の規定により親会社となる会社について記載すること。 

 
（２）子会社等の状況 

会 社 名 所 在 地 
主要な事業 

内   容 

設   立 

年 月 日 
資 本 金 

当 社 の

議決権割合
その他 

 百万円 ％

（記載上の注意） 

 １ 保険業法第２条第１２項に規定する子会社及び保険業法施行令第２条の３第２項に規定する子法人等のう

ち子会社を除いた子法人等又は同令第２条の３第３項に規定する関連法人等のうち、重要なものについて記載

すること。 

 ２ 重要な企業結合の経過及び成果を記載すること。 

 ３ 重要な業務提携の概況を付記すること。 

 

 
（←「８ 取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役）」より） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

７ 株式に関する事項 

（１）株式数  
          発行する株式の総数      千株 
          発行済株式の総数       千株 
（記載上の注意） 

   相互会社にあっては、基金拠出額の総額について、百万円単位で記載し、「発行する株式の総数」について

は記載を要しない。 
 
（２）当中間期末株主数               名 
（記載上の注意） 

   相互会社にあっては、基金拠出者数を記載すること。 

 
（３）大株主 

当社への出資状況 
株主の氏名又は名称 

持株数等 持株比率 

 千株 ％ 

（記載上の注意） 

 １ 当該中間期の末日において発行済株式（自己株式を除く。）の総数の１０分の１以上の数の株式を有する株

主について、持株の順に記載すること。 

 ２ 種類株式保険会社（剰余金の配当その他の会社法第１０８条第１項各号に掲げる事項について内容の異なる

２以上の種類の株式を発行する保険会社をいう。）にあっては、株式の種類及び種類ごとの数を「持株数等」

に記載すること。 
 ３ 相互会社にあっては、「株主の氏名又は名称」を「基金拠出者の氏名又は名称」に、「当社への出資状況」を「当

社への基金拠出状況」に、当社への出資状況欄の「持株数等（単位千株）」を「基金拠出額（単位百万円）」に、

「持株比率」を「基金拠出割合」に改め、基金拠出額の 10分の 1以上の基金の拠出を行っている基金拠出者
について、基金拠出額の多い順に記載すること。 

 ４ その他株式（相互会社にあっては、基金）に関する重要な事項を注記すること。 
 
８ 新株予約権等に関する事項 

（１）中間期の末日において保険会社の役員が有している当該保険会社の新株予約権等 
 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の人数 

取締役及び執行役（社外役

員を除く。） 

 

社外取締役 

 

 

会計参与及び監査役  

（←「５ 株式の状況」及び「６ 大株主」より） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 新株予約権の状況 

〔現に発行している新株予約権〕 

新株予約権の数  

新株予約権の目的となる株式の種類  

新株予約権の目的となる株式の数  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価額 

 

（円）

 

〔事業年度中に株主以外の者に対し特に有利な条件で発行した新株予約権〕 



  

（記載上の注意） 

  新株予約権等とは、会社法施行規則第２条第３項第１４号で規定する新株予約権等をいう。 

 
（２）中間期中に使用人等に交付した当該保険会社の新株予約権等 

 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を交付した者の人数

使用人  

子会社及び子法人等の 

役員及び使用人 

 

（記載上の注意） 

 １ 使用人とは、当該保険会社の役員を兼ねている使用人を除くものとする。 

 ２ 子会社及び子法人等の役員及び使用人とは、当該保険会社の役員又は使用人を兼ねている子会社の役員及び

使用人を除く子会社及び子法人等の役員及び使用人をいうものとする。 
３ その他新株予約権等に関する重要な事項を欄外に記載すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
（削 除） 
 
 
 
 
９ その他 
（記載上の注意） 

１ その他必要な事項は、その項目を掲げて記載すること。 
 ２ 相互会社にあっては、当中間期末における総代数についても記載すること。 
 
 
 
 
 

割当てを受けた者の氏名又は名称、（ ）は割当て

を受けた新株予約権の数 

 

 

（    ）

（    ）

（    ）

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

新株予約権の目的となる株式の種類  

新株予約権の目的となる株式の数  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価額 

 

（円）

新株予約権の行使の条件  

新株予約権の消却の事由  

新株予約権の消却の条件  

新株予約権の有利な条件の内容  

（記載上の注意） 

 １ 「現に発行している新株予約権」とは、商法施行規則第１０３条第２項第１号に規定する新株予約権

をいうものとし、株主総会及び取締役会における発行決議ごとに記載すること。 

 ２ 「当中間期中に株主以外の者に対し特に有利な条件で発行した新株予約権」とは、商法施行規則第１

０３条第２項第２号に規定する新株予約権をいう。 

 ３ 商法施行規則第１０３条第２項第３号に規定する当事業年度中に特定使用人等に対し特に有利な条件

で発行した新株予約権については、「当中間期中に株主以外の者に対し特に有利な条件で発行した新株

予約権」の表を準用して記載し、同項第４号の区分に応じて必要事項を注記すること。 

  

11 中間期末後に生じた会社の状況に関する重要な事実 

（記載上の注意） 

  企業集団の状況に関する事項を記載する場合には、表題を「12 決算期後に生じた当企業集 

団の状況に関する重要な事実」とすること。 

 

12 その他会社の状況に関する重要な事項 

（記載上の注意） 

  相互会社にあっては、当中間期末における総代数についても記載すること。 

 
 

 

 

 

 

 
 



改 正 案 現 行

別紙様式第１１号の６（第５９条関係） 別紙様式第１１号の６（第５９条関係）

第２ 年度（ 年 月 日現在）中間貸借対照表 第２ 年度（ 年 月 日現在）中間貸借対照表

（生命保険株式会社） （単位：百万円） （生命保険会社等） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ） （ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金 現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金

コ ー ル ロ ー ン 支 払 備 金 コ ー ル ロ ー ン 支 払 備 金

買 現 先 勘 定 責 任 準 備 金 買 現 先 勘 定 責 任 準 備 金

債券貸借取引支払保証金 契 約 者 配 当 準 備 金 債券貸借取引支払保証金 契 約 者 配 当 準 備 金

買 入 金 銭 債 権 代 理 店 借 買 入 金 銭 債 権 代 理 店 借

特 定 取 引 資 産 再 保 険 借 特 定 取 引 資 産 再 保 険 借

金 銭 の 信 託 短 期 社 債 金 銭 の 信 託 短 期 社 債

有 価 証 券 社 債 有 価 証 券 社 債

貸 付 金 新 株 予 約 権 付 社 債 貸 付 金 新 株 予 約 権 付 社 債

有 形 固 定 資 産 そ の 他 負 債 不 動 産 及 び 動 産 そ の 他 負 債

無 形 固 定 資 産 退 職 給 付 引 当 金 代 理 店 貸 退 職 給 付 引 当 金

代 理 店 貸 価 格 変 動 準 備 金 再 保 険 貸 価 格 変 動 準 備 金

再 保 険 貸 金融先物取引責任準備金 そ の 他 資 産 金融先物取引責任準備金

そ の 他 資 産 証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 延 税 金 資 産 証 券 取 引 責 任 準 備 金

繰 延 税 金 資 産 繰 延 税 金 負 債 再評価に係る繰延税金資産 繰 延 税 金 負 債

再評価に係る繰延税金資産 再評価に係る繰延税金負債 支 払 承 諾 見 返 再評価に係る繰延税金負債

支 払 承 諾 見 返 支 払 承 諾 貸 倒 引 当 金 △ 支 払 承 諾

貸 倒 引 当 金 △ 負債の部 合計 負債の部 合計

（ 純 資 産 の 部 ） （ 資 本 の 部 ）

資 本 金 資 本 金

新 株 式 申 込 証 拠 金 新 株 式 払 込 金

資 本 剰 余 金 資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 資 本 準 備 金

そ の 他 資 本 剰 余 金 そ の 他 資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金 資 本 金 及 び 資 本 準 備 金 減 少 差 益

利 益 準 備 金 自己株式処分差益



そ の 他 利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金

○ ○ 積 立 金 利 益 準 備 金

繰 越 利 益 剰 余 金 任 意 積 立 金

自 己 株 式 △ 中 間 未 処 分 利 益

自 己 株 式 申 込 証 拠 金 （又は中間未処理損失）

株 主 資 本 合 計 中 間 純 利 益

その他有価証券評価差額金 （又は中間純損失）

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 土 地 再 評 価 差 額 金

土 地 再 評 価 差 額 金 株 式 等 評 価 差 額 金

評価・換算差額等合計 自 己 株 式 払 込 金

新 株 予 約 権 自 己 株 式

純資産の部 合計 資本の部 合計 △

資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計 資 産 の 部 合 計 負債及び資本の部合計

（損害保険株式会社） （単位：百万円） （損害保険株式会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ） （ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金 現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金

コ ー ル ロ ー ン 支 払 備 金 コ ー ル ロ ー ン 支 払 備 金

買 現 先 勘 定 責 任 準 備 金 買 現 先 勘 定 責 任 準 備 金

債券貸借取引支払保証金 短 期 社 債 債券貸借取引支払保証金 短 期 社 債

買 入 金 銭 債 権 社 債 買 入 金 銭 債 権 社 債

特 定 取 引 資 産 新 株 予 約 権 付 社 債 特 定 取 引 資 産 新 株 予 約 権 付 社 債

金 銭 の 信 託 そ の 他 負 債 金 銭 の 信 託 そ の 他 負 債

有 価 証 券 退 職 給 付 引 当 金 有 価 証 券 退 職 給 付 引 当 金

貸 付 金 価 格 変 動 準 備 金 貸 付 金 価 格 変 動 準 備 金

有 形 固 定 資 産 金融先物取引責任準備金 不 動 産 及 び 動 産 金融先物取引責任準備金

無 形 固 定 資 産 証 券 取 引 責 任 準 備 金 そ の 他 資 産 証 券 取 引 責 任 準 備 金

そ の 他 資 産 繰 延 税 金 負 債 繰 延 税 金 資 産 繰 延 税 金 負 債

繰 延 税 金 資 産 再評価に係る繰延税金負債 再評価に係る繰延税金資産 再評価に係る繰延税金負債

再評価に係る繰延税金資産 支 払 承 諾 支 払 承 諾 見 返 支 払 承 諾

支 払 承 諾 見 返 負債の部 合計 貸 倒 引 当 金 △ 負債の部 合計

貸 倒 引 当 金 △

（ 純 資 産 の 部 ） （ 資 本 の 部 ）

資 本 金 資 本 金



新 株 式 申 込 証 拠 金 新 株 式 払 込 金

資 本 剰 余 金 資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 資 本 準 備 金

そ の 他 資 本 剰 余 金 そ の 他 資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金 資 本 金 及 び 資 本 準 備 金 減 少 差 益

利 益 準 備 金 自己株式処分差益

そ の 他 利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金

○ ○ 積 立 金 利 益 準 備 金

繰 越 利 益 剰 余 金 任 意 積 立 金

自 己 株 式 △ 中 間 未 処 分 利 益

自 己 株 式 申 込 証 拠 金 （又は中間未処理損失）

株 主 資 本 合 計 中 間 純 利 益

その他有価証券評価差額金 （又は中間純損失）

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 土 地 再 評 価 差 額 金

土 地 再 評 価 差 額 金 株 式 等 評 価 差 額 金

評価・換算差額等合計 自 己 株 式 払 込 金

新 株 予 約 権 自 己 株 式 △

純資産の部 合計 資本の部 合計

資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計 資 産 の 部 合 計 負債及び資本の部合計

（記載上の注意） （記載上の注意）

１ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになる １ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかにな

ように記載すること。 るように記載すること。

（１）継続企業の前提（会社法計算規則第１３１条に規定するものをいう。以下同じ。）に重要な疑義を抱 ⑴ 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項

かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 ① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 ② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 ③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 ④ 当該重要な疑義の影響を中間財務諸表に反映しているか否か

④ 当該重要な疑義の影響の計算書類への反映の有無 ⑵ 有価証券の評価基準及び評価方法

（２）次に掲げる会計方針に関する事項 ⑶ 金銭の信託の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法。また、保険業法第１１２条第１項による評価換えをしたとき ⑷ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

は、その旨 ⑸ 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法

② 金銭の信託の評価基準及び評価方法 ⑹ 不動産及び動産の減価償却の方法

③ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 ⑺ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準

④ 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差 ⑻ 貸倒引当金の計上方法（当中間期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査定基準の整

額 備の状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況についても、できるだけ詳細

⑤ 有形固定資産の減価償却の方法 に記載すること。）

⑥ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 ⑼ 退職給付引当金の計上方法



⑦ 貸倒引当金の計上方法（当中間期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査定基準の整 ⑽ 価格変動準備金、金融先物取引責任準備金及び証券取引責任準備金の計上方法

備の状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況についても、できるだけ詳細 ⑾ ヘッジ会計の方法

に記載すること。） ⑿ その他採用した重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りで

⑧ 退職給付引当金の計上方法 ない。

⑨ 価格変動準備金、金融先物取引責任準備金及び証券取引責任準備金の計上方法 ⒀ 会計方針又は記載方法を変更したときは、その旨及びその変更による増減額。ただし、その変更

⑩ ヘッジ会計の方法 又は変更による影響が軽微であるときは、この限りでない。

⑪ その他採用した重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りで ⒁ 貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３ヵ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその

ない。 合計額

（３）会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。

① 会計処理の原則又は手続きを変更したとき（当該連結中間会計期間の直前の事業年度に係る財務 ⒂ 固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その変更が軽微であると

諸表作成に当たり会計処理の原則又は手続について変更が行われており、当該中間連結会計期間の きは、この限りでない。

直前の中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表作成上の会計処理の原則及び手続との間に相違が ⒃ 不動産及び動産の減価償却累計額、減損損失累計額及び圧縮記帳額

みられるときを含む。）は、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容 ⒄ 保険業法第１１８条に規定する特別勘定の資産及び負債の額

② 表示方法を変更したときは、その内容 ⒅ リース契約（ファイナンス・リース取引に該当するもの）により使用する重要な不動産及び動産

（４）有価証券の貸付けを行っている場合には、その旨及び金額（金額は貸借対照表価額とし、消費貸借 ⒆ 重要な係争事件に係る損害賠償義務。ただし、負債の部に計上したときは、この限りでない。

契約によるもの、使用貸借契約又は賃貸借契約によるものに分けて記載すること。） ⒇ 生命保険会社にあっては、契約者配当準備金の増減異動及び契約者配当金の支払額

（５）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３ヵ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合 （２１） その他会社の財産の状態を正確に判断するために必要な事項

計額。なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 （２２） 商法第２１１条ノ２第１項の親会社及び同条第３項の規定により親会社となる会社の株式並びに子会社

（６）有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その （保険業法第２条１２項に規定する子会社をいう。以下同じ。）の株式又は持分の額

変更が軽微であるときは、この限りでない。 （２３） 保険業法第９２条の規定による組織変更剰余金額又は同法第１６４条第５項（同法第１６５条第２項におい

（７）有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 て準用する場合を含む。）において準用する同法第９２条の規定による合併剰余金額

（８）資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額（一括して注記 （２４） 担保に供している資産の額及び担保付き債務の額

することが適当な場合にあっては、一括した引当金の金額） （２５） 中間貸借対照表上の純資産額から新株式払込金、土地再評価差額金及び株式等評価差額金の合計

（９）保険業法第１１８条に規定する特別勘定の資産及び負債の額 額を控除した金額が、資本金、資本準備金及び利益準備金の合計額を下回る場合には、その差額

（１０）取締役、監査役及び執行役（委員会設置会社等にあっては、取締役及び執行役）との間の取引によ （２６） 以下に掲げる金額

る取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権及び金銭債務があるときは、金銭債権の総額及び金銭 ① 保険業法施行規則第７３条第３項において準用する同令第７１条第１項に規定する再保険を付した部

債務の総額。ただし、普通保険約款による取引に係るものは、この限りでない。 分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）の金額

（１１）子会社（保険業法第２条第１２項に規定する子会社をいう。以下同じ。）に対する金銭債権総額及 ② 保険業法施行規則第７１条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金（以下「

び金銭債務総額 出再責任準備金」という。）の金額

（１２）次に掲げるもの（重要でないものを除く。）の発生の主な原因別の内訳 ２ 保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額がある場合は、「その他資産」の内訳

①繰延税金資産（その算定にあたり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を として「保険業法第１１３条繰延資産」を記載すること。

含む。） ３ 消費貸借契約等により貸し付けている有価証券は、その種類毎に商品有価証券、有価証券、その他

②繰延税金負債 資産に計上し、その合計額を注記すること。

（１３）リース契約（ファイナンス・リース取引に該当するもの）により使用する重要な不動産及び動産 ４ 損害保険会社が地震保険に関する法律第３条第１項（政府の再保険）に規定する再保険契約を政府と

（１４）重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額。 の間で締結している場合には、当該損害保険会社において地震保険の責任準備金及び地震保険に係る

（１５）生命保険会社にあっては、契約者配当準備金の増減異動及び契約者配当金の支払額 受託金に対応する資産を他の資産と区分して経理している場合における当該資産に係る評価差額につ

（１６）親会社株式の金額 いては、「繰延税金負債」の前に「地震保険評価差額金」として記載すること。

（１７）子会社等（保険業法第１１０条第２項に規定する子会社等をいう。）の株式又は出資金の総額 ５ 法令等に基づき、又は会社の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げ

（１８）保険業法第９２条の規定による組織変更剰余金額又は同法第１６４条第５項（同法第１６５条第２ てある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。



項において準用する場合を含む。）において準用する同法第９２条の規定による合併剰余金額 ６ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。

（１９）資産が担保に供されている場合における当該資産の内容及びその金額並びに担保に係る債務の金額

（２０）純資産の部に計上した額の合計額から次に掲げる科目の合計額を控除した額が、資本金、資本準備

金及び利益準備金の合計額を下回る場合には、その差額

①申込期日経過後における新株式申込証拠金

②評価・換算差額等

③新株予約権

（２１）以下に掲げる金額

① 保険業法施行規則第７３条第３項において準用する同規則第７１条第１項に規定する再保険を付

した部分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）の金額

② 保険業法施行規則第７１条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金（以下「

出再責任準備金」という。）の金額

（２２）１株あたりの純資産額（銭単位で記載すること。）

（２３）会社計算規則第１８６条第１項に規定する額（同号中「繰延資産の部に計上した額」とあるのは、「繰

延資産の額」と読み替えるものとする。

（２４）会社計算規則第２条第３項第７２号で定める連結配当規制適用会社については、当該事業年度の末日

が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となる旨

（２５）事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事項が発生した場合にお

ける当該事象

（２６）その他会社の財産の状態を正確に判断するために必要な事項

２ 保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額がある場合は、「その他の資産」の前

に「保険業法第１１３条繰延資産」として記載すること。

３ 保険会社が地震保険に関する法律第３条第１項（政府の再保険）に規定する再保険契約を政府との間

で締結している場合には、当該保険会社において地震保険の責任準備金及び地震保険に係る受託金に対

応する資産を他の資産と区分して経理している場合における当該資産に係る評価差額については、「繰

延税金負債」の前に「地震保険評価差額金」として記載すること。

４ 法令等に基づき、又は会社の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げて

ある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。

５ 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総額の

１００分の１を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設け

て記載すること。

６ 関連当事者との取引に関する事項を会社計算規則第１４０条の規定に従い記載すること。

７ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。（記載上の注意

）

（生命保険相互会社） （単位：百万円） （生命保険相互会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額



（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ） （ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金 現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金

コ ー ル ロ ー ン 支 払 備 金 コ ー ル ロ ー ン 支 払 備 金

買 現 先 勘 定 責 任 準 備 金 買 現 先 勘 定 責 任 準 備 金

債券貸借取引支払保証金 社 員 配 当 準 備 金 債券貸借取引支払保証金 社 員 配 当 準 備 金

買 入 金 銭 債 権 代 理 店 借 買 入 金 銭 債 権 代 理 店 借

商 品 有 価 証 券 再 保 険 借 商 品 有 価 証 券 再 保 険 借

金 銭 の 信 託 短 期 社 債 金 銭 の 信 託 短 期 社 債

有 価 証 券 社 債 有 価 証 券 社 債

貸 付 金 そ の 他 負 債 貸 付 金 そ の 他 負 債

有 形 固 定 資 産 退 職 給 付 引 当 金 不 動 産 及 び 動 産 退 職 給 付 引 当 金

無 形 固 定 資 産 価 格 変 動 準 備 金 代 理 店 貸 価 格 変 動 準 備 金

代 理 店 貸 金融先物取引責任準備金 再 保 険 貸 金融先物取引責任準備金

再 保 険 貸 証 券 取 引 責 任 準 備 金 そ の 他 資 産 証 券 取 引 責 任 準 備 金

そ の 他 資 産 繰 延 税 金 負 債 繰 延 税 金 資 産 繰 延 税 金 負 債

繰 延 税 金 資 産 再評価に係る繰延税金負債 再評価に係る繰延税金資産 再評価に係る繰延税金負債

再評価に係る繰延税金資産 支 払 承 諾 支 払 承 諾 見 返 支 払 承 諾

支 払 承 諾 見 返 負債の部 合計 貸 倒 引 当 金 △ 負債の部 合計

貸 倒 引 当 金 △

（ 純 資 産 の 部 ） （ 資 本 の 部 ）

基 金 基 金

基 金 払 込 金 基 金 払 込 金

基 金 償 却 積 立 金 基 金 償 却 積 立 金

再 評 価 積 立 金 再 評 価 積 立 金

基金償却積立金減少差益 基金償却積立金減少差益

剰 余 金 剰 余 金

損 失 て ん 補 準 備 金 損 失 て ん 補 準 備 金

そ の 他 剰 余 金 任 意 積 立 金

社員配当平衡積立金 社員配当平衡積立金

○ ○ 積 立 金 ・ ・ ・ ・ ・

当期未処分剰余金 中 間 未 処 分 剰 余 金

基 金 等 合 計 額 （又は当中間処理損失）

その他有価証券評価差額金 中 間 純 剰 余

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 （又は当中間損失）

土 地 再 評 価 差 額 金 土 地 再 評 価 差 額 金

評価・換算差額等合計 株 式 等 評 価 差 額 金

純資産の部 合計 資本の部 合計



資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計 資 産 の 部 合 計 負債及び資本の部合計

（損害保険相互会社） （単位：百万円） （損害保険相互会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ） （ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金 現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金

コ ー ル ロ ー ン 支 払 備 金 コ ー ル ロ ー ン 支 払 備 金

買 現 先 勘 定 責 任 準 備 金 買 現 先 勘 定 責 任 準 備 金

債券貸借取引支払保証金 社 員 配 当 準 備 金 債券貸借取引支払保証金 社 員 配 当 準 備 金

買 入 金 銭 債 権 短 期 社 債 買 入 金 銭 債 権 短 期 社 債

商 品 有 価 証 券 社 債 商 品 有 価 証 券 社 債

金 銭 の 信 託 そ の 他 負 債 金 銭 の 信 託 そ の 他 負 債

有 価 証 券 退 職 給 付 引 当 金 有 価 証 券 退 職 給 付 引 当 金

貸 付 金 価 格 変 動 準 備 金 貸 付 金 価 格 変 動 準 備 金

有 形 固 定 資 産 金融先物取引責任準備金 不 動 産 及 び 動 産 金融先物取引責任準備金

無 形 固 定 資 産 証 券 取 引 責 任 準 備 金 そ の 他 資 産 証 券 取 引 責 任 準 備 金

そ の 他 資 産 繰 延 税 金 負 債 繰 延 税 金 資 産 繰 延 税 金 負 債

繰 延 税 金 資 産 再評価に係る繰延税金負債 再評価に係る繰延税金資産 再評価に係る繰延税金負債

再評価に係る繰延税金資産 支 払 承 諾 支 払 承 諾 見 返 支 払 承 諾

支 払 承 諾 見 返 負債の部 合計 貸 倒 引 当 金 △ 負債の部 合計

貸 倒 引 当 金 △

（ 純 資 産 の 部 ） （ 資 本 の 部 ）

基 金 基 金

基 金 払 込 金 基 金 払 込 金

基 金 償 却 積 立 金 基 金 償 却 積 立 金

再 評 価 積 立 金 基金償却積立金減少差益

基金償却積立金減少差益 剰 余 金

剰 余 金 損 失 て ん 補 準 備 金

損 失 て ん 補 準 備 金 任 意 積 立 金

そ の 他 剰 余 金 社員配当平衡積立金

社員配当平衡積立金 ・ ・ ・ ・ ・

○ ○ 積 立 金 中 間 未 処 分 剰 余 金

当期未処分剰余金 （又は中間未処理損失）

基 金 等 合 計 額 中 間 純 剰 余

その他有価証券評価差額金 （又は中間純損失）

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 土 地 再 評 価 差 額 金



土 地 再 評 価 差 額 金 株 式 等 評 価 差 額 金

評価・換算差額等合計 資本の部 合計

純資産の部 合計

資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計 資 産 の 部 合 計 負債及び資本の部合計

（記載上の注意） （記載上の注意）

１ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになる １ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかにな

ように記載すること。 るように記載すること。

（１）継続企業の前提（会社法計算規則第１３１条に規定するものをいう。以下同じ。）に重要な疑義を抱 ⑴ 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項

かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 ① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 ② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 ③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 ④ 当該重要な疑義の影響を中間財務諸表に反映しているか否か

④ 当該重要な疑義の影響の計算書類への反映の有無 ⑵ 有価証券の評価基準及び評価方法

（２）次に掲げる会計方針に関する事項 ⑶ 金銭の信託の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法。また、保険業法第１１２条第１項による評価換えをしたとき ⑷ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

は、その旨 ⑸ 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法

② 金銭の信託の評価基準及び評価方法 ⑹ 不動産及び動産の減価償却の方法

③ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 ⑺ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準

④ 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差 ⑻ 貸倒引当金の計上方法（当中間期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査定基準の整

額 備の状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況についても、できるだけ詳細

⑤ 有形固定資産の減価償却の方法 に記載すること。）

⑥ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 ⑼ 退職給付引当金の計上方法

⑦ 貸倒引当金の計上方法（当期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査定基準の整備の ⑽ 価格変動準備金、金融先物取引責任準備金及び証券取引責任準備金の計上方法

状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況についても、できるだけ詳細に記 ⑾ ヘッジ会計の方法

載すること。） ⑿ その他採用した重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りで

⑧ 退職給付引当金の計上方法 ない。

⑨ 価格変動準備金、金融先物取引責任準備金及び証券取引責任準備金の計上方法 ⒀ 会計方針又は記載方法を変更したときは、その旨及びその変更による増減額。ただし、その変更

⑩ ヘッジ会計の方法 又は変更による影響が軽微であるときは、この限りでない。

⑪ その他採用した重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りで ⒁ 貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３ヵ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその

ない。 合計額。なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。

（３）会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） ⒂ 固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その変更が軽微であると

① 会計処理の原則又は手続きを変更したとき（当該連結中間会計期間の直前の事業年度に係る財務 きは、この限りでない。

諸表作成に当たり会計処理の原則又は手続について変更が行われており、当該中間連結会計期間の ⒃ 不動産及び動産の減価償却累計額及び圧縮記帳額

直前の中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表作成上の会計処理の原則及び手続との間に相違が ⒄ 保険業法第１１８条に規定する特別勘定の資産及び負債の額

みられるときを含む。）は、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容 ⒅ リース契約（ファイナンス・リース取引に該当するもの）により使用する重要な不動産及び動産

② 表示方法を変更したときは、その内容 ⒆ 重要な係争事件に係る損害賠償義務。ただし、負債の部に計上したときは、この限りでない。

（４）有価証券の貸付けを行っている場合には、その旨及び金額（金額は貸借対照表価額とし、消費貸借 ⒇ 生命保険会社にあっては、社員配当準備金の増減異動及び社員配当金の支払額



契約によるもの、使用貸借契約又は賃貸借契約によるものに分けて記載すること。） （２１） その他会社の財産の状態を正確に判断するために必要な事項

（５）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３ヵ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合 （２２） 子会社の株式又は持分の額

計額。なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 （２３） 担保に供している資産の額及び担保付き債務の額

（６）有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その （２４） 有価証券の貸付けを行っている場合には、その旨及び金額（金額は貸借対照表価額とし、消費貸

変更が軽微であるときは、この限りでない。 借契約、使用貸借契約又は賃貸借契約によるものに分けて記載すること。

（７）有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 （２５） 中間貸借対照表上の純資産額から基金払込金、土地再評価差額金及び株式等評価差額金の合計額

（８）資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額（一括して注記 を控除した金額が、基金、基金償却積立金、再評価積立金及び損失てん補準備金の合計額を下回る

することが適当な場合にあっては、一括した引当金の金額） 場合には、その差額

（９）保険業法第１１８条に規定する特別勘定の資産及び負債の額 （２６） 以下に掲げる金額

（１０）取締役、監査役及び執行役（委員会設置会社等にあっては、取締役及び執行役）との間の取引によ ① 出再支払備金の金額

る取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権及び金銭債務があるときは、金銭債権の総額及び金銭 ② 出再責任準備金の金額

債務の総額。ただし、普通保険約款による取引に係るものは、この限りでない。 ２ 保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額がある場合は、「その他資産」の内訳

（１１）子会社（保険業法第２条第１２項に規定する子会社をいう。以下同じ。）に対する金銭債権総額及 として「保険業法第１１３条繰延資産」を記載すること。

び金銭債務総額 ３ 消費貸借契約等により貸し付けている有価証券は、その種類毎に商品有価証券、有価証券、その他

（１２）次に掲げるもの（重要でないものを除く。）の発生の主な原因別の内訳 資産に計上し、その合計額を注記すること。

①繰延税金資産（その算定にあたり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を ４ 損害保険会社が地震保険に関する法律第３条第１項（政府の再保険）に規定する再保険契約を政府と

含む。） の間で締結している場合には、当該損害保険会社において地震保険の責任準備金及び地震保険に係る

②繰延税金負債 受託金に対応する資産を他の資産と区分して経理している場合における当該資産に係る評価差額につ

（１３）リース契約（ファイナンス・リース取引に該当するもの）により使用する重要な不動産及び動産 いては、「繰延税金負債」の前に「地震保険評価差額金」として記載すること。

（１４）重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額。 ５ 法令等に基づき、又は会社の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げ

（１５）生命保険会社にあっては、契約者配当準備金の増減異動及び契約者配当金の支払額 てある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。

（１６）親会社株式の金額 ６ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。

（１７）子会社等（保険業法第１１０条第２項に規定する子会社等をいう。）の株式又は出資金の総額

（１８）保険業法第９２条の規定による組織変更剰余金額又は同法第１６４条第５項（同法第１６５条第２

項において準用する場合を含む。）において準用する同法第９２条の規定による合併剰余金額

（１９）資産が担保に供されている場合における当該資産の内容及びその金額並びに担保に係る債務の金額

（２０）純資産の部に計上した額の合計額から次に掲げる科目の合計額を控除した額が、資本金、資本準備

金及び利益準備金の合計額を下回る場合には、その差額

①申込期日経過後における新株式申込証拠金

②評価・換算差額等

③新株予約権

（２１）以下に掲げる金額

① 保険業法施行規則第７３条第３項において準用する同規則第７１条第１項に規定する再保険を付

した部分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）の金額

② 保険業法施行規則第７１条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金（以下「

出再責任準備金」という。）の金額

（２２）会社計算規則第１８６条第１項に規定する額（同号中「繰延資産の部に計上した額」とあるのは、「繰

延資産の額」と読み替えるものとする。

（２３）会社計算規則第２条第３項第７２号で定める連結配当規制適用会社については、当該事業年度の末日



が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となる旨

（２４）事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事項が発生した場合にお

ける当該事象

（２５）その他会社の財産の状態を正確に判断するために必要な事項

２ 保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額がある場合は、「その他の資産」の前

に「保険業法第１１３条繰延資産」として記載すること。

３ 保険会社が地震保険に関する法律第３条第１項（政府の再保険）に規定する再保険契約を政府との間

で締結している場合には、当該保険会社において地震保険の責任準備金及び地震保険に係る受託金に対

応する資産を他の資産と区分して経理している場合における当該資産に係る評価差額については、「繰

延税金負債」の前に「地震保険評価差額金」として記載すること。

４ 法令等に基づき、又は会社の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げて

ある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。

５ 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総額の

１００分の１を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設け

て記載すること。

６ 関連当事者との取引に関する事項を会社計算規則第１４０条の規定に従い記載すること。

７ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。（記載上の注意

）

第３ 第３

年 月 日から 年 月 日から

年度 中間損益計算書 年度 中間損益計算書

年 月 日まで 年 月 日まで

（生命保険株式会社） （単位：百万円） （生命保険株式会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

経 常 収 益 経 常 収 益

保 険 料 等 収 入 保 険 料 等 収 入

（ う ち 保 険 料 ） （ う ち 保 険 料 ）

資 産 運 用 収 益 資 産 運 用 収 益

経 （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 ） 経 （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 ）

（ う ち 特 定 取 引 収 益 ） （ う ち 特 定 取 引 収 益 ）

（ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益 ） （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益 ）

（ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 ） （ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 ）

常 （ う ち 有 価 証 券 売 却 益 ） 常 （ う ち 有 価 証 券 売 却 益 ）

（ う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 益 ） （ う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 益 ）



そ の 他 経 常 収 益 そ の 他 経 常 収 益

損 経 常 費 用 損 経 常 費 用

保 険 金 等 支 払 金 保 険 金 等 支 払 金

（ う ち 保 険 金 ） （ う ち 保 険 金 ）

（ う ち 年 金 ） （ う ち 年 金 ）

益 （ う ち 給 付 金 ） 益 （ う ち 給 付 金 ）

（ 解 約 返 戻 金 ） （ 解 約 返 戻 金 ）

責 任 準 備 金 等 繰 入 額 責 任 準 備 金 等 繰 入 額

（ 支 払 備 金 繰 入 額 ） （ 支 払 備 金 繰 入 額 ）

（ 責 任 準 備 金 繰 入 額 ） （ 責 任 準 備 金 繰 入 額 ）

（ う ち 契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額 ） （ う ち 契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額 ）

資 産 運 用 費 用 資 産 運 用 費 用

（ う ち 支 払 利 息 ） （ う ち 支 払 利 息 ）

（ う ち 特 定 取 引 費 用 ） （ う ち 特 定 取 引 費 用 ）

（ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損 ） （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損 ）

（ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 ） （ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 ）

（ う ち 有 価 証 券 売 却 損 ） （ う ち 有 価 証 券 売 却 損 ）

（ う ち 有 価 証 券 評 価 損 ） （ う ち 有 価 証 券 評 価 損 ）

（ う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 損 ） （ う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 損 ）

事 業 費 事 業 費

そ の 他 経 常 費 用 そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

特 別 利 益 特 別 利 益

特 特

別 別

損 損

益 特 別 損 失 益 特 別 損 失

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額 契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額

税 引 前 中 間 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ） 税 引 前 中 間 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ）

法 人 税 及 び 住 民 税 法 人 税 及 び 住 民 税

法 人 税 等 調 整 額 法 人 税 等 調 整 額

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ） 中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）



前 期 繰 越 利 益 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ）

・ ・ ・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額

利 益 準 備 金 取 崩 額

中 間 未 処 分 利 益 （ 又 は 中 間 未 処 理 損 失 ）

（損害保険株式会社） （単位：百万円） （損害保険株式会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

経 経 常 収 益 経 経 常 収 益

保 険 引 受 収 益 保 険 引 受 収 益

常 （ う ち 正 味 収 入 保 険 料 ） 常 （ う ち 正 味 収 入 保 険 料 ）

（ う ち 収 入 積 立 保 険 料 ） （ う ち 収 入 積 立 保 険 料 ）

損 （ う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益 ） 損 （ う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益 ）

資 産 運 用 収 益 資 産 運 用 収 益

益 （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 収 入 ） 益 （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 収 入 ）

（ う ち 特 定 取 引 収 益 ） （ う ち 特 定 取 引 収 益 ）

の （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益 ） の （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益 ）

（ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 ） （ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 ）

部 （ う ち 有 価 証 券 売 却 益 ） 部 （ う ち 有 価 証 券 売 却 益 ）

（ う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替 ） （ う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替 ）

そ の 他 経 常 収 益 そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用 経 常 費 用

保 険 引 受 費 用 保 険 引 受 費 用

（ う ち 正 味 支 払 保 険 金 ） （ う ち 正 味 支 払 保 険 金 ）

（ う ち 損 害 調 査 費 ） （ う ち 損 害 調 査 費 ）

（ う ち 諸 手 数 料 及 び 集 金 費 ） （ う ち 諸 手 数 料 及 び 集 金 費 ）

（ う ち 満 期 返 戻 金 ） （ う ち 満 期 返 戻 金 ）

（ う ち 支 払 備 金 繰 入 額 ） （ う ち 支 払 備 金 繰 入 額 ）

（ う ち 責 任 準 備 金 繰 入 額 ） （ う ち 責 任 準 備 金 繰 入 額 ）

資 産 運 用 費 用 資 産 運 用 費 用

（ う ち 特 定 取 引 費 用 ） （ う ち 特 定 取 引 費 用 ）

（ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損 ） （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損 ）

（ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 ） （ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 ）

（ う ち 有 価 証 券 売 却 損 ） （ う ち 有 価 証 券 売 却 損 ）

（ う ち 有 価 証 券 評 価 損 ） （ う ち 有 価 証 券 評 価 損 ）

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 費 及 び 一 般 管 理 費



そ の 他 経 常 費 用 そ の 他 経 常 費 用

（ う ち 支 払 利 息 ） （ う ち 支 払 利 息 ）

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

特 特 別 利 益 特 特 別 利 益

別 別

損 損

益 益

の 特 別 損 失 の 特 別 損 失

部 部

税 引 前 中 間 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ） 税 引 前 中 間 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ）

法 人 税 及 び 住 民 税 法 人 税 及 び 住 民 税

法 人 税 等 調 整 額 法 人 税 等 調 整 額

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ） 中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

前 期 繰 越 利 益 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ）

・ ・ ・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額

利 益 準 備 金 取 崩 額

中 間 未 処 分 利 益 （ 又 は 中 間 未 処 理 損 失 ）

（生命保険相互会社） （単位：百万円） （生命保険相互会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

経 経 常 収 益 経 経 常 収 益

保 険 料 等 収 入 保 険 料 等 収 入

常 （ う ち 保 険 料 ） 常 （ う ち 保 険 料 ）

資 産 運 用 収 益 資 産 運 用 収 益

損 （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 ） 損 （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 ）

（ う ち 特 定 取 引 収 益 ） （ う ち 特 定 取 引 収 益 ）

益 （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益 ） 益 （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益 ）

（ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 ） （ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 ）

の （ う ち 有 価 証 券 売 却 益 ） の （ う ち 有 価 証 券 売 却 益 ）

（ う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 益 ） （ う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 益 ）

部 そ の 他 経 常 収 益 部 そ の 他 経 常 収 益



経 常 費 用 経 常 費 用

保 険 金 等 支 払 金 保 険 金 等 支 払 金

（ う ち 保 険 金 ） （ う ち 保 険 金 ）

（ う ち 年 金 ） （ う ち 年 金 ）

（ う ち 給 付 金 ） （ う ち 給 付 金 ）

（ う ち 解 約 返 戻 金 ） （ う ち 解 約 返 戻 金 ）

責 任 準 備 金 等 繰 入 額 責 任 準 備 金 等 繰 入 額

（ う ち 支 払 備 金 繰 入 額 ） （ う ち 支 払 備 金 繰 入 額 ）

（ う ち 責 任 準 備 金 繰 入 額 ） （ う ち 責 任 準 備 金 繰 入 額 ）

（ う ち 社 員 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額 ） （ う ち 社 員 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額 ）

資 産 運 用 費 用 資 産 運 用 費 用

（ う ち 支 払 利 息 ） （ う ち 支 払 利 息 ）

（ う ち 特 定 取 引 費 用 ） （ う ち 特 定 取 引 費 用 ）

（ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損 ） （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損 ）

（ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 ） （ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 ）

（ う ち 有 価 証 券 売 却 損 ） （ う ち 有 価 証 券 売 却 損 ）

（ う ち 有 価 証 券 評 価 損 ） （ う ち 有 価 証 券 評 価 損 ）

（ う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 損 ） （ う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 損 ）

事 業 費 事 業 費

そ の 他 経 常 費 用 そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

特 特 別 利 益 特 特 別 利 益

別 別

損 損

益 益

の 特 別 損 失 の 特 別 損 失

部 部

税 引 前 中 間 純 剰 余 （ 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ） 税 引 前 中 間 純 剰 余 （ 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ）

法 人 税 及 び 住 民 税 法 人 税 及 び 住 民 税

法 人 税 等 調 整 額 法 人 税 等 調 整 額

中 間 純 剰 余 （ 又 は 中 間 純 損 失 ） 中 間 純 剰 余 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

前 期 繰 越 剰 余 金 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ）

・ ・ ・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額



中 間 未 処 分 剰 余 金 （ 又 は 中 間 未 処 理 損 失 ）

（損害保険相互会社） （単位：百万円） （損害保険相互会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

経 経 常 収 益 経 経 常 収 益

保 険 引 受 収 益 保 険 引 受 収 益

常 （ う ち 正 味 収 入 保 険 料 ） 常 （ う ち 正 味 収 入 保 険 料 ）

（ う ち 収 入 積 立 保 険 料 ） （ う ち 収 入 積 立 保 険 料 ）

損 （ う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益 ） 損 （ う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益 ）

資 産 運 用 収 益 資 産 運 用 収 益

益 （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 収 入 ） 益 （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 収 入 ）

（ う ち 特 定 取 引 収 益 ） （ う ち 特 定 取 引 収 益 ）

の （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益 ） の （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益 ）

（ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 ） （ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 ）

部 （ う ち 有 価 証 券 売 却 益 ） 部 （ う ち 有 価 証 券 売 却 益 ）

（ う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替 ） （ う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替 ）

そ の 他 経 常 収 益 そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用 経 常 費 用

保 険 引 受 費 用 保 険 引 受 費 用

（ う ち 正 味 支 払 保 険 金 ） （ う ち 正 味 支 払 保 険 金 ）

（ う ち 損 害 調 査 費 ） （ う ち 損 害 調 査 費 ）

（ う ち 諸 手 数 料 及 び 集 金 費 ） （ う ち 諸 手 数 料 及 び 集 金 費 ）

（ う ち 満 期 返 戻 金 ） （ う ち 満 期 返 戻 金 ）

（ う ち 支 払 備 金 繰 入 額 ） （ う ち 支 払 備 金 繰 入 額 ）

（ う ち 責 任 準 備 金 繰 入 額 ） （ う ち 責 任 準 備 金 繰 入 額 ）

資 産 運 用 費 用 資 産 運 用 費 用

（ う ち 特 定 取 引 費 用 ） （ う ち 特 定 取 引 費 用 ）

（ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損 ） （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損 ）

（ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 ） （ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 ）

（ う ち 有 価 証 券 売 却 損 ） （ う ち 有 価 証 券 売 却 損 ）

（ う ち 有 価 証 券 評 価 損 ） （ う ち 有 価 証 券 評 価 損 ）

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 費 及 び 一 般 管 理 費

そ の 他 経 常 費 用 そ の 他 経 常 費 用

（ う ち 支 払 利 息 ） （ う ち 支 払 利 息 ）



経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

特 特 別 利 益 特 特 別 利 益

別 別

損 損

益 益

の の

部 特 別 損 失 部 特 別 損 失

税 引 前 中 間 純 剰 余 （ 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ） 税 引 前 中 間 純 剰 余 （ 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ）

法 人 税 及 び 住 民 税 法 人 税 及 び 住 民 税

法 人 税 等 調 整 額 法 人 税 等 調 整 額

中 間 純 剰 余 （ 又 は 中 間 純 損 失 ） 中 間 純 剰 余 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

前 期 繰 越 剰 余 金 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ）

・ ・ ・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額

利 益 準 備 金 取 崩 額

中 間 未 処 分 剰 余 金 （ 又 は 中 間 未 処 理 損 失 ）

（記載上の注意） （記載上の注意）

１ 次の事項を注記すること。ただし、貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 １ 次の事項を注記すること。ただし、中間貸借対照表に記載したものは、この限りでない。

（１）損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、こ ⑴ 中間損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針

の限りでない。 は、この限りでない。

（２）会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） ⑵ 中間損益計算書の作成に関する会計方針又は記載方法を変更したときは、その旨及びその変更に

① 会計処理の原則又は手続きを変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与 よる増減額。ただし、その変更又は変更による影響が軽微であるときは、この限りでない。

えている影響の内容 ⑶ 生命保険会社にあっては、有価証券売却益、有価証券売却損及び有価証券評価損の主な内訳

② 表示方法を変更したときは、その内容 ⑷ 以下の収益及び費用に関する内訳（ただし、①から③までの注記は、生命保険会社を除く。）

（３）子会社等との営業取引における取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額 ① 正味収入保険料の計算上差し引かれた支払再保険料の金額

（４）生命保険会社にあっては、有価証券売却益、有価証券売却損及び有価証券評価損の主な内訳 ② 正味支払保険金の計算上差し引かれた回収再保険金の金額

（５）以下の収益及び費用に関する内訳（ただし、①から③まで及び⑥の注記は、生命保険会社を除く。 ③ 諸手数料及び集金費の計算上差し引かれた出再保険手数料の金額

） ④ 支払備金繰入額又は支払備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再支払備金

① 正味収入保険料の計算上差し引かれた支払再保険料の金額 繰入額又は出再支払備金戻入額

② 正味支払保険金の計算上差し引かれた回収再保険金の金額 ⑤ 責任準備金繰入額又は責任準備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再責任

③ 諸手数料及び集金費の計算上差し引かれた出再保険手数料の金額 準備金繰入額又は出再責任準備金戻入額

④ 支払備金繰入額又は支払備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再支払備金繰 ⑥ 利息及び配当金等収入（損害保険会社にあっては、利息及び配当金収入）の資産源泉別内訳

入額又は出再支払備金戻入額 ⑸ 特定取引勘定及び売買目的有価証券に係るそれぞれの利息及び配当金収入、売却損益及び評価損

⑤ 責任準備金繰入額又は責任準備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再責任準 益の金額



備金繰入額又は出再責任準備金戻入額 ⑹ 法人税及び住民税と法人税等調整額とを一括して記載したときは、その旨

⑥ 利息及び配当金収入の資産源泉別内訳 ⑺ １株当たりの中間純利益又は中間純損失の額（銭単位で記載すること。）

（６）商品有価証券及び売買目的有価証券に係るそれぞれの利息及び配当金収入、売却損益及び評価損益 ⑻ その他会社の損益の状態を正確に判断するために必要な事項

の金額 ２ 積立金取崩額には、一定の目的のために留保した積立金をその目的に従い取り崩した額を、当該積

（７）金銭の信託及び金融派生商品に係るそれぞれの評価損益の金額 立金の名称を付した科目をもって記載すること。

（８）１株当たりの当期純利益又は当期純損失の額（銭単位で記載すること。） ３ 法令等に基づき、又は会社の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げ

（９）その他会社の損益の状態を正確に判断するために必要な事項 てある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。

２ 法令等に基づき、又は会社の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げて ４ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。

ある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。

３ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。

第４ 第４

年 月 日から 年 月 日から

年度中 中間キャッシュ・フロー計算書 年度中 中間キャッシュ・フロー計算書

年 月 日まで 年 月 日まで

（生命保険株式会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円） （生命保険株式会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

保険料等収入 保険料等収入

保険金支払による支出 保険金支払による支出

年金支払による支出 年金支払による支出

給付金支払による支出 給付金支払による支出

解約返戻金支払による支出 解約返戻金支払による支出

事業費の支出 事業費の支出

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

契約者配当金の支払額 契約者配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー



Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

株式の発行による収入 株式の発行による収入

自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出

配当金の支払額 配当金の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高

（生命保険株式会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円） （生命保険株式会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円）



科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益（損失） 税引前中間純利益（損失）

減価償却費 減価償却費

支払備金の増加額 支払備金の増加額

責任準備金の増加額 責任準備金の増加額

契約者配当準備金積立利息繰入額 契約者配当準備金積立利息繰入額

契約者配当準備金繰入額 契約者配当準備金繰入額

貸倒引当金の増加額 貸倒引当金の増加額

退職給付引当金の増加額 退職給付引当金の増加額

価格変動準備金の増加額 価格変動準備金の増加額

金融先物取引責任準備金の増加額 金融先物取引責任準備金の増加額

証券取引責任準備金の増加額 証券取引責任準備金の増加額

利息及び配当金等収入 利息及び配当金等収入

有価証券関係損益 有価証券関係損益

支払利息 支払利息

固定資産関係損益 不動産動産関係損益

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

契約者配当金の支払額 契約者配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他



Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

株式の発行による収入 株式の発行による収入

自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出

配当金の支払額 配当金の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高

（損害保険株式会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円） （損害保険株式会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

保険料の収入 保険料の収入

積立保険料の収入 積立保険料の収入

保険金の支出 保険金の支出

損害調査費の支出 損害調査費の支出

諸手数料及び集金費の支出 諸手数料及び集金費の支出

満期返戻金の支出 満期返戻金の支出

契約者配当金の支出 契約者配当金の支出



営業費及び一般管理費の支出 営業費及び一般管理費の支出

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金の受取額 利息及び配当金の受取額

利息の支払額 利息の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

株式の発行による収入 株式の発行による収入

自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出

配当金の支払額 配当金の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額



Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高

（損害保険株式会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円） （損害保険株式会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益（損失） 税引前中間純利益（損失）

減価償却費 減価償却費

支払備金の増加額 支払備金の増加額

責任準備金の増加額 責任準備金の増加額

貸倒引当金の増加額 貸倒引当金の増加額

退職給付引当金の増加額 退職給付引当金の増加額

価格変動準備金の増加額 価格変動準備金の増加額

金融先物取引責任準備金の増加額 金融先物取引責任準備金の増加額

証券取引責任準備金の増加額 証券取引責任準備金の増加額

利息及び配当金収入 利息及び配当金収入

有価証券関係損益 有価証券関係損益

支払利息 支払利息

固定資産関係損益 不動産動産関係損益

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金の受取額 利息及び配当金の受取額

利息の支払額 利息の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出



金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

株式の発行による収入 株式の発行による収入

自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出

配当金の支払額 配当金の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高

（生命保険相互会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円） （生命保険相互会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

保険料等収入 保険料等収入



保険金支払による支出 保険金支払による支出

年金支払による支出 年金支払による支出

給付金支払による支出 給付金支払による支出

解約返戻金支払による支出 解約返戻金支払による支出

事業費の支出 事業費の支出

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

社員配当金の支払額 社員配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

基金の募集による収入 基金の募集による収入

基金の償却による支出 基金の償却による支出



基金利息の支払額 基金利息の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高

（生命保険相互会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円） （生命保険相互会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純剰余（損失） 税引前中間純剰余（損失）

減価償却費 減価償却費

支払備金の増加額 支払備金の増加額

責任準備金の増加額 責任準備金の増加額

社員配当準備金積立利息繰入額 社員配当準備金積立利息繰入額

貸倒引当金の増加額 貸倒引当金の増加額

退職給付引当金の増加額 退職給付引当金の増加額

価格変動準備金の増加額 価格変動準備金の増加額

金融先物取引責任準備金の増加額 金融先物取引責任準備金の増加額

証券取引責任準備金の増加額 証券取引責任準備金の増加額

利息及び配当金等収入 利息及び配当金等収入

有価証券関係損益 有価証券関係損益

支払利息 支払利息

固定資産関係損益 不動産動産関係損益

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

社員配当金の支払額 社員配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額



営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

基金の募集による収入 基金の募集による収入

基金の償却による支出 基金の償却による支出

基金利息の支払額 基金利息の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

５

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高



（損害保険相互会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円） （損害保険相互会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

保険料の収入 保険料の収入

積立保険料の収入 積立保険料の収入

保険金の支出 保険金の支出

損害調査費の支出 損害調査費の支出

諸手数料及び集金費の支出 諸手数料及び集金費の支出

満期返戻金の支出 満期返戻金の支出

営業費及び一般管理費の支出 営業費及び一般管理費の支出

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金の受取額 利息及び配当金の受取額

利息の支払額 利息の支払額

社員配当金の支払額 社員配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー



Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

基金の募集による収入 基金の募集による収入

基金の償却による支出 基金の償却による支出

基金利息の支払額 基金利息の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高

（損害保険相互会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円） （損害保険相互会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純剰余（損失） 税引前中間純剰余（損失）

減価償却費 減価償却費

支払備金の増加額 支払備金の増加額

責任準備金の増加額 責任準備金の増加額

貸倒引当金の増加額 貸倒引当金の増加額

退職給付引当金の増加額 退職給付引当金の増加額

金融先物取引責任準備金の増加額 金融先物取引責任準備金の増加額

証券取引責任準備金の増加額 証券取引責任準備金の増加額

価格変動準備金の増加額 価格変動準備金の増加額

利息及び配当金収入 利息及び配当金収入

有価証券関係損益 有価証券関係損益

支払利息 支払利息

固定資産関係損益 不動産動産関係損益



その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金の受取額 利息及び配当金の受取額

利息の支払額 利息の支払額

社員配当金の支払額 社員配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

基金の募集による収入 基金の募集による収入

基金の償却による支出 基金の償却による支出

基金利息の支払額 基金利息の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額



Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高

（注１） Ⅱ①は、資産運用活動によるキャッシュ・フローをいう。 （注１） Ⅱ①は、資産運用活動によるキャッシュ・フローをいう。

（注２） （Ⅰ＋Ⅱ①）は、営業活動によるキャッシュ・フローと資産運用活動によるキャッシュ・フロー （注２） （Ⅰ＋Ⅱ①）は、営業活動によるキャッシュ・フローと資産運用活動によるキャッシュ・フロー

の合計をいう。 の合計をいう。

（記載上の注意） （記載上の注意）

１ 中間連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には作成を要しない。 １ 中間連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には作成を要しない。

２ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。 ２ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。

３ 法令等に基づき、又は会社のキャッシュ・フローの状態を明らかにするために必要があるときは、 ３ 法令等に基づき、又は会社のキャッシュ・フローの状態を明らかにするために必要があるときは、

この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。

また、金額の重要性が乏しい科目については、「その他」として一括して記載することができる。 また、金額の重要性が乏しい科目については、「その他」として一括して記載することができる。
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現行 改正後 備考 

 
 
第５ 株主資本等変動計算書 
 

株主資本 評価・換算差額等 
資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 
資本金 

資本準備

金 
その他資

本剰余金 
資本剰余

金合計 
利益準備

金 ○○立金 繰越利益剰

余 

剰余金  

合計 

自己資本 株主資本 

合計 
その他有

価証券評

価差額金

繰延ヘッ

ジ損益 
土地再評

価差額金 
評価・換

算差額等

合計 

新株  

予約権 
純資産 

合計 

前事業年度末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

当中間期変動額                 
新株の発行 ×××        ×××     ×××

剰余金の配当     ××× ××× ××× △××× △×××     △×××

当期純利益        ×××     ×××

自己株式の処分 △××× ×××    △××× △××× △×××     △×××

・・・・・                 
株主資本以外の項目の

当中間期変動額（純額） 
          ××× ××× ××× ××× ×××

当中間期変動額合計 ××× ××× － － ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

当中間期末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

 
（記載上の注意） 
１ 株主資本の変動事由及び金額の記載は、概ね、貸借対照表における記載の順序によること。 
２ 株主資本以外の項目について、当事業年度変動額を、変動事由ごとに記載することができる。この場合には、変動事由及び金額の記載は、概ね、貸借対照表における記載の順序によること。 
３ その他資本準備金、その他利益準備金、及び評価・換算差額等は、上記の科目以外の適当な名称を付した科目に細分し、記載することができる。 
４ その他利益剰余金及び評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前事業年度末残高、当中間期変動額及び当中間期末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記する

こと。 
５ 合計欄の記載は省略することができる。 
６ 以下の項目につき注記すること。ただし、連結財務諸表を作成する保険会社は、②以外の事項は省略することができる。 
① 当該中間期の末日における発行済株式の数（種類株式発行保険会社（剰余金の配当その他の会社法第 108条第 1項各号に掲げる事項について内容の異なる２以上の種類の株式を発行する保険会社をいう。以下同じ。）にあつ
ては、種類ごとの発行済株式の数 

② 当該中間期の末日における自己株式の数（種類株式発行保険会社にあつては、種類ごとの自己株式の数） 
③ 当該中間期に行った剰余金の配当に関する事項 
④ 当該中間期の末日後に行う剰余金の配当（当該中間期に係る定時株主総会の締結後に会社法第 454条第 1項各号に掲げる事項を定めるものを除く。）に関する事項 
⑤ 当該中間期の末日における保険会社が発行している新株予約権（会社法第 236条第 1項第 4号の期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる当該株式会社の株式の数（種類株式発行会社にあつては、種類及び種
類ごとの数） 
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現行 改正後 備考 

 
 
第５ 基金等変動計算書 
 

基金等 評価・換算差額等 
剰余金 

損失てん

補準備金 
その他剰余金 剰余金合計 

 
基金 基金償却

積立金 
再評価積

立金 
基金償却

積立金減

少差益 

 社員配当平

衡積立金 
○○積立金 当期未処分

剰余金 
 

基金等合計 その他有価

証券評価差

額金 

繰延ヘッジ

損益 
土地再評価

差額金 
評価・換算差

額等合計 

純資産合計 

前事業年度末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

当中間期変動額                
基金の募集 ×××         ×××     ×××

剰余金処分     ××× ××× ××× △××× △××× △×××     △×××

当期純剰余        ×××  ×××     ×××

基金の償還 △××× ×××    △×××  △××× △×××     △×××

・・・・・                
基金等以外の項目の当

中間期変動額（純額） 
          ××× ××× ××× ××× ×××

当中間期変動額合計 ××× ××× － － ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

当中間期末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

 
（記載上の注意） 
１ 基金等の変動事由及び金額の記載は、概ね、貸借対照表における記載の順序によること。 
２ 基金等以外の項目について、当中間期変動額を、変動事由ごとに記載することができる。この場合には、変動事由及び金額の記載は、概ね、貸借対照表における記載の順序によること。 
３ その他剰余金及び評価・換算差額等は、上記の科目以外の適当な名称を付した科目に細分し、記載することができる。 
４ その他剰余金及び評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前事業年度末残高、当中間期変動額及び当中間期末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 
５ 合計欄の記載は省略することができる。 
６ 剰余金処分欄には、前事業年度の「剰余金処分に関する書面」の剰余金処分額のうち、社員配当準備金および差引純剰余金に対応する金額を記載すること。 
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改正後 現行 

 
第６ 

年度中（  年  月  日現在）保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 

 

１ ソルベンシー・マージン総額 

 ソルベンシー・マージン総額（Ａ） 百万円

（記載上の注意） 

  保険業法第１３０条第１号に掲げる額をいう。 

 

２ リスク合計額 

 リスクの合計額（Ｂ） 百万円

（記載上の注意） 

  保険業法第１３０条第２号に掲げる額をいう。 

 

３ 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 

 （Ａ）／{（１／２）×（Ｂ）｝ ％

 

 
第５ 

年度中（  年  月  日現在）保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 

 

１ ソルベンシー・マージン総額 

 ソルベンシー・マージン総額（Ａ） 百万円

（記載上の注意） 

  保険業法第１３０条第１号に掲げる額をいう。 

 

２ リスク合計額 

 リスクの合計額（Ｂ） 百万円

（記載上の注意） 

  保険業法第１３０条第２号に掲げる額をいう。 

 

３ 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 

 （Ａ）／{（１／２）×（Ｂ）｝ ％

 

 
 



 
改正後 現行 

別紙様式第１１号の７（第５９条関係） 

（平１６内府令６６）

（日本工業規格Ａ４）

 

   年  月  日から 
  年度                 中間連結業務報告書 

年  月  日まで 
 

年   月   日

金融庁長官 殿 

 

住   所 

会 社 名 

代表取締役   氏 名      印 

 

       年   月   日から     年   月   日までの当社及び子会社等の業務及び財産

の状況を次のとおり報告します。 

 

目   次 

 

第１ 中間事業概況書 

 １ 事業の概要 

 ２ 子会社等の状況 

第２ 中間連結財務諸表 

 １ 中間連結財務諸表の作成方針 

 ２ 中間連結貸借対照表 

 ３ 中間連結損益計算書 

 ４ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 ５ 中間連結株主資本等変動計算書等 
 

（記載上の注意） 

１ 委員会設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記載すること。 

  

（削除） 

 

２ 保険会社及び子会社等（保険業法第１１０条第２項に規定する子会社等をいう。以下同じ。）の事業の内容 
を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる事項を細分し、又は新たに項目を設けて記載する

こと。 

 

 

別紙様式第１１号の７（第５９条関係） 

（平１６内府令６６）

（日本工業規格Ａ４）

 

   年  月  日から 
年度                中間連結業務報告書 

年  月  日まで 
 

年   月   日

金融庁長官 殿 

 

住   所 

会 社 名 

代表取締役   氏 名      印 

 

       年   月   日から     年   月   日までの当社及び子会社等の業務及び財産

の状況を次のとおり報告します。 

 

目   次 

 

第１ 中間営業概況書 

 １ 営業の概要 

 ２ 子会社等の状況 

第２ 中間連結財務諸表 

 １ 中間連結財務諸表の作成方針 

 ２ 中間連結貸借対照表 

 ３ 中間連結損益計算書 

 ４ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 ５ 中間連結剰余金計算書 

 

（記載上の注意） 

１ 委員会等設置会社及び委員会等設置相互会社（以下「委員会等設置会社等」という。）にあっては、提出者

欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記載すること。 

２ 相互会社が中間連結業務報告書を作成する場合においては、この様式中「中間営業概況書」を「中間事業概

況書」に、「営業の概要」を「事業の概要」に改めて記載すること。 

３ 保険会社及び子会社等（保険業法第１１０条第２項に規定する子会社等をいう。以下同じ。）の営業の内容

を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる事項を細分し、又は新たに項目を設けて記載する

こと。 
 
 



 

第１ 
  年  月  日から 

  年度                中間事業概況書 
年  月  日まで 

 

１ 事業の概要 

（記載上の注意） 

  保険会社及びその子会社等について、主要な事業の内容のほか、主要勘定の増減の事由及びその他事業の状況

の推移に関する重要な事項を記載すること。 

 

２ 子会社等の状況 

（１）子会社等数の増減 

 前期末 当中間期末 増減（△） 

子 会 社    

子 法 人 等    

関 連 法 人 等    

合 計    

（記載上の注意） 

 １ 「子会社」とは保険業法第２条第１２項に規定する子会社を、「子法人等」とは同法施行令第２条の３第２

項に規定する子法人等のうち子会社を除いたものを、「関連法人等」とは同令第２条の３第３項に規定する関

連法人等をいう。以下同じ。 

 ２ 子会社等に該当するものは全て記載することとし、重要性の原則は適用しないものとする。（２）において

同じ。 

 

（２）子会社等の概況 

会 社 名 
主たる営業所又は 

事務所の所在地 

 認可又は 

届出年月日等 

資本金又は 

 出資金 
事業の内容 

  百万円  

（記載上の注意） 

  認可又は届出年月日欄は、保険業法第１０６条第１項各号に掲げる会社にあっては、同条第４項の規定に基づ

く金融庁長官の認可年月日又は同法第１２７条第２号の規定に基づく金融庁長官への届出年月日を記載するこ

と。また、子法人等及び関連法人等にあっては、同法施行規則第８５条第１項第７号の４に基づく金融庁長官へ

の届出年月日又は設立年月日を記載すること。 
 

 

 

第１ 
  年  月  日から 

年度                中間営業概況書 
年  月  日まで 

 

１ 営業の概要 

（記載上の注意） 

  保険会社及びその子会社等について、主要な事業の内容のほか、主要勘定の増減の事由及びその他営業状況の

推移に関する重要な事項を記載すること。 

 

２ 子会社等の状況 

（１）子会社等数の増減 

 前期末 当中間期末 増減（△） 

子 会 社    

子 法 人 等    

関 連 法 人 等    

合 計    

（記載上の注意） 

 １ 「子会社」とは保険業法第２条第１２項に規定する子会社を、「子法人等」とは保険業法施行令第２条の３

第２項に規定する子法人等のうち、子会社を除いたものを、「関連法人等」とは同令第２条の３第３項に規定

する関連法人等をいう。以下同じ。 

 ２ 子会社等に該当するものは全て記載することとし、重要性の原則は適用しないものとする。（２）において

同じ。 

 

（２）子会社等の概況 

会 社 名 
主たる営業所又は 

事務所の所在地 

認可又は 

届出年月日等 

資本金又は 

出資金 
事業の内容 

  百万円  

（記載上の注意） 

  認可又は届出年月日欄は、保険業法第１０６条第１項各号に掲げる会社にあっては、同条第４項の規定に基づ

く金融庁長官の認可年月日又は同法第１２７条第２号の規定に基づく金融庁長官への届出年月日を記載するこ

と。また、子法人等及び関連法人等にあっては、保険業法施行規則第８５条第１項第７号の４に基づく金融庁長

官への届出年月日又は設立年月日を記載すること。 
 

 



第２ 中間連結財務諸表 

１ 中間連結財務諸表の作成方針 

（記載上の注意） 

  保険会社及びその子会社等について作成する連結財務諸表に関する次の事項を記載すること。 

 （１）連結の範囲に関する事項 

 （２）持分法の適用に関する事項 

 （３）連結される子会社及び子法人等の当中間期末日等に関する事項 

   

 

２ 中間連結貸借対照表 

年度（  年  月  日現在）中間連結貸借対照表 

 

（１）（生命保険株式会社及びその子会社等）                  （単位：百万円） 

科  目 金 額 科  目 金 額 

（ 負 債 の 部 ） 

保 険 契 約 準 備 金 

 支 払 備 金 

 責 任 準 備 金 

 契 約 者 配 当 準 備 金 

代 理 店 借 

再 保 険 借 

特 定 取 引 負 債 

短 期 社 債 

社 債 

新 株 予 約 権 付 社 債 

そ の 他 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 

価 格 変 動 準 備 金 

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 

繰 延 税 金 負 債 

再評価に係る繰延税金負債 

負 の の れ ん 
支 払 承 諾 

負債の部  合計 

 

 
（ 資 産 の 部 ） 

現 金 及 び 預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 

買 入 金 銭 債 権 

特 定 取 引 資 産 

商 品 有 価 証 券 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

貸 付 金 

代 理 店 貸 

再 保 険 貸 

そ の 他 資 産 

有 形 固 定 資 産 
無 形 固 定 資 産 
の     れ     ん 
その他の無形固定資産 

繰 延 税 金 資 産 

再評価に係る繰延税金資産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
△   

第２ 中間連結財務諸表 

１ 中間連結財務諸表の作成方針 

（記載上の注意） 

  保険会社及びその子会社等について作成する中間連結財務諸表に関する次の事項を記載すること。 

 （１）連結の範囲に関する事項 

 （２）持分法の適用に関する事項 

 （３）連結される子会社及び子法人等の当中間期末日等に関する事項 

  

 

２ 中間連結貸借対照表 

年度（  年  月  日現在）中間連結貸借対照表 

 

（１）（生命保険株式会社及びその子会社等）                  （単位：百万円） 

科  目 金 額 科  目 金 額 

（ 負 債 の 部 ）

保 険 契 約 準 備 金

 支 払 備 金

 責 任 準 備 金

 契 約 者 配 当 準 備 金

代 理 店 借

再 保 険 借

特 定 取 引 負 債

短 期 社 債

社 債

新 株 予 約 権 付 社 債

そ の 他 負 債

退 職 給 付 引 当 金

価 格 変 動 準 備 金

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金

証 券 取 引 責 任 準 備 金

繰 延 税 金 負 債

再評価に係る繰延税金負債

連 結 調 整 勘 定

支 払 承 諾

負債の部  合計 

 

 
（ 資 産 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金

買 入 金 銭 債 権

特 定 取 引 資 産

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 付 金

不 動 産 及 び 動 産

代 理 店 貸

再 保 険 貸

そ の 他 資 産

繰 延 税 金 資 産

再評価に係る繰延税金資産

連 結 調 整 勘 定

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
△ 

（ 少 数 株 主 持 分 ）

少 数 株 主 持 分

 



（純資産の部） 

資 本 金 

新 株 式 申 込 証 拠 金 

資 本 剰 余 金 

利 益 剰 余 金 

自 己 株 式 
自 己 株 式 申 込 証 拠 金 
株 主 資 本 合 計 
その他有価証券評価差額金 
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 
土 地 再 評 価 差 額 金 

 

 

 

 

 

△ 

 

 

為 替 換 算 調 整 勘 定 
評 価 ･ 換 算 差 額 等 合 計 
新 株 予 約 権 

少 数 株 主 持 分 

 
純資産の部  合計 

 

 

 

資産の部合計  
負債及び純資産の部合計 

 
 

 

（２）（損害保険株式会社及びその子会社等）              （単位：百万円） 

科  目 金 額 科  目 金 額 

（ 資 産 の 部 ） 

現 金 及 び 預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 

買 入 金 銭 債 権 

特 定 取 引 資 産 

商 品 有 価 証 券 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

貸 付 金 

そ の 他 資 産 

有 形 固 定 資 産 
無 形 固 定 資 産 
   の れ ん 
   そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 
繰 延 税 金 資 産 

再評価に係る繰延税金資産 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 負 債 の 部 ） 

保 険 契 約 準 備 金 

 支 払 備 金 

 責 任 準 備 金 等 

特 定 取 引 負 債 

短 期 社 債 

社 債 

新 株 予 約 権 付 社 債 

そ の 他 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 

価 格 変 動 準 備 金 

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 

繰 延 税 金 負 債 

再評価に係る繰延税金負債 

負 の の れ ん 
支 払 承 諾 

負債の部  合計 

 

 

 （資本の部） 

資 本 金

新 株 式 払 込 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

土 地 再 評 価 差 額 金

 

 

 

  株 式 等 評 価 差 額 金

為 替 換 算 調 整 勘 定

自 己 株 式 払 込 金

自 己 株 式

 
 
 
 
 
 

資本の部  合計 

 

△ 

 

 

 

資産の部合計  
負債、少数株主持分 

及び資本の部合計 
 

 

（２）（損害保険株式会社及びその子会社等）              （単位：百万円） 

科  目 金 額 科  目 金 額 

（ 負 債 の 部 ）

保 険 契 約 準 備 金

 支 払 備 金

 責 任 準 備 金 等

特 定 取 引 負 債

短 期 社 債

社 債

新 株 予 約 権 付 社 債

そ の 他 負 債

退 職 給 付 引 当 金

価 格 変 動 準 備 金

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金

証 券 取 引 責 任 準 備 金

繰 延 税 金 負 債

再評価に係る繰延税金負債

連 結 調 整 勘 定

支 払 承 諾

負債の部  合計 

 

 
（ 資 産 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金

買 入 金 銭 債 権

特 定 取 引 資 産

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 付 金

不 動 産 及 び 動 産

そ の 他 資 産

繰 延 税 金 資 産

再評価に係る繰延税金資産

連 結 調 整 勘 定

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

 （少数株主持分） 

少数株主持分 

 

 



貸 倒 引 当 金 △ （純資産の部） 

資 本 金 

新 株 式 申 込 証 拠 金 

資 本 剰 余 金 

利 益 剰 余 金 

自 己 株 式 
自 己 株 式 申 込 証 拠 金 
株 主 資 本 合 計 
その他有価証券評価差額金 
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 
土 地 再 評 価 差 額 金 

 

 

 

 

 

△ 

  為 替 換 算 調 整 勘 定 
評 価 ･ 換 算 差 額 等 合 計 
新 株 予 約 権 

少 数 株 主 持 分 

 
純資産の部  合計 

 

 

 

 

資産の部合計  
負債及び純資産の部合計 

 
 

 

（記載上の注意） 

１ 生命保険株式会社にあっては上記の（１）により、損害保険株式会社にあっては上記の（２）により記載する

こと。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになるように

記載すること。 

（１）継続企業の前提（会社計算規則第 131条に規定するものをいう。以下同じ。）に重要な疑義を抱かせる事
象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

  ① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

  ② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 

  ③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

  ④ 当該重要な疑義の影響の計算書類への反映の有無 

（２）会計方針に関する事項 

子会社等が採用した会計方針のうちに当該保険会社と異なるものがある場合には、その差異の概要につい

ても記載すること。ただし、その差異が軽微であるときは、この限りでない。 

① 有価証券の評価基準及び評価方法。また、保険業法第１１２条第１項による評価換えをしたときは、そ

の旨 

② 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差額 

③ 有形固定資産の減価償却の方法 
④ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

⑤ 貸倒引当金の計上方法 
⑥ 退職給付引当金の計上方法 
⑦ リース取引の処理方法 

（資本の部） 

資 本 金

新 株 式 払 込 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

土 地 再 評 価 差 額 金

 

 

 

 

 

 

  株 式 等 評 価 差 額 金

為 替 換 算 調 整 勘 定

自 己 株 式 払 込 金

自 己 株 式

 
 
 
 

資本の部  合計 

 

 

 

△ 

資産の部合計  
負債、少数株主持分 

及び資本の部合計 
 

 
（記載上の注意） 
１ 生命保険株式会社にあっては上記の（１）により、損害保険株式会社にあっては上記の（２）により記載する

こと。 
２ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになるように

記載すること。 
（１）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

 
① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 
② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在 
③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

  ④ 当該重要な疑義の影響を連結財務諸表に反映しているか否か 

（２）会計方針に関する事項 

子会社等が採用した会計方針のうちに当該保険会社と異なるものがある場合には、その差異の概要につい

ても記載すること。ただし、その差異が軽微であるときは、この限りでない。 

① 有価証券の評価基準及び評価方法。また、保険業法第１１２条第１項による評価換えをしたときは、そ

の旨 

② 金銭の信託の評価基準及び評価方法 

      （新設） 
③ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

④ 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差額 

⑤ 不動産及び動産の減価償却の方法 

⑥ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

⑦ 貸倒引当金の計上方法 

⑧ 退職給付引当金の計上方法 



⑧ ヘッジ会計の方法 
⑨ 金銭の信託の評価基準及び評価方法 

⑩ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

⑪ 価格変動準備金、金融先物取引責任準備金及び証券取引責任準備金の計上方法 
⑫ その他採用した重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りでない。
⑬ 子会社等が採用した会計方針のうちに銀行と異なるものがある場合には、その差異の概要。ただし、そ

の差異が軽微であるときには、この限りでない。 

（３）会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 
 
  ① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている

影響の内容 
  ② 表示方法を変更したときは、その内容 

（４）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合計額 

   なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 

（５）有形固定資産及び無形固定資産の償却方法、償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、

その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

（６）有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

（７）資産に係る減価償却累計額を貸借対照表において減価償却累計額に合算して減価償却累計額の科目をもっ

て表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨 
（８）資産に係る引当金を直接控除した場合における資産の資産科目別の引当金の金額（一括して注記すること

が適当な場合にあっては、適宜一括した引当金の金額） 
（９）保険業法第１１８条に規定する特別勘定の資産及び負債の額 

（10）保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額があるときは、その金額 

（11）１株あたりの純資産額 

（12）子会社等の株式又は出資金の総額 

（13）リースにより使用する有形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139条の規定に従い記載すること。）
（14）重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額。ただし、負債の部に計上したとき

は、この限りでない。 

（15）生命保険会社に係る契約者配当準備金の増減異動及び契約者配当金の支払額 

（16）その他保険会社及びその子会社等の財産の状態を正確に判断するために必要な事項 
（17）保険業法第９１条の規定による組織変更剰余金額又は同法第１６４条第４項（同法第１６５条第６項にお

いて準用する場合を含む。）において準用する同法第９１条の規定による合併剰余金額 

（18）資産が担保に供されている場合における、当該債務の内容及びその金額、並びに担保に係る債務の金額 
（19）事業年度の末日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の翌事業年度以降の財

産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象(ただし、当該持株会社の事業年度
の末日と異なる日をその事業年度の末日とする子会社及び関連会社については、当該子会社及び関連会社の

事業年度の末日後に発生した場合における当該事象とする。) 
３ 特定取引資産及び特定取引負債は、保険会社又はその子会社等が保険業法施行規則第５３条の６の２その他

法令の規定により設けた特定取引勘定に係る資産及び負債について記載すること。なお、特定取引勘定設置会

社分については商品有価証券への計数の記載は行わない。 

４ 損害保険会社又はその子会社等である損害保険会社が地震保険に関する法律第３条第１項（政府の再保険）

に規定する再保険契約を政府との間で締結している場合には、当該損害保険会社において地震保険の責任準備

⑨ 価格変動準備金、金融先物取引責任準備金及び証券取引責任準備金の計上方法 

⑩ リース取引の処理方法 

⑪ ヘッジ会計の方法 

⑫ その他採用した重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りでない。

 

（３）会計方針又は記載方法を変更したときは、その旨及びその変更による増減額。ただし、その変更又は変更

による影響が軽微であるときは、この限りでない。 
  （新設） 
   

（新設） 

（４）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合計額 

   なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 

（５）固定資産の償却方法、償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その変更が軽微である

ときは、この限りでない。 

（６）不動産及び動産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 
（新設） 
 
（新設） 

 

（７）保険業法第１１８条に規定する特別勘定の資産及び負債の額 

（８）保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額があるときは、その金額 

（９）１株あたりの純資産額 

（新設） 

（10）リース契約（ファイナンス・リース取引に該当するもの）により使用する重要な不動産及び動産 
（11）重要な係争事件に係る損害賠償義務。ただし、負債の部に計上したときは、この限りでない。 

 
（12）生命保険会社に係る契約者配当準備金の増減異動及び契約者配当金の支払額 
（13）その他保険会社及びその子会社等の財産の状態を正確に判断するために必要な事項 

（14）保険業法第９２条の規定による組織変更剰余金額又は同法第１６４条第５項（同法第１６５条第２項にお

いて準用する場合を含む。）において準用する同法第９２条の規定による合併剰余金額 

（15）担保に供している資産の額及び担保付き債務の額 

（新設） 
 
 
 

３ 特定取引資産及び特定取引負債は、保険会社又はその子会社等が保険業法施行規則第５３条の６の２その他

法令の規定により設けた特定取引勘定に係る資産及び負債について記載すること。なお、特定取引勘定設置会

社分については商品有価証券への計数の記載は行わない。 

４ 損害保険会社又はその子会社等である損害保険会社が地震保険に関する法律第３条第１項（政府の再保険）

に規定する再保険契約を政府との間で締結している場合には、当該損害保険会社において地震保険の責任準備

金及び地震保険に係る受託金に対応する資産を他の資産と区分して経理している場合における当該資産に係

る評価差額については、「繰延税金負債」の前に「地震保険評価差額金」として記載すること。 



金及び地震保険に係る受託金に対応する資産を他の資産と区分して経理している場合における当該資産に係

る評価差額については、「繰延税金負債」の前に「地震保険評価差額金」として記載すること。 

５ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、こ

の様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

６ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総額の１００分の

５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設けて記載すること。

７ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

 

（３）（生命保険相互会社及びその子会社等）               （単位：百万円） 

科  目 金 額 科  目 金 額 

（資産の部） 

現 金 及 び 預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 

買 入 金 銭 債 権 

特 定 取 引 資 産 

商 品 有 価 証 券 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

貸 付 金 

代 理 店 貸 

再 保 険 貸 

そ の 他 資 産 
有 形 固 定 資 産 
無 形 固 定 資 産 
の     れ     ん 
その他の無形固定資産 

繰 延 税 金 資 産 

再評価に係る繰延税金資産 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

（負債の部） 

保 険 契 約 準 備 金 

 支 払 備 金 

 責 任 準 備 金 

 社 員 配 当 準 備 金 

代 理 店 借 

再 保 険 借 

特 定 取 引 負 債 

短 期 社 債 

社 債 

そ の 他 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 

価 格 変 動 準 備 金 

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 

繰 延 税 金 負 債 

再評価に係る繰延税金負債 
負 の の れ ん 
支 払 承 諾 

負債の部  合計 

 

 

５ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、こ

の様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

６ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総額の１００分の

５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設けて記載すること。

７ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 
 

（３）（生命保険相互会社及びその子会社等）               （単位：百万円） 

科  目 金 額 科  目 金 額 

（負債の部） 

保険契約準備金 

 支 払 備 金 

 責 任 準 備 金 

 社 員 配 当 準 備 金 

代 理 店 借 

再 保 険 借 

特 定 取 引 負 債

短 期 社 債

社 債

そ の 他 負 債

退 職 給 付 引 当 金

価 格 変 動 準 備 金

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金

証 券 取 引 責 任 準 備 金

繰 延 税 金 負 債

再評価に係る繰延税金負債

連 結 調 整 勘 定

支 払 承 諾

負債の部  合計 

 

 

（資産の部） 

現 金 及 び 預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金

買 入 金 銭 債 権

特 定 取 引 資 産

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 付 金

不 動 産 及 び 動 産

代 理 店 貸

再 保 険 貸

そ の 他 資 産

繰 延 税 金 資 産

再評価に係る繰延税金資産

連 結 調 整 勘 定

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

（少数株主持分） 

少 数 株 主 持 分

 



貸 倒 引 当 金 （純資産の部） 

基 金 
基 金 申 込 証 拠 金 

基 金 償 却 積 立 金 

再 評 価 積 立 金 
基 金 償 却 積 立 金 減 少 差 益 

連 結 剰 余 金 

基 金 等 合 計 
 

その他有価証券評価差額金 
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 
土 地 再 評 価 差 額 金 
為 替 換 算 調 整 勘 定 
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 

 

少 数 株 主 持 分 

 

純資産の部  合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

資産の部合計  
負債及び純資産の部合計 

 
 

 

（４）（損害保険相互会社及びその子会社等）               （単位：百万円） 

科  目 金 額 科  目 金 額 

（資産の部）  （負債の部）  

現 金 及 び 預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 

買 入 金 銭 債 権 

特 定 取 引 資 産 

商 品 有 価 証 券 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

貸 付 金 

そ の 他 資 産 
有 形 固 定 資 産 
無 形 固 定 資 産 
の     れ     ん 
その他の無形固定資産 

繰 延 税 金 資 産 

再評価に係る繰延税金資産 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保 険 契 約 準 備 金 

 支 払 備 金 

 責 任 準 備 金 等 

 社 員 配 当 準 備 金 

特 定 取 引 負 債 

短 期 社 債 

社 債 

そ の 他 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 

価 格 変 動 準 備 金 

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 

繰 延 税 金 負 債 

再評価に係る繰延税金負債 

負 の の れ ん 
支 払 承 諾 

  負債の部  合計 

 

 

 

 

 

 

 

（資本の部） 

基 金

基 金 払 込 金

基 金 償 却 積 立 金

再 評 価 積 立 金

基 金 償 却 積 立 金 減 少 差 益

連 結 剰 余 金

 ( 新 設 )
 
 

土 地 再 評 価 差 額 金

株 式 等 評 価 差 額 金

為 替 換 算 調 整 勘 定

（ 新 設 ）

資本の部  合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

資産の部合計  
負債、少数株主持分 

及び資本の部合計 
 

 

（４）（損害保険相互会社及びその子会社等）               （単位：百万円） 

科  目 金 額 科  目 金 額 

（資産の部）  （負債の部）  

現 金 及 び 預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金

買 入 金 銭 債 権

特 定 取 引 資 産

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 付 金

不 動 産 及 び 動 産

そ の 他 資 産

繰 延 税 金 資 産

再評価に係る繰延税金資産

連 結 調 整 勘 定

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

保 険 契 約 準 備 金

 支 払 備 金 

 責 任 準 備 金 等 

 社 員 配 当 準 備 金 

特 定 取 引 負 債

短 期 社 債

社 債

そ の 他 負 債

退 職 給 付 引 当 金

価 格 変 動 準 備 金

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金

証 券 取 引 責 任 準 備 金

繰 延 税 金 負 債

再評価に係る繰延税金負債

連 結 調 整 勘 定

支 払 承 諾

  負債の部  合計 

 

 

 

 

 

 

 



  支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

 
△ 

（純資産の部） 

基 金 
基 金 申 込 証 拠 金 

基 金 償 却 積 立 金 

再 評 価 積 立 金 
基 金 償 却 積 立 金 減 少 差 益 

連 結 剰 余 金 

基 金 等 合 計 
 

その他有価証券評価差額金 
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 
土 地 再 評 価 差 額 金 
為 替 換 算 調 整 勘 定 
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 

 

少 数 株 主 持 分 

 

純資産の部  合計 

 

資産の部合計  
負債及び純資産の部合計 

 
 

（記載上の注意） 

１ 生命保険相互会社にあっては上記の（３）により、損害保険相互会社にあっては上記の（４）により記載する

こと。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになるように

記載すること。 

（１）継続企業の前提（会社計算規則第 131条に規定するものをいう。以下同じ。）に重要な疑義を抱かせる事
象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

  ① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

  ② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 

  ③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

  ④ 当該重要な疑義の影響の計算書類への反映の有無 

（２）会計方針に関する事項 

子会社等が採用した会計方針のうちに当該保険会社と異なるものがある場合には、その差異の概要につい

ても記載すること。ただし、その差異が軽微であるときは、この限りでない。 

① 有価証券の評価基準及び評価方法 
② 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差額 

③ 有形固定資産の減価償却の方法 
④ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

⑤ 貸倒引当金の計上方法 
⑥ 退職給付引当金の計上方法 

（少数株主持分） 

少 数 株 主 持 分

 

（資本の部） 

基 金

基 金 払 込 金

基 金 償 却 積 立 金

再 評 価 積 立 金

基 金 償 却 積 立 金 減 少 差 益

連 結 剰 余 金

 ( 新 設 )

土 地 再 評 価 差 額 金

株 式 等 評 価 差 額 金

為 替 換 算 調 整 勘 定

( 新 設 )

資本の部  合計 

 

資産の部合計  
負債、少数株主持分 

及び資本の部合計 
 

（記載上の注意） 

１ 生命保険相互会社にあっては上記の（３）により、損害保険相互会社にあっては上記の（４）により記載する

こと。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになるように

記載すること。 

（１）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響を中間連結財務諸表に反映しているか否か 

（２）会計方針に関する事項 

子会社等が採用した会計方針のうちに当該保険会社と異なるものがある場合には、その差異の概要につい

ても記載すること。ただし、その差異が軽微であるときは、この限りでない。 

① 有価証券の評価基準及び評価方法 

② 金銭の信託の評価基準及び評価方法 

③ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

④ 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法 

⑤ 不動産及び動産の減価償却の方法 



⑦ リース取引の処理方法 
⑧ ヘッジ会計の方法 
⑨ 金銭の信託の評価基準及び評価方法 

⑩ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

⑪ 価格変動準備金、金融先物取引責任準備金及び証券取引責任準備金の計上方法 

⑫ その他採用した重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りでない。

⑬ 子会社等が採用した会計方針のうちに銀行と異なるものがある場合には、その差異の概要。ただし、そ

の差異が軽微であるときには、この限りでない。 

（３）会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 
 
  ① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与えている

影響の内容 
  ② 表示方法を変更したときは、その内容 

（４）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合計額 

   なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 

（５）有形固定資産及び無形固定資産の償却方法、償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、

その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

（６）有形固定資産の減価償却累計額、減損損失累計額及び圧縮記帳額 

（７）資産に係る減価償却累計額を貸借対照表において減価償却累計額に合算して減価償却累計額の科目をもっ

て表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨 
（８）資産に係る引当金を直接控除した場合における資産の資産科目別の引当金の金額（一括して注記すること

が適当な場合にあっては、適宜一括した引当金の金額） 
（９）保険業法第１１８条に規定する特別勘定の資産及び負債の額 

（10）保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額があるときは、その金額 
（11）子会社等の株式又は出資金の額 

（12）リースにより使用する有形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139条の規定に従い記載すること） 
（13）重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額。ただし、負債の部に計上したとき

は、この限りでない。 
（14）生命保険会社に係る社員配当準備金の増減異動及び社員配当金の支払額 
（15）その他保険会社及びその子会社等の財産の状態を正確に判断するために必要な事項 

（16）資産が担保に供されている場合における、当該債務の内容及びその金額、並びに担保に係る債務の金額 
（18）事業年度の末日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の翌事業年度以降の財

産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象(ただし、当該持株会社の事業年度
の末日と異なる日をその事業年度の末日とする子会社及び関連会社については、当該子会社及び関連会社の

事業年度の末日後に発生した場合における当該事象とする。) 
３ 特定取引資産及び特定取引負債は、保険会社又はその子会社等が保険業法施行規則第５３条の６の２その他

法令の規定により設けた特定取引勘定に係る資産及び負債について記載すること。なお、特定取引勘定設置会

社分については商品有価証券への計数の記載は行わない。 

４ 損害保険会社又はその子会社等である損害保険会社が地震保険に関する法律第３条第１項（政府の再保険）

に規定する再保険契約を政府との間で締結している場合には、当該損害保険会社において地震保険の責任準備

金及び地震保険に係る受託金に対応する資産を他の資産と区分して経理している場合における当該資産に係

る評価差額については、「繰延税金負債」の前に「地震保険評価差額金」として記載すること。 

⑥ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

⑦ 貸倒引当金の計上方法 

⑧ 退職給付引当金の計上方法 

⑨ 価格変更準備金、金融先物取引責任準備金及び証券取引責任準備金の計上方法 

⑩ リース取引の処理方法 

⑪ ヘッジ会計の方法 

⑫ その他採用した重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りでない。

 
 
（３）会計方針又は記載方法を変更したときは、その旨及びその変更による増減額。ただし、その変更又は変更

による影響が軽微であるときは、この限りでない。 
  (新設) 
 
  (新設) 
（４）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合計額 

   なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 

（５）固定資産の償却方法、償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その変更が軽微である

ときは、この限りでない。 

（６）不動産及び動産の減価償却累計額、減損損失累計額及び圧縮記帳額 
（新設） 
 
（新設） 
 

（７）保険業法第１１８条に規定する特別勘定の資産及び負債の額 

（８）保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額があるときは、その金額 
（新設） 

（９）リース契約（ファイナンス・リース取引に該当するもの）により使用する重要な不動産及び動産 

（10）重要な係争事件に係る損害賠償義務。ただし、負債の部に計上したときは、この限りでない。 
 
（11）生命保険会社に係る社員配当準備金の増減異動及び社員配当金の支払額 

（12）その他保険会社及びその子会社等の財産の状態を正確に判断するために必要な事項 

（13）担保に供している資産の額及び担保付き債務の額 

（新設） 
 
 
 
３ 特定取引資産及び特定取引負債は、保険会社又はその子会社等が保険業法施行規則第５３条の６の２その他

法令の規定により設けた特定取引勘定に係る資産及び負債について記載すること。なお、特定取引勘定設置会

社分については商品有価証券への計数の記載は行わない。 

４ 損害保険会社又はその子会社等である損害保険会社が地震保険に関する法律第３条第１項（政府の再保険）

に規定する再保険契約を政府との間で締結している場合には、当該損害保険会社において地震保険の責任準備

金及び地震保険に係る受託金に対応する資産を他の資産と区分して経理している場合における当該資産に係



５ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、こ

の様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

６ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総額の１００分の

５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設けて記載すること。

 ７ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

３ 中間連結損益計算書 
年  月  日から 

  年度                中間連結損益計算書 
年  月  日まで 

 

（１）（生命保険株式会社及びその子会社等）               （単位：百万円） 

科        目 金   額 

経 

常 

損 

益 

の 

部 

経  常  収  益 

 保 険 料 等 収 入 

 資 産 運 用 収 益 

  利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 

  特 定 取 引 収 益 

  商 品 有 価 証 券 運 用 益 

  金 銭 の 信 託 運 用 益 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 

  有 価 証 券 売 却 益 

  特 別 勘 定 資 産 運 用 益 

 そ の 他 経 常 収 益 

 

 経  常  費  用 

 保 険 金 等 支 払 金 

 

 

  保 険 金 

  年 金 

  給 付 金 

  解 約 返 戻 金 

 責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

  支 払 備 金 繰 入 額 

  責 任 準 備 金 繰 入 額 

  契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額 

 

る評価差額については、「繰延税金負債」の前に「地震保険評価差額金」として記載すること。 

５ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、こ

の様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

６ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総額の１００分の

５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設けて記載すること。

 ７ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

３ 中間連結損益計算書 
年  月  日から 

年度                中間連結損益計算書 
年  月  日まで 

 

（１）（生命保険株式会社及びその子会社等）               （単位：百万円） 

科        目 金   額 

経 

常 

損 

益 

の 

部 

経  常  収  益 

 保 険 料 等 収 入 

 資 産 運 用 収 益 

  利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 

  特 定 取 引 収 益 

  商 品 有 価 証 券 運 用 益 

  金 銭 の 信 託 運 用 益 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 

  有 価 証 券 売 却 益 

  特 別 勘 定 資 産 運 用 益 

 そ の 他 経 常 収 益 

 

 
経  常  費  用 

 保 険 金 等 支 払 金 

 
 

  保 険 金 

  年 金 

  給 付 金 

  解 約 返 戻 金 

 責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

  支 払 備 金 繰 入 額 

  責 任 準 備 金 繰 入 額 

 契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額 

 



経常利益（又は経常損失）  

特  別  利  益 

 

 

特

別

損

益

の

部 

特  別  損  失 

 

 

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額  

税金等調整前当期純利益（又は税金等調整前当期純損失）  

法 人 税 及 び 住 民 税 等 

法 人 税 等 調 整 額 

少 数 株 主 利 益 ( 又 は 少 数 株 主 損 失 ) 

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ） 

 

 

（２）（損害保険株式会社及びその子会社等）               （単位：百万円） 

科        目 金   額 

経 常 収 益 

 保 険 引 受 収 益 

  正 味 収 入 保 険 料 

  収 入 積 立 保 険 料 

  積 立 保 険 料 等 運 用 益 

 資 産 運 用 収 益 

  利 息 及 び 配 当 金 収 入 

  特 定 取 引 収 益 

  商 品 有 価 証 券 運 用 益 

  金 銭 の 信 託 運 用 益 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 

  有 価 証 券 売 却 益   

 そ の 他 経 常 収 益 

 

経 
 

常 
 

損 
 

益 
 

の 
 

部 

 

 

 

 

経 常 費 用 

 保 険 引 受 費 用 

  正 味 支 払 保 険 金 

  損 害 調 査 費 

  諸 手 数 料 及 び 集 金 費 

  満 期 返 戻 金 

  支 払 備 金 繰 入 額 

  責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

 資 産 運 用 費 用 

特 定 取 引 費 用  

経常利益（又は経常損失）  

特  別  利  益 

 

 

特

別

損

益

の

部 

特  別  損  失 

 

 

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額  

税金等調整前当期純利益（又は税金等調整前当期純損失）  

法 人 税 及 び 住 民 税 等 

法 人 税 等 調 整 額 

少 数 株 主 利 益 ( 又 は 少 数 株 主 損 失 ) 

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ） 

 

 

（２）（損害保険株式会社及びその子会社等）               （単位：百万円） 

科        目 金   額 

経 常 収 益 

 保 険 引 受 収 益 

  正 味 収 入 保 険 料 

  収 入 積 立 保 険 料 

  積 立 保 険 料 等 運 用 益 

 資 産 運 用 収 益 

  利 息 及 び 配 当 金 収 入 

  特 定 取 引 収 益 

  商 品 有 価 証 券 運 用 益 

  金 銭 の 信 託 運 用 益 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 

  有 価 証 券 売 却 益 

 そ の 他 経 常 収 益 

 

経 
 

常 
 

損 
 

益 
 

の 
 

部 

 

 

 

 

経 常 費 用 

 保 険 引 受 費 用 

  正 味 支 払 保 険 金 

  損 害 調 査 費 

  諸 手 数 料 及 び 集 金 費 

  満 期 返 戻 金 

  支 払 備 金 繰 入 額 

  責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

 資 産 運 用 費 用 

特 定 取 引 費 用  



 

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

 

 

特

別

損

益

の

部 

特 別 損 失 

 

 

税金等調整前当期純利益（又は税金等調整前当期純損失） 

法 人 税 及 び 住 民 税 等 

法 人 税 等 調 整 額 

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ） 

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ） 

 

（記載上の注意） 

１ 生命保険株式会社にあっては、上記の（１）により、損害保険株式会社にあっては上記の（２）により

記載すること。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

(１)中間連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針

は、この限りでない。 

（２）会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 
   
① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与えている

影響の内容 
  ② 表示方法を変更したときは、その内容 

（３）法人税及び住民税等と法人税等調整額とを一括して記載したときは、その旨 

（４）１株当たりの中間純利益又は中間純損失 
（５）その他保険会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要な事項 

３ 特定取引収益及び特定取引費用は、保険会社又はその子会社等が保険業法施行規則第５３条の６の２その他

法令の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用について記載すること。 

４ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、こ

の様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

５ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

 

 
特

別

損

益

の

部 

特 別 損 失 

 

 

税金等調整前当期純利益（又は税金等調整前当期純損失） 

法 人 税 及 び 住 民 税 等 

法 人 税 等 調 整 額 

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ） 

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ） 

 

（記載上の注意） 

１ 生命保険株式会社にあっては、上記の（１）により、損害保険株式会社にあっては上記の（２）により

記載すること。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

(１)中間連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針

は、この限りでない。 

（２）中間連結損益計算書の作成に関する会計方針又は記載方法を変更したときは、その旨及びその変更による

増減額。ただし、その変更又は変更による影響が軽微であるときは、この限りでない。 

    （新設） 
 
  （新設）  
（３）法人税及び住民税等と法人税等調整額とを一括して記載したときは、その旨 

（４）１株当たりの中間純利益又は中間純損失 
（５）その他保険会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要な事項 

３ 特定取引収益及び特定取引費用は、保険会社又はその子会社等が保険業法施行規則第５３条の６の２その他

法令の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用について記載すること。 

４ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、こ

の様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

５ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 



 

（３）（生命保険相互会社及びその子会社等）               （単位：百万円） 

科        目 金   額 

経  常  収  益 

 保 険 料 等 収 入 

 資 産 運 用 収 益 

  利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 

  特 定 取 引 収 益 

  商 品 有 価 証 券 運 用 益 

  金 銭 の 信 託 運 用 益 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 

  有 価 証 券 売 却 益 

  特 別 勘 定 資 産 運 用 益 

 そ の 他 経 常 収 益 

 

経 

常 

損 

益 

の 

部 

 

 

 

 

経  常  費  用 

 保 険 金 等 支 払 金 

  保 険 金 

  年 金 

  給 付 金 

  解 約 返 戻 金 

 責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

  支 払 備 金 繰 入 額 

  責 任 準 備 金 繰 入 額 

  社 員 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額 
 

 資 産 運 用 費 用 

  支 払 利 息 

  特 定 取 引 費 用 

  商 品 有 価 証 券 運 用 損 

  金 銭 の 信 託 運 用 損 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 

  有 価 証 券 売 却 損 

  有 価 証 券 評 価 損 

  特 別 勘 定 資 産 運 用 損 

 事 業 費 

 そ の 他 経 常 費 用 

 

 

経常利益（又は経常損失）  

特

別

損

益

の

部 

特  別  利  益 

  

 

 

（３）（生命保険相互会社及びその子会社等）               （単位：百万円） 

科        目 金   額 

経  常  収  益 

 保 険 料 等 収 入 

 資 産 運 用 収 益 

  利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 

  特 定 取 引 収 益 

  商 品 有 価 証 券 運 用 益 

  金 銭 の 信 託 運 用 益 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 

  有 価 証 券 売 却 益 

  特 別 勘 定 資 産 運 用 益 

 そ の 他 経 常 収 益 

 

経 

常 

損 

益 

の 

部 

 

 

 

 

経  常  費  用 

 保 険 金 等 支 払 金 

  保 険 金 

  年 金 

  給 付 金 

  解 約 返 戻 金 

 責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

  支 払 備 金 繰 入 額 

  責 任 準 備 金 繰 入 額 

  社 員 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額 
 

 資 産 運 用 費 用 

  支 払 利 息 

  特 定 取 引 費 用 

  商 品 有 価 証 券 運 用 損 

  金 銭 の 信 託 運 用 損 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 

  有 価 証 券 売 却 損 

  有 価 証 券 評 価 損 

  特 別 勘 定 資 産 運 用 損 

 事 業 費 

 そ の 他 経 常 費 用 

 

 

経常利益（又は経常損失）  

特

別

損

益

の

部 

特  別  利  益 

  

 



特  別  損  失 

 

 

税金等調整前当期純剰余（又は税金等調整前当期純損失） 

法 人 税 及 び 住 民 税 等 

法 人 税 等 調 整 額 

少 数 株 主 利 益 ( 又 は 少 数 株 主 損 失 ) 

中 間 純 剰 余 （ 又 は 中 間 純 損 失 ） 

 

 

（４）（損害保険相互会社及びその子会社等）               （単位：百万円） 

科        目 金   額 

経 
 

常 
 

損 
 

益 
 

の 
 

部 

経 常 収 益 

 保 険 引 受 収 益 

  正 味 収 入 保 険 料 

  収 入 積 立 保 険 料 

  積 立 保 険 料 等 運 用 益 

 資 産 運 用 収 益 

  利 息 及 び 配 当 金 収 入 

  特 定 取 引 収 益 

  商 品 有 価 証 券 運 用 益 

  金 銭 の 信 託 運 用 益 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 

  有 価 証 券 売 却 益 

  積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替 

 そ の 他 経 常 収 益 

 

 

特   別   損   失 

 

 

税金等調整前当期純剰余（又は税金等調整前当期純損失） 

法 人 税 及 び 住 民 税 等 

法 人 税 等 調 整 額 

少 数 株 主 利 益 ( 又 は 少 数 株 主 損 失 ) 

中 間 純 剰 余 （ 又 は 中 間 純 損 失 ） 

 

 

（４）（損害保険相互会社及びその子会社等）               （単位：百万円） 

科        目 金   額 

経 
 

常 
 

損 
 

益 
 

の 
 

部 

経 常 収 益 

 保 険 引 受 収 益 

  正 味 収 入 保 険 料 

  収 入 積 立 保 険 料 

  積 立 保 険 料 等 運 用 益 

 資 産 運 用 収 益 

  利 息 及 び 配 当 金 収 入 

  特 定 取 引 収 益 

  商 品 有 価 証 券 運 用 益 

  金 銭 の 信 託 運 用 益 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 

  有 価 証 券 売 却 益 

  積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替 

 そ の 他 経 常 収 益 

 

 



経 常 費 用 

 保 険 引 受 費 用 

  正 味 支 払 保 険 金 

  損 害 調 査 費 

  諸 手 数 料 及 び 集 金 費 

  満 期 返 戻 金 

  支 払 備 金 繰 入 額 

  責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

 資 産 運 用 費 用 

  特 定 取 引 費 用 

  商 品 有 価 証 券 運 用 損 

  金 銭 の 信 託 運 用 損 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 

  有 価 証 券 売 却 損 

  有 価 証 券 評 価 損 

 営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 

 そ の 他 経 常 費 用 

  支 払 利 息 

   

 

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

  

 

特

別

損

益

の

部 

特 別 損 失 

 

 

税金等調整前当期純剰余（又は税金等調整前当期純損失） 

法 人 税 及 び 住 民 税 等 

法 人 税 等 調 整 額 

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ） 

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

（記載上の注意） 

１ 生命保険相互会社にあっては上記の（３）により、損害保険相互会社にあっては上記の（４）により記載する

こと。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

（１）中間連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、

この限りでない。 

（２）会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 
 
  ① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与えている

経 常 費 用 

 保 険 引 受 費 用 

  正 味 支 払 保 険 金 

  損 害 調 査 費 

  諸 手 数 料 及 び 集 金 費 

  満 期 返 戻 金 

  支 払 備 金 繰 入 額 

  責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

 資 産 運 用 費 用 

  特 定 取 引 費 用 

  商 品 有 価 証 券 運 用 損 

  金 銭 の 信 託 運 用 損 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 

  有 価 証 券 売 却 損 

  有 価 証 券 評 価 損 

 営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 

 そ の 他 経 常 費 用 

  支 払 利 息 

   

 

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

  

 

特

別

損

益

の

部 

特 別 損 失 

 

 

税金等調整前当期純剰余（又は税金等調整前当期純損失） 

法 人 税 及 び 住 民 税 等 

法 人 税 等 調 整 額 

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ） 

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

（記載上の注意） 

１ 生命保険相互会社にあっては上記の（３）により、損害保険相互会社にあっては上記の（４）により記載する

こと。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

（１）中間連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、

この限りでない。 

（２）中間連結損益計算書の作成に関する会計方針又は記載方法を変更したときは、その旨及びその変更による

増減額。ただし、その変更又は変更による影響が軽微であるときは、この限りでない。 

 （新設） 



影響の内容 
  ② 表示方法を変更したときは、その内容 

（３）法人税及び住民税等と法人税等調整額とを一括して記載したときは、その旨 
（４）その他保険会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要な事項 

３ 特定取引収益及び特定取引費用は、保険会社又はその子会社等が保険業法施行規則第５３条の６の２その他

法令の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用について記載すること。 

４ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、こ

の様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

５ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

 

 
 （新設） 
（３）法人税及び住民税等と法人税等調整額とを一括して記載したときは、その旨 
（４）その他保険会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要な事項 

３ 特定取引収益及び特定取引費用は、保険会社又はその子会社等が保険業法施行規則第５３条の６の２その他

法令の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用について記載すること。 
４ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、こ

の様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

５ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

 
 
 



４ 中間連結キャッシュフロー計算書 ４ 中間連結キャッシュフロー計算書

年 月 日から 年 月 日から

年度 中間連結キャッシュ・フロー計算書 年度 中間連結キャッシュ・フロー計算書

年 月 日まで 年 月 日まで

（生命保険株式会社及びその子会社等－直接法により表示する場合） （単位：百万円） （生命保険株式会社及びその子会社等－直接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 事業によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

保険料等収入 保険料等収入

保険金等支払による支出 保険金等支払いによる支出

年金支払による支出 年金支払いによる支出

給付金支払による支出 給付金支払いによる支出

解約返戻金支払による支出 解約返戻金支払いによる支出

事業費の支出 事業費の支出

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

契約者配当金の支払額 契約者配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

事業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計



（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の 連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の

取得による支出 取得による支出

連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の 連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の

売却による収入 売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

株式の発行による収入 株式の発行による収入

自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出

配当金の支払額 配当金の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高

（生命保険株式会社及びその子会社等－間接法により表示する場合） （単位：百万円） （生命保険株式会社及びその子会社等－間接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益（損失） 税金等調整前中間純利益（損失）

減価償却費 減価償却費

連結調整勘定償却額 連結調整勘定償却額

支払備金の増加額 支払備金の増加額



責任準備金の増加額 責任準備金の増加額

契約者配当準備金積立利息繰入額 契約者配当準備金積立利息繰入額

契約者配当準備金繰入額 契約者配当準備金繰入額

貸倒引当金の増加額 貸倒引当金の増加額

退職給付引当金の増加額 退職給付引当金の増加額

価格変動準備金の増加額 価格変動準備金の増加額

金融先物取引責任準備金の増加額 金融先物取引責任準備金の増加額

証券取引責任準備金の増加額 証券取引責任準備金の増加額

利息及び配当金等収入 利息及び配当金等収入

有価証券関係損益 有価証券関係損益

支払利息 支払利息

固定資産関係損益 不動産動産関係損益

特定取引資産の増加額 特定取引資産の増加額

特定取引負債の増加額 特定取引負債の増加額

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

契約者配当金等の支払額 契約者配当金等の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

事業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の 連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の



取得による支出 取得による支出

連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の 連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の

売却による収入 売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

株式の発行による収入 株式の発行による収入

自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出

配当金の支払額 配当金の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高

（損害保険株式会社及びその子会社等－直接法により表示する場合） （単位：百万円） （損害保険株式会社その子会社等－直接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

保険料の収入 保険料の収入

積立保険料の収入 積立保険料の収入

保険金の支出 保険金の支出

損害調査費の支出 損害調査費の支出

諸手数料及び集金費の支出 諸手数料及び集金費の支出

満期返戻金の支出 満期返戻金の支出

契約者配当金の支出 契約者配当金の支出

特定取引による収入 特定取引による収入



特定取引による支出 特定取引による支出

営業費及び一般管理費の支出 営業費及び一般管理費の支出

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

事業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の 連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の

取得による支出 取得による支出

連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の 連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の

売却による収入 売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入による収入 借入による収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

株式の発行による収入 株式の発行による収入

自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出



配当金の支払額 配当金の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高

（損害保険株式会社及びその子会社等－間接法により表示する場合） （単位：百万円） （損害保険株式会社及びその子会社等－間接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益（損失） 税金等調整前当期純利益（損失）

減価償却費 減価償却費

連結調整勘定償却額 連結調整勘定償却額

支払備金の増加額 支払備金の増加額

責任準備金等の増加額 責任準備金等の増加額

貸倒引当金の増加額 貸倒引当金の増加額

退職給付引当金の増加額 退職給付引当金の増加額

価格変動準備金の増加額 価格変動準備金の増加額

金融先物取引責任準備金の増加額 金融先物取引責任準備金の増加額

証券取引責任準備金の増加額 証券取引責任準備金の増加額

利息及び配当金収入 利息及び配当金収入

有価証券関係損益 有価証券関係損益

支払利息 支払利息

固定資産関係損益 不動産動産関係損益

特定取引資産の増加額 特定取引資産の増加額

特定取引負債の増加額 特定取引負債の増加額

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

その他 その他



法人税等の支払額 法人税等の支払額

事業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の 連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の

取得による支出 取得による支出

連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の 連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の

売却による収入 売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入による収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

株式の発行による収入 株式の発行による収入

自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出

配当金の支払額 配当金の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額



Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高

（生命保険相互会社及びその子会社等－直接法により表示する場合） （単位：百万円） （生命保険相互会社及びその子会社等－直接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

保険料等収入 保険料等収入

保険金支払による支出 保険金等支払いによる支出

年金支払による支出 年金支払いによる支出

給付金支払による支出 給付金支払いによる支出

解約返戻金支払による支出 解約返戻金支払いによる支出

事業費の支出 事業費の支出

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

社員配当金の支払額 社員配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

事業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） ５



有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の 連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の

取得による支出 取得による支出

連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の 連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の

売却による収入 売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入による収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

基金の募集による収入 基金の募集による収入

基金の償却による支出 基金の償却による支出

基金利息の支払額 基金利息の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高

（生命保険相互会社及びその子会社等－間接法により表示する場合） （単位：百万円） （生命保険相互会社及びその子会社等－間接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純剰余（損失） 税金等調整前当期純剰余（損失）

減価償却費 減価償却費

連結調整勘定償却額 連結調整勘定償却額

支払備金の増加額 支払備金の増加額

責任準備金の増加額 責任準備金の増加額



社員配当準備金積立利息繰入額 社員配当準備金積立利息繰入額

貸倒引当金の増加額 貸倒引当金の増加額

退職給付引当金の増加額 退職給付引当金の増加額

価格変動準備金の増加額 価格変動準備金の増加額

金融先物取引責任準備金の増加額 金融先物取引責任準備金の増加額

証券取引責任準備金の増加額 証券取引責任準備金の増加額

利息及び配当金等収入 利息及び配当金等収入

有価証券関係損益 有価証券関係損益

支払利息 支払利息

固定資産関係損益 不動産動産関係損益

特定取引資産の増加額 特定取引資産の増加額

特定取引負債の増加額 特定取引負債の増加額

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

社員配当金の支払額 社員配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

事業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の 連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の

取得による支出 取得による支出

連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の 連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の



売却による収入 売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入による収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

基金の募集による収入 基金の募集による収入

基金の償却による支出 基金の償却による支出

基金利息の支払額 基金利息の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高

（損害保険相互会社及びその子会社等－直接法により表示する場合） （単位：百万円） （損害保険相互会社及びその子会社等－直接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

保険料の収入 保険料の収入

積立保険料の収入 積立保険料の収入

保険金の支出 保険金の支出

損害調査費の支出 損害調査費の支出

諸手数料及び集金費の支出 諸手数料及び集金費の支出

満期返戻金の支出 満期返戻金の支出

特定取引による収入 特定取引による収入

特定取引による支出 特定取引による支出

営業費及び一般管理費の支出 営業費及び一般管理費の支出

その他 その他



小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

社員配当金の支払額 社員配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

事業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の 連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の

取得による支出 取得による支出

連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の 連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の

売却による収入 売却による収入

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

基金の募集による収入 基金の募集による収入

基金の償却による支出 基金の償却による支出

基金利息の支払額 基金利息の支払額

その他 その他



財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高

（損害保険相互会社及びその子会社等－間接法により表示する場合） （単位：百万円） （損害保険相互会社及びその子会社等－間接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純剰余（損失） 税金等調整前当期純剰余（損失）

減価償却費 減価償却費

連結調整勘定償却額 連結調整勘定償却額

支払備金の増加額 支払備金の増加額

責任準備金等の増加額 責任準備金等の増加額

貸倒引当金の増加額 貸倒引当金の増加額

退職給付引当金の増加額 退職給付引当金の増加額

価格変動準備金の増加額 価格変動準備金の増加額

金融先物取引責任準備金の増加額 金融先物取引責任準備金の増加額

証券取引責任準備金の増加額 証券取引責任準備金の増加額

利息及び配当金収入 利息及び配当金収入

有価証券関係損益 有価証券関係損益

支払利息 支払利息

固定資産関係損益 不動産動産関係損益

特定取引資産の増加額 特定取引資産の増加額

特定取引負債の増加額 特定取引負債の増加額

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

社員配当金の支払額 社員配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額



事業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の 連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の

取得による支出 取得による支出

連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の 連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の

売却による収入 売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

基金の募集による収入 基金の募集による収入

基金の償却による支出 基金の償却による支出

基金利息の支払額 基金利息の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額



Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高

（注１）Ⅱ①は、資産運用活動によるキャッシュ・フローをいう。 （注１）Ⅱ①は、資産運用活動によるキャッシュ・フローをいう。

（注２）（Ⅰ＋Ⅱ①）は、事業活動によるキャッシュ・フローと資産運用活動によるキャッシュ・フローの （注２）（Ⅰ＋Ⅱ①）は、営業活動によるキャッシュ・フローと資産運用活動によるキャッシュ・フローの

合計をいう。 合計をいう。

（記載上の注意） （記載上の注意）

１ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。 １ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。

２ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等のキャッシュ・フローの状態を明らかにするために ２ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等のキャッシュ・フローの状態を明らかにするために

必要があるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所 必要があるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所

に記載すること。また、金額の重要性が乏しい科目については、「その他」として一括して記載するこ に記載すること。また、金額の重要性が乏しい科目については、「その他」として一括して記載するこ

とができる。 とができる。



 
５ 中間連結株主資本等変動計算書等（別紙） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（削除） 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 中間連結剰余金計算書 

    年  月  日から 
  年度                中間連結剰余金計算書 

年  月  日まで 

（保険株式会社及びその子会社等）                    （単位：百万円） 

科     目 金    額 

 

 

（ 資 本 剰 余 金 の 部 ） 

資 本 剰 余 金 期 首 残 高 

資 本 剰 余 金 増 加 高 

 増 資 に よ る 新 株 の 発 行 

 自 己 株 式 処 分 差 益 

  ・ ・ ・ ・ ・ 

資 本 剰 余 金 減 少 高 

 配 当 金 

 自 己 株 消 却 額 

  ・ ・ ・ ・ ・ 

資 本 剰 余 金 期 末 残 高 

( 利 益 剰 余 金 の 部 ) 

利 益 剰 余 金 期 首 残 高 

利 益 剰 余 金 増 加 高 

中 間 純 利 益 

  ・ ・ ・ ・ ・ 

利 益 剰 余 金 減 少 高 

 配 当 金 

 役 員 賞 与 金 

 資 本 金 

 自 己 株 式 消 却 額 

 

  ・ ・ ・ ・ ・ 

利 益 剰 余 金 中 間 期 末 残 高 

 

 



年  月  日から 
年度                 中間連結剰余金計算書 

年  月  日まで 
 

（保険相互会社及びその子会社等）                    （単位：百万円） 

科     目 金    額 

連 結 剰 余 金 期 首 残 高 

連 結 剰 余 金 増 加 高 

中 間 純 利 益 

 ・ ・ ・ ・ ・ 

連 結 剰 余 金 減 少 高 

 社 員 配 当 準 備 金 

 基 金 償 却 積 立 金 

 役 員 賞 与 金 

  ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

連 結 剰 余 金 中 間 期 末 残 高 

 

（記載上の注意） 

 １ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の剰余金の状態を明らかにするために必要があるときは、

この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

 ２ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

 
 
 



　

第　　期 中間連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

平成　　年　　月　　日残高　 ××× ××× ××× △××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

中間連結会計期間中の変動額 　

新株の発行 ××× ××× 　 ××× ×××

剰余金の配当 ××× △××× △×××

中間純利益 ××× ×××

自己株式の処分 ××× ××× ×××

・　・　・　・　・　・　・　・ ×××

株主資本以外の項目の中間連結会計期間
中の変動額（純額）

××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

中間連結会計期間中の変動額合計 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

平成　　年　　月　　日残高　 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

純資産合計土地再評価差
額金

為替換算調整
勘定

自己株式資本金 株主資本合計

株主資本

その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算差額等

少数株主持分
資本剰余金 利益剰余金

評価・換算差
額等合計

新株予約権

　　           年　　　　月　　　　日から
　　           年　　　　月　　　　日まで

（記載上の注意）
　１
　　.株主資本の変動理由及び金額の記載は、概ね貸借対照表における記載の順序によること
　２.株主資本以外の項目について、当連結会計年度変動額を、変動事由ごとに記載することができる。この場合には、変動事由及び金額の記載は概ね貸借対照表における記載の順序によること。
　３.その他資本準備金、その他利益準備金及び評価・換算差額等は、上記の科目以外の適当な名称を付した科目に細分し、記載することができる。
　４.評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて合計額を、会計年度末残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。
　５.合計額の記載は省略することができる。
　６.以下の事項につき注記すること。
　　①当連結会計年度の末日における発行済株式の数（種類株式発行会社にあっては、種類ごとの発行済株式の数）
　　②当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項
　　③当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当（当該連結会計年度に相当する事業年度に係る定時株主総会の締結後に会社法第４５４条第１項各号に掲げる事項を定めるものを除く。）に関する事項
　　④当連結会計年度の末日における当該株式会社が発行している新株予約権（会社法第２３６条第１項第４号の期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる当該株式会社の株式の数（種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数）

（記載上の注意）
　１
　　.株主資本の変動理由及び金額の記載は、概ね貸借対照表における記載の順序によること
　２.株主資本以外の項目について、当連結会計年度変動額を、変動事由ごとに記載することができる。この場合には、変動事由及び金額の記載は概ね貸借対照表における記載の順序によること。
　３.その他資本準備金、その他利益準備金及び評価・換算差額等は、上記の科目以外の適当な名称を付した科目に細分し、記載することができる。
　４.評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて合計額を、会計年度末残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。
　５.合計額の記載は省略することができる。
　６.以下の事項につき注記すること。
　　①当連結会計年度の末日における発行済株式の数（種類株式発行会社にあっては、種類ごとの発行済株式の数）
　　②当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項
　　③当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当（当該連結会計年度に相当する事業年度に係る定時株主総会の締結後に会社法第４５４条第１項各号に掲げる事項を定めるものを除く。）に関する事項
　　④当連結会計年度の末日における当該株式会社が発行している新株予約権（会社法第２３６条第１項第４号の期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる当該株式会社の株式の数（種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数）

（記載上の注意）
　１.法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を掲げる必要が生じたときは、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
　２.株主資本の変動理由及び金額の記載は、概ね中間連結貸借対照表における記載の順序によること。
　３.株主資本以外の項目について、中間連結会計期間中の変動額を、変動事由ごとに記載することができる。この場合には、変動事由及び金額の記載は概ね中間連結貸借対照表における記載の順序によること。
　４.評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて合計額を、直前連結会計年度末残高、中間連結会計期間中の変動額及び中間連結会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。
　５.評価・換算差額等及び純資産の各合計欄の記載は省略することができる。
　６.以下の事項につき注記すること。
　　①当該中間連結会計年度の末日における発行済株式の総数（種類株式発行会社（剰余金の配当その他の会社法第１０８条第１項各号に掲げる事項について内容の異なる２以上の種類の株式を発行する会社をいう。以下同じ。）にあっては、種類後ごと
　　　 の発行済株式の総数）
　　②当該中間連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項
　　③当該中間連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当（当該中間連結会計年度に相当する事業年度に係る定時株主総会の締結後に会社法第４５４条第１項各号に掲げる事項を定めるものを除く。）に関する事項
　　④当該中間連結会計年度の末日における当該株式会社が発行している新株予約権（会社法第２３６条第１項第４号の期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる当該株式会社の株式の数（種類株式発行会社にあっては、種類及び種類
　　　 ごとの数）
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現行 改正後 
 
 
第２ 
５ 中間連結基金等変動計算書 
 
  第 期中（自平成 年 月 日  至平成 年 月 日） 

（単位：百万円） 
基金等 評価・換算差額等  

基金 基金償却

積立金 
再評価積

立金 
基金償却

積立金減

少差益 

連結剰余

金 
 

基金等合計 その他有価

証券評価差

額金 

繰延ヘッジ

損益 
土地再評価

差額金 
評価・換算差

額等合計 

純資産合計 

平成 年 月 日残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× 

中間連結会計期間中の変動額            
基金の募集 ×××     ×××     ××× 
剰余金処分      △×××     △××× 
当期純剰余      ×××     ××× 
基金の償還 △××× ×××    △×××     △××× 
・・・・・            

基金等以外の項目の中間連結

期間中の変動額（純額） 
      ××× ××× ××× ××× ××× 

中間連結会計期間中の変動額

合計 
××× ××× － － ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× 

平成 年 月 日残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× 
 
（記載上の注意） 
１ 基金等の変動事由及び金額の記載は、概ね、中間連結貸借対照表における記載の順序によること。 
２ 基金等以外の項目について、中間連結会計期間中の変動額を、変動事由ごとに記載することができる。この場合には、変動事由及び金額の記載は、概ね、中間連結貸借対照表における記載の順序によること。 
３ その他連結剰余金及び評価・換算差額等は、上記の科目以外の適当な名称を付した科目に細分し、記載することができる。 
４ その他連結剰余金及び評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて合計額を、直前連結会計年度末残高、中間連結会計期間中の変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとの

それぞれの金額を注記すること。 
５ 合計欄の記載は省略することができる。 
６ 剰余金処分欄には、直前連結会計年度の剰余金処分額のうち、社員配当準備金および差引純剰余金に対応する金額を記載すること。 
 
 



  

 
改正後 現行 

別紙様式第１２号（第１６条、第３２条、第５９条関係） 

（平１７内府令６８）

 

（日本工業規格Ａ４）

 

年  月  日から 

年度                業務報告書 

年  月  日まで 

 

年   月   日

金融庁長官 殿 

住 所 

会社名 

代表取締役   氏 名      印 

 

       年   月   日から     年   月   日までの業務及び財産の状況を次のとおり

報告します。 

 

目   次 

 

第１ 事業報告               

１ 保険会社の現況に関する事項 

 （１） 事業の経過及び成果等 

 （２） 財産及び損益の状況 

 （３） 支店等及び代理店の状況 

 （４） 使用人の状況 

 （５） 主要な借入先の状況 

 （６） 資金調達の状況 

 （７） 設備投資の状況          

 （８） 重要な親会社及び子会社等の状況 

（９） 事業の譲渡・譲受け等の状況 

（10） その他保険会社の現況に関する重要な事項 

２ 会社役員に関する事項        

 （１） 会社役員の状況 

 （２） 会社役員に対する報酬等 

３ 社外役員に関する事項 
（１） 社外役員の兼任その他の状況 

別紙様式第１２号（第１６条、第３２条、第５９条関係） 

（平１７内府令６８）

 

（日本工業規格Ａ４）

 

年  月  日から 

年度                業務報告書 

年  月  日まで 

 

年   月   日

金融庁長官 殿 

住 所 

会社名 

代表取締役   氏 名      印 

 

       年   月   日から     年   月   日までの業務及び財産の状況を次のとおり

報告します。 

 

目   次 

 

第１ 営業報告書 

 １ 営業の経過及び成果 

 ２ 営業成績及び財産の状況の推移 

 ３ 支店等及び代理店の状況 

 ４ 従業員等の状況 

 ５ 株式の状況 

 ６ 大株主 

 ７ 自己株式の取得、処分及び保有 

 ８ 取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役） 

 ９ 親会社及び子会社等 

 10 取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役）に対する報酬そ 

の他の職務遂行の対価 

 11 新株予約権の状況 

 12 決算期後に生じた会社の状況に関する重要な事実 

 13 監査委員会の職務遂行のために必要な事項 

14 取締役及び執行役の個人別の報酬の内容の決定に関する方針 
15 会計監査人に対する報酬等 



  

（２） 社外役員の主な活動状況 
（３） 責任限定契約 
（４） 社外役員に対する報酬等 
（５） 社外役員の意見 
４ 株式に関する事項           
 （１） 株式数 
（２） 当年度末株主数 
（３） 大株主 
５ 新株予約権等に関する事項             
 （１） 事業年度の末日において保険会社の役員が有している当該保険会社の新株予約権等 
 （２） 事業年度中に使用人等に交付した当該保険会社の新株予約権等 
６ 会計監査人に関する事項 
 （１） 会計監査人の状況 
 （２） 会計監査人に関するその他の事項 
７ 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 
８ 業務の適正を確保する体制 
９ 会計参与に関する事項 
10 その他 
第２ 附属明細書 

１ 計算書類に関する事項 

（１）商品有価証券 
（２）有価証券 
（３）貸付金 
（４）有形固定資産及び無形固定資産 
（５）保険契約準備金 
（６）引当金 
（７）事業費の明細 
（８）特別勘定の資産及び負債 
（９）その他重要な事項 
２ 事業報告に関する事項 
（１）会社役員の兼務の状況 
（２）当社と会社役員（又は支配株主）との利益が相反する取引 
（３）その他重要な事項 
 
 
 
 
 
 

 16 その他会社の状況に関する重要な事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第２ 附属明細書 

 １ 資本の増減 

 ２ 商品有価証券 

 ３ 有価証券 

 ４ 貸付金 

 ５ 不動産及び動産 

 ６ リース契約により使用する不動産及び動産 

 ７ 資産につき設定している担保権 

 ８ 保険契約準備金 

 ９ 引当金 

10 担保として取得している自己株式 
11 子会社等が有する当社の株式数 

 12 子会社等に対する出資 

 13 子会社との取引 

 14 子会社に対する金銭債権及び金銭債務 

 15 支配株主に対する金銭債権及び金銭債務 

16 取締役、監査役及び支配株主等（委員会等設置会社等にあっては、取締役、執行役及び支 

配株主等）との間の取引 

17 取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役）に対する報酬そ 

の他の職務遂行の対価 

 18 取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役）の兼務 



  

 
 
 
 
第３ 株主総会に関する事項等 

 １ 株主総会に関する事項 

 ２ 契約者配当又は剰余金の分配に関する事項 

 ３ その他参考となるべき事項 

第４ 貸借対照表 

第５ 損益計算書 

第６ キャッシュ・フロー計算書 
第７ 剰余金処分に関する書面 

第８ 損失処理に関する書面 

第９ 株主資本等変動計算書等 

第10 基金の償却に関する書面 

第11 基金利息の支払に関する書面 

第12 有価証券等に関する書面       

 １ 売買目的有価証券 

 ２ 売買目的以外の有価証券等 

第13 保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 
 
（記載上の注意） 

１ 委員会設置会社及び委員会設置相互会社（以下「委員会設置会社等」という。）にあっては、提出者欄の「代

表取締役」を「代表執行役」に改めて記載すること。 
２ 相互会社が業務報告書を作成する場合においては、この様式中「株式に関する事項」を「基金に関する事項」

に、「大株主」を「基金拠出者」に、「親会社及び子会社等」を「子会社等」に、「株主総会」を「社員総会又

は総代会」に改めて記載すること。 
 
 
 
３ この様式中に記載する次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。 
① 子会社 保険業法第２条第１２項に規定する子会社をいう。 
② 子会社等 保険業法第１１０条第２項に規定する子会社等をいう。 
③ 子法人等 保険業法施行令第２条の３第２項に規定する子法人等をいう。 
④ 関連法人等 保険業法施行令第２条の３第３項に規定する関連法人等をいう。 

４ 会社の事業の内容を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる事項を細分し、又は新たに項

目を設けて記載すること。 
５ 保険会社が会社法施行規則第２条第２項第55号に規定する連結計算書類を作成している会社である場合に
は、この様式第１中に定める記載事項のうち「１ 保険会社の現況に関する事項」については、これらのすべ

 19 事業費の明細 

 20 特別勘定の資産及び負債 

 21 会計方針の変更理由 

 22 その他重要事項 

第３ 株主総会に関する事項等 

 １ 株主総会に関する事項 

 ２ 契約者配当又は剰余金の分配に関する事項 

 ３ その他参考となるべき事項 

第４ 貸借対照表 

第５ 損益計算書 

第６ キャッシュ・フロー計算書 

第７ 基金の償却に関する書面 

第８ 基金利息の支払に関する書面 

第９ 利益処分に関する書面 

第10 損失処理に関する書面 

第11 有価証券等に関する書面 

 １ 売買目的有価証券 

 ２ 売買目的以外の有価証券等 

第12 保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 

 

 

（記載上の注意） 

１ 委員会等設置会社及び委員会等設置相互会社（以下「委員会等設置会社等」という。）にあっては、提出者

欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記載すること。 

２ 相互会社が業務報告書を作成する場合においては、この様式中「営業報告書」を「事業報告書」に、「営業」

を「事業」に、「営業成績」を「事業成績」に、「株式の状況」を「基金の状況」に、「大株主」を「基金拠出

者」に、「親会社及び子会社等」を「子会社等」に、「取締役、監査役及び支配株主等（委員会等設置会社等に

あっては、取締役、執行役及び支配株主等）との間の取引」を「取締役及び監査役等（委員会等設置会社等に

あっては、取締役及び執行役）との間の取引」に、「株主総会」を「社員総会又は総代会」に、「利益処分」を

「剰余金処分」に改めて記載すること。 

 
 
 
 
 
３ 会社の営業の内容を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる事項を細分し、又は新たに項

目を設けて記載すること。 
４ 保険会社が商法施行規則第２条第１項第17号に規定する連結計算書類作成会社である場合には、この様式第
１中に定める記載事項のうち「１ 営業の経過及び成果」、「２ 営業成績及び財産の状況の推移」、「３ 支店



  

てを企業集団（当該保険会社及び保険業法第110条第２項に規定する子会社等をいう。以下同じ。）の状況につ
いて記載することで、当該保険会社に関する記載を省略できるものとする。ただし、「（２）財産及び損益の状

況」については、当該保険会社に関する事項をも記載すること。 
 
（削 除） 

 
 
 
 
 
 
 
第１ 

年  月  日から 

年度                 事業報告 

年  月  日まで 

 

１ 保険会社の現況に関する事項 

（１）事業の経過及び成果等 
（記載上の注意） 

  １ 保険会社の主要な事業内容、金融経済環境並びに保険会社のその事業年度における事業の経過及び成果を

記載すること。 
  ２ 保険会社が対処すべき課題を記載すること。 
  ３ 企業集団の状況について記載する場合には、表題を「（１）企業集団の事業の経過及び成果等」とし、企

業集団の主要な事業内容、金融経済環境並びに企業集団を巡るその事業年度における事業の経過及び成果

（複数の事業セグメントを有している場合には、事業セグメント別）、対処すべき課題を記載すること。た

だし、主要な事業内容の記載にあたり、企業集団における会社以外の会社を含めている場合にはその旨を

記載し、対処すべき課題の記載にあたり、関連法人等を含めていない場合にはその旨を記載すること。 
  ４ 生命保険会社においては、保有契約高、新契約高及び減少契約高の状況及び推移、責任準備金の状況及び

推移を記載すること。 
 
（２）財産及び損益の状況の推移 
［保険会社の状況について記載する場合］ 

（生命保険会社） 

区   分 年度 年度 年度 年度(当期)

年

度

末

契

 

個 人 保 険 

個 人 年 金 保 険 

団 体 保 険 

億円 億円 億円 億円

等及び代理店の状況」、「４ 従業員等の状況」及び「12決算期後に生じた会社の状況に関する重要な事実」に
ついては、これらの全てを企業集団（当該保険会社及び保険業法第110条第２項に規定する子会社等をいう。
以下同じ。）の状況について記載することで、当該保険会社に関する記載を省略できるものとする。ただし、

「２ 営業成績及び財産の状況の推移」については、当該保険会社に関する事項をも記載すること。 
５ 企業集団の状況について記載する場合には、表題を「１ 企業集団の営業の経過及び成果」とし、企業集団

の主要な事業内容、金融経済環境並びに企業集団を巡るその事業年度における営業（相互会社にあっては、事

業）の経過及び成果（複数の事業セグメントを有している場合には、事業セグメント別）、対処すべき課題を

記載すること。ただし、主要な事業内容の記載にあたり、企業集団における会社以外の会社を含めている場合

にはその旨を記載し、対処すべき課題の記載にあたり、関連法人等を含めていない場合にはその旨を記載する

こと。 

 

 
第１ 

年  月  日から 

年度                営業報告書 

年  月  日まで 

 

 
１ 営業の経過及び成果 

（記載上の注意） 

  次に掲げる事項についても記載すること。 

  １ 保有契約高、新契約高及び減少契約高の状況及び推移（生命保険会社） 

  ２ 資産運用の状況 

  ３ 責任準備金の状況及び推移（生命保険会社） 

  ４ 会社が対処すべき課題 

 

 
 
 
 
 
２ 営業成績及び財産の状況の推移［保険会社の状況について記載する場合］ 

 
（生命保険会社） 

区   分 年度 年度 年度 年度(当期)

年

度

末

契

 

個 人 保 険

個 人 年 金 保 険

団 体 保 険

億円 億円 億円 億円



  

約

高 

団 体 年 金 保 険 

そ の 他 の 保 険 

 

保 険 料 等 収 入 

資 産 運 用 収 益 

保 険 金 等 支 払 金 

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額 

当期純利益（又は当期純損失） 

総 資 産 

百万円 百万円 百万円 百万円

（記載上の注意） 

１ 相互会社にあっては、「当期純利益」を「当期純剰余」に改め、「社員配当準備金繰入額」を「当期純

剰余」の次に記載し、「契約者配当準備金繰入額」は記載を要しない。 

２ 記載事項に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 

３ 必要がある場合は、４事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

４ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

５ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主

資本等変動計算書（相互会社にあっては、基金等変動計算書）に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更

その他の正当な理由により過年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なっているとき

は、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。 
 

（損害保険会社） 

区   分 年度 年度 年度 年度(当期)

 

正 味 収 入 保 険 料 

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（  そ  の  他  ） 

利 息 及 び 配 当 収 入 

保険引受利益（又は保険引受損失）

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 

当期純利益（又は当期純損失） 

正 味 損 害 率 

正 味 事 業 費 率 

百万円 百万円 百万円 百万円

運 用 資 産 

総 資 産 

   

約

高

団 体 年 金 保 険

そ の 他 の 保 険

 

保 険 料 等 収 入

資 産 運 用 収 益

保 険 金 等 支 払 金

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額

当期純利益（又は当期純損失）

総 資 産

百万円 百万円 百万円 百万円

（記載上の注意） 

１ 相互会社にあっては、「当期純利益」を「当期純剰余」に改め、「社員配当準備金繰入額」を「当期

純剰余」の次に記載し、「契約者配当準備金繰入額」は記載を要しない。 

２ 必要がある場合は、４事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

３ 必要に応じ、営業成績（相互会社にあっては、事業成績）及び財産の状況の推移についての説明その他の事

項を記載すること。 

 

 
 
 
 
（損害保険会社） 

区   分 年度 年度 年度 年度(当期)

 

正 味 収 入 保 険 料

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ）

（  そ  の  他  ）

利 息 及 び 配 当 収 入

保険引受利益（又は保険引受損失）

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

当期純利益（又は当期純損失）

正 味 損 害 率

正 味 事 業 費 率

百万円 百万円 百万円 百万円

運 用 資 産

総 資 産

  



  

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 

（ 又 は 当 期 純 損 失 ） 
円  銭 円  銭 円  銭 円  銭

（記載上の注意） 

１ 相互会社にあっては、「当期純利益」を「当期純剰余」に改め、「社員配当準備金繰入額」を「当期純剰余」の

次に記載し、「１株当たり当期純利益（又は当期純損失）」は記載を要しない。 

２ 正味収入保険料の内訳は、各社の実態に応じ、主な保険５種類以上を記載すること。 

３ 運用資産は、預貯金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、

金銭の信託、有価証券、貸付金、土地及び建物の合計額を記載し、その旨を注記すること。 
４ 記載事項に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 

５ 必要がある場合は、４事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

６ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 
７ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主

資本等変動計算書（相互会社にあっては、基金等変動計算書）に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更

その他の正当な理由により過年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なっているとき

は、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。 
 

［企業集団の状況について記載する場合］ 

（生命保険会社の企業集団） 

 イ 企業集団の財産及び損益の状況 

区   分 年度 年度 年度 年度（当期）

 

連 結 経 常 収 益 

連 結 経 常 利 益 

連 結 当 期 純 利 益 

連 結 純 資 産 額 

連 結 総 資 産 

百万円 百万円 百万円 百万円

（記載上の注意） 

１ 表題を「（２）企業集団及び保険会社の財産及び損益の状況の推移」とすること。 

２ 相互会社にあっては、「連結当期純利益」を「連結当期純剰余」に改めて記載すること。 

３ 記載事項に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 

４ 必要がある場合は、４事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

５ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

６ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資

本等変動計算書（相互会社にあっては、基金等変動計算書）に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更その

他の正当な理由により過年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正

後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。 

 
 ロ 保険会社の財産及び損益の状況 

区   分 年度 年度 年度 年度（当期）

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益

（ 又 は 当 期 純 損 失 ）
円  銭 円  銭 円  銭 円  銭

（記載上の注意） 

１ 相互会社にあっては、「当期純利益」を「当期純剰余」に改め、「社員配当準備金繰入額」を「当期純剰余」

の次に記載し、「１株当たり当期純利益（又は当期純損失）」は記載を要しない。 

２ 正味収入保険料の内訳は、各社の実態に応じ、主な保険５種類以上を記載すること。 

３ 運用資産は、預貯金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、

金銭の信託、有価証券、貸付金、土地及び建物の合計額を記載し、その旨を注記すること。 

４ 必要がある場合は、４事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

５ 必要に応じ、営業成績（相互会社にあっては、事業成績）及び財産の状況の推移についての説明その他の事

項を記載すること。 

 

 

 

 

 

［企業集団の状況について記載する場合］ 

（生命保険会社の企業集団） 

 イ 連結営業成績及び財産の状況の推移 

区   分 年度 年度 年度 年度（当期）

 

連 結 経 常 収 益

連 結 経 常 利 益

連 結 当 期 純 利 益

連 結 純 資 産 額

連 結 総 資 産

百万円 百万円 百万円 百万円

（記載上の注意） 

１ 表題を「２ 企業集団及び当社の営業成績及び財産の状況の推移」とすること。 

２ 相互会社にあっては、「連結当期純利益」を「連結当期純剰余」に改めて記載すること。 

３ 必要がある場合は、４事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

４ 必要に応じ、営業成績（相互会社にあっては、事業成績）の推移についての説明その他の事項 

 を記載すること。 

 

 

 

 

 

 ロ 単体営業成績及び財産の状況の推移 

区   分 年度 年度 年度 年度（当期）



  

年 

度 

末

契

約

高 

 

個 人 保 険 

個 人 年 金 保 険 

団 体 保 険 

団 体 年 金 保 険 

そ の 他 の 保 険 

億円 億円 億円 億円

 

保 険 料 等 収 入 

資 産 運 用 収 益 

保 険 金 等 支 払 金 

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額 

当期純利益（又は当期純損失） 

総 資 産 

百万円 百万円 百万円 百万円

（記載上の注意） 

１ 相互会社にあっては、「当期純利益」を「当期純剰余」に改め、「社員配当準備金繰入額」を 

 「当期純剰余」の次に記載し、「契約者配当準備金繰入額」は記載を要しない。 

２ 記載事項に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 
３ 必要がある場合は、４事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

４ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

５ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資

本等変動計算書（相互会社にあっては、基金等変動計算書）に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更その

他の正当な理由により過年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正

後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。 
 
（損害保険会社の企業集団） 

 イ 企業集団の財産及び損益の状況 

区   分 年度 年度 年度 年度（当期）

 

連 結 経 常 収 益 

連 結 経 常 利 益 

連 結 当 期 純 利 益 

連 結 純 資 産 額 

連 結 総 資 産 

百万円 百万円 百万円 百万円

（記載上の注意） 

１ 表題を「２ 企業集団及び当社の財産及び損益の状況」とすること。 

２ 相互会社にあっては、「連結当期純利益」を「連結当期純剰余」に改めて記載すること。 

３ 記載事項に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 
４ 必要がある場合は、４事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

年

度

末

契

約

高

 

個 人 保 険

個 人 年 金 保 険

団 体 保 険

団 体 年 金 保 険

そ の 他 の 保 険

億円 億円 億円 億円

 

保 険 料 等 収 入

資 産 運 用 収 益

保 険 金 等 支 払 金

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額

当期純利益（又は当期純損失）

総 資 産

百万円 百万円 百万円 百万円

（記載上の注意） 

１ 相互会社にあっては、「当期純利益」を「当期純剰余」に改め、「社員配当準備金繰入額」を 

 「当期純剰余」の次に記載し、「契約者配当準備金繰入額」は記載を要しない。 

２ 必要がある場合は、４事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

３ 必要に応じ、営業成績（相互会社にあっては、事業成績）及び財産の状況の推移についての説明その他の事項

を記載すること。 

 

 

 

 

 

（損害保険会社の企業集団） 

 イ 連結営業成績及び財産の状況の推移 

区   分 年度 年度 年度 年度（当期）

 

連 結 経 常 収 益

連 結 経 常 利 益

連 結 当 期 純 利 益

連 結 純 資 産 額

連 結 総 資 産

百万円 百万円 百万円 百万円

（記載上の注意） 

１ 表題を「２ 企業集団及び当社の営業成績及び財産の状況の推移」とすること。 

２ 相互会社にあっては、「連結当期純利益」を「連結当期純剰余」に改めて記載すること。 

３ 必要がある場合は、４事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

４ 必要に応じ、営業成績（相互会社にあっては、事業成績）の推移についての説明その他の事項 



  

５ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

６ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資

本等変動計算書（相互会社にあっては、基金等変動計算書）に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更その

他の正当な理由により過年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正

後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。 
 

ロ 保険会社の財産及び損益の状況 

区   分 年度 年度 年度 年度（当期） 

 

正 味 収 入 保 険 料 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ そ の 他 ） 

利 息 及 び 配 当 収 入 

保険引受利益（又は保険引受損

失 ） 

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 

当期純利益（又は当期純損失） 

正 味 損 害 率 

正 味 事 業 費 率 

百万円 百万円 百万円 百万円

運 用 資 産 

総 資 産 

    

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 

（ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

（記載上の注意） 

１ 相互会社にあっては、「当期純利益」を「当期純剰余」に改め、「社員配当準備金繰入額」を 

 「当期純剰余」の次に記載し、「１株当たり当期純利益（又は当期純損失）」は記載を要しない。 

２ 正味収入保険料の内訳は、各社の実態に応じ、主な保険５種類以上を記載すること。 

３ 運用資産は、預貯金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、

金銭の信託、有価証券、貸付金、土地及び建物の合計額を記載し、その旨を注記すること。 

４ 記載事項に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 
５ 必要がある場合は、４事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

６ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

７ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資

本等変動計算書（相互会社にあっては、基金等変動計算書）に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更その

他の正当な理由により過年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正

 を記載すること。 

 

 

 

 

 

 ロ 単体営業成績及び財産の状況の推移 

区   分 年度 年度 年度 年度（当期） 

 

正 味 収 入 保 険 料

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ そ の 他 ）

利 息 及 び 配 当 収 入

保険引受利益（又は保険引受損

失 ）

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

当期純利益（又は当期純損失）

正 味 損 害 率

正 味 事 業 比 率

百万円 百万円 百万円 百万円

運 用 資 産

総 資 産

    

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益

（ 又 は 当 期 純 損 失 ）

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

（記載上の注意） 

１ 相互会社にあっては、「当期純利益」を「当期純剰余」に改め、「社員配当準備金繰入額」を 

 「当期純剰余」の次に記載し、「１株当たり当期純利益（又は当期純損失）」は記載を要しない。 

２ 正味収入保険料の内訳は、各社の実態に応じ、主な保険５種類以上を記載すること。 

３ 運用資産は、預貯金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、

金銭の信託、有価証券、貸付金、土地及び建物の合計額を記載し、その旨を注記すること。 

４ 必要がある場合は、４事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

５ 必要に応じ、営業成績（相互会社にあっては、事業成績）及び財産状況の推移についての説明その他の事項を

記載すること。 

 

 

 



  

後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。 
 
（３）支店等及び代理店の状況 
［保険会社の状況について記載する場合］ 

区    分 前期末 当期末 当期増減（△） 

支 店 

営 業 所 

海 外 支 店 

海 外 駐 在 員 事 務 所 

店 店 店

計    

代 理 店 

海 外 代 理 店 

   

計    

（記載上の注意） 

  支店及び営業所以外の呼称を使用する会社にあっては、その形態に応じ、その呼称により記載すること。 

 

［企業集団の状況について記載する場合］ 

会 社 名 事 務 所 名 所 在 地 設置年月日 

 

 

   

（記載上の注意） 

１ 表題を「（３）企業集団の主要な事務所の状況」とすること。 

２ 適宜欄を設け、保険会社、子会社及び子法人等（非連結の子会社及び子法人等を除く。）の主要な会社名、そ

の主要な事務所、所在地及び設置年月日を事業セグメント別（複数のセグメントを有していない場合には、主要

な部門別）に記載し、関連法人等の主要な会社名及びその主要な事務所については記載を要しない。 

 
（４）使用人の状況 
［保険会社の状況について記載する場合］ 

当期末現在 

区   分 前期末 当期末 
当  期 

増減(△) 平均年齢 
平均勤続 

年  数 

平均給与

月  額

内 務 職 員 名 名 名 歳 年 千円

営 業 職 員       

（記載上の注意） 

 １ 生命保険会社にあっては、営業職員欄には生命保険募集人（ただし、内務職員を除く。）について記載する

こと。 

 ２ 損害保険会社にあっては、営業職員欄には固定給と歩合給を支給されている社員（ただし、特別研修生を除

 

 

３ 支店等及び代理店の状況［保険会社の状況について記載する場合］ 
 

区    分 前期末 当期末 当期増減（△） 

支 店 

営 業 所 

海 外 支 店 

海 外 駐 在 員 事 務 所 

店 店 店

計    

代 理 店 

海 外 代 理 店 

   

計    

（記載上の注意） 

  支店及び営業所以外の呼称を使用する会社にあっては、その形態に応じ、その呼称により記載すること。 

 

［企業集団の状況について記載する場合］ 

会 社 名 事 務 所 名 所 在 地 設置年月日 

 

 

   

（記載上の注意） 

１ 表題を「３ 企業集団の主要な事務所の状況」とすること。 

２ 適宜、保険会社、子会社及び子法人等（非連結の子会社及び子法人等を除く。）の主要な会社名、その主要な

事務所、所在地及び設置年月日を事業セグメント別（複数のセグメントを有していない場合には、主要な部門別）

に記載すること。 

 
４ 従業員等の状況［保険会社の状況について記載する場合］ 
 

当期末現在 

区   分 前期末 当期末 
当  期 

増減(△) 平均年齢 
平均勤続

年  数

平均給与

月  額

内 務 職 員 名 名 名 歳 年 千円

営 業 職 員       

（記載上の注意） 

 １ 生命保険会社にあっては、営業職員欄には生命保険募集人（ただし、内務職員を除く。）について記載する

こと。 

 ２ 損害保険会社にあっては、営業職員欄には固定給と歩合給を支給されている社員（ただし、特別研修生を除



  

く。）について記載すること。 

 
［企業集団の状況について記載する場合］ 

部 門 名 前 期 末 当 期 末 当期増減（△） 

 

 

名 名 名

（記載上の注意） 

１ 表題を「（４）企業集団の使用人の状況」とすること。 

２ 適宜欄を設け、保険会社、子会社及び子法人等（非連結の子会社及び子法人等を除く。）の使用人数を事業セ

グメント別（複数のセグメントを有していない場合には、主要な部門別）に記載すること。 

３ 必要に応じ、平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額についても欄を設け記載すること。 

 
（→「４ 株式に関する事項」へ） 
 
 
 
 
 
 
（→「４ 株式に関する事項」へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（削 除） 
 
 
 
 
 
 
 

く。）について記載すること。 

 

［企業集団の状況について記載する場合］ 

部 門 名 前 期 末 当 期 末 当期増減（△） 

 

 

名 名 名

（記載上の注意） 

１ 表題を「４ 企業集団の従業員等の状況」とすること。 

２ 適宜、保険会社、子会社及び子法人等（非連結の子会社及び子法人等を除く。）の従業員数を事業セグメント

別（複数のセグメントを有していない場合には、主要な部門別）に記載すること。 

３ 必要に応じ、平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額についても欄を設け記載すること。 

 
５ 株式の状況 

発 行 す る 株 式 の 総 数 

発 行 済 株 式 の 総 数 

株 主 数 

千株 

千株 

名 

（記載上の注意） 

  相互会社にあっては、「発行済株式の総数（単位千株）」を「基金拠出額（単位百万円）」に、「株主数（単位名）」

を「基金拠出者数（単位名）」に改めて記載し、「発行する株式の総数」については記載を要しない。 
６ 大株主 

当社への出資状況 当社の大株主への出資状況 
株 主 名 

持株数 持株比率 持株数 持株比率 

 千株 ％ 千株 ％

（記載上の注意） 

 １ 持株数（相互会社にあっては、基金拠出額）の多い順序に従い10名を記載すること。 

 ２ 相互会社にあっては、「株主名」を「基金拠出者名」に、「当社への出資状況」を「当社への基金拠出状況」

に、当社への出資状況欄の「持株数（単位千株）」を「基金拠出額（単位百万円）」に、「持株比率」を「基金

拠出割合」に、「当社の大株主への出資状況」を「当社の基金拠出者への出資状況」に改めて記載すること。

 

７ 自己株式の取得、処分及び保有 

（記載上の注意） 

  次の事項を記載すること。 

 １ 事業年度中に取得した自己株式についてはその種類、数及び取得価額の総額 

 ２ 事業年度中に特定の者から買い受けた自己株式（商法第２０４条ノ３ノ２第１項（同法第２０４条ノ５第１

項において準用する場合を含む。）の請求又は同法第２１０条第１項の決議に基づき買い受けたものに限る。）

についてはその売主の氏名又は名称若しくは商号 

 ３ 事業年度中に商法第２１１条ノ３第１項の決議により買い受けた自己株式（同項第１号の子会社から



  

 
 
 
 
 
 
（５）主要な借入先の状況 
［保険会社の状況について記載する場合］ 

借入先 借入金残高 

 

 

百万円 

 

（記載上の注意） 

１ 当該事業年度の末日において主要な借入先があるときは、その借入先及び借入額を記載すること。 
２ 借入金が、保険会社の資金調達において重要でない場合には、記載を要しない。 

 
［企業集団の状況について記載する場合］ 

部門名 借入先 借入金残高 

 

 

 

 

百万円

１ 表題を「（５）企業集団の主要な借入先の状況」とすること。 

２ 事業セグメント別（複数のセグメントを有していない場合には、主要な部門別）に記載すること。 

２ 借入金が、企業集団の資金調達において重要でない場合には、記載を要しない。 

 
 

（６）資金調達の状況 
［保険会社の状況について記載する場合］ 

（記載上の注意） 

１ 当該事業年中に実施した増資、基金の再募集、社債発行、重要な借入等の資金調達について、その内容およ

び金額を記載すること。また、増資を実施した場合には１株当たり発行価額を記載する。なお、コミットメ

ントライン契約が資金調達において重要性を有する場合には、その概要等についても記載すること。 

 
［企業集団の状況について記載する場合］ 
１ 表題を「（６）企業集団の資金調達の状況」とすること。 

２ 当該連結会計年度中に実施した増資、社債発行、重要な借入等の資金調達について、その内容および金額を

記載する。また、増資を実施した場合には１株当たり発行価額を記載する。なお、コミットメントライン契

約が資金調達において重要性を有する場合には、その概要等についても記載する。 

３ 事業セグメント別（複数のセグメントを有していない場合には、主要な部門別）に記載すること。 
 
 

買い受けたものを除く。）については同法第２１１条ノ３第４項の規定により定時総会に報告しなけれ

ばならない事項 

 ４ 事業年度中に処分した自己株式についてはその種類、数及び処分価額の総額 

 ５ 事業年度中に株式失効の手続をした自己株式についてはその種類及び数 

 ６ 決算期において保有する自己株式についてはその種類及び数 

 

（新 設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新 設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

（７）設備投資の状況 
［保険会社の状況について記載する場合］ 

 イ 設備投資の総額                            （単位：百万円） 

設備投資の総額  

（記載上の注意） 

１ 当該事業年度中に実施した設備投資の総額を記載すること。 

２ 主要な業務区分別（区分することが困難である場合を除く。）に、記載すること。 

 
 ロ 重要な設備の新設等                          （単位：百万円） 

内   容 金   額 

  

（記載上の注意） 

１ 当該事業年度中に実施した重要な設備の新設、拡充、改修について、その内容及び金額を記載すること。ま

た、当該事業年度中に実施した重要な設備の処分、除却についてはその内容を記載すること。 

２ 主要な業務区分別（区分することが困難である場合を除く。）に、記載すること。 

 
［企業集団の状況について記載する場合］ 

（記載上の注意） 

１ 表題を「（７）企業集団の設備投資の状況」とすること。 

２ 当該連結会計年度中に実施した設備投資の総額を記載すること。 

３ 当該連結会計年度中に実施した重要な設備の新設、拡充、改修について、その内容及び金額を記載すること。

また、当該連結会計年度中に実施した重要な設備の処分、除却についてはその内容を記載すること。 

３ 事業セグメント別（複数の事業セグメントを有していない場合には主要な業務区分別）に記載すること。 
 
 
（→「２ 会社役員の状況」へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（新 設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８ 取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役） 

地  位 氏     名 担 当 又 は 主 な 職 業 

会 長 

社 長 

副 社 長 

専 務 取 締 役 

常 務 取 締 役 

取 締 役 

執 行 役 

監 査 役 

（ ） 

  

 

 

 

 

 

 

 

年  月  日 退任

（記載上の注意） 



  

 
 
 
（８）重要な親会社及び子会社等の状況 

イ 親会社の状況 

会 社 名 所 在 地 
主要な事業 

内   容 

設   立 

年 月 日 
資 本 金 

親会社が有

する当社の 

議決権比率 

その他 

  百万円 ％ 

ロ 子会社等の状況 

会 社 名 所 在 地 

主要な事業 

内   容 
設   立 

年 月 日 
資 本 金 

当社が有す

る会社等の

議決権比率 

その他 

  百万円 ％ 

（記載上の注意） 

 １ 親会社及び子会社、子法人等のうち子会社を除いた子法人等又は関連法人等のうち、重要なものについて記

載すること。 
 ２ 重要な企業結合の経過及び成果を記載すること。 

 ３ 重要な業務提携の概況を付記すること。 

 
 
（９）事業の譲渡・譲受け等の状況 

事業譲渡等の日付 事業譲渡等の状況 

  

（記載上の注意） 

 次に掲げる事項についての状況につき、重要なものを記載すること。 
 １ 重要な事業譲渡 

 ２ 他の会社（外国会社を含む。）の事業の譲受けのうち重要なもの 

 ３ 他の会社（外国会社を含む。）の株式その他の持分又は新株予約権等の取得のうち重要なもの 

 ４ 吸収合併（会社以外の者との合併（当該合併後当該保険会社が存続するものに限る。）を含む。）又は吸収分

割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継のうち重要なもの 

 
（10）その他保険会社の現況に関する重要な事項 

（記載上の注意） 

 １ その他の保険会社の現況に関する事業な事項を記載すること。 

 １ 代表権のある者については、その旨を役職目欄に記載すること。 

 ２ 事業年度中に退任した者についても末尾に記載し、退職時の地位を記載すること。 

 

９ 親会社及び子会社等 

（１）親会社の状況 

会 社 名 所 在 地 資 本 金 当社に対する議決権割合 主要な事業内容 

百万円 ％ 

（記載上の注意） 

  商法第２１１条ノ２第１項の親会社及び同条第３項の規定により親会社となる会社について記載すること。 

 
（２）子会社等の状況 

会 社 名 所 在 地 
主要な事業 

内   容 

設   立 

年 月 日 
資 本 金 

当 社 の

議決権割合
その他 

 百万円 ％

（記載上の注意） 

 １ 保険業法第２条第１２項に規定する子会社及び保険業法施行令第２条の３第２項に規定する子法人等のう

ち子会社を除いた子法人等又は同令第２条の３第３項に規定する関連法人等のうち、重要なものについて記載

すること。 

 ２ 重要な企業結合の経過及び成果を記載すること。 

 ３ 重要な業務提携の概況を付記すること。 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 



  

 ２ 企業集団の状況について記載する場合には、表題を「（10）企業集団の現況に関する重要な事項」とし、そ
の他の企業集団の現況に関する重要な事項を記載すること。 

 
 
２ 会社役員（取締役、会計参与、監査役及び執行役）に関する事項 

（１）会社役員の状況                             （年度末現在） 

氏  名 地位及び担当 重要な兼職 そ  の  他 

    

（記載上の注意） 

 １ 直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していたもの者であって、当該事業年度の末日までに退任

した会社役員（取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。以下同じ。）、及び事業年度の末日後に就任し

た会社役員についても記載し、その旨を「その他」に記載すること。 

 ２ 当該事業年度中に辞任し、又は解任された会社役員（株主総会又は種類株主総会の決議によって解任された

ものを除く。）についても記載し、辞任した旨、又は解任された旨、会社法第 345 条第１項（同条第４項にお

いて準用する場合を含む。）の意見があったときは、その意見の内容、及び同条第２項（同条第４項において

準用する場合を含む。）の理由があるときは、その理由を「その他」に記載すること。 

 ３ 社外役員については、社外役員である旨を「地位及び担当」に括弧内書すること。 

４ 取締役、監査役及び執行役については、他の法人その他の団体の代表者その他これに類する者であるときは

その事実（重要でないものを除く。）、及び兼職の状況（重要でないものを除く。）を、会計参与については、

他の法人その他の団体の代表者その他これに類する者であるときはその事実（重要でないものを除く。）を「重

要な兼職」に記載すること。また、保険業法第８条第２項の規定に基づき金融庁長官の認可を受けている

場合には、その旨「その他」欄に記載すること。 

 ５ 会計参与については、その氏名又は名称を「氏名」に記載すること。 

 ６ 監査役又は監査委員については、当該監査役又は監査委員が財務及び会計に関する相当程度の知見を有して

いるものであるときは、その事実を「その他」に記載すること。 

 
（２）会社役員に対する報酬等                        （単位：百万円） 
区 分 報 酬 等 定款又は株主総会で定められた報酬限度額

取締役 
会計参与 
監査役 
執行役 

  

計   

（記載上の注意） 

 １ 報酬等とは、報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益をいう。 

 ２ 会社役員の全部又は一部につき当該会社役員ごとの報酬等の額を掲げる場合にあっては、適宜設欄し、当該

会社役員ごとの氏名並びに報酬等の額及びその他の会社役員の報酬等の総額を記載すること。 

 

 

 

 

（←「８ 取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役）」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役）に対する報酬その他の職務遂行の

対価 （単位：百万円） 

区 分
報 酬 そ の 他 の 職 務 遂 行 の 対 価 

で あ る 財 産 上 の 利 益 
定款又は株主総会で定められた報酬限度額

取締役

監査役

  

（記載上の注意） 

 １ 本表は、商法第２６６条第１２項（同条第１８項において読み替えて適用するこの規定を同法第２８

０条第１項において準用する場合並びに商法特例法第２１条の１７第４項及び第６項において準用する

場合を含む。）又は商法第２６６条第１９項（商法特例法第２１条の１７第５項において準用する場合

を含む。）の定款の定めをした会社が記載する。 

 ２ 報酬以外の金額については、その金額を「報酬その他の職務遂行の対価である財産上の利益」の欄に



  

３ 報酬以外の金額については、その金額を「報酬等」の欄に括弧内書すること。 

 ４ 「報酬等」には、会社役員（社外役員を除く。）が当該保険会社の支配人その他の使用人を兼ねている場合

における当該支配人その他の使用人としての報酬等を含み、当該金額を欄外に記載すること（報酬以外の金額

については、その金額を括弧内書すること。）。 

 ５ 会社役員に対する退職慰労金及び役員賞与金は、欄外に取締役、会計参与、監査役又は執行役を区分してそ

れぞれ金額を記載すること。 

 ６ 当該事業年度に係る各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針を定めているとき

は、当該方針の決定の方法及びその方針の内容の概要を記載すること。ただし、委員会設置会社等以外の会社

にあっては、記載を要しない。 

 ７ 委員会設置会社等にあっては、「定款又は株主総会で定められた報酬限度額」の設欄は要しない。 

  
 
 
 
３ 社外役員に関する事項 

（１）社外役員の兼任その他の状況 

氏 名 兼任その他の状況 

（記載上の注意） 

 １ 社外役員が他の会社（外国会社を含む。以下同じ。）の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員

若しくは会社法第 598 条第１項の職務を行うべき者（他の会社が外国会社である場合は、これらに相当す

るもの。３において同じ。）又は使用人であるときは、その事実、及び保険会社と当該他の会社との関係

（重要でないものを除く。）を記載すること。 

 ２ 社外役員が他の会社の社外役員を兼任しているときは、その事実（重要でないものを除く。）を記載す

ること。 

３ 社外役員が保険会社又は保険会社の特定関係者（保険業法第８条第１項に規定する特定関係者をい

う。）の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは会社法第 598 条第１項の職務を行うべき

者又は使用人の配偶者、三親等以内の親族その他これに準じる者であることを保険会社が知っているとき

は、その事実を記載すること。 

 
（２）社外役員の主な活動状況 

氏名 在任期間 取締役会への出席状況 取締役会における発言その他の活動状況

   

（記載上の注意） 

「取締役会における発言その他の活動状況」には、以下の事項を記載すること。 

 １ 当該社外役員の意見により保険会社の事業の方針又は事業その他の事項に係る決定が変更されたとき

は、その内容（重要でないものを除く。） 

括弧内書すること。 

 ３ 「報酬その他の職務遂行の対価である財産上の利益」には、取締役又は執行役が使用人を兼ねる場合

の使用人としての報酬その他の職務遂行の対価を含み、当該金額を欄外に記載すること（報酬以外の金

額については、その金額を括弧内書すること。）。 

 ４ 取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役）に対する退職慰労金及び役

員賞与金は、欄外に取締役と監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役と執行役）とを区分して

それぞれ金額を記載すること。 

 ５ 委員会等設置会社等にあっては、「監査役」を「執行役」に改めて記載すること。なお、「定款又は

株主総会で定められた報酬限度額」の設欄は要しない。 

 ６ 相互会社にあっては、「株主総会」を「社員総会」又は「総代会」に改めて記載すること。 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ２ 保険会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行（当該社外役員が社外監査役で

ある場合にあっては、不正な業務の執行）が行われた事実（重要でないものを除く。）があるときは、各

社外役員が当該事実の発生の予防のために行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の

概要 

 
（３）責任限定契約 

氏名 責任限定契約の有無とその内容の概要 

  

（記載上の注意） 

  責任限定契約（会社法第 427 条第１項の契約をいう。以下同じ。）の内容については、当該契約によって

当該社外役員の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内

容を含む。 

 
（４）社外役員に対する報酬等                     （単位：百万円） 

 保険会社から     

受けている報酬等 

保険会社の親会社等から   

受けている報酬等 

社外役員合計  

（記載上の注意） 

 １ 保険会社が社外役員の全部又は一部につき当該社外役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合に

あっては、適宜設欄し、当該社外役員ごとの氏名並びに報酬等の額及びその他の社外役員の報酬等の総額

を記載すること。 

２ 報酬以外の金額については、その金額を「保険会社から受けている報酬等」の欄に括弧内書すること。

３ 「保険会社から受けている報酬等」には、社外役員が当該保険会社の執行役又は支配人その他の使用

人を兼ねている場合における当該執行役又は支配人その他の使用人としての報酬等を含み、当該金額を欄

外に記載すること（報酬以外の金額については、その金額を括弧内書すること。）。 

４ 保険会社の社外役員に対する退職慰労金及び役員賞与金は、欄外に取締役と監査役を区分してそれぞ

れ金額を記載すること。 

５ 「保険会社の親会社等から受けている報酬等」については、保険会社の親会社又は当該親会社の子会

社若しくは子法人等から当該事業年度において役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている

ときは、当該財産上の利益の総額を記載すること（社外役員であった期間に受けたものに限る。）。 

 
（５）社外役員の意見 

氏名 社外役員の意見の内容 

  

（記載上の注意） 

 「３ 社外役員に関する事項」の内容に対して社外役員の意見があるときは、その意見の内容を記載するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 



  

４ 株式に関する事項 

（１）株式数  
          発行する株式の総数      千株 
          発行済株式の総数       千株 
（記載上の注意） 

   相互会社にあっては、基金拠出額の総額について、百万円単位で記載し、「発行する株式の総数」について

は記載を要しない。 
 
（２）当年度末株主数                名 
（記載上の注意） 

   相互会社にあっては、基金拠出者数を記載すること。 

 
（３）大株主 

当社への出資状況 
株主の氏名又は名称 

持株数等 持株比率 

 千株 ％ 

（記載上の注意） 

 １ 当該事業年度の末日において発行済株式（自己株式を除く。）の総数の１０分の１以上の数の株式を有する

株主について、持株の順に記載すること。 

 ２ 種類株式保険会社（剰余金の配当その他の会社法第１０８条第１項各号に掲げる事項について内容の異なる

２以上の種類の株式を発行する保険会社をいう。）にあっては、株式の種類及び種類ごとの数を「持株数等」

に記載すること。 
 ３ 相互会社にあっては、「株主の氏名又は名称」を「基金拠出者の氏名又は名称」に、「当社への出資状況」を「当

社への基金拠出状況」に、当社への出資状況欄の「持株数等（単位千株）」を「基金拠出額（単位百万円）」に、

「持株比率」を「基金拠出割合」に改め、基金拠出額の 10分の 1以上の基金の拠出を行っている基金拠出者
について、基金拠出額の多い順に記載すること。 

 ４ その他株式（相互会社にあっては、基金）に関する重要な事項を注記すること。 
 
５ 新株予約権等に関する事項 

（１）事業年度の末日において保険会社の役員が有している当該保険会社の新株予約権等 
 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の人数 

取締役及び執行役（社外役

員を除く。） 

 

社外取締役 

 

 

会計参与及び監査役  

（←「５ 株式の状況」、「６ 大株主」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
11 新株予約権の状況 

〔現に発行している新株予約権〕 

新株予約権の数  

新株予約権の目的となる株式の種類  

新株予約権の目的となる株式の数  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価額 

 

（円）

 

〔事業年度中に株主以外の者に対し特に有利な条件で発行した新株予約権〕 



  

（記載上の注意） 

  新株予約権等とは、会社法施行規則第２条第３項第１４号で規定する新株予約権等をいう。 

 
（２）事業年度中に使用人等に交付した当該保険会社の新株予約権等 

 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を交付した者の人数

使用人  

子会社及び子法人等の 

役員及び使用人 

 

（記載上の注意） 

 １ 使用人とは、当該保険会社の役員を兼ねている使用人を除くものとする。 

 ２ 子会社及び子法人等の役員及び使用人とは、当該保険会社の役員又は使用人を兼ねている子会社の役員及び

使用人を除く子会社及び子法人等の役員及び使用人をいうものとする。 
３ その他新株予約権等に関する重要な事項を欄外に記載すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
→削除（貸借対照表の注記へ） 
 
 
 
 
→削除 
 
 
 
→削除 
 
 
 
６ 会計監査人に関する事項 

（１）会計監査人の状況                        （単位：百万円） 
氏名又は名称 当該事業年度に係る   

報酬等 

その他 

割当てを受けた者の氏名又は名称、（ ）は割当て

を受けた新株予約権の数 

 

 

（    ）

（    ）

（    ）

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

新株予約権の目的となる株式の種類  

新株予約権の目的となる株式の数  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価額 

 

（円）

新株予約権の行使の条件  

新株予約権の消却の事由  

新株予約権の消却の条件  

新株予約権の有利な条件の内容  

（記載上の注意） 

 １ 「現に発行している新株予約権」とは、商法施行規則第１０３条第２項第１号に規定する新株予約権

をいうものとし、株主総会及び取締役会における発行決議ごとに記載すること。 

 ２ 「事業年度中に株主以外の者に対し特に有利な条件で発行した新株予約権」とは、商法施行規則第１

０３条第２項第２号に規定する新株予約権をいう。 

 ３ 商法施行規則第１０３条第２項第３号に規定する当事業年度中に特定使用人等に対し特に有利な条件

で発行した新株予約権については、「事業年度中に株主以外の者に対し特に有利な条件で発行した新株

予約権」の表を準用して記載し、同項第４号の区分に応じて必要事項を注記すること。 

  

12 決算期後に生じた会社の状況に関する重要な事実 

（記載上の注意） 

  企業集団の状況に関する事項を記載する場合には、表題を「12 決算期後に生じた当企業集 

団の状況に関する重要な事実」とすること。 

 

13 監査委員会の職務遂行のために必要な事項 

（記載上の注意） 

  商法施行規則第１０４条第１号に規定する取締役会の決議の概要を記載すること。 

 

14 取締役及び執行役の個人別の報酬の内容の決定に関する方針 

（記載上の注意） 

  商法施行規則第１０４条第２号に規定する方針を記載すること。 

 

15 会計監査人に対する報酬等                                     （単位:百万円） 

(1) 当社、子会社及び子法人等が支払うべき会計監査人

に対する報酬等の合計額 

 

 (2) うち監査証明業務の対価として支払うべき報

酬等の合計額 

 



  

  

  

  

（記載上の注意） 

１ 会計監査人が監査法人である場合は、当該監査法人の名称及び当該保険会社の監査の職務を行った指定社員（公

認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第 34 条の 10 の 4 に規定する指定社員をいう。）の氏名を記載すること。 

２ 以下の事項を「その他」に記載すること。 

① 会計監査人が対価を得て行う非監査業務（公認会計士法第 2 条第 1 項の業務以外の業務をいう。）の内

容 

② 会計監査人が過去２年間に業務停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項（保

険会社が事業報告の内容として適切であるものと判断した事項に限る。） 

③ 会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止期間を経過しない者であるときは、当該処分

に係る事項 

 ３ 当該事業年度中に辞任した会計監査人又は解任された会計監査人（株主総会の決議によって解任されたもの

を除く。）があるときは、「氏名又は名称」に当該会計監査人の氏名または名称を、「その他」に次に掲げる事

項を記載すること。 
① 会社法第 340条第 3項の理由があるときは、その理由 
② 会社法第 345条第 5項において準用する同条第 1項の意見があったときは、その意見の内容 
③ 会社法第 345条第 5項において準用する同条第 2項の理由があるときは、その理由 

 ４ 会社法第 444 条第 3 項に規定する大会社である場合には、保険会社の会計監査人である公認会計士又は監査法人

に、当該保険会社、子会社及び子法人等が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額を欄外に記載すること。

なお、この額は当該事業年度に係る連結損益計算書に計上すべきものに限る。 
 
（２）責任限定契約 

氏名又は名称 その他 

 

 

 

（記載上の注意） 

会計監査人と保険会社との間で締結している責任限定契約の内容（当該契約によって当該会計監査人の職務

の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。）の概要を記

載すること。 
 
（３）会計監査人に関するその他の事項 
 イ 会計監査人の解任及び不再任の決定の方針 
 ロ 会社法第 459 条第１項の規定による定款の定めがあるときは、当該定款の定めにより取締役会に与えられた

 (3) うち当社が支払うべき会計監査人として

の報酬等の額 

 

（記載上の注意） 

 １ 本表は、商法施行規則第２条第１項第 16号に規定する連結特例規定適用会社である保険会社が記載するこ
と。 

 ２ 非連結の子会社及び子法人等については除いて記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

権限の行使に関する方針 
 ハ 会社法第 444 条第 3 項に規定する大会社である場合には、保険会社の会計監査人以外の公認会計士又は公認会

計士（公認会計士法第 16条の 2第 5項に規定する外国公認会計士を含む。）又は監査法人（外国におけるこ
れらの資格に相当する資格を有する者を含む。）が、保険会社の重要な子会社及び子法人等の計算関係書類（こ

れに相当するものを含む。）の監査（会社法又は証券取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含む。）

の規定によるものに限る。）をしているときは、その事実 
  
７ 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

（記載上の注意） 

財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めている場合には、会社法施行規則第

127条第１項第１号から第３号の規定に従い記載すること。 
 
８ 業務の適正を確保するための体制 
（記載上の注意） 

以下の体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容を記載すること。 
 １ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社法施行規則第 98 条又

は第 100条に規定する体制 
 ２ 会社法施行規則第 112条に規定する体制 
 ３ 執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社法施行規則第 112条第

２項に規定する体制 
 
９ 会計参与に関する事項 

（記載上の注意） 

  会計参与と保険会社の間で責任限定契約を締結しているときは、当該契約の内容（当該契約によって当該会計

参与の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。）の

概要を記載すること。 
 
10 その他 
（記載上の注意） 

１ その他必要な事項は、その項目を掲げて記載すること。 
 ２ 相互会社にあっては、事業年度末における社員数及び総代数についても記載すること。 
 
 
第２ 

年  月  日から 

年度                 附属明細書 

年  月  日まで 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

6 その他会社の状況に関する重要な事項 

（記載上の注意） 

  相互会社にあっては、事業年度末における社員数及び総代数についても記載すること。 

 

 

 

第２ 
年  月  日から 

年度                 附属明細書 

年  月  日まで 

 
１ 資本の増減 



  

→削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（株式会社）                             （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

 

（千株）

 

資 本 金 

（ 発 行 済 株 式 数 ） 

新 株 式 払 込 金 

資 本 剰 余 金 

  資 本 準 備 金 

  そ の 他 資 本 剰 余 金 

利 益 剰 余 金 

  利 益 準 備 金 

  任 意 積 立 金 

  当 期 未 処 分 利 益 

  （又は当期未処理損失） 

      当 期 純 利 益 

（ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

土 地 再 評 価 差 額 金 

株 式 等 評 価 差 額 金 

自 己 株 式 払 込 金 

自 己 株 式 

 

（千株） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

 

（千株） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

 

計    

 

（相互会社）                             （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

基 金 

基 金 払 込 金 

 

 

 

 

  

 

基 金 償 却 積 立 金 

再 評 価 積 立 金 

剰 余 金 

  損 失 て ん 補 準 備 金 

  任 意 積 立 金 

  当 期 未 処 分 剰 余 

  （又は当期未処理損失） 

      当 期 純 剰 余 

（ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

土 地 再 評 価 差 額 金 

株 式 等 評 価 差 額 金 

   

計    

 



  

 
 
１ 計算書類に関する事項 
（１）商品有価証券                           （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

商 品 国 債 

商 品 地 方 債 

商 品 政 府 保 証 債 

・・・・・・・・ 

   

計    

 

（２）有価証券                             （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

国 債 

地 方 債 

社 債 

  公 社 公 団 債 

  金 融 債 

  事 業 債 

株 式 

外 国 証 券 

  株 式 

  そ の 他 

そ の 他 の 証 券 

   

計    

 
（３）貸付金                              （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

農 林 ・ 水 産 業 

鉱 業 

建 設 業 

製 造 業 

卸 ・ 小 売 業 

金 融 ・ 保 険 業 

不 動 産 業 

情 報 通 信 業 

運 輸 業 

電気・ガス・水道・熱供給業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
２ 商品有価証券                           （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

商 品 国 債 

商 品 地 方 債 

商 品 政 府 保 証 債 

・・・・・・・・ 

   

計    

 

３ 有価証券                             （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

国 債 

地 方 債 

社 債 

  公 社 公 団 債 

  金 融 債 

  事 業 債 

株 式 

外 国 証 券 

  株 式 

  そ の 他 

そ の 他 の 証 券 

   

計    

 
４ 貸付金                              （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

農 林 ・ 水 産 業 

鉱 業 

建 設 業 

製 造 業 

卸 ・ 小 売 業 

金 融 ・ 保 険 業 

不 動 産 業 

情 報 通 信 業 

運 輸 業 

電気・ガス・水道・熱供給業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

サ ー ビ ス 業 等 

そ の 他 

（うち個人住宅・消費者ローン) 

 

 

（      ） 

 

 

（      ） 

 

 

（      ） 

計    

公 共 団 体 

公 社 ・ 公 団 

約 款 貸 付 

   

合    計    

（記載上の注意） 

 １ 業種区分は、日本標準産業分類の大分類に準じて記載すること。ただし、「サービス業等」欄には、「飲

食店、宿泊業」、「医療、福祉」、「教育、学習支援業」、「複合サービス事業」及び「サービス業（他

に分類されないもの）」の合計額を記載すること。 

 ２ 事業団に対する貸付は、「公社・公団」に含めて記載すること。 

 
（４）有形固定資産及び無形固定資産                    （単位：百万円） 

資産の種類 当期首 

残高 

当期  

増加額 

当期  

減少額 

当期  

償却額

期末  

帳簿価額 

減価償却

累計額 

償却 

累計率

有形固定資産 

 土地 

 建物 

 建設仮勘定 

その他の有形 

 

 

 

 

 固定資産   

   ％

有形固定資産計      

  無形固定資産 

 ソフトウェア 

 のれん 

 保証金権利金 

 その他の無形 

 固定資産 

  

   

無形固定資産計        

（記載上の注意） 
 １ 資産の種類については、重要性に応じて適宜区分して記載すること。 
 ２ 当事業年度の減損損失の金額は「当期減少額」の欄に括弧内書として記載し、「当期末残高」の欄は減損損

失控除後の金額を記載すること。 
 
 

サ ー ビ ス 業 等 

そ の 他 

（うち個人住宅・消費者ローン) 

 

 

（      ） 

 

 

（      ） 

 

 

（      ） 

計    

公 共 団 体 

公 社 ・ 公 団 

約 款 貸 付 

   

合    計    

（記載上の注意） 

 １ 業種区分は、日本標準産業分類の大分類に準じて記載すること。ただし、「サービス業等」欄には、

「飲食店、宿泊業」、「医療、福祉」、「教育、学習支援業」、「複合サービス事業」及び「サービス

業（他に分類されないもの）」の合計額を記載すること。 

 ２ 事業団に対する貸付は、「公社・公団」に含めて記載すること。 

 

５ 不動産及び動産                          （単位：百万円） 

区 分 
前 期 

末残高 

当 期 

増加額 

当 期 

減少額 

当 期 

償却額 

当 期 

末残高 

償 却 

累計額 

償 却 

累計率 

土 地 

建 物 

動 産 

建 設 仮 勘 定 

      ％

計        

（記載上の注意） 

 １ 当事業年度の減損損失の金額は「当期減少額」の欄に括弧内書として記載し、「当期末残高」の欄は減損損

失控除後の金額を記載すること。 
 ２ 償却累計率は、取得価額に対する償却累計額の割合を記載すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

→削除（貸借対照表の注記へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
→削除 
 
 
 
 
 
 
 
（５）保険契約準備金                          （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

・ ・ ・ ・ 保 険 

そ の 他 の 保 険 

   

計    

（記載上の注意） 

 １ 保険契約準備金について貸借対照表上の内訳科目ごとにそれぞれ作成すること。 

 ２ 生命保険会社にあっては、個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険及びその他の保険について記

載すること。 

 ３ 損害保険会社にあっては、各社の実態に応じ、主な保険５種類以上を記載すること。 

 

（６）引当金                              （単位：百万円） 

区  分 
前期末 

残 高 

当期末 

残 高 

当期増減 

（△）額 

計上の理由及び 

算 定 方 法 

貸 倒 引 当 金 

・ ・ ・ ・ ・ ・ 

価 格 変 動 準 備 金 

・ ・ ・ ・ ・ ・ 

    

（記載上の注意） 

  計上の理由及び算定方法については、貸借対照表に注記したものを省略することができる。 
 

６ リース契約により使用する不動産及び動産 

資 産 の 種 類 資 産 の 内 容 

 

（記載上の注意） 

 １ リース契約（ファイナンス・リース取引に該当するもの）により使用する不動産及び動産の内訳を記載する

こと。 

 ２ 重要でない資産については一括して記載することができる。 

 

７ 資産につき設定している担保権                   （単位：百万円） 

担保に供している資産 担保権によって担保されている債務 

種  類 期末残高 担保権の種類 内  容 期末残高 

     

計   計  

 

８ 保険契約準備金                          （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

・ ・ ・ ・ 保 険 

そ の 他 の 保 険 

   

計    

（記載上の注意） 

 １ 保険契約準備金について貸借対照表上の内訳科目ごとにそれぞれ作成すること。 

 ２ 生命保険会社にあっては、個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険及びその他の保険について記

載すること。 

 ３ 損害保険会社にあっては、各社の実態に応じ、主な保険５種類以上を記載すること。 

 

９ 引当金                              （単位：百万円） 

区  分 
前期末 

残 高 

当期末 

残 高 

当期増減 

（△）額 

計上の理由及び 

算 定 方 法 

貸 倒 引 当 金 

・ ・ ・ ・ ・ ・ 

価 格 変 動 準 備 金 

・ ・ ・ ・ ・ ・ 

    

（記載上の注意） 

  計上の理由及び算定方法については、貸借対照表に注記したものを省略することができる。 
 



  

→削除 
 
 
 
→削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→削除 
 
 
 
 

10 担保として取得している自己株式                    （単位：株） 

株 式 数 理      由 

  

 

11 子会社等が有する当社の株式数 

会 社 名 保 有 す る 当 社 の 株 式 数 

 千株

  

  

計  

（記載上の注意） 

 １ 相互会社にあっては、「保有する当社の株式数（単位千株）」を「当社への基金拠出額（単位百万円）」に改

めて記載すること。 
 ２ 保険業法第２条第 12項に規定する子会社並びに会社が総株主の議決権の４分の１を超える議決権を有する
株式会社又は総社員の議決権の４分の１を超える議決権を有する有限会社（子会社を除く。）について記載す

ること。ただし、重要でないものについては一括して記載することができる。 
 

11 子会社等に対する出資                       （単位：百万円） 
前期末残高 当期末残高 子 

会 

社 

等 

名 

議決 

件数 

取得 

原価 

帳簿 

価額 

議決 

件数 

取得 

原価 

帳簿 

価額 

 

当期増減（△） 

取得原価 

（ ）は議決件数 

       （     ） 

計        

（記載上の注意） 

 １ 保険業法第２条第 12項に規定する子会社並びに会社が総株主の議決権の４分の１を超える議決権を有する
株式会社又は総社員の議決権の４分の１を超える議決権を有する有限会社（子会社を除く。）について記載す

ること。ただし、重要でないものについては一括して記載することができる。 

 ２ 重要な増減がある場合は、その理由を注記すること。 

 ３ 保険会社が商法施行規則第２条第１項第 17号に規定する連結計算書類作成会社である場合には、保険業法
第２条第 12項に規定する子会社についての記載を省略できるものとする。 

 

13 子会社との取引                          （単位：百万円） 

子 会 社 名 収 益 総 額 費 用 総 額 摘    要 

    

計    



  

 
 
 
 
 
 
→削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（→「第２の２の「（２）保険会社と会社役員（又は支配株主）との利益が相反する取引」へ） 
 
 
 
 
 
 

（記載上の注意） 

 １ 保険業法第２条第 12項に規定する子会社について記載すること。ただし、重要でない子会社については一
括して記載することができる。 

 ２ 保険会社が商法施行規則第２条第１項第 17号に規定する連結計算書類作成会社である場合には、本表によ
る記載を省略できるものとする。 

 

14 子会社に対する金銭債権及び金銭債務                （単位：百万円） 

金 銭 債 権 金 銭 債 務 

子会社名 
前期末残高 当期末残高

当期増減

（△）額 
前期末残高 当期末残高

当期増減

（△）額 

       

計       

（記載上の注意） 

 １ 保険業法第２条第 12項に規定する子会社について記載すること。ただし、重要でない子会社については一
括して記載することができる。 

 ２ 保険会社が商法施行規則第２条第１項第 17号に規定する連結計算書類作成会社である場合には、本表によ
る記載を省略できるものとする。 

 

15 支配株主に対する金銭債権及び金銭債務               （単位：百万円） 

金 銭 債 権 金 銭 債 務 

支配株主名 
前期末残高 当期末残高

当期増減

（△）額 
前期末残高 当期末残高

当期増減

（△）額 

       

計       

（記載上の注意） 

  会社の総株主の議決権の２分の１を超える議決権を有する者及び商法第２１１条ノ２第３項の規定により親

会社となる会社について記載すること。 

 

16 取締役、監査役及び支配株主等（委員会等設置会社等にあっては、取締役、執行役及び支配株主等）との間
の取引 （単位：百万円） 

区  分 氏名又は名称 取引の内容 金  額 

    

（記載上の注意） 

 １ 取締役、監査役又は支配株主（委員会等設置会社等にあっては、取締役、執行役又は支配株主）との

間の取引（これらの者が第三者のためにするものを含む。）及び会社と第三者との間の取引で会社と取

締役、監査役又は支配株主（委員会等設置会社等にあっては、取締役、執行役又は支配株主）との利益



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（→第 1の２の「（２）会社役員に対する報酬等」へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（→第 2の２の「（１）会社役員の兼務の状況」へ） 
 
 
 
 
 
 

が相反するものについて記載すること。ただし、普通保険約款による取引を除く。 

 ２ 区分欄に取締役、監査役及び支配株主（会社の総株主の議決権の２分の１を超える議決権を有する者及び商

法第２１１条ノ２第３項の規定により親会社となる会社をいう。）（委員会等設置会社等にあっては、取締役、

執行役及び支配株主）の区別を記載すること。 

 ３ 取締役又は監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役又は執行役）が第三者のためにするもの及び第

三者との間の取引で会社と取締役又は監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役又は執行役）との利益

が相反するものについては、当該取締役又は監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役又は執行役）の

役名及び氏名を掲記し、その下に当該第三者の氏名又は名称及びその者との間の取引額を、行を改めて記載す

ること。 

 

17 取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役）に対する報酬その他の職務遂行の
対価 （単位：百万円） 

区  分
報酬その他の職務遂行の対価である 

財産上の利益 
定款又は株主総会で定められた報酬限度額 

取締役

監査役
  

（記載上の注意） 

 １ 商法施行規則第１０３条第１項第１０号又は第１０４条第３号により、本表を営業報告書に記載した

場合には作成を要しない。 

 ２ 報酬以外の金額については、その金額を「報酬その他の職務遂行の対価である財産上の利益」の欄に括弧内

書すること。 

 ３ 「報酬その他の職務遂行の対価である財産上の利益」には、取締役又は執行役が使用人を兼ねる場合の使用

人としての報酬その他の職務遂行の対価を含み、当該金額を欄外に記載すること（報酬以外の金額については、

その金額を括弧内書すること。）。 

 ４ 取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役）に対する退職慰労金及び役員賞与

金は、欄外に取締役と監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役と執行役）とを区分してそれぞれ金額

を記載すること。 

 ５ 委員会等設置会社等にあっては、「監査役」を「執行役」に改めて記載すること。なお、「定款又は株主総会

で定められた報酬限度額」の設欄は要しない。 

 ６ 相互会社にあっては、「株主総会」を「社員総会」又は「総代会」に改めて記載すること。 

 

18 取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役）の兼務 

区  分 氏  名 兼務会社名 役  職 摘  要 

取 締 役 

監 査 役 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記載上の注意） 

 １ 保険業法第８条の規定に基づき金融庁長官の認可を受けた者のほか、他の会社の役員を兼務している者の兼

務状況（重要でないものを除く。）を記載すること。 

 ２ 兼務する他の会社が金融業を行っている場合は、その旨を摘要欄に記載すること。 



  

 
 
（７）事業費の明細 

（生命保険会社）                            （単位：百万円） 

区        分 金   額 

営 業 活 動 費 

   営 業 職 員 経 費 

   募 集 代 理 店 経 費 

   選 択 経 費 

営 業 管 理 費 

   募 集 機 関 管 理 費 

   営 業 職 員 教 育 訓 練 費 

   広 告 宣 伝 費 

一 般 管 理 費 

   人 件 費 

   物 件 費 

寄 附 ・ 協 賛 金 ・ 諸 会 費 

   拠 出 金 

   負 担 金 

 

計  

（記載上の注意） 

 １ 拠出金の金額欄には、保険契約者保護基金拠出金について記載し、負担金の金額欄には、保険契約者保

護機構負担金について記載すること。 

 ２ 監査役（委員会設置会社等にあっては、監査委員）が監査をするについて、参考となるように記載すること。

 

 

（損害保険会社）                            （単位：百万円） 

区        分 金   額 

 ３ 委員会等設置会社等にあっては、「監査役」を「執行役」に改めて記載すること。 

 

19 事業費の明細 

（生命保険会社）                            （単位：百万円） 

区        分 金   額 

営 業 活 動 費 

   営 業 職 員 経 費 

   募 集 代 理 店 経 費 

   選 択 経 費 

営 業 管 理 費 

   募 集 機 関 管 理 費 

   営 業 職 員 教 育 訓 練 費 

   広 告 宣 伝 費 

一 般 管 理 費 

   人 件 費 

   物 件 費 

寄 附 ・ 協 賛 金 ・ 諸 会 費 

   拠 出 金 

   負 担 金 

 

計  

（記載上の注意） 

 １ 拠出金の金額欄には、保険契約者保護基金拠出金について記載し、負担金の金額欄には、保険契約者

保護機構負担金について記載すること。 

 ２ 監査役（委員会等設置会社等にあっては、監査委員）が監査をするについて、参考となるように記載するこ

と。 

 

（損害保険会社）                            （単位：百万円） 

区        分 金   額 



  

人  件  費 

  給    与 

  退  職  金 

  退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 

  厚  生  費 

物  件  費 

  減 価 償 却 費 

  土 地 建 物 機 械 賃 借 料 

  営  繕  費 

  旅 費 交 通 費 

  通  信  費 

  事  務  費 

  広  告  費 

  諸 会 費 ・ 寄 附 金 ・ 交 際 費 

 

  そ の 他 物 件 費 

税     金 

拠  出  金 

負  担  金 

 

損
害
調
査
費
・
営
業
費
及
び
一
般
管
理
費 

      計 

 （損 害 調 査 費） 

 （営業費及び一般管理費） 

 

（        ） 

（        ） 

代 理 店 手 数 料 等 

保 険 仲 立 人 手 数 料 

募  集  費 

集  金  費 

受 再 保 険 手 数 料 

出 再 保 険 手 数 料 

 諸
手
数
料
及
び
集
金
費 

      計  

       事 業 費 合 計  

（記載上の注意） 

 １ 金額欄は、損害調査費、営業費及び一般管理費並びに諸手数料及び集金費の合計額を記載し、その旨を注記

すること。 

 ２ 拠出金の金額欄には火災予防拠出金及び交通事故予防拠出金の合計額を記載すること。また、負担金の金額

欄には保険契約者保護機構負担金について記載すること。 

 ３ 保険仲立人手数料の金額欄には、保険業法第２条第２５項の保険仲立人に係る手数料について記載するこ

と。 

 ４ 会社の事業費の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はそ

の性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

人  件  費 

  給    与 

  退  職  金 

  退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 

  厚  生  費 

物  件  費 

  減 価 償 却 費 

  土 地 建 物 機 械 賃 借 料 

  営  繕  費 

  旅 費 交 通 費 

  通  信  費 

  事  務  費 

  広  告  費 

  諸 会 費 ・ 寄 附 金 ・ 交 際 費 

 

  そ の 他 物 件 費 

税     金 

拠  出  金 

負  担  金 

 

損
害
調
査
費
・
営
業
費
及
び
一
般
管
理
費 

      計 

 （損 害 調 査 費） 

 （営業費及び一般管理費） 

 

（        ） 

（        ） 

代 理 店 手 数 料 等 

保 険 仲 立 人 手 数 料 

募  集  費 

集  金  費 

受 再 保 険 手 数 料 

出 再 保 険 手 数 料 

 諸
手
数
料
及
び
集
金
費 

      計  

       事 業 費 合 計  

（記載上の注意） 

 １ 金額欄は、損害調査費、営業費及び一般管理費並びに諸手数料及び集金費の合計額を記載し、その旨を注記

すること。 

 ２ 拠出金の金額欄には火災予防拠出金及び交通事故予防拠出金の合計額を記載すること。また、負担金の金額

欄には保険契約者保護機構負担金について記載すること。 

 ３ 保険仲立人手数料の金額欄には保険業法第２条第２１項の保険仲立人に係る手数料について記載すること。

 ４ 会社の事業費の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はそ

の性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

 ５ 監査役（委員会等設置会社等にあっては、監査委員）が監査をするについて、参考となるように記載するこ



  

 ５ 監査役（委員会設置会社等にあっては、監査委員）が監査をするについて、参考となるように記載すること。

 

（８）特別勘定の資産及び負債 

イ 特別勘定の資産                          （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減（△）額 

現 金 及 び 預 貯 金 

  現 金 

  預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債券貸借取引支払保証金 

買 入 金 銭 債 権 

商 品 有 価 証 券 

有 価 証 券 

  国 債 

  地 方 債 

  社 債 

  株 式 

  外 国 証 券 

  そ の 他 の 証 券 

貸 付 金 

そ の 他 資 産 

  未 収 金 

  前 払 費 用 

  未 収 収 益 

  預 託 金 

  先 物 取 引 差 入 証 拠 金 

  先 物 取 引 差 金 勘 定 

  保 管 有 価 証 券 

  金 融 派 生 商 品 

  仮 払 金 

  そ の 他 の 資 産 

貸 倒 引 当 金 

一 般 勘 定 貸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 産 合 計    

 
  
ロ 特別勘定の負債                          （単位：百万円） 

と。 

 

20 特別勘定の資産及び負債 

（１）特別勘定の資産                          （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減（△）額 

現 金 及 び 預 貯 金 

  現 金 

  預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債券貸借取引支払保証金 

買 入 金 銭 債 権 

商 品 有 価 証 券 

有 価 証 券 

  国 債 

  地 方 債 

  社 債 

  株 式 

  外 国 証 券 

  そ の 他 の 証 券 

貸 付 金 

そ の 他 資 産 

  未 収 金 

  前 払 費 用 

  未 収 収 益 

  預 託 金 

  先 物 取 引 差 入 証 拠 金 

  先 物 取 引 差 金 勘 定 

  保 管 有 価 証 券 

  金 融 派 生 商 品 
  繰 延 ヘ ッ ジ 損 失 

  仮 払 金 

  そ の 他 の 資 産 

貸 倒 引 当 金 

一 般 勘 定 貸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 産 合 計    

 
（２）特別勘定の負債                          （単位：百万円） 



  

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減（△）額 

保 険 契 約 準 備 金 

そ の 他 負 債 

  売 現 先 勘 定 

  債券貸借取引受入担保金 

  借 入 金 

  未 払 金 

  未 払 費 用 

  前 受 収 益 

  先 物 取 引 差 金 勘 定 

  借 入 有 価 証 券 

  売 付 有 価 証 券 

  金 融 派 生 商 品 

  仮 受 金 

  そ の 他 の 負 債 

一 般 勘 定 借 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負 債 合 計    

（記載上の注意） 

  特別勘定を複数設けている場合は、それらの合計額を記載すること。 

 
 
（９）その他重要な事項 

（記載上の注意） 

  その他必要な事項はその項目を掲げて記載すること。 

 
 
 
２ 事業報告に関する事項 
（１）会社役員の兼務の状況 

区  分 氏  名 兼務会社名 役  職 摘  要 

     

（記載上の注意） 

 １ 本表における会社役員とは、取締役、監査役及び執行役をいい、会計参与を含まない。 
 ２ 取締役又は執行役については、他の会社の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員、又は会社法第 598

条第１項の職務を行うべき者を兼ねる者の兼務の状況（重要でないものを除く。）を記載すること。また、保

険業法第８条第２項の規定に基づき金融庁長官の認可を受けている場合には、その旨摘要欄に記載すること。

 ３ 監査役については、他の会社の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員、又は会社法第 598条第１項

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減（△）額 

保 険 契 約 準 備 金 

そ の 他 負 債 

  売 現 先 勘 定 

  債券貸借取引受入担保金 

  借 入 金 

  未 払 金 

  未 払 費 用 

  前 受 収 益 

  先 物 取 引 差 金 勘 定 

  借 入 有 価 証 券 

  売 付 有 価 証 券 

  金 融 派 生 商 品 
  繰 延 ヘ ッ ジ 利 益 

  仮 受 金 

  そ の 他 の 負 債 

一 般 勘 定 借 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負 債 合 計    

（記載上の注意） 

  特別勘定を複数設けている場合は、それらの合計額を記載すること。 

 

21 会計方針の変更理由 

（記載上の注意） 

  貸借対照表又は損益計算書に会計方針の変更に関する注記がなされた場合は、その変更の理由を記載するこ

と。 

 

 

（「18 取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役）の兼務」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

の職務を行うべき者を兼ねる者の兼務の状況（重要でないものを除く。）を記載すること。 
 ４ 兼務する他の会社が金融業を営む場合には、その旨を摘要欄に記載すること。 

 
（２）当社と会社役員（又は支配株主）との利益が相反する取引        （単位：百万円） 

役名 氏名 職業 貸出金残高 
当期増減

（△）高 

債務の保証又

は裏書 

当期増減

（△）高 

       

（記載上の注意） 

 １ 第三者との取引であって、保険会社と会社役員又は支配株主との利益が相反する重要な取引について記

載すること。保険会社と会社役員との利益が相反するものについては、当該会社役員の役名及び氏名を掲

記し、その下に当該第三者の氏名又は名称及びその者との間の取引額を行を改めて記載すること。ただし、

普通保険約款による取引を除く。 

 ２ 支配株主とは、保険会社の総株主の議決権の過半数を有する株主（保険会社の親会社を含む。）をいう。た

だし、この場合の議決権には、役員の選任及び定款の変更に関する議案の全部につき株主総会において議決権

を行使することができない株式に係る議決権の数を除く。 

 
（３）その他重要な事項 
（記載上の注意） 

  その他事業報告の内容を補足するために必要な事項は、その項目を掲げて記載すること。 
 
 
第３ 株主総会に関する事項等 
 
１ 株主総会に関する事項 
（記載上の注意） 

 １ 株主総会の招集の年月日、通知した事項及び決議した事項の要領等を記載すること。 

 ２ 相互会社にあっては、社員総会又は総代会について記載すること。この場合においては総代の氏名を、総代

に異動があったときは、その者の氏名及び当該異動の年月日を記載すること。 

 

２ 契約者配当又は剰余金の分配に関する事項 

 

３ その他参考となるべき事項 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

（「16 取締役、監査役及び支配株主等（委員会等設置会社等にあっては、取締役、執行役及び支配株主等）との
間の取引」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 その他重要事項 

 

 
 
第３ 株主総会に関する事項等 
 

１ 株主総会に関する事項 

（記載上の注意） 

 １ 株主総会の招集の年月日、通知した事項及び決議した事項の要領等を記載すること。 

 ２ 相互会社にあっては、社員総会又は総代会について記載すること。この場合においては総代の氏名を、総代

に異動があったときは、その者の氏名及び当該異動の年月日を記載すること。 

 

２ 契約者配当又は剰余金の分配に関する事項 

 

３ その他参考となるべき事項 

 

 

 

 

 
 

 



改 正 案 現 行

別紙様式第１２号（第１６条、第３２条、第５９条関係） 別紙様式第１２号（第１６条、第３２条、第５９条関係）

第４ 年度（ 年 月 日現在）貸借対照表 第４ 年度（ 年 月 日現在）貸借対照表

（生命保険株式会社） （単位：百万円） （生命保険株式会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ） （ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金 現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金

現 金 支 払 備 金 現 金 支 払 備 金

預 貯 金 責 任 準 備 金 預 貯 金 責 任 準 備 金

コ ー ル ロ ー ン 契 約 者 配 当 準 備 金 コ ー ル ロ ー ン 契 約 者 配 当 準 備 金

買 現 先 勘 定 代 理 店 借 買 現 先 勘 定 代 理 店 借

債券貸借取引支払保証金 再 保 険 借 債券貸借取引支払保証金 再 保 険 借

買 入 金 銭 債 権 短 期 社 債 買 入 金 銭 債 権 短 期 社 債

商 品 有 価 証 券 社 債 商 品 有 価 証 券 社 債

金 銭 の 信 託 新 株 予 約 権 付 社 債 金 銭 の 信 託 新 株 予 約 権 付 社 債

有 価 証 券 そ の 他 負 債 有 価 証 券 そ の 他 負 債

国 債 売 現 先 勘 定 国 債 売 現 先 勘 定

地 方 債 債券貸借取引受入担保金 地 方 債 債券貸借取引受入担保金

社 債 借 入 金 社 債 借 入 金

株 式 未 払 法 人 税 等 株 式 未 払 法 人 税 等

外 国 証 券 未 払 金 外 国 証 券 未 払 金

そ の 他 の 証 券 未 払 費 用 そ の 他 の 証 券 未 払 費 用

貸 付 金 前 受 収 益 貸 付 金 前 受 収 益

保 険 約 款 貸 付 預 り 金 保 険 約 款 貸 付 預 り 金

一 般 貸 付 預 り 保 証 金 一 般 貸 付 預 り 保 証 金

有 形 固 定 資 産 先物取引受入証拠金 不 動 産 及 び 動 産 先物取引受入証拠金

土 地 先 物 取 引 差 金 勘 定 土 地 先 物 取 引 差 金 勘 定

建 物 借 入 有 価 証 券 建 物 借 入 有 価 証 券

動 産 売 付 有 価 証 券 動 産 売 付 有 価 証 券

建 設 仮 勘 定 金 融 派 生 商 品 建 設 仮 勘 定 金 融 派 生 商 品

無 形 固 定 資 産 仮 受 金 代 理 店 貸 繰 延 ヘ ッ ジ 利 益

ソ フ ト ウ ェ ア そ の 他 の 負 債 再 保 険 貸 仮 受 金

の れ ん 退 職 給 付 引 当 金 そ の 他 資 産 そ の 他 の 負 債



その他の無形固定資産 価 格 変 動 準 備 金 未 収 金 退 職 給 付 引 当 金

代 理 店 貸 金融先物取引責任準備金 前 払 費 用 価 格 変 動 準 備 金

再 保 険 貸 証 券 取 引 責 任 準 備 金 未 収 収 益 金融先物取引責任準備金

そ の 他 資 産 繰 延 税 金 負 債 預 託 金 証 券 取 引 責 任 準 備 金

未 収 金 再評価に係る繰延税金負債 先物取引差入証拠金 繰 延 税 金 負 債

前 払 費 用 負 の の れ ん 先 物 取 引 差 金 勘 定 再評価に係る繰延税金負債

未 収 収 益 支 払 承 諾 保 管 有 価 証 券 支 払 承 諾

預 託 金 負債の部 合計 金 融 派 生 商 品 負債の部 合計

先物取引差入証拠金 繰 延 ヘ ッ ジ 損 失

先 物 取 引 差 金 勘 定 （ 純 資 産 の 部 ） 仮 払 金 （ 資 本 の 部 ）

保 管 有 価 証 券 資 本 金 そ の 他 の 資 産 資 本 金

金 融 派 生 商 品 新 株 式 申 込 証 拠 金 繰 延 税 金 資 産 新 株 式 払 込 金

仮 払 金 資 本 剰 余 金 再評価に係る繰延税金資産 資 本 剰 余 金

そ の 他 の 資 産 資 本 準 備 金 支 払 承 諾 見 返 資 本 準 備 金

繰 延 税 金 資 産 そ の 他 資 本 剰 余 金 貸 倒 引 当 金 △ そ の 他 資 本 剰 余 金

再評価に係る繰延税金資産 利 益 剰 余 金 資 本 金 及 び 資 本 準 備 金 減 少 差 益

支 払 承 諾 見 返 利 益 準 備 金 自己株式処分差益

貸 倒 引 当 金 △ そ の 他 利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金

○ ○ 積 立 金 利 益 準 備 金

繰 越 利 益 剰 余 金 任 意 積 立 金

自 己 株 式 △ 当 期 未 処 分 利 益

自 己 株 式 申 込 証 拠 金 （又は当期未処理損失）

株 主 資 本 合 計 当 期 純 利 益

その他有価証券評価差額金 （又は当期純損失）

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 土 地 再 評 価 差 額 金

土 地 再 評 価 差 額 金 株 式 等 評 価 差 額 金

評価・換算差額等合計 自 己 株 式 払 込 金

新 株 予 約 権 自 己 株 式 △

純資産の部 合計 資本の部 合計

資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計 資 産 の 部 合 計 負債及び資本の部合計

（損害保険株式会社） （単位：百万円） （損害保険株式会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ） （ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金 現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金



現 金 支 払 備 金 現 金 支 払 備 金

預 貯 金 責 任 準 備 金 預 貯 金 責 任 準 備 金

コ ー ル ロ ー ン 短 期 社 債 コ ー ル ロ ー ン 短 期 社 債

買 現 先 勘 定 社 債 買 現 先 勘 定 社 債

債券貸借取引支払保証金 新 株 予 約 権 付 社 債 債券貸借取引支払保証金 新 株 予 約 権 付 社 債

買 入 金 銭 債 権 そ の 他 負 債 買 入 金 銭 債 権 そ の 他 負 債

商 品 有 価 証 券 共 同 保 険 借 商 品 有 価 証 券 共 同 保 険 借

金 銭 の 信 託 再 保 険 借 金 銭 の 信 託 再 保 険 借

有 価 証 券 外 国 再 保 険 借 有 価 証 券 外 国 再 保 険 借

国 債 代 理 業 務 借 国 債 代 理 業 務 借

地 方 債 売 現 先 勘 定 地 方 債 売 現 先 勘 定

社 債 債券貸借取引受入担保金 社 債 債券貸借取引受入担保金

株 式 借 入 金 株 式 借 入 金

外 国 証 券 未 払 法 人 税 等 外 国 証 券 未 払 法 人 税 等

そ の 他 の 証 券 預 り 金 そ の 他 の 証 券 預 り 金

貸 付 金 前 受 収 益 貸 付 金 前 受 収 益

保 険 約 款 貸 付 未 払 金 保 険 約 款 貸 付 未 払 金

一 般 貸 付 仮 受 金 一 般 貸 付 仮 受 金

有 形 固 定 資 産 先物取引受入証拠金 不 動 産 及 び 動 産 先物取引受入証拠金

土 地 先 物 取 引 差 金 勘 定 土 地 先 物 取 引 差 金 勘 定

建 物 借 入 有 価 証 券 建 物 借 入 有 価 証 券

動 産 売 付 有 価 証 券 動 産 売 付 有 価 証 券

建 設 仮 勘 定 金 融 派 生 商 品 建 設 仮 勘 定 金 融 派 生 商 品

無 形 固 定 資 産 そ の 他 の 負 債 そ の 他 資 産 繰 延 ヘ ッ ジ 利 益

ソ フ ト ウ ェ ア 退 職 給 付 引 当 金 未 収 保 険 料 そ の 他 の 負 債

の れ ん 価 格 変 動 準 備 金 代 理 店 貸 退 職 給 付 引 当 金

その他の無形固定資産 金融先物取引責任準備金 外 国 代 理 店 貸 価 格 変 動 準 備 金

そ の 他 資 産 証 券 取 引 責 任 準 備 金 共 同 保 険 貸 金融先物取引責任準備金

未 収 保 険 料 繰 延 税 金 負 債 再 保 険 貸 証 券 取 引 責 任 準 備 金

代 理 店 貸 再評価に係る繰延税金負債 外 国 再 保 険 貸 繰 延 税 金 負 債

外 国 代 理 店 貸 負 の の れ ん 代 理 業 務 貸 再評価に係る繰延税金負債

共 同 保 険 貸 支 払 承 諾 未 収 金 支 払 承 諾

再 保 険 貸 負債の部 合計 未 収 収 益 負債の部 合計

外 国 再 保 険 貸 預 託 金

代 理 業 務 貸 （ 純 資 産 の 部 ） 地 震 保 険 預 託 金 （ 資 本 の 部 ）

未 収 金 資 本 金 仮 払 金 資 本 金

未 収 収 益 新 株 式 申 込 証 拠 金 先物取引差入証拠金 新 株 式 払 込 金

預 託 金 資 本 剰 余 金 先 物 取 引 差 金 勘 定 資 本 剰 余 金

地 震 保 険 預 託 金 資 本 準 備 金 保 管 有 価 証 券 資 本 準 備 金



仮 払 金 そ の 他 資 本 剰 余 金 金 融 派 生 商 品 そ の 他 資 本 剰 余 金

先物取引差入証拠金 利 益 剰 余 金 繰 延 ヘ ッ ジ 損 失 資 本 金 及 び 資 本 準 備 金 減 少 差 益

先 物 取 引 差 金 勘 定 利 益 準 備 金 そ の 他 の 資 産 自己株式処分差益

保 管 有 価 証 券 そ の 他 利 益 剰 余 金 繰 延 税 金 資 産 利 益 剰 余 金

金 融 派 生 商 品 ○ ○ 積 立 金 再評価に係る繰延税金資産 利 益 準 備 金

そ の 他 の 資 産 繰 越 利 益 剰 余 金 支 払 承 諾 見 返 任 意 積 立 金

繰 延 税 金 資 産 自 己 株 式 △ 貸 倒 引 当 金 △ 当 期 未 処 分 利 益

再評価に係る繰延税金資産 自 己 株 式 申 込 証 拠 金 （又は当期未処理損失）

支 払 承 諾 見 返 株 主 資 本 合 計 当 期 純 利 益

貸 倒 引 当 金 △ その他有価証券評価差額金 （又は当期純損失）

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 土 地 再 評 価 差 額 金

土 地 再 評 価 差 額 金 株 式 等 評 価 差 額 金

評価・換算差額等合計 自 己 株 式 払 込 金

新 株 予 約 権 自 己 株 式 △

純資産の部 合計 資本の部 合計

資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計 資 産 の 部 合 計 負債及び資本の部合計

（記載上の注意） （記載上の注意）

１ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになる １ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになる

ように記載すること。 ように記載すること。

（１）継続企業の前提（会社法計算規則第１３１条に規定するものをいう。以下同じ。）に重要な疑義を抱 （１）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項

かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 ① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 ② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 ③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 ④ 当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映しているか否か

④ 当該重要な疑義の影響の計算書類への反映の有無 （２）有価証券の評価基準及び評価方法。また、保険業法第１１２条第１項による評価換えをしたときは

（２）次に掲げる会計方針に関する事項 、その旨

① 有価証券の評価基準及び評価方法。また、保険業法第１１２条第１項による評価換えをしたとき （３）金銭の信託の評価基準及び評価方法

は、その旨 （４）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

② 金銭の信託の評価基準及び評価方法 （５）土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差額

③ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

④ 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差 （６）不動産及び動産の減価償却の方法

額 （７）外貨建資産等の本邦通貨への換算基準

⑤ 有形固定資産の減価償却の方法 （８）貸倒引当金の計上方法（当期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査定基準の整備の状

⑥ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況についても、できるだけ詳細に記載す

⑦ 貸倒引当金の計上方法（当期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査定基準の整備の ること。）

状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況についても、できるだけ詳細に記 （９）退職給付引当金の計上方法

載すること。） （１０）価格変動準備金、金融先物取引責任準備金及び証券取引責任準備金の計上方法



⑧ 退職給付引当金の計上方法 （１１）ヘッジ会計の方法

⑨ 価格変動準備金、金融先物取引責任準備金及び証券取引責任準備金の計上方法 （１２）その他採用した重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りでな

⑩ ヘッジ会計の方法 い。

⑪ その他採用した重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りで （１３）会計方針又は記載方法を変更したときは、その旨及びその変更による増減額。ただし、その変更又

ない。 は変更による影響が軽微であるときは、この限りでない。

（３）会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） （１４）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３ヵ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合

① 会計処理の原則又は手続きを変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与 計額。なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。

えている影響の内容 （１５）固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その変更が軽微であるとき

② 表示方法を変更したときは、その内容 は、この限りでない。

（４）有価証券の貸付けを行っている場合には、その旨及び金額（金額は貸借対照表価額とし、消費貸借 （１６）不動産及び動産の減価償却累計額及び圧縮記帳額

契約によるもの、使用貸借契約又は賃貸借契約によるものに分けて記載すること。） （１７）保険業法第１１８条に規定する特別勘定の資産及び負債の額

（５）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３ヵ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合 （１８）保険業法施行規則第１７条の３第１項第１号に規定する金額がある場合は、その額

計額。なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 （１９）保険業法施行規則第１７条の３第１項第３号に規定する純資産額

（６）有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その （２０）取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役）に対する金銭債権総額及

変更が軽微であるときは、この限りでない。 び金銭債務総額。ただし、普通保険約款による取引に係るものは、この限りではない。

（７）有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 （２１）子会社（保険業法第２条第１２項に規定する子会社をいう。以下同じ。）に対する金銭債権総額及

（８）資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額（一括して注記 び金銭債務総額

することが適当な場合にあっては、一括した引当金の金額） （２２）リース契約（ファイナンス・リース取引に該当するもの）により使用する重要な不動産及び動産

（９）保険業法第１１８条に規定する特別勘定の資産及び負債の額 （２３）重要な係争事件に係る損害賠償義務。ただし、負債の部に計上したときは、この限りでない。

（１０）取締役、監査役及び執行役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役）との間の取引に （２４）生命保険会社にあっては、契約者配当準備金の増減異動及び契約者配当金の支払額

よる取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権及び金銭債務があるときは、金銭債権の総額及び金 （２５）その他会社の財産の状態を正確に判断するために必要な事項

銭債務の総額。ただし、普通保険約款による取引に係るものは、この限りでない。 （２６）商法第２１１条ノ２第１項の親会社及び同条第３項の規定により親会社となる会社の株式並びに子

（１１）子会社（保険業法第２条第１２項に規定する子会社をいう。以下同じ。）に対する金銭債権総額及 会社の株式又は持分の額

び金銭債務総額 （２７）保険業法第９２条の規定による組織変更剰余金額又は同法第１６４条第５項（同法第１６５条第２

（１２）次に掲げるもの（重要でないものを除く。）の発生の主な原因別の内訳 項において準用する場合を含む。）において準用する同法第９２条の規定による合併剰余金額

①繰延税金資産（その算定にあたり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を （２８）担保に供している資産の額及び担保付き債務の額

含む。） （２９）有価証券の貸付けを行っている場合には、その旨及び金額（金額は貸借対照表価額とし、消費貸借

②繰延税金負債 契約によるもの、使用貸借契約又は賃貸借契約によるものに分けて記載すること。）

（１３）リース契約（ファイナンス・リース取引に該当するもの）により使用する重要な不動産及び動産 （３０）貸借対照表上の純資産額から新株式払込金、土地再評価差額金及び株式等評価差額金の合計額を控

（１４）重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額。 除した金額が、資本準備金及び利益準備金の合計額を下回る場合には、その差額

（１５）生命保険会社にあっては、契約者配当準備金の増減異動及び契約者配当金の支払額 （３１）以下に掲げる金額

（１６）親会社株式の金額 ① 保険業法施行規則第７３条第３項において準用する同規則第７１条第１項に規定する再保険を付

（１７）子会社等（保険業法第１１０条第２項に規定する子会社等をいう。）の株式又は出資金の総額 した部分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）の金額

（１８）保険業法第９２条の規定による組織変更剰余金額又は同法第１６４条第５項（同法第１６５条第２ ② 保険業法施行規則第７１条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金（以下「

項において準用する場合を含む。）において準用する同法第９２条の規定による合併剰余金額 出再責任準備金」という。）の金額

（１９）資産が担保に供されている場合における当該資産の内容及びその金額並びに担保に係る債務の金額 ２ 保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額がある場合は、「その他の資産」の前

（２０）純資産の部に計上した額の合計額から次に掲げる科目の合計額を控除した額が、資本金、資本準備 に「保険業法第１１３条繰延資産」として記載すること。

金及び利益準備金の合計額を下回る場合には、その差額 ３ 保険会社が地震保険に関する法律第３条第１項（政府の再保険）に規定する再保険契約を政府との間

①申込期日経過後における新株式申込証拠金 で締結している場合には、当該保険会社において地震保険の責任準備金及び地震保険に係る受託金に対



②評価・換算差額等 応する資産を他の資産と区分して経理している場合における当該資産に係る評価差額については、「繰

③新株予約権 延税金負債」の前に「地震保険評価差額金」として記載すること。

（２１）以下に掲げる金額 ４ 法令等に基づき、又は会社の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げて

① 保険業法施行規則第７３条第３項において準用する同規則第７１条第１項に規定する再保険を付 ある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。

した部分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）の金額 ５ 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総額の

② 保険業法施行規則第７１条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金（以下「 １００分の１を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設け

出再責任準備金」という。）の金額 て記載すること。

（２２）１株あたりの純資産額（銭単位で記載すること。） ６ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。

（２３）会社計算規則第１８６条第１項に規定する額（同号中「繰延資産の部に計上した額」とあるのは、「繰

延資産の額」と読み替えるものとする。

（２４）会社計算規則第２条第３項第７２号で定める連結配当規制適用会社については、当該事業年度の末日

が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となる旨

（２５）事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事項が発生した場合にお

ける当該事象

（２６）その他会社の財産の状態を正確に判断するために必要な事項

２ 保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額がある場合は、「その他の資産」の前

に「保険業法第１１３条繰延資産」として記載すること。

３ 保険会社が地震保険に関する法律第３条第１項（政府の再保険）に規定する再保険契約を政府との間

で締結している場合には、当該保険会社において地震保険の責任準備金及び地震保険に係る受託金に対

応する資産を他の資産と区分して経理している場合における当該資産に係る評価差額については、「繰

延税金負債」の前に「地震保険評価差額金」として記載すること。

４ 法令等に基づき、又は会社の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げて

ある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。

５ 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総額の

１００分の１を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設け

て記載すること。

６ 関連当事者との取引に関する事項を会社計算規則第１４０条の規定に従い記載すること。

７ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。（記載上の注意

）

（生命保険相互会社） （単位：百万円） （生命保険相互会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ） （ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金 現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金

現 金 支 払 備 金 現 金 支 払 備 金

預 貯 金 責 任 準 備 金 預 貯 金 責 任 準 備 金



コ ー ル ロ ー ン 社 員 配 当 準 備 金 コ ー ル ロ ー ン 社 員 配 当 準 備 金

買 現 先 勘 定 代 理 店 借 買 現 先 勘 定 代 理 店 借

債券貸借取引支払保証金 再 保 険 借 債券貸借取引支払保証金 再 保 険 借

買 入 金 銭 債 権 短 期 社 債 買 入 金 銭 債 権 短 期 社 債

商 品 有 価 証 券 社 債 商 品 有 価 証 券 社 債

金 銭 の 信 託 そ の 他 負 債 金 銭 の 信 託 そ の 他 負 債

有 価 証 券 売 現 先 勘 定 有 価 証 券 売 現 先 勘 定

国 債 債券貸借取引受入担保金 国 債 債券貸借取引受入担保金

地 方 債 借 入 金 地 方 債 借 入 金

社 債 未 払 法 人 税 等 社 債 未 払 法 人 税 等

株 式 未 払 金 株 式 未 払 金

外 国 証 券 未 払 費 用 外 国 証 券 未 払 費 用

そ の 他 の 証 券 前 受 収 益 そ の 他 の 証 券 前 受 収 益

貸 付 金 預 り 金 貸 付 金 預 り 金

保 険 約 款 貸 付 預 り 保 証 金 保 険 約 款 貸 付 預 り 保 証 金

一 般 貸 付 先物取引受入証拠金 一 般 貸 付 先物取引受入証拠金

有 形 固 定 資 産 先 物 取 引 差 金 勘 定 不 動 産 及 び 動 産 先 物 取 引 差 金 勘 定

土 地 借 入 有 価 証 券 土 地 借 入 有 価 証 券

建 物 売 付 有 価 証 券 建 物 売 付 有 価 証 券

動 産 金 融 派 生 商 品 動 産 金 融 派 生 商 品

建 設 仮 勘 定 仮 受 金 建 設 仮 勘 定 繰 延 ヘ ッ ジ 利 益

無 形 固 定 資 産 そ の 他 の 負 債 代 理 店 貸 仮 受 金

ソ フ ト ウ ェ ア 退 職 給 付 引 当 金 再 保 険 貸 そ の 他 の 負 債

の れ ん 価 格 変 動 準 備 金 そ の 他 資 産 退 職 給 付 引 当 金

その他の無形固定資産 金融先物取引責任準備金 未 収 金 価 格 変 動 準 備 金

代 理 店 貸 証 券 取 引 責 任 準 備 金 前 払 費 用 金融先物取引責任準備金

再 保 険 貸 繰 延 税 金 負 債 未 収 収 益 証 券 取 引 責 任 準 備 金

そ の 他 資 産 再評価に係る繰延税金負債 預 託 金 繰 延 税 金 負 債

未 収 金 負 の の れ ん 先物取引差入証拠金 再評価に係る繰延税金負債

前 払 費 用 支 払 承 諾 先物取引差金勘定 支 払 承 諾

未 収 収 益 負債の部 合計 保 管 有 価 証 券 負債の部 合計

預 託 金 金 融 派 生 商 品

先物取引差入証拠金 （ 純 資 産 の 部 ） 繰 延 ヘ ッ ジ 損 失 （ 資 本 の 部 ）

先 物 取 引 差 金 勘 定 基 金 仮 払 金 基 金

保 管 有 価 証 券 基 金 払 込 金 そ の 他 の 資 産 基 金 払 込 金

金 融 派 生 商 品 基 金 償 却 積 立 金 繰 延 税 金 資 産 基 金 償 却 積 立 金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 失 再 評 価 積 立 金 再評価に係る繰延税金資 再 評 価 積 立 金

仮 払 金 基金償却積立金減少差益 産支 払 承 諾 見 返 基金償却積立金減少差益

そ の 他 の 資 産 剰 余 金 貸 倒 引 当 金 △ 剰 余 金



繰 延 税 金 資 産 損 失 て ん 補 準 備 金 損 失 て ん 補 準 備 金

再評価に係る繰延税金資産 そ の 他 剰 余 金 任 意 積 立 金

支 払 承 諾 見 返 社員配当平衡積立金 社員配当平衡積立金

貸 倒 引 当 金 △ ○ ○ 積 立 金 ・ ・ ・ ・ ・

当期未処分剰余金 当 期 未 処 分 剰 余 金

基 金 等 合 計 額 （又は当期未処理損失）

その他有価証券評価差額金 当 期 純 剰 余

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 （又は当期純損失）

土 地 再 評 価 差 額 金 土 地 再 評 価 差 額 金

評価・換算差額等合計 株 式 等 評 価 差 額 金

純資産の部 合計 資本の部 合計

資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計 資 産 の 部 合 計 負債及び資本の部合計

（損害保険相互会社） （単位：百万円） （損害保険相互会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ） （ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金 現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金

現 金 支 払 備 金 現 金 支 払 備 金

預 貯 金 責 任 準 備 金 預 貯 金 責 任 準 備 金

コ ー ル ロ ー ン 社 員 配 当 準 備 金 コ ー ル ロ ー ン 社 員 配 当 準 備 金

買 現 先 勘 定 短 期 社 債 買 現 先 勘 定 短 期 社 債

債券貸借取引支払保証金 社 債 債券貸借取引支払保証金 社 債

買 入 金 銭 債 権 そ の 他 負 債 買 入 金 銭 債 権 そ の 他 負 債

商 品 有 価 証 券 共 同 保 険 借 商 品 有 価 証 券 共 同 保 険 借

金 銭 の 信 託 再 保 険 借 金 銭 の 信 託 再 保 険 借

有 価 証 券 外 国 再 保 険 借 有 価 証 券 外 国 再 保 険 借

国 債 代 理 業 務 借 国 債 代 理 業 務 借

地 方 債 売 現 先 勘 定 地 方 債 売 現 先 勘 定

社 債 債券貸借取引受入担保金 社 債 債券貸借取引受入担保金

株 式 借 入 金 株 式 借 入 金

外 国 証 券 未 払 法 人 税 等 外 国 証 券 未 払 法 人 税 等

そ の 他 の 証 券 預 り 金 そ の 他 の 証 券 預 り 金

貸 付 金 前 受 収 益 貸 付 金 前 受 収 益



保 険 約 款 貸 付 未 払 金 保 険 約 款 貸 付 未 払 金

一 般 貸 付 仮 受 金 一 般 貸 付 仮 受 金

有 形 固 定 資 産 先物取引受入証拠金 不 動 産 及 び 動 産 先物取引受入証拠金

土 地 先 物 取 引 差 金 勘 定 土 地 先 物 取 引 差 金 勘 定

建 物 借 入 有 価 証 券 建 物 借 入 有 価 証 券

動 産 売 付 有 価 証 券 動 産 売 付 有 価 証 券

建 設 仮 勘 定 金 融 派 生 商 品 建 設 仮 勘 定 金 融 派 生 商 品

無 形 固 定 資 産 そ の 他 の 負 債 そ の 他 資 産 繰 延 ヘ ッ ジ 利 益

ソ フ ト ウ ェ ア 退 職 給 付 引 当 金 未 収 保 険 料 そ の 他 の 負 債

の れ ん 価 格 変 動 準 備 金 代 理 店 貸 退 職 給 付 引 当 金

その他の無形固定資産 金融先物取引責任準備金 外 国 代 理 店 貸 価 格 変 動 準 備 金

そ の 他 資 産 証 券 取 引 責 任 準 備 金 共 同 保 険 貸 金融先物取引責任準備金

未 収 保 険 料 繰 延 税 金 負 債 再 保 険 貸 証 券 取 引 責 任 準 備 金

代 理 店 貸 再評価に係る繰延税金負債 外 国 再 保 険 貸 繰 延 税 金 負 債

外 国 代 理 店 貸 負 の の れ ん 代 理 業 務 貸 再評価に係る繰延税金負債

共 同 保 険 貸 支 払 承 諾 未 収 金 支 払 承 諾

再 保 険 貸 負債の部 合計 未 収 収 益 負債の部 合計

外 国 再 保 険 貸 預 託 金

代 理 業 務 貸 （ 純 資 産 の 部 ） 地 震 保 険 預 託 金 （ 資 本 の 部 ）

未 収 金 基 金 仮 払 金 基 金

未 収 収 益 基 金 払 込 金 先物取引差入証拠金 基 金 払 込 金

預 託 金 基 金 償 却 積 立 金 先 物 取 引 差 金 勘 定 基 金 償 却 積 立 金

地 震 保 険 預 託 金 再 評 価 積 立 金 保 管 有 価 証 券 基金償却積立金減少差益

仮 払 金 基金償却積立金減少差益 金 融 派 生 商 品 剰 余 金

先物取引差入証拠金 剰 余 金 繰 延 ヘ ッ ジ 損 失 損 失 て ん 補 準 備 金

先 物 取 引 差 金 勘 定 損 失 て ん 補 準 備 金 そ の 他 の 資 産 任 意 積 立 金

保 管 有 価 証 券 そ の 他 剰 余 金 繰 延 税 金 資 産 社員配当平衡積立金

金 融 派 生 商 品 社員配当平衡積立金 再評価に係る繰延税金資産 ・ ・ ・ ・ ・

繰 延 ヘ ッ ジ 損 失 ○ ○ 積 立 金 支 払 承 諾 見 返 当 期 未 処 分 剰 余 金

そ の 他 の 資 産 当期未処分剰余金 貸 倒 引 当 金 △ （又は当期未処理損失）

繰 延 税 金 資 産 基 金 等 合 計 額 当 期 純 剰 余

再評価に係る繰延税金資産 その他有価証券評価差額金 （又は当期純損失）

支 払 承 諾 見 返 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 土 地 再 評 価 差 額 金

貸 倒 引 当 金 △ 土 地 再 評 価 差 額 金 株 式 等 評 価 差 額 金

評価・換算差額等合計 資本の部 合計

純資産の部 合計

資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計 資 産 の 部 合 計 負債及び資本の部合計



（記載上の注意） （記載上の注意）

１ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになる １ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになる

ように記載すること。 ように記載すること。

（１）継続企業の前提（会社法計算規則第１３１条に規定するものをいう。以下同じ。）に重要な疑義を抱 （１）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項

かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 ① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 ② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 ③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 ④ 当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映しているか否か

④ 当該重要な疑義の影響の計算書類への反映の有無 （２）有価証券の評価基準及び評価方法。また、保険業法第１１２条第１項による評価換えをしたときは

（２）次に掲げる会計方針に関する事項 、その旨

① 有価証券の評価基準及び評価方法。また、保険業法第１１２条第１項による評価換えをしたとき （３）金銭の信託の評価基準及び評価方法

は、その旨 （４）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

② 金銭の信託の評価基準及び評価方法 （５）土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差額

③ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

④ 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差 （６）不動産及び動産の減価償却の方法

額 （７）外貨建資産等の本邦通貨への換算基準

⑤ 有形固定資産の減価償却の方法 （８）貸倒引当金の計上方法（当期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査定基準の整備の状

⑥ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況についても、できるだけ詳細に記載す

⑦ 貸倒引当金の計上方法（当期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査定基準の整備の ること 。）

状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況についても、できるだけ詳細に記 （９）退職給付引当金の計上方法

載すること。） （１０）価格変動準備金、金融先物取引責任準備金及び証券取引責任準備金の計上方法

⑧ 退職給付引当金の計上方法 （１１）ヘッジ会計の方法

⑨ 価格変動準備金、金融先物取引責任準備金及び証券取引責任準備金の計上方法 （１２）その他採用した重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りでな

⑩ ヘッジ会計の方法 い。

⑪ その他採用した重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りで （１３）会計方針又は記載方法を変更したときは、その旨及びその変更による増減額。ただし、その変更又

ない。 は変更による影響が軽微であるときは、この限りでない。

（３）会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） （１４）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３ヵ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合

① 会計処理の原則又は手続きを変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与 計額。なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。

えている影響の内容 （１５）固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その変更が軽微であるとき

② 表示方法を変更したときは、その内容 は、この限りでない。

（４）有価証券の貸付けを行っている場合には、その旨及び金額（金額は貸借対照表価額とし、消費貸借 （１６）不動産及び動産の減価償却累計額及び圧縮記帳額

契約によるもの、使用貸借契約又は賃貸借契約によるものに分けて記載すること。） （１７）保険業法第１１８条に規定する特別勘定の資産及び負債の額

（５）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３ヵ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合 （１８）保険業法施行規則第２４条の２第２項第１号に規定する金額がある場合は、その額

計額。なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 （１９）保険業法施行規則第２４条の２第２項第２号に規定する純資産額

（６）有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その （２０）取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役）に対する金銭債権総額及

変更が軽微であるときは、この限りでない。 び金銭債務総額。ただし、普通保険約款による取引に係るものは、この限りではない。

（７）有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 （２１）子会社に対する金銭債権総額及び金銭債務総額

（８）資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額（一括して注記 （２２）リース契約（ファイナンス・リース取引に該当するもの）により使用する重要な不動産及び動産

することが適当な場合にあっては、一括した引当金の金額） （２３）重要な係争事件に係る損害賠償義務。ただし、負債の部に計上したときは、この限りでない。



（９）保険業法第１１８条に規定する特別勘定の資産及び負債の額 （２４）生命保険会社にあっては、社員配当準備金の増減異動及び社員配当金の支払額

（１０）取締役、監査役及び執行役（委員会設置会社等にあっては、取締役及び執行役）との間の取引によ （２５）その他会社の財産の状態を正確に判断するために必要な事項

る取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権及び金銭債務があるときは、金銭債権の総額及び金銭 （２６）子会社の株式又は持分の額

債務の総額。ただし、普通保険約款による取引に係るものは、この限りでない。 （２７）担保に供している資産の額及び担保付き債務の額

（１１）子会社（保険業法第２条第１２項に規定する子会社をいう。以下同じ。）に対する金銭債権総額及 （２８）有価証券の貸付けを行っている場合には、その旨及び金額（金額は貸借対照表価額とし、消費貸借

び金銭債務総額 契約によるもの、使用貸借契約又は賃貸借契約によるものに分けて記載すること。）

（１２）次に掲げるもの（重要でないものを除く。）の発生の主な原因別の内訳 （２９）貸借対照表上の純資産額から基金払込金、土地再評価差額金及び株式等評価差額金の合計額を控除

①繰延税金資産（その算定にあたり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を した金額が、資本準備金及び利益準備金の合計額を下回る場合には、その差額

含む。） （３０）以下に掲げる金額

②繰延税金負債 ① 出再支払備金の金額

（１３）リース契約（ファイナンス・リース取引に該当するもの）により使用する重要な不動産及び動産 ② 出再責任準備金の金額

（１４）重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額。 ２ 保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額がある場合は、「その他の資産」の前

（１５）生命保険会社にあっては、契約者配当準備金の増減異動及び契約者配当金の支払額 に「保険業法第１１３条繰延資産」として記載すること。

（１６）親会社株式の金額 ３ 保険会社が地震保険に関する法律第３条第１項（政府の再保険）に規定する再保険契約を政府との間

（１７）子会社等（保険業法第１１０条第２項に規定する子会社等をいう。）の株式又は出資金の総額 で締結している場合には、当該保険会社において地震保険の責任準備金及び地震保険に係る受託金に対

（１８）保険業法第９２条の規定による組織変更剰余金額又は同法第１６４条第５項（同法第１６５条第２ 応する資産を他の資産と区分して経理している場合における当該資産に係る評価差額については、「繰

項において準用する場合を含む。）において準用する同法第９２条の規定による合併剰余金額 延税金負債」の前に「地震保険評価差額金」として記載すること。

（１９）資産が担保に供されている場合における当該資産の内容及びその金額並びに担保に係る債務の金額 ４ 法令等に基づき、又は会社の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げて

（２０）純資産の部に計上した額の合計額から次に掲げる科目の合計額を控除した額が、資本金、資本準備 ある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。

金及び利益準備金の合計額を下回る場合には、その差額 ５ 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総額の

①申込期日経過後における新株式申込証拠金 １００分の１を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設け

②評価・換算差額等 て記載すること。

③新株予約権 ６ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。

（２１）以下に掲げる金額

① 保険業法施行規則第７３条第３項において準用する同規則第７１条第１項に規定する再保険を付

した部分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）の金額

② 保険業法施行規則第７１条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金（以下「

出再責任準備金」という。）の金額

（２２）会社計算規則第１８６条第１項に規定する額（同号中「繰延資産の部に計上した額」とあるのは、「繰

延資産の額」と読み替えるものとする。

（２３）会社計算規則第２条第３項第７２号で定める連結配当規制適用会社については、当該事業年度の末日

が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となる旨

（２４）事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事項が発生した場合にお

ける当該事象

（２５）その他会社の財産の状態を正確に判断するために必要な事項

２ 保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額がある場合は、「その他の資産」の前

に「保険業法第１１３条繰延資産」として記載すること。

３ 保険会社が地震保険に関する法律第３条第１項（政府の再保険）に規定する再保険契約を政府との間

で締結している場合には、当該保険会社において地震保険の責任準備金及び地震保険に係る受託金に対



応する資産を他の資産と区分して経理している場合における当該資産に係る評価差額については、「繰

延税金負債」の前に「地震保険評価差額金」として記載すること。

４ 法令等に基づき、又は会社の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げて

ある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。

５ 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総額の

１００分の１を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設け

て記載すること。

６ 関連当事者との取引に関する事項を会社計算規則第１４０条の規定に従い記載すること。

７ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。

第５ 第５

年 月 日から 年 月 日から

年度 損益計算書 年度 損益計算書

年 月 日まで 年 月 日まで

（生命保険株式会社） （単位：百万円） （生命保険株式会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

経 経 常 収 益 経 経 常 収 益

保 険 料 等 収 入 保 険 料 等 収 入

保 険 料 保 険 料

常 再 保 険 収 入 常 再 保 険 収 入

資 産 運 用 収 益 資 産 運 用 収 益

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 利 息 及 び 配 当 金 等 収 入

損 預 貯 金 利 息 損 預 貯 金 利 息

有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金 有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金

貸 付 金 利 息 貸 付 金 利 息

益 不 動 産 賃 貸 料 益 不 動 産 賃 貸 料

そ の 他 利 息 配 当 金 そ の 他 利 息 配 当 金

商 品 有 価 証 券 運 用 益 商 品 有 価 証 券 運 用 益

の 金 銭 の 信 託 運 用 益 の 金 銭 の 信 託 運 用 益

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益

有 価 証 券 売 却 益 有 価 証 券 売 却 益

部 有 価 証 券 償 還 益 部 有 価 証 券 償 還 益

金 融 派 生 商 品 収 益 金 融 派 生 商 品 収 益

為 替 差 益 為 替 差 益

そ の 他 運 用 収 益 そ の 他 運 用 収 益



特 別 勘 定 資 産 運 用 益 特 別 勘 定 資 産 運 用 益

そ の 他 経 常 収 益 そ の 他 経 常 収 益

年 金 特 約 取 扱 受 入 金 年 金 特 約 取 扱 受 入 金

保 険 金 据 置 受 入 金 保 険 金 据 置 受 入 金

そ の 他 の 経 常 収 益 そ の 他 の 経 常 収 益

経 常 費 用 経 常 費 用

保 険 金 等 支 払 金 保 険 金 等 支 払 金

保 険 金 保 険 金

年 金 年 金

給 付 金 給 付 金

解 約 返 戻 金 解 約 返 戻 金

そ の 他 返 戻 金 そ の 他 返 戻 金

再 保 険 料 再 保 険 料

責 任 準 備 金 等 繰 入 額 責 任 準 備 金 等 繰 入 額

支 払 備 金 繰 入 額 支 払 備 金 繰 入 額

責 任 準 備 金 繰 入 額 責 任 準 備 金 繰 入 額

契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額 契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額

資 産 運 用 費 用 資 産 運 用 費 用

支 払 利 息 支 払 利 息

商 品 有 価 証 券 運 用 損 商 品 有 価 証 券 運 用 損

金 銭 の 信 託 運 用 損 金 銭 の 信 託 運 用 損

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損

有 価 証 券 売 却 損 有 価 証 券 売 却 損

有 価 証 券 評 価 損 有 価 証 券 評 価 損

有 価 証 券 償 還 損 有 価 証 券 償 還 損

金 融 派 生 商 品 費 用 金 融 派 生 商 品 費 用

為 替 差 損 為 替 差 損

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 貸 倒 引 当 金 繰 入 額

貸 付 金 償 却 貸 付 金 償 却

賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費 賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費

そ の 他 運 用 費 用 そ の 他 運 用 費 用

特 別 勘 定 資 産 運 用 損 特 別 勘 定 資 産 運 用 損

事 業 費 事 業 費

そ の 他 経 常 費 用 そ の 他 経 常 費 用

保 険 金 据 置 支 払 金 保 険 金 据 置 支 払 金

税 金 税 金

減 価 償 却 費 減 価 償 却 費

退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額



そ の 他 の 経 常 費 用 そ の 他 の 経 常 費 用

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

特 特 別 利 益 特 特 別 利 益

固 定 資 産 等 処 分 益 不 動 産 動 産 等 処 分 益

別 保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益 別 保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益

そ の 他 特 別 利 益 そ の 他 特 別 利 益

損 損

特 別 損 失 特 別 損 失

益 固 定 資 産 等 処 分 損 益 不 動 産 動 産 等 処 分 損

減 損 損 失 減 損 損 失

の 価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 の 価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額

部 証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 部 証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額

不 動 産 圧 縮 損 不 動 産 圧 縮 損

そ の 他 特 別 損 失 そ の 他 特 別 損 失

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額 契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額

税 引 前 当 期 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 税 引 前 当 期 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ）

法 人 税 及 び 住 民 税 法 人 税 及 び 住 民 税

法 人 税 等 調 整 額 法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

前 期 繰 越 利 益 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ）

・ ・ ・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額

利 益 準 備 金 取 崩 額

当 期 未 処 分 利 益 （ 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ）

（損害保険株式会社） （単位：百万円） （損害保険株式会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

経 経 常 収 益 経 経 常 収 益

保 険 引 受 収 益 保 険 引 受 収 益

正 味 収 入 保 険 料 正 味 収 入 保 険 料

常 収 入 積 立 保 険 料 常 収 入 積 立 保 険 料

積 立 保 険 料 等 運 用 益 積 立 保 険 料 等 運 用 益



為 替 差 益 為 替 差 益

損 そ の 他 保 険 引 受 収 益 損 そ の 他 保 険 引 受 収 益

資 産 運 用 収 益 資 産 運 用 収 益

利 息 及 び 配 当 金 収 入 利 息 及 び 配 当 金 収 入

益 商 品 有 価 証 券 運 用 益 益 商 品 有 価 証 券 運 用 益

金 銭 の 信 託 運 用 益 金 銭 の 信 託 運 用 益

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益

の 有 価 証 券 売 却 益 の 有 価 証 券 売 却 益

有 価 証 券 償 還 益 有 価 証 券 償 還 益

金 融 派 生 商 品 収 益 金 融 派 生 商 品 収 益

部 為 替 差 益 部 為 替 差 益

そ の 他 運 用 収 益 そ の 他 運 用 収 益

積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替 積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替

そ の 他 経 常 収 益 そ の 他 経 常 収 益

年 金 特 約 取 扱 受 入 金 年 金 特 約 取 扱 受 入 金

保 険 金 据 置 受 入 金 保 険 金 据 置 受 入 金

そ の 他 の 経 常 収 益 そ の 他 の 経 常 収 益

経 常 費 用 経 常 費 用

保 険 引 受 費 用 保 険 引 受 費 用

正 味 支 払 保 険 金 正 味 支 払 保 険 金

損 害 調 査 費 損 害 調 査 費

諸 手 数 料 及 び 集 金 費 諸 手 数 料 及 び 集 金 費

満 期 返 戻 金 満 期 返 戻 金

契 約 者 配 当 金 契 約 者 配 当 金

支 払 備 金 繰 入 額 支 払 備 金 繰 入 額

責 任 準 備 金 繰 入 額 責 任 準 備 金 繰 入 額

為 替 差 損 為 替 差 損

そ の 他 保 険 引 受 費 用 そ の 他 保 険 引 受 費 用

資 産 運 用 費 用 資 産 運 用 費 用

商 品 有 価 証 券 運 用 損 商 品 有 価 証 券 運 用 損

金 銭 の 信 託 運 用 損 金 銭 の 信 託 運 用 損

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損

有 価 証 券 売 却 損 有 価 証 券 売 却 損

有 価 証 券 評 価 損 有 価 証 券 評 価 損

有 価 証 券 償 還 損 有 価 証 券 償 還 損

金 融 派 生 商 品 費 用 金 融 派 生 商 品 費 用

為 替 差 損 為 替 差 損

そ の 他 運 用 費 用 そ の 他 運 用 費 用



営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 費 及 び 一 般 管 理 費

そ の 他 経 常 費 用 そ の 他 経 常 費 用

支 払 利 息 支 払 利 息

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 貸 倒 引 当 金 繰 入 額

貸 倒 損 失 貸 倒 損 失

そ の 他 の 経 常 費 用 そ の 他 の 経 常 費 用

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

特 特 別 利 益 特 特 別 利 益

固 定 資 産 処 分 益 不 動 産 動 産 処 分 益

別 保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益 別 保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益

そ の 他 特 別 利 益 そ の 他 特 別 利 益

損 損

特 別 損 失 特 別 損 失

益 固 定 資 産 処 分 損 益 不 動 産 動 産 処 分 損

減 損 損 失 減 損 損 失

の 価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 の 価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額

部 証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 部 証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額

不 動 産 圧 縮 損 不 動 産 圧 縮 損

そ の 他 特 別 損 失 そ の 他 特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 税 引 前 当 期 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ）

法 人 税 及 び 住 民 税 法 人 税 及 び 住 民 税

法 人 税 等 調 整 額 法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

前 期 繰 越 利 益 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ）

・ ・ ・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額

利 益 準 備 金 取 崩 額

当 期 未 処 分 利 益 （ 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ）

（生命保険相互会社） （単位：百万円） （生命保険相互会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

経 経 常 収 益 経 経 常 収 益



保 険 料 等 収 入 保 険 料 等 収 入

保 険 料 保 険 料

常 再 保 険 収 入 常 再 保 険 収 入

資 産 運 用 収 益 資 産 運 用 収 益

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 利 息 及 び 配 当 金 等 収 入

損 預 貯 金 利 息 損 預 貯 金 利 息

有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金 有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金

貸 付 金 利 息 貸 付 金 利 息

益 不 動 産 賃 貸 料 益 不 動 産 賃 貸 料

そ の 他 利 息 配 当 金 そ の 他 利 息 配 当 金

商 品 有 価 証 券 運 用 益 商 品 有 価 証 券 運 用 益

の 金 銭 の 信 託 運 用 益 の 金 銭 の 信 託 運 用 益

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益

有 価 証 券 売 却 益 有 価 証 券 売 却 益

部 有 価 証 券 償 還 益 部 有 価 証 券 償 還 益

金 融 派 生 商 品 収 益 金 融 派 生 商 品 収 益

為 替 差 益 為 替 差 益

そ の 他 運 用 収 益 そ の 他 運 用 収 益

特 別 勘 定 資 産 運 用 益 特 別 勘 定 資 産 運 用 益

そ の 他 経 常 収 益 そ の 他 経 常 収 益

年 金 特 約 取 扱 受 入 金 年 金 特 約 取 扱 受 入 金

保 険 金 据 置 受 入 金 保 険 金 据 置 受 入 金

そ の 他 の 経 常 収 益 そ の 他 の 経 常 収 益

経 常 費 用 経 常 費 用

保 険 金 等 支 払 金 保 険 金 等 支 払 金

保 険 金 保 険 金

年 金 年 金

給 付 金 給 付 金

解 約 返 戻 金 解 約 返 戻 金

そ の 他 返 戻 金 そ の 他 返 戻 金

再 保 険 料 再 保 険 料

責 任 準 備 金 等 繰 入 額 責 任 準 備 金 等 繰 入 額

支 払 備 金 繰 入 額 支 払 備 金 繰 入 額

責 任 準 備 金 繰 入 額 責 任 準 備 金 繰 入 額

社 員 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額 社 員 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額

資 産 運 用 費 用 資 産 運 用 費 用

支 払 利 息 支 払 利 息

商 品 有 価 証 券 運 用 損 商 品 有 価 証 券 運 用 損



金 銭 の 信 託 運 用 損 金 銭 の 信 託 運 用 損

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損

有 価 証 券 売 却 損 有 価 証 券 売 却 損

有 価 証 券 評 価 損 有 価 証 券 評 価 損

有 価 証 券 償 還 損 有 価 証 券 償 還 損

金 融 派 生 商 品 費 用 金 融 派 生 商 品 費 用

為 替 差 損 為 替 差 損

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 貸 倒 引 当 金 繰 入 額

貸 付 金 償 却 貸 付 金 償 却

賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費 賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費

そ の 他 運 用 費 用 そ の 他 運 用 費 用

特 別 勘 定 資 産 運 用 損 特 別 勘 定 資 産 運 用 損

事 業 費 事 業 費

そ の 他 経 常 費 用 そ の 他 経 常 費 用

保 険 金 据 置 支 払 金 保 険 金 据 置 支 払 金

税 金 税 金

減 価 償 却 費 減 価 償 却 費

退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額

そ の 他 の 経 常 費 用 そ の 他 の 経 常 費 用

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

特 特 別 利 益 特 特 別 利 益

固 定 資 産 等 処 分 益 不 動 産 動 産 等 処 分 益

別 保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益 別 保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益

そ の 他 特 別 利 益 そ の 他 特 別 利 益

損 損

特 別 損 失 特 別 損 失

益 固 定 資 産 等 処 分 損 益 不 動 産 動 産 等 処 分 損

減 損 損 失 減 損 損 失

の 価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 の 価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額

部 証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 部 証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額

不 動 産 圧 縮 損 不 動 産 圧 縮 損

そ の 他 特 別 損 失 そ の 他 特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 剰 余 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 税 引 前 当 期 純 剰 余 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ）

法 人 税 及 び 住 民 税 法 人 税 及 び 住 民 税

法 人 税 等 調 整 額 法 人 税 等 調 整 額



当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

前 期 繰 越 剰 余 金 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ）

・ ・ ・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額

当 期 未 処 分 剰 余 金 （ 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ）

（損害保険相互会社） （単位：百万円） （損害保険相互会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

経 経 常 収 益 経 経 常 収 益

保 険 引 受 収 益 保 険 引 受 収 益

正 味 収 入 保 険 料 正 味 収 入 保 険 料

常 収 入 積 立 保 険 料 常 収 入 積 立 保 険 料

積 立 保 険 料 等 運 用 益 積 立 保 険 料 等 運 用 益

為 替 差 益 為 替 差 益

損 そ の 他 保 険 引 受 収 益 損 そ の 他 保 険 引 受 収 益

資 産 運 用 収 益 資 産 運 用 収 益

利 息 及 び 配 当 金 収 入 利 息 及 び 配 当 金 収 入

益 商 品 有 価 証 券 運 用 益 益 商 品 有 価 証 券 運 用 益

金 銭 の 信 託 運 用 益 金 銭 の 信 託 運 用 益

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益

の 有 価 証 券 売 却 益 の 有 価 証 券 売 却 益

有 価 証 券 償 還 益 有 価 証 券 償 還 益

金 融 派 生 商 品 収 益 金 融 派 生 商 品 収 益

部 為 替 差 益 部 為 替 差 益

そ の 他 運 用 収 益 そ の 他 運 用 収 益

積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替 積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替

そ の 他 経 常 収 益 そ の 他 経 常 収 益

社 員 配 当 準 備 金 戻 入 額 社 員 配 当 準 備 金 戻 入 額

そ の 他 の 経 常 収 益 そ の 他 の 経 常 収 益

経 常 費 用 経 常 費 用

保 険 引 受 費 用 保 険 引 受 費 用

正 味 支 払 保 険 金 正 味 支 払 保 険 金

損 害 調 査 費 損 害 調 査 費

諸 手 数 料 及 び 集 金 費 諸 手 数 料 及 び 集 金 費

満 期 返 戻 金 満 期 返 戻 金



支 払 備 金 繰 入 額 支 払 備 金 繰 入 額

責 任 準 備 金 繰 入 額 責 任 準 備 金 繰 入 額

為 替 差 損 為 替 差 損

そ の 他 保 険 引 受 費 用 そ の 他 保 険 引 受 費 用

資 産 運 用 費 用 資 産 運 用 費 用

商 品 有 価 商 品 運 用 損 商 品 有 価 商 品 運 用 損

金 銭 の 信 託 運 用 損 金 銭 の 信 託 運 用 損

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損

有 価 証 券 売 却 損 有 価 証 券 売 却 損

有 価 証 券 評 価 損 有 価 証 券 評 価 損

有 価 証 券 償 還 損 有 価 証 券 償 還 損

金 融 派 生 商 品 費 用 金 融 派 生 商 品 費 用

為 替 差 損 為 替 差 損

そ の 他 運 用 費 用 そ の 他 運 用 費 用

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 費 及 び 一 般 管 理 費

そ の 他 経 常 費 用 そ の 他 経 常 費 用

支 払 利 息 支 払 利 息

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 貸 倒 引 当 金 繰 入 額

貸 倒 損 失 貸 倒 損 失

社 員 配 当 金 社 員 配 当 金

そ の 他 の 経 常 費 用 そ の 他 の 経 常 費 用

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

特 特 別 利 益 特 特 別 利 益

固 定 資 産 処 分 益 不 動 産 動 産 処 分 益

別 保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益 別 保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益

そ の 他 特 別 利 益 そ の 他 特 別 利 益

損 損

特 別 損 失 特 別 損 失

益 固 定 資 産 処 分 損 益 不 動 産 動 産 処 分 損

減 損 損 失 減 損 損 失

の 価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 の 価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額

部 証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 部 証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額

不 動 産 圧 縮 損 不 動 産 圧 縮 損

そ の 他 特 別 損 失 そ の 他 特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 剰 余 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 税 引 前 当 期 純 剰 余 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ）



法 人 税 及 び 住 民 税 法 人 税 及 び 住 民 税

法 人 税 等 調 整 額 法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

前 期 繰 越 剰 余 金 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ）

・ ・ ・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額

利 益 準 備 金 取 崩 額

当 期 未 処 分 剰 余 金 （ 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ）

（記載上の注意） （記載上の注意）

１ 次の事項を注記すること。ただし、貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 １ 次の事項を注記すること。ただし、貸借対照表に記載したものは、この限りでない。

（１）損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、こ （１）損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、こ

の限りでない。 の限りでない。

（２）会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） （２）損益計算書の作成に関する会計方針又は記載方法を変更したときは、その旨及びその変更による増

① 会計処理の原則又は手続きを変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与 減額。ただし、その変更又は変更による影響が軽微であるときは、この限りでない。

えている影響の内容 （３）子会社との取引高の総額

② 表示方法を変更したときは、その内容 （４）生命保険会社にあっては、有価証券売却益、有価証券売却損及び有価証券評価損の主な内訳

（３）子会社等との営業取引における取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額 （５）以下の収益及び費用に関する内訳（ただし、①から③まで及び⑥の注記は、生命保険会社を除く。

（４）生命保険会社にあっては、有価証券売却益、有価証券売却損及び有価証券評価損の主な内訳 ）

（５）以下の収益及び費用に関する内訳（ただし、①から③まで及び⑥の注記は、生命保険会社を除く。 ① 正味収入保険料の計算上差し引かれた支払再保険料の金額

） ② 正味支払保険金の計算上差し引かれた回収再保険金の金額

① 正味収入保険料の計算上差し引かれた支払再保険料の金額 ③ 諸手数料及び集金費の計算上差し引かれた出再保険手数料の金額

② 正味支払保険金の計算上差し引かれた回収再保険金の金額 ④ 支払備金繰入額又は支払備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再支払備金繰

③ 諸手数料及び集金費の計算上差し引かれた出再保険手数料の金額 入額又は出再支払備金戻入額

④ 支払備金繰入額又は支払備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再支払備金繰 ⑤ 責任準備金繰入額又は責任準備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再責任準

入額又は出再支払備金戻入額 備金繰入額又は出再責任準備金戻入額

⑤ 責任準備金繰入額又は責任準備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再責任準 ⑥ 利息及び配当金収入の資産源泉別内訳

備金繰入額又は出再責任準備金戻入額 （６）商品有価証券及び売買目的有価証券に係るそれぞれの利息及び配当金収入、売却損益及び評価損益

⑥ 利息及び配当金収入の資産源泉別内訳 の金額

（６）商品有価証券及び売買目的有価証券に係るそれぞれの利息及び配当金収入、売却損益及び評価損益 （７）金銭の信託及び金融派生商品に係るそれぞれの評価損益の金額

の金額 （８）１株当たりの当期純利益又は当期純損失の額（銭単位で記載すること。）

（７）金銭の信託及び金融派生商品に係るそれぞれの評価損益の金額 （９）その他会社の損益の状態を正確に判断するために必要な事項

（８）１株当たりの当期純利益又は当期純損失の額（銭単位で記載すること。） ２ 積立金取崩額には、一定の目的のために留保した積立金をその目的に従い取り崩した額を、当該積立

（９）その他会社の損益の状態を正確に判断するために必要な事項 金の名称を付した科目をもって記載すること。

２ 法令等に基づき、又は会社の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げて ３ 法令等に基づき、又は会社の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げて

ある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 ある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。

３ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 ４ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。



第６

年 月 日から

年度 キャッシュ・フロー計算書 第６

年 月 日まで 年 月 日から

年度 キャッシュ・フロー計算書

（生命保険株式会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円） 年 月 日まで

（生命保険株式会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

保険料等収入 保険料等収入

保険金等支払による支出 保険金等支払による支出

年金支払による支出 年金支払による支出

給付金支払による支出 給付金支払による支出

解約返戻金支払による支出 解約返戻金支払による支出

その他の解約返戻金支払による支出 その他の解約返戻金支払による支出

再保険料収入 再保険料収入

再保険料支払による支出 再保険料支払による支出

保険料据置支払による支出 保険料据置支払による支出

事業費の支出 事業費の支出

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

契約者配当金の支払額 契約者配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入



貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

株式の発行による収入 株式の発行による収入

自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出

配当金の支払額 配当金の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

（生命保険株式会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円） （生命保険株式会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益（損失） 税引前当期純利益（損失）

賃貸用不動産等減価償却費 賃貸用不動産等減価償却費

減価償却費 減価償却費

減損損失 減損損失



支払備金の増加額 支払備金の増加額

責任準備金の増加額 責任準備金の増加額

契約者配当準備金積立利息繰入額 契約者配当準備金積立利息繰入額

契約者配当準備金繰入額 契約者配当準備金繰入額

貸倒引当金の増加額 貸倒引当金の増加額

退職給付引当金の増加額 退職給付引当金の増加額

価格変動準備金の増加額 価格変動準備金の増加額

金融先物取引責任準備金の増加額 金融先物取引責任準備金の増加額

証券取引責任準備金の増加額 証券取引責任準備金の増加額

保険業法第１１２条評価益 保険業法第１１２条評価益

利息及び配当金等収入 利息及び配当金等収入

有価証券関係損益 有価証券関係損益

支払利息 支払利息

為替差損益 為替差損益

固定資産関係損益 不動産動産関係損益

商品有価証券の増加額 商品有価証券の増加額

代理店貸の増加額 代理店貸の増加額

再保険貸の増加額 再保険貸の増加額

その他資産（除く投資活動関連・財務活動関連） その他資産（除く投資活動関連・財務活動関連）

の増加額 の増加額

代理店借の増加額 代理店借の増加額

再保険借の増加額 再保険借の増加額

その他負債（除く投資活動関連・財務活動関連） その他負債（除く投資活動関連・財務活動関連）

の増加額 の増加額

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金の受取額 利息及び配当金の受取額

利息の支払額 利息の支払額

契約者配当金の支払額 契約者配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入



有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

株式の発行による収入 株式の発行による収入

自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出

配当金の支払額 配当金の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

（損害保険株式会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円） （損害保険株式会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

保険料の収入 保険料の収入

積立保険料の収入 積立保険料の収入



保険料の支出 保険料の支出

損害調査費の支出 損害調査費の支出

諸手数料及び集金費の支出 諸手数料及び集金費の支出

満期返戻金の支出 満期返戻金の支出

契約者配当金の支出 契約者配当金の支出

商品有価証券の売却による収入 商品有価証券の売却による収入

商品有価証券の取得による支出 商品有価証券の取得による支出

営業費及び一般管理費の支出 営業費及び一般管理費の支出

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出



株式の発行による収入 株式の発行による収入

自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出

配当金の支払額 配当金の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

（損害保険株式会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円） （損害保険株式会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益（損失） 税引前当期純利益（損失）

減価償却費 減価償却費

減損損失 減損損失

支払備金の増加額 支払備金の増加額

責任準備金の増加額 責任準備金の増加額

貸倒引当金の増加額 貸倒引当金の増加額

退職給付引当金の増加額 退職給付引当金の増加額

価格変動準備金の増加額 価格変動準備金の増加額

金融先物取引責任準備金の増加額 金融先物取引責任準備金の増加額

証券取引責任準備金の増加額 証券取引責任準備金の増加額

保険業法第１１２条評価益 保険業法第１１２条評価益

利息及び配当金収入 利息及び配当金収入

有価証券関係損益 有価証券関係損益

支払利息 支払利息

為替差損益 為替差損益

固定資産関係損益 不動産動産関係損益

商品有価証券の増加額 商品有価証券の増加額

その他の資産（除く投資活動関連・財務活動関連） その他の資産（除く投資活動関連・財務活動関連）

の増加額 の増加額



その他の負債（除く投資活動関連・財務活動関連） その他の負債（除く投資活動関連・財務活動関連）

の増加額 の増加額

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

株式の発行による収入 株式の発行による収入

自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出

配当金の支払額 配当金の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー



Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

（生命保険相互会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円） （生命保険相互会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

保険料等収入 保険料等収入

保険金等支払による支出 保険金等支払による支出

年金支払による支出 年金支払による支出

給付金支払による支出 給付金支払による支出

解約返戻金支払による支出 解約返戻金支払による支出

その他の返戻金支払による支出 その他の返戻金支払による支出

再保険料収入 再保険料収入

再保険料支払による支出 再保険料支払による支出

保険料据置支払による支出 保険料据置支払による支出

事業費の支出 事業費の支出

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

契約者配当金の支払額 契約者配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出



金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） ５

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

基金の募集による収入 基金の募集による収入

基金の償却による支出 基金の償却による支出

基金利息の支払額 基金利息の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

（生命相互株式会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円） （生命相互株式会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純剰余（損失） 税引前当期純剰余（損失）



賃貸用不動産等減価償却費 賃貸用不動産等減価償却費

減価償却費 減価償却費

減損損失 減損損失

支払備金の増加額 支払備金の増加額

責任準備金の増加額 責任準備金の増加額

社員配当準備金積立利息繰入額 社員配当準備金積立利息繰入額

貸倒引当金の増加額 貸倒引当金の増加額

退職給付引当金の増加額 退職給付引当金の増加額

価格変動準備金の増加額 価格変動準備金の増加額

金融先物取引責任準備金の増加額 金融先物取引責任準備金の増加額

証券取引責任準備金の増加額 証券取引責任準備金の増加額

保険業法第１１２条評価益 保険業法第１１２条評価益

利息及び配当金等収入 利息及び配当金等収入

有価証券関係損益 有価証券関係損益

支払利息 支払利息

為替差損益 為替差損益

固定資産関係損益 不動産動産関係損益

商品有価証券の増加額 商品有価証券の増加額

代理店貸の増加額 代理店貸の増加額

再保険貸の増加額 再保険貸の増加額

その他資産（除く投資活動関連・財務活動関連） その他資産（除く投資活動関連・財務活動関連）

の増加額 の増加額

代理店借の増加額 代理店借の増加額

再保険借の増加額 再保険借の増加額

その他負債（除く投資活動関連・財務活動関連） その他負債（除く投資活動関連・財務活動関連）

の増加額 の増加額

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

社員配当金の支払額 社員配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入



金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

基金の募集による収入 基金の募集による収入

基金の償却による支出 基金の償却による支出

基金利息の支払額 基金利息の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

（損害保険相互会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円） （損害保険相互会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー



保険料の収入 保険料の収入

積立保険料の収入 積立保険料の収入

保険料の支出 保険料の支出

損害調査費の支出 損害調査費の支出

諸手数料及び集金費の支出 諸手数料及び集金費の支出

満期返戻金の支出 満期返戻金の支出

契約者配当金の支出 契約者配当金の支出

商品有価証券の売却による収入 商品有価証券の売却による収入

商品有価証券の取得による支出 商品有価証券の取得による支出

営業費及び一般管理費の支出 営業費及び一般管理費の支出

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入



社債の償還による支出 社債の償還による支出

基金の募集による収入 基金の募集による収入

基金の償却による支出 基金の償却による支出

基金利息の支払額 基金利息の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

（損害保険相互会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円） （損害保険相互会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純剰余（損失） 税引前当期純剰余（損失）

減価償却費 減価償却費

減損損失 減損損失

支払備金の増加額 支払備金の増加額

責任準備金の増加額 責任準備金の増加額

貸倒引当金の増加額 貸倒引当金の増加額

退職給付引当金の増加額 退職給付引当金の増加額

価格変動準備金の増加額 価格変動準備金の増加額

金融先物取引責任準備金の増加額 金融先物取引責任準備金の増加額

証券取引責任準備金の増加額 証券取引責任準備金の増加額

保険業法第１１２条評価益 保険業法第１１２条評価益

利息及び配当金収入 利息及び配当金収入

有価証券関係損益 有価証券関係損益

支払利息 支払利息

為替差損益 為替差損益

固定資産関係損益 不動産動産関係損益

商品有価証券の増加額 商品有価証券の増加額

その他の資産（除く投資活動関連・財務活動関連） その他の資産（除く投資活動関連・財務活動関連）



の増加額 の増加額

その他の負債（除く投資活動関連・財務活動関連） その他の負債（除く投資活動関連・財務活動関連）

の増加額 の増加額

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

社員配当金の支払額 社員配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

基金の募集による収入 基金の募集による収入

基金の償却による支出 基金の償却による支出

基金利息の支払額 基金利息の支払額

その他 その他



財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

（注１）Ⅱ①は、資産運用活動によるキャッシュ・フローをいう。 （注１）Ⅱ①は、資産運用活動によるキャッシュ・フローをいう。

（注２）（Ⅰ＋Ⅱ①）は、営業活動によるキャッシュ・フローと資産運用活動によるキャッシュ・フローの （注２）（Ⅰ＋Ⅱ①）は、営業活動によるキャッシュ・フローと資産運用活動によるキャッシュ・フローの

合計をいう。 合計をいう。

（記載上の注意） （記載上の注意）

１ 連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には作成を要しない。 １ 連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には作成を要しない。

２ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。 ２ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。

３ 法令等に基づき、又は会社のキャッシュ・フローの状態を明らかにするために必要があるときは、こ ３ 法令等に基づき、又は会社のキャッシュ・フローの状態を明らかにするために必要があるときは、こ

の様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。また の様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。また

、金額の重要性が乏しい科目については、「その他」として一括して記載することができる。 、金額の重要性が乏しい科目については、「その他」として一括して記載することができる。
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改正後 現行 

（「第10 基金の償却に関する書面」へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（「第11 基金利息の支払に関する書面」へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第７ 

年  月  日から 

年度                剰余金処分に関する書面 

年  月  日まで 

 

（相互会社）                                 （単位：千円） 

科     目 金    額 

当 期 未 処 分 剰 余 金 

任 意 積 立 金 取 崩 額 

  社 員 配 当 平 衡 積 立 金 取 崩 額 

  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

計 

 

第７ 
年  月  日から 

年度                基金の償却に関する書面 

年  月  日まで 

（単位：千円）

拠出年月日 償却前基金 償却額 償却後基金 

  

 

 

  

計    

 

第８ 
年  月  日から 

年度                基金利息の支払に関する書面 

年  月  日まで 

（単位：千円）

基金拠出者名 基金拠出額 支払利率 基金利息額 

 

 

 ％  

その他（  名）    

計    

（記載上の注意） 

  基金拠出額の多い順序に従い２０名を記載すること。 

 

第９ 
年  月  日から 

年度                利益処分に関する書面 

年  月  日まで 

 

（相互会社）                                 （単位：千円） 

科     目 金    額 

当 期 未 処 分 剰 余 金 

任 意 積 立 金 取 崩 額 

  社 員 配 当 平 衡 積 立 金 取 崩 額 

  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

計 
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剰 余 金 処 分 額 

  社 員 配 当 準 備 金 

  差 引 純 剰 余 金 

    損 失 て ん 補 準 備 金 

    基 金 償 却 積 立 金 

    基 金 利 息 

    役 員 賞 与 金 

    ・ ・ ・ ・ ・ 

    任 意 積 立 金 

 

    ・ ・ ・ ・ ・ 

次 期 繰 越 剰 余 金 

 

（記載上の注意） 

 １ 一定の目的のために留保した積立金の目的外の取崩金額は、任意積立金取崩額の内訳として当該積立金の名

称を付した科目をもって記載すること。 

 ２ 基金償却積立金は、決算期に基金を償却する場合に記載することとし、期中に基金を償却する場合には、こ

の限りでない。 

 

 

 

 

 

 
第８ 

年  月  日から 

年度                損失処理に関する書面 

年  月  日まで 

（相互会社）                                 （単位：千円） 

科     目 金    額 

当 期 未 処 理 損 失 

損 失 処 理 額 

  任 意 積 立 金 取 崩 額 

  ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

 

 

 

 

  損 失 て ん 補 準 備 金 取 崩 額 

  基 金 償 却 積 立 金 取 崩 額 

次 期 繰 越 損 失 

 

 

（記載上の注意） 

 １ 一定の目的のために留保した積立金の目的外の取崩金額は、任意積立金取崩額の内訳として当該積立金の名

称を付した科目をもって記載すること。 

 

剰 余 金 処 分 額 

  社 員 配 当 準 備 金 

  差 引 純 剰 余 金 

    損 失 て ん 補 準 備 金 

    基 金 償 却 積 立 金 

    基 金 利 息 

    役 員 賞 与 金 

    ・ ・ ・ ・ ・ 

    任 意 積 立 金 

 

    ・ ・ ・ ・ ・ 

次 期 繰 越 剰 余 金 

 

（記載上の注意） 

 １ 一定の目的のために留保した積立金の目的外の取崩金額は、任意積立金取崩額の内訳として当該積立金の名

称を付した科目をもって記載すること。 

 ２ その他資本剰余金を処分した場合には、当期未処分利益の処分及びその他資本剰余金の処分の区分を設ける

こと。 

 ３ その他資本剰余金の処分の区分には、その他資本剰余金、その他資本剰余金処分額及びその他資本剰余金次

期繰越額について、当期未処分利益の処分に準じて記載すること。 

 ４ 相互会社にあっては、「利益処分に関する書面」を「剰余金処分に関する書面」に改めて記載すること。 

 ５ 基金償却積立金は、決算期に基金を償却する場合に記載することとし、期中に基金を償却する場合には、こ

の限りでない。 

 
第10 

年  月  日から 

年度                損失処理に関する書面 

年  月  日まで 

（相互会社）                                  （単位：千円） 

科     目 金    額 

当 期 未 処 理 損 失 

損 失 処 理 額 

  任 意 積 立 金 取 崩 額 

  ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

 

 

 

 

  損 失 て ん 補 準 備 金 取 崩 額 

  基 金 償 却 積 立 金 取 崩 額 

次 期 繰 越 損 失 

 

 

（記載上の注意） 

 １ 一定の目的のために留保した積立金の目的外の取崩金額は、任意積立金取崩額の内訳として当該積立金の名

称を付した科目をもって記載すること。 

 ２ その他資本剰余金を処分した場合には、当期未処理損失の処理及びその他資本剰余金の処分の区分を設ける
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こと。 

 ３ その他資本剰余金の処分の区分には、その他資本剰余金、その他資本剰余金処分額及びその他資本剰余金次

期繰越額について、当期未処分利益の処分に準じて記載すること。 
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改正後 現行 

 
 
第９ 株主資本等変動計算書 
 

株主資本 評価・換算差額等 
資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 
資本金 

資本準備

金 
その他資

本剰余金 
資本剰余

金合計 
利益準備

金 ○○立金 繰越利益剰

余 

剰余金  

合計 

自己資本 株主資本 

合計 
その他有

価証券評

価差額金

繰延ヘッ

ジ損益 
土地再評

価差額金 
評価・換

算差額等

合計 

新株  

予約権 
純資産 

合計 

前事業年度末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

当事業年度変動額                 
新株の発行 ×××        ×××     ×××

剰余金の配当     ××× ××× ××× △××× △×××     △×××

当期純利益        ×××     ×××

自己株式の処分 △××× ×××    △××× △××× △×××     △×××

・・・・・                 
株主資本以外の項目の

当 事 業 年 度 変 動 額 

（純額） 

          ××× ××× ××× ××× ×××

当事業年度変動額合計 ××× ××× － － ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

当事業年度末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

 
（記載上の注意） 
１ 株主資本の変動事由及び金額の記載は、概ね、貸借対照表における記載の順序によること。 
２ 株主資本以外の項目について、当事業年度変動額を、変動事由ごとに記載することができる。この場合には、変動事由及び金額の記載は、概ね、貸借対照表における記載の順序によること。 
３ その他資本準備金、その他利益準備金、及び評価・換算差額等は、上記の科目以外の適当な名称を付した科目に細分し、記載することができる。 
４ その他利益剰余金及び評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前事業年度末残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記

すること。 
５ 合計欄の記載は省略することができる。 
６ 以下の項目につき注記すること。ただし、連結財務諸表を作成する保険会社は、②以外の事項は省略することができる。 
① 当該事業年度の末日における発行済株式の数（種類株式発行保険会社（剰余金の配当その他の会社法第 108条第 1項各号に掲げる事項について内容の異なる２以上の種類の株式を発行する保険会社をいう。以下同じ。）にあ
つては、種類ごとの発行済株式の数 

② 当該事業年度の末日における自己株式の数（種類株式発行保険会社にあつては、種類ごとの自己株式の数） 
③ 当該事業年度に行った剰余金の配当に関する事項 
④ 当該事業年度中の末日後に行う剰余金の配当（当該事業年度に係る定時株主総会の締結後に会社法第 454条第 1項各号に掲げる事項を定めるものを除く。）に関する事項 
⑤ 当該事業年度の末日における保険会社が発行している新株予約権（会社法第 236条第 1項第 4号の期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる当該株式会社の株式の数（種類株式発行会社にあつては、種類及び
種類ごとの数） 



 2

 
現行 改正後 

 
 
第９ 基金等変動計算書 
 

基金等 評価・換算差額等 
剰余金 

損失てん

補準備金 
その他剰余金 剰余金合計 

 
基金 基金償却

積立金 
再評価積

立金 
基金償却

積立金減

少差益 

 社員配当平

衡積立金 
○○積立金 当期未処分

剰余金 
 

基金等合計 その他有価

証券評価差

額金 

繰延ヘッジ

損益 
土地再評価

差額金 
評価・換算差

額等合計 

純資産合計 

前事業年度末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

当事業年度変動額                
基金の募集 ×××         ×××     ×××

剰余金処分     ××× ××× ××× △××× △××× △×××     △×××

当期純剰余        ×××  ×××     ×××

基金の償還 △××× ×××    △×××  △××× △×××     △×××

・・・・・                
基金等以外の項目の当

事業年度変動額（純額） 
          ××× ××× ××× ××× ×××

当事業年度変動額合計 ××× ××× － － ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

当事業年度末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

 
（記載上の注意） 
１ 基金等の変動事由及び金額の記載は、概ね、貸借対照表における記載の順序によること。 
２ 基金等以外の項目について、当事業年度変動額を、変動事由ごとに記載することができる。この場合には、変動事由及び金額の記載は、概ね、貸借対照表における記載の順序によること。 
３ その他剰余金及び評価・換算差額等は、上記の科目以外の適当な名称を付した科目に細分し、記載することができる。 
４ その他剰余金及び評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前事業年度末残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記する

こと。 
５ 合計欄の記載は省略することができる。 
６ 剰余金処分欄には、前事業年度の「剰余金処分に関する書面」の剰余金処分額のうち、社員配当準備金および差引純剰余金に対応する金額を記載すること。 
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改正後 現行 

第 10 
年  月  日から 

年度                基金の償却に関する書面 

年  月  日まで 

（単位：千円） 

拠出年月日 償却前基金 償却額 償却後基金 

  

 

 

  

計    

 

第11 
年  月  日から 

年度                基金利息の支払に関する書面 

年  月  日まで 

（単位：千円） 

基金拠出者名 基金拠出額 支払利率 基金利息額 

 

 

 ％  

その他（  名）    

計    

（記載上の注意） 

  基金拠出額の多い順序に従い２０名を記載すること。 

 

第12 

年度（  年  月  日現在）有価証券等に関する書面 

 

１ 売買目的有価証券                         （単位：百万円） 

区  分 当期末残高 当期の損益に含まれた評価差額 

売買目的有価証券   

（記載上の注意） 

  売買目的有価証券及び譲渡性預金等証券取引法上の有価証券に準じた取扱いをすることが適当と認められる

もののうち売買目的で保有するものについて記載すること（ただし、特別勘定を除く。）。 

 

（「第７ 基金の償却に関する書面」より） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（「第８ 基金利息の支払に関する書面」より） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第11 

年度（  年  月  日現在）有価証券等に関する書面 

 

１ 売買目的有価証券                         （単位：百万円） 

区  分 当期末残高 当期の損益に含まれた評価差額 

売買目的有価証券   

（記載上の注意） 

  売買目的有価証券及び譲渡性預金等証券取引法上の有価証券に準じた取扱いをすることが適当と認められる

もののうち売買目的で保有するものについて記載すること（ただし、特別勘定を除く。）。 
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２ 売買目的以外の有価証券等                     （単位：百万円） 

評  価  差  額 
区  分 帳簿価額 時価 

 うち差益 うち差損 

満期保有目的の債券 

責任準備金対応債券 

子会社・関連会社株式 

そ の 他 有 価 証 券 

  公 社 債 

  株 式 

  外 国 証 券 

    公 社 債 

    株 式 

    その他の外国証券 

  そ の 他 の 証 券 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 

（記載上の注意） 

 １ 売買目的有価証券以外の有価証券及び売買目的以外で保有する譲渡性預金等証券取引法上の有価証券に準

じた取扱いをすることが適当と認められるもののうち、時価のあるものについて記載すること（ただし、特別

勘定を除く。）。 

 ２ 責任準備金対応債券については、リスクの管理方針の概要等を記載すること。 

 ３ 子会社・関連会社株式には、保険業法第１１０条第２項に規定する子会社等に係るものを記載すること。 

 

 

第13 

年度（  年  月  日現在）保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 

 

１ ソルベンシー・マージン総額 

 ソルベンシー・マージン総額（Ａ） 百万円

（記載上の注意） 

  保険業法第１３０条第１号に掲げる額をいう。 

 

２ リスク合計額 

 リスクの合計額（Ｂ） 百万円

（記載上の注意） 

  保険業法第１３０条第２号に掲げる額をいう。 

 
２ 売買目的以外の有価証券等                     （単位：百万円） 

評  価  差  額 
区  分 帳簿価額 時価 

 うち差益 うち差損 

満期保有目的の債券

責任準備金対応債券

子会社・関連会社株式

そ の 他 有 価 証 券

  公 社 債

  株 式

  外 国 証 券

    公 社 債

    株 式

    その他の外国証券

  そ の 他 の 証 券

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 

（記載上の注意） 

 １ 売買目的有価証券以外の有価証券及び売買目的以外で保有する譲渡性預金等証券取引法上の有価証券に準

じた取扱いをすることが適当と認められるもののうち、時価のあるものについて記載すること（ただし、特別

勘定を除く。）。 

 ２ 責任準備金対応債券については、リスクの管理方針の概要等を記載すること。 

 ３ 子会社・関連会社株式には、保険業法第１１０条第２項に規定する子会社等に係るものを記載すること。 

 

 
第12 

年度（  年  月  日現在）保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 

 

１ ソルベンシー・マージン総額 

 ソルベンシー・マージン総額（Ａ） 百万円

（記載上の注意） 

  保険業法第１３０条第１号に掲げる額をいう。 

 

２ リスク合計額 

 リスクの合計額（Ｂ） 百万円

（記載上の注意） 

  保険業法第１３０条第２号に掲げる額をいう。 
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３ 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 

 （Ａ）／{（１／２）×（Ｂ）｝ ％

 

 

３ 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 

 （Ａ）／{（１／２）×（Ｂ）｝ ％

 

 



  

 
改正後 現行 

別紙様式第１２号の２（第１６条、第３２条、第５９条関係） 

（平１７内府令６８）

 

（日本工業規格Ａ４）

 

年  月  日から 

年度                業務報告書 

年  月  日まで 

 

年   月   日

金融庁長官 殿 

住 所 

会社名 

代表取締役   氏 名      印 

 

       年   月   日から     年   月   日までの業務及び財産の状況を次のとおり

報告します。 

 

目   次 

 

第１ 事業報告               

１ 保険会社の現況に関する事項 

 （１） 事業の経過及び成果等 

 （２） 財産及び損益の状況 

 （３） 支店等及び代理店の状況 

 （４） 使用人の状況 

 （５） 主要な借入先の状況 

 （６） 資金調達の状況 

 （７） 設備投資の状況          

 （８） 重要な親会社及び子会社等の状況 

（９） 事業の譲渡・譲受け等の状況 

（10） その他保険会社の現況に関する重要な事項 

２ 会社役員に関する事項        

 （１） 会社役員の状況 

 （２） 会社役員に対する報酬等 

３ 社外役員に関する事項 
（１） 社外役員の兼任その他の状況 

別紙様式第１２号の２（第１６条、第３２条、第５９条関係） 

（平１７内府令６８）

 

（日本工業規格Ａ４）

 

年  月  日から 

年度                業務報告書 

年  月  日まで 

 

年   月   日

金融庁長官 殿 

住 所 

会社名 

代表取締役   氏 名      印 

 

       年   月   日から     年   月   日までの業務及び財産の状況を次のとおり

報告します。 

 

目   次 

 

第１ 営業報告書 

 １ 営業の経過及び成果 

 ２ 営業成績及び財産の状況の推移 

 ３ 支店等及び代理店の状況 

 ４ 従業員等の状況 

 ５ 株式の状況 

 ６ 大株主 

 ７ 自己株式の取得、処分及び保有 

 ８ 取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役） 

 ９ 親会社及び子会社等 

 10 取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役）に対する報酬そ 

の他の職務遂行の対価 

 11 新株予約権の状況 

 12 決算期後に生じた会社の状況に関する重要な事実 

 13 監査委員会の職務遂行のために必要な事項 

14 取締役及び執行役の個人別の報酬の内容の決定に関する方針 
15 会計監査人に対する報酬等 



  

（２） 社外役員の主な活動状況 
（３） 責任限定契約 
（４） 社外役員に対する報酬等 
（５） 社外役員の意見 
４ 株式に関する事項           
 （１） 株式数 
（２） 当年度末株主数 
（３） 大株主 
５ 新株予約権等に関する事項             
 （１） 事業年度の末日において保険会社の役員が有している当該保険会社の新株予約権等 
 （２） 事業年度中に使用人等に交付した当該保険会社の新株予約権等 
６ 会計監査人に関する事項 
 （１） 会計監査人の状況 
 （２） 会計監査人に関するその他の事項 
７ 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 
８ 業務の適正を確保する体制 
９ 会計参与に関する事項 
10 その他 
第２ 附属明細書 

１ 計算書類に関する事項 

（１）商品有価証券 
（２）特定取引有価証券 
（３）有価証券 
（４）貸付金 
（５）有形固定資産及び無形固定資産 
（６）保険契約準備金 
（７）引当金 
（８）事業費の明細 
（９）特別勘定の資産及び負債 
（10）その他重要な事項 
２ 事業報告に関する事項 
（１）会社役員の兼務の状況 
（２）当社と会社役員（又は支配株主）との利益が相反する取引 
（３）その他重要な事項 
 
 
 
 
 

 16 その他会社の状況に関する重要な事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第２ 附属明細書 

 １ 資本の増減 

 ２ 商品有価証券 
 ３ 特定取引有価証券 

 ４ 有価証券 

 ５ 貸付金 

 ６ 不動産及び動産 

 ７ リース契約により使用する不動産及び動産 

 ８ 資産につき設定している担保権 

 ９ 保険契約準備金 

 10 引当金 

11 担保として取得している自己株式 
12 子会社等が有する当社の株式数 

 13 子会社等に対する出資 

 14 子会社との取引 

 15 子会社に対する金銭債権及び金銭債務 

 16 支配株主に対する金銭債権及び金銭債務 

17 取締役、監査役及び支配株主等（委員会等設置会社等にあっては、取締役、執行役及び支 

配株主等）との間の取引 

18 取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役）に対する報酬そ 

の他の職務遂行の対価 



  

 
 
 
 
 
第３ 株主総会に関する事項等 

 １ 株主総会に関する事項 

 ２ 契約者配当又は剰余金の分配に関する事項 

 ３ その他参考となるべき事項 

第４ 貸借対照表 

第５ 損益計算書 

第６ キャッシュ・フロー計算書 
第７ 剰余金処分に関する書面 

第８ 損失処理に関する書面 

第９ 株主資本等変動計算書等 

第10 基金の償却に関する書面 

第11 基金利息の支払に関する書面 

第12 有価証券等に関する書面       

 １ 売買目的有価証券 

 ２ 売買目的以外の有価証券等 

第13 保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 
 
（記載上の注意） 

１ 委員会設置会社及び委員会設置相互会社（以下「委員会設置会社等」という。）にあっては、提出者欄の「代

表取締役」を「代表執行役」に改めて記載すること。 
２ 相互会社が業務報告書を作成する場合においては、この様式中「株式に関する事項」を「基金に関する事項」

に、「大株主」を「基金拠出者」に、「親会社及び子会社等」を「子会社等」に、「株主総会」を「社員総会又

は総代会」に改めて記載すること。 
 
 
 
３ この様式中に記載する次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。 
① 子会社 保険業法第２条第１２項に規定する子会社をいう。 
② 子会社等 保険業法第１１０条第２項に規定する子会社等をいう。 
③ 子法人等 保険業法施行令第２条の３第２項に規定する子法人等をいう。 
④ 関連法人等 保険業法施行令第２条の３第３項に規定する関連法人等をいう。 

４ 会社の事業の内容を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる事項を細分し、又は新たに項

目を設けて記載すること。 
５ 保険会社が会社法施行規則第２条第２項第55号に規定する連結計算書類を作成している会社である場合に

 19 取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役）の兼務 

 20 事業費の明細 

 21 特別勘定の資産及び負債 

 22 会計方針の変更理由 

 24 その他重要事項 

第３ 株主総会に関する事項等 

 １ 株主総会に関する事項 

 ２ 契約者配当又は剰余金の分配に関する事項 

 ３ その他参考となるべき事項 

第４ 貸借対照表 

第５ 損益計算書 

第６ キャッシュ・フロー計算書 

第７ 基金の償却に関する書面 

第８ 基金利息の支払に関する書面 

第９ 利益処分に関する書面 

第10 損失処理に関する書面 

第11 有価証券等に関する書面 

 １ 売買目的有価証券 

 ２ 売買目的以外の有価証券等 

第12 保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 

 

 

（記載上の注意） 

１ 委員会等設置会社及び委員会等設置相互会社（以下「委員会等設置会社等」という。）にあっては、提出者

欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記載すること。 

２ 相互会社が業務報告書を作成する場合においては、この様式中「営業報告書」を「事業報告書」に、「営業」

を「事業」に、「営業成績」を「事業成績」に、「株式の状況」を「基金の状況」に、「大株主」を「基金拠出

者」に、「親会社及び子会社等」を「子会社等」に、「取締役、監査役及び支配株主等（委員会等設置会社等に

あっては、取締役、執行役及び支配株主等）との間の取引」を「取締役及び監査役等（委員会等設置会社等に

あっては、取締役及び執行役）との間の取引」に、「株主総会」を「社員総会又は総代会」に、「利益処分」を

「剰余金処分」に改めて記載すること。 

 
 
 
 
 
３ 会社の営業の内容を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる事項を細分し、又は新たに項

目を設けて記載すること。 
４ 保険会社が商法施行規則第２条第１項第17号に規定する連結計算書類作成会社である場合には、この様式第



  

は、この様式第１中に定める記載事項のうち「１ 保険会社の現況に関する事項」については、これらのすべ

てを企業集団（当該保険会社及び保険業法第110条第２項に規定する子会社等をいう。以下同じ。）の状況につ
いて記載することで、当該保険会社に関する記載を省略できるものとする。ただし、「（２）財産及び損益の状

況」については、当該保険会社に関する事項をも記載すること。 
 
（削 除） 

 
 
 
 
 
 
 
第１ 

年  月  日から 

年度                 事業報告 

年  月  日まで 

 

１ 保険会社の現況に関する事項 

（１）事業の経過及び成果等 
（記載上の注意） 

  １ 保険会社の主要な事業内容、金融経済環境並びに保険会社のその事業年度における事業の経過及び成果を

記載すること。 
  ２ 保険会社が対処すべき課題を記載すること。 
  ３ 企業集団の状況について記載する場合には、表題を「（１）企業集団の事業の経過及び成果等」とし、企

業集団の主要な事業内容、金融経済環境並びに企業集団を巡るその事業年度における事業の経過及び成果

（複数の事業セグメントを有している場合には、事業セグメント別）、対処すべき課題を記載すること。た

だし、主要な事業内容の記載にあたり、企業集団における会社以外の会社を含めている場合にはその旨を

記載し、対処すべき課題の記載にあたり、関連法人等を含めていない場合にはその旨を記載すること。 
  ４ 生命保険会社においては、保有契約高、新契約高及び減少契約高の状況及び推移、責任準備金の状況及び

推移を記載すること。 
 
（２）財産及び損益の状況の推移 
［保険会社の状況について記載する場合］ 

（生命保険会社） 

区   分 年度 年度 年度 年度(当期)

年

度

末

 

個 人 保 険 

個 人 年 金 保 険 

億円 億円 億円 億円

１中に定める記載事項のうち「１ 営業の経過及び成果」、「２ 営業成績及び財産の状況の推移」、「３ 支店

等及び代理店の状況」、「４ 従業員等の状況」及び「12決算期後に生じた会社の状況に関する重要な事実」に
ついては、これらの全てを企業集団（当該保険会社及び保険業法第110条第２項に規定する子会社等をいう。
以下同じ。）の状況について記載することで、当該保険会社に関する記載を省略できるものとする。ただし、

「２ 営業成績及び財産の状況の推移」については、当該保険会社に関する事項をも記載すること。 
５ 企業集団の状況について記載する場合には、表題を「１ 企業集団の営業の経過及び成果」とし、企業集団

の主要な事業内容、金融経済環境並びに企業集団を巡るその事業年度における営業（相互会社にあっては、事

業）の経過及び成果（複数の事業セグメントを有している場合には、事業セグメント別）、対処すべき課題を

記載すること。ただし、主要な事業内容の記載にあたり、企業集団における会社以外の会社を含めている場合

にはその旨を記載し、対処すべき課題の記載にあたり、関連法人等を含めていない場合にはその旨を記載する

こと。 

 

 
第１ 

年  月  日から 

年度                営業報告書 

年  月  日まで 

 

 
１ 営業の経過及び成果 

（記載上の注意） 

  次に掲げる事項についても記載すること。 

  １ 保有契約高、新契約高及び減少契約高の状況及び推移（生命保険会社） 

  ２ 資産運用の状況 

  ３ 責任準備金の状況及び推移（生命保険会社） 

  ４ 会社が対処すべき課題 

 

 
 
 
 
 
２ 営業成績及び財産の状況の推移［保険会社の状況について記載する場合］ 

 
（生命保険会社） 

区   分 年度 年度 年度 年度(当期)

年

度

末

 

個 人 保 険

個 人 年 金 保 険

億円 億円 億円 億円



  

契

約

高 

団 体 保 険 

団 体 年 金 保 険 

そ の 他 の 保 険 

 

保 険 料 等 収 入 

資 産 運 用 収 益 

保 険 金 等 支 払 金 

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額 

当期純利益（又は当期純損失） 

総 資 産 

百万円 百万円 百万円 百万円

（記載上の注意） 

１ 相互会社にあっては、「当期純利益」を「当期純剰余」に改め、「社員配当準備金繰入額」を「当期純

剰余」の次に記載し、「契約者配当準備金繰入額」は記載を要しない。 

２ 記載事項に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 

３ 必要がある場合は、４事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

４ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

５ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主

資本等変動計算書（相互会社にあっては、基金等変動計算書）に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更

その他の正当な理由により過年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なっているとき

は、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。 
 

（損害保険会社） 

区   分 年度 年度 年度 年度(当期)

 

正 味 収 入 保 険 料 

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（  そ  の  他  ） 

利 息 及 び 配 当 収 入 

保険引受利益（又は保険引受損失）

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 

当期純利益（又は当期純損失） 

正 味 損 害 率 

正 味 事 業 費 率 

百万円 百万円 百万円 百万円

契

約

高

団 体 保 険

団 体 年 金 保 険

そ の 他 の 保 険

 

保 険 料 等 収 入

資 産 運 用 収 益

保 険 金 等 支 払 金

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額

当期純利益（又は当期純損失）

総 資 産

百万円 百万円 百万円 百万円

（記載上の注意） 

１ 相互会社にあっては、「当期純利益」を「当期純剰余」に改め、「社員配当準備金繰入額」を「当期

純剰余」の次に記載し、「契約者配当準備金繰入額」は記載を要しない。 

２ 必要がある場合は、４事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

３ 必要に応じ、営業成績（相互会社にあっては、事業成績）及び財産の状況の推移についての説明その他の事

項を記載すること。 

 

 
 
 
 
（損害保険会社） 

区   分 年度 年度 年度 年度(当期)

 

正 味 収 入 保 険 料

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ）

（  そ  の  他  ）

利 息 及 び 配 当 収 入

保険引受利益（又は保険引受損失）

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

当期純利益（又は当期純損失）

正 味 損 害 率

正 味 事 業 費 率

百万円 百万円 百万円 百万円



  

運 用 資 産 

総 資 産 

   

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 

（ 又 は 当 期 純 損 失 ） 
円  銭 円  銭 円  銭 円  銭

（記載上の注意） 

１ 相互会社にあっては、「当期純利益」を「当期純剰余」に改め、「社員配当準備金繰入額」を「当期純剰余」の

次に記載し、「１株当たり当期純利益（又は当期純損失）」は記載を要しない。 

２ 正味収入保険料の内訳は、各社の実態に応じ、主な保険５種類以上を記載すること。 

３ 運用資産は、預貯金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、

金銭の信託、有価証券、貸付金、土地及び建物の合計額を記載し、その旨を注記すること。なお、特定取引資

産とは、商品有価証券、商品有価証券派生商品、特定取引有価証券、特定取引有価証券派生商品、特定金融派

生商品及びその他の特定取引資産をいう。 
４ 記載事項に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 

５ 必要がある場合は、４事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

６ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 
７ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主

資本等変動計算書（相互会社にあっては、基金等変動計算書）に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更

その他の正当な理由により過年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なっているとき

は、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。 
 

［企業集団の状況について記載する場合］ 

（生命保険会社の企業集団） 

 イ 企業集団の財産及び損益の状況 

区   分 年度 年度 年度 年度（当期）

 

連 結 経 常 収 益 

連 結 経 常 利 益 

連 結 当 期 純 利 益 

連 結 純 資 産 額 

連 結 総 資 産 

百万円 百万円 百万円 百万円

（記載上の注意） 

１ 表題を「（２）企業集団及び保険会社の財産及び損益の状況」とすること。 

２ 相互会社にあっては、「連結当期純利益」を「連結当期純剰余」に改めて記載すること。 

３ 記載事項に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 

４ 必要がある場合は、４事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

５ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

６ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資

本等変動計算書（相互会社にあっては、基金等変動計算書）に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更その

他の正当な理由により過年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正

運 用 資 産

総 資 産

  

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益

（ 又 は 当 期 純 損 失 ）
円  銭 円  銭 円  銭 円  銭

（記載上の注意） 

１ 相互会社にあっては、「当期純利益」を「当期純剰余」に改め、「社員配当準備金繰入額」を「当期純剰余」

の次に記載し、「１株当たり当期純利益（又は当期純損失）」は記載を要しない。 

２ 正味収入保険料の内訳は、各社の実態に応じ、主な保険５種類以上を記載すること。 

３ 運用資産は、預貯金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、特定取引資産、

金銭の信託、有価証券、貸付金、土地及び建物の合計額を記載し、その旨を注記すること。なお、特定取引資

産とは、商品有価証券、商品有価証券派生商品、特定取引有価証券、特定取引有価証券派生商品、特定金融派

生商品及びその他の特定取引資産をいう。 

４ 必要がある場合は、４事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

５ 必要に応じ、営業成績（相互会社にあっては、事業成績）及び財産の状況の推移についての説明その他の事

項を記載すること。 

 

 

 

 

 

［企業集団の状況について記載する場合］ 

（生命保険会社の企業集団） 

 イ 連結営業成績及び財産の状況の推移 

区   分 年度 年度 年度 年度（当期）

 

連 結 経 常 収 益

連 結 経 常 利 益

連 結 当 期 純 利 益

連 結 純 資 産 額

連 結 総 資 産

百万円 百万円 百万円 百万円

（記載上の注意） 

１ 表題を「２ 企業集団及び当社の営業成績及び財産の状況の推移」とすること。 

２ 相互会社にあっては、「連結当期純利益」を「連結当期純剰余」に改めて記載すること。 

３ 必要がある場合は、４事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

４ 必要に応じ、営業成績（相互会社にあっては、事業成績）の推移についての説明その他の事項 

 を記載すること。 

 

 

 



  

後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。 

 
 ロ 保険会社の財産及び損益の状況 

区   分 年度 年度 年度 年度（当期）

年 

度 

末

契

約

高 

 

個 人 保 険 

個 人 年 金 保 険 

団 体 保 険 

団 体 年 金 保 険 

そ の 他 の 保 険 

億円 億円 億円 億円

 

保 険 料 等 収 入 

資 産 運 用 収 益 

保 険 金 等 支 払 金 

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額 

当期純利益（又は当期純損失） 

総 資 産 

百万円 百万円 百万円 百万円

（記載上の注意） 

１ 相互会社にあっては、「当期純利益」を「当期純剰余」に改め、「社員配当準備金繰入額」を 

 「当期純剰余」の次に記載し、「契約者配当準備金繰入額」は記載を要しない。 

２ 記載事項に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 
３ 必要がある場合は、４事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

４ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

５ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資

本等変動計算書（相互会社にあっては、基金等変動計算書）に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更その

他の正当な理由により過年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正

後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。 
 
（損害保険会社の企業集団） 

 イ 企業集団の財産及び損益の状況 

区   分 年度 年度 年度 年度（当期）

 

連 結 経 常 収 益 

連 結 経 常 利 益 

連 結 当 期 純 利 益 

連 結 純 資 産 額 

連 結 総 資 産 

百万円 百万円 百万円 百万円

（記載上の注意） 

 

 

 ロ 単体営業成績及び財産の状況の推移 

区   分 年度 年度 年度 年度（当期）

年

度

末

契

約

高

 

個 人 保 険

個 人 年 金 保 険

団 体 保 険

団 体 年 金 保 険

そ の 他 の 保 険

億円 億円 億円 億円

 

保 険 料 等 収 入

資 産 運 用 収 益

保 険 金 等 支 払 金

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額

当期純利益（又は当期純損失）

総 資 産

百万円 百万円 百万円 百万円

（記載上の注意） 

１ 相互会社にあっては、「当期純利益」を「当期純剰余」に改め、「社員配当準備金繰入額」を 

 「当期純剰余」の次に記載し、「契約者配当準備金繰入額」は記載を要しない。 

２ 必要がある場合は、４事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

３ 必要に応じ、営業成績（相互会社にあっては、事業成績）及び財産の状況の推移についての説明その他の事項

を記載すること。 

 

 

 

 

 

（損害保険会社の企業集団） 

 イ 連結営業成績及び財産の状況の推移 

区   分 年度 年度 年度 年度（当期）

 

連 結 経 常 収 益

連 結 経 常 利 益

連 結 当 期 純 利 益

連 結 純 資 産 額

連 結 総 資 産

百万円 百万円 百万円 百万円

（記載上の注意） 



  

１ 表題を「２ 企業集団及び当社の財産及び損益の状況」とすること。 

２ 相互会社にあっては、「連結当期純利益」を「連結当期純剰余」に改めて記載すること。 

３ 記載事項に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 
４ 必要がある場合は、４事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

５ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

６ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資

本等変動計算書（相互会社にあっては、基金等変動計算書）に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更その

他の正当な理由により過年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正

後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。 
 

ロ 保険会社の財産及び損益の状況 

区   分 年度 年度 年度 年度（当期） 

 

正 味 収 入 保 険 料 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ そ の 他 ） 

利 息 及 び 配 当 収 入 

保険引受利益（又は保険引受損

失 ） 

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 

当期純利益（又は当期純損失） 

正 味 損 害 率 

正 味 事 業 費 率 

百万円 百万円 百万円 百万円

運 用 資 産 

総 資 産 

    

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 

（ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

（記載上の注意） 

１ 相互会社にあっては、「当期純利益」を「当期純剰余」に改め、「社員配当準備金繰入額」を 

 「当期純剰余」の次に記載し、「１株当たり当期純利益（又は当期純損失）」は記載を要しない。 

２ 正味収入保険料の内訳は、各社の実態に応じ、主な保険５種類以上を記載すること。 

３ 運用資産は、預貯金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、

金銭の信託、有価証券、貸付金、土地及び建物の合計額を記載し、その旨を注記すること。 

４ 記載事項に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 
５ 必要がある場合は、４事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

１ 表題を「２ 企業集団及び当社の営業成績及び財産の状況の推移」とすること。 

２ 相互会社にあっては、「連結当期純利益」を「連結当期純剰余」に改めて記載すること。 

３ 必要がある場合は、４事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

４ 必要に応じ、営業成績（相互会社にあっては、事業成績）の推移についての説明その他の事項 

 を記載すること。 

 

 

 

 

 

 ロ 単体営業成績及び財産の状況の推移 

区   分 年度 年度 年度 年度（当期） 

 

正 味 収 入 保 険 料

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ そ の 他 ）

利 息 及 び 配 当 収 入

保険引受利益（又は保険引受損

失 ）

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

当期純利益（又は当期純損失）

正 味 損 害 率

正 味 事 業 比 率

百万円 百万円 百万円 百万円

運 用 資 産

総 資 産

    

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益

（ 又 は 当 期 純 損 失 ）

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

（記載上の注意） 

１ 相互会社にあっては、「当期純利益」を「当期純剰余」に改め、「社員配当準備金繰入額」を 

 「当期純剰余」の次に記載し、「１株当たり当期純利益（又は当期純損失）」は記載を要しない。 

２ 正味収入保険料の内訳は、各社の実態に応じ、主な保険５種類以上を記載すること。 

３ 運用資産は、預貯金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、

金銭の信託、有価証券、貸付金、土地及び建物の合計額を記載し、その旨を注記すること。 

４ 必要がある場合は、４事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

５ 必要に応じ、営業成績（相互会社にあっては、事業成績）及び財産状況の推移についての説明その他の事項を



  

６ 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

７ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資

本等変動計算書（相互会社にあっては、基金等変動計算書）に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更その

他の正当な理由により過年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正

後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。 
 
（３）支店等及び代理店の状況 
［保険会社の状況について記載する場合］ 

区    分 前期末 当期末 当期増減（△） 

支 店 

営 業 所 

海 外 支 店 

海 外 駐 在 員 事 務 所 

店 店 店

計    

代 理 店 

海 外 代 理 店 

   

計    

（記載上の注意） 

  支店及び営業所以外の呼称を使用する会社にあっては、その形態に応じ、その呼称により記載すること。 

 

［企業集団の状況について記載する場合］ 

会 社 名 事 務 所 名 所 在 地 設置年月日 

 

 

   

（記載上の注意） 

１ 表題を「（３）企業集団の主要な事務所の状況」とすること。 

２ 適宜欄を設け、保険会社、子会社及び子法人等（非連結の子会社及び子法人等を除く。）の主要な会社名、そ

の主要な事務所、所在地及び設置年月日を事業セグメント別（複数のセグメントを有していない場合には、主要

な部門別）に記載し、関連法人等の主要な会社名及びその主要な事務所については記載を要しない。 

 
（４）使用人の状況 
［保険会社の状況について記載する場合］ 

当期末現在 

区   分 前期末 当期末 
当  期 

増減(△) 平均年齢 
平均勤続 

年  数 

平均給与

月  額

内 務 職 員 名 名 名 歳 年 千円

営 業 職 員       

記載すること。 

 

 

 

 

 

３ 支店等及び代理店の状況［保険会社の状況について記載する場合］ 
 

区    分 前期末 当期末 当期増減（△） 

支 店 

営 業 所 

海 外 支 店 

海 外 駐 在 員 事 務 所 

店 店 店

計    

代 理 店 

海 外 代 理 店 

   

計    

（記載上の注意） 

  支店及び営業所以外の呼称を使用する会社にあっては、その形態に応じ、その呼称により記載すること。 

 

［企業集団の状況について記載する場合］ 

会 社 名 事 務 所 名 所 在 地 設置年月日 

 

 

   

（記載上の注意） 

１ 表題を「３ 企業集団の主要な事務所の状況」とすること。 

２ 適宜、保険会社、子会社及び子法人等（非連結の子会社及び子法人等を除く。）の主要な会社名、その主要な

事務所、所在地及び設置年月日を事業セグメント別（複数のセグメントを有していない場合には、主要な部門別）

に記載すること。 

 
４ 従業員等の状況［保険会社の状況について記載する場合］ 
 

当期末現在 

区   分 前期末 当期末 
当  期 

増減(△) 平均年齢 
平均勤続

年  数

平均給与

月  額

内 務 職 員 名 名 名 歳 年 千円

営 業 職 員       



  

（記載上の注意） 

 １ 生命保険会社にあっては、営業職員欄には生命保険募集人（ただし、内務職員を除く。）について記載する

こと。 

 ２ 損害保険会社にあっては、営業職員欄には固定給と歩合給を支給されている社員（ただし、特別研修生を除

く。）について記載すること。 

 
［企業集団の状況について記載する場合］ 

部 門 名 前 期 末 当 期 末 当期増減（△） 

 

 

名 名 名

（記載上の注意） 

１ 表題を「（４）企業集団の使用人の状況」とすること。 

２ 適宜欄を設け、保険会社、子会社及び子法人等（非連結の子会社及び子法人等を除く。）の使用人数を事業セ

グメント別（複数のセグメントを有していない場合には、主要な部門別）に記載すること。 

３ 必要に応じ、平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額についても欄を設け記載すること。 

 
（→「４ 株式に関する事項」へ） 
 
 
 
 
 
 
（→「４ 株式に関する事項」へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（削 除） 
 
 
 

（記載上の注意） 

 １ 生命保険会社にあっては、営業職員欄には生命保険募集人（ただし、内務職員を除く。）について記載する

こと。 

 ２ 損害保険会社にあっては、営業職員欄には固定給と歩合給を支給されている社員（ただし、特別研修生を除

く。）について記載すること。 

 

［企業集団の状況について記載する場合］ 

部 門 名 前 期 末 当 期 末 当期増減（△） 

 

 

名 名 名

（記載上の注意） 

１ 表題を「４ 企業集団の従業員等の状況」とすること。 

２ 適宜、保険会社、子会社及び子法人等（非連結の子会社及び子法人等を除く。）の従業員数を事業セグメント

別（複数のセグメントを有していない場合には、主要な部門別）に記載すること。 

３ 必要に応じ、平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額についても欄を設け記載すること。 

 
５ 株式の状況 

発 行 す る 株 式 の 総 数 

発 行 済 株 式 の 総 数 

株 主 数 

千株 

千株 

名 

（記載上の注意） 

  相互会社にあっては、「発行済株式の総数（単位千株）」を「基金拠出額（単位百万円）」に、「株主数（単位名）」

を「基金拠出者数（単位名）」に改めて記載し、「発行する株式の総数」については記載を要しない。 
６ 大株主 

当社への出資状況 当社の大株主への出資状況 
株 主 名 

持株数 持株比率 持株数 持株比率 

 千株 ％ 千株 ％

（記載上の注意） 

 １ 持株数（相互会社にあっては、基金拠出額）の多い順序に従い10名を記載すること。 

 ２ 相互会社にあっては、「株主名」を「基金拠出者名」に、「当社への出資状況」を「当社への基金拠出状況」

に、当社への出資状況欄の「持株数（単位千株）」を「基金拠出額（単位百万円）」に、「持株比率」を「基金

拠出割合」に、「当社の大株主への出資状況」を「当社の基金拠出者への出資状況」に改めて記載すること。

 

７ 自己株式の取得、処分及び保有 

（記載上の注意） 

  次の事項を記載すること。 

 １ 事業年度中に取得した自己株式についてはその種類、数及び取得価額の総額 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（５）主要な借入先の状況 
［保険会社の状況について記載する場合］ 

借入先 借入金残高 

 

 

百万円 

 

（記載上の注意） 

１ 当該事業年度の末日において主要な借入先があるときは、その借入先及び借入額を記載すること。 
２ 借入金が、保険会社の資金調達において重要ではない場合には、記載を要しない。 

 
［企業集団の状況について記載する場合］ 

部門名 借入先 借入金残高 

 

 

 

 

百万円

１ 表題を「（５）企業集団の主要な借入先の状況」とすること。 

２ 事業セグメント別（複数のセグメントを有していない場合には、主要な部門別）に記載すること。 

３ 借入金が、企業集団の資金調達において重要ではない場合には、記載を要しない。 

 
（６）資金調達の状況 
［保険会社の状況について記載する場合］ 

（記載上の注意） 

１ 当該事業年中に実施した増資、基金の再募集、社債発行、重要な借入等の資金調達について、その内容およ

び金額を記載すること。また、増資を実施した場合には１株当たり発行価額を記載する。なお、コミットメ

ントライン契約が資金調達において重要性を有する場合には、その概要等についても記載すること。 

 
［企業集団の状況について記載する場合］ 
１ 表題を「（６）企業集団の資金調達の状況」とすること。 

２ 当該連結会計年度中に実施した増資、社債発行、重要な借入等の資金調達について、その内容および金額を

記載する。また、増資を実施した場合には１株当たり発行価額を記載する。なお、コミットメントライン契

約が資金調達において重要性を有する場合には、その概要等についても記載する。 

 ２ 事業年度中に特定の者から買い受けた自己株式（商法第２０４条ノ３ノ２第１項（同法第２０４条ノ５第１

項において準用する場合を含む。）の請求又は同法第２１０条第１項の決議に基づき買い受けたものに限る。）

についてはその売主の氏名又は名称若しくは商号 

 ３ 事業年度中に商法第２１１条ノ３第１項の決議により買い受けた自己株式（同項第１号の子会社から

買い受けたものを除く。）については同法第２１１条ノ３第４項の規定により定時総会に報告しなけれ

ばならない事項 

 ４ 事業年度中に処分した自己株式についてはその種類、数及び処分価額の総額 

 ５ 事業年度中に株式失効の手続をした自己株式についてはその種類及び数 

 ６ 決算期において保有する自己株式についてはその種類及び数 

 

（新 設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新 設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

３ 事業セグメント別（複数のセグメントを有していない場合には、主要な部門別）に記載すること。 
 
（７）設備投資の状況 
［保険会社の状況について記載する場合］ 

 イ 設備投資の総額                            （単位：百万円） 

設備投資の総額  

（記載上の注意） 

１ 当該事業年度中に実施した設備投資の総額を記載すること。 

２ 主要な業務区分別（区分することが困難である場合を除く。）に、記載すること。 

 
 ロ 重要な設備の新設等                          （単位：百万円） 

内   容 金   額 

  

（記載上の注意） 

１ 当該事業年度中に実施した重要な設備の新設、拡充、改修について、その内容及び金額を記載すること。ま

た、当該事業年度中に実施した重要な設備の処分、除却についてはその内容を記載すること。 

２ 主要な業務区分別（区分することが困難である場合を除く。）に、記載すること。 

 
［企業集団の状況について記載する場合］ 

（記載上の注意） 

１ 表題を「（７）企業集団の設備投資の状況」とすること。 

２ 当該連結会計年度中に実施した設備投資の総額を記載すること。 

３ 当該連結会計年度中に実施した重要な設備の新設、拡充、改修について、その内容及び金額を記載すること。

また、当該連結会計年度中に実施した重要な設備の処分、除却についてはその内容を記載すること。 

３ 事業セグメント別（複数の事業セグメントを有していない場合には主要な業務区分別）に記載すること。 
 
（→「２ 会社役員の状況」へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
（新 設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８ 取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役） 

地  位 氏     名 担 当 又 は 主 な 職 業 

会 長 

社 長 

副 社 長 

専 務 取 締 役 

常 務 取 締 役 

取 締 役 

執 行 役 

監 査 役 

（ ） 

  

 

 

 

 

 

 

 

年  月  日 退任



  

 
 
 
 
（８）重要な親会社及び子会社等の状況 

イ 親会社の状況 

会 社 名 所 在 地 
主要な事業 

内   容 

設   立 

年 月 日 
資 本 金 

親会社が有

する当社の 

議決権比率 

その他 

  百万円 ％ 

ロ 子会社等の状況 

会 社 名 所 在 地 

主要な事業 

内   容 
設   立 

年 月 日 
資 本 金 

当社が有す

る会社等の

議決権比率 

その他 

  百万円 ％ 

（記載上の注意） 

 １ 親会社及び子会社、子法人等のうち子会社を除いた子法人等又は関連法人等のうち、重要なものについて記

載すること。 
 ２ 重要な企業結合の経過及び成果を記載すること。 

 ３ 重要な業務提携の概況を付記すること。 

 
 
（９）事業の譲渡・譲受け等の状況 

事業譲渡等の日付 事業譲渡等の状況 

  

（記載上の注意） 

 次に掲げる事項についての状況につき、重要なものを記載すること。 
 １ 重要な事業譲渡 

 ２ 他の会社（外国会社を含む。）の事業の譲受けのうち重要なもの 

 ３ 他の会社（外国会社を含む。）の株式その他の持分又は新株予約権等の取得のうち重要なもの 

 ４ 吸収合併（会社以外の者との合併（当該合併後当該保険会社が存続するものに限る。）を含む。）又は吸収分

割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継のうち重要なもの 

 
（10）その他保険会社の現況に関する重要な事項 

（記載上の注意） 

（記載上の注意） 

 １ 代表権のある者については、その旨を役職目欄に記載すること。 

 ２ 事業年度中に退任した者についても末尾に記載し、退職時の地位を記載すること。 

 

９ 親会社及び子会社等 

（１）親会社の状況 

会 社 名 所 在 地 資 本 金 当社に対する議決権割合 主要な事業内容 

百万円 ％ 

（記載上の注意） 

  商法第２１１条ノ２第１項の親会社及び同条第３項の規定により親会社となる会社について記載すること。 

 
（２）子会社等の状況 

会 社 名 所 在 地 
主要な事業 

内   容 

設   立 

年 月 日 
資 本 金 

当 社 の

議決権割合
その他 

 百万円 ％

（記載上の注意） 

 １ 保険業法第２条第１２項に規定する子会社及び保険業法施行令第２条の３第２項に規定する子法人等のう

ち子会社を除いた子法人等又は同令第２条の３第３項に規定する関連法人等のうち、重要なものについて記載

すること。 

 ２ 重要な企業結合の経過及び成果を記載すること。 

 ３ 重要な業務提携の概況を付記すること。 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 



  

 １ その他の保険会社の現況に関する事業な事項を記載すること。 

 ２ 企業集団の状況について記載する場合には、表題を「（10）企業集団の現況に関する重要な事項」とし、そ
の他の企業集団の現況に関する重要な事項を記載すること。 

 
２ 会社役員（取締役、会計参与、監査役及び執行役）に関する事項 

（１）会社役員の状況                             （年度末現在） 

氏  名 地位及び担当 重要な兼職 そ  の  他 

    

（記載上の注意） 

 １ 直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していたもの者であって、当該事業年度の末日までに退任

した会社役員（取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。以下同じ。）、及び事業年度の末日後に就任

した会社役員についても記載し、その旨を「その他」に記載すること。 

 ２ 当該事業年度中に辞任し、又は解任された会社役員（株主総会又は種類株主総会の決議によって解任された

ものを除く。）についても記載し、辞任した旨、又は解任された旨、会社法第 345 条第１項（同条第４項にお

いて準用する場合を含む。）の意見があったときは、その意見の内容、及び同条第２項（同条第４項において

準用する場合を含む。）の理由があるときは、その理由を「その他」に記載すること。 

 ３ 社外役員については、社外役員である旨を「地位及び担当」に括弧内書すること。 

４ 取締役、監査役及び執行役については、他の法人その他の団体の代表者その他これに類する者であるときは

その事実（重要でないものを除く。）、及び兼職の状況（重要でないものを除く。）を、会計参与については、

他の法人その他の団体の代表者その他これに類する者であるときはその事実（重要でないものを除く。）を「重

要な兼職」に記載すること。また、保険業法第８条第２項の規定に基づき金融庁長官の認可を受けている

場合には、その旨「その他」欄に記載すること。 

 ５ 会計参与については、その氏名又は名称を「氏名」に記載すること。 

 ６ 監査役又は監査委員については、当該監査役又は監査委員が財務及び会計に関する相当程度の知見を有して

いるものであるときは、その事実を「その他」に記載すること。 

 
（２）会社役員に対する報酬等                        （単位：百万円） 
区 分 報 酬 等 定款又は株主総会で定められた報酬限度額

取締役 
会計参与 
監査役 
執行役 

  

計   

（記載上の注意） 

 １ 報酬等とは、報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益をいう。 

 ２ 会社役員の全部又は一部につき当該会社役員ごとの報酬等の額を掲げる場合にあっては、適宜設欄し、当該

会社役員ごとの氏名並びに報酬等の額及びその他の会社役員の報酬等の総額を記載すること。 

 

 

 

 

（←「８ 取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役）」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役）に対する報酬その他の職務遂行の

対価 （単位：百万円） 

区 分
報 酬 そ の 他 の 職 務 遂 行 の 対 価 

で あ る 財 産 上 の 利 益 
定款又は株主総会で定められた報酬限度額

取締役

監査役

  

（記載上の注意） 

 １ 本表は、商法第２６６条第１２項（同条第１８項において読み替えて適用するこの規定を同法第２８

０条第１項において準用する場合並びに商法特例法第２１条の１７第４項及び第６項において準用する

場合を含む。）又は商法第２６６条第１９項（商法特例法第２１条の１７第５項において準用する場合

を含む。）の定款の定めをした会社が記載する。 

 ２ 報酬以外の金額については、その金額を「報酬その他の職務遂行の対価である財産上の利益」の欄に



  

３ 報酬以外の金額については、その金額を「報酬等」の欄に括弧内書すること。 

 ４ 「報酬等」には、会社役員（社外役員を除く。）が当該保険会社の支配人その他の使用人を兼ねている場合

における当該支配人その他の使用人としての報酬等を含み、当該金額を欄外に記載すること（報酬以外の金額

については、その金額を括弧内書すること。）。 

 ５ 会社役員に対する退職慰労金及び役員賞与金は、欄外に取締役、会計参与、監査役又は執行役を区分してそ

れぞれ金額を記載すること。 

 ６ 当該事業年度に係る各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針を定めているとき

は、当該方針の決定の方法及びその方針の内容の概要を記載すること。ただし、委員会設置会社等以外の会社

にあっては、記載を要しない。 

 ７ 委員会設置会社等にあっては、「定款又は株主総会で定められた報酬限度額」の設欄は要しない。 

  
 
 
 
 
３ 社外役員に関する事項 

（１）社外役員の兼任その他の状況 

氏 名 兼任その他の状況 

（記載上の注意） 

 １ 社外役員が他の会社（外国会社を含む。以下同じ。）の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員

若しくは会社法第 598 条第１項の職務を行うべき者（他の会社が外国会社である場合は、これらに相当す

るもの。３において同じ。）又は使用人であるときは、その事実、及び保険会社と当該他の会社との関係

（重要でないものを除く。）を記載すること。 

 ２ 社外役員が他の会社の社外役員を兼任しているときは、その事実（重要でないものを除く。）を記載す

ること。 

３ 社外役員が保険会社又は保険会社の特定関係者（保険業法第８条第１項に規定する特定関係者をい

う。）の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは会社法第 598 条第１項の職務を行うべき

者又は使用人の配偶者、三親等以内の親族その他これに準じる者であることを保険会社が知っているとき

は、その事実を記載すること。 

 
（２）社外役員の主な活動状況 

氏名 在任期間 取締役会への出席状況 取締役会における発言その他の活動状況

   

（記載上の注意） 

「取締役会における発言その他の活動状況」には、以下の事項を記載すること。 

 １ 当該社外役員の意見により保険会社の事業の方針又は事業その他の事項に係る決定が変更されたとき

括弧内書すること。 

 ３ 「報酬その他の職務遂行の対価である財産上の利益」には、取締役又は執行役が使用人を兼ねる場合

の使用人としての報酬その他の職務遂行の対価を含み、当該金額を欄外に記載すること（報酬以外の金

額については、その金額を括弧内書すること。）。 

 ４ 取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役）に対する退職慰労金及び役

員賞与金は、欄外に取締役と監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役と執行役）とを区分して

それぞれ金額を記載すること。 

 ５ 委員会等設置会社等にあっては、「監査役」を「執行役」に改めて記載すること。なお、「定款又は

株主総会で定められた報酬限度額」の設欄は要しない。 

 ６ 相互会社にあっては、「株主総会」を「社員総会」又は「総代会」に改めて記載すること。 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 



  

は、その内容（重要でないものを除く。） 

 ２ 保険会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行（当該社外役員が社外監査役で

ある場合にあっては、不正な業務の執行）が行われた事実（重要でないものを除く。）があるときは、各

社外役員が当該事実の発生の予防のために行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の

概要 

 
（３）責任限定契約 

氏名 責任限定契約の有無とその内容の概要 

  

（記載上の注意） 

  責任限定契約（会社法第 427 条第１項の契約をいう。以下同じ。）の内容については、当該契約によって

当該社外役員の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内

容を含む。 

 
（４）社外役員に対する報酬等                     （単位：百万円） 

 保険会社から     

受けている報酬等 

保険会社の親会社等から   

受けている報酬等 

社外役員合計  

（記載上の注意） 

 １ 保険会社が社外役員の全部又は一部につき当該社外役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合に

あっては、適宜設欄し、当該社外役員ごとの氏名並びに報酬等の額及びその他の社外役員の報酬等の総額

を記載すること。 

２ 報酬以外の金額については、その金額を「保険会社から受けている報酬等」の欄に括弧内書すること。

３ 「保険会社から受けている報酬等」には、社外役員が当該保険会社の執行役又は支配人その他の使用

人を兼ねている場合における当該執行役又は支配人その他の使用人としての報酬等を含み、当該金額を欄

外に記載すること（報酬以外の金額については、その金額を括弧内書すること。）。 

４ 保険会社の社外役員に対する退職慰労金及び役員賞与金は、欄外に取締役と監査役を区分してそれぞ

れ金額を記載すること。 

５ 「保険会社の親会社等から受けている報酬等」については、保険会社の親会社又は当該親会社の子会

社若しくは子法人等から当該事業年度において役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている

ときは、当該財産上の利益の総額を記載すること（社外役員であった期間に受けたものに限る。）。 

 
（５）社外役員の意見 

氏名 社外役員の意見の内容 

  

（記載上の注意） 

 「３ 社外役員に関する事項」の内容に対して社外役員の意見があるときは、その意見の内容を記載するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 



  

 
４ 株式に関する事項 

（１）株式数  
          発行する株式の総数      千株 
          発行済株式の総数       千株 
（記載上の注意） 

   相互会社にあっては、基金拠出額の総額について、百万円単位で記載し、「発行する株式の総数」について

は記載を要しない。 
 
（２）当年度末株主数                名 
（記載上の注意） 

   相互会社にあっては、基金拠出者数を記載すること。 

 
（３）大株主 

当社への出資状況 
株主の氏名又は名称 

持株数等 持株比率 

 千株 ％ 

（記載上の注意） 

 １ 当該事業年度の末日において発行済株式（自己株式を除く。）の総数の１０分の１以上の数の株式を有する

株主について、持株の順に記載すること。 

 ２ 種類株式保険会社（剰余金の配当その他の会社法第１０８条第１項各号に掲げる事項について内容の異なる

２以上の種類の株式を発行する保険会社をいう。）にあっては、株式の種類及び種類ごとの数を「持株数等」

に記載すること。 
 ３ 相互会社にあっては、「株主の氏名又は名称」を「基金拠出者の氏名又は名称」に、「当社への出資状況」を「当

社への基金拠出状況」に、当社への出資状況欄の「持株数等（単位千株）」を「基金拠出額（単位百万円）」に、

「持株比率」を「基金拠出割合」に改め、基金拠出額の 10分の 1以上の基金の拠出を行っている基金拠出者
について、基金拠出額の多い順に記載すること。 

 ４ その他株式（相互会社にあっては、基金）に関する重要な事項を注記すること。 
 
５ 新株予約権等に関する事項 

（１）事業年度の末日において保険会社の役員が有している当該保険会社の新株予約権等 
 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の人数 

取締役及び執行役（社外役

員を除く。） 

 

社外取締役 

 

 

 

（←「５ 株式の状況」、「６ 大株主」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
11 新株予約権の状況 

〔現に発行している新株予約権〕 

新株予約権の数  

新株予約権の目的となる株式の種類  

新株予約権の目的となる株式の数  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価額 

 

（円）

 



  

会計参与及び監査役  

（記載上の注意） 

  新株予約権等とは、会社法施行規則第２条第３項第１４号で規定する新株予約権等をいう。 

 
（２）事業年度中に使用人等に交付した当該保険会社の新株予約権等 

 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を交付した者の人数

使用人  

子会社及び子法人等の 

役員及び使用人 

 

（記載上の注意） 

 １ 使用人とは、当該保険会社の役員を兼ねている使用人を除くものとする。 

 ２ 子会社及び子法人等の役員及び使用人とは、当該保険会社の役員又は使用人を兼ねている子会社の役員及び

使用人を除く子会社及び子法人等の役員及び使用人をいうものとする。 
３ その他新株予約権等に関する重要な事項を欄外に記載すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
→削除（貸借対照表の注記へ） 
 
 
 
 
→削除 
 
 
 
→削除 
 
 
６ 会計監査人に関する事項 

（１）会計監査人の状況                        （単位：百万円） 
氏名又は名称 当該事業年度に係る   

報酬等 

その他 

〔事業年度中に株主以外の者に対し特に有利な条件で発行した新株予約権〕 

割当てを受けた者の氏名又は名称、（ ）は割当て

を受けた新株予約権の数 

 

 

（    ）

（    ）

（    ）

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

新株予約権の目的となる株式の種類  

新株予約権の目的となる株式の数  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価額 

 

（円）

新株予約権の行使の条件  

新株予約権の消却の事由  

新株予約権の消却の条件  

新株予約権の有利な条件の内容  

（記載上の注意） 

 １ 「現に発行している新株予約権」とは、商法施行規則第１０３条第２項第１号に規定する新株予約権

をいうものとし、株主総会及び取締役会における発行決議ごとに記載すること。 

 ２ 「事業年度中に株主以外の者に対し特に有利な条件で発行した新株予約権」とは、商法施行規則第１

０３条第２項第２号に規定する新株予約権をいう。 

 ３ 商法施行規則第１０３条第２項第３号に規定する当事業年度中に特定使用人等に対し特に有利な条件

で発行した新株予約権については、「事業年度中に株主以外の者に対し特に有利な条件で発行した新株

予約権」の表を準用して記載し、同項第４号の区分に応じて必要事項を注記すること。 

  

12 決算期後に生じた会社の状況に関する重要な事実 

（記載上の注意） 

  企業集団の状況に関する事項を記載する場合には、表題を「12 決算期後に生じた当企業集 

団の状況に関する重要な事実」とすること。 

 

13 監査委員会の職務遂行のために必要な事項 

（記載上の注意） 

  商法施行規則第１０４条第１号に規定する取締役会の決議の概要を記載すること。 

 

14 取締役及び執行役の個人別の報酬の内容の決定に関する方針 

（記載上の注意） 

  商法施行規則第１０４条第２号に規定する方針を記載すること。 

 

15 会計監査人に対する報酬等                                     （単位:百万円） 

(1) 当社、子会社及び子法人等が支払うべき会計監査人

に対する報酬等の合計額 

 

 (2) うち監査証明業務の対価として支払うべき報  



  

  

  

  

（記載上の注意） 

１ 会計監査人が監査法人である場合は、当該監査法人の名称及び当該保険会社の監査の職務を行った指定社員（公

認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第 34 条の 10 の 4 に規定する指定社員をいう。）の氏名を記載すること。 

２ 以下の事項を「その他」に記載すること。 

① 会計監査人が対価を得て行う非監査業務（公認会計士法第 2 条第 1 項の業務以外の業務をいう。）の内

容 

② 会計監査人が過去２年間に業務停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項（保

険会社が事業報告の内容として適切であるものと判断した事項に限る。） 

③ 会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止期間を経過しない者であるときは、当該処分

に係る事項 

 ３ 当該事業年度中に辞任した会計監査人又は解任された会計監査人（株主総会の決議によって解任されたもの

を除く。）があるときは、「氏名又は名称」に当該会計監査人の氏名または名称を、「その他」に次に掲げる事

項を記載すること。 
① 会社法第 340条第 3項の理由があるときは、その理由 
② 会社法第 345条第 5項において準用する同条第 1項の意見があったときは、その意見の内容 
③ 会社法第 345条第 5項において準用する同条第 2項の理由があるときは、その理由 

 ４ 会社法第 444 条第 3 項に規定する大会社である場合には、保険会社の会計監査人である公認会計士又は監査法人

に、当該保険会社、子会社及び子法人等が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額を欄外に記載すること。

なお、この額は当該事業年度に係る連結損益計算書に計上すべきものに限る。 
 
（２）責任限定契約 

氏名又は名称 その他 

 

 

 

（記載上の注意） 

会計監査人と保険会社との間で締結している責任限定契約の内容（当該契約によって当該会計監査人の職務

の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。）の概要を記

載すること。 
 
（３）会計監査人に関するその他の事項 
 イ 会計監査人の解任及び不再任の決定の方針 
 ロ 会社法第 459 条第１項の規定による定款の定めがあるときは、当該定款の定めにより取締役会に与えられた

酬等の合計額 

 (3) うち当社が支払うべき会計監査人として

の報酬等の額 

 

（記載上の注意） 

 １ 本表は、商法施行規則第２条第１項第 16号に規定する連結特例規定適用会社である保険会社が記載するこ
と。 

 ２ 非連結の子会社及び子法人等については除いて記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

権限の行使に関する方針 
 ハ 会社法第 444 条第 3 項に規定する大会社である場合には、保険会社の会計監査人以外の公認会計士又は公認会

計士（公認会計士法第 16条の 2第 5項に規定する外国公認会計士を含む。）又は監査法人（外国におけるこ
れらの資格に相当する資格を有する者を含む。）が、保険会社の重要な子会社及び子法人等の計算関係書類（こ

れに相当するものを含む。）の監査（会社法又は証券取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含む。）

の規定によるものに限る。）をしているときは、その事実 
 
７ 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

（記載上の注意） 

財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めている場合には、会社法施行規則第

127条第１項第１号から第３号の規定に従い記載すること。 
 
８ 業務の適正を確保するための体制 
（記載上の注意） 

以下の体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容を記載すること。 
 １ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社法施行規則第 98 条又

は第 100条に規定する体制 
 ２ 会社法施行規則第 112条に規定する体制 
 ３ 執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社法施行規則第 112条第

２項に規定する体制 
 
９ 会計参与に関する事項 

（記載上の注意） 

  会計参与と保険会社の間で責任限定契約を締結しているときは、当該契約の内容（当該契約によって当該会計

参与の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。）の

概要を記載すること。 
 
10 その他 
（記載上の注意） 

１ その他必要な事項は、その項目を掲げて記載すること。 
 ２ 相互会社にあっては、事業年度末における社員数及び総代数についても記載すること。 
 
第２ 

年  月  日から 

年度                 附属明細書 

年  月  日まで 

 
 
→削除 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

6 その他会社の状況に関する重要な事項 

（記載上の注意） 

  相互会社にあっては、事業年度末における社員数及び総代数についても記載すること。 

 

 

第２ 
年  月  日から 

年度                 附属明細書 

年  月  日まで 

 
１ 資本の増減 

（株式会社）                             （単位：百万円） 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

 

（千株）

 

資 本 金 

（ 発 行 済 株 式 数 ） 

新 株 式 払 込 金 

資 本 剰 余 金 

  資 本 準 備 金 

  そ の 他 資 本 剰 余 金 

利 益 剰 余 金 

  利 益 準 備 金 

  任 意 積 立 金 

  当 期 未 処 分 利 益 

  （又は当期未処理損失） 

      当 期 純 利 益 

（ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

土 地 再 評 価 差 額 金 

株 式 等 評 価 差 額 金 

自 己 株 式 払 込 金 

自 己 株 式 

 

（千株） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

 

（千株） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

 

計    

 

 

（相互会社）                             （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

基 金 

基 金 払 込 金 

 

 

 

 

  

 

基 金 償 却 積 立 金 

再 評 価 積 立 金 

剰 余 金 

  損 失 て ん 補 準 備 金 

  任 意 積 立 金 

  当 期 未 処 分 剰 余 

  （又は当期未処理損失） 

      当 期 純 剰 余 

（ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

土 地 再 評 価 差 額 金 

株 式 等 評 価 差 額 金 

   

計    

 



  

１ 計算書類に関する事項 
（１）商品有価証券                             （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

商 品 国 債 

商 品 地 方 債 

商 品 政 府 保 証 債 

・・・・・・・・ 

   

計    

 

（２）特定取引有価証券                           （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

国 債 

地 方 債 

政 府 保 証 債 

・・・・・・・・ 

   

計    

 
（３）有価証券                               （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

国 債 

地 方 債 

社 債 

  公 社 公 団 債 

  金 融 債 

  事 業 債 

株 式 

外 国 証 券 

  株 式 

  そ の 他 

そ の 他 の 証 券 

   

計    

 
（４）貸付金                              （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

 
２ 商品有価証券                           （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

商 品 国 債 

商 品 地 方 債 

商 品 政 府 保 証 債 

・・・・・・・・ 

   

計    

 

３ 特定取引有価証券                           （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

国 債 

地 方 債 

政 府 保 証 債 

・・・・・・・・ 

   

計    

 

４ 有価証券                             （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

国 債 

地 方 債 

社 債 

  公 社 公 団 債 

  金 融 債 

  事 業 債 

株 式 

外 国 証 券 

  株 式 

  そ の 他 

そ の 他 の 証 券 

   

計    

 
５ 貸付金                              （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 



  

農 林 ・ 水 産 業 

鉱 業 

建 設 業 

製 造 業 

卸 ・ 小 売 業 

金 融 ・ 保 険 業 

不 動 産 業 

情 報 通 信 業 

運 輸 業 

電気・ガス・水道・熱供給業 

サ ー ビ ス 業 等 

そ の 他 

（うち個人住宅・消費者ローン) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（      ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（      ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（      ） 

計    

公 共 団 体 

公 社 ・ 公 団 

約 款 貸 付 

   

合    計    

（記載上の注意） 

 １ 業種区分は、日本標準産業分類の大分類に準じて記載すること。ただし、「サービス業等」欄には、「飲

食店、宿泊業」、「医療、福祉」、「教育、学習支援業」、「複合サービス事業」及び「サービス業（他

に分類されないもの）」の合計額を記載すること。 

 ２ 事業団に対する貸付は、「公社・公団」に含めて記載すること。 

 
（５）有形固定資産及び無形固定資産                    （単位：百万円） 

資産の種類 当期首 

残高 

当期  

増加額 

当期  

減少額 

当期  

償却額

期末  

帳簿価額 

減価償却

累計額 

償却 

累計率

有形固定資産 

 土地 

 建物 

 建設仮勘定 

その他の有形 

 

 

 

 

 固定資産   

   ％

有形固定資産計      

無形固定資産      

農 林 ・ 水 産 業 

鉱 業 

建 設 業 

製 造 業 

卸 ・ 小 売 業 

金 融 ・ 保 険 業 

不 動 産 業 

情 報 通 信 業 

運 輸 業 

電気・ガス・水道・熱供給業 

サ ー ビ ス 業 等 

そ の 他 

（うち個人住宅・消費者ローン) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（      ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（      ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（      ） 

計    

公 共 団 体 

公 社 ・ 公 団 

約 款 貸 付 

   

合    計    

（記載上の注意） 

 １ 業種区分は、日本標準産業分類の大分類に準じて記載すること。ただし、「サービス業等」欄には、

「飲食店、宿泊業」、「医療、福祉」、「教育、学習支援業」、「複合サービス事業」及び「サービス

業（他に分類されないもの）」の合計額を記載すること。 

 ２ 事業団に対する貸付は、「公社・公団」に含めて記載すること。 

 

６ 不動産及び動産                          （単位：百万円） 

区 分 
前 期 

末残高 

当 期 

増加額 

当 期 

減少額 

当 期 

償却額 

当 期 

末残高 

償 却 

累計額 

償 却 

累計率 

土 地 

建 物 

動 産 

建 設 仮 勘 定 

      ％

計        

（記載上の注意） 

 １ 当事業年度の減損損失の金額は「当期減少額」の欄に括弧内書として記載し、「当期末残高」の欄は減損損

失控除後の金額を記載すること。 
 ２ 償却累計率は、取得価額に対する償却累計額の割合を記載すること。 
 
 
 



  

 ソフトウェア 

 のれん 

 保証金権利金 

 その他の無形 

 固定資産 

  

無形固定資産計        

（記載上の注意） 
 １ 資産の種類については、重要性に応じて適宜区分して記載すること。 
 ２ 当事業年度の減損損失の金額は「当期減少額」の欄に括弧内書として記載し、「当期末残高」の欄は減損損

失控除後の金額を記載すること。 
 
 
→削除（貸借対照表の注記へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
→削除 
 
 
 
 
 
 
 
（６）保険契約準備金                          （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

・ ・ ・ ・ 保 険 

そ の 他 の 保 険 

   

計    

（記載上の注意） 

 １ 保険契約準備金について貸借対照表上の内訳科目ごとにそれぞれ作成すること。 

 ２ 生命保険会社にあっては、個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険及びその他の保険について記

載すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７ リース契約により使用する不動産及び動産 

資 産 の 種 類 資 産 の 内 容 

 

（記載上の注意） 

 １ リース契約（ファイナンス・リース取引に該当するもの）により使用する不動産及び動産の内訳を記載する

こと。 

 ２ 重要でない資産については一括して記載することができる。 

 

８ 資産につき設定している担保権                   （単位：百万円） 

担保に供している資産 担保権によって担保されている債務 

種  類 期末残高 担保権の種類 内  容 期末残高 

     

計   計  

 

９ 保険契約準備金                          （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

・ ・ ・ ・ 保 険 

そ の 他 の 保 険 

   

計    

（記載上の注意） 

 １ 保険契約準備金について貸借対照表上の内訳科目ごとにそれぞれ作成すること。 

 ２ 生命保険会社にあっては、個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険及びその他の保険について記

載すること。 



  

 ３ 損害保険会社にあっては、各社の実態に応じ、主な保険５種類以上を記載すること。 

 

（７）引当金                              （単位：百万円） 

区  分 
前期末 

残 高 

当期末 

残 高 

当期増減 

（△）額 

計上の理由及び 

算 定 方 法 

貸 倒 引 当 金 

・ ・ ・ ・ ・ ・ 

価 格 変 動 準 備 金 

・ ・ ・ ・ ・ ・ 

    

（記載上の注意） 

  計上の理由及び算定方法については、貸借対照表に注記したものを省略することができる。 
 
→削除 
 
 
 
→削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ３ 損害保険会社にあっては、各社の実態に応じ、主な保険５種類以上を記載すること。 

 

10 引当金                              （単位：百万円） 

区  分 
前期末 

残 高 

当期末 

残 高 

当期増減 

（△）額 

計上の理由及び 

算 定 方 法 

貸 倒 引 当 金 

・ ・ ・ ・ ・ ・ 

価 格 変 動 準 備 金 

・ ・ ・ ・ ・ ・ 

    

（記載上の注意） 

  計上の理由及び算定方法については、貸借対照表に注記したものを省略することができる。 
 

11 担保として取得している自己株式                    （単位：株） 

株 式 数 理      由 

  

 

12 子会社等が有する当社の株式数 

会 社 名 保 有 す る 当 社 の 株 式 数 

 千株

  

  

計  

（記載上の注意） 

 １ 相互会社にあっては、「保有する当社の株式数（単位千株）」を「当社への基金拠出額（単位百万円）」に改

めて記載すること。 
 ２ 保険業法第２条第 12項に規定する子会社並びに会社が総株主の議決権の４分の１を超える議決権を有する
株式会社又は総社員の議決権の４分の１を超える議決権を有する有限会社（子会社を除く。）について記載す

ること。ただし、重要でないものについては一括して記載することができる。 
 

13 子会社等に対する出資                       （単位：百万円） 
前期末残高 当期末残高 子 

会 

社 

等 

名 

議決 

件数 

取得 

原価 

帳簿 

価額 

議決 

件数 

取得 

原価 

帳簿 

価額 

 

当期増減（△） 

取得原価 

（ ）は議決件数 

       （     ） 

計        

（記載上の注意） 

 １ 保険業法第２条第 12項に規定する子会社並びに会社が総株主の議決権の４分の１を超える議決権を有する



  

 
 
 
 
 
 
 
→削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→削除 
 
 
 
 
 
 

株式会社又は総社員の議決権の４分の１を超える議決権を有する有限会社（子会社を除く。）について記載す

ること。ただし、重要でないものについては一括して記載することができる。 

 ２ 重要な増減がある場合は、その理由を注記すること。 

 ３ 保険会社が商法施行規則第２条第１項第 17号に規定する連結計算書類作成会社である場合には、保険業法
第２条第 12項に規定する子会社についての記載を省略できるものとする。 

 

14 子会社との取引                          （単位：百万円） 

子 会 社 名 収 益 総 額 費 用 総 額 摘    要 

    

計    

（記載上の注意） 

 １ 保険業法第２条第 12項に規定する子会社について記載すること。ただし、重要でない子会社については一
括して記載することができる。 

 ２ 保険会社が商法施行規則第２条第１項第 17号に規定する連結計算書類作成会社である場合には、本表によ
る記載を省略できるものとする。 

 

15 子会社に対する金銭債権及び金銭債務                （単位：百万円） 

金 銭 債 権 金 銭 債 務 

子会社名 
前期末残高 当期末残高

当期増減

（△）額 
前期末残高 当期末残高

当期増減

（△）額 

       

計       

（記載上の注意） 

 １ 保険業法第２条第 12項に規定する子会社について記載すること。ただし、重要でない子会社については一
括して記載することができる。 

 ２ 保険会社が商法施行規則第２条第１項第 17号に規定する連結計算書類作成会社である場合には、本表によ
る記載を省略できるものとする。 

 

16 支配株主に対する金銭債権及び金銭債務               （単位：百万円） 

金 銭 債 権 金 銭 債 務 

支配株主名 
前期末残高 当期末残高

当期増減

（△）額 
前期末残高 当期末残高

当期増減

（△）額 

       

計       

（記載上の注意） 



  

 
 
 
 
（→「第２の２の「（２）保険会社と会社役員（又は支配株主）との利益が相反する取引」へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（→第 1の２の「（２）会社役員に対する報酬等」へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  会社の総株主の議決権の２分の１を超える議決権を有する者及び商法第２１１条ノ２第３項の規定により親

会社となる会社について記載すること。 

 

17 取締役、監査役及び支配株主等（委員会等設置会社等にあっては、取締役、執行役及び支配株主等）との間
の取引 （単位：百万円） 

区  分 氏名又は名称 取引の内容 金  額 

    

（記載上の注意） 

 １ 取締役、監査役又は支配株主（委員会等設置会社等にあっては、取締役、執行役又は支配株主）との

間の取引（これらの者が第三者のためにするものを含む。）及び会社と第三者との間の取引で会社と取

締役、監査役又は支配株主（委員会等設置会社等にあっては、取締役、執行役又は支配株主）との利益

が相反するものについて記載すること。ただし、普通保険約款による取引を除く。 

 ２ 区分欄に取締役、監査役及び支配株主（会社の総株主の議決権の２分の１を超える議決権を有する者及び商

法第２１１条ノ２第３項の規定により親会社となる会社をいう。）（委員会等設置会社等にあっては、取締役、

執行役及び支配株主）の区別を記載すること。 

 ３ 取締役又は監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役又は執行役）が第三者のためにするもの及び第

三者との間の取引で会社と取締役又は監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役又は執行役）との利益

が相反するものについては、当該取締役又は監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役又は執行役）の

役名及び氏名を掲記し、その下に当該第三者の氏名又は名称及びその者との間の取引額を、行を改めて記載す

ること。 

 

18 取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役）に対する報酬その他の職務遂行の
対価 （単位：百万円） 

区  分
報酬その他の職務遂行の対価である 

財産上の利益 
定款又は株主総会で定められた報酬限度額 

取締役

監査役
  

（記載上の注意） 

 １ 商法施行規則第１０３条第１項第１０号又は第１０４条第３号により、本表を営業報告書に記載した

場合には作成を要しない。 

 ２ 報酬以外の金額については、その金額を「報酬その他の職務遂行の対価である財産上の利益」の欄に括弧内

書すること。 

 ３ 「報酬その他の職務遂行の対価である財産上の利益」には、取締役又は執行役が使用人を兼ねる場合の使用

人としての報酬その他の職務遂行の対価を含み、当該金額を欄外に記載すること（報酬以外の金額については、

その金額を括弧内書すること。）。 

 ４ 取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役）に対する退職慰労金及び役員賞与

金は、欄外に取締役と監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役と執行役）とを区分してそれぞれ金額

を記載すること。 



  

 
 
 
 
（→第 2の２の「（１）会社役員の兼務の状況」へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（８）事業費の明細 

（生命保険会社）                            （単位：百万円） 

区        分 金   額 

営 業 活 動 費 

   営 業 職 員 経 費 

   募 集 代 理 店 経 費 

   選 択 経 費 

営 業 管 理 費 

   募 集 機 関 管 理 費 

   営 業 職 員 教 育 訓 練 費 

   広 告 宣 伝 費 

一 般 管 理 費 

   人 件 費 

   物 件 費 

寄 附 ・ 協 賛 金 ・ 諸 会 費 

   拠 出 金 

   負 担 金 

 

計  

（記載上の注意） 

 １ 拠出金の金額欄には、保険契約者保護基金拠出金について記載し、負担金の金額欄には、保険契約者保

護機構負担金について記載すること。 

 ２ 監査役（委員会設置会社等にあっては、監査委員）が監査をするについて、参考となるように記載すること。

 

 

（損害保険会社）                            （単位：百万円） 

 ５ 委員会等設置会社等にあっては、「監査役」を「執行役」に改めて記載すること。なお、「定款又は株主総会

で定められた報酬限度額」の設欄は要しない。 

 ６ 相互会社にあっては、「株主総会」を「社員総会」又は「総代会」に改めて記載すること。 

 

19 取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役）の兼務 

区  分 氏  名 兼務会社名 役  職 摘  要 

取 締 役 

監 査 役 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記載上の注意） 

 １ 保険業法第８条の規定に基づき金融庁長官の認可を受けた者のほか、他の会社の役員を兼務している者の兼

務状況（重要でないものを除く。）を記載すること。 

 ２ 兼務する他の会社が金融業を行っている場合は、その旨を摘要欄に記載すること。 

 ３ 委員会等設置会社等にあっては、「監査役」を「執行役」に改めて記載すること。 

 

20 事業費の明細 

（生命保険会社）                            （単位：百万円） 

区        分 金   額 

営 業 活 動 費 

   営 業 職 員 経 費 

   募 集 代 理 店 経 費 

   選 択 経 費 

営 業 管 理 費 

   募 集 機 関 管 理 費 

   営 業 職 員 教 育 訓 練 費 

   広 告 宣 伝 費 

一 般 管 理 費 

   人 件 費 

   物 件 費 

寄 附 ・ 協 賛 金 ・ 諸 会 費 

   拠 出 金 

   負 担 金 

 

計  

（記載上の注意） 

 １ 拠出金の金額欄には、保険契約者保護基金拠出金について記載し、負担金の金額欄には、保険契約者

保護機構負担金について記載すること。 

 ２ 監査役（委員会等設置会社等にあっては、監査委員）が監査をするについて、参考となるように記載するこ

と。 

 

（損害保険会社）                            （単位：百万円） 



  

区        分 金   額 

人  件  費 

  給    与 

  退  職  金 

  退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 

  厚  生  費 

物  件  費 

  減 価 償 却 費 

  土 地 建 物 機 械 賃 借 料 

  営  繕  費 

  旅 費 交 通 費 

  通  信  費 

  事  務  費 

  広  告  費 

  諸 会 費 ・ 寄 附 金 ・ 交 際 費 

 

  そ の 他 物 件 費 

税     金 

拠  出  金 

負  担  金 

 

損
害
調
査
費
・
営
業
費
及
び
一
般
管
理
費 

      計 

 （損 害 調 査 費） 

 （営業費及び一般管理費） 

 

（        ） 

（        ） 

代 理 店 手 数 料 等 

保 険 仲 立 人 手 数 料 

募  集  費 

集  金  費 

受 再 保 険 手 数 料 

出 再 保 険 手 数 料 

 諸
手
数
料
及
び
集
金
費 

      計  

       事 業 費 合 計  

（記載上の注意） 

 １ 金額欄は、損害調査費、営業費及び一般管理費並びに諸手数料及び集金費の合計額を記載し、その旨を注記

すること。 

 ２ 拠出金の金額欄には火災予防拠出金及び交通事故予防拠出金の合計額を記載すること。また、負担金の金額

欄には保険契約者保護機構負担金について記載すること。 

 ３ 保険仲立人手数料の金額欄には、保険業法第 2条第 25項の保険仲立人に係る手数料について記載すること。
 ４ 会社の事業費の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はそ

の性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

区        分 金   額 

人  件  費 

  給    与 

  退  職  金 

  退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 

  厚  生  費 

物  件  費 

  減 価 償 却 費 

  土 地 建 物 機 械 賃 借 料 

  営  繕  費 

  旅 費 交 通 費 

  通  信  費 

  事  務  費 

  広  告  費 

  諸 会 費 ・ 寄 附 金 ・ 交 際 費 

 

  そ の 他 物 件 費 

税     金 

拠  出  金 

負  担  金 

 

損
害
調
査
費
・
営
業
費
及
び
一
般
管
理
費 

      計 

 （損 害 調 査 費） 

 （営業費及び一般管理費） 

 

（        ） 

（        ） 

代 理 店 手 数 料 等 

保 険 仲 立 人 手 数 料 

募  集  費 

集  金  費 

受 再 保 険 手 数 料 

出 再 保 険 手 数 料 

 諸
手
数
料
及
び
集
金
費 

      計  

       事 業 費 合 計  

（記載上の注意） 

 １ 金額欄は、損害調査費、営業費及び一般管理費並びに諸手数料及び集金費の合計額を記載し、その旨を注記

すること。 

 ２ 拠出金の金額欄には火災予防拠出金及び交通事故予防拠出金の合計額を記載すること。また、負担金の金額

欄には保険契約者保護機構負担金について記載すること。 

 ３ 保険仲立人手数料の金額欄には保険業法第 2条第 21項の保険仲立人に係る手数料について記載すること。
 ４ 会社の事業費の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はそ

の性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 



  

 ５ 監査役（委員会設置会社等にあっては、監査委員）が監査をするについて、参考となるように記載すること。

 

 

（９）特別勘定の資産及び負債 

イ 特別勘定の資産                          （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減（△）額 

現 金 及 び 預 貯 金 

  現 金 

  預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債券貸借取引支払保証金 

買 入 金 銭 債 権 

商 品 有 価 証 券 

有 価 証 券 

  国 債 

  地 方 債 

  社 債 

  株 式 

  外 国 証 券 

  そ の 他 の 証 券 

貸 付 金 

そ の 他 資 産 

  未 収 金 

  前 払 費 用 

  未 収 収 益 

  預 託 金 

  先 物 取 引 差 入 証 拠 金 

  先 物 取 引 差 金 勘 定 

  保 管 有 価 証 券 

  金 融 派 生 商 品 

  仮 払 金 

  そ の 他 の 資 産 

貸 倒 引 当 金 

一 般 勘 定 貸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 産 合 計    

 
 
 

 ５ 監査役（委員会等設置会社等にあっては、監査委員）が監査をするについて、参考となるように記載するこ

と。 

 

21 特別勘定の資産及び負債 

（１）特別勘定の資産                          （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減（△）額 

現 金 及 び 預 貯 金 

  現 金 

  預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債券貸借取引支払保証金 

買 入 金 銭 債 権 

商 品 有 価 証 券 

有 価 証 券 

  国 債 

  地 方 債 

  社 債 

  株 式 

  外 国 証 券 

  そ の 他 の 証 券 

貸 付 金 

そ の 他 資 産 

  未 収 金 

  前 払 費 用 

  未 収 収 益 

  預 託 金 

  先 物 取 引 差 入 証 拠 金 

  先 物 取 引 差 金 勘 定 

  保 管 有 価 証 券 

  金 融 派 生 商 品 

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 失 

  仮 払 金 

  そ の 他 の 資 産 

貸 倒 引 当 金 

一 般 勘 定 貸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 産 合 計    

 
 



  

ロ 特別勘定の負債                          （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減（△）額 

保 険 契 約 準 備 金 

そ の 他 負 債 

  売 現 先 勘 定 

  債券貸借取引受入担保金 

  借 入 金 

  未 払 金 

  未 払 費 用 

  前 受 収 益 

  先 物 取 引 差 金 勘 定 

  借 入 有 価 証 券 

  売 付 有 価 証 券 

  金 融 派 生 商 品 

  仮 受 金 

  そ の 他 の 負 債 

一 般 勘 定 借 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負 債 合 計    

（記載上の注意） 

  特別勘定を複数設けている場合は、それらの合計額を記載すること。 

 
 
（10）その他重要な事項 

（記載上の注意） 

  その他必要な事項はその項目を掲げて記載すること。 

 
 
 
 
２ 事業報告に関する事項 
（１）会社役員の兼務の状況 

区  分 氏  名 兼務会社名 役  職 摘  要 

     

（記載上の注意） 

 １ 本表における会社役員とは、取締役、監査役及び執行役をいい、会計参与を含まない。 
 ２ 取締役又は執行役については、他の会社の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員、又は会社法第 598

条第１項の職務を行うべき者を兼ねる者の兼務の状況（重要でないものを除く。）を記載すること。また、保

（２）特別勘定の負債                          （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減（△）額 

保 険 契 約 準 備 金 

そ の 他 負 債 

  売 現 先 勘 定 

  債券貸借取引受入担保金 

  借 入 金 

  未 払 金 

  未 払 費 用 

  前 受 収 益 

  先 物 取 引 差 金 勘 定 

  借 入 有 価 証 券 

  売 付 有 価 証 券 

  金 融 派 生 商 品 

  繰 延 ヘ ッ ジ 利 益 

  仮 受 金 

  そ の 他 の 負 債 

一 般 勘 定 借 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負 債 合 計    

（記載上の注意） 

  特別勘定を複数設けている場合は、それらの合計額を記載すること。 

 

22 会計方針の変更理由 

（記載上の注意） 

  貸借対照表又は損益計算書に会計方針の変更に関する注記がなされた場合は、その変更の理由を記載するこ

と。 

 

 

 

 

（「18 取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役）の兼務」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

険業法第８条第２項の規定に基づき金融庁長官の認可を受けている場合には、その旨摘要欄に記載すること。

 ３ 監査役については、他の会社の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員、又は会社法第 598条第１項
の職務を行うべき者を兼ねる者の兼務の状況（重要でないものを除く。）を記載すること。 

 ４ 兼務する他の会社が金融業を営む場合には、その旨を摘要欄に記載すること。 

 
（２）当社と会社役員（又は支配株主）との利益が相反する取引        （単位：百万円） 

役名 氏名 職業 貸出金残高 
当期増減

（△）高 

債務の保証又

は裏書 

当期増減

（△）高 

       

（記載上の注意） 

 １ 第三者との取引であって、保険会社と会社役員又は支配株主との利益が相反する重要な取引について記

載すること。保険会社と会社役員との利益が相反するものについては、当該会社役員の役名及び氏名を掲

記し、その下に当該第三者の氏名又は名称及びその者との間の取引額を行を改めて記載すること。ただし、

普通保険約款による取引を除く。 

 ２ 支配株主とは、保険会社の総株主の議決権の過半数を有する株主（保険会社の親会社を含む。）をいう。た

だし、この場合の議決権には、役員の選任及び定款の変更に関する議案の全部につき株主総会において議決権

を行使することができない株式に係る議決権の数を除く。 

 
（３）その他重要な事項 
（記載上の注意） 

  その他事業報告の内容を補足するために必要な事項は、その項目を掲げて記載すること。 
 
 
第３ 株主総会に関する事項等 
 
１ 株主総会に関する事項 
（記載上の注意） 

 １ 株主総会の招集の年月日、通知した事項及び決議した事項の要領等を記載すること。 

 ２ 相互会社にあっては、社員総会又は総代会について記載すること。この場合においては総代の氏名を、総代

に異動があったときは、その者の氏名及び当該異動の年月日を記載すること。 

 

２ 契約者配当又は剰余金の分配に関する事項 

 

３ その他参考となるべき事項 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

（「16 取締役、監査役及び支配株主等（委員会等設置会社等にあっては、取締役、執行役及び支配株主等）との
間の取引」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 その他重要事項 

 

 
 
第３ 株主総会に関する事項等 
 

１ 株主総会に関する事項 

（記載上の注意） 

 １ 株主総会の招集の年月日、通知した事項及び決議した事項の要領等を記載すること。 

 ２ 相互会社にあっては、社員総会又は総代会について記載すること。この場合においては総代の氏名を、総代

に異動があったときは、その者の氏名及び当該異動の年月日を記載すること。 

 

２ 契約者配当又は剰余金の分配に関する事項 

 

３ その他参考となるべき事項 

 

 

 

 

 



改 正 案 現 行

別紙様式第１２の２号（第１６条、第３２条、第５９条関係） 別紙様式第１２の２号（第１６条、第３２条、第５９条関係）

第４ 年度（ 年 月 日現在）貸借対照表 第４ 年度（ 年 月 日現在）貸借対照表

（生命保険株式会社） （単位：百万円） （生命保険株式会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ） （ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金 現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金

現 金 支 払 備 金 現 金 支 払 備 金

預 貯 金 責 任 準 備 金 預 貯 金 責 任 準 備 金

コ ー ル ロ ー ン 契 約 者 配 当 準 備 金 コ ー ル ロ ー ン 契 約 者 配 当 準 備 金

買 現 先 勘 定 代 理 店 借 買 現 先 勘 定 代 理 店 借

債券貸借取引支払保証金 再 保 険 借 債券貸借取引支払保証金 再 保 険 借

買 入 金 銭 債 権 特 定 取 引 負 債 買 入 金 銭 債 権 特 定 取 引 負 債

特 定 取 引 資 産 売 付 商 品 債 券 特 定 取 引 資 産 売 付 商 品 債 券

商 品 有 価 証 券 商品有価証券派生商品 商 品 有 価 証 券 商品有価証券派生商品

商品有価証券派生商品 特 定 取 引 売 付 債 券 商品有価証券派生商品 特 定 取 引 売 付 債 券

特 定 取 引 有 価 証 券 特 定 取 引 有 価 証 券 派 生 商 品 特 定 取 引 有 価 証 券 特 定 取 引 有 価 証 券 派 生 商 品

特 定 取 引 有 価 証 券 派 生 商 品 特 定 金 融 派 生 商 品 特 定 取 引 有 価 証 券 派 生 商 品 特 定 金 融 派 生 商 品

特 定 金 融 派 生 商 品 その他の特定取引負債 特 定 金 融 派 生 商 品 その他の特定取引負債

その他の特定取引資産 短 期 社 債 その他の特定取引資産 短 期 社 債

金 銭 の 信 託 社 債 金 銭 の 信 託 社 債

有 価 証 券 新 株 予 約 権 付 社 債 有 価 証 券 新 株 予 約 権 付 社 債

国 債 そ の 他 負 債 国 債 そ の 他 負 債

地 方 債 売 現 先 勘 定 地 方 債 売 現 先 勘 定

社 債 債券貸借取引受入担保金 社 債 債券貸借取引受入担保金

株 式 借 入 金 株 式 借 入 金

外 国 証 券 未 払 法 人 税 等 外 国 証 券 未 払 法 人 税 等

そ の 他 の 証 券 未 払 金 そ の 他 の 証 券 未 払 金

貸 付 金 未 払 費 用 貸 付 金 未 払 費 用

保 険 約 款 貸 付 前 受 収 益 保 険 約 款 貸 付 前 受 収 益

一 般 貸 付 預 り 金 一 般 貸 付 預 り 金

有 形 固 定 資 産 預 り 保 証 金 不 動 産 及 び 動 産 預 り 保 証 金

土 地 先物取引受入証拠金 土 地 先物取引受入証拠金



建 物 先 物 取 引 差 金 勘 定 建 物 先 物 取 引 差 金 勘 定

動 産 借 入 商 品 債 券 動 産 借 入 商 品 債 券

建 設 仮 勘 定 借入特定取引有価債券 建 設 仮 勘 定 借入特定取引有価債券

無 形 固 定 資 産 借 入 有 価 証 券 代 理 店 貸 借 入 有 価 証 券

ソ フ ト ウ ェ ア 売 付 有 価 証 券 再 保 険 貸 売 付 有 価 証 券

の れ ん 金 融 派 生 商 品 そ の 他 資 産 金 融 派 生 商 品

その他の無形固定資産 仮 受 金 未 収 金 繰 延 ヘ ッ ジ 利 益

未 収 金 そ の 他 の 負 債 前 払 費 用 仮 受 金

前 払 費 用 退 職 給 付 引 当 金 未 収 収 益 そ の 他 の 負 債

未 収 収 益 価 格 変 動 準 備 金 預 託 金 退 職 給 付 引 当 金

預 託 金 金融先物取引責任準備金 先物取引差入証拠金 価 格 変 動 準 備 金

先 物 取 引 差 入 証 拠 金 証 券 取 引 責 任 準 備 金 先 物 取 引 差 金 勘 定 金融先物取引責任準備金

先 物 取 引 差 金 勘 定 繰 延 税 金 負 債 保 管 有 価 証 券 証 券 取 引 責 任 準 備 金

保 管 有 価 証 券 再評価に係る繰延税金負債 金 融 派 生 商 品 繰 延 税 金 負 債

金 融 派 生 商 品 負 の の れ ん 繰 延 ヘ ッ ジ 損 失 再評価に係る繰延税金負債

仮 払 金 支 払 承 諾 仮 払 金 支 払 承 諾

そ の 他 の 資 産 負債の部 合計 そ の 他 の 資 産 負債の部 合計

繰 延 税 金 資 産 繰 延 税 金 資 産

再評価に係る繰延税金資産 （ 純 資 産 の 部 ） 再評価に係る繰延税金資産 （ 資 本 の 部 ）

支 払 承 諾 見 返 資 本 金 支 払 承 諾 見 返 資 本 金

貸 倒 引 当 金 △ 新 株 式 申 込 証 拠 金 貸 倒 引 当 金 △ 新 株 式 払 込 金

資 本 剰 余 金 資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 資 本 準 備 金

そ の 他 資 本 剰 余 金 そ の 他 資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金 資本金及び資本準備金減少差益

利 益 準 備 金 減 少 差 益

そ の 他 利 益 剰 余 金 自己株式処分差益

○ ○ 積 立 金 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 剰 余 金 利 益 準 備 金

自 己 株 式 △ 任 意 積 立 金

自 己 株 式 申 込 証 拠 金 当 期 未 処 分 利 益

株 主 資 本 合 計 （又は当期未処理損失）

その他有価証券評価差額金 当 期 純 利 益

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 （又は当期純損失）

土 地 再 評 価 差 額 金 土 地 再 評 価 差 額 金

評価・換算差額等合計 株 式 等 評 価 差 額 金

新 株 予 約 権 自 己 株 式 払 込 金

純資産の部 合計 自 己 株 式 △

資本の部 合計



資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計 資 産 の 部 合 計 負債及び資本の部合計

（損害保険株式会社） （単位：百万円） （損害保険株式会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ） （ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金 現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金

現 金 支 払 備 金 現 金 支 払 備 金

預 貯 金 責 任 準 備 金 預 貯 金 責 任 準 備 金

コ ー ル ロ ー ン 特 定 取 引 負 債 コ ー ル ロ ー ン 特 定 取 引 負 債

買 現 先 勘 定 売 付 商 品 債 券 買 現 先 勘 定 売 付 商 品 債 券

債券貸借取引支払保証金 商品有価証券派生商品 債券貸借取引支払保証金 商品有価証券派生商品

買 入 金 銭 債 権 特 定 取 引 売 付 債 券 買 入 金 銭 債 権 特 定 取 引 売 付 債 券

特 定 取 引 資 産 特 定 取 引 有 価 証 券 派 生 商 品 特 定 取 引 資 産 特 定 取 引 有 価 証 券 派 生 商 品

商 品 有 価 証 券 特 定 金 融 派 生 商 品 商 品 有 価 証 券 特 定 金 融 派 生 商 品

商品有価証券派生商品 その他の特定取引負債 商品有価証券派生商品 その他の特定取引負債

特 定 取 引 有 価 証 券 短 期 社 債 特 定 取 引 有 価 証 券 短 期 社 債

特 定 取 引 有 価 証 券 派 生 商 品 社 債 特 定 取 引 有 価 証 券 派 生 商 品 社 債

特 定 金 融 派 生 商 品 新 株 予 約 権 付 社 債 特 定 金 融 派 生 商 品 新 株 予 約 権 付 社 債

その他の特定取引資産 そ の 他 負 債 その他の特定取引資産 そ の 他 負 債

金 銭 の 信 託 共 同 保 険 借 金 銭 の 信 託 共 同 保 険 借

有 価 証 券 再 保 険 借 有 価 証 券 再 保 険 借

国 債 外 国 再 保 険 借 国 債 外 国 再 保 険 借

地 方 債 代 理 業 務 借 地 方 債 代 理 業 務 借

社 債 売 現 先 勘 定 社 債 売 現 先 勘 定

株 式 債券貸借取引受入担保金 株 式 債券貸借取引受入担保金

外 国 証 券 借 入 金 外 国 証 券 借 入 金

そ の 他 の 証 券 未 払 法 人 税 等 そ の 他 の 証 券 未 払 法 人 税 等

貸 付 金 預 り 金 貸 付 金 預 り 金

保 険 約 款 貸 付 前 受 収 益 保 険 約 款 貸 付 前 受 収 益

一 般 貸 付 未 払 金 一 般 貸 付 未 払 金

有 形 固 定 資 産 仮 受 金 不 動 産 及 び 動 産 仮 受 金

土 地 先物取引受入証拠金 土 地 先物取引受入証拠金

建 物 先 物 取 引 差 金 勘 定 建 物 先 物 取 引 差 金 勘 定

動 産 借 入 商 品 債 券 動 産 借 入 商 品 債 券

建 設 仮 勘 定 借入特定取引有価債券 建 設 仮 勘 定 借入特定取引有価債券



無 形 固 定 資 産 借 入 有 価 証 券 そ の 他 資 産 借 入 有 価 証 券

ソ フ ト ウ ェ ア 売 付 有 価 証 券 未 収 保 険 料 売 付 有 価 証 券

の れ ん 金 融 派 生 商 品 代 理 店 貸 金 融 派 生 商 品

その他の無形固定資産 そ の 他 の 負 債 外 国 代 理 店 貸 繰 延 ヘ ッ ジ 利 益

そ の 他 資 産 退 職 給 付 引 当 金 共 同 保 険 貸 そ の 他 の 負 債

未 収 保 険 料 価 格 変 動 準 備 金 再 保 険 貸 退 職 給 付 引 当 金

代 理 店 貸 金融先物取引責任準備金 外 国 再 保 険 貸 価 格 変 動 準 備 金

外 国 代 理 店 貸 証 券 取 引 責 任 準 備 金 代 理 業 務 貸 金融先物取引責任準備金

共 同 保 険 貸 繰 延 税 金 負 債 未 収 金 証 券 取 引 責 任 準 備 金

再 保 険 貸 再評価に係る繰延税金負債 未 収 収 益 繰 延 税 金 負 債

外 国 再 保 険 貸 負 の の れ ん 預 託 金 再評価に係る繰延税金負債

代 理 業 務 貸 支 払 承 諾 地 震 保 険 預 託 金 支 払 承 諾

未 収 金 負債の部 合計 仮 払 金 負債の部 合計

未 収 収 益 先物取引差入証拠金

預 託 金 （ 純 資 産 の 部 ） 先 物 取 引 差 金 勘 定 （ 資 本 の 部 ）

地 震 保 険 預 託 金 資 本 金 保 管 有 価 証 券 資 本 金

仮 払 金 新 株 式 申 込 証 拠 金 金 融 派 生 商 品 新 株 式 払 込 金

先物取引差入証拠金 資 本 剰 余 金 繰 延 ヘ ッ ジ 損 失 資 本 剰 余 金

先 物 取 引 差 金 勘 定 資 本 準 備 金 そ の 他 の 資 産 資 本 準 備 金

保 管 有 価 証 券 そ の 他 資 本 剰 余 金 繰 延 税 金 資 産 そ の 他 資 本 剰 余 金

金 融 派 生 商 品 利 益 剰 余 金 再評価に係る繰延税金資産 資本金及び資本準備金減少差益

そ の 他 の 資 産 利 益 準 備 金 支 払 承 諾 見 返 減 少 差 益

繰 延 税 金 資 産 そ の 他 利 益 剰 余 金 貸 倒 引 当 金 △ 自己株式処分差益

再評価に係る繰延税金資産 ○ ○ 積 立 金 利 益 剰 余 金

支 払 承 諾 見 返 繰 越 利 益 剰 余 金 利 益 準 備 金

貸 倒 引 当 金 △ 自 己 株 式 任 意 積 立 金

自 己 株 式 申 込 証 拠 金 △ 当 期 未 処 分 利 益

株 主 資 本 合 計 （又は当期未処理損失）

その他有価証券評価差額金 当 期 純 利 益

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 （又は当期純損失）

土 地 再 評 価 差 額 金 土 地 再 評 価 差 額 金

評価・換算差額等合計 株 式 等 評 価 差 額 金

新 株 予 約 権 自 己 株 式 払 込 金

純資産の部 合計 自 己 株 式

資本の部 合計 △

資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計 資 産 の 部 合 計 負債及び資本の部合計

（記載上の注意） （記載上の注意）



１ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになる １ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになる

ように記載すること。 ように記載すること。

（１）継続企業の前提（会社法計算規則第１３１条に規定するものをいう。以下同じ。）に重要な疑義を抱 （１）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項

かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 ① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 ② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 ③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 ④ 当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映しているか否か

④ 当該重要な疑義の影響の計算書類への反映の有無 （２）有価証券の評価基準及び評価方法。また、保険業法第１１２条第１項による評価換えをしたときは

（２）次に掲げる会計方針に関する事項 、その旨

① 有価証券の評価基準及び評価方法。また、保険業法第１１２条第１項による評価換えをしたとき （３）金銭の信託の評価基準及び評価方法

は、その旨 （４）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

② 金銭の信託の評価基準及び評価方法 （５）土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差額

③ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 （６）不動産及び動産の減価償却の方法

④ 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差 （７）外貨建資産等の本邦通貨への換算基準

額 （８）貸倒引当金の計上方法（当期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査定基準の整備の状

⑤ 有形固定資産の減価償却の方法 況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況についても、できるだけ詳細に記載す

⑥ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 ること。）

⑦ 貸倒引当金の計上方法（当期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査定基準の整備の （９）退職給付引当金の計上方法

状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況についても、できるだけ詳細に記 （１０）価格変動準備金、金融先物取引責任準備金及び証券取引責任準備金の計上方法

載すること。） （１１）ヘッジ会計の方法

⑧ 退職給付引当金の計上方法 （１２）その他採用した重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りでな

⑨ 価格変動準備金、金融先物取引責任準備金及び証券取引責任準備金の計上方法 い。

⑩ ヘッジ会計の方法 （１３）会計方針又は記載方法を変更したときは、その旨及びその変更による増減額。ただし、その変更又

⑪ その他採用した重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りで は変更による影響が軽微であるときは、この限りでない。

ない。 （１４）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３ヵ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合

（３）会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 計額。なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。

① 会計処理の原則又は手続きを変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与 （１５）固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その変更が軽微であるとき

えている影響の内容 は、この限りでない。

② 表示方法を変更したときは、その内容 （１６）不動産及び動産の減価償却累計額及び圧縮記帳額

（４）有価証券の貸付けを行っている場合には、その旨及び金額（金額は貸借対照表価額とし、消費貸借 （１７）保険業法第１１８条に規定する特別勘定の資産及び負債の額

契約によるもの、使用貸借契約又は賃貸借契約によるものに分けて記載すること。） （１８）保険業法施行規則第１７条の３第１項第１号に規定する金額がある場合は、その額

（５）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３ヵ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合 （１９）保険業法施行規則第１７条の３第１項第３号に規定する純資産額

計額。なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 （２０）取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役）に対する金銭債権総額及

（６）有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その び金銭債務総額。ただし、普通保険約款による取引に係るものは、この限りではない。

変更が軽微であるときは、この限りでない。 （２１）子会社（保険業法第２条第１２項に規定する子会社をいう。以下同じ。）に対する金銭債権総額及

（７）有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 び金銭債務総額

（８）資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額（一括して注記 （２２）リース契約（ファイナンス・リース取引に該当するもの）により使用する重要な不動産及び動産

することが適当な場合にあっては、一括した引当金の金額） （２３）重要な係争事件に係る損害賠償義務。ただし、負債の部に計上したときは、この限りでない。

（９）保険業法第１１８条に規定する特別勘定の資産及び負債の額 （２４）生命保険会社にあっては、契約者配当準備金の増減異動及び契約者配当金の支払額



（１０）取締役、監査役及び執行役（委員会設置会社等にあっては、取締役及び執行役）との間の取引によ （２５）その他会社の財産の状態を正確に判断するために必要な事項

る取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権及び金銭債務があるときは、金銭債権の総額及び金銭 （２６）商法第２１１条ノ２第１項の親会社及び同条第３項の規定により親会社となる会社の株式並びに子

債務の総額。ただし、普通保険約款による取引に係るものは、この限りでない。 会社の株式又は持分の額

（１１）子会社（保険業法第２条第１２項に規定する子会社をいう。以下同じ。）に対する金銭債権総額及 （２７）保険業法第９２条の規定による組織変更剰余金額又は同法第１６４条第５項（同法第１６５条第２

び金銭債務総額 項において準用する場合を含む。）において準用する同法第９２条の規定による合併剰余金額

（１２）次に掲げるもの（重要でないものを除く。）の発生の主な原因別の内訳 （２８）担保に供している資産の額及び担保付き債務の額

①繰延税金資産（その算定にあたり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を （２９）有価証券の貸付けを行っている場合には、その旨及び金額（金額は貸借対照表価額とし、消費貸借

含む。） 契約によるもの、使用貸借契約又は賃貸借契約によるものに分けて記載すること。）

②繰延税金負債 （３０）貸借対照表上の純資産額から新株式払込金、土地再評価差額金及び株式等評価差額金の合計額を控

（１３）リース契約（ファイナンス・リース取引に該当するもの）により使用する重要な不動産及び動産 除した金額が、資本準備金及び利益準備金の合計額を下回る場合には、その差額

（１４）重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額。 （３１）以下に掲げる金額

（１５）生命保険会社にあっては、契約者配当準備金の増減異動及び契約者配当金の支払額 ① 保険業法施行規則第７３条第３項において準用する同規則第７１条第１項に規定する再保険を付

（１６）親会社株式の金額 した部分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）の金額

（１７）子会社等（保険業法第１１０条第２項に規定する子会社等をいう。）の株式又は出資金の総額 ② 保険業法施行規則第７１条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金（以下「

（１８）保険業法第９２条の規定による組織変更剰余金額又は同法第１６４条第５項（同法第１６５条第２ 出再責任準備金」という。）の金額

項において準用する場合を含む。）において準用する同法第９２条の規定による合併剰余金額 ２ 保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額がある場合は、「その他の資産」の前

（１９）資産が担保に供されている場合における当該資産の内容及びその金額並びに担保に係る債務の金額 に「保険業法第１１３条繰延資産」として記載すること。

（２０）純資産の部に計上した額の合計額から次に掲げる科目の合計額を控除した額が、資本金、資本準備 ３ 保険会社が地震保険に関する法律第３条第１項（政府の再保険）に規定する再保険契約を政府との間

金及び利益準備金の合計額を下回る場合には、その差額 で締結している場合には、当該保険会社において地震保険の責任準備金及び地震保険に係る受託金に対

①申込期日経過後における新株式申込証拠金 応する資産を他の資産と区分して経理している場合における当該資産に係る評価差額については、「繰

②評価・換算差額等 延税金負債」の前に「地震保険評価差額金」として記載すること。

③新株予約権 ４ 法令等に基づき、又は会社の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げて

（２１）以下に掲げる金額 ある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。

① 保険業法施行規則第７３条第３項において準用する同規則第７１条第１項に規定する再保険を付 ５ 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総額の

した部分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）の金額 １００分の１を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設け

② 保険業法施行規則第７１条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金（以下「 て記載すること。

出再責任準備金」という。）の金額 ６ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。

（２２）１株あたりの純資産額（銭単位で記載すること。）

（２３）会社計算規則第１８６条第１項に規定する額（同号中「繰延資産の部に計上した額」とあるのは、「繰

延資産の額」と読み替えるものとする。

（２４）会社計算規則第２条第３項第７２号で定める連結配当規制適用会社については、当該事業年度の末日

が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となる旨

（２５）事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事項が発生した場合にお

ける当該事象

（２６）その他会社の財産の状態を正確に判断するために必要な事項

２ 保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額がある場合は、「その他の資産」の前

に「保険業法第１１３条繰延資産」として記載すること。

３ 保険会社が地震保険に関する法律第３条第１項（政府の再保険）に規定する再保険契約を政府との間

で締結している場合には、当該保険会社において地震保険の責任準備金及び地震保険に係る受託金に対



応する資産を他の資産と区分して経理している場合における当該資産に係る評価差額については、「繰

延税金負債」の前に「地震保険評価差額金」として記載すること。

４ 法令等に基づき、又は会社の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げて

ある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。

５ 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総額の

１００分の１を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設け

て記載すること。

６ 関連当事者との取引に関する事項を会社計算規則第１４０条の規定に従い記載すること。

７ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。

（生命保険相互会社） （単位：百万円） （生命保険相互会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ） （ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金 現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金

現 金 支 払 備 金 現 金 支 払 備 金

預 貯 金 責 任 準 備 金 預 貯 金 責 任 準 備 金

コ ー ル ロ ー ン 社 員 配 当 準 備 金 コ ー ル ロ ー ン 社 員 配 当 準 備 金

買 現 先 勘 定 代 理 店 借 買 現 先 勘 定 代 理 店 借

債券貸借取引支払保証金 再 保 険 借 債券貸借取引支払保証金 再 保 険 借

買 入 金 銭 債 権 特 定 取 引 負 債 買 入 金 銭 債 権 特 定 取 引 負 債

特 定 取 引 資 産 売 付 商 品 債 券 特 定 取 引 資 産 売 付 商 品 債 券

商 品 有 価 証 券 商品有価証券派生商品 商 品 有 価 証 券 商品有価証券派生商品

商品有価証券派生商品 特 定 取 引 売 付 債 券 商品有価証券派生商品 特 定 取 引 売 付 債 券

特 定 取 引 有 価 証 券 特 定 取 引 有 価 証 券 派 生 商 品 特 定 取 引 有 価 証 券 特 定 取 引 有 価 証 券 派 生 商 品

特 定 取 引 有 価 証 券 派 生 商 品 特 定 金 融 派 生 商 品 特 定 取 引 有 価 証 券 派 生 商 品 特 定 金 融 派 生 商 品

特 定 金 融 派 生 商 品 その他の特定取引負債 特 定 金 融 派 生 商 品 その他の特定取引負債

その他の特定取引資産 短 期 社 債 その他の特定取引資産 短 期 社 債

金 銭 の 信 託 社 債 金 銭 の 信 託 社 債

有 価 証 券 そ の 他 負 債 有 価 証 券 そ の 他 負 債

国 債 売 現 先 勘 定 国 債 売 現 先 勘 定

地 方 債 債券貸借取引受入担保金 地 方 債 債券貸借取引受入担保金

社 債 借 入 金 社 債 借 入 金

株 式 未 払 法 人 税 等 株 式 未 払 法 人 税 等

外 国 証 券 未 払 金 外 国 証 券 未 払 金

そ の 他 の 証 券 未 払 費 用 そ の 他 の 証 券 未 払 費 用

貸 付 金 前 受 収 益 貸 付 金 前 受 収 益



保 険 約 款 貸 付 預 り 金 保 険 約 款 貸 付 預 り 金

一 般 貸 付 預 り 保 証 金 一 般 貸 付 預 り 保 証 金

有 形 固 定 資 産 先物取引受入証拠金 不 動 産 及 び 動 産 先物取引受入証拠金

土 地 先 物 取 引 差 金 勘 定 土 地 先 物 取 引 差 金 勘 定

建 物 借 入 商 品 債 券 建 物 借 入 商 品 債 券

動 産 借入特定取引有価債券 動 産 借入特定取引有価債券

建 設 仮 勘 定 借 入 有 価 証 券 建 設 仮 勘 定 借 入 有 価 証 券

無 形 固 定 資 産 売 付 有 価 証 券 代 理 店 貸 売 付 有 価 証 券

ソ フ ト ウ ェ ア 金 融 派 生 商 品 再 保 険 貸 金 融 派 生 商 品

の れ ん 仮 受 金 そ の 他 資 産 繰 延 ヘ ッ ジ 利 益

その他の無形固定資産 そ の 他 の 負 債 未 収 金 仮 受 金

代 理 店 貸 退 職 給 付 引 当 金 前 払 費 用 そ の 他 の 負 債

再 保 険 貸 価 格 変 動 準 備 金 未 収 収 益 退 職 給 付 引 当 金

そ の 他 資 産 金融先物取引責任準備金 預 託 金 価 格 変 動 準 備 金

未 収 金 証 券 取 引 責 任 準 備 金 先物取引差入証拠金 金融先物取引責任準備金

前 払 費 用 繰 延 税 金 負 債 先物取引差金勘定 証 券 取 引 責 任 準 備 金

未 収 収 益 再評価に係る繰延税金負債 保 管 有 価 証 券 繰 延 税 金 負 債

預 託 金 負 の の れ ん 金 融 派 生 商 品 再評価に係る繰延税金負債

先物取引差入証拠金 支 払 承 諾 繰 延 ヘ ッ ジ 損 失 支 払 承 諾

先 物 取 引 差 金 勘 定 負債の部 合計 仮 払 金 負債の部 合計

保 管 有 価 証 券 そ の 他 の 資 産

金 融 派 生 商 品 （ 純 資 産 の 部 ） 繰 延 税 金 資 産 （ 資 本 の 部 ）

仮 払 金 基 金 再評価に係る繰延税金資 基 金

そ の 他 の 資 産 基 金 払 込 金 産支 払 承 諾 見 返 基 金 払 込 金

繰 延 税 金 資 産 基 金 償 却 積 立 金 貸 倒 引 当 金 △ 基 金 償 却 積 立 金

再評価に係る繰延税金資産 再 評 価 積 立 金 再 評 価 積 立 金

支 払 承 諾 見 返 基金償却積立金減少差益 基金償却積立金減少差益

貸 倒 引 当 金 △ 剰 余 金 剰 余 金

損 失 て ん 補 準 備 金 損 失 て ん 補 準 備 金

そ の 他 剰 余 金 任 意 積 立 金

社員配当平衡積立金 社員配当平衡積立金

○ ○ 積 立 金 ・ ・ ・ ・ ・

当期未処分剰余金 当 期 未 処 分 剰 余 金

基 金 等 合 計 額 （又は当期未処理損失）

その他有価証券評価差額金 当 期 純 剰 余

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 （又は当期純損失）

土 地 再 評 価 差 額 金 土 地 再 評 価 差 額 金

評価・換算差額等合計 株 式 等 評 価 差 額 金

純資産の部 合計 資本の部 合計



資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計 資 産 の 部 合 計 負債及び資本の部合計

（損害保険相互会社） （単位：百万円） （損害保険相互会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ） （ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金 現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金

現 金 支 払 備 金 現 金 支 払 備 金

預 貯 金 責 任 準 備 金 預 貯 金 責 任 準 備 金

コ ー ル ロ ー ン 社 員 配 当 準 備 金 コ ー ル ロ ー ン 社 員 配 当 準 備 金

買 現 先 勘 定 特 定 取 引 負 債 買 現 先 勘 定 特 定 取 引 負 債

債券貸借取引支払保証金 売 付 商 品 債 券 債券貸借取引支払保証金 売 付 商 品 債 券

買 入 金 銭 債 権 商品有価証券派生商品 買 入 金 銭 債 権 商品有価証券派生商品

特 定 取 引 資 産 特 定 取 引 売 付 債 券 特 定 取 引 資 産 特 定 取 引 売 付 債 券

商 品 有 価 証 券 特 定 取 引 有 価 証 券 派 生 商 品 商 品 有 価 証 券 特 定 取 引 有 価 証 券 派 生 商 品

商品有価証券派生商品 特 定 金 融 派 生 商 品 商品有価証券派生商品 特 定 金 融 派 生 商 品

特 定 取 引 有 価 証 券 その他の特定取引負債 特 定 取 引 有 価 証 券 その他の特定取引負債

特 定 取 引 有 価 証 券 派 生 商 品 短 期 社 債 特 定 取 引 有 価 証 券 派 生 商 品 短 期 社 債

特 定 金 融 派 生 商 品 社 債 特 定 金 融 派 生 商 品 社 債

その他の特定取引資産 そ の 他 負 債 その他の特定取引資産 そ の 他 負 債

金 銭 の 信 託 共 同 保 険 借 金 銭 の 信 託 共 同 保 険 借

有 価 証 券 再 保 険 借 有 価 証 券 再 保 険 借

国 債 外 国 再 保 険 借 国 債 外 国 再 保 険 借

地 方 債 代 理 業 務 借 地 方 債 代 理 業 務 借

社 債 売 現 先 勘 定 社 債 売 現 先 勘 定

株 式 債券貸借取引受入担保金 株 式 債券貸借取引受入担保金

外 国 証 券 借 入 金 外 国 証 券 借 入 金

そ の 他 の 証 券 未 払 法 人 税 等 そ の 他 の 証 券 未 払 法 人 税 等

貸 付 金 預 り 金 貸 付 金 預 り 金

保 険 約 款 貸 付 前 受 収 益 保 険 約 款 貸 付 前 受 収 益

一 般 貸 付 未 払 金 一 般 貸 付 未 払 金

有 形 固 定 資 産 仮 受 金 不 動 産 及 び 動 産 仮 受 金

土 地 先物取引受入証拠金 土 地 先物取引受入証拠金

建 物 先 物 取 引 差 金 勘 定 建 物 先 物 取 引 差 金 勘 定

動 産 借 入 商 品 債 券 動 産 借 入 商 品 債 券

建 設 仮 勘 定 借入特定取引有価債券 建 設 仮 勘 定 借入特定取引有価債券



無 形 固 定 資 産 借 入 有 価 証 券 そ の 他 資 産 借 入 有 価 証 券

ソ フ ト ウ ェ ア 売 付 有 価 証 券 未 収 保 険 料 売 付 有 価 証 券

の れ ん 金 融 派 生 商 品 代 理 店 貸 金 融 派 生 商 品

その他の無形固定資産 そ の 他 の 負 債 外 国 代 理 店 貸 繰 延 ヘ ッ ジ 利 益

そ の 他 資 産 退 職 給 付 引 当 金 共 同 保 険 貸 そ の 他 の 負 債

未 収 保 険 料 価 格 変 動 準 備 金 再 保 険 貸 退 職 給 付 引 当 金

代 理 店 貸 金融先物取引責任準備金 外 国 再 保 険 貸 価 格 変 動 準 備 金

外 国 代 理 店 貸 証 券 取 引 責 任 準 備 金 代 理 業 務 貸 金融先物取引責任準備金

共 同 保 険 貸 繰 延 税 金 負 債 未 収 金 証 券 取 引 責 任 準 備 金

再 保 険 貸 再評価に係る繰延税金負債 未 収 収 益 繰 延 税 金 負 債

外 国 再 保 険 貸 負 の の れ ん 預 託 金 再評価に係る繰延税金負債

代 理 業 務 貸 支 払 承 諾 地 震 保 険 預 託 金 支 払 承 諾

未 収 金 負債の部 合計 仮 払 金 負債の部 合計

未 収 収 益 先物取引差入証拠金

預 託 金 （ 純 資 産 の 部 ） 先 物 取 引 差 金 勘 定 （ 資 本 の 部 ）

地 震 保 険 預 託 金 基 金 保 管 有 価 証 券 基 金

仮 払 金 基 金 払 込 金 金 融 派 生 商 品 基 金 払 込 金

先物取引差入証拠金 基 金 償 却 積 立 金 繰 延 ヘ ッ ジ 損 失 基 金 償 却 積 立 金

先 物 取 引 差 金 勘 定 再 評 価 積 立 金 そ の 他 の 資 産 基金償却積立金減少差益

保 管 有 価 証 券 基金償却積立金減少差益 繰 延 税 金 資 産 剰 余 金

金 融 派 生 商 品 剰 余 金 再評価に係る繰延税金資産 損 失 て ん 補 準 備 金

そ の 他 の 資 産 損 失 て ん 補 準 備 金 支 払 承 諾 見 返 任 意 積 立 金

繰 延 税 金 資 産 そ の 他 剰 余 金 貸 倒 引 当 金 △ 社員配当平衡積立金

再評価に係る繰延税金資産 社員配当平衡積立金 ・ ・ ・ ・ ・

支 払 承 諾 見 返 ○ ○ 積 立 金 当 期 未 処 分 剰 余 金

貸 倒 引 当 金 △ 当期未処分剰余金 （又は当期未処理損失）

基 金 等 合 計 額 当 期 純 剰 余

その他有価証券評価差額金 （又は当期純損失）

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 土 地 再 評 価 差 額 金

土 地 再 評 価 差 額 金 株 式 等 評 価 差 額 金

評価・換算差額等合計 資本の部 合計

純資産の部 合計

資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計 資 産 の 部 合 計 負債及び資本の部合計

（記載上の注意） （記載上の注意）

１ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになる １ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになる

ように記載すること。 ように記載すること。

（１）継続企業の前提（会社法計算規則第１３１条に規定するものをいう。以下同じ。）に重要な疑義を抱 （１）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項



かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 ① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 ② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 ③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 ④ 当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映しているか否か

④ 当該重要な疑義の影響の計算書類への反映の有無 （２）有価証券の評価基準及び評価方法。また、保険業法第１１２条第１項による評価換えをしたときは

（２）次に掲げる会計方針に関する事項 、その旨

① 有価証券の評価基準及び評価方法。また、保険業法第１１２条第１項による評価換えをしたとき （３）金銭の信託の評価基準及び評価方法

は、その旨 （４）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

② 金銭の信託の評価基準及び評価方法 （５）土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差額

③ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 （６）不動産及び動産の減価償却の方法

④ 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差 （７）外貨建資産等の本邦通貨への換算基準

額 （８）貸倒引当金の計上方法（当期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査定基準の整備の状

⑤ 有形固定資産の減価償却の方法 況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況についても、できるだけ詳細に記載す

⑥ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 ること 。）

⑦ 貸倒引当金の計上方法（当期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査定基準の整備の （９）退職給付引当金の計上方法

状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況についても、できるだけ詳細に記 （１０）価格変動準備金、金融先物取引責任準備金及び証券取引責任準備金の計上方法

載すること。） （１１）ヘッジ会計の方法

⑧ 退職給付引当金の計上方法 （１２）その他採用した重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りでな

⑨ 価格変動準備金、金融先物取引責任準備金及び証券取引責任準備金の計上方法 い。

⑩ ヘッジ会計の方法 （１３）会計方針又は記載方法を変更したときは、その旨及びその変更による増減額。ただし、その変更又

⑪ その他採用した重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りで は変更による影響が軽微であるときは、この限りでない。

ない。 （１４）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３ヵ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合

（３）会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 計額。なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。

① 会計処理の原則又は手続きを変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与 （１５）固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その変更が軽微であるとき

えている影響の内容 は、この限りでない。

② 表示方法を変更したときは、その内容 （１６）不動産及び動産の減価償却累計額及び圧縮記帳額

（４）有価証券の貸付けを行っている場合には、その旨及び金額（金額は貸借対照表価額とし、消費貸借 （１７）保険業法第１１８条に規定する特別勘定の資産及び負債の額

契約によるもの、使用貸借契約又は賃貸借契約によるものに分けて記載すること。） （１８）保険業法施行規則第２４条の２第２項第１号に規定する金額がある場合は、その額

（５）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３ヵ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合 （１９）保険業法施行規則第２４条の２第２項第２号に規定する純資産額

計額。なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 （２０）取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役）に対する金銭債権総額及

（６）有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その び金銭債務総額。ただし、普通保険約款による取引に係るものは、この限りではない。

変更が軽微であるときは、この限りでない。 （２１）子会社に対する金銭債権総額及び金銭債務総額

（７）有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 （２２）リース契約（ファイナンス・リース取引に該当するもの）により使用する重要な不動産及び動産

（８）資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額（一括して注記 （２３）重要な係争事件に係る損害賠償義務。ただし、負債の部に計上したときは、この限りでない。

することが適当な場合にあっては、一括した引当金の金額） （２４）生命保険会社にあっては、社員配当準備金の増減異動及び社員配当金の支払額

（９）保険業法第１１８条に規定する特別勘定の資産及び負債の額 （２５）その他会社の財産の状態を正確に判断するために必要な事項

（１０）取締役、監査役及び執行役（委員会設置会社等にあっては、取締役及び執行役）との間の取引によ （２６）子会社の株式又は持分の額

る取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権及び金銭債務があるときは、金銭債権の総額及び金銭 （２７）担保に供している資産の額及び担保付き債務の額

債務の総額。ただし、普通保険約款による取引に係るものは、この限りでない。 （２８）有価証券の貸付けを行っている場合には、その旨及び金額（金額は貸借対照表価額とし、消費貸借



（１１）子会社（保険業法第２条第１２項に規定する子会社をいう。以下同じ。）に対する金銭債権総額及 契約によるもの、使用貸借契約又は賃貸借契約によるものに分けて記載すること。）

び金銭債務総額 （２９）貸借対照表上の純資産額から基金払込金、土地再評価差額金及び株式等評価差額金の合計額を控除

（１２）次に掲げるもの（重要でないものを除く。）の発生の主な原因別の内訳 した金額が、資本準備金及び利益準備金の合計額を下回る場合には、その差額

①繰延税金資産（その算定にあたり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を （３０）以下に掲げる金額

含む。） ① 出再支払備金の金額

②繰延税金負債 ② 出再責任準備金の金額

（１３）リース契約（ファイナンス・リース取引に該当するもの）により使用する重要な不動産及び動産 ２ 保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額がある場合は、「その他の資産」の前

（１４）重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額。 に「保険業法第１１３条繰延資産」として記載すること。

（１５）生命保険会社にあっては、契約者配当準備金の増減異動及び契約者配当金の支払額 ３ 保険会社が地震保険に関する法律第３条第１項（政府の再保険）に規定する再保険契約を政府との間

（１６）親会社株式の金額 で締結している場合には、当該保険会社において地震保険の責任準備金及び地震保険に係る受託金に対

（１７）子会社等（保険業法第１１０条第２項に規定する子会社等をいう。）の株式又は出資金の総額 応する資産を他の資産と区分して経理している場合における当該資産に係る評価差額については、「繰

（１８）保険業法第９２条の規定による組織変更剰余金額又は同法第１６４条第５項（同法第１６５条第２ 延税金負債」の前に「地震保険評価差額金」として記載すること。

項において準用する場合を含む。）において準用する同法第９２条の規定による合併剰余金額 ４ 法令等に基づき、又は会社の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げて

（１９）資産が担保に供されている場合における当該資産の内容及びその金額並びに担保に係る債務の金額 ある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。

（２０）純資産の部に計上した額の合計額から次に掲げる科目の合計額を控除した額が、資本金、資本準備 ５ 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総額の

金及び利益準備金の合計額を下回る場合には、その差額 １００分の１を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設け

①申込期日経過後における新株式申込証拠金 て記載すること。

②評価・換算差額等 ６ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。

③新株予約権

（２１）以下に掲げる金額

① 保険業法施行規則第７３条第３項において準用する同規則第７１条第１項に規定する再保険を付

した部分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）の金額

② 保険業法施行規則第７１条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金（以下「

出再責任準備金」という。）の金額

（２２）会社計算規則第１８６条第１項に規定する額（同号中「繰延資産の部に計上した額」とあるのは、「繰

延資産の額」と読み替えるものとする。

（２３）会社計算規則第２条第３項第７２号で定める連結配当規制適用会社については、当該事業年度の末日

が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となる旨

（２４）事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事項が発生した場合にお

ける当該事象

（２５）その他会社の財産の状態を正確に判断するために必要な事項

２ 保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額がある場合は、「その他の資産」の前

に「保険業法第１１３条繰延資産」として記載すること。

３ 保険会社が地震保険に関する法律第３条第１項（政府の再保険）に規定する再保険契約を政府との間

で締結している場合には、当該保険会社において地震保険の責任準備金及び地震保険に係る受託金に対

応する資産を他の資産と区分して経理している場合における当該資産に係る評価差額については、「繰

延税金負債」の前に「地震保険評価差額金」として記載すること。

４ 法令等に基づき、又は会社の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げて

ある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。



５ 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総額の

１００分の１を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設け

て記載すること。

６ 関連当事者との取引に関する事項を会社計算規則第１４０条の規定に従い記載すること。

７ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。

第５ 第５

年 月 日から 年 月 日から

年度 損益計算書 年度 損益計算書

年 月 日まで 年 月 日まで

（生命保険株式会社） （単位：百万円） （生命保険株式会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

経 経 常 収 益 経 経 常 収 益

保 険 料 等 収 入 保 険 料 等 収 入

保 険 料 保 険 料

常 再 保 険 収 入 常 再 保 険 収 入

資 産 運 用 収 益 資 産 運 用 収 益

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 利 息 及 び 配 当 金 等 収 入

損 預 貯 金 利 息 損 預 貯 金 利 息

有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金 有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金

貸 付 金 利 息 貸 付 金 利 息

益 不 動 産 賃 貸 料 益 不 動 産 賃 貸 料

そ の 他 利 息 配 当 金 そ の 他 利 息 配 当 金

特 定 取 引 収 益 特 定 取 引 収 益

の 商 品 有 価 証 券 運 用 益 の 商 品 有 価 証 券 運 用 益

特 定 取 引 有 価 証 券 収 益 特 定 取 引 有 価 証 券 収 益

特 定 金 融 派 生 商 品 収 益 特 定 金 融 派 生 商 品 収 益

部 そ の 他 の 特 定 取 引 収 益 部 そ の 他 の 特 定 取 引 収 益

金 銭 の 信 託 運 用 益 金 銭 の 信 託 運 用 益

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益

有 価 証 券 売 却 益 有 価 証 券 売 却 益

有 価 証 券 償 還 益 有 価 証 券 償 還 益

金 融 派 生 商 品 収 益 金 融 派 生 商 品 収 益

為 替 差 益 為 替 差 益



そ の 他 運 用 収 益 そ の 他 運 用 収 益

特 別 勘 定 資 産 運 用 益 特 別 勘 定 資 産 運 用 益

そ の 他 経 常 収 益 そ の 他 経 常 収 益

年 金 特 約 取 扱 受 入 金 年 金 特 約 取 扱 受 入 金

保 険 金 据 置 受 入 金 保 険 金 据 置 受 入 金

そ の 他 の 経 常 収 益 そ の 他 の 経 常 収 益

経 常 費 用 経 常 費 用

保 険 金 等 支 払 金 保 険 金 等 支 払 金

保 険 金 保 険 金

年 金 年 金

給 付 金 給 付 金

解 約 返 戻 金 解 約 返 戻 金

そ の 他 返 戻 金 そ の 他 返 戻 金

再 保 険 料 再 保 険 料

責 任 準 備 金 等 繰 入 額 責 任 準 備 金 等 繰 入 額

支 払 備 金 繰 入 額 支 払 備 金 繰 入 額

責 任 準 備 金 繰 入 額 責 任 準 備 金 繰 入 額

契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額 契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額

資 産 運 用 費 用 資 産 運 用 費 用

支 払 利 息 支 払 利 息

特 定 取 引 費 用 特 定 取 引 費 用

商 品 有 価 証 券 運 用 益 商 品 有 価 証 券 運 用 益

特 定 取 引 有 価 証 券 費 用 特 定 取 引 有 価 証 券 費 用

特 定 取 引 金 融 派 生 商 品 費 用 特 定 取 引 金 融 派 生 商 品 費 用

そ の 他 の 特 定 取 引 費 用 そ の 他 の 特 定 取 引 費 用

金 銭 の 信 託 運 用 損 金 銭 の 信 託 運 用 損

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損

有 価 証 券 売 却 損 有 価 証 券 売 却 損

有 価 証 券 評 価 損 有 価 証 券 評 価 損

有 価 証 券 償 還 損 有 価 証 券 償 還 損

金 融 派 生 商 品 費 用 金 融 派 生 商 品 費 用

為 替 差 損 為 替 差 損

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 貸 倒 引 当 金 繰 入 額

貸 付 金 償 却 貸 付 金 償 却

賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費 賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費

そ の 他 運 用 費 用 そ の 他 運 用 費 用

特 別 勘 定 資 産 運 用 損 特 別 勘 定 資 産 運 用 損

事 業 費 事 業 費



そ の 他 経 常 費 用 そ の 他 経 常 費 用

保 険 金 据 置 支 払 金 保 険 金 据 置 支 払 金

税 金 税 金

減 価 償 却 費 減 価 償 却 費

退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額

そ の 他 の 経 常 費 用 そ の 他 の 経 常 費 用

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

特 特 別 利 益 特 特 別 利 益

固 定 資 産 等 処 分 益 不 動 産 動 産 等 処 分 益

別 保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益 別 保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益

そ の 他 特 別 利 益 そ の 他 特 別 利 益

損 損

特 別 損 失 特 別 損 失

益 固 定 資 産 等 処 分 損 益 不 動 産 動 産 等 処 分 損

減 損 損 失 減 損 損 失

の 価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 の 価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額

部 証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 部 証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額

不 動 産 圧 縮 損 不 動 産 圧 縮 損

そ の 他 特 別 損 失 そ の 他 特 別 損 失

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額 契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額

税 引 前 当 期 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 税 引 前 当 期 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ）

法 人 税 及 び 住 民 税 法 人 税 及 び 住 民 税

法 人 税 等 調 整 額 法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

前 期 繰 越 利 益 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ）

・ ・ ・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額

利 益 準 備 金 取 崩 額

当 期 未 処 分 利 益 （ 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ）

（損害保険株式会社） （単位：百万円） （損害保険株式会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額



経 経 常 収 益 経 経 常 収 益

保 険 引 受 収 益 保 険 引 受 収 益

正 味 収 入 保 険 料 正 味 収 入 保 険 料

常 収 入 積 立 保 険 料 常 収 入 積 立 保 険 料

積 立 保 険 料 等 運 用 益 積 立 保 険 料 等 運 用 益

為 替 差 益 為 替 差 益

損 そ の 他 保 険 引 受 収 益 損 そ の 他 保 険 引 受 収 益

資 産 運 用 収 益 資 産 運 用 収 益

利 息 及 び 配 当 金 収 入 利 息 及 び 配 当 金 収 入

益 特 定 取 引 収 益 益 特 定 取 引 収 益

商 品 有 価 証 券 運 用 益 商 品 有 価 証 券 運 用 益

特 定 取 引 有 価 証 券 収 益 特 定 取 引 有 価 証 券 収 益

の 特 定 金 融 派 生 商 品 収 益 の 特 定 金 融 派 生 商 品 収 益

そ の 他 の 特 定 取 引 収 益 そ の 他 の 特 定 取 引 収 益

金 銭 の 信 託 運 用 益 金 銭 の 信 託 運 用 益

部 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 部 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益

有 価 証 券 売 却 益 有 価 証 券 売 却 益

有 価 証 券 償 還 益 有 価 証 券 償 還 益

金 融 派 生 商 品 収 益 金 融 派 生 商 品 収 益

為 替 差 益 為 替 差 益

そ の 他 運 用 収 益 そ の 他 運 用 収 益

積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替 積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替

そ の 他 経 常 収 益 そ の 他 経 常 収 益

年 金 特 約 取 扱 受 入 金 年 金 特 約 取 扱 受 入 金

保 険 金 据 置 受 入 金 保 険 金 据 置 受 入 金

そ の 他 の 経 常 収 益 そ の 他 の 経 常 収 益

経 常 費 用 経 常 費 用

保 険 引 受 費 用 保 険 引 受 費 用

正 味 支 払 保 険 金 正 味 支 払 保 険 金

損 害 調 査 費 損 害 調 査 費

諸 手 数 料 及 び 集 金 費 諸 手 数 料 及 び 集 金 費

満 期 返 戻 金 満 期 返 戻 金

契 約 者 配 当 金 契 約 者 配 当 金

支 払 備 金 繰 入 額 支 払 備 金 繰 入 額

責 任 準 備 金 繰 入 額 責 任 準 備 金 繰 入 額

為 替 差 損 為 替 差 損

そ の 他 保 険 引 受 費 用 そ の 他 保 険 引 受 費 用

資 産 運 用 費 用 資 産 運 用 費 用



特 定 取 引 費 用 特 定 取 引 費 用

商 品 有 価 証 券 運 用 益 商 品 有 価 証 券 運 用 益

特 定 取 引 有 価 証 券 費 用 特 定 取 引 有 価 証 券 費 用

特 定 取 引 金 融 派 生 商 品 費 用 特 定 取 引 金 融 派 生 商 品 費 用

そ の 他 の 特 定 取 引 費 用 そ の 他 の 特 定 取 引 費 用

金 銭 の 信 託 運 用 損 金 銭 の 信 託 運 用 損

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損

有 価 証 券 売 却 損 有 価 証 券 売 却 損

有 価 証 券 評 価 損 有 価 証 券 評 価 損

有 価 証 券 償 還 損 有 価 証 券 償 還 損

金 融 派 生 商 品 費 用 金 融 派 生 商 品 費 用

為 替 差 損 為 替 差 損

そ の 他 運 用 費 用 そ の 他 運 用 費 用

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 費 及 び 一 般 管 理 費

そ の 他 経 常 費 用 そ の 他 経 常 費 用

支 払 利 息 支 払 利 息

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 貸 倒 引 当 金 繰 入 額

貸 倒 損 失 貸 倒 損 失

そ の 他 の 経 常 費 用 そ の 他 の 経 常 費 用

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

特 特 別 利 益 特 特 別 利 益

固 定 資 産 処 分 益 不 動 産 動 産 処 分 益

別 保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益 別 保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益

そ の 他 特 別 利 益 そ の 他 特 別 利 益

損 損

特 別 損 失 特 別 損 失

益 固 定 資 産 処 分 損 益 不 動 産 動 産 処 分 損

減 損 損 失 減 損 損 失

の 価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 の 価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額

部 証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 部 証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額

不 動 産 圧 縮 損 不 動 産 圧 縮 損

そ の 他 特 別 損 失 そ の 他 特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 税 引 前 当 期 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ）

法 人 税 及 び 住 民 税 法 人 税 及 び 住 民 税

法 人 税 等 調 整 額 法 人 税 等 調 整 額



当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

前 期 繰 越 利 益 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ）

・ ・ ・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額

利 益 準 備 金 取 崩 額

当 期 未 処 分 利 益 （ 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ）

（生命保険相互会社） （単位：百万円） （生命保険相互会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

経 経 常 収 益 経 経 常 収 益

保 険 料 等 収 入 保 険 料 等 収 入

保 険 料 保 険 料

常 再 保 険 収 入 常 再 保 険 収 入

資 産 運 用 収 益 資 産 運 用 収 益

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 利 息 及 び 配 当 金 等 収 入

損 預 貯 金 利 息 損 預 貯 金 利 息

有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金 有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金

貸 付 金 利 息 貸 付 金 利 息

益 不 動 産 賃 貸 料 益 不 動 産 賃 貸 料

そ の 他 利 息 配 当 金 そ の 他 利 息 配 当 金

特 定 取 引 収 益 特 定 取 引 収 益

の 商 品 有 価 証 券 運 用 益 の 商 品 有 価 証 券 運 用 益

特 定 取 引 有 価 証 券 収 益 特 定 取 引 有 価 証 券 収 益

特 定 金 融 派 生 商 品 収 益 特 定 金 融 派 生 商 品 収 益

部 そ の 他 の 特 定 取 引 収 益 部 そ の 他 の 特 定 取 引 収 益

金 銭 の 信 託 運 用 益 金 銭 の 信 託 運 用 益

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益

有 価 証 券 売 却 益 有 価 証 券 売 却 益

有 価 証 券 償 還 益 有 価 証 券 償 還 益

金 融 派 生 商 品 収 益 金 融 派 生 商 品 収 益

為 替 差 益 為 替 差 益

そ の 他 運 用 収 益 そ の 他 運 用 収 益

特 別 勘 定 資 産 運 用 益 特 別 勘 定 資 産 運 用 益

そ の 他 経 常 収 益 そ の 他 経 常 収 益

年 金 特 約 取 扱 受 入 金 年 金 特 約 取 扱 受 入 金

保 険 金 据 置 受 入 金 保 険 金 据 置 受 入 金



そ の 他 の 経 常 収 益 そ の 他 の 経 常 収 益

経 常 費 用 経 常 費 用

保 険 金 等 支 払 金 保 険 金 等 支 払 金

保 険 金 保 険 金

年 金 年 金

給 付 金 給 付 金

解 約 返 戻 金 解 約 返 戻 金

そ の 他 返 戻 金 そ の 他 返 戻 金

再 保 険 料 再 保 険 料

責 任 準 備 金 等 繰 入 額 責 任 準 備 金 等 繰 入 額

支 払 備 金 繰 入 額 支 払 備 金 繰 入 額

責 任 準 備 金 繰 入 額 責 任 準 備 金 繰 入 額

社 員 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額 社 員 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額

資 産 運 用 費 用 資 産 運 用 費 用

支 払 利 息 支 払 利 息

特 定 取 引 費 用 特 定 取 引 費 用

商 品 有 価 証 券 運 用 益 商 品 有 価 証 券 運 用 益

特 定 取 引 有 価 証 券 費 用 特 定 取 引 有 価 証 券 費 用

特 定 取 引 金 融 派 生 商 品 費 用 特 定 取 引 金 融 派 生 商 品 費 用

そ の 他 の 特 定 取 引 費 用 そ の 他 の 特 定 取 引 費 用

金 銭 の 信 託 運 用 損 金 銭 の 信 託 運 用 損

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損

有 価 証 券 売 却 損 有 価 証 券 売 却 損

有 価 証 券 評 価 損 有 価 証 券 評 価 損

有 価 証 券 償 還 損 有 価 証 券 償 還 損

金 融 派 生 商 品 費 用 金 融 派 生 商 品 費 用

為 替 差 損 為 替 差 損

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 貸 倒 引 当 金 繰 入 額

貸 付 金 償 却 貸 付 金 償 却

賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費 賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費

そ の 他 運 用 費 用 そ の 他 運 用 費 用

特 別 勘 定 資 産 運 用 損 特 別 勘 定 資 産 運 用 損

事 業 費 事 業 費

そ の 他 経 常 費 用 そ の 他 経 常 費 用

保 険 金 据 置 支 払 金 保 険 金 据 置 支 払 金

税 金 税 金

減 価 償 却 費 減 価 償 却 費

退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額



そ の 他 の 経 常 費 用 そ の 他 の 経 常 費 用

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

特 特 別 利 益 特 特 別 利 益

固 定 資 産 等 処 分 益 不 動 産 動 産 等 処 分 益

別 保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益 別 保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益

そ の 他 特 別 利 益 そ の 他 特 別 利 益

損 損

特 別 損 失 特 別 損 失

益 固 定 資 産 等 処 分 損 益 不 動 産 動 産 等 処 分 損

減 損 損 失 減 損 損 失

の 価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 の 価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額

部 証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 部 証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額

不 動 産 圧 縮 損 不 動 産 圧 縮 損

そ の 他 特 別 損 失 そ の 他 特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 剰 余 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 税 引 前 当 期 純 剰 余 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ）

法 人 税 及 び 住 民 税 法 人 税 及 び 住 民 税

法 人 税 等 調 整 額 法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

前 期 繰 越 剰 余 金 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ）

・ ・ ・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額

当 期 未 処 分 剰 余 金 （ 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ）

（損害保険相互会社） （単位：百万円） （損害保険相互会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

経 経 常 収 益 経 経 常 収 益

保 険 引 受 収 益 保 険 引 受 収 益

正 味 収 入 保 険 料 正 味 収 入 保 険 料

常 収 入 積 立 保 険 料 常 収 入 積 立 保 険 料

積 立 保 険 料 等 運 用 益 積 立 保 険 料 等 運 用 益

為 替 差 益 為 替 差 益

損 そ の 他 保 険 引 受 収 益 損 そ の 他 保 険 引 受 収 益



資 産 運 用 収 益 資 産 運 用 収 益

利 息 及 び 配 当 金 収 入 利 息 及 び 配 当 金 収 入

益 特 定 取 引 収 益 益 特 定 取 引 収 益

商 品 有 価 証 券 運 用 益 商 品 有 価 証 券 運 用 益

特 定 取 引 有 価 証 券 収 益 特 定 取 引 有 価 証 券 収 益

の 特 定 金 融 派 生 商 品 収 益 の 特 定 金 融 派 生 商 品 収 益

そ の 他 の 特 定 取 引 収 益 そ の 他 の 特 定 取 引 収 益

金 銭 の 信 託 運 用 益 金 銭 の 信 託 運 用 益

部 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 部 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益

有 価 証 券 売 却 益 有 価 証 券 売 却 益

有 価 証 券 償 還 益 有 価 証 券 償 還 益

金 融 派 生 商 品 収 益 金 融 派 生 商 品 収 益

為 替 差 益 為 替 差 益

そ の 他 運 用 収 益 そ の 他 運 用 収 益

積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替 積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替

そ の 他 経 常 収 益 そ の 他 経 常 収 益

社 員 配 当 準 備 金 戻 入 額 社 員 配 当 準 備 金 戻 入 額

そ の 他 の 経 常 収 益 そ の 他 の 経 常 収 益

経 常 費 用 経 常 費 用

保 険 引 受 費 用 保 険 引 受 費 用

正 味 支 払 保 険 金 正 味 支 払 保 険 金

損 害 調 査 費 損 害 調 査 費

諸 手 数 料 及 び 集 金 費 諸 手 数 料 及 び 集 金 費

満 期 返 戻 金 満 期 返 戻 金

支 払 備 金 繰 入 額 支 払 備 金 繰 入 額

責 任 準 備 金 繰 入 額 責 任 準 備 金 繰 入 額

為 替 差 損 為 替 差 損

そ の 他 保 険 引 受 費 用 そ の 他 保 険 引 受 費 用

資 産 運 用 費 用 資 産 運 用 費 用

特 定 取 引 費 用 特 定 取 引 費 用

商 品 有 価 証 券 運 用 益 商 品 有 価 証 券 運 用 益

特 定 取 引 有 価 証 券 費 用 特 定 取 引 有 価 証 券 費 用

特 定 取 引 金 融 派 生 商 品 費 用 特 定 取 引 金 融 派 生 商 品 費 用

そ の 他 の 特 定 取 引 費 用 そ の 他 の 特 定 取 引 費 用

金 銭 の 信 託 運 用 損 金 銭 の 信 託 運 用 損

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損

有 価 証 券 売 却 損 有 価 証 券 売 却 損

有 価 証 券 評 価 損 有 価 証 券 評 価 損



有 価 証 券 償 還 損 有 価 証 券 償 還 損

金 融 派 生 商 品 費 用 金 融 派 生 商 品 費 用

為 替 差 損 為 替 差 損

そ の 他 運 用 費 用 そ の 他 運 用 費 用

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 費 及 び 一 般 管 理 費

そ の 他 経 常 費 用 そ の 他 経 常 費 用

支 払 利 息 支 払 利 息

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 貸 倒 引 当 金 繰 入 額

貸 倒 損 失 貸 倒 損 失

社 員 配 当 金 社 員 配 当 金

そ の 他 の 経 常 費 用 そ の 他 の 経 常 費 用

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

特 特 別 利 益 特 特 別 利 益

固 定 資 産 処 分 益 不 動 産 動 産 処 分 益

別 保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益 別 保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益

そ の 他 特 別 利 益 そ の 他 特 別 利 益

損 損

特 別 損 失 特 別 損 失

益 固 定 資 産 処 分 損 益 不 動 産 動 産 処 分 損

減 損 損 失 減 損 損 失

の 価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 の 価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額

部 証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 部 証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額

不 動 産 圧 縮 損 不 動 産 圧 縮 損

そ の 他 特 別 損 失 そ の 他 特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 剰 余 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 税 引 前 当 期 純 剰 余 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ）

法 人 税 及 び 住 民 税 法 人 税 及 び 住 民 税

法 人 税 等 調 整 額 法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

前 期 繰 越 剰 余 金 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ）

・ ・ ・ ・ ・ 積 立 金 取 崩 額

利 益 準 備 金 取 崩 額

当 期 未 処 分 剰 余 金 （ 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ）

（記載上の注意） （記載上の注意）



１ 次の事項を注記すること。ただし、貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 １ 次の事項を注記すること。ただし、貸借対照表に記載したものは、この限りでない。

（１）損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、こ （１）損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、こ

の限りでない。 の限りでない。

（２）会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） （２）損益計算書の作成に関する会計方針又は記載方法を変更したときは、その旨及びその変更による増

① 会計処理の原則又は手続きを変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与 減額。ただし、その変更又は変更による影響が軽微であるときは、この限りでない。

えている影響の内容 （３）子会社との取引高の総額

② 表示方法を変更したときは、その内容 （４）生命保険会社にあっては、有価証券売却益、有価証券売却損及び有価証券評価損の主な内訳

（３）子会社等との営業取引における取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額 （５）以下の収益及び費用に関する内訳（ただし、①から③まで及び⑥の注記は、生命保険会社を除く。

（４）生命保険会社にあっては、有価証券売却益、有価証券売却損及び有価証券評価損の主な内訳 ）

（５）以下の収益及び費用に関する内訳（ただし、①から③まで及び⑥の注記は、生命保険会社を除く。 ① 正味収入保険料の計算上差し引かれた支払再保険料の金額

） ② 正味支払保険金の計算上差し引かれた回収再保険金の金額

① 正味収入保険料の計算上差し引かれた支払再保険料の金額 ③ 諸手数料及び集金費の計算上差し引かれた出再保険手数料の金額

② 正味支払保険金の計算上差し引かれた回収再保険金の金額 ④ 支払備金繰入額又は支払備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再支払備金繰

③ 諸手数料及び集金費の計算上差し引かれた出再保険手数料の金額 入額又は出再支払備金戻入額

④ 支払備金繰入額又は支払備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再支払備金繰 ⑤ 責任準備金繰入額又は責任準備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再責任準

入額又は出再支払備金戻入額 備金繰入額又は出再責任準備金戻入額

⑤ 責任準備金繰入額又は責任準備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再責任準 ⑥ 利息及び配当金収入の資産源泉別内訳

備金繰入額又は出再責任準備金戻入額 （６）特定取引勘定及び売買目的有価証券に係るそれぞれの利息及び配当金収入、売却損益及び評価損益

⑥ 利息及び配当金収入の資産源泉別内訳 の金額

（６）特定取引勘定及び売買目的有価証券に係るそれぞれの利息及び配当金収入、売却損益及び評価損益 （７）金銭の信託及び金融派生商品に係るそれぞれの評価損益の金額

の金額 （８）１株当たりの当期純利益又は当期純損失の額（銭単位で記載すること。）

（７）金銭の信託及び金融派生商品に係るそれぞれの評価損益の金額 （９）その他会社の損益の状態を正確に判断するために必要な事項

（８）１株当たりの当期純利益又は当期純損失の額（銭単位で記載すること。） ２ 積立金取崩額には、一定の目的のために留保した積立金をその目的に従い取り崩した額を、当該積立

（９）その他会社の損益の状態を正確に判断するために必要な事項 金の名称を付した科目をもって記載すること。

２ 法令等に基づき、又は会社の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げて ３ 法令等に基づき、又は会社の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げて

ある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 ある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。

３ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 ４ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。

第６ 第６

年 月 日から 年 月 日から

年度 キャッシュ・フロー計算書 年度 キャッシュ・フロー計算書

年 月 日まで 年 月 日まで



（生命保険株式会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円） （生命保険株式会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

保険料等収入 保険料等収入

保険金等支払による支出 保険金等支払による支出

年金支払による支出 年金支払による支出

給付金支払による支出 給付金支払による支出

解約返戻金支払による支出 解約返戻金支払による支出

その他の解約返戻金支払による支出 その他の解約返戻金支払による支出

再保険料収入 再保険料収入

再保険料支払による支出 再保険料支払による支出

保険料据置支払による支出 保険料据置支払による支出

事業費の支出 事業費の支出

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

契約者配当金の支払額 契約者配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出



有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

株式の発行による収入 株式の発行による収入

自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出

配当金の支払額 配当金の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

（生命保険株式会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円） （生命保険株式会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益（損失） 税引前当期純利益（損失）

賃貸用不動産等減価償却費 賃貸用不動産等減価償却費

減価償却費 減価償却費

減損損失 減損損失

支払備金の増加額 支払備金の増加額

責任準備金の増加額 責任準備金の増加額

契約者配当準備金積立利息繰入額 契約者配当準備金積立利息繰入額

契約者配当準備金繰入額 契約者配当準備金繰入額

貸倒引当金の増加額 貸倒引当金の増加額

退職給付引当金の増加額 退職給付引当金の増加額



価格変動準備金の増加額 価格変動準備金の増加額

金融先物取引責任準備金の増加額 金融先物取引責任準備金の増加額

証券取引責任準備金の増加額 証券取引責任準備金の増加額

保険業法第１１２条評価益 保険業法第１１２条評価益

利息及び配当金等収入 利息及び配当金等収入

有価証券関係損益 有価証券関係損益

支払利息 支払利息

為替差損益 為替差損益

固定資産関係損益 不動産動産関係損益

特定取引資産の増加額 特定取引資産の増加額

特定取引負債の増加額 特定取引負債の増加額

代理店貸の増加額 代理店貸の増加額

再保険貸の増加額 再保険貸の増加額

その他資産（除く投資活動関連・財務活動関連） その他資産（除く投資活動関連・財務活動関連）

の増加額 の増加額

代理店借の増加額 代理店借の増加額

再保険借の増加額 再保険借の増加額

その他負債（除く投資活動関連・財務活動関連） その他負債（除く投資活動関連・財務活動関連）

の増加額 の増加額

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金の受取額 利息及び配当金の受取額

利息の支払額 利息の支払額

契約者配当金の支払額 契約者配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他



Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

株式の発行による収入 株式の発行による収入

自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出

配当金の支払額 配当金の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

（損害保険株式会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円） （損害保険株式会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

保険料の収入 保険料の収入

積立保険料の収入 積立保険料の収入

保険金の支出 保険料の支出

損害調査費の支出 損害調査費の支出

諸手数料及び集金費の支出 諸手数料及び集金費の支出

満期返戻金の支出 満期返戻金の支出

契約者配当金の支出 契約者配当金の支出



特定取引による収入 特定取引による収入

特定取引による支出 特定取引による支出

営業費及び一般管理費の支出 営業費及び一般管理費の支出

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

株式の発行による収入 株式の発行による収入

自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出

配当金の支払額 配当金の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー



Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

（損害保険株式会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円） （損害保険株式会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益（損失） 税引前当期純利益（損失）

減価償却費 減価償却費

減損損失 減損損失

支払備金の増加額 支払備金の増加額

責任準備金の増加額 責任準備金の増加額

貸倒引当金の増加額 貸倒引当金の増加額

退職給付引当金の増加額 退職給付引当金の増加額

価格変動準備金の増加額 価格変動準備金の増加額

金融先物取引責任準備金の増加額 金融先物取引責任準備金の増加額

証券取引責任準備金の増加額 証券取引責任準備金の増加額

保険業法第１１２条評価益 保険業法第１１２条評価益

利息及び配当金収入 利息及び配当金収入

有価証券関係損益 有価証券関係損益

支払利息 支払利息

為替差損益 為替差損益

固定資産関係損益 不動産動産関係損益

特定取引資産の増加額 商品有価証券の増加額

特定取引負債の増加額 その他の資産（除く投資活動関連・財務活動関連）

その他の資産（除く投資活動関連・財務活動関連） の増加額

の増加額 その他の負債（除く投資活動関連・財務活動関連）

その他の負債（除く投資活動関連・財務活動関連） の増加額

の増加額 その他

その他 小 計

小 計 利息及び配当金等の受取額



利息及び配当金等の受取額 利息の支払額

利息の支払額 その他

その他 法人税等の支払額

法人税等の支払額 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

株式の発行による収入 株式の発行による収入

自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出

配当金の支払額 配当金の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額



Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

（生命保険相互会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円） （生命保険相互会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

保険料等収入 保険料等収入

保険金等支払による支出 保険金等支払による支出

年金支払による支出 年金支払による支出

給付金支払による支出 給付金支払による支出

解約返戻金支払による支出 解約返戻金支払による支出

その他の返戻金支払による支出 その他の返戻金支払による支出

再保険料収入 再保険料収入

再保険料支払による支出 再保険料支払による支出

保険料据置支払による支出 保険料据置支払による支出

事業費の支出 事業費の支出

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

社員配当金の支払額 社員配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入



その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

基金の募集による収入 基金の募集による収入

基金の償却による支出 基金の償却による支出

基金利息の支払額 基金利息の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

（生命相互株式会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円） （生命相互株式会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純剰余（損失） 税引前当期純剰余（損失）

賃貸用不動産等減価償却費 賃貸用不動産等減価償却費

減価償却費 減価償却費

減損損失 減損損失

支払備金の増加額 支払備金の増加額

責任準備金の増加額 責任準備金の増加額



社員配当準備金積立利息繰入額 社員配当準備金積立利息繰入額

貸倒引当金の増加額 貸倒引当金の増加額

退職給付引当金の増加額 退職給付引当金の増加額

価格変動準備金の増加額 価格変動準備金の増加額

金融先物取引責任準備金の増加額 金融先物取引責任準備金の増加額

証券取引責任準備金の増加額 証券取引責任準備金の増加額

保険業法第１１２条評価益 保険業法第１１２条評価益

利息及び配当金等収入 利息及び配当金等収入

有価証券関係損益 有価証券関係損益

支払利息 支払利息

為替差損益 為替差損益

固定資産関係損益 不動産動産関係損益

特定取引資産の増加額 特定取引資産の増加額

特定取引資産の増加額 特定取引資産の増加額

商品有価証券の増加額 商品有価証券の増加額

代理店貸の増加額 代理店貸の増加額

再保険貸の増加額 再保険貸の増加額

その他資産（除く投資活動関連・財務活動関連） その他資産（除く投資活動関連・財務活動関連）

の増加額 の増加額

代理店借の増加額 代理店借の増加額

再保険借の増加額 再保険借の増加額

その他負債（除く投資活動関連・財務活動関連） その他負債（除く投資活動関連・財務活動関連）

の増加額 の増加額

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

社員配当金の支払額 社員配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出



有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

基金の募集による収入 基金の募集による収入

基金の償却による支出 基金の償却による支出

基金利息の支払額 基金利息の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

（損害保険相互会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円） （損害保険相互会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

保険料の収入 保険料の収入

積立保険料の収入 積立保険料の収入

保険金の支出 保険金の支出



損害調査費の支出 損害調査費の支出

諸手数料及び集金費の支出 諸手数料及び集金費の支出

満期返戻金の支出 満期返戻金の支出

特定取引による収入 特定取引による収入

特定取引による支出 特定取引による支出

営業費及び一般管理費の支出 営業費及び一般管理費の支出

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

基金の募集による収入 基金の募集による収入

基金の償却による支出 基金の償却による支出



基金利息の支払額 基金利息の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

（損害保険相互会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円） （損害保険相互会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純剰余（損失） 税引前当期純剰余（損失）

減価償却費 減価償却費

減損損失 減損損失

支払備金の増加額 支払備金の増加額

責任準備金の増加額 責任準備金の増加額

貸倒引当金の増加額 貸倒引当金の増加額

退職給付引当金の増加額 退職給付引当金の増加額

価格変動準備金の増加額 価格変動準備金の増加額

金融先物取引責任準備金の増加額 金融先物取引責任準備金の増加額

証券取引責任準備金の増加額 証券取引責任準備金の増加額

保険業法第１１２条評価益 保険業法第１１２条評価益

利息及び配当金収入 利息及び配当金収入

有価証券関係損益 有価証券関係損益

支払利息 支払利息

為替差損益 為替差損益

固定資産関係損益 不動産動産関係損益

特定取引資産の増加額 特定取引資産の増加額

特定取引負債の増加額 特定取引負債の増加額

その他の資産（除く投資活動関連・財務活動関連） その他の資産（除く投資活動関連・財務活動関連）

の増加額 の増加額

その他の負債（除く投資活動関連・財務活動関連） その他の負債（除く投資活動関連・財務活動関連）



の増加額 の増加額

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

社員配当金の支払額 社員配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

基金の募集による収入 基金の募集による収入

基金の償却による支出 基金の償却による支出

基金利息の支払額 基金利息の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー



Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

（注１）Ⅱ①は、資産運用活動によるキャッシュ・フローをいう。 （注１）Ⅱ①は、資産運用活動によるキャッシュ・フローをいう。

（注２）（Ⅰ＋Ⅱ①）は、営業活動によるキャッシュ・フローと資産運用活動によるキャッシュ・フローの （注２）（Ⅰ＋Ⅱ①）は、営業活動によるキャッシュ・フローと資産運用活動によるキャッシュ・フローの

合計をいう。 合計をいう。

（記載上の注意） （記載上の注意）

１ 連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には作成を要しない。 １ 連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には作成を要しない。

２ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。 ２ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。

３ 法令等に基づき、又は会社のキャッシュ・フローの状態を明らかにするために必要があるときは、こ ３ 法令等に基づき、又は会社のキャッシュ・フローの状態を明らかにするために必要があるときは、こ

の様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。また の様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。また

、金額の重要性が乏しい科目については、「その他」として一括して記載することができる。 、金額の重要性が乏しい科目については、「その他」として一括して記載することができる。
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改正後 現行 

（「第10 基金の償却に関する書面」へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（「第11 基金利息の支払に関する書面」へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第７ 

年  月  日から 

年度                剰余金処分に関する書面 

年  月  日まで 

 

（相互会社）                                 （単位：千円） 

科     目 金    額 

当 期 未 処 分 剰 余 金 

任 意 積 立 金 取 崩 額 

  社 員 配 当 平 衡 積 立 金 取 崩 額 

  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

計 

 

第７ 
年  月  日から 

年度                基金の償却に関する書面 

年  月  日まで 

（単位：千円）

拠出年月日 償却前基金 償却額 償却後基金 

  

 

 

  

計    

 

第８ 
年  月  日から 

年度                基金利息の支払に関する書面 

年  月  日まで 

（単位：千円）

基金拠出者名 基金拠出額 支払利率 基金利息額 

 

 

 ％  

その他（  名）    

計    

（記載上の注意） 

  基金拠出額の多い順序に従い２０名を記載すること。 

 

第９ 
年  月  日から 

年度                利益処分に関する書面 

年  月  日まで 

 

（相互会社）                                 （単位：千円） 

科     目 金    額 

当 期 未 処 分 剰 余 金 

任 意 積 立 金 取 崩 額 

  社 員 配 当 平 衡 積 立 金 取 崩 額 

  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

計 
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剰 余 金 処 分 額 

  社 員 配 当 準 備 金 

  差 引 純 剰 余 金 

    損 失 て ん 補 準 備 金 

    基 金 償 却 積 立 金 

    基 金 利 息 

    役 員 賞 与 金 

    ・ ・ ・ ・ ・ 

    任 意 積 立 金 

 

    ・ ・ ・ ・ ・ 

次 期 繰 越 剰 余 金 

 

（記載上の注意） 

 １ 一定の目的のために留保した積立金の目的外の取崩金額は、任意積立金取崩額の内訳として当該積立金の名

称を付した科目をもって記載すること。 

 ２ 基金償却積立金は、決算期に基金を償却する場合に記載することとし、期中に基金を償却する場合には、こ

の限りでない。 

 

 

 

 

 

 
第８ 

年  月  日から 

年度                損失処理に関する書面 

年  月  日まで 

（相互会社）                                 （単位：千円） 

科     目 金    額 

当 期 未 処 理 損 失 

損 失 処 理 額 

  任 意 積 立 金 取 崩 額 

  ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

 

 

 

 

  損 失 て ん 補 準 備 金 取 崩 額 

  基 金 償 却 積 立 金 取 崩 額 

次 期 繰 越 損 失 

 

 

（記載上の注意） 

 １ 一定の目的のために留保した積立金の目的外の取崩金額は、任意積立金取崩額の内訳として当該積立金の名

称を付した科目をもって記載すること。 

 

剰 余 金 処 分 額 

  社 員 配 当 準 備 金 

  差 引 純 剰 余 金 

    損 失 て ん 補 準 備 金 

    基 金 償 却 積 立 金 

    基 金 利 息 

    役 員 賞 与 金 

    ・ ・ ・ ・ ・ 

    任 意 積 立 金 

 

    ・ ・ ・ ・ ・ 

次 期 繰 越 剰 余 金 

 

（記載上の注意） 

 １ 一定の目的のために留保した積立金の目的外の取崩金額は、任意積立金取崩額の内訳として当該積立金の名

称を付した科目をもって記載すること。 

 ２ その他資本剰余金を処分した場合には、当期未処分利益の処分及びその他資本剰余金の処分の区分を設ける

こと。 

 ３ その他資本剰余金の処分の区分には、その他資本剰余金、その他資本剰余金処分額及びその他資本剰余金次

期繰越額について、当期未処分利益の処分に準じて記載すること。 

 ４ 相互会社にあっては、「利益処分に関する書面」を「剰余金処分に関する書面」に改めて記載すること。 

 ５ 基金償却積立金は、決算期に基金を償却する場合に記載することとし、期中に基金を償却する場合には、こ

の限りでない。 

 
第10 

年  月  日から 

年度                損失処理に関する書面 

年  月  日まで 

（相互会社）                                  （単位：千円） 

科     目 金    額 

当 期 未 処 理 損 失 

損 失 処 理 額 

  任 意 積 立 金 取 崩 額 

  ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

 

 

 

 

  損 失 て ん 補 準 備 金 取 崩 額 

  基 金 償 却 積 立 金 取 崩 額 

次 期 繰 越 損 失 

 

 

（記載上の注意） 

 １ 一定の目的のために留保した積立金の目的外の取崩金額は、任意積立金取崩額の内訳として当該積立金の名

称を付した科目をもって記載すること。 

 ２ その他資本剰余金を処分した場合には、当期未処理損失の処理及びその他資本剰余金の処分の区分を設ける
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こと。 

 ３ その他資本剰余金の処分の区分には、その他資本剰余金、その他資本剰余金処分額及びその他資本剰余金次

期繰越額について、当期未処分利益の処分に準じて記載すること。 
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現行 改正後 備考 

 
 
第９ 株主資本等変動計算書 
 

株主資本 評価・換算差額等 
資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 
資本金 

資本準備

金 
その他資

本剰余金 
資本剰余

金合計 
利益準備

金 ○○立金 繰越利益剰

余 

剰余金  

合計 

自己資本 株主資本 

合計 
その他有

価証券評

価差額金

繰延ヘッ

ジ損益 
土地再評

価差額金 
評価・換

算差額等

合計 

新株  

予約権 
純資産 

合計 

前事業年度末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

当事業年度変動額                 
新株の発行 ×××        ×××     ×××

剰余金の配当     ××× ××× ××× △××× △×××     △×××

当期純利益        ×××     ×××

自己株式の処分 △××× ×××    △××× △××× △×××     △×××

・・・・・                 
株主資本以外の項目の

当 事 業 年 度 変 動 額 

（純額） 

          ××× ××× ××× ××× ×××

当事業年度変動額合計 ××× ××× － － ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

当事業年度末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

 
（記載上の注意） 
１ 株主資本の変動事由及び金額の記載は、概ね、貸借対照表における記載の順序によること。 
２ 株主資本以外の項目について、当事業年度変動額を、変動事由ごとに記載することができる。この場合には、変動事由及び金額の記載は、概ね、貸借対照表における記載の順序によること。 
３ その他資本準備金、その他利益準備金、及び評価・換算差額等は、上記の科目以外の適当な名称を付した科目に細分し、記載することができる。 
４ その他利益剰余金及び評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前事業年度末残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記

すること。 
５ 合計欄の記載は省略することができる。 
６ 以下の項目につき注記すること。ただし、連結財務諸表を作成する保険会社は、②以外の事項は省略することができる。 
① 当該事業年度の末日における発行済株式の数（種類株式発行保険会社（剰余金の配当その他の会社法第 108条第 1項各号に掲げる事項について内容の異なる２以上の種類の株式を発行する保険会社をいう。以下同じ。）にあ
つては、種類ごとの発行済株式の数 

② 当該事業年度の末日における自己株式の数（種類株式発行保険会社にあつては、種類ごとの自己株式の数） 
③ 当該事業年度に行った剰余金の配当に関する事項 
④ 当該事業年度中の末日後に行う剰余金の配当（当該事業年度に係る定時株主総会の締結後に会社法第 454条第 1項各号に掲げる事項を定めるものを除く。）に関する事項 
⑤ 当該事業年度の末日における保険会社が発行している新株予約権（会社法第 236条第 1項第 4号の期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる当該株式会社の株式の数（種類株式発行会社にあつては、種類及び
種類ごとの数） 
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現行 改正後 備考 

 
 
第９ 基金等変動計算書 
 

基金等 評価・換算差額等 
剰余金 

損失てん

補準備金 
その他剰余金 剰余金合計 

 
基金 基金償却

積立金 
再評価積

立金 
基金償却

積立金減

少差益 

 社員配当平

衡積立金 
○○積立金 当期未処分

剰余金 
 

基金等合計 その他有価

証券評価差

額金 

繰延ヘッジ

損益 
土地再評価

差額金 
評価・換算差

額等合計 

純資産合計 

前事業年度末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

当事業年度変動額                
基金の募集 ×××         ×××     ×××

剰余金処分     ××× ××× ××× △××× △××× △×××     △×××

当期純剰余        ×××  ×××     ×××

基金の償還 △××× ×××    △×××  △××× △×××     △×××

・・・・・                
基金等以外の項目の当

事業年度変動額（純額） 
          ××× ××× ××× ××× ×××

当事業年度変動額合計 ××× ××× － － ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

当事業年度末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

 
（記載上の注意） 
１ 基金等の変動事由及び金額の記載は、概ね、貸借対照表における記載の順序によること。 
２ 基金等以外の項目について、当事業年度変動額を、変動事由ごとに記載することができる。この場合には、変動事由及び金額の記載は、概ね、貸借対照表における記載の順序によること。 
３ その他剰余金及び評価・換算差額等は、上記の科目以外の適当な名称を付した科目に細分し、記載することができる。 
４ その他剰余金及び評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前事業年度末残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記する

こと。 
５ 合計欄の記載は省略することができる。 
６ 剰余金処分欄には、前事業年度の「剰余金処分に関する書面」の剰余金処分額のうち、社員配当準備金および差引純剰余金に対応する金額を記載すること。 
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改正後 現行 

 
第 10 

年  月  日から 

年度                基金の償却に関する書面 

年  月  日まで 

（単位：千円） 

拠出年月日 償却前基金 償却額 償却後基金 

  

 

 

  

計    

 

第11 
年  月  日から 

年度                基金利息の支払に関する書面 

年  月  日まで 

（単位：千円） 

基金拠出者名 基金拠出額 支払利率 基金利息額 

 

 

 ％  

その他（  名）    

計    

（記載上の注意） 

  基金拠出額の多い順序に従い２０名を記載すること。 

 

第12 

年度（  年  月  日現在）有価証券等に関する書面 

 

１ 売買目的有価証券                         （単位：百万円） 

区  分 当期末残高 当期の損益に含まれた評価差額 

売買目的有価証券   

（記載上の注意） 

  売買目的有価証券及び譲渡性預金等証券取引法上の有価証券に準じた取扱いをすることが適当と認められる

もののうち売買目的で保有するものについて記載すること（ただし、特別勘定を除く。）。 

 
 
（「第７ 基金の償却に関する書面」より） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（「第８ 基金利息の支払に関する書面」より） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第11 

年度（  年  月  日現在）有価証券等に関する書面 

 

１ 売買目的有価証券                         （単位：百万円） 

区  分 当期末残高 当期の損益に含まれた評価差額 

売買目的有価証券   

（記載上の注意） 

  売買目的有価証券及び譲渡性預金等証券取引法上の有価証券に準じた取扱いをすることが適当と認められる

もののうち売買目的で保有するものについて記載すること（ただし、特別勘定を除く。）。 
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２ 売買目的以外の有価証券等                     （単位：百万円） 

評  価  差  額 
区  分 帳簿価額 時価 

 うち差益 うち差損 

満期保有目的の債券 

責任準備金対応債券 

子会社・関連会社株式 

そ の 他 有 価 証 券 

  公 社 債 

  株 式 

  外 国 証 券 

    公 社 債 

    株 式 

    その他の外国証券 

  そ の 他 の 証 券 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 

（記載上の注意） 

 １ 売買目的有価証券以外の有価証券及び売買目的以外で保有する譲渡性預金等証券取引法上の有価証券に準

じた取扱いをすることが適当と認められるもののうち、時価のあるものについて記載すること（ただし、特別

勘定を除く。）。 

 ２ 責任準備金対応債券については、リスクの管理方針の概要等を記載すること。 

 ３ 子会社・関連会社株式には、保険業法第１１０条第２項に規定する子会社等に係るものを記載すること。 

 

第13 

年度（  年  月  日現在）保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 

 

１ ソルベンシー・マージン総額 

 ソルベンシー・マージン総額（Ａ） 百万円

（記載上の注意） 

  保険業法第１３０条第１号に掲げる額をいう。 

 

２ リスク合計額 

 リスクの合計額（Ｂ） 百万円

（記載上の注意） 

  保険業法第１３０条第２号に掲げる額をいう。 

 

 

２ 売買目的以外の有価証券等                     （単位：百万円） 

評  価  差  額 
区  分 帳簿価額 時価 

 うち差益 うち差損 

満期保有目的の債券

責任準備金対応債券

子会社・関連会社株式

そ の 他 有 価 証 券

  公 社 債

  株 式

  外 国 証 券

    公 社 債

    株 式

    その他の外国証券

  そ の 他 の 証 券

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 

（記載上の注意） 

 １ 売買目的有価証券以外の有価証券及び売買目的以外で保有する譲渡性預金等証券取引法上の有価証券に準

じた取扱いをすることが適当と認められるもののうち、時価のあるものについて記載すること（ただし、特別

勘定を除く。）。 

 ２ 責任準備金対応債券については、リスクの管理方針の概要等を記載すること。 

 ３ 子会社・関連会社株式には、保険業法第１１０条第２項に規定する子会社等に係るものを記載すること。 

 

第12 

年度（  年  月  日現在）保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 

 

１ ソルベンシー・マージン総額 

 ソルベンシー・マージン総額（Ａ） 百万円

（記載上の注意） 

  保険業法第１３０条第１号に掲げる額をいう。 

 

２ リスク合計額 

 リスクの合計額（Ｂ） 百万円

（記載上の注意） 

  保険業法第１３０条第２号に掲げる額をいう。 
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３ 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 

 （Ａ）／{（１／２）×（Ｂ）｝ ％

 

３ 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 

 （Ａ）／{（１／２）×（Ｂ）｝ ％

 

 



  
改正後 現行 

別紙様式第１２号の３（第５９条関係） 

（平１７内府令６８）

（日本工業規格Ａ４）

 

   年  月  日から 
年度                連結業務報告書 

年  月  日まで 
 

年   月   日

金融庁長官 殿 

 

住   所 

会 社 名 

代表取締役   氏 名      印 

 

       年   月   日から     年   月   日までの当社及び子会社等の業務及び財産

の状況を次のとおり報告します。 

 

目   次 

 

第１ 事業概況書 

 １ 事業の概要 

 ２ 子会社等の状況 

第２ 連結財務諸表 

 １ 連結財務諸表の作成方針 

 ２ 連結貸借対照表 

 ３ 連結損益計算書 

 ４ 連結キャッシュ・フロー計算書 

 ５ 連結株主資本等変動計算書等 
 

（記載上の注意） 

１ 委員会設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記載すること。 

  

（削除） 

 

２ 保険会社及び子会社等（保険業法第１１０条第２項に規定する子会社等をいう。以下同じ。）の事業の内容 
を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる事項を細分し、又は新たに項目を設けて記載する

こと。 

 

 

別紙様式第１２号の３（第５９条関係） 

（平１７内府令６８） 

（日本工業規格Ａ４） 

 

   年  月  日から 
年度                連結業務報告書 

年  月  日まで 
 

年   月   日

金融庁長官 殿 

 

住   所 

会 社 名 

代表取締役   氏 名      印 

 

       年   月   日から     年   月   日までの当社及び子会社等の業務及び財産

の状況を次のとおり報告します。 

 

目   次 

 

第１ 営業概況書 

 １ 営業の概要 

 ２ 子会社等の状況 

第２ 連結財務諸表 

 １ 連結財務諸表の作成方針 

 ２ 連結貸借対照表 

 ３ 連結損益計算書 

 ４ 連結キャッシュ・フロー計算書 

 ５ 連結剰余金計算書 

 

（記載上の注意） 

１ 委員会等設置会社及び委員会等設置相互会社（以下「委員会等設置会社等」という。）にあっては、提出者

欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記載すること。 

２ 相互会社にあっては、この様式中「営業概況書」を「事業概況書」に、「営業の概要」を「事業の概要」に

改めて記載すること。 

３ 保険会社及び子会社等（保険業法第１１０条第２項に規定する子会社等をいう。以下同じ。）の営業の内容

を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる事項を細分し、又は新たに項目を設けて記載する

こと。 
 
 



 

 

第１ 
  年  月  日から 

年度                事業概況書 
年  月  日まで 

 

１ 事業の概要 

（記載上の注意） 

  保険会社及びその子会社等について、主要な事業の内容のほか、主要勘定の増減の事由及びその他事業の状況

の推移に関する重要な事項を記載すること。 

 

２ 子会社等の状況 

（１）子会社等数の増減 

 前期末 当期末 当期増減（△） 

子 会 社    

子 法 人 等    

関 連 法 人 等    

合 計    

（記載上の注意） 

 １ 「子会社」とは保険業法第２条第１２項に規定する子会社を、「子法人等」とは同法施行令第２条の３第２

項に規定する子法人等のうち子会社を除いたものを、「関連法人等」とは同令第２条の３第３項に規定する関

連法人等をいう。以下同じ。 

 ２ 子会社等に該当するものは全て記載することとし、重要性の原則は適用しないものとする。（２）において

同じ。 

 

（２）子会社等の概況 

会 社 名 
主たる営業所又は 

事務所の所在地 

 認可又は 

届出年月日等 

資本金又は 

 出資金 
事業の内容 

  百万円  

（記載上の注意） 

  認可年月日欄は、保険業法第１０６条第１項各号に掲げる会社にあっては、同条第４項の規定に基づく金融庁

長官の認可年月日又は同法第１２７条第２号の規定に基づく金融庁長官への届出年月日を記載すること。また、

子法人等及び関連法人等にあっては、第８５条第１項第７号の４に基づく金融庁長官への届出年月日又は設立年

月日を記載すること。 
 

第２ 連結財務諸表 

 

第１ 
  年  月  日から 

年度                営業概況書 
年  月  日まで 

 

１ 営業の概要 

（記載上の注意） 

  保険会社及びその子会社等について、主要な事業の内容のほか、主要勘定の増減の事由及びその他営業状況の

推移に関する重要な事項を記載すること。 

 

２ 子会社等の状況 

（１）子会社等数の増減 

 前期末 当期末 当期増減（△） 

子会社    

子法人等    

関連法人等    

合計    

（記載上の注意） 

 １ 「子会社」とは保険業法第２条第１２項に規定する子会社を、「子法人等」とは保険業法施行令第２条の３

第２項に規定する子法人等のうち、子会社を除いたものを、「関連法人等」とは同令第２条の３第３項に規定

する関連法人等をいう。以下同じ。 

 ２ 子会社等に該当するものは全て記載することとし、重要性の原則は適用しないものとする。（２）において

同じ。 

 

（２）子会社等の概況 

会 社 名 
主たる営業所又は 

事務所の所在地 

 認可又は 

届出年月日等 

資本金又は 

 出資金 
事業の内容 

  百万円  

（記載上の注意） 

  認可年月日欄は、保険業法第１０６条第１項各号に掲げる会社にあっては、同条第４項の規定に基づく金融庁

長官の認可年月日又は同法第１２７条第２号の規定に基づく金融庁長官への届出年月日を記載すること。また、

子法人等及び関連法人等にあっては、第８５条第１項第７号の４に基づく金融庁長官への届出年月日又は設立年

月日を記載すること。 
 

第２ 連結財務諸表 



 

１ 連結財務諸表の作成方針 

（記載上の注意） 

  保険会社及びその子会社等について作成する連結財務諸表に関する次の事項を記載すること。 

 （１）連結の範囲に関する事項 

 （２）持分法の適用に関する事項 

 （３）連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

 （４）連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価に関する事項 

  (削除) 
  (削除) 
（５）のれんの償却に関する事項 

  

 

２ 連結貸借対照表 

年度（  年  月  日現在）連結貸借対照表 

 

（１）（生命保険株式会社及びその子会社等）              （単位：百万円） 

科  目 金 額 科  目 金 額 

（負債の部） 

保 険 契 約 準 備 金 

 支 払 備 金 

 責 任 準 備 金 

 契 約 者 配 当 準 備 金 

代 理 店 借 

再 保 険 借 

特 定 取 引 負 債 

短 期 社 債 

社 債 

新 株 予 約 権 付 社 債 

そ の 他 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 

価 格 変 動 準 備 金 

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 

繰 延 税 金 負 債 

再評価に係る繰延税金負債 

負 の の れ ん 
支 払 承 諾 

負債の部  合計 

 

 

（資産の部） 

現 金 及 び 預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 

買 入 金 銭 債 権 

特 定 取 引 資 産 

商 品 有 価 証 券 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

貸 付 金 

代 理 店 貸 

再 保 険 貸 

そ の 他 資 産 

有 形 固 定 資 産 
無 形 固 定 資 産 
の     れ     ん 
その他の無形固定資産 

繰 延 税 金 資 産 

再評価に係る繰延税金資産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
△   

１ 連結財務諸表の作成方針 

（記載上の注意） 

  保険会社及びその子会社等について作成する連結財務諸表に関する次の事項を記載すること。 

 （１）連結の範囲に関する事項 

 （２）持分法の適用に関する事項 

 （３）連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

 （４）連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価に関する事項 

 （５）連結調整勘定の償却に関する事項 

 （６）利益処分項目等の取扱いに関する事項 

 （新設） 

 

 

２ 連結貸借対照表 

年度（  年  月  日現在）連結貸借対照表 

 

（１）（生命保険株式会社及びその子会社等）              （単位：百万円） 

科  目 金 額 科  目 金 額 

（ 負 債 の 部 ）

保 険 契 約 準 備 金

 支 払 備 金

 責 任 準 備 金

 契 約 者 配 当 準 備 金

代 理 店 借

再 保 険 借

特 定 取 引 負 債

短 期 社 債

社 債

新 株 予 約 権 付 社 債

そ の 他 負 債

退 職 給 付 引 当 金

価 格 変 動 準 備 金

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金

証 券 取 引 責 任 準 備 金

繰 延 税 金 負 債

再評価に係る繰延税金負債

連 結 調 整 勘 定

支 払 承 諾

負債の部  合計 

 

 

（資産の部） 

現 金 及 び 預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金

買 入 金 銭 債 権

特 定 取 引 資 産

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 付 金

不 動 産 及 び 動 産

代 理 店 貸

再 保 険 貸

そ の 他 資 産

繰 延 税 金 資 産

再評価に係る繰延税金資産

連 結 調 整 勘 定

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
△ 

（ 少 数 株 主 持 分 ）

少 数 株 主 持 分

 



 

（純資産の部） 

資 本 金 

新 株 式 申 込 証 拠 金 

資 本 剰 余 金 

利 益 剰 余 金 

自 己 株 式 
自 己 株 式 申 込 証 拠 金 
株 主 資 本 合 計 
その他有価証券評価差額金 
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 
土 地 再 評 価 差 額 金 

 

 

 

 

 

△ 

 

 

為 替 換 算 調 整 勘 定 
評 価 ･ 換 算 差 額 等 合 計 
新 株 予 約 権 

少 数 株 主 持 分 

 
純資産の部  合計 

 

 

 

資産の部合計  
負債及び純資産の部合計 

 
 

 

（２）（損害保険株式会社及びその子会社等）              （単位：百万円） 

科  目 金 額 科  目 金 額 

（資産の部） 

現 金 及 び 預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 

買 入 金 銭 債 権 

特 定 取 引 資 産 

商 品 有 価 証 券 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

貸 付 金 

そ の 他 資 産 

有 形 固 定 資 産 
無 形 固 定 資 産 
   の れ ん 
   そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 
繰 延 税 金 資 産 

再評価に係る繰延税金資産 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（負債の部） 

保 険 契 約 準 備 金 

 支 払 備 金 

 責 任 準 備 金 等 

特 定 取 引 負 債 

短 期 社 債 

社 債 

新 株 予 約 権 付 社 債 

そ の 他 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 

価 格 変 動 準 備 金 

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 

繰 延 税 金 負 債 

再評価に係る繰延税金負債 

負 の の れ ん 
支 払 承 諾 

負債の部  合計 

 

 

 （資本の部） 

資 本 金

新 株 式 払 込 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

土 地 再 評 価 差 額 金

 

 

 

  株 式 等 評 価 差 額 金

為 替 換 算 調 整 勘 定

自 己 株 式 払 込 金

自 己 株 式

 
 
 
 
 
 

資本の部  合計 

 

△ 

 

 

 

資産の部合計  
負債、少数株主持分 

及び資本の部合計 
 

 

（２）（損害保険株式会社及びその子会社等）              （単位：百万円） 

科  目 金 額 科  目 金 額 

（資産の部） 

現 金 及 び 預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金

買 入 金 銭 債 権

特 定 取 引 資 産

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 付 金

不 動 産 及 び 動 産

そ の 他 資 産

繰 延 税 金 資 産

再評価に係る繰延税金資産

連 結 調 整 勘 定

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

（負債の部） 

保 険 契 約 準 備 金

 支 払 備 金

 責 任 準 備 金 等

特 定 取 引 負 債

短 期 社 債

社 債

新 株 予 約 権 付 社 債

そ の 他 負 債

退 職 給 付 引 当 金

価 格 変 動 準 備 金

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金

証 券 取 引 責 任 準 備 金

繰 延 税 金 負 債

再評価に係る繰延税金負債

連 結 調 整 勘 定

支 払 承 諾

負債の部  合計 

 

 



 

貸 倒 引 当 金 △ （純資産の部） 

資 本 金 

新 株 式 申 込 証 拠 金 

資 本 剰 余 金 

利 益 剰 余 金 

自 己 株 式 
自 己 株 式 申 込 証 拠 金 
株 主 資 本 合 計 
その他有価証券評価差額金 
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 
土 地 再 評 価 差 額 金 

 

 

 

 

 

△ 

  為 替 換 算 調 整 勘 定 
評 価 ･ 換 算 差 額 等 合 計 
新 株 予 約 権 

少 数 株 主 持 分 

 
純資産の部  合計 

 

 

 

 

資産の部合計  
負債及び純資産の部合計 

 
 

 

（記載上の注意） 

１ 生命保険株式会社にあっては上記の（１）により、損害保険株式会社にあっては上記の（２）により記載する

こと。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになるように

記載すること。 

（１）継続企業の前提（会社計算規則第 131条に規定するものをいう。以下同じ。）に重要な疑義を抱かせる事
象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

  ① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

  ② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 

  ③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

  ④ 当該重要な疑義の影響の計算書類への反映の有無 

（２）会計方針に関する事項 

子会社等が採用した会計方針のうちに当該保険会社と異なるものがある場合には、その差異の概要につい

ても記載すること。ただし、その差異が軽微であるときは、この限りでない。 

① 有価証券の評価基準及び評価方法。また、保険業法第１１２条第１項による評価換えをしたときは、そ

の旨 

② 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差額 

③ 有形固定資産の減価償却の方法 
④ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

⑤ 貸倒引当金の計上方法 
⑥ 退職給付引当金の計上方法 

（少数株主持分） 

少数株主持分 

 

 

（資本の部） 

資 本 金

新 株 式 払 込 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

土 地 再 評 価 差 額 金

 

 

 

 

 

 

  株 式 等 評 価 差 額 金

為 替 換 算 調 整 勘 定

自 己 株 式 払 込 金

自 己 株 式

 
 
 
 

資本の部  合計 

 

 

 

△ 

資産の部合計  
負債、少数株主持分 

及び資本の部合計 
 

 
（記載上の注意） 
１ 生命保険株式会社にあっては上記の（１）により、損害保険株式会社にあっては上記の（２）により記載する

こと。 
２ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになるように

記載すること。 
（１）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

 
① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 
② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在 
③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

  ④ 当該重要な疑義の影響を連結財務諸表に反映しているか否か 

（２）会計方針に関する事項 

子会社等が採用した会計方針のうちに当該保険会社と異なるものがある場合には、その差異の概要につい

ても記載すること。ただし、その差異が軽微であるときは、この限りでない。 

① 有価証券の評価基準及び評価方法。また、保険業法第１１２条第１項による評価換えをしたときは、そ

の旨 

② 金銭の信託の評価基準及び評価方法 

      （新設） 
③ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

④ 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差額 

⑤ 不動産及び動産の減価償却の方法 



 

⑦ リース取引の処理方法 
⑧ ヘッジ会計の方法 
⑨ 金銭の信託の評価基準及び評価方法 

⑩ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

⑪ 価格変動準備金、金融先物取引責任準備金及び証券取引責任準備金の計上方法 
⑫ その他採用した重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りでない。
⑬ 子会社等が採用した会計方針のうちに銀行と異なるものがある場合には、その差異の概要。ただし、そ

の差異が軽微であるときには、この限りでない。 

（３）会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 
 
  ① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与えている

影響の内容 
  ② 表示方法を変更したときは、その内容 

（４）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合計額 

   なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 

（５）有形固定資産及び無形固定資産の償却方法、償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、

その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

（６）有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

（７）資産に係る減価償却累計額を貸借対照表において減価償却累計額に合算して減価償却累計額の科目をもっ

て表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨 
（８）資産に係る引当金を直接控除した場合における資産の資産科目別の引当金の金額（一括して注記すること

が適当な場合にあっては、適宜一括した引当金の金額） 
（９）保険業法第１１８条に規定する特別勘定の資産及び負債の額 

（10）保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額があるときは、その金額 

（11）１株あたりの純資産額 

（12）保険会社の取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権及
び金銭債務があるときは、金銭債権の総額及び金銭債務の総額。ただし、普通保険約款による取引に係るも

のは、この限りでない。 

（13）子会社等の株式又は出資金の総額 
（14）リースにより使用する有形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139条の規定に従い記載すること。）
（15）重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額。ただし、負債の部に計上したとき

は、この限りでない。 

（16）生命保険会社に係る契約者配当準備金の増減異動及び契約者配当金の支払額 
 

（17）保険業法第９１条の規定による組織変更剰余金額又は同法第１６４条第４項（同法第１６５条第６項にお

いて準用する場合を含む。）において準用する同法第９１条の規定による合併剰余金額 

（18）資産が担保に供されている場合における、当該債務の内容及びその金額、並びに担保に係る債務の金額 
（19）事業年度の末日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の翌事業年度以降の財

産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象(ただし、当該持株会社の事業年度
の末日と異なる日をその事業年度の末日とする子会社及び関連会社については、当該子会社及び関連会社の

事業年度の末日後に発生した場合における当該事象とする。) 

⑥ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

⑦ 貸倒引当金の計上方法 

⑧ 退職給付引当金の計上方法 

⑨ 価格変動準備金、金融先物取引責任準備金及び証券取引責任準備金の計上方法 

⑩ リース取引の処理方法 

⑪ ヘッジ会計の方法 

⑫ その他採用した重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りでない。

 

（３）会計方針又は記載方法を変更したときは、その旨及びその変更による増減額。ただし、その変更又は変更

による影響が軽微であるときは、この限りでない。 
  （新設） 
   

（新設） 

（４）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合計額 

   なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 

（５）固定資産の償却方法、償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その変更が軽微である

ときは、この限りでない。 

（６）不動産及び動産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 
（新設） 
 
（新設） 

 

（７）保険業法第１１８条に規定する特別勘定の資産及び負債の額 

（８）保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額があるときは、その金額 

（９）１株あたりの純資産額 

（10）保険会社の取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役）と保険会社又はその

子会社等との間の金銭債権総額及び金銭債務総額。ただし、普通保険約款による取引に係るものは、この限

りでない。 
（新設） 

（11）リース契約（ファイナンス・リース取引に該当するもの）により使用する重要な不動産及び動産 

（12）重要な係争事件に係る損害賠償義務。ただし、負債の部に計上したときは、この限りでない。 
 

（13）生命保険会社に係る契約者配当準備金の増減異動及び契約者配当金の支払額 

（14）その他保険会社及びその子会社等の財産の状態を正確に判断するために必要な事項 

（15）保険業法第９２条の規定による組織変更剰余金額又は同法第１６４条第５項（同法第１６５条第２項に

おいて準用する場合を含む。）において準用する同法第９２条の規定による合併剰余金額 

（16）担保に供している資産の額及び担保付き債務の額 
（新設） 
 
 
 



 

（20）その他保険会社及びその子会社等の財産の状態を正確に判断するために必要な事項 
 

３ 特定取引資産及び特定取引負債は、保険会社又はその子会社等が保険業法施行規則第５３条の６の２その他

法令の規定により設けた特定取引勘定に係る資産及び負債について記載すること。なお、特定取引勘定設置会

社分については商品有価証券への計数の記載は行わない。 

４ 保険会社又はその子会社等である保険会社が地震保険に関する法律第３条第１項（政府の再保険）に規定す

る再保険契約を政府との間で締結している場合には、当該保険会社において地震保険の責任準備金及び地震保

険に係る受託金に対応する資産を他の資産と区分して経理している場合における当該資産に係る評価差額に

ついては、「繰延税金負債」の前に「地震保険評価差額金」として記載すること。 

５ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、こ

の様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

６ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総額の１００分の

５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設けて記載すること。

７ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

 

（３）（生命保険相互会社及びその子会社等）               （単位：百万円） 

科  目 金 額 科  目 金 額 

（資産の部） 

現 金 及 び 預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 

買 入 金 銭 債 権 

特 定 取 引 資 産 

商 品 有 価 証 券 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

貸 付 金 

代 理 店 貸 

再 保 険 貸 

そ の 他 資 産 
有 形 固 定 資 産 
無 形 固 定 資 産 
の     れ     ん 
その他の無形固定資産 

繰 延 税 金 資 産 

再評価に係る繰延税金資産 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

（負債の部） 

保 険 契 約 準 備 金 

 支 払 備 金 

 責 任 準 備 金 

 社 員 配 当 準 備 金 

代 理 店 借 

再 保 険 借 

特 定 取 引 負 債 

短 期 社 債 

社 債 

そ の 他 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 

価 格 変 動 準 備 金 

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 

繰 延 税 金 負 債 

再評価に係る繰延税金負債 
負 の の れ ん 
支 払 承 諾 

負債の部  合計 

 

 

 
 
３ 特定取引資産及び特定取引負債は、保険会社又はその子会社等が保険業法施行規則第５３条の６の２その他

法令の規定により設けた特定取引勘定に係る資産及び負債について記載すること。なお、特定取引勘定設置会

社分については商品有価証券への計数の記載は行わない。 

４ 保険会社又はその子会社等である保険会社が地震保険に関する法律第３条第１項（政府の再保険）に規定す

る再保険契約を政府との間で締結している場合には、当該保険会社において地震保険の責任準備金及び地震保

険に係る受託金に対応する資産を他の資産と区分して経理している場合における当該資産に係る評価差額に

ついては、「繰延税金負債」の前に「地震保険評価差額金」として記載すること。 

５ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、こ

の様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

６ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総額の１００分の

５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設けて記載すること。

７ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 
 

（３）（生命保険相互会社及びその子会社等）               （単位：百万円） 

科  目 金 額 科  目 金 額 

（負債の部） 

保険契約準備金 

 支 払 備 金 

 責 任 準 備 金 

 社 員 配 当 準 備 金 

代 理 店 借 

再 保 険 借 

特 定 取 引 負 債

短 期 社 債

社 債

そ の 他 負 債

退 職 給 付 引 当 金

価 格 変 動 準 備 金

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金

証 券 取 引 責 任 準 備 金

繰 延 税 金 負 債

再評価に係る繰延税金負債

連 結 調 整 勘 定

支 払 承 諾

負債の部  合計 

 

 
（資産の部） 

現 金 及 び 預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金

買 入 金 銭 債 権

特 定 取 引 資 産

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 付 金

不 動 産 及 び 動 産

代 理 店 貸

再 保 険 貸

そ の 他 資 産

繰 延 税 金 資 産

再評価に係る繰延税金資産

連 結 調 整 勘 定

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

（少数株主持分） 

少 数 株 主 持 分

 



 

貸 倒 引 当 金 （純資産の部） 

基 金 
基 金 申 込 証 拠 金 

基 金 償 却 積 立 金 

再 評 価 積 立 金 
基 金 償 却 積 立 金 減 少 差 益 

連 結 剰 余 金 

基 金 等 合 計 
 

その他有価証券評価差額金 
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 
土 地 再 評 価 差 額 金 
為 替 換 算 調 整 勘 定 
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 

 

少 数 株 主 持 分 

 

純資産の部  合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

資産の部合計  
負債及び純資産の部合計 

 
 

 

（４）（損害保険相互会社及びその子会社等）               （単位：百万円） 

科  目 金 額 科  目 金 額 

（資産の部）  （負債の部）  

現 金 及 び 預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 

買 入 金 銭 債 権 

特 定 取 引 資 産 

商 品 有 価 証 券 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

貸 付 金 

そ の 他 資 産 
有 形 固 定 資 産 
無 形 固 定 資 産 
の     れ     ん 
その他の無形固定資産 

繰 延 税 金 資 産 

再評価に係る繰延税金資産 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保 険 契 約 準 備 金 

 支 払 備 金 

 責 任 準 備 金 等 

 社 員 配 当 準 備 金 

特 定 取 引 負 債 

短 期 社 債 

社 債 

そ の 他 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 

価 格 変 動 準 備 金 

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 

繰 延 税 金 負 債 

再評価に係る繰延税金負債 

負 の の れ ん 
支 払 承 諾 

  負債の部  合計 

 

 

 

 

 

 

 

（資本の部） 

基 金

基 金 払 込 金

基 金 償 却 積 立 金

再 評 価 積 立 金

基 金 償 却 積 立 金 減 少 差 益

連 結 剰 余 金

 ( 新 設 )
 
 

土 地 再 評 価 差 額 金

株 式 等 評 価 差 額 金

為 替 換 算 調 整 勘 定

（ 新 設 ）

資本の部  合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

資産の部合計  
負債、少数株主持分 

及び資本の部合計 
 

 

（４）（損害保険相互会社及びその子会社等）               （単位：百万円） 

科  目 金 額 科  目 金 額 

（資産の部）  （負債の部）  

現 金 及 び 預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金

買 入 金 銭 債 権

特 定 取 引 資 産

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 付 金

不 動 産 及 び 動 産

そ の 他 資 産

繰 延 税 金 資 産

再評価に係る繰延税金資産

連 結 調 整 勘 定

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

保 険 契 約 準 備 金

 支 払 備 金 

 責 任 準 備 金 等 

 社 員 配 当 準 備 金 

特 定 取 引 負 債

短 期 社 債

社 債

そ の 他 負 債

退 職 給 付 引 当 金

価 格 変 動 準 備 金

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金

証 券 取 引 責 任 準 備 金

繰 延 税 金 負 債

再評価に係る繰延税金負債

連 結 調 整 勘 定

支 払 承 諾

  負債の部  合計 

 

 

 

 

 

 

 



 

  支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

 
△ 

（純資産の部） 

基 金 
基 金 申 込 証 拠 金 

基 金 償 却 積 立 金 

再 評 価 積 立 金 
基 金 償 却 積 立 金 減 少 差 益 

連 結 剰 余 金 

基 金 等 合 計 
 

その他有価証券評価差額金 
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 
土 地 再 評 価 差 額 金 
為 替 換 算 調 整 勘 定 
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 

 

少 数 株 主 持 分 

 

純資産の部  合計 

 

資産の部合計  
負債及び純資産の部合計 

 
 

（記載上の注意） 

１ 生命保険相互会社にあっては上記の（３）により、損害保険相互会社にあっては上記の（４）により記載する

こと。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになるように

記載すること。 

（１）継続企業の前提（会社計算規則第 131条に規定するものをいう。以下同じ。）に重要な疑義を抱かせる事
象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

  ① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

  ② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 

  ③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

  ④ 当該重要な疑義の影響の計算書類への反映の有無 

（２）会計方針に関する事項 

子会社等が採用した会計方針のうちに当該保険会社と異なるものがある場合には、その差異の概要につい

ても記載すること。ただし、その差異が軽微であるときは、この限りでない。 

① 有価証券の評価基準及び評価方法。また、保険業法第１１２条第１項による評価換えをしたときは、そ

の旨 

② 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差額 

③ 有形固定資産の減価償却の方法 
④ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

（少数株主持分） 

少 数 株 主 持 分

 

（資本の部） 

基 金

基 金 払 込 金

基 金 償 却 積 立 金

再 評 価 積 立 金

基 金 償 却 積 立 金 減 少 差 益

連 結 剰 余 金

 ( 新 設 )

土 地 再 評 価 差 額 金

株 式 等 評 価 差 額 金

為 替 換 算 調 整 勘 定

( 新 設 )

資本の部  合計 

 

資産の部合計  
負債、少数株主持分 

及び資本の部合計 
 

（記載上の注意） 

１ 生命保険相互会社にあっては上記の（３）により、損害保険相互会社にあっては上記の（４）により記載する

こと。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになるように

記載すること。 

（１）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響を連結財務諸表に反映しているか否か 

（２）会計方針に関する事項 

子会社等が採用した会計方針のうちに当該保険会社と異なるものがある場合には、その差異の概要につい

ても記載すること。ただし、その差異が軽微であるときは、この限りでない。 

① 有価証券の評価基準及び評価方法。また、保険業法第１１２条第１項による評価換えをしたときは、そ

の旨 

② 金銭の信託の評価基準及び評価方法 

③ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

④ 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差額 



 

⑤ 貸倒引当金の計上方法 
⑥ 退職給付引当金の計上方法 
⑦ リース取引の処理方法 
⑧ ヘッジ会計の方法 
⑨ 金銭の信託の評価基準及び評価方法 

⑩ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

⑪ 価格変動準備金、金融先物取引責任準備金及び証券取引責任準備金の計上方法 

⑫ その他採用した重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りでない。

⑬ 子会社等が採用した会計方針のうちに銀行と異なるものがある場合には、その差異の概要。ただし、そ

の差異が軽微であるときには、この限りでない。 

（３）会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 
 
  ① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与えている

影響の内容 
  ② 表示方法を変更したときは、その内容 

（４）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合計額 

   なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 

（５）有形固定資産及び無形固定資産の償却方法、償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、

その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

（６）有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

（７）資産に係る減価償却累計額を貸借対照表において減価償却累計額に合算して減価償却累計額の科目をもっ

て表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨 
（８）資産に係る引当金を直接控除した場合における資産の資産科目別の引当金の金額（一括して注記すること

が適当な場合にあっては、適宜一括した引当金の金額） 
（９）保険業法第１１８条に規定する特別勘定の資産及び負債の額 

（10）保険業法施行規則第２４条の２第２項第１号に規定する金額がある場合は、その額 
（11）保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額があるときは、その金額 

（12）保険会社の取締役、監査役及び執行役と保険会社又はその子会社等との間の金銭債権総額及び金銭債務総
額。ただし、普通保険約款による取引に係るものは、この限りでない。 

 

（13）子会社等の株式又は出資金の額 
（14）リースにより使用する有形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139条の規定に従い記載すること） 

（15）重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額。ただし、負債の部に計上したとき

は、この限りでない。 

（16）生命保険会社に係る社員配当準備金の増減異動及び社員配当金の支払額 
 

（17）資産が担保に供されている場合における、当該債務の内容及びその金額、並びに担保に係る債務の金額 
（18）事業年度の末日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の翌事業年度以降の財

産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象(ただし、当該持株会社の事業年度
の末日と異なる日をその事業年度の末日とする子会社及び関連会社については、当該子会社及び関連会社の

事業年度の末日後に発生した場合における当該事象とする。) 

⑤ 不動産及び動産の減価償却の方法 

⑥ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

⑦ 貸倒引当金の計上方法 

⑧ 退職給付引当金の計上方法 

⑨ 価格変更準備金、金融先物取引責任準備金及び証券取引責任準備金の計上方法 

⑩ リース取引の処理方法 

⑪ ヘッジ会計の方法 

⑫ その他採用した重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りでない。

 
 
（３）会計方針又は記載方法を変更したときは、その旨及びその変更による増減額。ただし、その変更又は変更

による影響が軽微であるときは、この限りでない。 
  (新設) 
 
  (新設) 
（４）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合計額 

   なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 

（５）固定資産の償却方法、償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その変更が軽微である

ときは、この限りでない。 

（６）不動産及び動産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 
（新設） 
 
（新設） 
 

（７）保険業法第１１８条に規定する特別勘定の資産及び負債の額 

（８）保険業法施行規則第２４条の２第２項第１号に規定する金額がある場合は、その額 

（９）保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額があるときは、その金額 

（10）保険会社の取締役及び監査役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役）と保険会社又はその

子会社等との間の金銭債権総額及び金銭債務総額。ただし、普通保険約款による取引に係るものは、この限

りでない。 
（新設） 

（11）リース契約（ファイナンス・リース取引に該当するもの）により使用する重要な不動産及び動産 

（12）重要な係争事件に係る損害賠償義務。ただし、負債の部に計上したときは、この限りでない。 

 
（13）生命保険会社に係る社員配当準備金の増減異動及び社員配当金の支払額 

（14）その他保険会社及びその子会社等の財産の状態を正確に判断するために必要な事項 

（15）担保に供している資産の額及び担保付き債務の額 

（新設） 
 
 
 



 

（19）その他保険会社及びその子会社等の財産の状態を正確に判断するために必要な事項 
 

３ 特定取引資産及び特定取引負債は、保険会社又はその子会社等が保険業法施行規則第５３条の６の２その他

法令の規定により設けた特定取引勘定に係る資産及び負債について記載すること。なお、特定取引勘定設置会

社分については商品有価証券への計数の記載は行わない。 

４ 保険会社又はその子会社等である保険会社が地震保険に関する法律第３条第１項（政府の再保険）に規定す

る再保険契約を政府との間で締結している場合には、当該保険会社において地震保険の責任準備金及び地震保

険に係る受託金に対応する資産を他の資産と区分して経理している場合における当該資産に係る評価差額に

ついては、「繰延税金負債」の前に「地震保険評価差額金」として記載すること。 

５ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、こ

の様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

６ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総額の１００分の

５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設けて記載すること。

 ７ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

３ 連結損益計算書 
年  月  日から 

年度                連結損益計算書 
年  月  日まで 

 

（１）（生命保険株式会社及びその子会社等）               （単位：百万円） 

科        目 金   額 

経 

常 

損 

益 

の 

部 

経  常  収  益 

 保 険 料 等 収 入 

 資 産 運 用 収 益 

  利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 

  特 定 取 引 収 益 

  商 品 有 価 証 券 運 用 益 

  金 銭 の 信 託 運 用 益 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 

  有 価 証 券 売 却 益 

  有 価 証 券 償 還 益 

  金 融 派 生 商 品 収 益 

  為 替 差 益 

  そ の 他 運 用 収 益 

  特 別 勘 定 資 産 運 用 益 

 そ の 他 経 常 収 益 

 

 経  常  費  用 

 保 険 金 等 支 払 金 

 

 
 
３ 特定取引資産及び特定取引負債は、保険会社又はその子会社等が保険業法施行規則第５３条の６の２その他

法令の規定により設けた特定取引勘定に係る資産及び負債について記載すること。なお、特定取引勘定設置会

社分については商品有価証券への計数の記載は行わない。 

４ 保険会社又はその子会社等である保険会社が地震保険に関する法律第３条第１項（政府の再保険）に規定す

る再保険契約を政府との間で締結している場合には、当該保険会社において地震保険の責任準備金及び地震保

険に係る受託金に対応する資産を他の資産と区分して経理している場合における当該資産に係る評価差額に

ついては、「繰延税金負債」の前に「地震保険評価差額金」として記載すること。 

５ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、こ

の様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

６ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総額の１００分の

５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設けて記載すること。

 ７ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

３ 連結損益計算書 
年  月  日から 

年度                連結損益計算書 
年  月  日まで 

 

（１）（生命保険株式会社及びその子会社等）               （単位：百万円） 

科        目 金   額 

経 

常 
損 

益 

の 

部 

経  常  収  益 

 保 険 料 等 収 入 

 資 産 運 用 収 益 

  利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 

  特 定 取 引 収 益 

  商 品 有 価 証 券 運 用 益 

  金 銭 の 信 託 運 用 益 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 

  有 価 証 券 売 却 益 

  有 価 証 券 償 還 益 

  金 融 派 生 商 品 収 益 

  為 替 差 益 

  そ の 他 運 用 収 益 

  特 別 勘 定 資 産 運 用 益 

 そ の 他 経 常 収 益 

 

 

経  常  費  用 

 保 険 金 等 支 払 金 

 



 

  保 険 金 

  年 金 

  給 付 金 

  解 約 返 戻 金 

  そ の 他 返 戻 金 

 責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

  支 払 備 金 繰 入 額 

  責 任 準 備 金 繰 入 額 

  契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額 

 資 産 運 用 費 用 

  支 払 利 息 

  特 定 取 引 費 用 

  商 品 有 価 証 券 運 用 損 

  金 銭 の 信 託 運 用 損 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 

  有 価 証 券 売 却 損 

  有 価 証 券 評 価 損 

  有 価 証 券 償 還 損 

  金 融 派 生 商 品 費 用 

  為 替 差 損 

  貸 倒 引 当 金 繰 入 額 

  貸 付 金 償 却 

  賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費 

  そ の 他 運 用 費 用 

  特 別 勘 定 資 産 運 用 損 

 事 業 費 

そ の 他 経 常 費 用 

 

 

経常利益（又は経常損失）  

特  別  利  益 

固 定 資 産 等 処 分 益 

保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益 

そ の 他 特 別 利 益 

 

特

別

損

益

の

部 

 

 

特  別  損  失 

固 定 資 産 等 処 分 損 

減 損 損 失 

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 

不 動 産 等 圧 縮 損 

そ の 他 特 別 損 失  

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額  

  保 険 金 

  年 金 

  給 付 金 

  解 約 返 戻 金 

  そ の 他 返 戻 金 

 責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

  支 払 備 金 繰 入 額 

  責 任 準 備 金 繰 入 額 

  契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額 

 資 産 運 用 費 用 

  支 払 利 息 

  特 定 取 引 費 用 

  商 品 有 価 証 券 運 用 損 

  金 銭 の 信 託 運 用 損 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 

  有 価 証 券 売 却 損 

  有 価 証 券 評 価 損 

  有 価 証 券 償 還 損 

  金 融 派 生 商 品 費 用 

  為 替 差 損 

  貸 倒 引 当 金 繰 入 額 

  貸 付 金 償 却 

  賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費 

  そ の 他 運 用 費 用 

  特 別 勘 定 資 産 運 用 損 

 事 業 費 

そ の 他 経 常 費 用 

 

 

経常利益（又は経常損失）  

特  別  利  益 

不 動 産 動 産 等 処 分 益 

保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益 

そ の 他 特 別 利 益 

 

特

別

損

益

の

部 

 

 

特  別  損  失 

不 動 産 動 産 等 処 分 損 

減 損 損 失 

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 

不 動 産 等 圧 縮 損 

そ の 他 特 別 損 失  

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額  



 

税金等調整前当期純利益（又は税金等調整前当期純損失）  

法 人 税 及 び 住 民 税 等 

法 人 税 等 調 整 額 

少 数 株 主 利 益 ( 又 は 少 数 株 主 損 失 ) 

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

 

（２）（損害保険株式会社及びその子会社等）               （単位：百万円） 

科        目 金   額 

経 常 収 益 

 保 険 引 受 収 益 

  正 味 収 入 保 険 料 

  収 入 積 立 保 険 料 

  積 立 保 険 料 等 運 用 益 

  生 命 保 険 料 

  そ の 他 保 険 引 受 収 益 

 資 産 運 用 収 益 

  利 息 及 び 配 当 金 収 入 

  特 定 取 引 収 益 

  商 品 有 価 証 券 運 用 益 

  金 銭 の 信 託 運 用 益 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 

  有 価 証 券 売 却 益 

  有 価 証 券 償 還 益 

  金 融 派 生 商 品 収 益 

  特 別 勘 定 資 産 運 用 益 

  そ の 他 運 用 収 益 

  積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替 

 そ の 他 経 常 収 益 

 

経 
 

常 
 

損 
 

益 
 

の 
 

部 

 

 

 

  

  

 

経 常 費 用 

 保 険 引 受 費 用 

  正 味 支 払 保 険 金 

  損 害 調 査 費 

  諸 手 数 料 及 び 集 金 費 

  満 期 返 戻 金 

  契 約 者 配 当 金 

  生 命 保 険 金 等 

  支 払 備 金 繰 入 額 

  責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

  そ の 他 保 険 引 受 費 用 

 資 産 運 用 費 用 

  特 定 取 引 費 用 

 

税金等調整前当期純利益（又は税金等調整前当期純損失）  

法 人 税 及 び 住 民 税 等 

法 人 税 等 調 整 額 

少 数 株 主 利 益 ( 又 は 少 数 株 主 損 失 ) 

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

 

（２）（損害保険株式会社及びその子会社等）               （単位：百万円） 

科        目 金   額 

経 常 収 益 

 保 険 引 受 収 益 

  正 味 収 入 保 険 料 

  収 入 積 立 保 険 料 

  積 立 保 険 料 等 運 用 益 

  生 命 保 険 料 

  そ の 他 保 険 引 受 収 益 

 資 産 運 用 収 益 

  利 息 及 び 配 当 金 収 入 

  特 定 取 引 収 益 

  商 品 有 価 証 券 運 用 益 

  金 銭 の 信 託 運 用 益 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 

  有 価 証 券 売 却 益 

  有 価 証 券 償 還 益 

  金 融 派 生 商 品 収 益 

  特 別 勘 定 資 産 運 用 益 

  そ の 他 運 用 収 益 

  積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替 

 そ の 他 経 常 収 益 

 

経 
 

常 
 

損 
 

益 
 

の 
 

部 
 

 

 

 

 

 

 

 
経 常 費 用 

 保 険 引 受 費 用 

  正 味 支 払 保 険 金 

  損 害 調 査 費 

  諸 手 数 料 及 び 集 金 費 

  満 期 返 戻 金 

  契 約 者 配 当 金 

  生 命 保 険 金 等 

  支 払 備 金 繰 入 額 

  責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

  そ の 他 保 険 引 受 費 用 

 資 産 運 用 費 用 

  特 定 取 引 費 用 

 



 

  商 品 有 価 証 券 運 用 損 

  金 銭 の 信 託 運 用 損 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 

  有 価 証 券 売 却 損 

  有 価 証 券 評 価 損 

  有 価 証 券 償 還 損 

  金 融 派 生 商 品 費 用 

  特 別 勘 定 資 産 運 用 損 

  そ の 他 運 用 費 用 

 営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 

 そ の 他 経 常 費 用 

  支 払 利 息 

  貸 倒 引 当 金 繰 入 額 

  貸 倒 損 失 

  そ の 他 の 経 常 費 用 

 

 

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

固 定 資 産 等 処 分 益 

保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益 

そ の 他 特 別 利 益 

 

特

別

損

益

の

部 

特 別 損 失 

固 定 資 産 等 処 分 損 

減 損 損 失 

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 

不 動 産 等 圧 縮 損 

そ の 他 特 別 損 失 

 

税金等調整前当期純利益（又は税金等調整前当期純損失） 

法 人 税 及 び 住 民 税 等 

法 人 税 等 調 整 額 

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ） 

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

（記載上の注意） 

１ 生命保険株式会社にあっては、上記の（１）により、損害保険株式会社にあっては上記の（２）により

記載すること。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

(１) 連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、

この限りでない。 

（２）会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 
  ① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与えている

  商 品 有 価 証 券 運 用 損 

  金 銭 の 信 託 運 用 損 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 

  有 価 証 券 売 却 損 

  有 価 証 券 評 価 損 

  有 価 証 券 償 還 損 

  金 融 派 生 商 品 費 用 

  特 別 勘 定 資 産 運 用 損 

  そ の 他 運 用 費 用 

 営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 

 そ の 他 経 常 費 用 

  支 払 利 息 

  貸 倒 引 当 金 繰 入 額 

  貸 倒 損 失 

  そ の 他 の 経 常 費 用 

 

 

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

不 動 産 動 産 処 分 益 

保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益 

そ の 他 特 別 利 益 

 

特

別

損

益

の

部 

特 別 損 失 

不 動 産 動 産 処 分 損 

減 損 損 失 

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 

不 動 産 等 圧 縮 損 

そ の 他 特 別 損 失 

 

税金等調整前当期純利益（又は税金等調整前当期純損失） 

法 人 税 及 び 住 民 税 等 

法 人 税 等 調 整 額 

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ） 

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

（記載上の注意） 

１ 生命保険株式会社にあっては、上記の（１）により、損害保険株式会社にあっては上記の（２）により

記載すること。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

(１)連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、

この限りでない。 

（２）連結損益計算書の作成に関する会計方針又は記載方法を変更したときは、その旨及びその変更による増減

額。ただし、その変更又は変更による影響が軽微であるときは、この限りでない。 



 

影響の内容 
  ② 表示方法を変更したときは、その内容 

（３）１株当たりの当期純利益又は当期純損失の額 

（４）その他保険会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要な事項 

３ 特定取引収益及び特定取引費用は、保険会社又はその子会社等が保険業法施行規則第５３条の６の２その他

法令の規定により設けた特定取引勘定に係る利益及び費用について記載すること。なお、特定取引勘定設置会

社分については商品有価証券運用益及び商品有価証券運用損への計数の記載は行わない。 

４ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、こ

の様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

５ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

（３）（生命保険相互会社及びその子会社等）               （単位：百万円） 

科        目 金   額 

経  常  収  益 

 保 険 料 等 収 入 

 資 産 運 用 収 益 

  利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 

  特 定 取 引 収 益 

  商 品 有 価 証 券 運 用 益 

  金 銭 の 信 託 運 用 益 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 

  有 価 証 券 売 却 益 

  有 価 証 券 償 還 益 

  金 融 派 生 商 品 収 益 

  為 替 差 益 

  そ の 他 運 用 収 益 

  特 別 勘 定 資 産 運 用 益 

 そ の 他 経 常 収 益 

 

経 

常 

損 

益 

の 

部 

 

 

 

  

 

経  常  費  用 

 保 険 金 等 支 払 金 

  保 険 金 

  年 金 

  給 付 金 

  解 約 返 戻 金 

  そ の 他 返 戻 金 

 責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

  支 払 備 金 繰 入 額 

  責 任 準 備 金 繰 入 額 

  社 員 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額  

 
 
（３）１株当たりの当期純利益又は当期純損失の額 

（４）その他保険会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要な事項 

３ 特定取引収益及び特定取引費用は、保険会社又はその子会社等が保険業法施行規則第５３条の６の２その他

法令の規定により設けた特定取引勘定に係る利益及び費用について記載すること。なお、特定取引勘定設置会

社分については商品有価証券運用益及び商品有価証券運用損への計数の記載は行わない。 

４ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、こ

の様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

５ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

（３）（生命保険相互会社及びその子会社等）               （単位：百万円） 

科        目 金   額 

経  常  収  益 

 保 険 料 等 収 入 

 資 産 運 用 収 益 

  利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 

  特 定 取 引 収 益 

  商 品 有 価 証 券 運 用 益 

  金 銭 の 信 託 運 用 益 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 

  有 価 証 券 売 却 益 

  有 価 証 券 償 還 益 

  金 融 派 生 商 品 収 益 

  為 替 差 益 

  そ の 他 運 用 収 益 

  特 別 勘 定 資 産 運 用 益 

 そ の 他 経 常 収 益 

 

経 

常 

損 

益 

の 

部 
 

 

 

 

 

 
経  常  費  用 

 保 険 金 等 支 払 金 

  保 険 金 

  年 金 

  給 付 金 

  解 約 返 戻 金 

  そ の 他 返 戻 金 

 責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

  支 払 備 金 繰 入 額 

  責 任 準 備 金 繰 入 額 

  社 員 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額  



 

 資 産 運 用 費 用 

  支 払 利 息 

  特 定 取 引 費 用 

  商 品 有 価 証 券 運 用 損 

  金 銭 の 信 託 運 用 損 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 

  有 価 証 券 売 却 損 

  有 価 証 券 評 価 損 

  有 価 証 券 償 還 損 

  金 融 派 生 商 品 費 用 

  為 替 差 損 

  貸 倒 引 当 金 繰 入 額 

  貸 付 金 償 却 

  賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費 

  そ の 他 運 用 費 用 

  特 別 勘 定 資 産 運 用 損 

 事 業 費 

 そ の 他 経 常 費 用 

 

 

経常利益（又は経常損失）  

特  別  利  益 

 固 定 資 産 等 処 分 益 
 保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益 

 そ の 他 特 別 利 益 

 

特

別

損

益

の

部 

特  別  損  失 

固 定 資 産 等 処 分 損 

減 損 損 失 

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 

不 動 産 圧 縮 損 

そ の 他 特 別 損 失 

 

税金等調整前当期純剰余（又は税金等調整前当期純損失） 

法 人 税 及 び 住 民 税 等 

法 人 税 等 調 整 額 

少 数 株 主 利 益 ( 又 は 少 数 株 主 損 失 ) 

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

 

（４）（損害保険相互会社及びその子会社等）               （単位：百万円） 

科        目 金   額 

 資 産 運 用 費 用 

  支 払 利 息 

  特 定 取 引 費 用 

  商 品 有 価 証 券 運 用 損 

  金 銭 の 信 託 運 用 損 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 

  有 価 証 券 売 却 損 

  有 価 証 券 評 価 損 

  有 価 証 券 償 還 損 

  金 融 派 生 商 品 費 用 

  為 替 差 損 

  貸 倒 引 当 金 繰 入 額 

  貸 付 金 償 却 

  賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費 

  そ の 他 運 用 費 用 

  特 別 勘 定 資 産 運 用 損 

 事 業 費 

 そ の 他 経 常 費 用 

 

 

経常利益（又は経常損失）  

特  別  利  益 

 不 動 産 動 産 等 処 分 益 

 保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益 

 そ の 他 特 別 利 益 

 

特

別

損

益

の

部 

特   別   損   失 

不 動 産 動 産 等 処 分 損 

減 損 損 失 

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 

不 動 産 圧 縮 損 

そ の 他 特 別 損 失 

 

税金等調整前当期純剰余（又は税金等調整前当期純損失） 

法人税及び住民税等 

法人税等調整額 

少数株主利益(又は少数株主損失) 

当期純剰余（又は当期純損失） 

 

 

（４）（損害保険相互会社及びその子会社等）               （単位：百万円） 

科        目 金   額 



 

経 
 

常 
 

損 
 

益 
 

の 
 

部 

経 常 収 益 

 保 険 引 受 収 益 

  正 味 収 入 保 険 料 

  収 入 積 立 保 険 料 

  積 立 保 険 料 等 運 用 益 

  生 命 保 険 料 

  そ の 他 保 険 引 受 収 益 

 資 産 運 用 収 益 

  利 息 及 び 配 当 金 収 入 

  特 定 取 引 収 益 

  商 品 有 価 証 券 運 用 益 

  金 銭 の 信 託 運 用 益 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 

  有 価 証 券 売 却 益 

  有 価 証 券 償 還 益 

  金 融 派 生 商 品 収 益 

  特 別 勘 定 資 産 運 用 益 

  そ の 他 運 用 収 益 

  積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替 

 そ の 他 経 常 収 益 

  社 員 配 当 準 備 金 戻 入 額 

  そ の 他 の 経 常 収 益 

 

経 
 

常 
 

損 
 

益 
 

の 
 

部 

経 常 収 益 

 保 険 引 受 収 益 

  正 味 収 入 保 険 料 

  収 入 積 立 保 険 料 

  積 立 保 険 料 等 運 用 益 

  生 命 保 険 料 

  そ の 他 保 険 引 受 収 益 

 資 産 運 用 収 益 

  利 息 及 び 配 当 金 収 入 

  特 定 取 引 収 益 

  商 品 有 価 証 券 運 用 益 

  金 銭 の 信 託 運 用 益 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 

  有 価 証 券 売 却 益 

  有 価 証 券 償 還 益 

  金 融 派 生 商 品 収 益 

  特 別 勘 定 資 産 運 用 益 

  そ の 他 運 用 収 益 

  積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替 

 そ の 他 経 常 収 益 

  社 員 配 当 準 備 金 戻 入 額 

  そ の 他 の 経 常 収 益 

 



 

経 常 費 用 

 保 険 引 受 費 用 

  正 味 支 払 保 険 金 

  損 害 調 査 費 

  諸 手 数 料 及 び 集 金 費 

  満 期 返 戻 金 

  契 約 者 配 当 金 

  生 命 保 険 金 等 

  支 払 備 金 繰 入 額 

  責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

  そ の 他 保 険 引 受 費 用 

 資 産 運 用 費 用 

  特 定 取 引 費 用 

  商 品 有 価 証 券 運 用 損 

  金 銭 の 信 託 運 用 損 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 

  有 価 証 券 売 却 損 

  有 価 証 券 評 価 損 

  有 価 証 券 償 還 損 

  金 融 派 生 商 品 費 用 

 

  特 別 勘 定 資 産 運 用 損 

  そ の 他 運 用 費 用 

 営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 

 そ の 他 経 常 費 用 

  支 払 利 息 

  貸 倒 引 当 金 繰 入 額 

  貸 倒 損 失 

  社 員 配 当 金 

  そ の 他 の 経 常 費 用 

 

 

経常利益（又は経常損失）  

特

別

損

益

の

部 

特 別 利 益 

 固 定 資 産 等 処 分 益 

 保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益 

 そ の 他 特 別 利 益 

 

経 常 費 用 

 保 険 引 受 費 用 

  正 味 支 払 保 険 金 

  損 害 調 査 費 

  諸 手 数 料 及 び 集 金 費 

  満 期 返 戻 金 

  契 約 者 配 当 金 

  生 命 保 険 金 等 

  支 払 備 金 繰 入 額 

  責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

  そ の 他 保 険 引 受 費 用 

 資 産 運 用 費 用 

  特 定 取 引 費 用 

  商 品 有 価 証 券 運 用 損 

  金 銭 の 信 託 運 用 損 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 

  有 価 証 券 売 却 損 

  有 価 証 券 評 価 損 

  有 価 証 券 償 還 損 

  金 融 派 生 商 品 費 用 

 

  特 別 勘 定 資 産 運 用 損 

  そ の 他 運 用 費 用 

 営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 

 そ の 他 経 常 費 用 

  支 払 利 息 

  貸 倒 引 当 金 繰 入 額 

  貸 倒 損 失 

  社 員 配 当 金 

  そ の 他 の 経 常 費 用 

 

 

経常利益（又は経常損失）  

特

別

損

益

の

部 

特 別 利 益 

 不 動 産 動 産 処 分 益 

 保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益 

 そ の 他 特 別 利 益 

 



 

特 別 損 失 

固 定 資 産 等 処 分 損 

減 損 損 失 

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 

不 動 産 等 圧 縮 損 

そ の 他 特 別 損 失 

 

税金等調整前当期純剰余（又は税金等調整前当期純損失） 

法 人 税 及 び 住 民 税 等 

法 人 税 等 調 整 額 

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ） 

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

（記載上の注意） 

１ 生命保険相互会社にあっては上記の（３）により、損害保険相互会社にあっては上記の（４）により記載する

こと。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

（１）連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この

限りでない。 

（２）会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 
  ① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与えている

影響の内容 
  ② 表示方法を変更したときは、その内容 

（３）その他保険会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要な事項 

３ 特定取引収益及び特定取引費用は、保険会社又はその子会社等が保険業法施行規則第５３条の６の２その他

法令の規定により設けた特定取引勘定に係る利益及び費用について記載すること。なお、特定取引勘定設置会

社分については商品有価証券運用益及び商品有価証券運用損への計数の記載は行わない。 

４ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、こ

の様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

５ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

 

特 別 損 失 

不 動 産 動 産 処 分 損 

減 損 損 失 

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 

 証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 

不 動 産 等 圧 縮 損 

そ の 他 特 別 損 失 

 

税金等調整前当期純剰余（又は税金等調整前当期純損失） 

法人税及び住民税等 

法人税等調整額 

少数株主利益（又は少数株主損失） 

当期純剰余（又は当期純損失） 

 

（記載上の注意） 

１ 生命保険相互会社にあっては上記の（３）により、損害保険相互会社にあっては上記の（４）により記載する

こと。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

（１）連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この

限りでない。 

（２）連結損益計算書の作成に関する会計方針又は記載方法を変更したときは、その旨及びその変更による増減

額。ただし、その変更又は変更による影響が軽微であるときは、この限りでない。 

 
 
（３）その他保険会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要な事項 

３ 特定取引収益及び特定取引費用は、保険会社又はその子会社等が保険業法施行規則第５３条の６の２その他

法令の規定により設けた特定取引勘定に係る利益及び費用について記載すること。なお、特定取引勘定設置会

社分については商品有価証券運用益及び商品有価証券運用損への計数の記載は行わない。 

４ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、こ

の様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

５ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

 
 
 



４ 連結キャッシュフロー計算書 ４ 連結キャッシュフロー計算書

年 月 日から 年 月 日から

年度 キャッシュ・フロー計算書 年度 キャッシュ・フロー計算書

年 月 日まで 年 月 日まで

（生命保険株式会社及びその子会社等－直接法により表示する場合） （単位：百万円） （生命保険株式会社及びその子会社等－直接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 事業によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

保険料等収入 保険料等収入

保険金等支払による支出 保険金等支払いによる支出

年金支払による支出 年金支払いによる支出

給付金支払による支出 給付金支払いによる支出

解約返戻金支払による支出 解約返戻金支払いによる支出

その他の解約返戻金支払による支出 その他の解約返戻金支払いによる支出

再保険料収入 再保険料収入

再保険料支払による支出 再保険料支払いによる支出

保険料据置支払による支出 保険料据置支払いによる支出

事業費の支出 事業費の支出

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

契約者配当金の支払額 契約者配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

事業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入



貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の 連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の

取得による支出 取得による支出

連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の 連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の

売却による収入 売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

株式の発行による収入 株式の発行による収入

自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出

配当金の支払額 配当金の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

（生命保険株式会社及びその子会社等－間接法により表示する場合） （単位：百万円） （生命保険株式会社及びその子会社等－間接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー



税金等調整前当期純利益（損失） 税金等調整前当期純利益（損失）

賃貸用不動産等減価償却費 賃貸用不動産等減価償却費

減価償却費 減価償却費

減損損失 減損損失

連結調整勘定償却額 連結調整勘定償却額

支払備金の増加額 支払備金の増加額

責任準備金の増加額 責任準備金の増加額

契約者配当準備金積立利息繰入額 契約者配当準備金積立利息繰入額

契約者配当準備金繰入額 契約者配当準備金繰入額

貸倒引当金の増加額 貸倒引当金の増加額

退職給付引当金の増加額 退職給付引当金の増加額

価格変動準備金の増加額 価格変動準備金の増加額

金融先物取引責任準備金の増加額 金融先物取引責任準備金の増加額

証券取引責任準備金の増加額 証券取引責任準備金の増加額

保険業法第１１２条評価益 保険業法第１１２条評価益

利息及び配当金等収入 利息及び配当金等収入

有価証券関係損益 有価証券関係損益

支払利息 支払利息

為替差損益 為替差損益

固定資産関係損益 不動産動産関係損益

持分法による投資損益 持分法による投資損益

特定取引資産の増加額 特定取引資産の増加額

特定取引負債の増加額 特定取引負債の増加額

商品有価証券の増加額 商品有価証券の増加額

代理店貸の増加額 代理店貸の増加額

再保険貸の増加額 再保険貸の増加額

その他資産（除く投資活動関連・財務活動関連） その他資産（除く投資活動関連・財務活動関連）

の増加額 の増加額

代理店借の増加額 代理店借の増加額

再保険借の増加額 再保険借の増加額

その他負債（除く投資活動関連・財務活動関連） その他負債（除く投資活動関連・財務活動関連）

の増加額 の増加額

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

契約者配当金の支払額 契約者配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額



事業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の 連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の

取得による支出 取得による支出

連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の 連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の

売却による収入 売却による収入

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

株式の発行による収入 株式の発行による収入

自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出

配当金の支払額 配当金の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額



Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

（損害保険株式会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円） （損害保険株式会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

保険料の収入 保険料の収入

積立保険料の収入 積立保険料の収入

保険料の支出 保険料の支出

損害調査費の支出 損害調査費の支出

諸手数料及び集金費の支出 諸手数料及び集金費の支出

満期返戻金の支出 満期返戻金の支出

契約者配当金の支出 契約者配当金の支出

商品有価証券の売却による収入 商品有価証券の売却による収入

商品有価証券の取得による支出 商品有価証券の取得による支出

営業費及び一般管理費の支出 営業費及び一般管理費の支出

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

事業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他



Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の 連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の

取得による支出 取得による支出

連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の 連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の

売却による収入 売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

株式の発行による収入 株式の発行による収入

自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出

配当金の支払額 配当金の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

（損害保険株式会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円） （損害保険株式会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益（損失） 税金等調整前当期純利益（損失）

減価償却費 減価償却費

減損損失 減損損失



連結調整勘定償却額 連結調整勘定償却額

支払備金の増加額 支払備金の増加額

責任準備金等の増加額 責任準備金等の増加額

貸倒引当金の増加額 貸倒引当金の増加額

退職給付引当金の増加額 退職給付引当金の増加額

価格変動準備金の増加額 価格変動準備金の増加額

金融先物取引責任準備金の増加額 金融先物取引責任準備金の増加額

証券取引責任準備金の増加額 証券取引責任準備金の増加額

保険業法第１１２条評価益 保険業法第１１２条評価益

利息及び配当金収入 利息及び配当金収入

有価証券関係損益 有価証券関係損益

支払利息 支払利息

為替差損益 為替差損益

固定資産関係損益 不動産動産関係損益

持分法による投資損益 持分法による投資損益

特定取引資産の増加額 特定取引資産の増加額

特定取引負債の増加額 特定取引負債の増加額

商品有価証券の増加額 商品有価証券の増加額

その他資産（除く投資活動関連・財務活動関連） その他資産（除く投資活動関連・財務活動関連）

の増加額 の増加額

その他負債（除く投資活動関連・財務活動関連） その他負債（除く投資活動関連・財務活動関連）

の増加額 の増加額

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

事業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出



貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の 連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の

取得による支出 取得による支出

連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の 連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の

売却による収入 売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

株式の発行による収入 株式の発行による収入

自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出

配当金の支払額 配当金の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

（生命保険相互会社及びその子会社等－直接法により表示する場合） （単位：百万円） （生命保険相互会社及びその子会社等－直接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー



保険料等収入 保険料等収入

保険金支払による支出 保険金等支払いによる支出

年金支払による支出 年金支払いによる支出

給付金支払による支出 給付金支払いによる支出

解約返戻金支払による支出 解約返戻金支払いによる支出

その他の返戻金支払による支出 その他の返戻金支払いによる支出

再保険料収入 再保険料収入

再保険料支払による支出 再保険料支払いによる支出

保険料据置支払による支出 保険料据置支払いによる支出

事業費の支出 事業費の支出

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

社員配当金の支払額 社員配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

事業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） ５

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入



借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

基金の募集による収入 基金の募集による収入

基金の償却による支出 基金の償却による支出

基金利息の支払額 基金利息の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

（生命相互株式会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円） （生命相互株式会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純剰余（損失） 税金等調整前当期純剰余（損失）

賃貸用不動産等減価償却費 賃貸用不動産等減価償却費

減価償却費 減価償却費

減損損失 減損損失

連結調整勘定償却額 連結調整勘定償却額

支払備金の増加額 支払備金の増加額

責任準備金の増加額 責任準備金の増加額

社員配当準備金積立利息繰入額 社員配当準備金積立利息繰入額

貸倒引当金の増加額 貸倒引当金の増加額

退職給付引当金の増加額 退職給付引当金の増加額

価格変動準備金の増加額 価格変動準備金の増加額

金融先物取引責任準備金の増加額 金融先物取引責任準備金の増加額

証券取引責任準備金の増加額 証券取引責任準備金の増加額

保険業法第１１２条評価益 保険業法第１１２条評価益

利息及び配当金等収入 利息及び配当金等収入

有価証券関係損益 有価証券関係損益



支払利息 支払利息

為替差損益 為替差損益

固定資産関係損益 不動産動産関係損益

持分法による投資損益 持分法による投資損益

特定取引資産の増加額 特定取引資産の増加額

特定取引負債の増加額 特定取引負債の増加額

商品有価証券の増加額 商品有価証券の増加額

代理店貸の増加額 代理店貸の増加額

再保険貸の増加額 再保険貸の増加額

その他資産（除く投資活動関連・財務活動関連） その他資産（除く投資活動関連・財務活動関連）

の増加額 の増加額

代理店借の増加額 代理店借の増加額

再保険借の増加額 再保険借の増加額

その他負債（除く投資活動関連・財務活動関連） その他負債（除く投資活動関連・財務活動関連）

の増加額 の増加額

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

社員配当金の支払額 社員配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

事業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入



連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の 連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の

取得による支出 取得による支出

連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の 連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の

売却による収入 売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

基金の募集による収入 基金の募集による収入

基金の償却による支出 基金の償却による支出

基金利息の支払額 基金利息の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

（損害保険相互会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円） （損害保険相互会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

保険料の収入 保険料の収入

積立保険料の収入 積立保険料の収入

保険料の支出 保険料の支出

損害調査費の支出 損害調査費の支出

諸手数料及び集金費の支出 諸手数料及び集金費の支出

満期返戻金の支出 満期返戻金の支出

特定取引による収入 特定取引による収入



特定取引による支出 特定取引による支出

商品有価証券の売却による収入 商品有価証券の売却による収入

商品有価証券の取得による支出 商品有価証券の取得による支出

営業費及び一般管理費の支出 営業費及び一般管理費の支出

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金の受取額 利息及び配当金の受取額

利息の支払額 利息の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

基金の募集による収入 基金の募集による収入

基金の償却による支出 基金の償却による支出

基金利息の支払額 基金利息の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー



Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

（損害保険相互会社及びその子会社等－間接法により表示する場合） （単位：百万円） （損害保険相互会社及びその子会社等－間接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純剰余（損失） 税金等調整前当期純剰余（損失）

減価償却費 減価償却費

減損損失 減損損失

連結調整勘定償却額 連結調整勘定償却額

支払備金の増加額 支払備金の増加額

責任準備金等の増加額 責任準備金等の増加額

貸倒引当金の増加額 貸倒引当金の増加額

退職給付引当金の増加額 退職給付引当金の増加額

価格変動準備金の増加額 価格変動準備金の増加額

金融先物取引責任準備金の増加額 金融先物取引責任準備金の増加額

証券取引責任準備金の増加額 証券取引責任準備金の増加額

保険業法第１１２条評価益 保険業法第１１２条評価益

利息及び配当金収入 利息及び配当金収入

有価証券関係損益 有価証券関係損益

支払利息 支払利息

為替差損益 為替差損益

固定資産関係損益 不動産動産関係損益

持分法による投資損益 持分法による投資損益

特定取引資産の増加額 特定取引資産の増加額

特定取引負債の増加額 特定取引負債の増加額

商品有価証券の増加額 商品有価証券の増加額

その他の資産（除く投資活動関連・財務活動関連） その他の資産（除く投資活動関連・財務活動関連）

の増加額 の増加額

その他の負債（除く投資活動関連・財務活動関連） その他の負債（除く投資活動関連・財務活動関連）



の増加額 の増加額

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

社員配当金の支払額 社員配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

事業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の 連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の

取得による支出 取得による支出

連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の 連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の

売却による収入 売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

基金の募集による収入 基金の募集による収入

基金の償却による支出 基金の償却による支出



基金利息の支払額 基金利息の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

（注１）Ⅱ①は、資産運用活動によるキャッシュ・フローをいう。 （注１）Ⅱ①は、資産運用活動によるキャッシュ・フローをいう。

（注２）（Ⅰ＋Ⅱ①）は、事業活動によるキャッシュ・フローと資産運用活動によるキャッシュ・フローの （注２）（Ⅰ＋Ⅱ①）は、営業活動によるキャッシュ・フローと資産運用活動によるキャッシュ・フローの

合計をいう。 合計をいう。

（記載上の注意） （記載上の注意）

１ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。 １ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。

２ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等のキャッシュ・フローの状態を明らかにするために ２ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等のキャッシュ・フローの状態を明らかにするために

必要があるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所 必要があるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所

に記載すること。また、金額の重要性が乏しい科目については、「その他」として一括して記載するこ に記載すること。また、金額の重要性が乏しい科目については、「その他」として一括して記載するこ

とができる。 とができる。



 
５ 連結株主資本等変動計算書（別紙） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（削除） 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 連結剰余金計算書 

    年  月  日から 
年度                連結剰余金計算書 

年  月  日まで 

（保険株式会社及びその子会社等）                    （単位：百万円） 

科     目 金    額 

 

 

（ 資 本 剰 余 金 の 部 ） 

資 本 剰 余 金 期 首 残 高 

資 本 剰 余 金 増 加 高 

 増 資 に よ る 新 株 の 発 行 

 自 己 株 式 処 分 差 益 

  ・ ・ ・ ・ ・ 

資 本 剰 余 金 減 少 高 

 配 当 金 

 自 己 株 消 却 額 

  ・ ・ ・ ・ ・ 

資 本 剰 余 金 期 末 残 高 

( 利 益 剰 余 金 の 部 ) 

利 益 剰 余 金 期 首 残 高 

利 益 剰 余 金 増 加 高 

 当 期 純 利 益 

  ・ ・ ・ ・ ・ 

利 益 剰 余 金 減 少 高 

 配 当 金 

 役 員 賞 与 金 

 資 本 金 

 自 己 株 式 消 却 額 

 

  ・ ・ ・ ・ ・ 

利 益 剰 余 金 期 末 残 高 

 

 



年  月  日から 
年度                 連結剰余金計算書 

年  月  日まで 
 

（保険相互会社及びその子会社等）                    （単位：百万円） 

科     目 金    額 

連 結 剰 余 金 期 首 残 高 

連 結 剰 余 金 増 加 高 

 当 期 純 剰 余 

 ・ ・ ・ ・ ・ 

連 結 剰 余 金 減 少 高 

 社 員 配 当 準 備 金 

 基 金 償 却 積 立 金 

 役 員 賞 与 金 

  ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

連 結 剰 余 金 期 末 残 高 

 

（記載上の注意） 

 １ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の剰余金の状態を明らかにするために必要があるときは、

この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

 ２ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

 
 
 



　

第　　期 連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

前期連結会計年度末残高 ××× ××× ××× △××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

当連結会計年度変動額 　

新株の発行 ××× ××× 　 ××× ×××

剰余金の配当 ××× △××× △×××

当期純利益 ××× ×××

自己株式の処分 ××× ××× ×××

・　・　・　・　・　・　・　・ ×××

株主資本以外の項目の当連結会計年度変
動額（純額）

××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

当連結会計年度変動額合計 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

当連結会計年度末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

評価・換算差額等

少数株主持分
資本剰余金 利益剰余金

評価・換算差
額等合計

新株予約権
資本金 株主資本合計

株主資本

その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

自己株式
純資産合計土地再評価差

額金
為替換算調整
勘定

　　           年　　　　月　　　　日から
　　           年　　　　月　　　　日まで

（記載上の注意）
　１.法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を掲げる必要が生じたときは、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
　２.株主資本の変動理由及び金額の記載は、概ね連結貸借対照表における記載の順序によること。
　３.株主資本以外の項目について、連結会計期間中の変動額を、変動事由ごとに記載することができる。この場合には、変動事由及び金額の記載は概ね中間連結貸借対照表における記載の順序によること。
　４.評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて合計額を、直前連結会計年度末残高、連結会計期間中の変動額及び連結会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。
　５.評価・換算差額等及び純資産の各合計欄の記載は省略することができる。
　６.以下の事項につき注記すること。
　　①当該連結会計年度の末日における発行済株式の総数（種類株式発行会社（剰余金の配当その他の会社法第１０８条第１項各号に掲げる事項について内容の異なる２以上の種類の株式を発行する会社をいう。以下同じ。）にあっては、種類後ごと
　　　 の発行済株式の総数）
　　②当該連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項
　　③当該連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当（当該連結会計年度に相当する事業年度に係る定時株主総会の締結後に会社法第４５４条第１項各号に掲げる事項を定めるものを除く。）に関する事項
　　④当該連結会計年度の末日における当該株式会社が発行している新株予約権（会社法第２３６条第１項第４号の期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる当該株式会社の株式の数（種類株式発行会社にあっては、種類及び種類
　　　 ごとの数）



 1

 
 

現行 改正後 
 
                  年 月 日から 
            ５               連結基金等変動計算書 
                  年 月 日まで 

 
（単位：百万円） 

基金等 評価・換算差額等  
基金 基金償却

積立金 
再評価積

立金 
基金償却

積立金減

少差益 

連結剰余

金 
 

基金等合計 その他有価

証券評価差

額金 

繰延ヘッジ

損益 
土地再評価

差額金 
評価・換算差

額等合計 

純資産合計 

前連結会計年度末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× 
当連結会計年度変動額            

基金の募集 ×××     ×××     ××× 
剰余金処分      △×××     △××× 
当期純剰余      ×××     ××× 
基金の償還 △××× ×××    △×××     △××× 
・・・・・            

基金等以外の項目の当連結

会計年度変動額（純額） 
      ××× ××× ××× ××× ××× 

当連結会計年度変動額合計 ××× ××× － － ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× 
当連結会計年度末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× 
 
（記載上の注意） 
１ 基金等の変動事由及び金額の記載は、概ね、連結貸借対照表における記載の順序によること。 
２ 基金等以外の項目について、当連結会計年度変動額を、変動事由ごとに記載することができる。この場合には、変動事由及び金額の記載は、概ね、連結貸借対照表における記載の順序によること。 
３ その他連結剰余金及び評価・換算差額等は、上記の科目以外の適当な名称を付した科目に細分し、記載することができる。 
４ その他連結剰余金及び評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて合計額を、会計年度末残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額

を注記すること。 
５ 合計欄の記載は省略することができる。 
６ 剰余金処分欄には、前連結会計年度の剰余金処分額のうち、社員配当準備金および差引純剰余金に対応する金額を記載すること。 
 
 



  

 

改正後 現行 

 
別紙様式第１２号の４（第５２条の７第１項関係） 

、 
                                  （日本工業規格Ａ４） 
 

年  月  日 

  金融庁長官 殿 

 

                     届出者 

         住  所 

         商  号 

                      代表者の氏名          印 

 

営業保証金供託届出書 

 
法第九十九条第八項（法第百九十九条（法第二百四十条第一項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。）

において準用する場合を含む。）において準用する信託業法第１１条第１項、第４項又は第８項の規定により供託

をしたので、供託書の正本を添付して、届け出ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別紙様式第１２号の４（第５２条の７第１項関係） 

（平１６内府令１０８） 
                                  （日本工業規格Ａ４） 
 

年  月  日 

  金融庁長官 殿 

 

                     届出者 

         住  所 

         商  号 

                      代表者の氏名          印 

 

営業保証金供託届出書 

 
法第九十九条第八項（法第百九十九条（法第二百四十条第一項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。）

において準用する場合を含む。）において準用する信託業法第１１条第１項、第４項又は第８項の規定により供託

をしたので、供託書の正本を添付して、届け出ます。 

 

 
 
 
 
 
  



  

 

改正後 現行 

 
別紙様式第１２号の５（第５２条の８第１項関係） 

 
                                  （日本工業規格Ａ４） 
 

年  月  日 

  金融庁長官 殿 

 

                     届出者 

         住  所 

         商  号 

                      代表者の氏名          印 

 

営業保証金保証契約締結届出書 

 
法第九十九条第八項（法第百九十九条（法第二百四十条第一項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。）

において準用する場合を含む。）において準用する信託業法第１１条第３項に規定する契約を締結しましたので、

契約書の写しを添付して、届け出ます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別紙様式第１２号の５（第５２条の８第１項関係） 

（平１６内府令１０８） 
                                  （日本工業規格Ａ４） 
 

年  月  日 

  金融庁長官 殿 

 

                     届出者 

         住  所 

         商  号 

                      代表者の氏名          印 

 

営業保証金保証契約締結届出書 

 
法第九十九条第八項（法第百九十九条（法第二百四十条第一項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。）

において準用する場合を含む。）において準用する信託業法第１１条第３項に規定する契約を締結しましたので、

契約書の写しを添付して、届け出ます。 

 
 

 
 
 
 
 
  



  

 

改正後 現行 

 
別紙様式第１２号の６（第５２条の８第２項関係） 

 
                                  （日本工業規格Ａ４） 
 

年  月  日 

  金融庁長官 殿 

 

                     届出者 

         住  所 

         商  号 

                      代表者の氏名          印 

 

営業保証金供託保証契約変更承認申請書 

 
法第九十九条第八項（法第百九十九条（法第二百四十条第一項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。）

において準用する場合を含む。）において準用する信託業法第１１条第３項に規定する契約（以下「営業保証金供

託保証契約」という。）の変更の承認を受けたいので下記のとおり申請します。 

 
記 

 
１． 申請の理由 
 
２． 現に供託している営業保証金の内容 

 イ 金銭の場合 
供託所名・供託番号 供 託 金 額 供 託 者 名 
 円  
   
   

 ロ 振替国債以外の有価証券の場合 
供託所名・供託番号 名 称 枚 数 総額面 券面額 回記号 番 号 
   円 円   
       
       

 ハ 振替国債の場合 
供託所名・供託番号 銘   柄 金   額 
  円 
   
   

  （記載上の注意） 
   「振替国債」とは、その権利の帰属が社債等の振替に関する法律の規定による振替口座簿 
  の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。 
 

 
別紙様式第１２号の６（第５２条の８第２項関係） 

（平１６内府令１０８） 
                                  （日本工業規格Ａ４） 
 

年  月  日 

  金融庁長官 殿 

 

                     届出者 

         住  所 

         商  号 

                      代表者の氏名          印 

 

営業保証金供託保証契約変更承認申請書 

 
法第九十九条第八項（法第百九十九条（法第二百四十条第一項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。）

において準用する場合を含む。）において準用する信託業法第１１条第３項に規定する契約（以下「営業保証金供

託保証契約」という。）の変更の承認を受けたいので下記のとおり申請します。 

 
記 

 
５． 申請の理由 
 
６． 現に供託している営業保証金の内容 

 イ 金銭の場合 
供託所名・供託番号 供 託 金 額 供 託 者 名 
 円  
   
   

 ロ 振替国債以外の有価証券の場合 
供託所名・供託番号 名 称 枚 数 総額面 券面額 回記号 番 号 
   円 円   
       
       

 ハ 振替国債の場合 
供託所名・供託番号 銘   柄 金   額 
  円 
   
   

  （記載上の注意） 
   「振替国債」とは、その権利の帰属が社債等の振替に関する法律の規定による振替口座簿 
  の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。 
 



  

改正後 現行 

３． 現に締結している営業保証金供託保証契約の内容 

契約の相手方の 

商号又は名称 

契約年月日 契約期間 契約金額 

   円 

 

 

４． 変更しようとする営業保証金供託保証契約の内容 

契約の相手方の 

商号又は名称 

契約年月日 契約期間 契約金額 

   円 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

７． 現に締結している営業保証金供託保証契約の内容 

契約の相手方の 

商号又は名称 

契約年月日 契約期間 契約金額 

   円 

 

 

８． 変更しようとする営業保証金供託保証契約の内容 

契約の相手方の 

商号又は名称 

契約年月日 契約期間 契約金額 

   円 

 

 
 

 
 
 
 
 
  



  

 

改正後 現行 

 
別紙様式第１２号の７（第５２条の８第２項関係） 

 
                                  （日本工業規格Ａ４） 
 

年  月  日 

  金融庁長官 殿 

 

                     届出者 

         住  所 

         商  号 

                      代表者の氏名          印 

 

営業保証金供託保証契約解除承認申請書 

 
法第九十九条第八項（法第百九十九条（法第二百四十条第一項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。）

において準用する場合を含む。）において準用する信託業法第１１条第３項に規定する契約（以下「営業保証金供

託保証契約」という。）の解除の承認を受けたいので下記のとおり申請します。 

 
記 

 
１． 申請の理由 
 
２． 現に供託している営業保証金の内容 

 イ 金銭の場合 
供託所名・供託番号 供 託 金 額 供 託 者 名 
 円  
   
   

 ロ 振替国債以外の有価証券の場合 
供託所名・供託番号 名 称 枚 数 総額面 券面額 回記号 番 号 
   円 円   
       
       

 ハ 振替国債の場合 
供託所名・供託番号 銘   柄 金   額 
  円 
   
   

  （記載上の注意） 
   「振替国債」とは、その権利の帰属が社債等の振替に関する法律の規定による振替口座簿 
  の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。 
 

 
別紙様式第１２号の７（第５２条の８第２項関係） 

（平１６内府令１０８） 
                                  （日本工業規格Ａ４） 
 

年  月  日 

  金融庁長官 殿 

 

                     届出者 

         住  所 

         商  号 

                      代表者の氏名          印 

 

営業保証金供託保証契約解除承認申請書 

 
法第九十九条第八項（法第百九十九条（法第二百四十条第一項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。）

において準用する場合を含む。）において準用する信託業法第１１条第３項に規定する契約（以下「営業保証金供

託保証契約」という。）の解除の承認を受けたいので下記のとおり申請します。 

 
記 

 
１．申請の理由 
 
２．現に供託している営業保証金の内容 

 イ 金銭の場合 
供託所名・供託番号 供 託 金 額 供 託 者 名 
 円  
   
   

 ロ 振替国債以外の有価証券の場合 
供託所名・供託番号 名 称 枚 数 総額面 券面額 回記号 番 号 
   円 円   
       
       

 ハ 振替国債の場合 
供託所名・供託番号 銘   柄 金   額 
  円 
   
   

  （記載上の注意） 
   「振替国債」とは、その権利の帰属が社債等の振替に関する法律の規定による振替口座簿 
  の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。 
 



  

改正後 現行 

３． 現に締結している営業保証金供託保証契約の内容 

契約の相手方の 

商号又は名称 

契約年月日 契約期間 契約金額 

   円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．現に締結している営業保証金供託保証契約の内容 

契約の相手方の 

商号又は名称 

契約年月日 契約期間 契約金額 

   円 

 

 

 

 
 
 
 
 
  



  

 

改正後 現行 

 
別紙様式第１２号の８（第５２条の８第４項関係） 

 
                                  （日本工業規格Ａ４） 
 

年  月  日 

  金融庁長官 殿 

 

                     届出者 

         住  所 

         商  号 

                      代表者の氏名          印 

 

営業保証金供託保証契約変更届出書 

 
法第九十九条第八項（法第百九十九条（法第二百四十条第一項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。）

において準用する場合を含む。）において準用する信託業法第１１条第３項に規定する契約を変更したので、契約

書の写しを添付して、届け出ます。 

 
 

 

 

 

 

 

 
別紙様式第１２号の８（第５２条の８第４項関係） 

（平１６内府令１０８） 
                                  （日本工業規格Ａ４） 
 

年  月  日 

  金融庁長官 殿 

 

                     届出者 

         住  所 

         商  号 

                      代表者の氏名          印 

 

営業保証金供託保証契約変更届出書 

 
法第九十九条第八項（法第百九十九条（法第二百四十条第一項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。）

において準用する場合を含む。）において準用する信託業法第１１条第３項に規定する契約を変更したので、契約

書の写しを添付して、届け出ます。 

 
 

 
 
 
 
 
  



  

 

改正後 現行 

 
別紙様式第１２号の９（第５２条の８第４項関係） 

 
                                  （日本工業規格Ａ４） 
 

年  月  日 

  金融庁長官 殿 

 

                     届出者 

         住  所 

         商  号 

                      代表者の氏名          印 

 

営業保証金供託保証契約解除届出書 

 
法第九十九条第八項（法第百九十九条（法第二百四十条第一項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。）

において準用する場合を含む。）において準用する信託業法第１１条第３項に規定する契約を変更したので、契約

を解除した事実を証する書面を添付して、届け出ます。 

 
 

 

 

 

 

 
別紙様式第１２号の９（第５２条の８第４項関係） 

（平１６内府令１０８） 
                                  （日本工業規格Ａ４） 
 

年  月  日 

  金融庁長官 殿 

 

                     届出者 

         住  所 

         商  号 

                      代表者の氏名          印 

 

営業保証金供託保証契約解除届出書 

 
法第九十九条第八項（法第百九十九条（法第二百四十条第一項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。）

において準用する場合を含む。）において準用する信託業法第１１条第３項に規定する契約を変更したので、契約

を解除した事実を証する書面を添付して、届け出ます。 

 
 

 
 
 
 
 
  



  

 

改正後 現行 

 
別紙様式第１３号（第１１７条関係） 

日本に支店等を設けない外国保険業者に対する 

 生命保険契約の申込みの許可申請書 

年  月  日 

金融庁長官 殿 

商号又は名称 

氏名            印 

（法人等にあっては、代表者の氏名） 

 保険業法第１８６条第２項及び同法施行規則第１１７条の規定により、下記の内容の

生命保険契約の申込みの許可を申請します。 

記 

１ 保険契約の種類及び名称 

２ 外国保険業者 

（１）氏名又は商号若しくは名称及び代表者の氏名 

（２）住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 

（３）組織 

（４）国籍 

３ 保険契約者 

（１）氏名又は商号若しくは名称及び代表者の氏名 

（２）住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 

（３）国籍 

（４）職業又は事業の目的 

４ 被保険者 

（１） 氏名、年齢及び性別 

（２） 住所 

（３） 国籍 

（４） 職業 

５ 保険金その他の給付金の受取人 

（１）氏名又は商号若しくは名称及び代表者の氏名 

（２）住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 

（３）国籍 

（４）職業又は事業の目的 

（５）保険契約者との続柄 

６ 保険金その他の給付金の額 

７ 保険期間 

８ 保険料の払込方法及び払込期間 

９ 保険料 

10 保険金その他の給付金の支払事由及びその給付の内容 

11 免責事由、契約無効の原因、契約の全部又は一部の解除の原因及び当該解除の場合におけ

る当事者の有する権利及び義務 

12 契約者配当等の有無及びその内容 

13 特約の名称及びその内容 

14 日本に支店を設けない外国保険業者との契約の有無及びその概要 

15 その他参考事項 

（備考） 

１ 保険契約者、保険金その他の給付金の受取人が外国人又は外国法人であって、日本に居所又は事務所を有

する場合には、そのうち主たるものを付記すること。 

２ 保険金その他の給付金の額及び保険料は、いずれの国の通貨による表示であるかを明記し、外貨表示であ

る場合にはその邦貨換算額を、また、外貨表示であっても保険金その他の給付金が邦貨で支払われる場合又

は邦貨表示であっても保険金その他の給付金が外貨で支払われる場合には、その旨をそれぞれ付記すること。

 
別紙様式第１３号（第１１７条関係） 

日本に支店等を設けない外国保険業者に対する 

 生命保険契約の申込みの許可申請書 

年  月  日 

金融庁長官 殿 

商号又は名称 

氏名            印 

（法人等にあっては、代表者の氏名） 

 保険業法第１８６条第２項及び同法施行規則第１１７条の規定により、下記の内容の

生命保険契約の申込みの許可を申請します。 

記 

１ 保険契約の種類及び名称 

２ 外国保険業者 

（１）氏名又は商号若しくは名称及び代表者の氏名 

（２）住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 

（３）組織 

（４）国籍 

３ 保険契約者 

（１）氏名又は商号若しくは名称及び代表者の氏名 

（２）住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 

（３）国籍 

（４）職業又は事業の目的 

４ 被保険者 

（５） 氏名、年齢及び性別 

（６） 住所 

（７） 国籍 

（８） 職業 

５ 保険金その他の給付金の受取人 

（１）氏名又は商号若しくは名称及び代表者の氏名 

（２）住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 

（３）国籍 

（４）職業又は事業の目的 

（５）保険契約者との続柄 

６ 保険金その他の給付金の額 

７ 保険期間 

８ 保険料の払込方法及び払込期間 

９ 保険料 

10 保険金その他の給付金の支払事由及びその給付の内容 

11 免責事由、契約無効の原因、契約の全部又は一部の解除の原因及び当該解除の場合におけ

る当事者の有する権利及び義務 

12 契約者配当等の有無及びその内容 

13 特約の名称及びその内容 

14 日本に支店を設けない外国保険業者との契約の有無及びその概要 

15 その他参考事項 

（備考） 

１ 保険契約者、保険金その他の給付金の受取人が外国人又は外国法人であって、日本に居所又は事務所を有

する場合には、そのうち主たるものを付記すること。 

２ 保険金その他の給付金の額及び保険料は、いずれの国の通貨による表示であるかを明記し、外貨表示であ

る場合にはその邦貨換算額を、また、外貨表示であっても保険金その他の給付金が邦貨で支払われる場合又

は邦貨表示であっても保険金その他の給付金が外貨で支払われる場合には、その旨をそれぞれ付記すること。



  

改正後 現行 

３ 保険金その他の給付金の受取人が二人以上ある場合には、各人の受取る保険金その他の給付金の種類及び

金額を記入すること。 

 

 

 

 

 

３ 保険金その他の給付金の受取人が二人以上ある場合には、各人の受取る保険金その他の給付金の種類及び

金額を記入すること。 

 

 
 
 
 
 
  



  

 

改正後 現行 

 
別紙様式第１４号（第１１７条関係） 

日本に支店等を設けない外国保険業者に対する 

 損害保険契約の申込みの許可申請書 

年  月  日 

金融庁長官 殿 

商号又は名称 

氏名            印 

（法人等にあっては、代表者の氏名） 

 保険業法第１８６条第２項及び同法施行規則第１１７条の規定により、下記の内容の

損害保険契約の申込みの許可を申請します。 

記 

１ 保険契約の種類及び名称 

２ 外国保険業者 

（１）氏名又は商号若しくは名称及び代表者の氏名 

（２）住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 

（３）組織 

（４）国籍 

３ 保険契約者 

（１）氏名又は商号若しくは名称及び代表者の氏名 

（２）住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 

（３）組織 

（４）職業又は事業の目的 

４ 被保険者 

（１）氏名又は商号若しくは名称及び代表者の氏名 

（２）住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 

（３）組織 

（４）職業又は事業の目的 

５ 保険の目的の概要及び保険価額 

６ 保険金その他の給付金の額 

７ 保険期間 

８ 保険料の払込方法及び保険金その他の給付金の受領方法 

９ 保険料率及び保険料 

10 保険金その他の給付金の支払事由又は損害のてん補の方法 

11 免責事由及び告知又は通知義務 

12 特約の内容 

13 日本に支店等を設けない外国保険業者との保険契約の有無及びその概要 

14 その他参考事項 

（備考） 

１ 保険契約者が外国人又は外国法人であって、日本に居所又は事務所を有する場合には、そのうち主たるも

のを付記すること。 

２ 保険金その他の給付金の額及び保険料は、いずれの国の通貨による表示であるかを明記し、外貨表示であ

る場合にはその邦貨換算額を、また、外貨表示であっても保険金その他の給付金が邦貨で支払われる場合又

は邦貨表示であっても保険金その他の給付金が外貨で支払われる場合には、その旨をそれぞれ付記すること。

 

 

 
別紙様式第１４号（第１１７条関係） 

日本に支店等を設けない外国保険業者に対する 

 損害保険契約の申込みの許可申請書 

年  月  日 

金融庁長官 殿 

商号又は名称 

氏名            印 

（法人等にあっては、代表者の氏名） 

 保険業法第１８６条第２項及び同法施行規則第１１７条の規定により、下記の内容の

損害保険契約の申込みの許可を申請します。 

記 

１ 保険契約の種類及び名称 

２ 外国保険業者 

（１）氏名又は商号若しくは名称及び代表者の氏名 

（２）住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 

（３）組織 

（４）国籍 

３ 保険契約者 

（１）氏名又は商号若しくは名称及び代表者の氏名 

（２）住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 

（３）組織 

（４）職業又は事業の目的 

４ 被保険者 

（１）氏名又は商号若しくは名称及び代表者の氏名 

（２）住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 

（３）組織 

（４）職業又は事業の目的 

５ 保険の目的の概要及び保険価額 

６ 保険金その他の給付金の額 

７ 保険期間 

８ 保険料の払込方法及び保険金その他の給付金の受領方法 

９ 保険料率及び保険料 

10 保険金その他の給付金の支払事由又は損害のてん補の方法 

11 免責事由及び告知又は通知義務 

12 特約の内容 

13 日本に支店等を設けない外国保険業者との保険契約の有無及びその概要 

14 その他参考事項 

（備考） 

１ 保険契約者が外国人又は外国法人であって、日本に居所又は事務所を有する場合には、そのうち主たるも

のを付記すること。 

２ 保険金その他の給付金の額及び保険料は、いずれの国の通貨による表示であるかを明記し、外貨表示であ

る場合にはその邦貨換算額を、また、外貨表示であっても保険金その他の給付金が邦貨で支払われる場合又

は邦貨表示であっても保険金その他の給付金が外貨で支払われる場合には、その旨をそれぞれ付記すること。

 

  



 
改正後 現行 

別紙様式第１４号の２（第１４３条関係） 

（平１７内府令６８）

（日本工業規格Ａ４）

 

年  月  日から 

      年度中                日本における中間業務報告書 

年  月  日まで 

 

年   月   日

金融庁長官 殿 

住 所 

会社名 

日本における代表者   氏 名      印 

       年   月   日から     年   月   日までの日本における業務及び財産の状況

を次のとおり報告します。 
 

目   次 
 

第１ 中間事業報告 
 １ 日本における保険業の現況に関する事項 

 （１） 日本における事業の経過及び成果等 

 （２） 日本における財産及び損益の状況 

 （３） 日本における支店等及び代理店の状況 

 （４） 日本における使用人の状況 

（５） その他 

 

第２ 日本における保険業の中間貸借対照表 

第３ 日本における保険業の中間損益計算書 

第４ 日本における保険業の中間キャッシュ･フロー計算書 

第５ 基金等変動計算書 
第６ 保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 

（記載上の注意） 

  外国保険会社等の日本における事業の内容を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる事項を

細分し、又は新たに項目を設けて記載すること。 

 

第１ 

年  月  日から 

     年度中                日本における保険業の中間事業報告書 

年  月  日まで 

 

１ 日本における事業の経過及び成果 

（記載上の注意） 

  次に掲げる事項についても記載すること。 

別紙様式第１４号の２（第１４３条関係） 

（平１６内府令６６）

（日本工業規格Ａ４）

 

年  月  日から 

      年度中                日本における中間業務報告書 

年  月  日まで 

 

年   月   日

金融庁長官 殿 

住 所 

会社名 

日本における代表者   氏 名      印 

       年   月   日から     年   月   日までの日本における業務及び財産の状況

を次のとおり報告します。 
 

目   次 
 

第１ 日本における保険業の中間事業報告書 

 １ 日本における事業の経過及び成果 

 ２ 日本における事業の成績及び日本における財産の状況の推移 

 ３ 日本における支店等及び代理店の状況 

 ４ 日本における従業員等の状況 

 ５ 日本における事業年度に係る中間期末後に生じた外国保険会社等の状況に関する重要な事実 

 ６ その他外国保険会社等の状況に関する重要な事項 

 
第２ 日本における保険業の中間貸借対照表 

第３ 日本における保険業の中間損益計算書 

第４ 日本における保険業の中間キャッシュ･フロー計算書 

第５ 保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 

 
（記載上の注意） 

  外国保険会社等の日本における事業の内容を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる事項を

細分し、又は新たに項目を設けて記載すること。 

 

第１ 

年  月  日から 

     年度中                日本における保険業の中間事業報告書 

年  月  日まで 

 

１ 日本における事業の経過及び成果 

（記載上の注意） 

  次に掲げる事項についても記載すること。 

 



改正後 現行 
１ 外国保険会社等の日本における主要な事業内容、金融経済環境並びにその事業年度における事業の経過及

び成果を記載すること。 
２ 外国保険会社等が日本における対処すべき課題を記載すること。 
３ 外国生命保険会社等においては、日本における保有契約高、新契約高及び減少契約高の状況及び推移、責

任準備金の状況及び推移を記載すること。 

 

２ 日本における事業の成績及び日本における財産の状況の推移 

（外国生命保険会社等） 

区   分 前 期 末 前中間期末 当中間期末 

保

有

契

約

高 

 
個 人 保 険 

個 人 年 金 保 険 

団 体 保 険 

団 体 年 金 保 険 

そ の 他 の 保 険 

億円 億円 億円

 
保 険 料 等 収 入 

資 産 運 用 収 益 

保 険 金 等 支 払 金 

経 常 利 益 ( 又 は 経 常 損 失 ) 

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益 

 ( 又 は中間（当期）純損失 ) 

総 資 産 

百万円 百万円 百万円

（記載上の注意） 

 １ 記載事項に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に中期すること。 
 ２ 必要に応じ、日本における事業の成績及び日本における財産の状況の推移についての説明その他の事項を 
記載すること。 

３ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主

 資本等変動計算書（相互会社にあっては、基金等変動計算書）に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更

その他の正当な理由により過年度に係る報告をしたものと異なっているときは、修正後の過年度事項を反映し

た事項とすることを妨げない。 

 

（外国損害保険会社等） 

区   分 前 期 末 前中間期末 当中間期末 

正 味 収 入 保 険 料 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

億円 億円 億円

 

１ 日本における保有契約高、新契約高及び減少契約高の状況及び推移(外国生命保険会社等) 

２ 日本における資産運用の状況 

３ 日本における責任準備金の状況及び推移(外国生命保険会社等) 

４ 日本における会社が対処すべき課題 

 

 

２ 日本における事業の成績及び日本における財産の状況の推移 

（外国生命保険会社等） 

区   分 前 期 末 前中間期末 当中間期末 

保

有

契

約

高

個 人 保 険

個 人 年 金 保 険

団 体 保 険

団 体 年 金 保 険

そ の 他 の 保 険

億円 億円 億円

保 険 料 等 収 入

資 産 運 用 収 益

保 険 金 等 支 払 金

経 常 利 益 ( 又 は 経 常 損 失 )

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

 ( 又は中間（当期）純損失 )

総 資 産

百万円 百万円 百万円

 
 
（記載上の注意） 

  必要に応じ、日本における事業の成績及び日本における財産の状況の推移についての説明その他の事項を 
記載すること。 

 

 

 

 

 

 

（外国損害保険会社等） 

区   分 前 期 末 前中間期末 当中間期末 

正 味 収 入 保 険 料

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

億円 億円 億円

 
 



（ そ の 他 ） 
利 息 及 び 配 当 金 収 入 
保険引受利益（又は保険引受損失） 
経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 
当期純利益（又は当期純損失） 
正 味 損 害 率 
正 味 事 業 費 率 

  

運 用 資 産 

総 資 産 

  

（記載上の注意） 

１ 正味収入保険料の内訳は、各外国損害保険会社等の実態に応じ、主な保険５種類以上を記載すること。 

２ 運用資産は、預貯金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有

価証券、金銭の信託、有価証券、貸付金、土地及び建物の合計額を記載し、その旨を注記すること。 

３ 記載事項に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 
４ 必要に応じ、日本における財産の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

５ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主

 資本等変動計算書（相互会社にあっては、基金等変動計算書）に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更そ

の他の正当な理由により過年度に係る報告をしたものと異なっているときは、修正後の過年度事項を反映した事

項とすることを妨げない。 

 

３ 日本における支店等及び代理店の状況 

区    分 前 期 末 当 中 間 期 末 増  減（△） 

日 本 に お け る 支 店    

日 本 に お け る 代 理 店   

（記載上の注意） 

  支店以外の呼称を使用する外国保険会社等にあっては、その形態に応じ、その呼称により記載すること。 

 

４ 日本における使用人の状況 

当 中 間 期 末 現 在 区分 前期末 当中間 

期 末 

増 減 

（△） 平均年齢 平均勤続年数 平均給与月額

内 務 職 員 名 名 名 歳 年 千円

営 業 職 員       

（記載上の注意） 

 １ 外国生命保険会社等にあっては、営業職員欄には生命保険募集人（ただし、内務職員を除く。）について記

載すること。 

 ２ 外国損害保険会社等にあっては、営業職員欄には固定給と歩合給を支給されている社員（ただし、特別研修

生を除く。）について記載すること。 

 

５ 日本における事業年度に係る中間期末後に生じた外国保険会社等の状況に関する重要な事実 

 

６ その他外国保険会社等の状況に関する重要な事項 

 

（ そ の 他 ）

利 息 及 び 配 当 金 収 入

保険引受利益（又は保険引受損失）

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

当期純利益（又は当期純損失）

   

正 味 損 害 率

正 味 事 業 費 率

  

運 用 資 産

総 資 産

  

（記載上の注意） 

１ 正味収入保険料の内訳は、各外国損害保険会社等の実態に応じ、主な保険５種類以上を記載すること。 

２ 運用資産は、預貯金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有

価証券、金銭の信託、有価証券、貸付金、土地及び建物の合計額を記載し、その旨を注記すること。 

３ 必要に応じ、日本における事業の成績及び日本における財産の状況の推移についての説明その他の事項を記

載すること。 

 

 

 

 

 

３ 日本における支店等及び代理店の状況 

区    分 前 期 末 当 中 間 期 末 増  減（△） 

日 本 に お け る 支 店    

日 本 に お け る 代 理 店   

（記載上の注意） 

  支店以外の呼称を使用する外国保険会社等にあっては、その形態に応じ、その呼称により記載すること。 

 

４ 日本における従業員等の状況 

当 中 間 期 末 現 在 区分 前期末 当中間 

期 末 

増 減 

（△） 平均年齢 平均勤続年数 平均給与月額

内 務 職 員 名 名 名 歳 年 千円

営 業 職 員       

（記載上の注意） 

 １ 外国生命保険会社等にあっては、営業職員欄には生命保険募集人（ただし、内務職員を除く。）について記

載すること。 

 ２ 外国損害保険会社等にあっては、営業職員欄には固定給と歩合給を支給されている社員（ただし、特別研修

生を除く。）について記載すること。 

 

５ 日本における事業年度に係る中間期末後に生じた外国保険会社等の状況に関する重要な事実 

 

６ その他外国保険会社等の状況に関する重要な事項 

 

 
 



改正後 現行 
第２      年度中（ 年  月  日現在）の日本における保険業の中間貸借対照表 

（外国生命保険会社等）                         （単位：百万円） 

科   目 金   額 科   目 金   額 

（ 負 債 の 部 ） 

保 険 契 約 準 備 金 

 支 払 備 金 

 責 任 準 備 金 

 契 約 者 配 当 準 備 金 

代 理 店 借 

再 保 険 借 

短 期 社 債 

社 債 

新 株 予 約 権 付 社 債 

そ の 他 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 

価 格 変 動 準 備 金 

金融先物取引責任準備金 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 

繰 延 税 金 負 債 

再評価に係る繰延税金負債 

支 払 承 諾 

本 支 店 勘 定 

負債の部 合計 

 （ 資 産 の 部 ） 

現 金 及 び 預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債券貸借取引支払保証金 

買 入 金 銭 債 権 

商 品 有 価 証 券 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

貸 付 金 

有 形 固 定 資 産 

無 形 固 定 資 産 

代 理 店 貸 

再 保 険 貸 

そ の 他 資 産 

繰 延 税 金 資 産 

再評価に係る繰延税金

資 産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

本 支 店 勘 定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

（ 純 資 産 の 部 ） 

持 込 資 本 金 

供 託 金 

剰 余 金 

 中 間 未 処 分 利 益 

 （又は中間未処理損失） 

中 間 純 利 益 

  （又は中間純損失） 

 

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 
土 地 再 評 価 差 額 金 

株 式 等 評 価 差 額 金 

純資産の部 合計 

 

資産の部合計  負債及び純資産の部合計  

 
（外国損害保険会社等）                         （単位：百万円） 

科   目 金   額 科   目 金   額  

第２      年度中（ 年  月  日現在）の日本における保険業の中間貸借対照表 

（外国生命保険会社等）                         （単位：百万円） 

科   目 金   額 科   目 金   額 

（ 負 債 の 部 ）

保 険 契 約 準 備 金

 支 払 備 金

 責 任 準 備 金

 契 約 者 配 当 準 備 金 

代 理 店 借

再 保 険 借

短 期 社 債

社 債

新 株 予 約 権 付 社 債

そ の 他 負 債

退 職 給 付 引 当 金

価 格 変 動 準 備 金

金融先物取引責任準備金

証 券 取 引 責 任 準 備 金

繰 延 税 金 負 債

再評価に係る繰延税金負債

支 払 承 諾

本 支 店 勘 定

負債の部 合計 

 （ 資 産 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金

買 入 金 銭 債 権

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 付 金

不 動 産 及 び 動 産

（ 新 設 ）

代 理 店 貸

再 保 険 貸

そ の 他 資 産

繰 延 税 金 資 産

再評価に係る繰延税金資産

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

本 支 店 勘 定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

 

 

（ 資 本 の 部 ）

持 込 資 本 金

供 託 金

剰 余 金

 中 間 未 処 分 利 益 

 （又は中間未処理損失） 

中 間 純 利 益

  （又は中間純損失） 

 

  （ 新 設 ）

土 地 再 評 価 差 額 金

株 式 等 評 価 差 額 金

資産の部 合計 

 

資産の部合計  負債及び資本の合計  

 
（外国損害保険会社等）                         （単位：百万円） 

科   目 金   額 科   目 金   額  
 

改正後 現行 



（ 負 債 の 部 ） 

保 険 契 約 準 備 金 

  支 払 備 金 

 責 任 準 備 金 

短 期 社 債 

社 債 

新 株 予 約 権 付 社 債 

そ の 他 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 

価 格 変 動 準 備 金 

金融先物取引責任準備金 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 

繰 延 税 金 負 債 

再評価に係る繰延税金負債 

支 払 承 諾 

本 支 店 勘 定 

負債の部 合計 

 （ 資 産 の 部 ） 

現 金 及 び 預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 

買 入 金 銭 債 権 

商 品 有 価 証 券 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

貸 付 金 

有 形 固 定 資 産 

無 形 固 定 資 産 

そ の 他 資 産 

繰 延 税 金 資 産 

再評価に係る繰延税金資産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

本 支 店 勘 定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

（ 純 資 産 の 部 ） 

持 込 資 本 金 

供 託 金 

剰 余 金 

 中 間 未 処 分 利 益 

 （又は中間未処理損失） 

 中 間 純 利 益 

  （又は中間純損失） 

その他有価証券評価差額金 
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 
土 地 再 評 価 差 額 金 

純資産の部 合計 

 

資産の部合計  負債及び純資産の部合計  

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになるよ

うに記載すること。 

（１）継続企業の前提（会社法計算規則第１３１条に規定するものをいう。以下同じ。）に重要な疑義を抱

かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響の計算書類への反映の有無 

（２）次に掲げる会社方針に関する事項 

① 有価証券の評価基準及び評価方法。また、保険業法第１９９条において準用する同法第１１２条第

１項による評価換えをしたときは、その旨 

② 金銭の信託の評価基準及び評価方法 

③ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

（ 負 債 の 部 ）

保 険 契 約 準 備 金

  支 払 備 金

 責 任 準 備 金 

短 期 社 債

社 債

新 株 予 約 権 付 社 債

そ の 他 負 債

退 職 給 付 引 当 金

価 格 変 動 準 備 金

金融先物取引責任準備金

証 券 取 引 責 任 準 備 金

繰 延 税 金 負 債

再評価に係る繰延税金負債 

支 払 承 諾

本 支 店 勘 定

負債の部 合計 

 （ 資 産 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金

買 入 金 銭 債 権

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 付 金

不 動 産 及 び 動 産

（ 新 設 ）

そ の 他 資 産

繰 延 税 金 資 産

再評価に係る繰延税金資産

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

本 支 店 勘 定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

（ 資 本 の 部 ）

持 込 資 本 金

供 託 金

剰 余 金

 中 間 未 処 分 利 益 

 （又は中間未処理損失） 

 中 間 純 利 益

  （又は中間純損失） 

（ 新 設 ）

土 地 再 評 価 差 額 金

株 式 等 評 価 差 額 金

資産の部 合計 

 

資産の部合計  負債及び資本の部合計  

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになる

ように記載すること。 

（１）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響を中間財務諸表に反映しているか否か 

 

（２）有価証券の評価基準及び評価方法 

 

（３）金銭の信託の評価基準及び評価方法 

（４）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 



④ 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差

額 

⑤ 有形固定資産の減価償却の方法 

⑥ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

⑦ 貸倒引当金の計上方法（貸倒引当金には、当期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査

定基準の整備の状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況についても、できる

だけ詳細に記載すること。） 

⑧ 退職給付引当金の計上方法 

⑨ 価格変動準備金、金融先物取引責任準備金及び証券取引責任準備金の計上方法 

⑩ ヘッジ会計の方法 

 

 

 

⑪ その他採用した重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りでない。

 （３）会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

   ① 会計処理の原則又は手続きを変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与え

ている影響の内容 

   ② 表示方法を変更したときは、その内容 

 （４）有価証券の貸付けを行っている場合には、その旨及び金額（金額は貸借対照表価額とし、消費貸借契

約によるもの、使用貸借契約又は賃貸借契約によるものに分けて記載すること。） 

（５）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合計額

なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 

 （６）有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その変

更が軽微であるときは、この限りでない。 

 （７）有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

 （８）資産に係る減損損失累計額を貸借対照表において減価償却累計額に合算して減価償却累計額の科目 

をもって表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれる旨 

 （９）資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額（一括して注記す

ることが適当な場合にあっては、一括した引当金の金額） 

（10）保険業法第１９９条において準用する同法第１１８条に規定する特別勘定の資産及び負債の額 

（11）日本における代表者に対する金銭債権総額及び金銭債務総額。ただし、日本において締結する保険契約

の普通保険約款による取引に係るものは、この限りでない。 

（12）次に掲げるもの（重要でないものを除く。）の発生の主な原因別の内訳 

   ① 繰延税金資産（その算定にあたり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を

含む。） 

   ② 繰延税金負債 

（13）リース契約（ファイナンス・リース取引に該当するもの）により使用する重要な不動産及び動産 

（14）重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額 

（18）外国生命保険会社等にあっては、契約者配当準備金の増減異動及び契約者配当金の支払額 

（19）資産が担保に供されている場合における当該資産の内容及びその金額並びに担保に係る債務の金額 

 

（20）以下に掲げる金額 

① 保険業法施行規則第１６０条において準用する同規則第７３条第３項において準用する同規則第

７１条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）

 

 

（５）不動産及び動産の減価償却の方法 

（６）外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

（７）貸倒引当金の計上方法（当中間期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査定基準の整備

の状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況についても、できるだけ詳細に記

載すること。） 

（８）退職給付引当金の計上方法 

（９）価格変動準備金、金融先物取引責任準備金及び証券取引責任準備金の計上方法 

（10）ヘッジ会計の方法 

（11）本支店勘定は、本店及び他の支店との日常取引で生じる資金の貸借額とする。 

（12）持込資本金は、日本国内に持ち込んだ金額のうち、保険業法第１９７条の自己資本に相当するものと

する。 

（13）その他採用した重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りでない。

（14）会計方針又は記載方法を変更したときは、その旨及びその変更による増減額。ただし、その変更又は

変更による影響が軽微であるときは、この限りでない。 

 

 

 

 

（15）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権､３カ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合計額

なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 

（16）固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その変更が軽微であるときは、

この限りでない。 

（17）不動産及び動産の減価償却累計額、減損損失累計額及び圧縮記帳額 

（18）保険業法第１９９条において準用する同法第１１８条に規定する特別勘定の資産及び負債の額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（19）リース契約（ファイナンス・リース取引に該当するもの）により使用する重要な不動産及び動産 

（20）重要な係争事件に係る損害賠償義務。ただし、負債の部に計上したときは、この限りでない。 

（21）外国生命保険会社等にあっては、契約者配当準備金の増減異動及び契約者配当金の支払額 

（22）その他外国保険会社等の日本における財産の状態を正確に判断するために必要な事項 

（23）担保に供している資産の額及び担保付き債務の額 

（24）以下に掲げる金額 

① 保険業法施行規則第１６０条において準用する同規則第７３条第３項において準用する同規則第

７１条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）



の金額 

② 保険業法施行規則第１６０条において準用する同規則第７１条第１項に規定する再保険を付した

部分に相当する責任準備金（以下「出再責任準備金」という。）の金額 

（21）本支店勘定は、本店及び他の支店との日常取引で生じる資金の貸借額とする。 

（22）持込資本金は、日本国内に持ち込んだ金額のうち、法第１９７条の自己資本に相当するものとする。 

（23）事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事項が発生した場合におけ

る当該事象 

（24）その他外国保険会社等の日本における財産の状態を正確に判断するために必要な事項 

 

 ２ 保険業法第 113 条前段の規定により資産の部に計上した金額がある場合は、「その他の資産」の前に「保

険業法第 113 条繰延資産」として記載すること。 

 ３ 外国損害保険会社が地震保険に関する法律第３条第１項（政府の再保険）に規定する再保険契約を政府

との間で締結している場合には、当該外国損害保険会社において地震保険の責任準備金及び地震に係る受

託金に対応する資産を他の資産と区分して経理している場合における当該資産に係る評価差額について

は、「繰延税金負債」の前に「地震保険評価差額金」として記載すること。 

 ４ 法令等に基づき、又は外国保険会社等の日本における財産の状態を明らかにするために必要があるとき

は、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。

５ 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総額の１

００分の１を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設けて記

載すること。 

６ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

の金額 

② 保険業法施行規則第１６０条において準用する同規則第７１条第１項に規定する再保険を付した

部分に相当する責任準備金（以下「出再責任準備金」という。）の金額 

 

 

 

 

 

 

２ 消費貸借契約等により貸し付けている有価証券は、その種類毎に商品有価証券、有価証券、その他資

産に計上し、その合計額を注記すること。 

 

 

 

 

３ 法令等に基づき、又は外国保険会社等の日本における財産の状態を明らかにするために必要があると

きは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載するこ

と。 

 

 

４ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

 
 
 



改正後 現行 
 

第３ 

年  月  日から 

    年度中                日本における保険業の中間損益計算書 

年  月  日まで 

（外国生命保険会社等）                         （単位：百万円） 

科        目 金   額 

経  常  収  益 

 保 険 料 等 収 入 

     （ う ち 保 険 料 ） 

 資 産 運 用 収 益 

     （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 ） 
     （ う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 益 ） 

     （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益 ） 

     （ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 ） 
     （ う ち 有 価 証 券 売 却 益 ） 

     （ う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 益 ） 

  そ の 他 経 常 収 益 

 

経   

 

常   

 

損   

 

益   

 

の   

 

部  

経  常  費  用 

 保 険 金 等 支 払 金 

     （ う ち 保 険 金 ） 

（ う ち 年 金 ） 

     （ う ち 給 付 金 ） 

     （ う ち 解 約 返 戻 金 ） 

 責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

     （ う ち 支 払 備 金 繰 入 額 ） 

     （ う ち 責 任 準 備 金 繰 入 額 ） 

     （うち契約者配当金積立利息繰入額） 
 資 産 運 用 費 用

     （ う ち 支 払 利 息 ）

     （ う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 損 ）

     （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損 ）

     （ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 ）
     （ う ち 有 価 証 券 売 却 損 ）

     （ う ち 有 価 証 券 評 価 損 ）

     （ う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 損 ）

 事 業 費

 そ の 他 経 常 費 用

 

 

経常利益（又は経常損失）  

 

 

第３ 

年  月  日から 

    年度中                日本における保険業の中間損益計算書 

年  月  日まで 

（外国生命保険会社等）                         （単位：百万円） 

科        目 金   額 

経  常  収  益 

 保 険 料 等 収 入 

     （ う ち 保 険 料 ） 

 資 産 運 用 収 益 

     （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 ） 
     （ う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 益 ） 

     （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益 ） 

     （ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 ） 
     （ う ち 有 価 証 券 売 却 益 ） 

     （ う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 益 ） 

  そ の 他 経 常 収 益 

 

経  

 

常  

 

損  

 

益  

 

の  

 

部  

経  常  費  用 

 保 険 金 等 支 払 金 

     （ う ち 保 険 金 ） 

（ う ち 年 金 ） 

     （ う ち 給 付 金 ） 

     （ う ち 解 約 返 戻 金 ） 

 責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

     （ う ち 支 払 備 金 繰 入 額 ） 

     （ う ち 責 任 準 備 金 繰 入 額 ） 

     （うち契約者配当金積立利息繰入額） 
 資 産 運 用 費 用 

     （ う ち 支 払 利 息 ） 

     （ う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 損 ） 

     （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損 ） 

     （ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 ） 
     （ う ち 有 価 証 券 売 却 損 ） 

     （ う ち 有 価 証 券 評 価 損 ） 

     （ う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 損 ） 

 事 業 費 

 そ の 他 経 常 費 用 

 

 

経常利益（又は経常損失）  

 

改正後 現行 



   

特  別  利  益 

 

 

 特  

別  

損  

益  

の  

部  

 特  別  損  失  

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額

税 引 前 中 間 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ）

法 人 税 及 び 住 民 税

法 人 税 等 調 整 額

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

 

（ 削 除 ）

（ 削 除 ）

（ 削 除 ）

 

 
（外国損害保険会社等）                         （単位：百万円） 

科        目 金   額 

経  常  収  益 

 保 険 引 受 収 益 

     （ う ち 正 味 収 入 保 険 料 ） 

     （ う ち 収 入 積 立 保 険 料 ） 

     （ う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益 ）

    資 産 運 用 収 益 

 （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 収 入 ） 

 （ う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 益 ） 

 （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益 ） 

     （ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 ） 
     （ う ち 有 価 証 券 売 却 益 ） 

     （ う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替 ） 
 そ の 他 経 常 収 益 

 

経 

常 

損 

益 

の 

部 

経  常  費  用 

 保 険 引 受 費 用 

     （ う ち 正 味 支 払 保 険 金 ） 

     （ う ち 損 害 調 査 費 ） 

     （ う ち 諸 手 数 料 及 び 集 金 費 ） 

     （ う ち 満 期 返 戻 金 ） 

     （ う ち 支 払 備 金 繰 入 額 ） 

     （ う ち 責 任 準 備 金 繰 入 額 ） 
資 産 運 用 費 用 

（ う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 損 ） 

 

 

   

特  別  利  益 

 

 

 特  

別  

損  

益  

の  

部  

 特  別  損  失  

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額 

税 引 前 中 間 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ） 

 

前 期 繰 越 利 益 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ） 

本 社 送 金 

中 間 未 処 分 利 益 （ 又 は 中 間 未 処 理 損 失 ） 

 

 
（外国損害保険会社等）                         （単位：百万円） 

科        目 金   額 

経  常  収  益 

 保 険 引 受 収 益 

     （ う ち 正 味 収 入 保 険 料 ） 

     （ う ち 収 入 積 立 保 険 料 ） 

     （ う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益 ） 
    資 産 運 用 収 益 

 （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 収 入 ） 

 （ う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 益 ） 

 （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益 ） 

     （ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 ） 
     （ う ち 有 価 証 券 売 却 益 ） 

     （ う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替 ） 
 そ の 他 経 常 収 益 

 

経 

常 

損 
益 

の 

部 

経  常  費  用 

 保 険 引 受 費 用 

     （ う ち 正 味 支 払 保 険 金 ） 

     （ う ち 損 害 調 査 費 ） 

     （ う ち 諸 手 数 料 及 び 集 金 費 ） 

     （ う ち 満 期 返 戻 金 ） 

     （ う ち 支 払 備 金 繰 入 額 ） 

     （ う ち 責 任 準 備 金 繰 入 額 ） 
資 産 運 用 費 用 

（ う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 損 ） 

 

 
 

改正後 現行 



     （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損 ） 

  （ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 ） 

     （ う ち 有 価 証 券 売 却 損 ） 

     （ う ち 有 価 証 券 評 価 損 ） 

  営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 

 そ の 他 経 常 費 用 

     （ う ち 支 払 利 息 ） 

 

 

 経常利益（又は経常損失）  

 特  別  利  益 

 

 

 特

別

損

益

の

部 

 特  別  損  失 

 

 

 

税 引 前 中 間 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ） 

 

（ 削 除 ） 
（ 削 除 ） 
（ 削 除 ） 

 

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。ただし、日本における保険業の中間貸借対照表に記載したものは、この限

りでない。 

（１）日本における保険業の損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされ

ている会計方針は、この限りでない。 

（２）日本における保険業の損益計算書の作成に関する会計方針又は記載方法を変更したときは、その旨

及びその変更による増減額。ただし、その変更又は変更による影響が軽微であるときは、この限りで

ない。 

（３）外国生命保険会社等にあっては、有価証券売却益、有価証券売却損及び有価証券評価損の主な内訳 

（４）以下の収益及び費用に関する内訳（ただし、①から③まで及び⑥の注記は、外国生命保険会社を除

く。） 

① 正味収入保険料の計算上差し引かれた支払再保険料の金額 

② 正味支払保険金の計算上差し引かれた回収再保険金の金額 

③ 諸手数料及び集金費の計算上差し引かれた出再保険手数料の金額 

④ 支払備金繰入額又は支払備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再支払備金繰

入額又は出再支払備金戻入額 

⑤ 責任準備金繰入額又は責任準備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再責任準備金繰

入額又は出再責任準備金戻入額 

     （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損 ） 

  （ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 ） 

     （ う ち 有 価 証 券 売 却 損 ） 

     （ う ち 有 価 証 券 評 価 損 ） 

  営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 

 そ の 他 経 常 費 用 

     （ う ち 支 払 利 息 ） 

 

 

 経常利益（又は経常損失）  

 特  別  利  益 

 

 

 特

別

損

益

の

部 

 特  別  損  失 

 

 

 

税 引 前 中 間 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ） 

 

前 期 繰 越 利 益 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ） 

本 社 送 金 

中 間 未 処 分 利 益 （ 又 は 中 間 未 処 理 損 失 ） 

 

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。ただし、日本における保険業の中間貸借対照表に記載したものは、この限

りでない。 

（１）日本における保険業の中間損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則と

されている会計方針は、この限りでない。 

（２）日本における保険業の中間損益計算書の作成に関する会計方針又は記載方法を変更したときは、そ

の旨及びその変更による増減額。ただし、その変更又は変更による影響が軽微であるときは、この限

りでない。 

（３）外国生命保険会社等にあっては、有価証券売却益、有価証券売却損及び有価証券評価損の主な内訳 

（４）以下の収益及び費用に関する内訳（ただし、①から③までの注記は、外国生命保険会社等を除く。）

 

① 正味収入保険料の計算上差し引かれた支払再保険料の金額 

② 正味支払保険金の計算上差し引かれた回収再保険金の金額 

③ 諸手数料及び集金費の計算上差し引かれた出再保険手数料の金額 

④ 支払備金繰入額又は支払備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再支払備金繰

入額又は出再支払備金戻入額 

⑤ 責任準備金繰入額又は責任準備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再責任準備金繰

入額又は出再責任準備金戻入額 



⑥ 利息及び配当金収入の資産源泉別内訳 

 

（５）商品有価証券及び売買目的有価証券に係るそれぞれの利息及び配当金収入、売却損益及び評価損益

の金額 

（６）金銭の信託及び金融派生商品に係るそれぞれの評価損益の金額 

（７）その他日本における保険業の損益の状態を正確に判断するために必要な事項 

２ 法令等に基づき、又は外国保険会社等の日本における保険業の損益の状態を明らかにするために必要が

あるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載す

ること。 

３ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

第４ 

年  月  日から 

  年度中               日本における保険業の中間キャッシュ・フロー計算書 

年  月  日まで 

 

（外国生命保険会社等－直接法により表示する場合）            （単位：百万円） 

科          目 金        額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

保険料等収入 

保険金支払いによる支出 

年金支払いによる支出 

給付金支払いによる支出 

解約返戻支払いによる支出 

事業費の支出 

その他 

    小      計 

利息及び配当金等の受取額 

利息の支払額 

契約者配当金の支払額 

その他 

法人税等の支払額 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 

 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

預貯金の純増加額 

買入金銭債権の取得による支出 

買入金銭債権の売却・償還による収入 

金銭の信託の増加による支出 

金銭の信託の減少による収入 

有価証券の取得による支出 

有価証券の売却・償還による収入 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸付けによる支出 

貸付金の回収による収入 
 

 

⑥ 利息及び配当等金収入（外国損害保険会社等にあっては、利息及び配当金収入）の資産 

 源泉別内訳 

 （５）法人税及び住民税と法人税等調整額とを一括して記載したときは、その旨 

 

 

（６）その他日本における保険業の損益の状態を正確に判断するために必要な事項 

２ 法令等に基づき、又は外国保険会社等の日本における保険業の損益の状態を明らかにするために必要が

あるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載す

ること。 

３ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

第４ 

年  月  日から 

  年度中               日本における保険業の中間キャッシュ・フロー計算書 

年  月  日まで 

 

（外国生命保険会社等－直接法により表示する場合）            （単位：百万円） 

科          目 金        額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

保険料等収入 

保険金支払いによる支出 

年金支払いによる支出 

給付金支払いによる支出 

解約返戻支払いによる支出 

事業費の支出 

その他 

    小      計 

利息及び配当金等の受取額 

利息の支払額 

契約者配当金の支払額 

その他 

法人税等の支払額 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 

 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

預貯金の純増加額 

買入金銭債権の取得による支出 

買入金銭債権の売却・償還による収入 

金銭の信託の増加による支出 

金銭の信託の減少による収入 

有価証券の取得による支出 

有価証券の売却・償還による収入 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸付けによる支出 

貸付金の回収による収入 
 

 



その他 

    Ⅱ①小    計 

     （Ⅰ＋Ⅱ①） 

不動産及び動産の取得による支出 

不動産及び動産の売却による収入 

その他 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 

 

         （       ） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

借入れによる収入 

借入金の返済による支出 

社債の発行による収入 

社債の償還による支出 

株式の発行による収入 

自己株式の取得による支出 

配当金の支払額 

本店からの送金による収入 

本店への送金による支出 

その他 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 

 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高  

 

（外国生命保険会社等－間接法により表示する場合）            （単位：百万円） 

科          目 金       額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前中間純利益（損失） 

 

減価償却費 

支払備金の増加額 

責任準備金の増加額 

契約者配当準備金積立利息繰入額 

契約者配当準備金繰入額 

貸倒引当金の増加額 

退職給付引当金の増加額 

価格変動準備金の増加額 

金融先物取引責任準備金の増加額 

証券取引責任準備金の増加額 

利息及び配当金等収入 

 

有価証券関係損益 

支払利息 
 

その他 

    Ⅱ①小    計 

     （Ⅰ＋Ⅱ①） 

不動産及び動産の取得による支出 

不動産及び動産の売却による収入 

その他 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 

 

         （       ） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

借入れによる収入 

借入金の返済による支出 

社債の発行による収入 

社債の償還による支出 

株式の発行による収入 

自己株式の取得による支出 

配当金の支払額 

本店からの送金による収入 

本店への送金による支出 

その他 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 

 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高  

 

（外国生命保険会社等－間接法により表示する場合）            （単位：百万円） 

科          目 金       額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前中間純利益（損失） 

 

減価償却費 

支払備金の増加額 

責任準備金の増加額 

契約者配当準備金積立利息繰入額 

契約者配当準備金繰入額 

貸倒引当金の増加額 

退職給付引当金の増加額 

価格変動準備金の増加額 

金融先物取引責任準備金の増加額 

証券取引責任準備金の増加額 

利息及び配当金等収入 

 

有価証券関係損益 

支払利息 
 



不動産動産関係損益 

その他 

     小   計 

利息及び配当金の受取額 

利息の支払額 

契約者配当金の支払額 

その他 

法人税等の支払額 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

預貯金の純増加額 

買入金銭債権の取得による支出 

買入金銭債権の売却・償還による収入 

金銭の信託の増加による支出 

    金銭の信託の減少による収入 

有価証券の取得による支出 

有価証券の売却・償還による収入 

貸付けによる支出 

貸付金の回収による収入 

その他 

Ⅱ①小   計 

（Ⅰ＋Ⅱ①） 

       不動産及び動産の取得による支出 

       不動産及び動産の売却による収入 

       その他 

     投資活動によるキャッシュ・フロー 

                （       ） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

借入れによる収入 

借入金の返済による支出 

社債の発行による収入 

社債の償還による支出 

株式の発行による収入 

自己株式の取得による支出 

配当金の支払額 

本店からの送金による収入 

本店への送金による支出 

その他 

     財務活動によるキャッシュ・フロー 

 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高  

 

不動産動産関係損益 

その他 

     小   計 

利息及び配当金の受取額 

利息の支払額 

契約者配当金の支払額 

その他 

法人税等の支払額 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

預貯金の純増加額 

買入金銭債権の取得による支出 

買入金銭債権の売却・償還による収入 

金銭の信託の増加による支出 

    金銭の信託の減少による収入 

有価証券の取得による支出 

有価証券の売却・償還による収入 

貸付けによる支出 

貸付金の回収による収入 

その他 

Ⅱ①小   計 

（Ⅰ＋Ⅱ①） 

       不動産及び動産の取得による支出 

       不動産及び動産の売却による収入 

       その他 

     投資活動によるキャッシュ・フロー 

                （       ） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

借入れによる収入 

借入金の返済による支出 

社債の発行による収入 

社債の償還による支出 

株式の発行による収入 

自己株式の取得による支出 

配当金の支払額 

本店からの送金による収入 

本店への送金による支出 

その他 

     財務活動によるキャッシュ・フロー 

 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高  

 



（外国損害保険会社等－直接法により表示する場合）            （単位：百万円） 

科          目 金        額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

保険料の収入 

積立保険料の収入 

保険金の支出 

損害調査費の支出 

諸手数料及び集金費の支出 

満期返戻金の支出 

契約者配当金の支出 

営業費及び一般管理費の支出 

その他 

小      計 

利息及び配当金の受取額 

利息の支払額 

その他 

法人税等の支払額 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 

 

Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー 
預貯金の純増加額 

買入金銭債権の取得による支出 

買入金銭債権の売却・償還による収入 

金銭の信託の増加による支出 

    金銭の信託の減少による収入 

    有価証券の取得による支出 

有価証券の売却・償還による収入 

       貸付けによる支出 

       貸付金の回収による収入 

 

その他 

    Ⅱ①小    計 

     （Ⅰ＋Ⅱ①） 

不動産及び動産の取得による支出 

不動産及び動産の売却による収入 

その他 

     投資活動によるキャッシュ・フロー 

 

 

              （       ） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

借入による収入 

借入金の返済による支出 

 

 

（外国損害保険会社等－直接法により表示する場合）            （単位：百万円） 

科          目 金        額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

保険料の収入 

積立保険料の収入 

保険金の支出 

損害調査費の支出 

諸手数料及び集金費の支出 

満期返戻金の支出 

契約者配当金の支出 

営業費及び一般管理費の支出 

その他 

小      計 

利息及び配当金の受取額 

利息の支払額 

その他 

法人税等の支払額 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 

 

Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー 
預貯金の純増加額 

買入金銭債権の取得による支出 

買入金銭債権の売却・償還による収入 

金銭の信託の増加による支出 

    金銭の信託の減少による収入 

    有価証券の取得による支出 

有価証券の売却・償還による収入 

       貸付けによる支出 

       貸付金の回収による収入 

 

その他 

    Ⅱ①小    計 

     （Ⅰ＋Ⅱ①） 

不動産及び動産の取得による支出 

不動産及び動産の売却による収入 

その他 

     投資活動によるキャッシュ・フロー 

 

 

              （       ） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

借入による収入 

借入金の返済による支出 

 

 



社債の発行による収入 

社債の償還による支出 

株式の発行による収入 

自己株式の取得による支出 

配当金の支払額 

       本店からの送金による収入 

 

本店への送金による支出 

その他 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 

 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高  

 

（外国損害保険会社等－間接法により表示する場合）            （単位：百万円） 

科          目 金        額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前中間純利益（損失） 

減価償却費 

支払備金の増加額 

責任準備金等の増加額 

貸倒引当金の増加額 

退職給付引当金の増加額 

価格変動準備金の増加額 

金融先物取引責任準備金の増加額 

証券取引責任準備金の増加額 

利息及び配当金収入 

有価証券関係損益 

支払利息 

不動産動産関係損益 

その他 

小   計 

       利息及び配当金の受取額 

    利息の支払額 

       その他 

       法人税等の支払額 

 

 

     営業活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

預貯金の純増加額 

買入金銭債権の取得による支出 

 

 

  

社債の発行による収入 

社債の償還による支出 

株式の発行による収入 

自己株式の取得による支出 

配当金の支払額 

       本店からの送金による収入 

 

本店への送金による支出 

その他 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 

 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高  

 

（外国損害保険会社等－間接法により表示する場合）            （単位：百万円） 

科          目 金        額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前中間純利益（損失） 

減価償却費 

支払備金の増加額 

責任準備金等の増加額 

貸倒引当金の増加額 

退職給付引当金の増加額 

価格変動準備金の増加額 

金融先物取引責任準備金の増加額 

証券取引責任準備金の増加額 

利息及び配当金収入 

有価証券関係損益 

支払利息 

不動産動産関係損益 

その他 

小   計 

       利息及び配当金の受取額 

    利息の支払額 

       その他 

       法人税等の支払額 

 

 

     営業活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

預貯金の純増加額 

買入金銭債権の取得による支出 

 

 

  
 

改正後 現行 



買入金銭債権の売却・償還による収入 

金銭の信託の増加による支出 

金銭の信託の減少による収入 

有価証券の取得による支出 

有価証券の売却・償還による収入 

貸付けによる支出 

貸付金の回収による収入 

その他 

Ⅱ①小   計 

（Ⅰ＋Ⅱ①） 

       不動産及び動産の取得による支出 

       不動産及び動産の売却による収入 

       その他 

     投資活動によるキャッシュ・フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  （       ） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

借入れによる収入 

借入金の返済による支出 

社債の発行による収入 

社債の償還による支出 

株式の発行による収入 

自己株式の取得による支出 

配当金の支払額 

本店からの送金による収入 

本店への送金による支出 

その他 

     財務活動によるキャッシュ・フロー 

 

 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  

 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  

 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  

 Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高  

（注１）Ⅱ①は、資産運用活動によるキャッシュ・フローをいう。 

（注２）（Ⅰ＋Ⅱ①）は、営業活動によるキャッシュ・フローと資産運用活動によるキャッシュ・フローの合計を

いう。 

（記載上の注意） 

１ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。 

２ 法令等に基づき、又は外国保険会社等の日本における保険業のキャッシュ・フローの状態を明らかに

するために必要があるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて

適切な場所に記載すること。また、金額の重要性が乏しい科目については、「その他」として一括して

記載することができる。 

 

買入金銭債権の売却・償還による収入 

金銭の信託の増加による支出 

金銭の信託の減少による収入 

有価証券の取得による支出 

有価証券の売却・償還による収入 

貸付けによる支出 

貸付金の回収による収入 

その他 

Ⅱ①小   計 

（Ⅰ＋Ⅱ①） 

       不動産及び動産の取得による支出 

       不動産及び動産の売却による収入 

       その他 

     投資活動によるキャッシュ・フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  （       ） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

借入れによる収入 

借入金の返済による支出 

社債の発行による収入 

社債の償還による支出 

株式の発行による収入 

自己株式の取得による支出 

配当金の支払額 

本店からの送金による収入 

本店への送金による支出 

その他 

     財務活動によるキャッシュ・フロー 

 

 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  

 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  

 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  

 Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高  

（注１）Ⅱ①は、資産運用活動によるキャッシュ・フローをいう。 

（注２）（Ⅰ＋Ⅱ①）は、営業活動によるキャッシュ・フローと資産運用活動によるキャッシュ・フローの合計を

いう。 

（記載上の注意） 

１ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。 

２ 法令等に基づき、又は外国保険会社等の日本における保険業のキャッシュ・フローの状態を明らかに

するために必要があるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて

適切な場所に記載すること。また、金額の重要性が乏しい科目については、「その他」として一括して

記載することができる。 

 

 



 1

 
現行 改正後 備考 

 
 
第５ 基金等変動計算書 
 

基金等 評価・換算差額等 
剰余金 

損失てん

補準備金 
その他剰余金 剰余金合計 

 
基金 基金償却

積立金 
再評価積

立金 
基金償却

積立金減

少差益 

 社員配当平

衡積立金 
○○積立金 当期未処分

剰余金 
 

基金等合計 その他有価

証券評価差

額金 

繰延ヘッジ

損益 
土地再評価

差額金 
評価・換算差

額等合計 

純資産合計 

前事業年度末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

当中間期変動額                
基金の募集 ×××         ×××     ×××

剰余金処分     ××× ××× ××× △××× △××× △×××     △×××

当期純剰余        ×××  ×××     ×××

基金の償還 △××× ×××    △×××  △××× △×××     △×××

・・・・・                
基金等以外の項目の当

中間期変動額（純額） 
          ××× ××× ××× ××× ×××

当中間期変動額合計 ××× ××× － － ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

当中間期末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

 
（記載上の注意） 
１ 基金等の変動事由及び金額の記載は、概ね、貸借対照表における記載の順序によること。 
２ 基金等以外の項目について、当中間期変動額を、変動事由ごとに記載することができる。この場合には、変動事由及び金額の記載は、概ね、貸借対照表における記載の順序によること。 
３ その他剰余金及び評価・換算差額等は、上記の科目以外の適当な名称を付した科目に細分し、記載することができる。 
４ その他剰余金及び評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前事業年度末残高、当中間期変動額及び当中間期末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 
５ 合計欄の記載は省略することができる。 
６ 剰余金処分欄には、前事業年度の「剰余金処分に関する書面」の剰余金処分額のうち、社員配当準備金および差引純剰余金に対応する金額を記載すること。 
 
 
 
 
 
 
 



改正後 現行 
第６ 

年度中（  年  月  日現在）保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 
 
１ ソルベンシー・マージン総額 

ソ ル ベ ン シ ー ・ マ ー ジ ン 総 額 （ Ａ ） 百万円

（記載上の注意） 

  保険業法第２０２条第１号に掲げる額をいう。 

 

２ リスク合計額 

リ ス ク の 合 計 額 ( Ｂ ) 百万円

（記載上の注意） 

  保険業法第２０２条第２号に掲げる額をいう。 

 

３ 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 

（Ａ）／{（１／２）×（Ｂ）｝ ％

 

第５ 

年度中（  年  月  日現在）保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 
 
１ ソルベンシー・マージン総額 

ソ ル ベ ン シ ー ・ マ ー ジ ン 総 額 （ Ａ ） 百万円

（記載上の注意） 

  保険業法第２０２条第１号に掲げる額をいう。 

 

２ リスク合計額 

リ ス ク の 合 計 額 ( Ｂ ) 百万円

（記載上の注意） 

  保険業法第２０２条第２号に掲げる額をいう。 

 

３ 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 

（Ａ）／{（１／２）×（Ｂ）｝ ％

 

 
 



 
改正後 現行 

別紙様式第１４号の３（第１４３条関係） 

（平  内府令  ）

（日本工業規格Ａ４）

 

年  月  日から 

      年度中                日本における中間業務報告書 

年  月  日まで 

 

年   月   日

金融庁長官 殿 

住 所 

会社名 

日本における代表者   氏 名      印 

       年   月   日から     年   月   日までの日本における業務及び財産の状況

を次のとおり報告します。 
 

目   次 
 

第１ 中間事業報告 
 １ 日本における保険業の現況に関する事項 

 （１） 日本における事業の経過及び成果等 

 （２） 日本における財産及び損益の状況 

 （３） 日本における支店等及び代理店の状況 

 （４） 日本における使用人の状況 

（５） その他 

 

第２ 日本における保険業の中間貸借対照表 

第３ 日本における保険業の中間損益計算書 

第４ 日本における保険業の中間キャッシュ･フロー計算書 

第５ 基金等変動計算書 
第６ 保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 

（記載上の注意） 

  外国保険会社等の日本における事業の内容を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる事項を

細分し、又は新たに項目を設けて記載すること。 

 

第１ 

年  月  日から 

     年度中                日本における保険業の中間事業報告書 

年  月  日まで 

 

１ 日本における事業の経過及び成果 

（記載上の注意） 

  次に掲げる事項についても記載すること。 

別紙様式第１４号の３（第１４３条関係） 

（平１６内府令６６）

（日本工業規格Ａ４）

 

年  月  日から 

      年度中                日本における中間業務報告書 

年  月  日まで 

 

年   月   日

金融庁長官 殿 

住 所 

会社名 

日本における代表者   氏 名      印 

       年   月   日から     年   月   日までの日本における業務及び財産の状況

を次のとおり報告します。 
 

目   次 
 

第１ 日本における保険業の中間事業報告書 

 １ 日本における事業の経過及び成果 

 ２ 日本における事業の成績及び日本における財産の状況の推移 

 ３ 日本における支店等及び代理店の状況 

 ４ 日本における従業員等の状況 

 ５ 日本における事業年度に係る中間期末後に生じた外国保険会社等の状況に関する重要な事実 

 ６ その他外国保険会社等の状況に関する重要な事項 

 
第２ 日本における保険業の中間貸借対照表 

第３ 日本における保険業の中間損益計算書 

第４ 日本における保険業の中間キャッシュ･フロー計算書 

第５ 保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 

 
（記載上の注意） 

  外国保険会社等の日本における事業の内容を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる事項を

細分し、又は新たに項目を設けて記載すること。 

 

第１ 

年  月  日から 

     年度中                日本における保険業の中間事業報告書 

年  月  日まで 

 

１ 日本における事業の経過及び成果 

（記載上の注意） 

  次に掲げる事項についても記載すること。 

 



改正後 現行 
１ 外国保険会社等の日本における主要な事業内容、金融経済環境並びにその事業年度における事業の経過及

び成果を記載すること。 
２ 外国保険会社等が日本における対処すべき課題を記載すること。 
３ 外国生命保険会社等においては、日本における保有契約高、新契約高及び減少契約高の状況及び推移、責

任準備金の状況及び推移を記載すること。 

 

２ 日本における事業の成績及び日本における財産の状況の推移 

（外国生命保険会社等） 

区   分 前 期 末 前中間期末 当中間期末 

保

有

契

約

高 

 
個 人 保 険 

個 人 年 金 保 険 

団 体 保 険 

団 体 年 金 保 険 

そ の 他 の 保 険 

億円 億円 億円

 
保 険 料 等 収 入 

資 産 運 用 収 益 

保 険 金 等 支 払 金 

経 常 利 益 ( 又 は 経 常 損 失 ) 

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益 

 ( 又 は中間（当期）純損失 ) 

総 資 産 

百万円 百万円 百万円

（記載上の注意） 

 １ 記載事項に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に中期すること。 
 ２ 必要に応じ、日本における事業の成績及び日本における財産の状況の推移についての説明その他の事項を 
記載すること。 

３ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主

 資本等変動計算書（相互会社にあっては、基金等変動計算書）に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更

その他の正当な理由により過年度に係る報告をしたものと異なっているときは、修正後の過年度事項を反映し

た事項とすることを妨げない。 

 

（外国損害保険会社等） 

区   分 前 期 末 前中間期末 当中間期末 

正 味 収 入 保 険 料 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

億円 億円 億円

 

１ 日本における保有契約高、新契約高及び減少契約高の状況及び推移(外国生命保険会社等) 

２ 日本における資産運用の状況 

３ 日本における責任準備金の状況及び推移(外国生命保険会社等) 

４ 日本における会社が対処すべき課題 

 

 

２ 日本における事業の成績及び日本における財産の状況の推移 

（外国生命保険会社等） 

区   分 前 期 末 前中間期末 当中間期末 

保

有

契

約

高

個 人 保 険

個 人 年 金 保 険

団 体 保 険

団 体 年 金 保 険

そ の 他 の 保 険

億円 億円 億円

保 険 料 等 収 入

資 産 運 用 収 益

保 険 金 等 支 払 金

経 常 利 益 ( 又 は 経 常 損 失 )

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

 ( 又は中間（当期）純損失 )

総 資 産

百万円 百万円 百万円

 
 
（記載上の注意） 

  必要に応じ、日本における事業の成績及び日本における財産の状況の推移についての説明その他の事項を 
記載すること。 

 

 

 

 

 

 

（外国損害保険会社等） 

区   分 前 期 末 前中間期末 当中間期末 

正 味 収 入 保 険 料

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

億円 億円 億円

 
 



（ そ の 他 ） 
利 息 及 び 配 当 金 収 入 
保険引受利益（又は保険引受損失） 
経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 
当期純利益（又は当期純損失） 
正 味 損 害 率 
正 味 事 業 費 率 

  

運 用 資 産 

総 資 産 

  

（記載上の注意） 

１ 正味収入保険料の内訳は、各外国損害保険会社等の実態に応じ、主な保険５種類以上を記載すること。 

２ 運用資産は、預貯金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有

価証券、金銭の信託、有価証券、貸付金、土地及び建物の合計額を記載し、その旨を注記すること。 

３ 記載事項に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 
４ 必要に応じ、日本における財産の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

５ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主

 資本等変動計算書（相互会社にあっては、基金等変動計算書）に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更そ

の他の正当な理由により過年度に係る報告をしたものと異なっているときは、修正後の過年度事項を反映した事

項とすることを妨げない。 

 

３ 日本における支店等及び代理店の状況 

区    分 前 期 末 当 中 間 期 末 増  減（△） 

日 本 に お け る 支 店    

日 本 に お け る 代 理 店   

（記載上の注意） 

  支店以外の呼称を使用する外国保険会社等にあっては、その形態に応じ、その呼称により記載すること。 

 

４ 日本における使用人の状況 

当 中 間 期 末 現 在 区分 前期末 当中間 

期 末 

増 減 

（△） 平均年齢 平均勤続年数 平均給与月額

内 務 職 員 名 名 名 歳 年 千円

営 業 職 員       

（記載上の注意） 

 １ 外国生命保険会社等にあっては、営業職員欄には生命保険募集人（ただし、内務職員を除く。）について記

載すること。 

 ２ 外国損害保険会社等にあっては、営業職員欄には固定給と歩合給を支給されている社員（ただし、特別研修

生を除く。）について記載すること。 

 

５ 日本における事業年度に係る中間期末後に生じた外国保険会社等の状況に関する重要な事実 

 

６ その他外国保険会社等の状況に関する重要な事項 

 

（ そ の 他 ）

利 息 及 び 配 当 金 収 入

保険引受利益（又は保険引受損失）

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

当期純利益（又は当期純損失）

   

正 味 損 害 率

正 味 事 業 費 率

  

運 用 資 産

総 資 産

  

（記載上の注意） 

１ 正味収入保険料の内訳は、各外国損害保険会社等の実態に応じ、主な保険５種類以上を記載すること。 

２ 運用資産は、預貯金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有

価証券、金銭の信託、有価証券、貸付金、土地及び建物の合計額を記載し、その旨を注記すること。 

３ 必要に応じ、日本における事業の成績及び日本における財産の状況の推移についての説明その他の事項を記

載すること。 

 

 

 

 

 

３ 日本における支店等及び代理店の状況 

区    分 前 期 末 当 中 間 期 末 増  減（△） 

日 本 に お け る 支 店    

日 本 に お け る 代 理 店   

（記載上の注意） 

  支店以外の呼称を使用する外国保険会社等にあっては、その形態に応じ、その呼称により記載すること。 

 

４ 日本における従業員等の状況 

当 中 間 期 末 現 在 区分 前期末 当中間 

期 末 

増 減 

（△） 平均年齢 平均勤続年数 平均給与月額

内 務 職 員 名 名 名 歳 年 千円

営 業 職 員       

（記載上の注意） 

 １ 外国生命保険会社等にあっては、営業職員欄には生命保険募集人（ただし、内務職員を除く。）について記

載すること。 

 ２ 外国損害保険会社等にあっては、営業職員欄には固定給と歩合給を支給されている社員（ただし、特別研修

生を除く。）について記載すること。 

 

５ 日本における事業年度に係る中間期末後に生じた外国保険会社等の状況に関する重要な事実 

 

６ その他外国保険会社等の状況に関する重要な事項 

 

 
 



改正後 現行 
第２      年度中（ 年  月  日現在）の日本における保険業の中間貸借対照表 

（外国生命保険会社等）                         （単位：百万円） 

科   目 金   額 科   目 金   額 

（ 負 債 の 部 ） 

保 険 契 約 準 備 金 

 支 払 備 金 

 責 任 準 備 金 

 契 約 者 配 当 準 備 金 

代 理 店 借 

再 保 険 借 

特 定 取 引 負 債 
短 期 社 債 

社 債 

新 株 予 約 権 付 社 債 

そ の 他 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 

価 格 変 動 準 備 金 

金融先物取引責任準備金 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 

繰 延 税 金 負 債 

再評価に係る繰延税金負債 

支 払 承 諾 

本 支 店 勘 定 

負債の部 合計 

 （ 資 産 の 部 ） 

現 金 及 び 預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債券貸借取引支払保証金 

買 入 金 銭 債 権 

特 定 取 引 資 産 
商 品 有 価 証 券 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

貸 付 金 

有 形 固 定 資 産 

無 形 固 定 資 産 

代 理 店 貸 

再 保 険 貸 

そ の 他 資 産 

繰 延 税 金 資 産 

再評価に係る繰延税金資産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

本 支 店 勘 定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

（ 純 資 産 の 部 ） 

持 込 資 本 金 

供 託 金 

剰 余 金 

 中 間 未 処 分 利 益 

 （又は中間未処理損失） 

中 間 純 利 益 

  （又は中間純損失） 

 

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 
土 地 再 評 価 差 額 金 

株 式 等 評 価 差 額 金 

純資産の部 合計 

 

資産の部合計  負債及び純資産の部合計  

 
（外国損害保険会社等）                         （単位：百万円） 

科   目 金   額 科   目 金   額  

第２      年度中（ 年  月  日現在）の日本における保険業の中間貸借対照表 

（外国生命保険会社等）                         （単位：百万円） 

科   目 金   額 科   目 金   額 

（ 負 債 の 部 ）

保 険 契 約 準 備 金

 支 払 備 金

 責 任 準 備 金

 契 約 者 配 当 準 備 金 

代 理 店 借

再 保 険 借

特 定 取 引 負 債

短 期 社 債

社 債

新 株 予 約 権 付 社 債

そ の 他 負 債

退 職 給 付 引 当 金

価 格 変 動 準 備 金

金融先物取引責任準備金

証 券 取 引 責 任 準 備 金

繰 延 税 金 負 債

再評価に係る繰延税金負債

支 払 承 諾

本 支 店 勘 定

負債の部 合計 

 （ 資 産 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金

買 入 金 銭 債 権

特 定 取 引 資 産

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 付 金

不 動 産 及 び 動 産

（ 新 設 ）

代 理 店 貸

再 保 険 貸

そ の 他 資 産

繰 延 税 金 資 産

再評価に係る繰延税金資産

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

本 支 店 勘 定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

 

 

（ 資 本 の 部 ）

持 込 資 本 金

供 託 金

剰 余 金

 中 間 未 処 分 利 益 

 （又は中間未処理損失） 

中 間 純 利 益

  （又は中間純損失） 

 

  （ 新 設 ）

土 地 再 評 価 差 額 金

株 式 等 評 価 差 額 金

資産の部 合計 

 

資産の部合計  負債及び資本の合計  

 
（外国損害保険会社等）                         （単位：百万円） 

科   目 金   額 科   目 金   額  
 

改正後 現行 



（ 負 債 の 部 ） 

保 険 契 約 準 備 金 

  支 払 備 金 

 責 任 準 備 金 

特 定 取 引 負 債 
短 期 社 債 

社 債 

新 株 予 約 権 付 社 債 

そ の 他 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 

価 格 変 動 準 備 金 

金融先物取引責任準備金 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 

繰 延 税 金 負 債 

再評価に係る繰延税金負債 

支 払 承 諾 

本 支 店 勘 定 

負債の部 合計 

 （ 資 産 の 部 ） 

現 金 及 び 預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 

買 入 金 銭 債 権 

特 定 取 引 資 産 
商 品 有 価 証 券 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

貸 付 金 

有 形 固 定 資 産 

無 形 固 定 資 産 

そ の 他 資 産 

繰 延 税 金 資 産 

再評価に係る繰延税金資産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

本 支 店 勘 定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

（ 純 資 産 の 部 ） 

持 込 資 本 金 

供 託 金 

剰 余 金 

 中 間 未 処 分 利 益 

 （又は中間未処理損失） 

 中 間 純 利 益 

  （又は中間純損失） 

その他有価証券評価差額金 
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 
土 地 再 評 価 差 額 金 

純資産の部 合計 

 

資産の部合計  負債及び純資産の部合計  

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになるよ

うに記載すること。 

（１）継続企業の前提（会社法計算規則第１３１条に規定するものをいう。以下同じ。）に重要な疑義を抱

かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響の計算書類への反映の有無 

（２）次に掲げる会社方針に関する事項 

① 有価証券の評価基準及び評価方法。また、保険業法第１９９条において準用する同法第１１２条第

１項による評価換えをしたときは、その旨 

② 金銭の信託の評価基準及び評価方法 

（ 負 債 の 部 ）

保 険 契 約 準 備 金

  支 払 備 金

 責 任 準 備 金 

特 定 取 引 負 債

短 期 社 債

社 債

新 株 予 約 権 付 社 債

そ の 他 負 債

退 職 給 付 引 当 金

価 格 変 動 準 備 金

金融先物取引責任準備金

証 券 取 引 責 任 準 備 金

繰 延 税 金 負 債

再評価に係る繰延税金負債 

支 払 承 諾

本 支 店 勘 定

負債の部 合計 

 （ 資 産 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金

買 入 金 銭 債 権

特 定 取 引 資 産

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 付 金

不 動 産 及 び 動 産

（ 新 設 ）

そ の 他 資 産

繰 延 税 金 資 産

再評価に係る繰延税金資産

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

本 支 店 勘 定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

（ 資 本 の 部 ）

持 込 資 本 金

供 託 金

剰 余 金

 中 間 未 処 分 利 益 

 （又は中間未処理損失） 

 中 間 純 利 益

  （又は中間純損失） 

（ 新 設 ）

土 地 再 評 価 差 額 金

株 式 等 評 価 差 額 金

資産の部 合計 

 

資産の部合計  負債及び資本の部合計  

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになる

ように記載すること。 

（１）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響を中間財務諸表に反映しているか否か 

 

（２）有価証券の評価基準及び評価方法 

 

（３）金銭の信託の評価基準及び評価方法 



③ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

④ 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差

額 

⑤ 有形固定資産の減価償却の方法 

⑥ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

⑦ 貸倒引当金の計上方法（貸倒引当金には、当期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査

定基準の整備の状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況についても、できる

だけ詳細に記載すること。） 

⑧ 退職給付引当金の計上方法 

⑨ 価格変動準備金、金融先物取引責任準備金及び証券取引責任準備金の計上方法 

⑩ ヘッジ会計の方法 

 

 

 

⑪ その他採用した重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りでない。

 （３）会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

   ① 会計処理の原則又は手続きを変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与え

ている影響の内容 

   ② 表示方法を変更したときは、その内容 

 （４）有価証券の貸付けを行っている場合には、その旨及び金額（金額は貸借対照表価額とし、消費貸借契

約によるもの、使用貸借契約又は賃貸借契約によるものに分けて記載すること。） 

（５）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合計額

なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 

 （６）有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その変

更が軽微であるときは、この限りでない。 

 （７）有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

 （８）資産に係る減損損失累計額を貸借対照表において減価償却累計額に合算して減価償却累計額の科目 

をもって表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれる旨 

 （９）資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額（一括して注記す

ることが適当な場合にあっては、一括した引当金の金額） 

（10）保険業法第１９９条において準用する同法第１１８条に規定する特別勘定の資産及び負債の額 

（11）日本における代表者に対する金銭債権総額及び金銭債務総額。ただし、日本において締結する保険契約

の普通保険約款による取引に係るものは、この限りでない。 

（12）次に掲げるもの（重要でないものを除く。）の発生の主な原因別の内訳 

   ① 繰延税金資産（その算定にあたり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を

含む。） 

   ② 繰延税金負債 

（13）リース契約（ファイナンス・リース取引に該当するもの）により使用する重要な不動産及び動産 

（14）重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額 

（18）外国生命保険会社等にあっては、契約者配当準備金の増減異動及び契約者配当金の支払額 

（19）資産が担保に供されている場合における当該資産の内容及びその金額並びに担保に係る債務の金額 

 

（20）以下に掲げる金額 

① 保険業法施行規則第１６０条において準用する同規則第７３条第３項において準用する同規則第

（４）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

 

 

（５）不動産及び動産の減価償却の方法 

（６）外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

（７）貸倒引当金の計上方法（当中間期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査定基準の整備

の状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況についても、できるだけ詳細に記

載すること。） 

（８）退職給付引当金の計上方法 

（９）価格変動準備金、金融先物取引責任準備金及び証券取引責任準備金の計上方法 

（10）ヘッジ会計の方法 

（11）本支店勘定は、本店及び他の支店との日常取引で生じる資金の貸借額とする。 

（12）持込資本金は、日本国内に持ち込んだ金額のうち、保険業法第１９７条の自己資本に相当するものと

する。 

（13）その他採用した重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りでない。

（14）会計方針又は記載方法を変更したときは、その旨及びその変更による増減額。ただし、その変更又は

変更による影響が軽微であるときは、この限りでない。 

 

 

 

 

（15）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権､３カ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合計額

なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 

（16）固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その変更が軽微であるときは、

この限りでない。 

（17）不動産及び動産の減価償却累計額、減損損失累計額及び圧縮記帳額 

（18）保険業法第１９９条において準用する同法第１１８条に規定する特別勘定の資産及び負債の額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（19）リース契約（ファイナンス・リース取引に該当するもの）により使用する重要な不動産及び動産 

（20）重要な係争事件に係る損害賠償義務。ただし、負債の部に計上したときは、この限りでない。 

（21）外国生命保険会社等にあっては、契約者配当準備金の増減異動及び契約者配当金の支払額 

（22）その他外国保険会社等の日本における財産の状態を正確に判断するために必要な事項 

（23）担保に供している資産の額及び担保付き債務の額 

（24）以下に掲げる金額 

① 保険業法施行規則第１６０条において準用する同規則第７３条第３項において準用する同規則第



７１条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）

の金額 

② 保険業法施行規則第１６０条において準用する同規則第７１条第１項に規定する再保険を付した

部分に相当する責任準備金（以下「出再責任準備金」という。）の金額 

（21）本支店勘定は、本店及び他の支店との日常取引で生じる資金の貸借額とする。 

（22）持込資本金は、日本国内に持ち込んだ金額のうち、法第１９７条の自己資本に相当するものとする。 

（23）事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事項が発生した場合におけ

る当該事象 

（24）その他外国保険会社等の日本における財産の状態を正確に判断するために必要な事項 

 

 ２ 保険業法第 113 条前段の規定により資産の部に計上した金額がある場合は、「その他の資産」の前に「保

険業法第 113 条繰延資産」として記載すること。 

 ３ 外国損害保険会社が地震保険に関する法律第３条第１項（政府の再保険）に規定する再保険契約を政府

との間で締結している場合には、当該外国損害保険会社において地震保険の責任準備金及び地震に係る受

託金に対応する資産を他の資産と区分して経理している場合における当該資産に係る評価差額について

は、「繰延税金負債」の前に「地震保険評価差額金」として記載すること。 

 ４ 法令等に基づき、又は外国保険会社等の日本における財産の状態を明らかにするために必要があるとき

は、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。

５ 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総額の１

００分の１を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設けて記

載すること。 

６ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

７１条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）

の金額 

② 保険業法施行規則第１６０条において準用する同規則第７１条第１項に規定する再保険を付した

部分に相当する責任準備金（以下「出再責任準備金」という。）の金額 

 

 

 

 

 

 

２ 消費貸借契約等により貸し付けている有価証券は、その種類毎に商品有価証券、有価証券、その他資

産に計上し、その合計額を注記すること。 

 

 

 

 

３ 法令等に基づき、又は外国保険会社等の日本における財産の状態を明らかにするために必要があると

きは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載するこ

と。 

 

 

４ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

 
 
 



改正後 現行 
 

第３ 

年  月  日から 

    年度中                日本における保険業の中間損益計算書 

年  月  日まで 

（外国生命保険会社等）                         （単位：百万円） 

科        目 金   額 

経  常  収  益 

 保 険 料 等 収 入 

     （ う ち 保 険 料 ） 

 資 産 運 用 収 益 

     （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 ） 
     （ う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 益 ） 

     （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益 ） 

     （ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 ） 
     （ う ち 有 価 証 券 売 却 益 ） 

     （ う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 益 ） 

  そ の 他 経 常 収 益 

 

経   

 

常   

 

損   

 

益   

 

の   

 

部  

経  常  費  用 

 保 険 金 等 支 払 金 

     （ う ち 保 険 金 ） 

（ う ち 年 金 ） 

     （ う ち 給 付 金 ） 

     （ う ち 解 約 返 戻 金 ） 

 責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

     （ う ち 支 払 備 金 繰 入 額 ） 

     （ う ち 責 任 準 備 金 繰 入 額 ） 

     （うち契約者配当金積立利息繰入額） 
 資 産 運 用 費 用

     （ う ち 支 払 利 息 ）

     （ う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 損 ）

     （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損 ）

     （ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 ）
     （ う ち 有 価 証 券 売 却 損 ）

     （ う ち 有 価 証 券 評 価 損 ）

     （ う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 損 ）

 事 業 費

 そ の 他 経 常 費 用

 

 

経常利益（又は経常損失）  

 

 

第３ 

年  月  日から 

    年度中                日本における保険業の中間損益計算書 

年  月  日まで 

（外国生命保険会社等）                         （単位：百万円） 

科        目 金   額 

経  常  収  益 

 保 険 料 等 収 入 

     （ う ち 保 険 料 ） 

 資 産 運 用 収 益 

     （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 ） 
     （ う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 益 ） 

     （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益 ） 

     （ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 ） 
     （ う ち 有 価 証 券 売 却 益 ） 

     （ う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 益 ） 

  そ の 他 経 常 収 益 

 

経  

 

常  

 

損  

 

益  

 

の  

 

部  

経  常  費  用 

 保 険 金 等 支 払 金 

     （ う ち 保 険 金 ） 

（ う ち 年 金 ） 

     （ う ち 給 付 金 ） 

     （ う ち 解 約 返 戻 金 ） 

 責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

     （ う ち 支 払 備 金 繰 入 額 ） 

     （ う ち 責 任 準 備 金 繰 入 額 ） 

     （うち契約者配当金積立利息繰入額） 
 資 産 運 用 費 用 

     （ う ち 支 払 利 息 ） 

     （ う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 損 ） 

     （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損 ） 

     （ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 ） 
     （ う ち 有 価 証 券 売 却 損 ） 

     （ う ち 有 価 証 券 評 価 損 ） 

     （ う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 損 ） 

 事 業 費 

 そ の 他 経 常 費 用 

 

 

経常利益（又は経常損失）  

 

改正後 現行 



   

特  別  利  益 

 

 

 特  

別  

損  

益  

の  

部  

 特  別  損  失  

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額

税 引 前 中 間 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ）

法 人 税 及 び 住 民 税

法 人 税 等 調 整 額

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

 

（ 削 除 ）

（ 削 除 ）

（ 削 除 ）

 

 
（外国損害保険会社等）                         （単位：百万円） 

科        目 金   額 

経  常  収  益 

 保 険 引 受 収 益 

     （ う ち 正 味 収 入 保 険 料 ） 

     （ う ち 収 入 積 立 保 険 料 ） 

     （ う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益 ）

    資 産 運 用 収 益 

 （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 収 入 ） 

 （ う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 益 ） 

 （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益 ） 

     （ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 ） 
     （ う ち 有 価 証 券 売 却 益 ） 

     （ う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替 ） 
 そ の 他 経 常 収 益 

 

経 

常 

損 

益 

の 

部 

経  常  費  用 

 保 険 引 受 費 用 

     （ う ち 正 味 支 払 保 険 金 ） 

     （ う ち 損 害 調 査 費 ） 

     （ う ち 諸 手 数 料 及 び 集 金 費 ） 

     （ う ち 満 期 返 戻 金 ） 

     （ う ち 支 払 備 金 繰 入 額 ） 

     （ う ち 責 任 準 備 金 繰 入 額 ） 
資 産 運 用 費 用 

（ う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 損 ） 

 

 

   

特  別  利  益 

 

 

 特  

別  

損  

益  

の  

部  

 特  別  損  失  

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額 

税 引 前 中 間 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ） 

 

前 期 繰 越 利 益 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ） 

本 社 送 金 

中 間 未 処 分 利 益 （ 又 は 中 間 未 処 理 損 失 ） 

 

 
（外国損害保険会社等）                         （単位：百万円） 

科        目 金   額 

経  常  収  益 

 保 険 引 受 収 益 

     （ う ち 正 味 収 入 保 険 料 ） 

     （ う ち 収 入 積 立 保 険 料 ） 

     （ う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益 ） 
    資 産 運 用 収 益 

 （ う ち 利 息 及 び 配 当 金 収 入 ） 

 （ う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 益 ） 

 （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益 ） 

     （ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 ） 
     （ う ち 有 価 証 券 売 却 益 ） 

     （ う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替 ） 
 そ の 他 経 常 収 益 

 

経 

常 

損 
益 

の 

部 

経  常  費  用 

 保 険 引 受 費 用 

     （ う ち 正 味 支 払 保 険 金 ） 

     （ う ち 損 害 調 査 費 ） 

     （ う ち 諸 手 数 料 及 び 集 金 費 ） 

     （ う ち 満 期 返 戻 金 ） 

     （ う ち 支 払 備 金 繰 入 額 ） 

     （ う ち 責 任 準 備 金 繰 入 額 ） 
資 産 運 用 費 用 

（ う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 損 ） 

 

 
 

改正後 現行 



     （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損 ） 

  （ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 ） 

     （ う ち 有 価 証 券 売 却 損 ） 

     （ う ち 有 価 証 券 評 価 損 ） 

  営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 

 そ の 他 経 常 費 用 

     （ う ち 支 払 利 息 ） 

 

 

 経常利益（又は経常損失）  

 特  別  利  益 

 

 

 特

別

損

益

の

部 

 特  別  損  失 

 

 

 

税 引 前 中 間 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ） 

 

（ 削 除 ） 
（ 削 除 ） 
（ 削 除 ） 

 

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。ただし、日本における保険業の中間貸借対照表に記載したものは、この限

りでない。 

（１）日本における保険業の損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされ

ている会計方針は、この限りでない。 

（２）日本における保険業の損益計算書の作成に関する会計方針又は記載方法を変更したときは、その旨

及びその変更による増減額。ただし、その変更又は変更による影響が軽微であるときは、この限りで

ない。 

（３）外国生命保険会社等にあっては、有価証券売却益、有価証券売却損及び有価証券評価損の主な内訳 

（４）以下の収益及び費用に関する内訳（ただし、①から③まで及び⑥の注記は、外国生命保険会社を除

く。） 

① 正味収入保険料の計算上差し引かれた支払再保険料の金額 

② 正味支払保険金の計算上差し引かれた回収再保険金の金額 

③ 諸手数料及び集金費の計算上差し引かれた出再保険手数料の金額 

④ 支払備金繰入額又は支払備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再支払備金繰

入額又は出再支払備金戻入額 

⑤ 責任準備金繰入額又は責任準備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再責任準備金繰

入額又は出再責任準備金戻入額 

     （ う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損 ） 

  （ う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 ） 

     （ う ち 有 価 証 券 売 却 損 ） 

     （ う ち 有 価 証 券 評 価 損 ） 

  営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 

 そ の 他 経 常 費 用 

     （ う ち 支 払 利 息 ） 

 

 

 経常利益（又は経常損失）  

 特  別  利  益 

 

 

 特

別

損

益

の

部 

 特  別  損  失 

 

 

 

税 引 前 中 間 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ） 

 

前 期 繰 越 利 益 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ） 

本 社 送 金 

中 間 未 処 分 利 益 （ 又 は 中 間 未 処 理 損 失 ） 

 

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。ただし、日本における保険業の中間貸借対照表に記載したものは、この限

りでない。 

（１）日本における保険業の中間損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則と

されている会計方針は、この限りでない。 

（２）日本における保険業の中間損益計算書の作成に関する会計方針又は記載方法を変更したときは、そ

の旨及びその変更による増減額。ただし、その変更又は変更による影響が軽微であるときは、この限

りでない。 

（３）外国生命保険会社等にあっては、有価証券売却益、有価証券売却損及び有価証券評価損の主な内訳 

（４）以下の収益及び費用に関する内訳（ただし、①から③までの注記は、外国生命保険会社等を除く。）

 

① 正味収入保険料の計算上差し引かれた支払再保険料の金額 

② 正味支払保険金の計算上差し引かれた回収再保険金の金額 

③ 諸手数料及び集金費の計算上差し引かれた出再保険手数料の金額 

④ 支払備金繰入額又は支払備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再支払備金繰

入額又は出再支払備金戻入額 

⑤ 責任準備金繰入額又は責任準備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再責任準備金繰

入額又は出再責任準備金戻入額 



⑥ 利息及び配当金収入の資産源泉別内訳 

 

（５）商品有価証券及び売買目的有価証券に係るそれぞれの利息及び配当金収入、売却損益及び評価損益

の金額 

（６）金銭の信託及び金融派生商品に係るそれぞれの評価損益の金額 

（７）その他日本における保険業の損益の状態を正確に判断するために必要な事項 

２ 法令等に基づき、又は外国保険会社等の日本における保険業の損益の状態を明らかにするために必要が

あるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載す

ること。 

３ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

第４ 

年  月  日から 

  年度中               日本における保険業の中間キャッシュ・フロー計算書 

年  月  日まで 

 

（外国生命保険会社等－直接法により表示する場合）            （単位：百万円） 

科          目 金        額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

保険料等収入 

保険金支払いによる支出 

年金支払いによる支出 

給付金支払いによる支出 

解約返戻支払いによる支出 

事業費の支出 

その他 

    小      計 

利息及び配当金等の受取額 

利息の支払額 

契約者配当金の支払額 

その他 

法人税等の支払額 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 

 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

預貯金の純増加額 

買入金銭債権の取得による支出 

買入金銭債権の売却・償還による収入 

金銭の信託の増加による支出 

金銭の信託の減少による収入 

有価証券の取得による支出 

有価証券の売却・償還による収入 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸付けによる支出 

貸付金の回収による収入 
 

 

⑥ 利息及び配当等金収入（外国損害保険会社等にあっては、利息及び配当金収入）の資産 

 源泉別内訳 

 （５）法人税及び住民税と法人税等調整額とを一括して記載したときは、その旨 

 

 

（６）その他日本における保険業の損益の状態を正確に判断するために必要な事項 

２ 法令等に基づき、又は外国保険会社等の日本における保険業の損益の状態を明らかにするために必要が

あるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載す

ること。 

３ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

第４ 

年  月  日から 

  年度中               日本における保険業の中間キャッシュ・フロー計算書 

年  月  日まで 

 

（外国生命保険会社等－直接法により表示する場合）            （単位：百万円） 

科          目 金        額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

保険料等収入 

保険金支払いによる支出 

年金支払いによる支出 

給付金支払いによる支出 

解約返戻支払いによる支出 

事業費の支出 

その他 

    小      計 

利息及び配当金等の受取額 

利息の支払額 

契約者配当金の支払額 

その他 

法人税等の支払額 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 

 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

預貯金の純増加額 

買入金銭債権の取得による支出 

買入金銭債権の売却・償還による収入 

金銭の信託の増加による支出 

金銭の信託の減少による収入 

有価証券の取得による支出 

有価証券の売却・償還による収入 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸付けによる支出 

貸付金の回収による収入 
 

 



その他 

    Ⅱ①小    計 

     （Ⅰ＋Ⅱ①） 

不動産及び動産の取得による支出 

不動産及び動産の売却による収入 

その他 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 

 

         （       ） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

借入れによる収入 

借入金の返済による支出 

社債の発行による収入 

社債の償還による支出 

株式の発行による収入 

自己株式の取得による支出 

配当金の支払額 

本店からの送金による収入 

本店への送金による支出 

その他 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 

 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高  

 

（外国生命保険会社等－間接法により表示する場合）            （単位：百万円） 

科          目 金       額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前中間純利益（損失） 

 

減価償却費 

支払備金の増加額 

責任準備金の増加額 

契約者配当準備金積立利息繰入額 

契約者配当準備金繰入額 

貸倒引当金の増加額 

退職給付引当金の増加額 

価格変動準備金の増加額 

金融先物取引責任準備金の増加額 

証券取引責任準備金の増加額 

利息及び配当金等収入 

 

有価証券関係損益 

支払利息 
 

その他 

    Ⅱ①小    計 

     （Ⅰ＋Ⅱ①） 

不動産及び動産の取得による支出 

不動産及び動産の売却による収入 

その他 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 

 

         （       ） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

借入れによる収入 

借入金の返済による支出 

社債の発行による収入 

社債の償還による支出 

株式の発行による収入 

自己株式の取得による支出 

配当金の支払額 

本店からの送金による収入 

本店への送金による支出 

その他 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 

 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高  

 

（外国生命保険会社等－間接法により表示する場合）            （単位：百万円） 

科          目 金       額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前中間純利益（損失） 

 

減価償却費 

支払備金の増加額 

責任準備金の増加額 

契約者配当準備金積立利息繰入額 

契約者配当準備金繰入額 

貸倒引当金の増加額 

退職給付引当金の増加額 

価格変動準備金の増加額 

金融先物取引責任準備金の増加額 

証券取引責任準備金の増加額 

利息及び配当金等収入 

 

有価証券関係損益 

支払利息 
 



不動産動産関係損益 

その他 

     小   計 

利息及び配当金の受取額 

利息の支払額 

契約者配当金の支払額 

その他 

法人税等の支払額 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

預貯金の純増加額 

買入金銭債権の取得による支出 

買入金銭債権の売却・償還による収入 

金銭の信託の増加による支出 

    金銭の信託の減少による収入 

有価証券の取得による支出 

有価証券の売却・償還による収入 

貸付けによる支出 

貸付金の回収による収入 

その他 

Ⅱ①小   計 

（Ⅰ＋Ⅱ①） 

       不動産及び動産の取得による支出 

       不動産及び動産の売却による収入 

       その他 

     投資活動によるキャッシュ・フロー 

                （       ） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

借入れによる収入 

借入金の返済による支出 

社債の発行による収入 

社債の償還による支出 

株式の発行による収入 

自己株式の取得による支出 

配当金の支払額 

本店からの送金による収入 

本店への送金による支出 

その他 

     財務活動によるキャッシュ・フロー 

 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高  

 

不動産動産関係損益 

その他 

     小   計 

利息及び配当金の受取額 

利息の支払額 

契約者配当金の支払額 

その他 

法人税等の支払額 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

預貯金の純増加額 

買入金銭債権の取得による支出 

買入金銭債権の売却・償還による収入 

金銭の信託の増加による支出 

    金銭の信託の減少による収入 

有価証券の取得による支出 

有価証券の売却・償還による収入 

貸付けによる支出 

貸付金の回収による収入 

その他 

Ⅱ①小   計 

（Ⅰ＋Ⅱ①） 

       不動産及び動産の取得による支出 

       不動産及び動産の売却による収入 

       その他 

     投資活動によるキャッシュ・フロー 

                （       ） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

借入れによる収入 

借入金の返済による支出 

社債の発行による収入 

社債の償還による支出 

株式の発行による収入 

自己株式の取得による支出 

配当金の支払額 

本店からの送金による収入 

本店への送金による支出 

その他 

     財務活動によるキャッシュ・フロー 

 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高  

 



（外国損害保険会社等－直接法により表示する場合）            （単位：百万円） 

科          目 金        額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

保険料の収入 

積立保険料の収入 

保険金の支出 

損害調査費の支出 

諸手数料及び集金費の支出 

満期返戻金の支出 

契約者配当金の支出 

営業費及び一般管理費の支出 

その他 

小      計 

利息及び配当金の受取額 

利息の支払額 

その他 

法人税等の支払額 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 

 

Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー 
預貯金の純増加額 

買入金銭債権の取得による支出 

買入金銭債権の売却・償還による収入 

金銭の信託の増加による支出 

    金銭の信託の減少による収入 

    有価証券の取得による支出 

有価証券の売却・償還による収入 

       貸付けによる支出 

       貸付金の回収による収入 

 

その他 

    Ⅱ①小    計 

     （Ⅰ＋Ⅱ①） 

不動産及び動産の取得による支出 

不動産及び動産の売却による収入 

その他 

     投資活動によるキャッシュ・フロー 

 

 

              （       ） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

借入による収入 

借入金の返済による支出 

 

 

（外国損害保険会社等－直接法により表示する場合）            （単位：百万円） 

科          目 金        額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

保険料の収入 

積立保険料の収入 

保険金の支出 

損害調査費の支出 

諸手数料及び集金費の支出 

満期返戻金の支出 

契約者配当金の支出 

営業費及び一般管理費の支出 

その他 

小      計 

利息及び配当金の受取額 

利息の支払額 

その他 

法人税等の支払額 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 

 

Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー 
預貯金の純増加額 

買入金銭債権の取得による支出 

買入金銭債権の売却・償還による収入 

金銭の信託の増加による支出 

    金銭の信託の減少による収入 

    有価証券の取得による支出 

有価証券の売却・償還による収入 

       貸付けによる支出 

       貸付金の回収による収入 

 

その他 

    Ⅱ①小    計 

     （Ⅰ＋Ⅱ①） 

不動産及び動産の取得による支出 

不動産及び動産の売却による収入 

その他 

     投資活動によるキャッシュ・フロー 

 

 

              （       ） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

借入による収入 

借入金の返済による支出 

 

 



社債の発行による収入 

社債の償還による支出 

株式の発行による収入 

自己株式の取得による支出 

配当金の支払額 

       本店からの送金による収入 

 

本店への送金による支出 

その他 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 

 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高  

 

（外国損害保険会社等－間接法により表示する場合）            （単位：百万円） 

科          目 金        額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前中間純利益（損失） 

減価償却費 

支払備金の増加額 

責任準備金等の増加額 

貸倒引当金の増加額 

退職給付引当金の増加額 

価格変動準備金の増加額 

金融先物取引責任準備金の増加額 

証券取引責任準備金の増加額 

利息及び配当金収入 

有価証券関係損益 

支払利息 

不動産動産関係損益 

その他 

小   計 

       利息及び配当金の受取額 

    利息の支払額 

       その他 

       法人税等の支払額 

 

 

     営業活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

預貯金の純増加額 

買入金銭債権の取得による支出 

 

 

  

社債の発行による収入 

社債の償還による支出 

株式の発行による収入 

自己株式の取得による支出 

配当金の支払額 

       本店からの送金による収入 

 

本店への送金による支出 

その他 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 

 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高  

 

（外国損害保険会社等－間接法により表示する場合）            （単位：百万円） 

科          目 金        額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前中間純利益（損失） 

減価償却費 

支払備金の増加額 

責任準備金等の増加額 

貸倒引当金の増加額 

退職給付引当金の増加額 

価格変動準備金の増加額 

金融先物取引責任準備金の増加額 

証券取引責任準備金の増加額 

利息及び配当金収入 

有価証券関係損益 

支払利息 

不動産動産関係損益 

その他 

小   計 

       利息及び配当金の受取額 

    利息の支払額 

       その他 

       法人税等の支払額 

 

 

     営業活動によるキャッシュ・フロー  

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

預貯金の純増加額 

買入金銭債権の取得による支出 

 

 

  
 

改正後 現行 



買入金銭債権の売却・償還による収入 

金銭の信託の増加による支出 

金銭の信託の減少による収入 

有価証券の取得による支出 

有価証券の売却・償還による収入 

貸付けによる支出 

貸付金の回収による収入 

その他 

Ⅱ①小   計 

（Ⅰ＋Ⅱ①） 

       不動産及び動産の取得による支出 

       不動産及び動産の売却による収入 

       その他 

     投資活動によるキャッシュ・フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  （       ） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

借入れによる収入 

借入金の返済による支出 

社債の発行による収入 

社債の償還による支出 

株式の発行による収入 

自己株式の取得による支出 

配当金の支払額 

本店からの送金による収入 

本店への送金による支出 

その他 

     財務活動によるキャッシュ・フロー 

 

 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  

 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  

 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  

 Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高  

（注１）Ⅱ①は、資産運用活動によるキャッシュ・フローをいう。 

（注２）（Ⅰ＋Ⅱ①）は、営業活動によるキャッシュ・フローと資産運用活動によるキャッシュ・フローの合計を

いう。 

（記載上の注意） 

１ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。 

２ 法令等に基づき、又は外国保険会社等の日本における保険業のキャッシュ・フローの状態を明らかに

するために必要があるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて

適切な場所に記載すること。また、金額の重要性が乏しい科目については、「その他」として一括して

記載することができる。 

 

買入金銭債権の売却・償還による収入 

金銭の信託の増加による支出 

金銭の信託の減少による収入 

有価証券の取得による支出 

有価証券の売却・償還による収入 

貸付けによる支出 

貸付金の回収による収入 

その他 

Ⅱ①小   計 

（Ⅰ＋Ⅱ①） 

       不動産及び動産の取得による支出 

       不動産及び動産の売却による収入 

       その他 

     投資活動によるキャッシュ・フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  （       ） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

借入れによる収入 

借入金の返済による支出 

社債の発行による収入 

社債の償還による支出 

株式の発行による収入 

自己株式の取得による支出 

配当金の支払額 

本店からの送金による収入 

本店への送金による支出 

その他 

     財務活動によるキャッシュ・フロー 

 

 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  

 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  

 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  

 Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高  

（注１）Ⅱ①は、資産運用活動によるキャッシュ・フローをいう。 

（注２）（Ⅰ＋Ⅱ①）は、営業活動によるキャッシュ・フローと資産運用活動によるキャッシュ・フローの合計を

いう。 

（記載上の注意） 

１ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。 

２ 法令等に基づき、又は外国保険会社等の日本における保険業のキャッシュ・フローの状態を明らかに

するために必要があるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて

適切な場所に記載すること。また、金額の重要性が乏しい科目については、「その他」として一括して

記載することができる。 
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現行 改正後 備考 

 
 
第５ 基金等変動計算書 
 

基金等 評価・換算差額等 
剰余金 

損失てん

補準備金 
その他剰余金 剰余金合計 

 
基金 基金償却

積立金 
再評価積

立金 
基金償却

積立金減

少差益 

 社員配当平

衡積立金 
○○積立金 当期未処分

剰余金 
 

基金等合計 その他有価

証券評価差

額金 

繰延ヘッジ

損益 
土地再評価

差額金 
評価・換算差

額等合計 

純資産合計 

前事業年度末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

当中間期変動額                
基金の募集 ×××         ×××     ×××

剰余金処分     ××× ××× ××× △××× △××× △×××     △×××

当期純剰余        ×××  ×××     ×××

基金の償還 △××× ×××    △×××  △××× △×××     △×××

・・・・・                
基金等以外の項目の当

中間期変動額（純額） 
          ××× ××× ××× ××× ×××

当中間期変動額合計 ××× ××× － － ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

当中間期末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

 
（記載上の注意） 
１ 基金等の変動事由及び金額の記載は、概ね、貸借対照表における記載の順序によること。 
２ 基金等以外の項目について、当中間期変動額を、変動事由ごとに記載することができる。この場合には、変動事由及び金額の記載は、概ね、貸借対照表における記載の順序によること。 
３ その他剰余金及び評価・換算差額等は、上記の科目以外の適当な名称を付した科目に細分し、記載することができる。 
４ その他剰余金及び評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前事業年度末残高、当中間期変動額及び当中間期末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 
５ 合計欄の記載は省略することができる。 
６ 剰余金処分欄には、前事業年度の「剰余金処分に関する書面」の剰余金処分額のうち、社員配当準備金および差引純剰余金に対応する金額を記載すること。 
 
 
 
 
 
 
 



 
改正後 現行 

第６ 
年度中（  年  月  日現在）保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 
 
１ ソルベンシー・マージン総額 

ソ ル ベ ン シ ー ・ マ ー ジ ン 総 額 （ Ａ ） 百万円

（記載上の注意） 

  保険業法第２０２条第１号に掲げる額をいう。 

 

２ リスク合計額 

リ ス ク の 合 計 額 ( Ｂ ) 百万円

（記載上の注意） 

  保険業法第２０２条第２号に掲げる額をいう。 

 

３ 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 

（Ａ）／{（１／２）×（Ｂ）｝ ％

 

 

第５ 

年度中（  年  月  日現在）保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 
 
１ ソルベンシー・マージン総額 

ソ ル ベ ン シ ー ・ マ ー ジ ン 総 額 （ Ａ ） 百万円

（記載上の注意） 

  保険業法第２０２条第１号に掲げる額をいう。 

 

２ リスク合計額 

リ ス ク の 合 計 額 ( Ｂ ) 百万円

（記載上の注意） 

  保険業法第２０２条第２号に掲げる額をいう。 

 

３ 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 

（Ａ）／{（１／２）×（Ｂ）｝ ％
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改正後 現行 
別紙様式第１５号（第１３７条、第１４３条関係） 

（平１８内府令○○）

（日本工業規格Ａ４）

 

   年  月  日から 

年度                日本における業務報告書 

年  月  日まで 

 

年   月   日

金融庁長官 殿 

住 所 

会社名 

日本における代表者   氏 名      印 

  
 
      年   月   日から     年   月   日までの日本における業務及び財産の状況を

次のとおり報告します。 
 
 

目   次 
 

第１ 日本における保険業の事業報告書 
１ 日本における事業の経過及び成果 
２ 日本における財産及び損益の状況 

 ３ 日本における支店等及び代理店の状況 

 ４ 日本における使用人の状況 

 ５ 日本における事業年度に係る決算期後に生じた外国保険会社等の状況に関する重要な事実 

 ６ その他外国保険会社等の現況に関する重要な事項 
第２ 附属明細書 

 １ 商品有価証券 

 ２ 有価証券  

 ３ 貸付金 

 ４ 有形固定資産及び無形固定資産 

 ５ 保険契約準備金 

 ６ 引当金 

 ７ 事業費の明細 

 ８ 特別勘定の資産及び負債 

 ９ その他重要事項 

第３ 日本における保険業の貸借対照表 

第４ 日本における保険業の損益計算書 

第５ 日本における保険業のキャッシュ･フロー計算書 

第６ 剰余金処分又は損失処理に関する書面 
第７ 基金等変動計算書 
第８ 有価証券等に関する書面 

別紙様式第１５号（第１３７条、第１４３条関係） 

（平１７内府令６８）

（日本工業規格Ａ４）

 

  年  月  日から 

年度                日本における業務報告書 

年  月  日まで 

 

年   月   日

金融庁長官 殿 

住 所 

会社名 

日本における代表者   氏 名      印 

  
 
      年   月   日から     年   月   日までの日本における業務及び財産の状況を

次のとおり報告します。 
 
 

目   次 
 

第１ 日本における保険業の事業報告書 

 １ 日本における事業の経過及び成果 

 ２ 日本における事業の成績及び日本における財産の状況の推移 

 ３ 日本における支店等及び代理店の状況 

 ４ 日本における従業員等の状況 

 ５ 日本における事業年度に係る決算期後に生じた外国保険会社等の状況に 

関する重要な事実 

 ６ その他外国保険会社等の状況に関する重要な事項 

第２ 附属明細書 

 １ 商品有価証券 

 ２ 有価証券  

 ３ 貸付金 

 ４ 不動産及び動産 

 ５ リース契約により使用する不動産及び動産 

 ６ 資産につき設定している担保権 

 ７ 保険契約準備金 

 ８ 引当金 

 ９ 事業費の明細 

 10 特別勘定の資産及び負債 

 11 会計方針の変更理由 

 12 その他重要事項 

第３ 日本における保険業の貸借対照表 

第４ 日本における保険業の損益計算書 
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改正後 現行 
 １ 売買目的有価証券 

 ２ 売買目的以外の有価証券 

第９ 保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 

（記載上の注意） 

  外国保険会社等の日本における事業の内容を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる事項を

細分し、又は新たに項目を設けて記載すること。 
 

 

 

 

 

第１ 

  年  月  日から 

年度                日本における保険業の事業報告書 

年  月  日まで 

 

 

１ 日本における事業の経過及び成果 

（記載上の注意） 
１ 外国保険会社等の日本における主要な事業内容、金融経済環境並びにその事業年度における事業の経過及び

成果を記載すること。 
 ２ 外国保険会社等が日本における対処すべき課題を記載すること。 
 ３ 外国生命保険会社等においては、保有契約高、新契約高及び減少契約高の状況及び推移、責任準備金の状況

及び推移を記載すること。 
 
２ 日本における財産及び損益の状況 

（外国生命保険会社等） 

区   分 年度 年度 年度 年度（当期）

年

度

末

契

約

高 

 
個 人 保 険 

個 人 年 金 保 険 

団 体 保 険 

団 体 年 金 保 険 

そ の 他 の 保 険 

億円 億円 億円 億円

保 険 料 等 収 入 

資 産 運 用 収 益 

保 険 金 等 支 払 金 

経 常 利 益 ( 又 は 経 常 損 失 ) 

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額 

当 期 純 利益 ( 又 は 当期 純 損 失 ) 

総 資 産 

百万円 百万円 百万円 百万円

（記載上の注意） 

第５ 日本における保険業のキャッシュ･フロー計算書 

第６ 有価証券等に関する書面 

 １ 売買目的有価証券 

 ２ 売買目的以外の有価証券 

第７ 保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 

（記載上の注意） 

  外国保険会社等の日本における営業の内容を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる事項を

細分し、又は新たに項目を設けて記載すること。 
 
 

 

第１ 

年  月  日から 

年度                日本における保険業の事業報告書 

年  月  日まで 

 

 

１ 日本における事業の経過及び成果 

（記載上の注意） 

  次に掲げる事項についても記載すること。 

１ 日本における保有契約高、新契約高及び減少契約高の状況及び推移(外国生命保険会社等) 

２ 日本における資産運用の状況 

３ 日本における責任準備金の状況及び推移(外国生命保険会社等) 

４ 日本における会社が対処すべき課題 

 

２ 日本における事業の成績及び日本における財産の状況の推移 

（外国生命保険会社等） 

区   分 年度 年度 年度 年度（当期）

年

度

末

契

約

高

 
個 人 保 険

個 人 年 金 保 険

団 体 保 険

団 体 年 金 保 険

そ の 他 の 保 険

億円 億円 億円 億円

保 険 料 等 収 入

資 産 運 用 収 益

保 険 金 等 支 払 金

経 常 利 益 ( 又 は 経 常 損 失 )

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額

当 期 純 利益 ( 又 は 当期 純 損 失 )

総 資 産

百万円 百万円 百万円 百万円

（記載上の注意） 
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改正後 現行 
 １ 記載事項に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 

２ 必要がある場合は、４事業年度以前の日本における事業年度についても記載すること。 

３ 必要に応じ、日本における財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

４ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主

資本等変動計算書（相互会社にあっては、基金等変動計算書）に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更

その他の正当な理由により過年度に係る報告をしたものと異なっているときは、修正後の過年度事項を反映し

た事項とすることを妨げない。 

 

（外国損害保険会社等） 

区   分 年度 年度 年度 年度（当期）

正 味 収 入 保 険 料 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ ・ ・ ・ 保 険 ） 

（ そ の 他 ） 

利 息 及 び 配 当 金 収 入 

保険引受利益(又は保険引受損失） 

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 

当期純利益（又は当期純損失） 

正 味 損 害 率 

正 味 事 業 費 率 

百万円 百万円 百万円 百万円

運 用 資 産 

総 資 産 

   

（記載上の注意） 

１ 正味収入保険料の内訳は、各外国保険会社等の実態に応じ、主な保険５種類以上を記載すること。 

２ 運用資産は、預貯金、コールローン、買現先勘定、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価

証券、貸付金、土地及び建物の合計額を記載し、その旨を注記すること。 

３ 記載事項に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 
４ 必要がある場合は、４事業年度以前の日本における事業年度についても記載すること。 

５ 必要に応じ、日本における財産及び損益の状況についての説明その他の事項を記載すること。 

６ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主

資本等変動計算書（相互会社にあっては、基金等変動計算書）に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更

その他の正当な理由により過年度に係る報告をしたものと異なっているときは、修正後の過年度事項を反映し

た事項とすることを妨げない。 
 

３ 日本における支店等及び代理店の状況 

区    分 前 期 末 当 期 末 当期増減（△） 

日 本 に お け る 支 店    

日 本 に お け る 代 理 店   

（記載上の注意） 

 １ 必要がある場合は、４事業年度以前の日本における事業年度についても記載すること。 

２ 必要に応じ、日本における事業の成績及び日本における財産の状況の推移についての説明その他の事項を記

載すること。 

 

 

 

 

 

（外国損害保険会社等） 

区   分 年度 年度 年度 年度（当期）

正 味 収 入 保 険 料

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ ・ ・ ・ 保 険 ）

（ そ の 他 ）

利 息 及 び 配 当 金 収 入

保険引受利益(又は保険引受損失）

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

当期純利益（又は当期純損失）

正 味 損 害 率

正 味 事 業 費 率

百万円 百万円 百万円 百万円

運 用 資 産

総 資 産

  

（記載上の注意） 

１ 正味収入保険料の内訳は、各外国保険会社等の実態に応じ、主な保険５種類以上を記載すること。 

２ 運用資産は、預貯金、コールローン、買現先勘定、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価

証券、貸付金、土地及び建物の合計額を記載し、その旨を注記すること。 

３ 必要がある場合は、４事業年度以前の日本における事業年度についても記載すること。 

４ 必要に応じ、日本における事業の成績及び日本における財産の状況の推移についての説明その他の事項を記

載すること。 

 

 
 
 
 
３ 日本における支店等及び代理店の状況 

区    分 前 期 末 当 期 末 当期増減（△） 

日 本 に お け る 支 店    

日 本 に お け る 代 理 店   

（記載上の注意） 
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改正後 現行 
  支店以外の呼称を使用する外国保険会社等にあっては、その形態に応じ、その呼称により記載すること。 

 

４ 日本における使用人の状況 

当期末現在 区分 前期末 当期末 当期増減 

（△） 平均年齢 平均勤続年数 平均給与月額

内 務 職 員 名 名 名 歳 年 千円

営 業 職 員       

（記載上の注意） 

 １ 外国生命保険会社等にあっては、営業職員欄には生命保険募集人（ただし、内務職員を除く。）について記

載すること。 

 ２ 外国損害保険会社等にあっては、営業職員欄には固定給と歩合給を支給されている社員（ただし、特別研修

生を除く。）について記載すること。 
 

 

５ 日本における事業年度に係る決算期後に生じた外国保険会社等の状況に関する重要な事実 

 

６ その他外国保険会社等の状況に関する重要な事項 

 （記載上の注意） 

   外国相互会社にあっては、日本における事業年度末における日本における社員の数についても記載するこ

と。 

 
 
第２ 

年  月  日から 

年度                附属明細書 

年  月  日まで 

 

１ 商品有価証券                              （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

商 品 国 債 

商 品 地 方 債 

商 品 政 府 保 証 債 

 ・  ・  ・ 

   

計    

 

２ 有価証券                                （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

国 債 

地 方 債 

社 債 

 公 社 公 団 債 

 金 融 債 

 事 業 債 

   

  支店以外の呼称を使用する外国保険会社等にあっては、その形態に応じ、その呼称により記載すること。 

 

４ 日本における従業員等の状況 

当期末現在 区分 前期末 当期末 当期増減

（△） 平均年齢 平均勤続年数 平均給与月額

内 務 職 員 名 名 名 歳 年 千円

営 業 職 員       

（記載上の注意） 

 １ 外国生命保険会社等にあっては、営業職員欄には生命保険募集人（ただし、内務職員を除く。）について記

載すること。 

 ２ 外国損害保険会社等にあっては、営業職員欄には固定給と歩合給を支給されている社員（ただし、特別研修

生を除く。）について記載すること。 

 
 
５ 日本における事業年度に係る決算期後に生じた外国保険会社等の状況に関する重要な事実 

 

６ その他外国保険会社等の状況に関する重要な事項 

 （記載上の注意） 

   外国相互会社にあっては、日本における事業年度末における日本における社員の数についても記載するこ

と。 

 
 
第２ 

年  月  日から 

年度                附属明細書 

年  月  日まで 

 

１ 商品有価証券                           （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

商 品 国 債

商 品 地 方 債

商 品 政 府 保 証 債

 ・  ・  ・ 

   

計    

 

２ 有価証券                             （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

国 債

地 方 債

社 債

 公 社 公 団 債

 金 融 債

 事 業 債
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改正後 現行 
株 式 

外 国 証 券 

 株 式 

 そ の 他 

そ の 他 の 証 券 

計    

 
３ 貸付金                                （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

農 林 ･ 水 産 業 

鉱 業 

建 設 業 

製 造 業 

卸 ･ 小 売 業 

金 融 ･ 保 険 業 

不 動 産 業 

情 報 通 信 業 

運 輸 業 

電 気 ･ ガ ス ･ 水 道 ･ 熱 供 給 業 

サ ー ビ ス 業 等 

そ の 他 

（うち個人住宅･消費者ローン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （   ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （   ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （   ） 

計    

公 共 団 体 

公 社 ･ 公 団 

約 款 貸 付 

   

合    計    

（記載上の注意） 

１ 業種区分は、日本標準産業分類の大分類に準じて記載すること。ただし、「サービス業等」欄には、｢飲食店、

宿泊業｣、｢医療、福祉｣、｢教育、学習支援業｣「複合サービス事業」及び｢サービス業(他に分類されないもの)｣

の合計額を記載すること。 

２ 事業団に対する貸付は、｢公社･公団｣に含めて記載すること。 

 

４ 有形固定資産及び無形固定資産                      （単位：百万円） 

区   分 
当期首 

残 高 

当 期 

増加額 

当 期 

減少額 

当 期 

償却額 

当期末 

帳簿価格 

減価償却 

累計額 

償 却 

累計率 

有 形 固 定 資 産 
土 地 

建 物 

建 設 仮 勘 定 

その他の有形固定資産 

      ％

株 式

外 国 証 券

 株 式

 そ の 他

そ の 他 の 証 券

計    

 
３ 貸付金                              （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

農 林 ･ 水 産 業

鉱 業

建 設 業

製 造 業

卸 ･ 小 売 業

金 融 ･ 保 険 業

不 動 産 業

情 報 通 信 業

運 輸 業

電 気 ･ ガ ス ･ 水 道 ･ 熱 供 給 業

サ ー ビ ス 業 等

そ の 他

（うち個人住宅･消費者ローン）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （   ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （   ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （   ） 

計    

公 共 団 体

公 社 ･ 公 団

約 款 貸 付

   

合    計    

（記載上の注意） 

１ 業種区分は、日本標準産業分類の大分類に準じて記載すること。ただし、「サービス業等」欄には、｢飲食店、

宿泊業｣、｢医療、福祉｣、｢教育、学習支援業｣「複合サービス事業」及び｢サービス業(他に分類されないもの)｣

の合計額を記載すること。 

２ 事業団に対する貸付は、｢公社･公団｣に含めて記載すること。 

 

４ 不動産及び動産                          （単位：百万円） 

区 分 
前 期 

末残高 

当 期 

増加額 

当 期 

減少額 

当 期 

償却額 

当 期 

末残高 

償 却 

累計額 

償 却 

累計率 

土 地

建 物

動 産

建設仮勘定

      ％

計        

（記載上の注意） 
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改正後 現行 

有 形 固 定 資 産 計       

無 形 固 定 資 産 
ソ フ ト ウ ェ ア 

の れ ん 

保 証 金 権 利 金 

その他の無形固定資産 

      

無 形 固 定 資 産 計       

（記載上の注意） 
 １ 資産の種類については、重要性に応じて適宜区分して記載すること。 
 ２ 当事業年度の減損損失の金額は「当期減少額」の欄に括弧内書として記載し、「当期末残高」の欄は減損損

失控除後の金額を記載すること。 

 
 
(削除) 

 
 
 
 
 
 
 
 
(削除) 

 
 
 
 
 
 
５ 保険契約準備金                            （単位：百万円） 

 
 
 
 
 
（記載上の注意） 

１ 保険契約準備金について日本における保険業の貸借対照表上の内訳科目ごとにそれぞれ作成するこ

と。 

２ 外国生命保険会社等にあっては、個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険及びその他の保険につ

いて記載すること。 

３ 外国損害保険会社等にあっては、各社の実態に応じ、主な保険５種類以上を記載すること。 

区  分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

・ ・ ・ 保 険 

そ の 他 の 保 険 

   

計    

 １ 当事業年度の減損損失の金額は「当期減少額」の欄に括弧内書として記載し、「当期末残高」の欄は減損損

失控除後の金額を記載すること。 

 ２ 償却累計は、取得価額に対する償却累計額の割合を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ リース契約により使用する不動産及び動産 

資 産 の 種 類 資 産 の 内 容 

  

（記載上の注意） 

１ リース契約（ファイナンス･リース取引に該当するもの）により使用する不動産及び動産の内訳を記載す

ること。 

２ 重要でない資産については一括して記載することができる。 

 

 

６ 資産につき設定している担保権                   （単位：百万円） 

担保に供している資産 担保権によって担保されている債務 

種  類 期末残高 担保権の種類 内  容 期末残高 

     

計   計  

 
 
 
７ 保険契約準備金                          （単位：百万円） 

区  分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

・ ・ ・ 保 険

そ の 他 の 保 険

   

計    

（記載上の注意） 

１ 保険契約準備金について日本における保険業の貸借対照表上の内訳科目ごとにそれぞれ作成するこ

と。 

２ 外国生命保険会社等にあっては、個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険及びその他の保険につ

いて記載すること。 

３ 外国損害保険会社等にあっては、各社の実態に応じ、主な保険５種類以上を記載すること。 
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改正後 現行 
 

６ 引当金                                （単位：百万円） 

区  分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 
計 上 の 理 由 

及び算定方法 

貸 倒 引 当 金 

・ ・ ・ ・ ・ 

価格変動準備金 

・ ・ ・ ・ ・ 

    

（記載上の注意） 

  計上の理由及び算定方法については、日本における保険業の貸借対照表に注記したものを省略することができ

る。 

 

 

７ 事業費の明細 

（外国生命保険会社等）                         （単位：百万円） 

区         分 金    額 

事  業  活  動  費 

 営 業 職 員 経 費 

 募 集 代 理 店 経 費 

 選 択 経 費 

事  業  管  理  費 

 募 集 機 関 管 理 費 

 営 業 職 員 教 育 訓 練 費 

 広 告 宣 伝 費 

一  般  管  理  費 

 人 件 費 

 物 件 費 

  寄 附 ・ 協 賛 金 ・ 諸 会 費 

 拠 出 金 

 負 担 金 

 

計  

（記載上の注意） 

１ 拠出金の金額欄には、保険契約者保護基金拠出金について記載し、負担金の金額欄には、保険契約者

保護機構負担金について記載すること。 

 
 
 
（外国損害保険会社等）                         （単位：百万円） 

区         分 金    額 

 

８ 引当金                              （単位：百万円） 

区  分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 
計 上 の 理 由 

及び算定方法 

貸 倒 引 当 金

・ ・ ・ ・ ・

価格変動準備金

・ ・ ・ ・ ・

    

 
（記載上の注意） 

  計上の理由及び算定方法については、日本における保険業の貸借対照表に注記したものを省略することができ

る。 

 

９ 事業費の明細 

（外国生命保険会社等）                         （単位：百万円） 

区         分 金    額 

事  業  活  動  費 

 営 業 職 員 経 費 

 募 集 代 理 店 経 費 

 選 択 経 費 

事  業  管  理  費 

 募 集 機 関 管 理 費 

 営 業 職 員 教 育 訓 練 費 

 広 告 宣 伝 費 

一  般  管  理  費 

 人 件 費 

 物 件 費 

  寄 附 ・ 協 賛 金 ・ 諸 会 費 

 拠 出 金 

 負 担 金 

 

計  

（記載上の注意） 

１ 拠出金の金額欄には、保険契約者保護基金拠出金について記載し、負担金の金額欄には、保険契約者

保護機構負担金について記載すること。 

２ 監査役が監査をするについて、参考となるように記載すること。 

 
 
（外国損害保険会社等）                         （単位：百万円） 

区         分 金    額 
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改正後 現行 
人   件   費 

 給 与 

 退 職 金 

 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 

 厚 生 費 

物   件   費 

 減 価 償 却 費 

 土 地 建 物 機 械 賃 貸 料 

 営 繕 費 

 旅 費 交 通 費 

 通 信 費 

 事 務 費 

 広 告 費 

 諸 会 費 ・ 寄 附 金 ・ 交 際 費 

 そ の 他 物 件 費 

税       金 

拠   出   金 

負   担   金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損 

害 

調 

査 

費 
・ 
営 
業 
費 
及 
び 
一 
般 
管 
理 
費 

計 

（ 損 害 調 査 費 ）             

（事業費及び一般管理費） 

 

 （           ） 

 （           ） 

代 理 店 手 数 料 等 

保 険 仲 立 人 手 数 料 

募 集 費 

集 金 費 

受 再 保 険 手 数 料 

出 再 保 険 手 数 料 

 諸 
手 
数 
料 
及 
び 
集 
金 
費 

 

計 

 

事 業 費 合 計  

（記載上の注意） 

１ 金額欄は、損害調査費、事業費及び一般管理費並びに諸手数料及び集金費の合計額を記載し、その旨

を注記すること。 

２ 拠出金の金額欄には火災予防拠出金及び交通事故予防拠出金の合計額を記載すること。また、負担金

の金額欄には保険契約者保護機構負担金について記載すること。 

３ 保険仲立人手数料の金額欄には保険業法第２条第２１項の保険仲立人に係る手数料について記載する

こと。 

４ 外国保険会社等の事業費の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げてある科目

を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

 

 

人   件   費 

 給 与 

 退 職 金 

 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 

 厚 生 費 

物   件   費 

 減 価 償 却 費 

 土 地 建 物 機 械 賃 貸 料 

 営 繕 費 

 旅 費 交 通 費 

 通 信 費 

 事 務 費 

 広 告 費 

 諸 会 費 ・ 寄 附 金 ・ 交 際 費 

 そ の 他 物 件 費 

税       金 

拠   出   金 

負   担   金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損

害

調

査

費

・

営

業

費

及

び

一

般

管

理

費
計 

（ 損 害 調 査 費 ）             

（事業費及び一般管理費） 

 

 （           ） 

 （           ） 

代 理 店 手 数 料 等 

保 険 仲 立 人 手 数 料 

募 集 費 

集 金 費 

受 再 保 険 手 数 料 

出 再 保 険 手 数 料 

 諸

手

数

料

及

び

集

金

費

 

計 

 

事 業 費 合 計  

（記載上の注意） 

１ 金額欄は、損害調査費、事業費及び一般管理費並びに諸手数料及び集金費の合計額を記載し、その旨

を注記すること。 

２ 拠出金の金額欄には火災予防拠出金及び交通事故予防拠出金の合計額を記載すること。また、負担金

の金額欄には保険契約者保護機構負担金について記載すること。 

３ 保険仲立人手数料の金額欄には保険業法第２条第２１項の保険仲立人に係る手数料について記載する

こと。 

４ 外国保険会社等の事業費の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げてある科目

を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 

５ 監査役が監査をするについて、参考となるように記載すること。 
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８ 特別勘定の資産及び負債 

 （１）特別勘定の資産                         （単位：百万円） 

区    分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

現 金 及 び 預 貯 金 

 現 金 

 預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 

買 入 金 銭 債 権 

商 品 有 価 証 券 

有 価 証 券 

 国 債 

 地 方 債 

 社 債 

 株 式 

 外 国 証 券 

 そ の 他 の 証 券 

貸 付 金 

そ の 他 資 産 

 未 収 金 

 前 払 費 用 

 未 収 収 益 

 預 託 金 

 先 物 取 引 差 入 証 拠 金 

 先 物 取 引 差 金 勘 定 

 保 管 有 価 証 券 

 金 融 派 生 商 品 

 繰 延 ヘ ッ ジ 損 失 

 仮 払 金 

 そ の 他 の 資 産 

貸 倒 引 当 金 

一 般 勘 定 貸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

 

資 産 合 計    

 
 
 
（２）特別勘定の負債                          （単位：百万円） 

区    分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

 

 

10 特別勘定の資産及び負債 

 （１）特別勘定の資産                         （単位：百万円） 

区    分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

現 金 及 び 預 貯 金

 現 金

 預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金

買 入 金 銭 債 権

商 品 有 価 証 券

有 価 証 券

 国 債

 地 方 債

 社 債

 株 式

 外 国 証 券

 そ の 他 の 証 券 

貸 付 金

そ の 他 資 産

 未 収 金

 前 払 費 用

 未 収 収 益

 預 託 金

 先 物 取 引 差 入 証 拠 金 

 先 物 取 引 差 金 勘 定 

 保 管 有 価 証 券 

 金 融 派 生 商 品 

 繰 延 ヘ ッ ジ 損 失 

 仮 払 金

 そ の 他 の 資 産 

貸 倒 引 当 金

一 般 勘 定 貸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

 

資 産 合 計    

 
 
 
（２）特別勘定の負債                          （単位：百万円） 

区    分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 
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保 険 契 約 準 備 金 

そ の 他 負 債 

 売 現 先 勘 定 

 債券貸借取引受入担保金 

 借 入 金 

 未 払 金 

 未 払 費 用 

 前 受 収 益 

 先 物 取 引 差 金 勘 定 

 借 入 有 価 証 券 

 売 付 有 価 証 券 

 金 融 派 生 商 品 

   

 繰 延 ヘ ッ ジ 利 益 

 仮 受 金 

 そ の 他 の 負 債 

一 般 勘 定 借 

   

負 債 合 計    

（記載上の注意） 

  特別勘定を複数設けている場合は、それらの合計額を記載すること。 

 

（削除） 

 

 

 

 

９ その他重要事項 

 

 

 

第３      年度（ 年  月  日現在）の日本における保険業の貸借対照表 

 
 
（外国生命保険会社等）                         （単位：百万円） 

科   目 金   額 科   目 金   額 

（資産の部） 

現 金 及 び 預 貯 金 

 現 金 

 預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 

買 入 金 銭 債 権 

 

 

 

 

 

 

 

 

（負債の部） 

保 険 契 約 準 備 金 

 支 払 備 金 

 責 任 準 備 金 

 契 約 者 配 当 準 備 金 

代 理 店 借 

再 保 険 借 

短 期 社 債 

 

保 険 契 約 準 備 金

そ の 他 負 債

 売 現 先 勘 定

 債券貸借取引受入担保金

 借 入 金

 未 払 金

 未 払 費 用

 前 受 収 益

 先 物 取 引 差 金 勘 定 

 借 入 有 価 証 券 

 売 付 有 価 証 券 

 金 融 派 生 商 品 

   

 繰 延 ヘ ッ ジ 利 益 

 仮 受 金

 そ の 他 の 負 債 

一 般 勘 定 借

   

負 債 合 計    

（記載上の注意） 

  特別勘定を複数設けている場合は、それらの合計額を記載すること。 

 

11 会計方針の変更理由 

 （記載上の注意） 

  日本における保険業の貸借対照表又は損益計算書に会計方針の変更に関する注記がなされた場合は、そ

の変更の理由を記載すること。 

 

12 その他重要事項 

 

 

 

第３      年度（ 年  月  日現在）の日本における保険業の貸借対照表 

 
 
（外国生命保険会社等）                         （単位：百万円） 

科   目 金   額 科   目 金   額 

（資産の部） 

現 金 及 び 預 貯 金

 現 金 

 預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金

買 入 金 銭 債 権

 

 

 

 

 

 

 

 

（負債の部） 

保 険 契 約 準 備 金

 支 払 備 金 

 責 任 準 備 金 

 契 約 者 配 当 準 備 金 

代 理 店 借

再 保 険 借

短 期 社 債

 



 11

改正後 現行 
社 債 

新 株 予 約 権 付 社 債 

そ の 他 負 債 

 売 現 先 勘 定 

債券貸借取引受入担保金 

 借 入 金 

 未 払 法 人 税 等 

 未 払 金 

 未 払 費 用 

 前 受 収 益 

 預 り 金 

 預 り 保 証 金 

 先 物 取 引 受 入 証 拠 金 

 先 物 取 引 差 金 勘 定 

 借 入 有 価 証 券 

 売 付 有 価 証 券 

 金 融 派 生 商 品 

 繰 延 ヘ ッ ジ 利 益 

 仮 受 金 

 そ の 他 の 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 

価 格 変 動 準 備 金 

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 

繰 延 税 金 負 債 

再評価に係る繰延税金負債 

支 払 承 諾 

負 の の れ ん 

本 支 店 勘 定 

負債の部 合計 

商 品 有 価 証 券 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

 国 債 

 地 方 債 

 社 債 

 株 式 

 外 国 証 券 

 そ の 他 の 証 券 

貸 付 金 

 保 険 約 款 貸 付 

 一 般 貸 付 

有 形 固 定 資 産 

 土 地 

 建 物 

 動 産 

 建 設 仮 勘 定 

有 形 固 定 資 産 

ソ フ ト ウ ェ ア 

の れ ん 

保 証 金 権 利 金 

そ の 他 無 形 固 定 資 産 

代 理 店 貸 

再 保 険 貸 

そ の 他 資 産 

 未 収 金 

 前 払 費 用 

 未 収 収 益 

 預 託 金 

 先 物 取 引 差 入 証 拠 金 

 先 物 取 引 差 金 勘 定 

 保 管 有 価 証 券 

 金 融 派 生 商 品 

 繰 延 ヘ ッ ジ 損 失 

 仮 払 金 

 そ の 他 の 資 産 

繰 延 税 金 資 産 

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 資 産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

本 支 店 勘 定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

（純資産の部） 

持 込 資 本 金 

供 託 金 

剰 余 金 

・ ・ ・ ・ 

 当 期 未 処 分 利 益 

（又は当期未処理損失） 

当 期 純 利 益 

  （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

土 地 再 評 価 差 額 金 

株 式 等 評 価 差 額 金 

純資産の部 合計 

 

社 債

新 株 予 約 権 付 社 債

そ の 他 負 債

 売 現 先 勘 定 

債券貸借取引受入担保金

 借 入 金 

 未 払 法 人 税 等 

 未 払 金 

 未 払 費 用 

 前 受 収 益 

 預 り 金 

 預 り 保 証 金 

 先 物 取 引 受 入 証 拠 金 

 先 物 取 引 差 金 勘 定 

 借 入 有 価 証 券 

 売 付 有 価 証 券 

 金 融 派 生 商 品 

 繰 延 ヘ ッ ジ 利 益 

 仮 受 金 

 そ の 他 の 負 債 

退 職 給 付 引 当 金

価 格 変 動 準 備 金

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金

証 券 取 引 責 任 準 備 金

繰 延 税 金 負 債

再評価に係る繰延税金負債

支 払 承 諾

本 支 店 勘 定

負債の部 合計 

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

 国 債 

 地 方 債 

 社 債 

 株 式 

 外 国 証 券 

 そ の 他 の 証 券 

貸 付 金

 保 険 約 款 貸 付 

 一 般 貸 付 

不 動 産 及 び 動 産

 土 地 

 建 物 

 動 産 

 建 設 仮 勘 定 

代 理 店 貸

再 保 険 貸

そ の 他 資 産

 未 収 金 

 前 払 費 用 

 未 収 収 益 

 預 託 金 

 先 物 取 引 差 入 証 拠 金 

 先 物 取 引 差 金 勘 定 

 保 管 有 価 証 券 

 金 融 派 生 商 品 

 繰 延 ヘ ッ ジ 損 失 

 仮 払 金 

 そ の 他 の 資 産 

繰 延 税 金 資 産

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 資 産

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

本 支 店 勘 定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

（資本の部） 

持 込 資 本 金

供 託 金

剰 余 金

・ ・ ・ ・

 当 期 未 処 分 利 益 

（又は当期未処理損失） 

当 期 純 利 益

  （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

土 地 再 評 価 差 額 金

株 式 等 評 価 差 額 金

資産の部 合計 

 

資産の部合計  負債及び資本の合計  
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資産の部合計  負債及び純資産の合計  

 
（外国損害保険会社等）                         （単位：百万円） 

科   目 金   額 科   目 金   額 

（資産の部） 

現 金 及 び 預 貯 金 

 現 金 

 預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

買 現 先 勘 定 

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 

買 入 金 銭 債 権 

商 品 有 価 証 券 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

 国 債 

 地 方 債 

 社 債 

 株 式 

 外 国 証 券 

 そ の 他 の 証 券 

 貸 付 有 価 証 券 

貸 付 金 

 保 険 約 款 貸 付 

 一 般 貸 付 

有 形 固 定 資 産 

土 地

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（負債の部） 

保 険 契 約 準 備 金 

 支 払 準 備 金 

 責 任 準 備 金 

短 期 社 債 

社 債 

新 株 予 約 権 付 社 債 

そ の 他 負 債 

 共 同 保 険 借 

 再 保 険 借 

 外 国 再 保 険 借 

 代 理 店 業 務 借 

 売 現 先 勘 定 

 債券貸借取引受入担保金 

 借 入 金 

 未 払 法 人 税 等 

 預 り 金 

 前 受 収 益 

 未 払 金 

 仮 受 金 

 先 物 取 引 受 入 証 拠 金 

 先 物 取 引 差 金 勘 定 

借 入 有 価 証 券

 

 
 
（外国損害保険会社等）                         （単位：百万円） 

科   目 金   額 科   目 金   額 

（資産の部） 

現 金 及 び 預 貯 金

 現 金

 預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金

買 入 金 銭 債 権

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

 国 債

 地 方 債

 社 債

 株 式

 外 国 証 券

 そ の 他 の 証 券 

 貸 付 有 価 証 券 

貸 付 金

 保 険 約 款 貸 付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（負債の部） 

保 険 契 約 準 備 金

 支 払 準 備 金

 責 任 準 備 金

短 期 社 債

社 債

新 株 予 約 権 付 社 債

そ の 他 負 債

 共 同 保 険 借

 再 保 険 借

 外 国 再 保 険 借 

 代 理 店 業 務 借 

 売 現 先 勘 定

 債券貸借取引受入担保金 

 借 入 金

 未 払 法 人 税 等 

 預 り 金

 前 受 収 益

 未 払 金

 仮 受 金
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 外 国 再 保 険 貸 

 代 理 業 務 貸 

 未 収 金 

 未 収 収 益 
 預 託 金 

 地 震 保 険 預 託 金 

 仮 払 金 

 先 物 取 引 差 入 証 拠 金 

 先 物 取 引 差 金 勘 定 

 保 管 有 価 証 券 

 金 融 派 生 商 品 

 繰 延 ヘ ッ ジ 損 失 

 そ の 他 の 資 産 

繰 延 税 金 資 産 

再評価に係る繰延税金資産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

本 支 店 勘 定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

（資本の部） 

持 込 資 本 金 

供 託 金 

剰 余 金 

 ・  ・  ・  ・ 

 当 期 未 処 分 利 益 

（又は当期未処理損失） 

    当 期 純 利 益 

  （又は当期純損失） 

土 地 再 評 価 差 額 金 

株 式 等 評 価 差 額 金 

資産の部 合計 

 

資産の部合計  負債及び純資産の部合計  

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになる

ように記載すること。 

（１）継続企業の前提（会社法計算規則第 131 条に規定するものをいう。以下同じ。）に重要な疑義を抱か

せる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在 

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 

④ 当該重要な疑義の影響の計算書類への反映の有無 

（２）次に掲げる会計方針に関する事項 

① 有価証券の評価基準及び評価方法。また、保険業法第 199 条において準用する同法第 112 条第１

項による評価換えをしたときは、その旨 

② 金銭の信託の評価基準及び評価方法 

③ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

④ 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第 10条に規定する差額

⑤ 有形固定資産の減価償却の方法 

⑥ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

⑦ 貸倒引当金の計上方法（貸倒引当金の計上方法には、当期における償却及び引当の方針のほか、

資産の自己査定基準の整備の状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況につ

いても、できるだけ詳細に記載すること。） 

⑧ 退職給付引当金の計上方法 

⑨ 価格変動準備金、金融先物取引責任準備金及び証券取引責任準備金の計上方法 

⑩ ヘッジ会計の方法 

 預 託 金

 地 震 保 険 預 託 金 

 仮 払 金

 先 物 取 引 差 入 証 拠 金 

 先 物 取 引 差 金 勘 定 

 保 管 有 価 証 券 

 金 融 派 生 商 品 

 繰 延 ヘ ッ ジ 損 失 

 そ の 他 の 資 産 

繰 延 税 金 資 産

再評価に係る繰延税金資産

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

本 支 店 勘 定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 

（資本の部） 

持 込 資 本 金

供 託 金

剰 余 金

 ・  ・  ・  ・ 

 当 期 未 処 分 利 益 

（又は当期未処理損失） 

    当 期 純 利 益

  （又は当期純損失）

土 地 再 評 価 差 額 金

株 式 等 評 価 差 額 金

資産の部 合計 
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⑪ その他採用した重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りでな

い。 

 （３）会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

   ① 会計処理の原則又は手続きを変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与

えている影響の内容 

   ② 表示方法を変更したときは、その内容 

 （４）有価証券の貸付けを行っている場合には、その旨及び金額（金額は貸借対照表価額とし、消費貸借

契約によるもの、使用貸借契約又は賃貸借契約によるものに分けて記載すること。） 

（５）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合計

額 

なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 

 （６）有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その変

更が軽微であるときは、この限りでない。 

 （７）有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

 （８）資産に係る減損損失累計額を貸借対照表において減価償却累計額に合算して減価償却累計額の科目

をもって表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれる旨 

 （９）資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額（一括して注記

することが適当な場合にあっては、一括した引当金の金額） 

（10）保険業法第１９９条において準用する同法第１１８条に規定する特別勘定の資産及び負債の額 

（11）日本における代表者に対する金銭債権総額及び金銭債務総額。ただし、日本において締結する保険契

約の普通保険約款による取引に係るものは、この限りでない。 

（12）次に掲げるもの（重要でないものを除く。）の発生の主な原因別の内訳 

   ① 繰延税金資産（その算定にあたり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額

を含む。） 

   ② 繰延税金負債 

（13）リース契約（ファイナンス・リース取引に該当するもの）により使用する重要な不動産及び動産 

（14）重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額 

（18）外国生命保険会社等にあっては、契約者配当準備金の増減異動及び契約者配当金の支払額 

（19）資産が担保に供されている場合における当該資産の内容及びその金額並びに担保に係る債務の金額 

（20）以下に掲げる金額 

① 保険業法施行規則第１６０条において準用する同規則第７３条第３項において準用する同規則第

７１条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）

の金額 

② 保険業法施行規則第１６０条において準用する同規則第７１条第１項に規定する再保険を付した部

分に相当する責任準備金（以下「出再責任準備金」という。）の金額 

（21）本支店勘定は、本店及び他の支店との日常取引で生じる資金の貸借額とする。 

（22）持込資本金は、日本国内に持ち込んだ金額のうち、法第１９７条の自己資本に相当するものとする。

（23）事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事項が発生した場合にお

ける当該事象 

（24）その他外国保険会社等の日本における財産の状態を正確に判断するために必要な事項 

 

 ２ 保険業法第 113 条前段の規定により資産の部に計上した金額がある場合は、「その他の資産」の前に「保
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険業法第 113 条繰延資産」として記載すること。 

 ３ 外国損害保険会社が地震保険に関する法律第３条第１項（政府の再保険）に規定する再保険契約を政

府との間で締結している場合には、当該外国損害保険会社において地震保険の責任準備金及び地震に係

る受託金に対応する資産を他の資産と区分して経理している場合における当該資産に係る評価差額につ

いては、「繰延税金負債」の前に「地震保険評価差額金」として記載すること。 

 ４ 法令等に基づき、又は外国保険会社等の日本における財産の状態を明らかにするために必要があると

きは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載するこ

と。 

５ 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総額の

１００分の１を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設け

て記載すること。 

６ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第４ 

  年  月  日から 

年度                日本における保険業の損益計算書 

年  月  日まで 

 

 

（外国生命保険会社等）                         （単位：百万円） 

科        目 金   額 

この限りでない。 

（17）不動産及び動産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

（18）保険業法第１９９条において準用する同法第１１８条に規定する特別勘定の資産及び負債の額 

（19）日本における代表者に対する金銭債権総額及び金銭債務総額。ただし、日本において締結する保険契

約の普通保険約款による取引に係るものは、この限りでない。 

（20）リース契約（ファイナンス・リース取引に該当するもの）により使用する重要な不動産及び動産 

（21）重要な係争事件に係る損害賠償義務。ただし、負債の部に計上したときは、この限りでない。 

（22）外国生命保険会社等にあっては、契約者配当準備金の増減異動及び契約者配当金の支払額 

（23）その他外国保険会社等の日本における財産の状態を正確に判断するために必要な事項 

（24）担保に供している資産の額及び担保付き債務の額 

（25）有価証券の貸付けを行っている場合には、その旨及び金額（金額は貸借対照表価額とし、消費貸借

契約によるもの、使用貸借契約又は賃貸借契約によるものに分けて記載すること。） 

（26）以下に掲げる金額 

① 保険業法施行規則第１６０条において準用する同規則第７３条第３項において準用する同規則第

７１条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）

の金額 

② 保険業法施行規則第１６０条において準用する同規則第７１条第１項に規定する再保険を付した

部分に相当する責任準備金（以下「出再責任準備金」という。）の金額 

２ 法令等に基づき、又は外国保険会社等の日本における財産の状態を明らかにするために必要があると

きは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載するこ

と。 

３ 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総額の

１００分の１を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設け

て記載すること。 

４ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

 

 

第４ 

  年  月  日から 

年度                日本における保険業の損益計算書 

年  月  日まで 

 

 

（外国生命保険会社等）                         （単位：百万円） 

科        目 金   額 
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経  常  収  益 

 保 険 料 等 収 入 

  保 険 料 

  再 保 険 収 入 

 資 産 運 用 収 益 

  利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 

   預 貯 金 利 息 

   有 価 証 券 利 息 ･ 配 当 金 

   貸 付 金 利 息 

   不 動 産 賃 貸 料 

   そ の 他 利 息 配 当 金 

  商 品 有 価 証 券 運 用 益 

  金 銭 の 信 託 運 用 益 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 

  有 価 証 券 売 却 益 

  有 価 証 券 償 還 益 

  金 融 派 生 商 品 収 益 

  為 替 差 益 

  そ の 他 運 用 収 益 

  特 別 勘 定 資 産 運 用 益 

 そ の 他 経 常 収 益 

  年 金 特 約 取 扱 受 入 金 

  保 険 金 据 置 受 入 金 

  そ の 他 の 経 常 収 益 

 

経 
 

 

常 
 

 

損 
 

 

益 
 

 

の 
 

 

部 
 

経  常  費  用 

 保 険 金 等 支 払 金 

  保 険 金 

  年 金 

  給 付 金 

  解 約 返 戻 金 

  そ の 他 返 戻 金 

  再 保 険 料 

 責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

  支 払 備 金 繰 入 額 

  責 任 準 備 金 繰 入 額 

 

 

  契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額  

経 
 

 

常 
 

 

損 
 

 

益 
 

 

の 
 

 

部 

経  常  収  益 

 保 険 料 等 収 入 

  保 険 料 

  再 保 険 収 入 

 資 産 運 用 収 益 

  利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 

   預 貯 金 利 息 

   有 価 証 券 利 息 ･ 配 当 金 

   貸 付 金 利 息 

   不 動 産 賃 貸 料 

   そ の 他 利 息 配 当 金 

  商 品 有 価 証 券 運 用 益 

  金 銭 の 信 託 運 用 益 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 

  有 価 証 券 売 却 益 

  有 価 証 券 償 還 益 

  金 融 派 生 商 品 収 益 

  為 替 差 益 

  そ の 他 運 用 収 益 

  特 別 勘 定 資 産 運 用 益 

 そ の 他 経 常 収 益 

  年 金 特 約 取 扱 受 入 金 

  保 険 金 据 置 受 入 金 

  そ の 他 の 経 常 収 益 
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経常利益（又は経常損失）  

特  別  利  益 

 固 定 資 産 等 処 分 益 

 保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益 

 そ の 他 特 別 利 益 

 

特 

別 

損 

益 

の 

部 

特  別  損  失 

固 定 資 産 等 処 分 損 

減 損 損 失 

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 

不 動 産 圧 縮 損 

そ の 他 特 別 損 失 

 

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額 

税 引 前 当 期 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

 

 

経  常  費  用 

 保 険 金 等 支 払 金 

  保 険 金 

  年 金 

  給 付 金 

  解 約 返 戻 金 

  そ の 他 返 戻 金 

  再 保 険 料 

 責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

  支 払 備 金 繰 入 額 

  責 任 準 備 金 繰 入 額 

 

  契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額 

 資 産 運 用 費 用 

  支 払 利 息 

  商 品 有 価 証 券 運 用 損 

  金 銭 の 信 託 運 用 損 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 

  有 価 証 券 売 却 損 

  有 価 証 券 評 価 損 

  有 価 証 券 償 還 損 

  金 融 派 生 商 品 費 用 

  為 替 差 損 

  貸 倒 引 当 金 繰 入 額 

  貸 付 金 償 却 

  賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費 

  そ の 他 運 用 費 用 

  特 別 勘 定 資 産 運 用 損 

 事 業 費 

 そ の 他 経 常 費 用 

  保 険 金 据 置 支 払 金 

  税 金 

  減 価 償 却 費 

  退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 

  そ の 他 の 経 常 費 用 

 

 

経常利益（又は経常損失）  

特

別

損 

益 

の

部

特  別  利  益 

 不 動 産 動 産 等 処 分 益 

 保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益 

 そ の 他 特 別 利 益 
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（外国損害保険会社等）                         （単位：百万円） 

科        目 金   額 

経 
 

 

常 
 

 

損 
 

 

益 
 

 

の 
 

 

部 

経  常  収  益 

 保 険 引 受 収 益 

  正 味 収 入 保 険 料 

  収 入 積 立 保 険 料 

  積 立 保 険 料 等 運 用 益 

  為 替 差 益 

  そ の 他 保 険 引 受 収 益 

 資 産 運 用 収 益 

  利 息 及 び 配 当 金 収 入 

  商 品 有 価 証 券 運 用 益 

  金 銭 の 信 託 運 用 益 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 

  有 価 証 券 売 却 益 

  有 価 証 券 償 還 益 

  金 融 派 生 商 品 収 益 

  為 替 差 益 

  そ の 他 運 用 収 益 

  積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替 

 そ の 他 経 常 収 益 

 

特  別  損  失 

不 動 産 動 産 等 処 分 損 

減 損 損 失 

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 

証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 

不 動 産 圧 縮 損 

そ の 他 特 別 損 失 

 

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額 

税 引 前 当 期 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

前 期 繰 越 利 益 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ）  

本 社 送 金 

当 期 未 処 分 利 益 （ 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ） 

 

 

（外国損害保険会社等）                         （単位：百万円） 

科        目 金   額 

経 
 

 

常 
 

 

損 
 

 

益 
 

 

の 
 

 

部 

経  常  収  益 

 保 険 引 受 収 益 

  正 味 収 入 保 険 料 

  収 入 積 立 保 険 料 

  積 立 保 険 料 等 運 用 益 

  為 替 差 益 

  そ の 他 保 険 引 受 収 益 

 資 産 運 用 収 益 

  利 息 及 び 配 当 金 収 入 

  商 品 有 価 証 券 運 用 益 

  金 銭 の 信 託 運 用 益 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 

  有 価 証 券 売 却 益 

  有 価 証 券 償 還 益 

  金 融 派 生 商 品 収 益 

  為 替 差 益 

  そ の 他 運 用 収 益 

  積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替 

 そ の 他 経 常 収 益 
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改正後 現行 

経  常  費  用 

 保 険 引 受 費 用 

  正 味 支 払 保 険 金 

  損 害 調 査 費 

  諸 手 数 料 及 び 集 金 費 

  満 期 返 戻 金 

  契 約 者 配 当 金 

  支 払 備 金 繰 入 額 

  責 任 準 備 金 繰 入 額 

  為 替 差 損 

  そ の 他 保 険 引 受 費 用 

 

 

 資 産 運 用 費 用 

  商 品 有 価 証 券 運 用 損 

  金 銭 の 信 託 運 用 損 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 

  有 価 証 券 等 売 却 損 

  有 価 証 券 等 評 価 損 

 

  有 価 証 券 償 還 損 

  金 融 派 生 商 品 費 用 

  為 替 差 損 

  そ の 他 運 用 費 用 

 営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 

 そ の 他 経 常 費 用 

  支 払 利 息 

  貸 倒 引 当 金 繰 入 額 

  貸 倒 損 失 

  そ の 他 の 経 常 費 用 

 

 

経常利益（又は経常損失）  

特 

別 

損 

益 

の 

部 

特  別  利  益 

 固 定 資 産 等 処 分 益 

 保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益 

 そ の 他 特 別 利 益 

特  別  損  失 

 固 定 資 産 等 処 分 損 

  減 損 損 失 

 価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 

 金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 

 証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 

 不 動 産 等 圧 縮 損 

 そ の 他 特 別 損 失 

 

経  常  費  用 

 保 険 引 受 費 用 

  正 味 支 払 保 険 金 

  損 害 調 査 費 

  諸 手 数 料 及 び 集 金 費 

  満 期 返 戻 金 

  契 約 者 配 当 金 

  支 払 備 金 繰 入 額 

  責 任 準 備 金 繰 入 額 

  為 替 差 損 

  そ の 他 保 険 引 受 費 用 

 

 

 資 産 運 用 費 用 

  商 品 有 価 証 券 運 用 損 

  金 銭 の 信 託 運 用 損 

  売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 

  有 価 証 券 等 売 却 損 

  有 価 証 券 等 評 価 損 

 

  有 価 証 券 償 還 損 

  金 融 派 生 商 品 費 用 

  為 替 差 損 

  そ の 他 運 用 費 用 

 営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 

 そ の 他 経 常 費 用 

  支 払 利 息 

  貸 倒 引 当 金 繰 入 額 

  貸 倒 損 失 

  そ の 他 の 経 常 費 用 

 

 
経常利益（又は経常損失）  

特 

別 

損 

益 

の 

部 
特  別  利  益 

 不 動 産 動 産 処 分 益 

 保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益 

 そ の 他 特 別 利 益 

特  別  損  失 

 不 動 産 動 産 処 分 損 

  減 損 損 失 

 価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 

 金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 

 証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 

 不 動 産 等 圧 縮 損 

 そ の 他 特 別 損 失 
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改正後 現行 

税 引 前 当 期 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。ただし、日本における保険業の貸借対照表に記載したものは、この限りで

ない。 

（１）日本における保険業の損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされ

ている会計方針は、この限りでない。 

（２）日本における保険業の損益計算書の作成に関する会計方針又は記載方法を変更したときは、その旨

及びその変更による増減額。ただし、その変更又は変更による影響が軽微であるときは、この限りで

ない。 

（３）外国生命保険会社等にあっては、有価証券売却益、有価証券売却損及び有価証券評価損の主な内訳 

（４）以下の収益及び費用に関する内訳（ただし、①から③まで及び⑥の注記は、外国生命保険会社を除

く。） 

① 正味収入保険料の計算上差し引かれた支払再保険料の金額 

② 正味支払保険金の計算上差し引かれた回収再保険金の金額 

③ 諸手数料及び集金費の計算上差し引かれた出再保険手数料の金額 

④ 支払備金繰入額又は支払備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再支払備金繰

入額又は出再支払備金戻入額 

⑤ 責任準備金繰入額又は責任準備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再責任準

備金繰入額又は出再責任準備金戻入額 

⑥ 利息及び配当金収入の資産源泉別内訳 

（５）商品有価証券及び売買目的有価証券に係るそれぞれの利息及び配当金収入、売却損益及び評価損益

の金額 

（６）金銭の信託及び金融派生商品に係るそれぞれの評価損益の金額 

（７）その他日本における保険業の損益の状態を正確に判断するために必要な事項 

２ 法令等に基づき、又は外国保険会社等の日本における保険業の損益の状態を明らかにするために必要が

あるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載す

ること。 

３ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

 

 

 

第５ 

年  月  日から 

年度                日本における保険業のキャッシュ・フロー計算書 

年  月  日まで 

 

（外国生命保険会社等－直接法により表示する場合）            （単位：百万円） 

科   目 金  額 

税 引 前 当 期 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 

法 人 税 及 び 住 民 税 

法 人 税 等 調 整 額 

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 

 

前 期 繰 越 利 益 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ） 

本 社 送 金 

当 期 未 処 分 利 益 （ 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ） 

 

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。ただし、日本における保険業の貸借対照表に記載したものは、この限りで

ない。 

（１）日本における保険業の損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされ

ている会計方針は、この限りでない。 

（２）日本における保険業の損益計算書の作成に関する会計方針又は記載方法を変更したときは、その旨

及びその変更による増減額。ただし、その変更又は変更による影響が軽微であるときは、この限りで

ない。 

（３）外国生命保険会社等にあっては、有価証券売却益、有価証券売却損及び有価証券評価損の主な内訳 

（４）以下の収益及び費用に関する内訳（ただし、①から③まで及び⑥の注記は、外国生命保険会社等を

除く。） 

① 正味収入保険料の計算上差し引かれた支払再保険料の金額 

② 正味支払保険金の計算上差し引かれた回収再保険金の金額 

③ 諸手数料及び集金費の計算上差し引かれた出再保険手数料の金額 

④ 支払備金繰入額又は支払備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再支払備金繰

入額又は出再支払備金戻入額 

⑤ 責任準備金繰入額又は責任準備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再責任準

備金繰入額又は出再責任準備金戻入額 

⑥ 利息及び配当金収入の資産源泉別内訳 

（５）商品有価証券及び売買目的有価証券に係るそれぞれの利息及び配当金収入、売却損益及び評価損益

の金額 

（６）金銭の信託及び金融派生商品に係るそれぞれの評価損益の金額 

（７）その他日本における保険業の損益の状態を正確に判断するために必要な事項 

２ 法令等に基づき、又は外国保険会社等の日本における保険業の損益の状態を明らかにするために必要が

あるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載す

ること。 

３ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

第５ 

年  月  日から 

年度                日本における保険業のキャッシュ・フロー計算書 

年  月  日まで 

 

（外国生命保険会社等－直接法により表示する場合）            （単位：百万円） 
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改正後 現行 
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

保険料等収入 

保険金支払いによる支出 

年金支払いによる支出 

給付金支払いによる支出 

解約返戻支払いによる支出 

その他の返戻金支払いによる支出 

再保険料収入 

再保険料支払いによる支出 

保険金据置支払いによる支出 

事業費の支出 

その他 

    小      計 

利息及び配当金の受取額 

利息の支払額 

契約者配当金の支払額 

その他 

法人税等の支払額 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 

 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

預貯金の純増加額 

買入金銭債権の取得による支出 

買入金銭債権の売却・償還による収入 

金銭の信託の増加による支出 

金銭の信託の減少による収入 

有価証券の取得による支出 

有価証券の売却・償還による収入 

貸付けによる支出 

貸付金の回収による収入 

その他 

    Ⅱ①小    計 

     （Ⅰ＋Ⅱ①） 

有形固定資産の取得による支出 

有形固定資産の売却による収入 

その他 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （       ） 

科   目 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

保険料等収入 

保険金支払いによる支出 

年金支払いによる支出 

給付金支払いによる支出 

解約返戻支払いによる支出 

その他の返戻金支払いによる支出 

再保険料収入 

再保険料支払いによる支出 

保険金据置支払いによる支出 

事業費の支出 

その他 

    小      計 

利息及び配当金の受取額 

利息の支払額 

契約者配当金の支払額 

その他 

法人税等の支払額 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 

 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

預貯金の純増加額 

買入金銭債権の取得による支出 

買入金銭債権の売却・償還による収入 

金銭の信託の増加による支出 

金銭の信託の減少による収入 

有価証券の取得による支出 

有価証券の売却・償還による収入 

貸付けによる支出 

貸付金の回収による収入 

その他 

    Ⅱ①小    計 

     （Ⅰ＋Ⅱ①） 

不動産及び動産の取得による支出 

不動産及び動産の売却による収入 

その他 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （       ） 



 22

改正後 現行 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

借入れによる収入 

借入金の返済による支出 

社債の発行による収入 

社債の償還による支出 

株式の発行による収入 

自己株式の取得による支出 

配当金の支払額 

本店からの送金による収入 

本店への送金による支出 

その他 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 

 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高  

 

（外国生命保険会社等－間接法により表示する場合）            （単位：百万円） 

科   目 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前当期純利益（損失） 

 

 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

借入れによる収入 

借入金の返済による支出 

社債の発行による収入 

社債の償還による支出 

株式の発行による収入 

自己株式の取得による支出 

配当金の支払額 

本店からの送金による収入 

本店への送金による支出 

その他 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 

 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高  

 

（外国生命保険会社等－間接法により表示する場合）            （単位：百万円） 

科   目 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前当期純利益（損失） 
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改正後 現行 

賃貸用不動産等減価償却費 

減価償却費 
減損損失 

支払備金の増加額 

責任準備金の増加額 

契約者配当準備金積立利息繰入額 

契約者配当準備金繰入額 

貸倒引当金の増加額 

退職給付引当金の増加額 

価格変動準備金の増加額 

金融先物取引責任準備金の増加額 

証券取引責任準備金の増加額 

保険業法第１１２条評価益 

利息及び配当金等収入 

有価証券関係損益 

支払利息 

為替差損益 

不動産動産関係損益 

商品有価証券の増加額 

代理店貸の増加額 

再保険貸の増加額 

その他資産（除く投資活動関連・財務活動関連）

の増加額 

代理店借の増加額 

再保険借の増加額 

その他負債（除く投資活動関連・財務活動関連）

の増加額 

その他 

     小   計 

利息及び配当金の受取額 

利息の支払額 

契約者配当金の支払額 

その他 

法人税等の支払額 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 

  

賃貸用不動産等減価償却費 

減価償却費 
減損損失 

支払備金の増加額 

責任準備金の増加額 

契約者配当準備金積立利息繰入額 

契約者配当準備金繰入額 

貸倒引当金の増加額 

退職給付引当金の増加額 

価格変動準備金の増加額 

金融先物取引責任準備金の増加額 

証券取引責任準備金の増加額 

保険業法第１１２条評価益 

利息及び配当金等収入 

有価証券関係損益 

支払利息 

為替差損益 

不動産動産関係損益 

商品有価証券の増加額 

代理店貸の増加額 

再保険貸の増加額 

その他資産（除く投資活動関連・財務活動関連）

の増加額 

代理店借の増加額 

再保険借の増加額 

その他負債（除く投資活動関連・財務活動関連）

の増加額 

その他 

     小   計 

利息及び配当金の受取額 

利息の支払額 

契約者配当金の支払額 

その他 

法人税等の支払額 

営業活動によるキャッシュ・フロー 
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Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

預貯金の純増加額 

買入金銭債権の取得による支出 

買入金銭債権の売却・償還による収入 

金銭の信託の増加による支出 

金銭の信託の減少による収入 

有価証券の取得による支出 

有価証券の売却・償還による収入 

貸付けによる支出 

貸付金の回収による収入 

その他 

   Ⅱ①小   計 

   （Ⅰ＋Ⅱ①） 

有形固定資産の取得による支出 

有形固定資産の売却による収入 

その他 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（          ） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

借入れによる収入 

借入金の返済による支出 

社債の発行による収入 

社債の償還による支出 

株式の発行による収入 

自己株式の取得による支出 

配当金の支払額 

本店からの送金による収入 

本店への送金による支出 

 

その他 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 

 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高  

 

（外国損害保険会社等－直接法により表示する場合）            （単位：百万円） 

科   目 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

保険料の収入 

積立保険料の収入 

保険金の支出 

 

 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

預貯金の純増加額 

買入金銭債権の取得による支出 

買入金銭債権の売却・償還による収入 

金銭の信託の増加による支出 

金銭の信託の減少による収入 

有価証券の取得による支出 

有価証券の売却・償還による収入 

貸付けによる支出 

貸付金の回収による収入 

その他 

   Ⅱ①小   計 

   （Ⅰ＋Ⅱ①） 

不動産及び動産の取得による支出 

不動産及び動産の売却による収入 

その他 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（          ） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

借入れによる収入 

借入金の返済による支出 

社債の発行による収入 

社債の償還による支出 

株式の発行による収入 

自己株式の取得による支出 

配当金の支払額 

本店からの送金による収入 

本店への送金による支出 

 

その他 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 

 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高  

 

（外国損害保険会社等－直接法により表示する場合）            （単位：百万円） 

科   目 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

保険料の収入 

積立保険料の収入 

保険金の支出 
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損害調査費の支出 

諸手数料及び集金費の支出 

満期返戻金の支出 

契約者配当金の支出 

商品有価証券の売却による収入 

商品有価証券の取得による支出 

営業費及び一般管理費の支出 

その他 

    小      計 

利息及び配当金の受取額 

利息の支払額 

その他 

法人税等の支払額 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

預貯金の純増加額 

買入金銭債権の取得による支出 

買入金銭債権の売却・償還による収入 

金銭の信託の増加による支出 

金銭の信託の減少による収入 

有価証券の取得による支出 

有価証券の売却・償還による収入 

   貸付けによる支出 

貸付金の回収による収入 

その他 

    Ⅱ①小    計 

     （Ⅰ＋Ⅱ①） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （          ） 

有形固定資産の取得による支出 

有形固定資産の売却による収入 

その他 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

借入による収入 

借入金の返済による支出 

社債の発行による収入 

社債の償還による支出 

株式の発行による収入 

自己株式の取得による支出 

配当金の支払額 

本店からの送金による収入 

本店への送金による支出 

 

損害調査費の支出 

諸手数料及び集金費の支出 

満期返戻金の支出 

契約者配当金の支出 

商品有価証券の売却による収入 

商品有価証券の取得による支出 

営業費及び一般管理費の支出 

その他 

    小      計 

利息及び配当金の受取額 

利息の支払額 

その他 

法人税等の支払額 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

預貯金の純増加額 

買入金銭債権の取得による支出 

買入金銭債権の売却・償還による収入 

金銭の信託の増加による支出 

金銭の信託の減少による収入 

有価証券の取得による支出 

有価証券の売却・償還による収入 

   貸付けによる支出 

貸付金の回収による収入 

その他 

    Ⅱ①小    計 

     （Ⅰ＋Ⅱ①） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （          ） 

不動産及び動産の取得による支出 

不動産及び動産の売却による収入 

その他 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

借入による収入 

借入金の返済による支出 

社債の発行による収入 

社債の償還による支出 

株式の発行による収入 

自己株式の取得による支出 

配当金の支払額 

本店からの送金による収入 
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その他 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高  

 

（外国損害保険会社等－間接法により表示する場合）            （単位：百万円） 

科   目 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前当期純利益（損失） 

減価償却費 

減損損失 

支払備金の増加額 

責任準備金等の増加額 

貸倒引当金の増加額 

退職給付引当金の増加額 

価格変動準備金の増加額 

金融先物取引責任準備金の増加額 

証券取引責任準備金の増加額 

保険業法第１１２条評価益 

利息及び配当金収入 

有価証券関係損益 

支払利息 

為替差損益 

不動産動産関係損益 

商品有価証券の増加額 

その他資産（除く投資活動関連・財務活動関 

 

 

連）の増加額 

その他負債（除く投資活動関連・財務活動関連）

の増加額 

その他 

     小   計 

利息及び配当金の受取額 

利息の支払額 

その他 

法人税等の支払額 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 

本店への送金による支出 

その他 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高  

 

（外国損害保険会社等－間接法により表示する場合）            （単位：百万円） 

科   目 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前当期純利益（損失） 

減価償却費 

減損損失 

支払備金の増加額 

責任準備金等の増加額 

貸倒引当金の増加額 

退職給付引当金の増加額 

価格変動準備金の増加額 

金融先物取引責任準備金の増加額 

証券取引責任準備金の増加額 

保険業法第１１２条評価益 

利息及び配当金収入 

有価証券関係損益 

支払利息 

為替差損益 

不動産動産関係損益 

商品有価証券の増加額 

その他資産（除く投資活動関連・財務活動関 

 

 

連）の増加額 

その他負債（除く投資活動関連・財務活動関連）

の増加額 

その他 

     小   計 

利息及び配当金の受取額 

利息の支払額 

その他 

法人税等の支払額 

営業活動によるキャッシュ・フロー 
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Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー 

預貯金の純増加額 

買入金銭債権の取得による支出 

買入金銭債権の売却・償還による収入 

金銭の信託の増加による支出 

金銭の信託の減少による収入 

有価証券の取得による支出 

有価証券の売却・償還による収入 

貸付けによる支出 

貸付金の回収による収入 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

   Ⅱ①小   計 

   （Ⅰ＋Ⅱ①） 

有形固定資産の取得による支出 

有形固定資産の売却による収入 

その他 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 

     （       ） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

借入れによる収入 

借入金の返済による支出 

社債の発行による収入 

社債の償還による支出 

株式の発行による収入 

自己株式の取得による支出 

配当金の支払額 

本店からの送金による収入 

本店への送金による支出 

その他 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 

 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高  

（注１）Ⅱ①は、資産運用活動によるキャッシュ・フローをいう。 

（注２）（Ⅰ＋Ⅱ①）は、営業活動によるキャッシュ・フローと資産運用活動によるキャッシュ・フローの合計を

いう。 

（記載上の注意） 

１ 連結キャッシュ･フロー計算書を作成している場合には作成を要しない。 

２ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。 

３ 法令等に基づき、又は日本における保険業のキャッシュ・フローの状態を明らかにするために必要が

Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー 

預貯金の純増加額 

買入金銭債権の取得による支出 

買入金銭債権の売却・償還による収入 

金銭の信託の増加による支出 

金銭の信託の減少による収入 

有価証券の取得による支出 

有価証券の売却・償還による収入 

貸付けによる支出 

貸付金の回収による収入 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

   Ⅱ①小   計 

   （Ⅰ＋Ⅱ①） 

不動産及び動産の取得による支出 

不動産及び動産の売却による収入 

その他 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 

     （       ） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

借入れによる収入 

借入金の返済による支出 

社債の発行による収入 

社債の償還による支出 

株式の発行による収入 

自己株式の取得による支出 

配当金の支払額 

本店からの送金による収入 

本店への送金による支出 

その他 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 

 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高  

（注１）Ⅱ①は、資産運用活動によるキャッシュ・フローをいう。 

（注２）（Ⅰ＋Ⅱ①）は、営業活動によるキャッシュ・フローと資産運用活動によるキャッシュ・フローの合計を

いう。 

（記載上の注意） 

１ 連結キャッシュ･フロー計算書を作成している場合には作成を要しない。 

２ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。 

３ 法令等に基づき、又は会社のキャッシュ・フローの状態を明らかにするために必要があるときは、この
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あるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載

すること。また、金額の重要性が乏しい科目については、「その他」として一括して記載することがで

きる。 

 

第６ 

年  月  日から 

年度                剰余金処分に関する書面 

年  月  日まで 

                               （単位：千円） 

科     目 金    額 

当 期 未 処 分 利 益 

任 意 積 立 金 取 崩 額 

 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

計 

 

利 益 処 分 額 

  本 社 送 金 額 

  ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

  任 意 積 立 金 

  ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

次 期 繰 越 利 益 

 

（記載上の注意） 

 １ 一定の目的のために留保した積立金の目的外の取崩金額は、任意積立金取崩額の内訳として当該積立金の名

称を付した科目をもって記載すること。 

 ２ その他資本剰余金を処分した場合には、当期未処分利益の処分及びその他資本剰余金の処分の区分を設ける

こと。 

 ３ その他資本剰余金の処分の区分には、その他資本剰余金、その他資本剰余金処分額及びその他資本剰余金次

期繰越額について、当期未処分利益の処分に準じて記載すること。 

 ４ 相互会社にあっては、「利益処分に関する書面」を「剰余金処分に関する書面」に改めて記載すること。 

 ５ 基金償却積立金は、決算期に基金を償却する場合に記載することとし、期中に基金を償却する場合には、こ

の限りでない。 

 

 

 

 

年  月  日から 

年度                損失処理に関する書面 

年  月  日まで 

（株式会社）                               （単位：千円） 

科     目 金    額 

当 期 未 処 理 損 失 

損 失 処 理 額 

  任 意 積 立 金 取 崩 額 

 

様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。また、

金額の重要性が乏しい科目については、「その他」として一括して記載することができる。 
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  ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

  利 益 準 備 金 取 崩 額 

  資 本 準 備 金 取 崩 額 

次 期 繰 越 損 失 

（記載上の注意） 

 １ 一定の目的のために留保した積立金の目的外の取崩金額は、任意積立金取崩額の内訳として当該積立金の名

称を付した科目をもって記載すること。 

 ２ その他資本剰余金を処分した場合には、当期未処理損失の処理及びその他資本剰余金の処分の区分を設ける

こと。 

 ３ その他資本剰余金の処分の区分には、その他資本剰余金、その他資本剰余金処分額及びその他資本剰余金次

期繰越額について、当期未処分利益の処分に準じて記載すること。 
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第７ 基金等変動計算書 
 

基金等 評価・換算差額等 
剰余金 

損失てん

補準備金 
その他剰余金 剰余金合計 

 
基金 基金償却

積立金 
再評価積

立金 
基金償却

積立金減

少差益 

 社員配当平

衡積立金 
○○積立金 当期未処分

剰余金 
 

基金等合計 その他有価

証券評価差

額金 

繰延ヘッジ

損益 
土地再評価

差額金 
評価・換算差

額等合計 

純資産合計 

前事業年度末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

当事業年度変動額                
基金の募集 ×××         ×××     ×××

剰余金処分     ××× ××× ××× △××× △××× △×××     △×××

当期純剰余        ×××  ×××     ×××

基金の償還 △××× ×××    △×××  △××× △×××     △×××

・・・・・                
基金等以外の項目の当

事業年度変動額（純額） 
          ××× ××× ××× ××× ×××

当事業年度変動額合計 ××× ××× － － ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

当事業年度末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

 
（記載上の注意） 
１ 基金等の変動事由及び金額の記載は、概ね、貸借対照表における記載の順序によること。 
２ 基金等以外の項目について、当事業年度変動額を、変動事由ごとに記載することができる。この場合には、変動事由及び金額の記載は、概ね、貸借対照表における記載の順序によること。 
３ その他剰余金及び評価・換算差額等は、上記の科目以外の適当な名称を付した科目に細分し、記載することができる。 
４ その他剰余金及び評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前事業年度末残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記する

こと。 
５ 合計欄の記載は省略することができる。 
６ 剰余金処分欄には、前事業年度の「剰余金処分に関する書面」の剰余金処分額のうち、社員配当準備金および差引純剰余金に対応する金額を記載すること。 
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改正後 現行 

 

第８ 

年度（   年   月   日現在）有価証券等に関する書面 

１ 売買目的有価証券                         （単位：百万円） 

区    分 当期末残高 当期の損益に含まれた評価差額 

売買目的有価証券   

（記載上の注意） 

売買目的有価証券及び譲渡性預金等証券取引法上の有価証券に準じた取扱いをすることが適当と認められる

もののうち売買目的で保有するものについて記載すること（ただし、特別勘定を除く。）。 

２ 売買目的以外の有価証券等 

評 価 差 額 
区    分 帳簿価額 時  価 

 うち差益 うち差損 

満 期 保 有 目 的 の 債 券 

責 任 準 備 金 対 応 債 券 

子 会 社 ･ 関 連 会 社 株 式 

そ の 他 有 価 証 券 

 公 社 債 

 株 式 

 外 国 証 券 

  公 社 債 

  株 式 

  その他の外国証券 

 そ の 他 の 証 券 

     

計      

（記載上の注意） 

１ 売買目的有価証券以外の有価証券及び売買目的以外で所有する譲渡性預金等証券取引法上の有価証券に

準じた取扱いをすることが適当と認められるもののうち、時価のあるものについて記載すること（ただし、

特別勘定を除く。）。 

２ 責任準備金対応債券については、リスクの管理方針の概要等を記載すること。 

３ 子会社･関連会社株式には、保険業法第１１０条第２項に規定する子会社等に係るものを記載すること。

 

 

第９ 

     年度（  年  月  日現在）保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 

１ ソルベンシー・マージン総額 

ソ ル ベ ン シ ー ・ マ ー ジ ン 総 額 （ Ａ ） 百万円

（記載上の注意） 

  保険業法第２０２条第１号に掲げる額をいう。 

 

２ リスク合計額 

 

第６ 

年度（   年   月   日現在）有価証券等に関する書面 

１ 売買目的有価証券                         （単位：百万円） 

区    分 当期末残高 当期の損益に含まれた評価差額 

売買目的有価証券   

（記載上の注意） 

売買目的有価証券及び譲渡性預金等証券取引法上の有価証券に準じた取扱いをすることが適当と認められる

もののうち売買目的で保有するものについて記載すること（ただし、特別勘定を除く。）。 

２ 売買目的以外の有価証券等 

評 価 差 額 
区    分 帳簿価額 時  価 

 うち差益 うち差損 

満 期 保 有 目 的 の 債 券

責 任 準 備 金 対 応 債 券

子 会 社 ･ 関 連 会 社 株 式

そ の 他 有 価 証 券

 公 社 債 

 株 式 

 外 国 証 券 

  公 社 債 

  株 式 

  その他の外国証券 

 そ の 他 の 証 券 

     

計      

（記載上の注意） 

１ 売買目的有価証券以外の有価証券及び売買目的以外で所有する譲渡性預金等証券取引法上の有価証券に

準じた取扱いをすることが適当と認められるもののうち、時価のあるものについて記載すること（ただ

し、特別勘定を除く。）。 

２ 責任準備金対応債券については、リスクの管理方針の概要等を記載すること。 

３ 子会社･関連会社株式には、保険業法第１１０条第２項に規定する子会社等に係るものを記載すること。

 

 

第７ 

     年度（  年  月  日現在）保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 

１ ソルベンシー・マージン総額 

ソ ル ベ ン シ ー ・ マ ー ジ ン 総 額 （ Ａ ） 百万円

（記載上の注意） 

  保険業法第２０２条第１号に掲げる額をいう。 

 

２ リスク合計額 



 2

改正後 現行 

リ ス ク の 合 計 額 ( Ｂ ) 百万円

（記載上の注意） 

  保険業法第２０２条第２号に掲げる額を記載すること。 

 

３ 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 

（Ａ）／{（１／２）×（Ｂ）｝ ％

 

リ ス ク の 合 計 額 ( Ｂ ) 百万円

（記載上の注意） 

  保険業法第２０２条第２号に掲げる額を記載すること。 

 

３ 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 

（Ａ）／{（１／２）×（Ｂ）｝ ％
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改正後 現行 

別紙様式第１５号の２（第１３７条、第１４３条関係） 

（平１８内府令○○）

（日本工業規格Ａ４）

 
 年  月  日から 

年度                日本における業務報告書 
年  月  日まで 

 
年   月   日

金 融 庁 長 官 殿 
 

住       所 
会   社   名 
日本における代表者   氏 名      印 

 
       年   月   日から     年   月   日までの日本における業務及び財産の

状況を次のとおり報告します。 
 

目   次 
 

第１ 日本における保険業の事業報告書 
 １ 日本における事業の経過及び成果 

 ２ 日本における財産及び損益の状況 

 ３ 日本における支店等及び代理店の状況 

 ４ 日本における使用人の状況 

 ５ 日本における事業年度に係る決算期後に生じた外国保険会社等の状況に関する重要な事実 

 ６ その他外国保険会社等の状況に関する重要な事項 

第２ 附属明細書 

 １ 商品有価証券 

 ２ 特定取引有価証券 

 ３ 有価証券 

 ４ 貸付金 

 ５ 固定資産及び無形固定資産 

 ６ 保険契約準備金 

 ７ 引当金 

 ８ 事業費の明細 

 ９ 特別勘定の資産及び負債 

 10  その他重要事項 

第３ 日本における保険業の貸借対照表 

第４ 日本における保険業の損益計算書 

第５ 日本における保険業のキャッシュ・フロー計算書 

第６ 余剰金処分又は損失処理に関する書面 

別紙様式第１５号の２（第１３７条、第１４３条関係） 

（平１７内府令６８）

（日本工業規格Ａ４）

 
 年  月  日から 

年度                日本における業務報告書 
年  月  日まで 

 
年   月   日

金 融 庁 長 官 殿 
 

住       所 
会   社   名 
日本における代表者   氏 名      印 

 
       年   月   日から     年   月   日までの日本における業務及び財産の

状況を次のとおり報告します。 
 

目   次 
 

第１ 日本における保険業の事業報告書 
 １ 日本における事業の経過及び成果 

 ２ 日本における事業成績及び日本における財産の状況の推移 

 ３ 日本における支店等及び代理店の状況 

 ４ 日本における従業員等の状況 

 ５ 日本における事業年度に係る決算期後に生じた外国保険会社等の状況に関する 

重要な事実 

 ６ その他外国保険会社等の状況に関する重要な事項 

第２ 附属明細書 

 １ 商品有価証券 

 ２ 特定取引有価証券 

 ３ 有価証券 

 ４ 貸付金 

 ５ 不動産及び動産 

 ６ リース契約により使用する不動産及び動産 

 ７ 資産につき設定している担保権 

 ８ 保険契約準備金 

 ９ 引当金 

 10 事業費の明細 

 11 特別勘定の資産及び負債 

 12 会計方針の変更理由 

 13 その他重要事項 
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改正後 現行 
第７ 基金等変動計算書 

第８ 有価証券等に関する書面 

 １ 売買目的有価証券 

 ２ 売買目的以外の有価証券等 

第９ 保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 

（記載上の注意） 

  外国保険会社等の日本における事業の内容を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる

事項を細分し、又は新たに項目を設けて記載すること。 

 

 

 

第１ 
年  月  日から 

年度                日本における保険業の事業報告書 
年  月  日まで 

 

１ 日本における事業の経過及び成果 

 （記載上の注意） 

 次に掲げる事項についても記載すること。 

１ 外国保険会社等の日本における主要な事業内容、金融経済環境並びにその事業年度における事業の経過及

び成果を記載すること。 
 ２ 外国保険会社等が日本における対処すべき課題を記載すること。 
 ３ 外国生命保険会社等においては、保有契約高、新契約高及び減少契約高の状況及び推移、責任準備金の状

況及び推移を記載すること。 
 

２ 日本における事業の成績及び日本における財産の状況の推移 

（外国生命保険会社等） 

区             分 年度 年度 年度 年度(当期)

年
度
末
契
約
高 

個 人 保 険 
個 人 年 金 保 険 
団 体 保 険 
団 体 年 金 保 険 
そ の 他 の 保 険 

億円 億円 億円 億円

保 険 料 等 収 入 
資 産 運 用 収 益 
保 険 金 等 支 払 金 
経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 
契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額 
当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 
総 資 産 

百万円 百万円 百万円 百万円

（記載上の注意） 

第３ 日本における保険業の貸借対照表 

第４ 日本における保険業の損益計算書 

第５ 日本における保険業のキャッシュ・フロー計算書 

第６ 有価証券等に関する書面 

 １ 売買目的有価証券 

 ２ 売買目的以外の有価証券等 

第７ 保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 

（記載上の注意） 

  外国保険会社等の日本における営業の内容を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる

事項を細分し、又は新たに項目を設けて記載すること。 

 

第１ 
年  月  日から 

年度                日本における保険業の事業報告書 
年  月  日まで 

 

１ 日本における事業の経過及び成果 

 （記載上の注意） 

 次に掲げる事項についても記載すること。 

１ 日本における保有契約高、新契約高及び減少契約高の状況及び推移(外国生命保険会社等) 

２ 日本における資産運用の状況 

３ 日本における責任準備金の状況及び推移（外国生命保険会社等） 

４ 日本における会社が対処すべき課題 

 

 

２ 日本における事業の成績及び日本における財産の状況の推移 

（外国生命保険会社等） 

区             分 年度 年度 年度 年度(当期)

年
度
末
契
約
高 

個 人 保 険 
個 人 年 金 保 険 
団 体 保 険 
団 体 年 金 保 険 
そ の 他 の 保 険 

億円 億円 億円 億円

保 険 料 等 収 入 
資 産 運 用 収 益 
保 険 金 等 支 払 金 
経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 
契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額 
当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 
総 資 産 

百万円 百万円 百万円 百万円

（記載上の注意） 
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改正後 現行 
１ 記載事項に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 
２ 必要がある場合は、４事業年度以前の日本における事業年度についても記載すること。 

３ 必要に応じ、日本における財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載すること。 

４ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株

主資本等変動計算書（相互会社にあっては、基金等変動計算書）に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変

更その他の正当な理由により過年度に係る報告をしたものと異なっているときは、修正後の過年度事項を反

映した事項とすることを妨げない。 

 

（外国損害保険会社等） 

区   分 年度 年度 年度 年度(当期)
正 味 収 入 保 険 料 
（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ） 
（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ） 
（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ） 
（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ） 
（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ） 
（  そ  の  他  ） 
利 息 及 び 配 当 金 収 入 
保険引受利益（又は保険引受損失） 
経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 
当期純利益（又は当期純損失） 
正 味 損 害 率 
正 味 事 業 費 率 

百万円 百万円 百万円 百万円

運 用 資 産 
総 資 産 

   

（記載上の注意） 

１ 正味収入保険料の内訳は、各外国保険会社等の実態に応じ、主な保険５種類以上を記載すること。 

２ 運用資産は、預貯金、コールローン、買現先勘定、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価

証券、貸付金、土地及び建物の合計額を記載し、その旨を注記すること。 

３ 記載事項に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 
４ 必要がある場合は、４事業年度以前の日本における事業年度についても記載すること。 

５ 必要に応じ、日本における財産及び損益の状況についての説明その他の事項を記載すること。 

６ 当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株

主資本等変動計算書（相互会社にあっては、基金等変動計算書）に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変

更その他の正当な理由により過年度に係る報告をしたものと異なっているときは、修正後の過年度事項を反

映した事項とすることを妨げない。 
 

３ 日本における支店等及び代理店の状況 

区       分 前 期 末 当 期 末 当期増減（△） 

日 本 に お け る 支 店 店 店 店

１ 必要がある場合は、４事業年度以前の日本における事業年度についても記載すること。 

２ 必要に応じ、日本における事業の成績及び日本における財産の状況の推移についての説明その他の事

項を記載すること。 

 

 

 

 

 

（外国損害保険会社等） 

区   分 年度 年度 年度 年度(当期)
正 味 収 入 保 険 料 
（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ） 
（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ） 
（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ） 
（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ） 
（ ・ ・ ・ ・ 保 険 ） 
（  そ  の  他  ） 
利 息 及 び 配 当 金 収 入 
保険引受利益（又は保険引受損失）

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 
当期純利益（又は当期純損失） 
正 味 損 害 率 
正 味 事 業 費 率 

百万円 百万円 百万円 百万円

運 用 資 産 
総 資 産 

  

（記載上の注意） 

１ 正味収入保険料の内訳は、各外国保険会社等の実態に応じ、主な保険５種類以上を記載すること。 

２ 運用資産は、預貯金、コールローン、買現先勘定、買入金銭債権、特定取引資産、金銭の信託、有価

証券、貸付金、土地及び建物の合計額を記載し、その旨を注記すること。なお、特定取引資産とは、商

品有価証券、商品有価証券派生商品、特定取引有価証券、特定取引有価証券派生商品、特定金融派生商

品及びその他の特定取引資産をいう。 

３ 必要がある場合は、４事業年度以前の日本における事業年度についても記載すること。 

４ 必要に応じ、日本における事業の成績及び日本における財産の状況の推移についての説明その他の事

項を記載すること。 

 

 

 

３ 日本における支店等及び代理店の状況 

区       分 前 期 末 当 期 末 当期増減（△） 

日 本 に お け る 支 店 店 店 店
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改正後 現行 

日 本 に お け る 代 理 店    

（記載上の注意） 

支店以外の呼称を使用する外国保険会社等にあっては、その形態に応じ、その呼称により記載すること。

 

４ 日本における使用人の状況 

当  期  末  現  在 
区   分 前期末 当期末 

当期増減 
(△) 平均年齢 平均勤続年数 平均給与月数

内 務 職 員 名 名 名 歳 年 千円

営 業 職 員       
（記載上の注意） 

１ 外国生命保険会社等にあっては、営業職員欄には生命保険募集人（ただし、内務職員を除く。） 

について記載すること。 

２ 外国損害保険会社等にあっては、営業職員欄には固定給と歩合給を支給されている社員 

 （ただし、特別研修生を除く。）について記載すること。 

 

５ 日本における事業年度に係る決算期後に生じた外国保険会社等の状況に関する重要な事実 

 

６ その他外国保険会社等の状況に関する重要な事項 

 （記載上の注意） 

外国相互会社にあっては、日本における事業年度末における日本における社員の数についても記載す

ること。 

 

第２ 

年  月  日から 
年度                附属明細書 

年  月  日まで 
 
 
１ 商品有価証券                            （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

商 品 国 債 

商 品 地 方 債 

商 品 政 府 保 証 債 

 ・  ・  ・ 

   

計    

 
 
２ 特定取引有価証券                          （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

日 本 に お け る 代 理 店    

（記載上の注意） 

支店以外の呼称を使用する外国保険会社等にあっては、その形態に応じ、その呼称により記載すること。

 

４ 日本における従業員等の状況 

当  期  末  現  在 
区   分 前期末 当期末

当期増減 
(△) 平均年齢 平均勤続年数 平均給与月数

内 務 職 員 名 名 名 歳 年 千円

営 業 職 員       
（記載上の注意） 

１ 外国生命保険会社等にあっては、営業職員欄には生命保険募集人（ただし、内務職員を除く。） 

について記載すること。 

２ 外国損害保険会社等にあっては、営業職員欄には固定給と歩合給を支給されている社員 

 （ただし、特別研修生を除く。）について記載すること。 

 

５ 日本における事業年度に係る決算期後に生じた外国保険会社等の状況に関する重要な事実 

 

６ その他外国保険会社等の状況に関する重要な事項 

 （記載上の注意） 

外国相互会社にあっては、日本における事業年度末における日本における社員の数についても記載す

ること。 

 

第２ 

年  月  日から 
年度                附属明細書 

年  月  日まで 
 
 
１ 商品有価証券                            （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 

商 品 国 債 

商 品 地 方 債 

商 品 政 府 保 証 債 

 ・  ・  ・ 

   

計    

 
 
２ 特定取引有価証券                          （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 
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国 債 
地 方 債 
政 府 保 証 債 
 ・  ・  ・ 

   

計    

 
 
３ 有価証券                              （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 
国 債 
地 方 債 
社 債 

公 社 公 団 債 
金  融  債 
事  業  債 

株 式 
外 国 証 券 

株    式 
そ  の  他 

そ の 他 の 証 券 

   

計    
 
 
４ 貸付金                                 （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 
農 林 ・ 水 産 業 
鉱 業 
建 設 業 
製 造 業 
卸 ・ 小 売 業 
金 融 ・ 保 険 業 
不 動 産 業 
情 報 通 信 業 
運 輸 業 
電気・ガス・水道・熱供給業 
サ ー ビ ス 業 等 
そ の 他 
(うち個人住宅・消費者ローン ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（     ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（     ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（       ） 

国 債 
地 方 債 
政 府 保 証 債 
 ・  ・  ・ 

   

計    

 
 
３ 有価証券                              （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 
国 債 
地 方 債 
社 債 

公 社 公 団 債 
金  融  債 
事  業  債 

株 式 
外 国 証 券 

株    式 
そ  の  他 

そ の 他 の 証 券 

   

計    
 
 
４ 貸付金                                 （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 
農 林 ・ 水 産 業 
鉱 業 
建 設 業 
製 造 業 
卸 ・ 小 売 業 
金 融 ・ 保 険 業 
不 動 産 業 
情 報 通 信 業 
運 輸 業 
電気・ガス・水道・熱供給業 
サ ー ビ ス 業 等 
そ の 他 
(うち個人住宅・消費者ローン ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（     ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（     ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（       ） 
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計    
公 共 団 体 
公 社 ・ 公 団 
約 款 貸 付 

   

合   計    
（記載上の注意） 
１ 業種区分は、日本標準産業分類の大分類に準じて記載すること。ただし、「サービス業等」欄には、「飲

食店、宿泊業」、「医療、福祉」、「教育、学習支援業」、「複合サービス事業」及び「サービス業（他に分

類されないもの）」の合計額を記載すること。 
２ 事業団に対する貸付は、「公社・公団」に含めて記載すること。 

 
 
５ 有形固定資産及び無形固定資産                      （単位：百万円） 

区   分 
当期首 

残 高 

当 期 

増加額 

当 期 

減少額 

当 期 

償却額 

当期末 

帳簿価格 

減価償却 

累計額 

償 却 

累計率 

有 形 固 定 資 産 
土 地 

建 物 

建 設 仮 勘 定 

その他の有形固定資産 

      ％

有 形 固 定 資 産 計       

無 形 固 定 資 産 
ソ フ ト ウ ェ ア 

の れ ん 

保 証 金 権 利 金 

その他の無形固定資産 

      

無 形 固 定 資 産 計       

（記載上の注意） 
 １ 資産の種類については、重要性に応じて適宜区分して記載すること。 
 ２ 当事業年度の減損損失の金額は「当期減少額」の欄に括弧内書として記載し、「当期末残高」の欄は減損損

失控除後の金額を記載すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

計    
公 共 団 体 
公 社 ・ 公 団 
約 款 貸 付 

   

合   計    
（記載上の注意） 
１ 業種区分は、日本標準産業分類の大分類に準じて記載すること。ただし、「サービス業等」欄には、「飲

食店、宿泊業」、「医療、福祉」、「教育、学習支援業」、「複合サービス事業」及び「サービス業（他に分

類されないもの）」の合計額を記載すること。 
２ 事業団に対する貸付は、「公社・公団」に含めて記載すること。 

 
 
５ 不動産及び動産                           （単位：百万円） 

区 分 
前 期 
末残高 

当 期 
増加額 

当 期 
減少額 

当 期 
償却額 

当 期 
末残高 

償 却 
累計額 

償 却 
累計率 

土 地 
建 物 
動 産 
建 設 仮 勘 定 

      ％

計        
（記載上の注意） 
 １ 当事業年度の減損損失の金額は「当期減少額」の欄に括弧内書として記載し、「当期末残高」 
  の欄は減損損失控除後の金額を記載すること。 
２ 償却累計率は、取得価額に対する償却累計額の割合を記載すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
６ リース契約により使用する不動産及び動産 

資 産 の 種 類 資 産 の 内 容 

 

（記載上の注意） 
１ リース契約（ファイナンス・リース取引に該当するもの）により使用する不動産及び動産の内訳を記

載すること。 
２ 重要でない資産については一括して記載することができる。 
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６ 保険契約準備金                           （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 
・ ・ ・ ・ 保 険 
そ の 他 の 保 険 

   

計    
（記載上の注意） 
１ 保険契約準備金について日本における保険業の貸借対照表上の内訳科目ごとにそれぞれ作成するこ

と。 
２ 外国生命保険会社等にあっては、個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険及びその他の保

険について記載すること。 
３ 外国損害保険会社等にあっては、各社の実態に応じ、主な保険５種類以上を記載すること。 

 
 
９ 引当金                               （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 
当期増減 

(△)額 
計 上 の 理 由

及び算定方法

貸 倒 引 当 金 
・ ・ ・ ・ ・ 
価 格 変 動 準 備 金 
・ ・ ・ ・ ・ 

    

（記載上の注意） 
計上の理由及び算定方法については、日本における保険業の賃借対照表に注記したものを省略すること

ができる。 
 
 
10 事業費の明細 
（外国生命保険会社等）                          （単位：百万円） 

区        分 金     額 

 
７ 資産につき設定している担保権                    （単位：百万円） 

担保に供してる資産 担保権によって担保されている債務 

種  類 期末残高 担保権の種類 内  容 期末残高 

     

計   計  

 
 
８ 保険契約準備金                           （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 
・ ・ ・ ・ 保 険 
そ の 他 の 保 険 

   

計    
（記載上の注意） 
１ 保険契約準備金について日本における保険業の貸借対照表上の内訳科目ごとにそれぞれ作成するこ

と。 
２ 外国生命保険会社等にあっては、個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険及びその他の保

険について記載すること。 
３ 外国損害保険会社等にあっては、各社の実態に応じ、主な保険５種類以上を記載すること。 

 
 
９ 引当金                               （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 
当期増減 

(△)額 
計 上 の 理 由

及び算定方法

貸 倒 引 当 金 
・ ・ ・ ・ ・ 
価 格 変 動 準 備 金 
・ ・ ・ ・ ・ 

    

（記載上の注意） 
計上の理由及び算定方法については、日本における保険業の賃借対照表に注記したものを省略すること

ができる。 
 
 
10 事業費の明細 
（外国生命保険会社等）                          （単位：百万円） 

区        分 金     額 
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事 業 活 動 費 
営 業 職 員 経 費 
募 集 代 理 店 経 費 
選 択 経 費 

事 業 管 理 費 
募 集 機 関 管 理 費 
営 業 職 員 教 育 訓 練 費 
広 告 宣 伝 費 

一 般 管 理 費 
人 件 費 
物 件 費 
寄 附 ・ 協 賛 金 ・ 諸 会 費 

拠 出 金 
負 担 金 

 

計  
（記載上の注意） 
１ 拠出金の金額欄には、保険契約者保護基金拠出金について記載し、負担金の金額欄には、保険契約者

保護機構負担金について記載すること。 
２ 監査役が監査をするについて、参考となるように記載すること。 
 

 

（外国損害保険会社等）                          （単位：百万円） 

区               分 金        額 

 

 

 

人 件 費 

給 与 

退 職 金 

退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 

厚 生 費 

物 件 費 

減 価 償 却 費 

 

損
害
調
査
費
・
営
業
費
及
び
一
般
管
理
費 

土 地 建 物 機 械 賃 借 料 

営 繕 費 

旅 費 交 通 費 

通 信 費 

事 務 費 

広 告 費 

諸 会 費 ・ 寄 附 金 ・ 交 際 費 

そ の 他 物 件 費 

税 金 

拠 出 金 

負 担 金 

 

事 業 活 動 費 
営 業 職 員 経 費 
募 集 代 理 店 経 費 
選 択 経 費 

事 業 管 理 費 
募 集 機 関 管 理 費 
営 業 職 員 教 育 訓 練 費 
広 告 宣 伝 費 

一 般 管 理 費 
人 件 費 
物 件 費 
寄 附 ・ 協 賛 金 ・ 諸 会 費 

拠 出 金 
負 担 金 

 

計  
（記載上の注意） 
１ 拠出金の金額欄には、保険契約者保護基金拠出金について記載し、負担金の金額欄には、保険契約者

保護機構負担金について記載すること。 
２ 監査役が監査をするについて、参考となるように記載すること。 
 

 

（外国損害保険会社等）                          （単位：百万円） 

区               分 金        額 

 

 

 

人 件 費 

給 与 

退 職 金 

退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 

厚 生 費 

物 件 費 

減 価 償 却 費 

 

損
害
調
査
費
・
営
業
費
及
び
一
般
管
理
費 

土 地 建 物 機 械 賃 借 料 

営 繕 費 

旅 費 交 通 費 

通 信 費 

事 務 費 

広 告 費 

諸 会 費 ・ 寄 附 金 ・ 交 際 費 

そ の 他 物 件 費 

税 金 

拠 出 金 

負 担 金 
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計 

（ 損 害 調 査 費 ） 

（ 営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 ） 

 

（ ） 

（ ） 

代 理 店 手 数 料 等 

保 険 仲 立 人 手 数 料 

募 集 費 

集 金 費 

受 再 保 険 手 数 料 

出 再 保 険 手 数 料 

 

諸
手
数
料
及
び 

集
金
費 

計  

事 業 費 合 計  

（記載上の注意） 
１ 金額欄は、損害調査費、営業費及び一般管理費並びに諸手数料及び集金費の合計額

を記載し、その旨を注記すること。 
２ 拠出金の金額欄には火災予防拠出金及び交通事故予防拠出金の合計額を記載するこ

と。また、負担金の金額欄には保険契約者保護機構負担金について記載すること。 
３ 保険仲立人手数料の金額欄には保険業法第２条第 21項の保険仲立人に係る手数料について記載する
こと。 

４ 外国保険会社等の事業費の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げてある科目

を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 
 
 

11 特別勘定の資産及び負債 
（１） 特別勘定の資産                         （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 現 金 及 び 預 貯 金 
現 金 
預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 
買 現 先 勘 定 
債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 
買 入 金 銭 債 権 
商 品 有 価 証 券 

   

有 価 証 券 
国 債 
地 方 債 
社 債 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

計 

（ 損 害 調 査 費 ） 

（ 営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 ） 

 

（ ） 

（ ） 

代 理 店 手 数 料 等 

保 険 仲 立 人 手 数 料 

募 集 費 

集 金 費 

受 再 保 険 手 数 料 

出 再 保 険 手 数 料 

 

諸
手
数
料
及
び 

集
金
費 

計  

事 業 費 合 計  

（記載上の注意） 
１ 金額欄は、損害調査費、営業費及び一般管理費並びに諸手数料及び集金費の合計額

を記載し、その旨を注記すること。 
２ 拠出金の金額欄には火災予防拠出金及び交通事故予防拠出金の合計額を記載するこ

と。また、負担金の金額欄には保険契約者保護機構負担金について記載すること。 
３ 保険仲立人手数料の金額欄には保険業法第２条第 21項の保険仲立人に係る手数料について記載する
こと。 
４ 会社の事業費の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、

又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 
５ 監査役が監査をするについて、参考となるように記載すること。 
 

11 特別勘定の資産及び負債 
（１） 特別勘定の資産                         （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 現 金 及 び 預 貯 金 
現 金 
預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 
買 現 先 勘 定 
債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 
買 入 金 銭 債 権 
商 品 有 価 証 券 

   

有 価 証 券 
国 債 
地 方 債 
社 債 
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株 式 
外 国 証 券 
そ の 他 の 証 券 

貸 付 金 
そ の 他 資 産 
未 収 金 
前 払 費 用 
未 収 収 益 
預 託 金 
先 物 取 引 差 入 証 拠 金 
先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 
金 融 派 生 商 品 
繰 延 ヘ ッ ジ 損 失 
仮 払 金 
そ の 他 の 資 産 

貸 倒 引 当 金 
一 般 勘 定 貸 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

△ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

△ 

 

資 産 合 計    
 
 
（２） 特別勘定の負債                         （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 
保 険 契 約 準 備 金 
そ の 他 負 債 
売 現 先 勘 定 
債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金 
借 入 金 
未 払 金 
未 払 費 用 
前 受 収 益 
先 物 取 引 差 金 勘 定 
借 入 有 価 証 券 
売 付 有 価 証 券 
金 融 派 生 商 品 
繰 延 ヘ ッ ジ 利 益 
仮 受 金 
そ の 他 の 負 債 

   

株 式 
外 国 証 券 
そ の 他 の 証 券 

貸 付 金 
そ の 他 資 産 
未 収 金 
前 払 費 用 
未 収 収 益 
預 託 金 
先 物 取 引 差 入 証 拠 金 
先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 
金 融 派 生 商 品 
繰 延 ヘ ッ ジ 損 失 
仮 払 金 
そ の 他 の 資 産 

貸 倒 引 当 金 
一 般 勘 定 貸 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

△ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

△ 

 

資 産 合 計    
 
 
（２） 特別勘定の負債                         （単位：百万円） 

区   分 前期末残高 当期末残高 当期増減(△)額 
保 険 契 約 準 備 金 
そ の 他 負 債 
売 現 先 勘 定 
債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金 
借 入 金 
未 払 金 
未 払 費 用 
前 受 収 益 
先 物 取 引 差 金 勘 定 
借 入 有 価 証 券 
売 付 有 価 証 券 
金 融 派 生 商 品 
繰 延 ヘ ッ ジ 利 益 
仮 受 金 
そ の 他 の 負 債 

   



 11

改正後 現行 

一 般 勘 定 借 

負 債 合 計    
（記載上の注意） 
 特別勘定を複数設けている場合は、それらの合計額を記載すること。 

 
12 会計方針の変更理由 
（記載上の注意） 
日本における保険業の貸借対照表又は損益計算書に会計方針の変更に関する注記がなされた場合は、そ

の変更の理由を記載すること。 
 
13 その他重要事項 
 
 

一 般 勘 定 借 

負 債 合 計    
（記載上の注意） 
 特別勘定を複数設けている場合は、それらの合計額を記載すること。 

 
12 会計方針の変更理由 
（記載上の注意） 
日本における保険業の貸借対照表又は損益計算書に会計方針の変更に関する注記がなされた場合は、そ

の変更の理由を記載すること。 
 
13 その他重要事項 
 
 
 
 
 

 



改 正 案 現 行

別紙様式第１５号の２（第１３７条、第１４３条関係） 別紙様式第１５号の２（第１３７条、第１４３条関係）

第３ 年度（ 年 月 日現在）貸借対照表 第３ 年度（ 年 月 日現在）貸借対照表

（外国生命保険会社） （単位：百万円） （外国生命保険会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ） （ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金 現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金

現 金 支 払 備 金 現 金 支 払 備 金

預 貯 金 責 任 準 備 金 預 貯 金 責 任 準 備 金

コ ー ル ロ ー ン 契 約 者 配 当 準 備 金 コ ー ル ロ ー ン 契 約 者 配 当 準 備 金

買 現 先 勘 定 代 理 店 借 買 現 先 勘 定 代 理 店 借

債券貸借取引支払保証金 再 保 険 借 債券貸借取引支払保証金 再 保 険 借

買 入 金 銭 債 権 特 定 取 引 負 債 買 入 金 銭 債 権 短 期 社 債

特 定 取 引 資 産 売 付 有 価 証 券 商 品 有 価 証 券 社 債

商 品 有 価 証 券 商品有価証券派生商品 金 銭 の 信 託 新 株 予 約 権 付 社 債

商品有価証券派生商品 特定取引売付債権 有 価 証 券 そ の 他 負 債

特定取引有価証券 特定取引有価証券派生商品 国 債 売 現 先 勘 定

特定取引有価証券派生商品 特定金融派生商品 地 方 債 債券貸借取引受入担保金

特定金融派生商品 その他の特定取引負債 社 債 借 入 金

その他の特定取引資産 短 期 社 債 株 式 未 払 法 人 税 等

商 品 有 価 証 券 社 債 外 国 証 券 未 払 金

金 銭 の 信 託 新 株 予 約 権 付 社 債 そ の 他 の 証 券 未 払 費 用

有 価 証 券 そ の 他 負 債 貸 付 金 前 受 収 益

国 債 売 現 先 勘 定 保 険 約 款 貸 付 預 り 金

地 方 債 債券貸借取引受入担保金 一 般 貸 付 預 り 保 証 金

社 債 借 入 金 不 動 産 及 び 動 産 先物取引受入証拠金

株 式 未 払 法 人 税 等 土 地 先 物 取 引 差 金 勘 定

外 国 証 券 未 払 金 建 物 借 入 有 価 証 券

そ の 他 の 証 券 未 払 費 用 動 産 売 付 有 価 証 券

貸 付 金 前 受 収 益 建 設 仮 勘 定 金 融 派 生 商 品

保 険 約 款 貸 付 預 り 金 代 理 店 貸 繰 延 ヘ ッ ジ 利 益

一 般 貸 付 預 り 保 証 金 再 保 険 貸 仮 受 金

有 形 固 定 資 産 先物取引受入証拠金 そ の 他 資 産 そ の 他 の 負 債



土 地 先 物 取 引 差 金 勘 定 未 収 金 退 職 給 付 引 当 金

建 物 借 入 有 価 証 券 前 払 費 用 価 格 変 動 準 備 金

動 産 売 付 有 価 証 券 未 収 収 益 金融先物取引責任準備金

建 設 仮 勘 定 金 融 派 生 商 品 預 託 金 証 券 取 引 責 任 準 備 金

無 形 固 定 資 産 仮 受 金 先物取引差入証拠金 繰 延 税 金 負 債

ソ フ ト ウ ェ ア そ の 他 の 負 債 先 物 取 引 差 金 勘 定 再評価に係る繰延税金負債

の れ ん 退 職 給 付 引 当 金 保 管 有 価 証 券 支 払 承 諾

その他の無形固定資産 価 格 変 動 準 備 金 金 融 派 生 商 品 負債の部 合計

代 理 店 貸 金融先物取引責任準備金 繰 延 ヘ ッ ジ 損 失

再 保 険 貸 証 券 取 引 責 任 準 備 金 仮 払 金

そ の 他 資 産 繰 延 税 金 負 債 そ の 他 の 資 産

未 収 金 再評価に係る繰延税金負債 繰 延 税 金 資 産

前 払 費 用 負 の の れ ん 再評価に係る繰延税金資産

未 収 収 益 支 払 承 諾 支 払 承 諾 見 返

預 託 金 本 支 店 勘 定 貸 倒 引 当 金 △

先 物 取 引 差 金 勘 定 負債の部 合計 本 支 店 勘 定

保 管 有 価 証 券

金 融 派 生 商 品 （ 純 資 産 の 部 ） （ 資 本 の 部 ）

仮 払 金

そ の 他 の 資 産 持 込 資 本 金 持 込 資 本 金

繰 延 税 金 資 産 供 託 金 供 託 金

再評価に係る繰延税金資産 剰 余 金 剰 余 金

支 払 承 諾 見 返 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

貸 倒 引 当 金 △ 当 期 未 処 分 利 益 当 期 未 処 分 利 益

本 支 店 勘 定 （又は当期未処理損失） （又は当期未処理損失）

当 期 純 利 益 当 期 純 利 益

（又は当期純損失） （又は当期純損失）

土 地 再 評 価 差 額 金 土 地 再 評 価 差 額 金

株 式 等 評 価 差 額 金 株 式 等 評 価 差 額 金

資本の部 合計

純資産の部 合計

資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計 資 産 の 部 合 計 負債及び資本の部合計



（外国損害保険会社） （単位：百万円） （外国損害保険会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ） （ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金 現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金

現 金 支 払 備 金 現 金 支 払 備 金

預 貯 金 責 任 準 備 金 預 貯 金 責 任 準 備 金

コ ー ル ロ ー ン 特 定 取 引 負 債 コ ー ル ロ ー ン 特 定 取 引 負 債

買 現 先 勘 定 売 付 有 価 証 券 買 現 先 勘 定 売 付 有 価 証 券

債券貸借取引支払保証金 商品有価証券派生商品 債券貸借取引支払保証金 商品有価証券派生商品

買 入 金 銭 債 権 特定取引売付債権 買 入 金 銭 債 権 特定取引売付債権

特 定 取 引 資 産 特定取引有価証券派生商品 特 定 取 引 資 産 特定取引有価証券派生商品

商 品 有 価 証 券 特定金融派生商品 商 品 有 価 証 券 特定金融派生商品

商品有価証券派生商品 その他の特定取引負債 商品有価証券派生商品 その他の特定取引負債

特定取引有価証券 短 期 社 債 特定取引有価証券 短 期 社 債

特定取引有価証券派生商品 社 債 特定取引有価証券派生商品 社 債

特定金融派生商品 新 株 予 約 権 付 社 債 特定金融派生商品 新 株 予 約 権 付 社 債

その他の特定取引資産 そ の 他 負 債 その他の特定取引資産 そ の 他 負 債

商 品 有 価 証 券 共 同 保 険 借 商 品 有 価 証 券 共 同 保 険 借

金 銭 の 信 託 再 保 険 借 金 銭 の 信 託 再 保 険 借

有 価 証 券 外 国 再 保 険 借 有 価 証 券 外 国 再 保 険 借

国 債 代 理 業 務 借 国 債 代 理 業 務 借

地 方 債 売 現 先 勘 定 地 方 債 売 現 先 勘 定

社 債 債券貸借取引受入担保金 社 債 債券貸借取引受入担保金

株 式 借 入 金 株 式 借 入 金

外 国 証 券 未 払 法 人 税 等 外 国 証 券 未 払 法 人 税 等

そ の 他 の 証 券 預 り 金 そ の 他 の 証 券 預 り 金

貸 付 金 前 受 収 益 貸 付 金 前 受 収 益

保 険 約 款 貸 付 未 払 金 保 険 約 款 貸 付 未 払 金

一 般 貸 付 仮 受 金 一 般 貸 付 仮 受 金

有 形 固 定 資 産 先物取引受入証拠金 不 動 産 及 び 動 産 先物取引受入証拠金

土 地 先 物 取 引 差 金 勘 定 土 地 先 物 取 引 差 金 勘 定

建 物 借 入 有 価 証 券 建 物 借 入 有 価 証 券

動 産 売 付 有 価 証 券 動 産 売 付 有 価 証 券

建 設 仮 勘 定 金 融 派 生 商 品 建 設 仮 勘 定 金 融 派 生 商 品

無 形 固 定 資 産 そ の 他 の 負 債 そ の 他 資 産 繰 延 ヘ ッ ジ 利 益

ソ フ ト ウ ェ ア 退 職 給 付 引 当 金 未 収 保 険 料 そ の 他 の 負 債



の れ ん 価 格 変 動 準 備 金 代 理 店 貸 退 職 給 付 引 当 金

その他の無形固定資産 金融先物取引責任準備金 外 国 代 理 店 貸 価 格 変 動 準 備 金

そ の 他 資 産 証 券 取 引 責 任 準 備 金 共 同 保 険 貸 金融先物取引責任準備金

未 収 保 険 料 繰 延 税 金 負 債 再 保 険 貸 証 券 取 引 責 任 準 備 金

代 理 店 貸 再評価に係る繰延税金負債 外 国 再 保 険 貸 繰 延 税 金 負 債

外 国 代 理 店 貸 負 の の れ ん 代 理 業 務 貸 再評価に係る繰延税金負債

共 同 保 険 貸 支 払 承 諾 未 収 金 支 払 承 諾

再 保 険 貸 本 支 店 勘 定 未 収 収 益 本 支 店 勘 定

外 国 再 保 険 貸 負債の部 合計 預 託 金 負債の部 合計

代 理 業 務 貸 地 震 保 険 預 託 金

未 収 金 （ 純 資 産 の 部 ） 仮 払 金 （ 資 本 の 部 ）

未 収 収 益 先物取引差入証拠金

預 託 金 持 込 資 本 金 先 物 取 引 差 金 勘 定 持 込 資 本 金

地 震 保 険 預 託 金 供 託 金 保 管 有 価 証 券 供 託 金

仮 払 金 剰 余 金 金 融 派 生 商 品 剰 余 金

先物取引差入証拠金 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 繰 延 ヘ ッ ジ 損 失 ・ ・ ・ ・ ・ ・

先 物 取 引 差 金 勘 定 当 期 未 処 分 利 益 そ の 他 の 資 産 当 期 未 処 分 利 益

保 管 有 価 証 券 （又は当期未処理損失） 繰 延 税 金 資 産 （又は当期未処理損失）

金 融 派 生 商 品 当 期 純 利 益 再評価に係る繰延税金資産 当 期 純 利 益

そ の 他 の 資 産 （又は当期純損失） 支 払 承 諾 見 返 （又は当期純損失）

繰 延 税 金 資 産 土 地 再 評 価 差 額 金 貸 倒 引 当 金 △ 土 地 再 評 価 差 額 金

再評価に係る繰延税金資産 株 式 等 評 価 差 額 金 本 支 店 勘 定 株 式 等 評 価 差 額 金

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金 △ 純資産の部 合計 資本の部 合計

本 支 店 勘 定

資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計 資 産 の 部 合 計 負債及び資本の部合計



（記載上の注意） （記載上の注意）

１ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになる １ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになる

ように記載すること。 ように記載すること。

（１）継続企業の前提（会社法計算規則第１３１条に規定するものをいう。以下同じ。）に重要な疑義を抱 （１）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項

かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項 ① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 ② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在

② 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無 ③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画

③ 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画 ④ 当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映しているか否か

④ 当該重要な疑義の影響の計算書類への反映の有無 （２）有価証券の評価基準及び評価方法。また、保険業法第１９９条において準用する同法第１１２条第１項に

（２）次に掲げる会計方針に関する事項 よる評価換えをしたときは、その旨

① 有価証券の評価基準及び評価方法。また、保険業法第１９９条において準用する同法第１１２条第１項 （３）金銭の信託の評価基準及び評価方法

に よる評価換えをしたときは、その旨 （４）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

② 金銭の信託の評価基準及び評価方法 （５）不動産及び動産の減価償却の方法

③ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 （６）外貨建資産等の本邦通貨への換算基準

④ 土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法及び同法第１０条に規定する差 （７）貸倒引当金の計上方法（当期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査定基準の整備の状

額 況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況についても、できるだけ詳細に記載す

⑤ 有形固定資産の減価償却の方法 ること。）

⑥ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 （８）退職給付引当金の計上方法

⑦ 貸倒引当金の計上方法（当期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査定基準の整備の （９）価格変動準備金、金融先物取引責任準備金及び証券取引責任準備金の計上方法

状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況についても、できるだけ詳細に記 （１０）ヘッジ会計の方法

載すること。） （１１）本支店勘定は、本店及び他の支店との日常取引で生じる資金の賃借額とする。

⑧ 退職給付引当金の計上方法 （１２）持込資本金は、日本国内に持ち込んだ金額のうち、法第１９７条の自己資本に相当するものとする。

⑨ 価格変動準備金、金融先物取引責任準備金及び証券取引責任準備金の計上方法 （１３）その他採用した重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りでな

⑩ ヘッジ会計の方法 い。

⑪ その他採用した重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りで （１４）会計方針又は記載方法を変更したときは、その旨及びその変更による増減額。ただし、その変更又

ない。 は変更による影響が軽微であるときは、この限りでない。

（３）会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） （１５）貸付金のうち破綻先債券、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合

① 会計処理の原則又は手続きを変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与 計額

えている影響の内容 なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。

② 表示方法を変更したときは、その内容 （１６）固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その変更が軽微であるとき

（４）有価証券の貸付けを行っている場合には、その旨及び金額（金額は貸借対照表価額とし、消費貸借 は、この限りでない。

契約によるもの、使用貸借契約又は賃貸借契約によるものに分けて記載すること。） （１７）不動産及び動産の減価償却累計額及び圧縮記帳額

（５）貸付金のうち破綻先債権、延滞債権、３ヵ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額並びにその合 （１８）保険業法第１９９条において準用する同法第１１８条に規定する特別勘定の資産及び負債の額

計額。なお、それぞれの定義は、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる。 （１９）日本における代表者に対する金銭債権総額及び金銭債務総額。ただし、日本において締結する保険

（６）有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、その 契約の普通保険約款による取引に係るものは、この限りでない。

変更が軽微であるときは、この限りでない。 （２０）リース契約（ファイナンス・リース取引に該当するもの）により使用する重要な不動産及び動産

（７）有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 （２１）重要な係争事件に係る損害賠償義務。ただし、負債の部に計上したときは、この限りでない。

（８）資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額（一括して注記 （２２）外国生命保険会社等にあっては、契約者配当準備金の増減異動及び契約者配当金の支払額

することが適当な場合にあっては、一括した引当金の金額） （２３）その他外国保険会社等の日本における財産の状態を正確に判断するために必要な事項



（９）保険業法第１１８条に規定する特別勘定の資産及び負債の額 （２４）担保に供している資産の額及び担保付き債務の額

（１０）取締役、監査役及び執行役（委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役）との間の取引に （２５）有価証券の貸付けを行っている場合には、その旨及び金額（金額は貸借対照表価額とし、消費貸借

よる取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権及び金銭債務があるときは、金銭債権の総額及び金 契約によるもの、使用貸借契約又は賃貸借契約によるものに分けて記載すること。

銭債務の総額。ただし、普通保険約款による取引に係るものは、この限りでない。 （２６）以下に掲げる金額

（１１）子会社（保険業法第２条第１２項に規定する子会社をいう。以下同じ。）に対する金銭債権総額及 ① 保険業法施行規則第１６０条において準用する同規則第７３条第３項において準用する同規則第

び金銭債務総額 ７１条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）

（１２）次に掲げるもの（重要でないものを除く。）の発生の主な原因別の内訳 の金額

①繰延税金資産（その算定にあたり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を ② 保険業法施行規則第１６０条において準用する同規則第７１条第１項に規定する再保険を付した

含む。） 部分に相当する責任準備金（以下「出再責任準備金」という。）の金額

②繰延税金負債 ２ 法令等に基づき、又は外国保険会社等の日本における財産の状態を明らかにするために必要があると

（１３）リース契約（ファイナンス・リース取引に該当するもの）により使用する重要な不動産及び動産 きは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載するこ

（１４）重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額。 と。

（１５）生命保険会社にあっては、契約者配当準備金の増減異動及び契約者配当金の支払額 ３ 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総額の

（１６）親会社株式の金額 １００分の１を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設けて

（１７）子会社等（保険業法第１１０条第２項に規定する子会社等をいう。）の株式又は出資金の総額 記載すること。

（１８）保険業法第９２条の規定による組織変更剰余金額又は同法第１６４条第５項（同法第１６５条第２ ４ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。

項において準用する場合を含む。）において準用する同法第９２条の規定による合併剰余金額

（１９）資産が担保に供されている場合における当該資産の内容及びその金額並びに担保に係る債務の金額

（２０）純資産の部に計上した額の合計額から次に掲げる科目の合計額を控除した額が、資本金、資本準備

金及び利益準備金の合計額を下回る場合には、その差額

①申込期日経過後における新株式申込証拠金

②評価・換算差額等

③新株予約権

（２１）以下に掲げる金額

① 保険業法施行規則第７３条第３項において準用する同規則第７１条第１項に規定する再保険を付

した部分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）の金額

② 保険業法施行規則第７１条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金（以下「

出再責任準備金」という。）の金額

（２２）持込資本金は、日本国内に持ち込んだ金額のうち、法第１９７条の自己資本に相当するものとする。

（２３）会社計算規則第１８６条第１項に規定する額（同号中「繰延資産の部に計上した額」とあるのは、「繰

延資産の額」と読み替えるものとする。

（２４）会社計算規則第２条第３項第７２号で定める連結配当規制適用会社については、当該事業年度の末日

が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となる旨

（２５）事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事項が発生した場合にお

ける当該事象

（２６）その他会社の財産の状態を正確に判断するために必要な事項

２ 保険業法第１１３条前段の規定により資産の部に計上した金額がある場合は、「その他の資産」の前

に「保険業法第１１３条繰延資産」として記載すること。

３ 保険会社が地震保険に関する法律第３条第１項（政府の再保険）に規定する再保険契約を政府との間



で締結している場合には、当該保険会社において地震保険の責任準備金及び地震保険に係る受託金に対

応する資産を他の資産と区分して経理している場合における当該資産に係る評価差額については、「繰

延税金負債」の前に「地震保険評価差額金」として記載すること。

４ 法令等に基づき、又は会社の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げて

ある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。

５ 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総額の

１００分の１を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設け

て記載すること。

６ 関連当事者との取引に関する事項を会社計算規則第１４０条の規定に従い記載すること。

７ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。

第４ 第４

年 月 日から 年 月 日から

年度 損益計算書 年度 損益計算書

年 月 日まで 年 月 日まで

（外国生命保険会社等） （単位：百万円） （外国生命保険会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

経 経 常 収 益 経 経 常 収 益

保 険 料 等 収 入 保 険 料 等 収 入

保 険 料 保 険 料

常 再 保 険 収 入 常 再 保 険 収 入

資 産 運 用 収 益 資 産 運 用 収 益

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 利 息 及 び 配 当 金 等 収 入

損 預 貯 金 利 息 損 預 貯 金 利 息

有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金 有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金

貸 付 金 利 息 貸 付 金 利 息

益 不 動 産 賃 貸 料 益 不 動 産 賃 貸 料

そ の 他 利 息 配 当 金 そ の 他 利 息 配 当 金

特 定 取 引 収 益 商 品 有 価 証 券 運 用 益

の 商 品 有 価 証 券 運 用 益 の 金 銭 の 信 託 運 用 益

特 定 取 引 有 価 証 券 収 益 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益

特 定 金 融 派 生 商 品 収 益 有 価 証 券 売 却 益

部 そ の 他 の 特 定 取 引 収 益 部 有 価 証 券 償 還 益

商 品 有 価 証 券 運 用 益 金 融 派 生 商 品 収 益

金 銭 の 信 託 運 用 益 為 替 差 益

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 そ の 他 運 用 収 益



有 価 証 券 売 却 益 特 別 勘 定 資 産 運 用 益

有 価 証 券 償 還 益 そ の 他 経 常 収 益

金 融 派 生 商 品 収 益 年 金 特 約 取 扱 受 入 金

為 替 差 益 保 険 金 据 置 受 入 金

そ の 他 運 用 収 益 そ の 他 の 経 常 収 益

特 別 勘 定 資 産 運 用 益

そ の 他 経 常 収 益

年 金 特 約 取 扱 受 入 金

保 険 金 据 置 受 入 金

そ の 他 の 経 常 収 益

経 常 費 用 経 常 費 用

保 険 金 等 支 払 金 保 険 金 等 支 払 金

保 険 金 保 険 金

年 金 年 金

給 付 金 給 付 金

解 約 返 戻 金 解 約 返 戻 金

そ の 他 返 戻 金 そ の 他 返 戻 金

再 保 険 料 再 保 険 料

責 任 準 備 金 等 繰 入 額 責 任 準 備 金 等 繰 入 額

支 払 備 金 繰 入 額 支 払 備 金 繰 入 額

責 任 準 備 金 繰 入 額 責 任 準 備 金 繰 入 額

契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額 契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額

資 産 運 用 費 用 資 産 運 用 費 用

支 払 利 息 支 払 利 息

特 定 取 引 費 用 商 品 有 価 証 券 運 用 損

商 品 有 価 証 券 運 用 損 金 銭 の 信 託 運 用 損

特 定 取 引 有 価 証 券 費 用 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損

特 定 金 融 派 生 商 品 費 用 有 価 証 券 売 却 損

そ の 他 の 特 定 取 引 費 用 有 価 証 券 評 価 損

商 品 有 価 証 券 運 用 損 有 価 証 券 償 還 損

金 銭 の 信 託 運 用 損 金 融 派 生 商 品 費 用

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 為 替 差 損

有 価 証 券 売 却 損 貸 倒 引 当 金 繰 入 額

有 価 証 券 評 価 損 貸 付 金 償 却

有 価 証 券 償 還 損 賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費

金 融 派 生 商 品 費 用 そ の 他 運 用 費 用

為 替 差 損 特 別 勘 定 資 産 運 用 損

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 事 業 費



貸 付 金 償 却 そ の 他 経 常 費 用

賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費 保 険 金 据 置 支 払 金

そ の 他 運 用 費 用 税 金

特 別 勘 定 資 産 運 用 損 減 価 償 却 費

事 業 費 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額

そ の 他 経 常 費 用 そ の 他 の 経 常 費 用

保 険 金 据 置 支 払 金

税 金

減 価 償 却 費

退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額

そ の 他 の 経 常 費 用

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

特 特 別 利 益 特 特 別 利 益

固 定 資 産 等 処 分 益 不 動 産 動 産 等 処 分 益

別 保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益 別 保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益

そ の 他 特 別 利 益 そ の 他 特 別 利 益

損 損

特 別 損 失 特 別 損 失

益 固 定 資 産 等 処 分 損 益 不 動 産 動 産 等 処 分 損

減 損 損 失 減 損 損 失

の 価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 の 価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額

部 証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 部 証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額

不 動 産 圧 縮 損 不 動 産 圧 縮 損

そ の 他 特 別 損 失 そ の 他 特 別 損 失

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額 契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額

税 引 前 当 期 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 税 引 前 当 期 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ）

法 人 税 及 び 住 民 税 法 人 税 及 び 住 民 税

法 人 税 等 調 整 額 法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

前 期 繰 越 利 益 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ）

本 社 送 金

当 期 未 処 分 利 益 （ 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ）



（外国損害保険会社） （単位：百万円） （外国損害保険会社） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

経 経 常 収 益 経 経 常 収 益

保 険 引 受 収 益 保 険 引 受 収 益

正 味 収 入 保 険 料 正 味 収 入 保 険 料

常 収 入 積 立 保 険 料 常 収 入 積 立 保 険 料

積 立 保 険 料 等 運 用 益 積 立 保 険 料 等 運 用 益

為 替 差 益 為 替 差 益

損 そ の 他 保 険 引 受 収 益 損 そ の 他 保 険 引 受 収 益

資 産 運 用 収 益 資 産 運 用 収 益

利 息 及 び 配 当 金 収 入 利 息 及 び 配 当 金 収 入

益 特 定 取 引 収 益 益 商 品 有 価 証 券 運 用 益

商 品 有 価 証 券 運 用 益 金 銭 の 信 託 運 用 益

特 定 取 引 有 価 証 券 収 益 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益

の 特 定 金 融 派 生 商 品 収 益 の 有 価 証 券 売 却 益

そ の 他 の 特 定 取 引 収 益 有 価 証 券 償 還 益

商 品 有 価 証 券 運 用 益 金 融 派 生 商 品 収 益

部 金 銭 の 信 託 運 用 益 部 為 替 差 益

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 そ の 他 運 用 収 益

有 価 証 券 売 却 益 積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替

有 価 証 券 償 還 益 そ の 他 経 常 収 益

金 融 派 生 商 品 収 益 年 金 特 約 取 扱 受 入 金

為 替 差 益 保 険 金 据 置 受 入 金

そ の 他 運 用 収 益 そ の 他 の 経 常 収 益

積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替

そ の 他 経 常 収 益

年 金 特 約 取 扱 受 入 金

保 険 金 据 置 受 入 金

そ の 他 の 経 常 収 益

経 常 費 用 経 常 費 用

保 険 引 受 費 用 保 険 引 受 費 用

正 味 支 払 保 険 金 正 味 支 払 保 険 金

損 害 調 査 費 損 害 調 査 費

諸 手 数 料 及 び 集 金 費 諸 手 数 料 及 び 集 金 費

満 期 返 戻 金 満 期 返 戻 金

契 約 者 配 当 金 契 約 者 配 当 金



支 払 備 金 繰 入 額 支 払 備 金 繰 入 額

責 任 準 備 金 繰 入 額 責 任 準 備 金 繰 入 額

為 替 差 損 為 替 差 損

そ の 他 保 険 引 受 費 用 そ の 他 保 険 引 受 費 用

資 産 運 用 費 用 資 産 運 用 費 用

特 定 取 引 費 用 商 品 有 価 証 券 運 用 損

商 品 有 価 証 券 運 用 損 金 銭 の 信 託 運 用 損

特 定 取 引 有 価 証 券 費 用 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損

特 定 金 融 派 生 商 品 費 用 有 価 証 券 売 却 損

そ の 他 の 特 定 取 引 費 用 有 価 証 券 評 価 損

商 品 有 価 証 券 運 用 損 有 価 証 券 償 還 損

金 銭 の 信 託 運 用 損 金 融 派 生 商 品 費 用

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 為 替 差 損

有 価 証 券 売 却 損 そ の 他 運 用 費 用

有 価 証 券 評 価 損 営 業 費 及 び 一 般 管 理 費

有 価 証 券 償 還 損 そ の 他 経 常 費 用

金 融 派 生 商 品 費 用 支 払 利 息

為 替 差 損 貸 倒 引 当 金 繰 入 額

そ の 他 運 用 費 用 貸 倒 損 失

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 そ の 他 の 経 常 費 用

そ の 他 経 常 費 用

支 払 利 息

貸 倒 引 当 金 繰 入 額

貸 倒 損 失

そ の 他 の 経 常 費 用

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ） 経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）

特 特 別 利 益 特 特 別 利 益

固 定 資 産 処 分 益 不 動 産 動 産 処 分 益

別 保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益 別 保 険 業 法 第 １ １ ２ 条 評 価 益

そ の 他 特 別 利 益 そ の 他 特 別 利 益

損 損

特 別 損 失 特 別 損 失

益 固 定 資 産 処 分 損 益 不 動 産 動 産 処 分 損

減 損 損 失 減 損 損 失

の 価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 の 価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額

金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額

部 証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 部 証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額



不 動 産 圧 縮 損 不 動 産 圧 縮 損

そ の 他 特 別 損 失 そ の 他 特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ） 税 引 前 当 期 純 利 益 （ 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ）

法 人 税 及 び 住 民 税 法 人 税 及 び 住 民 税

法 人 税 等 調 整 額 法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ） 当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

前 期 繰 越 利 益 （ 又 は 前 期 繰 越 損 失 ）

（記載上の注意） 本 社 送 金

１ 次の事項を注記すること。ただし、貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 当 期 未 処 分 利 益 （ 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ）

（１）損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、こ

の限りでない。

（２）会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） （記載上の注意）

① 会計処理の原則又は手続きを変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与 １ 次の事項を注記すること。ただし、日本における保険業の貸借対照表に記載したものは、この限りでな

えている影響の内容 い。

② 表示方法を変更したときは、その内容 （１）日本における保険業の損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされて

（３）子会社等との営業取引における取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額 いる会計方針は、この限りでない。

（４）生命保険会社にあっては、有価証券売却益、有価証券売却損及び有価証券評価損の主な内訳 （２）日本における保険業の損益計算書の作成に関する会計方針又は記載方法を変更したときは、その旨及

（５）以下の収益及び費用に関する内訳（ただし、①から③まで及び⑥の注記は、生命保険会社を除く。 びその変更による増減額。ただし、その変更又は変更による影響が軽微であるときは、この限りでない。

） （３）外国生命保険会社等にあっては、有価証券売却益、有価証券売却損及び有価証券評価損の主な内訳

① 正味収入保険料の計算上差し引かれた支払再保険料の金額 （４）以下の収益及び費用に関する内訳（ただし、①から③まで及び⑥の注記は、外国生命保険会社等を除

② 正味支払保険金の計算上差し引かれた回収再保険金の金額 く。）

③ 諸手数料及び集金費の計算上差し引かれた出再保険手数料の金額 ① 正味収入保険料の計算上差し引かれた支払再保険料の金額

④ 支払備金繰入額又は支払備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再支払備金繰 ② 正味支払保険金の計算上差し引かれた回収再保険金の金額

入額又は出再支払備金戻入額 ③ 諸手数料及び集金費の計算上差し引かれた出再保険手数料の金額

⑤ 責任準備金繰入額又は責任準備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再責任準 ④ 支払備金繰入額又は支払備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再支払備金繰入額又

備金繰入額又は出再責任準備金戻入額 は出再支払備金戻入額

⑥ 利息及び配当金収入の資産源泉別内訳 ⑤ 責任準備金繰入額又は責任準備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再責任準備金繰

（６）商品有価証券及び売買目的有価証券に係るそれぞれの利息及び配当金収入、売却損益及び評価損益 入額又は出再責任準備金戻入額

の金額 ⑥ 利息及び配当金収入の資産源泉別内訳

（７）金銭の信託及び金融派生商品に係るそれぞれの評価損益の金額 （５）特定取引勘定及び売買目的有価証券に係るそれぞれの利息及び配当金収入、売却損益及び評価損益の

（８）１株当たりの当期純利益又は当期純損失の額（銭単位で記載すること。） 金額

（９）その他会社の損益の状態を正確に判断するために必要な事項 （６）金銭の信託及び金融派生商品に係るそれぞれの評価損益の金額

２ 法令等に基づき、又は会社の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げて （７）その他日本における保険業の損益の状態を正確に判断するために必要な事項

ある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。 ２ 法令等に基づき、又は外国保険会社等の日本における保険業の損益の状態を明らかにするために必要が

３ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 あるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載する

こと。

３ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。



第５ 第５

年 月 日から 年 月 日から

年度 キャッシュ・フロー計算書 年度 キャッシュ・フロー計算書

年 月 日まで 年 月 日まで

（生命保険株式会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円） （生命保険株式会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

保険料等収入 保険料等収入

保険金等支払による支出 保険金等支払による支出

年金支払による支出 年金支払による支出

給付金支払による支出 給付金支払による支出

解約返戻金支払による支出 解約返戻金支払による支出

その他の解約返戻金支払による支出 その他の解約返戻金支払による支出

再保険料収入 再保険料収入

再保険料支払による支出 再保険料支払による支出

保険料据置支払による支出 保険料据置支払による支出

事業費の支出 事業費の支出

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

契約者配当金の支払額 契約者配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出



有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

株式の発行による収入 株式の発行による収入

自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出

配当金の支払額 配当金の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

（生命保険株式会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円） （生命保険株式会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益（損失） 税引前当期純利益（損失）

賃貸用不動産等減価償却費 賃貸用不動産等減価償却費

減価償却費 減価償却費



減損損失 減損損失

支払備金の増加額 支払備金の増加額

責任準備金の増加額 責任準備金の増加額

契約者配当準備金積立利息繰入額 契約者配当準備金積立利息繰入額

契約者配当準備金繰入額 契約者配当準備金繰入額

貸倒引当金の増加額 貸倒引当金の増加額

退職給付引当金の増加額 退職給付引当金の増加額

価格変動準備金の増加額 価格変動準備金の増加額

金融先物取引責任準備金の増加額 金融先物取引責任準備金の増加額

証券取引責任準備金の増加額 証券取引責任準備金の増加額

保険業法第１１２条評価益 保険業法第１１２条評価益

利息及び配当金等収入 利息及び配当金等収入

有価証券関係損益 有価証券関係損益

支払利息 支払利息

為替差損益 為替差損益

固定資産関係損益 不動産動産関係損益

商品有価証券の増加額 商品有価証券の増加額

代理店貸の増加額 代理店貸の増加額

再保険貸の増加額 再保険貸の増加額

その他資産（除く投資活動関連・財務活動関連） その他資産（除く投資活動関連・財務活動関連）

の増加額 の増加額

代理店借の増加額 代理店借の増加額

再保険借の増加額 再保険借の増加額

その他負債（除く投資活動関連・財務活動関連） その他負債（除く投資活動関連・財務活動関連）

の増加額 の増加額

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金の受取額 利息及び配当金の受取額

利息の支払額 利息の支払額

契約者配当金の支払額 契約者配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出



金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

株式の発行による収入 株式の発行による収入

自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出

配当金の支払額 配当金の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

（損害保険株式会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円） （損害保険株式会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

保険料の収入 保険料の収入



積立保険料の収入 積立保険料の収入

保険料の支出 保険料の支出

損害調査費の支出 損害調査費の支出

諸手数料及び集金費の支出 諸手数料及び集金費の支出

満期返戻金の支出 満期返戻金の支出

契約者配当金の支出 契約者配当金の支出

商品有価証券の売却による収入 商品有価証券の売却による収入

商品有価証券の取得による支出 商品有価証券の取得による支出

営業費及び一般管理費の支出 営業費及び一般管理費の支出

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入



社債の償還による支出 社債の償還による支出

株式の発行による収入 株式の発行による収入

自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出

配当金の支払額 配当金の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

（損害保険株式会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円） （損害保険株式会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益（損失） 税引前当期純利益（損失）

減価償却費 減価償却費

減損損失 減損損失

支払備金の増加額 支払備金の増加額

責任準備金の増加額 責任準備金の増加額

貸倒引当金の増加額 貸倒引当金の増加額

退職給付引当金の増加額 退職給付引当金の増加額

価格変動準備金の増加額 価格変動準備金の増加額

金融先物取引責任準備金の増加額 金融先物取引責任準備金の増加額

証券取引責任準備金の増加額 証券取引責任準備金の増加額

保険業法第１１２条評価益 保険業法第１１２条評価益

利息及び配当金収入 利息及び配当金収入

有価証券関係損益 有価証券関係損益

支払利息 支払利息

為替差損益 為替差損益

固定資産関係損益 不動産動産関係損益

商品有価証券の増加額 商品有価証券の増加額

その他の資産（除く投資活動関連・財務活動関連） その他の資産（除く投資活動関連・財務活動関連）



の増加額 の増加額

その他の負債（除く投資活動関連・財務活動関連） その他の負債（除く投資活動関連・財務活動関連）

の増加額 の増加額

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

株式の発行による収入 株式の発行による収入

自己株式の取得による支出 自己株式の取得による支出

配当金の支払額 配当金の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー



Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

（生命保険相互会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円） （生命保険相互会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

保険料等収入 保険料等収入

保険金等支払による支出 保険金等支払による支出

年金支払による支出 年金支払による支出

給付金支払による支出 給付金支払による支出

解約返戻金支払による支出 解約返戻金支払による支出

その他の返戻金支払による支出 その他の返戻金支払による支出

再保険料収入 再保険料収入

再保険料支払による支出 再保険料支払による支出

保険料据置支払による支出 保険料据置支払による支出

事業費の支出 事業費の支出

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

契約者配当金の支払額 契約者配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出



金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） ５

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

基金の募集による収入 基金の募集による収入

基金の償却による支出 基金の償却による支出

基金利息の支払額 基金利息の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

（生命相互株式会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円） （生命相互株式会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純剰余（損失） 税引前当期純剰余（損失）



賃貸用不動産等減価償却費 賃貸用不動産等減価償却費

減価償却費 減価償却費

減損損失 減損損失

支払備金の増加額 支払備金の増加額

責任準備金の増加額 責任準備金の増加額

社員配当準備金積立利息繰入額 社員配当準備金積立利息繰入額

貸倒引当金の増加額 貸倒引当金の増加額

退職給付引当金の増加額 退職給付引当金の増加額

価格変動準備金の増加額 価格変動準備金の増加額

金融先物取引責任準備金の増加額 金融先物取引責任準備金の増加額

証券取引責任準備金の増加額 証券取引責任準備金の増加額

保険業法第１１２条評価益 保険業法第１１２条評価益

利息及び配当金等収入 利息及び配当金等収入

有価証券関係損益 有価証券関係損益

支払利息 支払利息

為替差損益 為替差損益

固定資産関係損益 不動産動産関係損益

商品有価証券の増加額 商品有価証券の増加額

代理店貸の増加額 代理店貸の増加額

再保険貸の増加額 再保険貸の増加額

その他資産（除く投資活動関連・財務活動関連） その他資産（除く投資活動関連・財務活動関連）

の増加額 の増加額

代理店借の増加額 代理店借の増加額

再保険借の増加額 再保険借の増加額

その他負債（除く投資活動関連・財務活動関連） その他負債（除く投資活動関連・財務活動関連）

の増加額 の増加額

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

社員配当金の支払額 社員配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入



金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

基金の募集による収入 基金の募集による収入

基金の償却による支出 基金の償却による支出

基金利息の支払額 基金利息の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

（損害保険相互会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円） （損害保険相互会社－直接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー



保険料の収入 保険料の収入

積立保険料の収入 積立保険料の収入

保険料の支出 保険料の支出

損害調査費の支出 損害調査費の支出

諸手数料及び集金費の支出 諸手数料及び集金費の支出

満期返戻金の支出 満期返戻金の支出

契約者配当金の支出 契約者配当金の支出

商品有価証券の売却による収入 商品有価証券の売却による収入

商品有価証券の取得による支出 商品有価証券の取得による支出

営業費及び一般管理費の支出 営業費及び一般管理費の支出

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入



社債の償還による支出 社債の償還による支出

基金の募集による収入 基金の募集による収入

基金の償却による支出 基金の償却による支出

基金利息の支払額 基金利息の支払額

その他 その他

財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

（損害保険相互会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円） （損害保険相互会社－間接法により表示する場合） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純剰余（損失） 税引前当期純剰余（損失）

減価償却費 減価償却費

減損損失 減損損失

支払備金の増加額 支払備金の増加額

責任準備金の増加額 責任準備金の増加額

貸倒引当金の増加額 貸倒引当金の増加額

退職給付引当金の増加額 退職給付引当金の増加額

価格変動準備金の増加額 価格変動準備金の増加額

金融先物取引責任準備金の増加額 金融先物取引責任準備金の増加額

証券取引責任準備金の増加額 証券取引責任準備金の増加額

保険業法第１１２条評価益 保険業法第１１２条評価益

利息及び配当金収入 利息及び配当金収入

有価証券関係損益 有価証券関係損益

支払利息 支払利息

為替差損益 為替差損益

固定資産関係損益 不動産動産関係損益

商品有価証券の増加額 商品有価証券の増加額

その他の資産（除く投資活動関連・財務活動関連） その他の資産（除く投資活動関連・財務活動関連）



の増加額 の増加額

その他の負債（除く投資活動関連・財務活動関連） その他の負債（除く投資活動関連・財務活動関連）

の増加額 の増加額

その他 その他

小 計 小 計

利息及び配当金等の受取額 利息及び配当金等の受取額

利息の支払額 利息の支払額

社員配当金の支払額 社員配当金の支払額

その他 その他

法人税等の支払額 法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増加額 預貯金の純増加額

買入金銭債権の取得による支出 買入金銭債権の取得による支出

買入金銭債権の売却・償還による収入 買入金銭債権の売却・償還による収入

金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の増加による支出

金銭の信託の減少による収入 金銭の信託の減少による収入

有価証券の取得による支出 有価証券の取得による支出

有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入

貸付けによる支出 貸付けによる支出

貸付金の回収による収入 貸付金の回収による収入

その他 その他

Ⅱ① 小 計 Ⅱ① 小 計

（Ⅰ＋Ⅱ①） （ ） （Ⅰ＋Ⅱ①） （ ）

有形固定資産の取得による支出 不動産及び動産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入 不動産及び動産の売却による収入

その他 その他

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 借入れによる収入

借入金の返済による支出 借入金の返済による支出

社債の発行による収入 社債の発行による収入

社債の償還による支出 社債の償還による支出

基金の募集による収入 基金の募集による収入

基金の償却による支出 基金の償却による支出

基金利息の支払額 基金利息の支払額

その他 その他



財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

（注１）Ⅱ①は、資産運用活動によるキャッシュ・フローをいう。 （注１）Ⅱ①は、資産運用活動によるキャッシュ・フローをいう。

（注２）（Ⅰ＋Ⅱ①）は、営業活動によるキャッシュ・フローと資産運用活動によるキャッシュ・フローの （注２）（Ⅰ＋Ⅱ①）は、営業活動によるキャッシュ・フローと資産運用活動によるキャッシュ・フローの

合計をいう。 合計をいう。

（記載上の注意） （記載上の注意）

１ 連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には作成を要しない。 １ 連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には作成を要しない。

２ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。 ２ 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。

３ 法令等に基づき、又は会社のキャッシュ・フローの状態を明らかにするために必要があるときは、こ ３ 法令等に基づき、又は会社のキャッシュ・フローの状態を明らかにするために必要があるときは、こ

の様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。また の様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。また

、金額の重要性が乏しい科目については、「その他」として一括して記載することができる。 、金額の重要性が乏しい科目については、「その他」として一括して記載することができる。
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改正後 現行 

 
第６ 

年  月  日から 

年度                剰余金処分に関する書面 

年  月  日まで 

 

                                       （単位：千円） 

科     目 金    額 

当 期 未 処 分 剰 余 金 

任 意 積 立 金 取 崩 額 

  社 員 配 当 平 衡 積 立 金 取 崩 額 

  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

計 

 

剰 余 金 処 分 額 

  社 員 配 当 準 備 金 

  差 引 純 剰 余 金 

    損 失 て ん 補 準 備 金 

    基 金 償 却 積 立 金 

    基 金 利 息 

    役 員 賞 与 金 

    ・ ・ ・ ・ ・ 

    任 意 積 立 金 

 

    ・ ・ ・ ・ ・ 

次 期 繰 越 剰 余 金 

 

（記載上の注意） 

 １ 一定の目的のために留保した積立金の目的外の取崩金額は、任意積立金取崩額の内訳として当該積立金の名

称を付した科目をもって記載すること。 

 ２ 基金償却積立金は、決算期に基金を償却する場合に記載することとし、期中に基金を償却する場合には、こ

の限りでない。 

 

 

年  月  日から 

年度                損失処理に関する書面 

年  月  日まで 

                                 （単位：千円） 

科     目 金    額 

当 期 未 処 理 損 失 

損 失 処 理 額 

  任 意 積 立 金 取 崩 額 

  ・ ・ ・ ・ ・ ・ 
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改正後 現行 
  損 失 て ん 補 準 備 金 取 崩 額 

  基 金 償 却 積 立 金 取 崩 額 

次 期 繰 越 損 失 

 

 

（記載上の注意） 

 １ 一定の目的のために留保した積立金の目的外の取崩金額は、任意積立金取崩額の内訳として当該積立金の名

称を付した科目をもって記載すること。 
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改正後 現行 

第７ 基金等変動計算書 
 

基金等 評価・換算差額等 
剰余金 

損失てん

補準備金 
その他剰余金 剰余金合計 

 
基金 基金償却

積立金 
再評価積

立金 
基金償却

積立金減

少差益 

 社員配当平

衡積立金 
○○積立金 当期未処分

剰余金 
 

基金等合計 その他有価

証券評価差

額金 

繰延ヘッジ

損益 
土地再評価

差額金 
評価・換算差

額等合計 

純資産合計 

前事業年度末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

当事業年度変動額                
基金の募集 ×××         ×××     ×××

剰余金処分     ××× ××× ××× △××× △××× △×××     △×××

当期純剰余        ×××  ×××     ×××

基金の償還 △××× ×××    △×××  △××× △×××     △×××

・・・・・                
基金等以外の項目の当

事業年度変動額（純額） 
          ××× ××× ××× ××× ×××

当事業年度変動額合計 ××× ××× － － ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

当事業年度末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

 
（記載上の注意） 
１ 基金等の変動事由及び金額の記載は、概ね、貸借対照表における記載の順序によること。 
２ 基金等以外の項目について、当事業年度変動額を、変動事由ごとに記載することができる。この場合には、変動事由及び金額の記載は、概ね、貸借対照表における記載の順序によること。 
３ その他剰余金及び評価・換算差額等は、上記の科目以外の適当な名称を付した科目に細分し、記載することができる。 
４ その他剰余金及び評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前事業年度末残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記する

こと。 
５ 合計欄の記載は省略することができる。 
６ 剰余金処分欄には、前事業年度の「剰余金処分に関する書面」の剰余金処分額のうち、社員配当準備金および差引純剰余金に対応する金額を記載すること。 
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改正後 現行 

第８ 
年度（   年   月   日現在）有価証券等に関する書面 

 
１ 売買目的有価証券                          （単位：百万円） 

区     分 当期末残高 当期の損益に含まれた評価差額 

売 買 目 的 有 価 証 券   
（記載上の注意） 
  売買目的有価証券及び譲渡性預金等証券取引法上の有価証券に準じた取扱いをすることが適当と認められる

もののうち売買目的で保有するものについて記載すること（ただし、特別勘定を除く。）。 
 
２ 売買目的以外の有価証券等                      （単位：百万円） 

評 価 差 額 
区   分 帳簿価額 時 価 

 うち差益 うち差損 

満 期 保 有 目 的 の 債 券 

責 任 準 備 金 対 応 債 券 
子 会 社 ・ 関 連 会 社 株 式 
そ の 他 有 価 証 券 
公 社 債 
株 式 
外 国 証 券 
公 社 債 
株 式 
そ の 他 の 外 国 証 券 

    そ の 他 の 証 券 

     

計      
（記載上の注意） 
１ 売買目的有価証券以外の有価証券及び売買目的以外で保有する譲渡性預金等証券取引法上の有価証券

に準じた取扱いをすることが適当と認められるもののうち、時価のあるものについて記載すること（た

だし、特別勘定を除く。）。 
２ 責任準備金対応債券については、リスクの管理方針の概要等を記載すること。 
３ 子会社・関連会社株式には、保険業法第 110条第２項に規定する子会社等に係るものを記載すること。

 
 
 
第９ 

年度（   年   月   日現在）保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 
 
１ ソルベンシー・マージン総額 
ソ ル ベ ン シ ー ・ マ ー ジ ン 総 額 （Ａ） 百万円

（記載上の注意） 
  保険業法第 202条第 1号に掲げる額をいう。 
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改正後 現行 
２ リスク合計額 
リ ス ク の 合 計 額 （Ｂ） 百万円

（記載上の注意） 
  保険業法第 202条第２号に掲げる額を記載すること。 
 
３ 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 
（Ａ）／{（１／２）×（Ｂ）}  ％

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(新設) 
 
 
 
 
 
 
 
第６ 

年度（   年   月   日現在）有価証券等に関する書面 
 
１ 売買目的有価証券                          （単位：百万円） 

区     分 当期末残高 当期の損益に含まれた評価差額 

売 買 目 的 有 価 証 券   
（記載上の注意） 
  売買目的有価証券及び譲渡性預金等証券取引法上の有価証券に準じた取扱いをすることが適当と認められる

もののうち売買目的で保有するものについて記載すること（ただし、特別勘定を除く。）。 
 
２ 売買目的以外の有価証券等                      （単位：百万円） 

評 価 差 額 
区   分 帳簿価額 時 価 

 うち差益 うち差損 

満 期 保 有 目 的 の 債 券 

責 任 準 備 金 対 応 債 券 
子 会 社 ・ 関 連 会 社 株 式 
そ の 他 有 価 証 券 
公 社 債 
株 式 
外 国 証 券 
公 社 債 
株 式 
そ の 他 の 外 国 証 券 

    そ の 他 の 証 券 

     

計      
（記載上の注意） 
１ 売買目的有価証券以外の有価証券及び売買目的以外で保有する譲渡性預金等証券取引法上の有価証券

に準じた取扱いをすることが適当と認められるもののうち、時価のあるものについて記載すること（た
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改正後 現行 
だし、特別勘定を除く。）。 
２ 責任準備金対応債券については、リスクの管理方針の概要等を記載すること。 
３ 子会社・関連会社株式には、保険業法第 110条第２項に規定する子会社等に係るものを記載すること。

 
 
 
第７ 

年度（   年   月   日現在）保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 
 
１ ソルベンシー・マージン総額 
ソ ル ベ ン シ ー ・ マ ー ジ ン 総 額 （Ａ） 百万円

（記載上の注意） 
  保険業法第 202条第 1号に掲げる額をいう。 
 
２ リスク合計額 
リ ス ク の 合 計 額 （Ｂ） 百万円

（記載上の注意） 
  保険業法第 202条第２号に掲げる額を記載すること。 
 
３ 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 
（Ａ）／{（１／２）×（Ｂ）}  ％

 
 

 



  

 

改正後 現行 

 
別紙様式第１５号の２の２（第 205 条第１項、第 207 条第１項関係） 

（日本工業規格Ａ４）

 

 

              保険業法第 271 条の３第１項に基づく保険議決権保有届出書・ 

              保険業法第 271 条の４第１項に基づく変更報告書（NO.   ）(ｲ) 

 

年  月  日

 

 金 融 庁 長 官          殿 

   財務（支）局長 殿 

 

                     商号、名称又は氏名                               印(ﾛ) 

                   住所又は本店所在地                      (ﾛ) 

                    届出又は報告義務発生日      年  月  日(ﾊ) 

 

 

第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項 

１ 保険会社又は保険持株会社 

保険会社又は保険

持株会社の名称 

 提出者、その他保有者

及び共同保有者等の

総数(ﾆ) 

 

本店又は主たる事

務所の所在地 

 

 

提出形態(ﾎ) 
※ １ 連名 

２ その他 

 

２ 提出者等 

（１）提出者等の概要(ﾍ) 

※  １ 個人 

  ２ 法人（１ 株式会社 ２ 有限会社 ３ その他（      ）） 

  （団体名等：                           ） 

 
フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

商 号 、 名 称 又 は 氏 名              
 

 
フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

住 所 又 は 本 店 所 在 地              
 

事 業 の 種 類               

 
別紙様式第１５号の２の２（第 205 条第１項、第 207 条第１項関係） 

（平１４内府令１７）

（日本工業規格Ａ４）

 

 

              保険業法第 271 条の３第１項に基づく保険議決権保有届出書・ 

              保険業法第 271 条の４第１項に基づく変更報告書（NO.   ）(ｲ) 

 

年  月  日

 

 金 融 庁 長 官          殿 

   財務（支）局長 殿 

 

                     商号、名称又は氏名                               印(ﾛ) 

                   住所又は本店所在地                      (ﾛ) 

                    届出又は報告義務発生日      年  月  日(ﾊ) 

 

 

第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項 

１ 保険会社又は保険持株会社 

保険会社又は保険

持株会社の名称 

 提出者、その他保有者

及び共同保有者等の

総数(ﾆ) 

 

本店又は主たる事

務所の所在地 

 
提出形態(ﾎ) 

※ １ 連名 

２ その他 

 

２ 提出者等 

（１）提出者等の概要(ﾍ) 

※  １ 個人 

  ２ 法人（１ 株式会社 ２ 有限会社 ３ その他（      ）） 

  （団体名等：                           ） 

 
フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

商 号 、 名 称 又 は 氏 名              
 

 
フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

住 所 又 は 本 店 所 在 地              
 

事 業 の 種 類               



  

改正後 現行 

 

 
フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 住 所 又 は 本 店 所 在 地              
 

旧 事 業 の 種 類               

（フリガナ）  生年月日  年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 
勤務先名称 

 

 

個 

 

人 
職業  勤務先住所 

 

（フリガナ）  設立年月日 年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 
代表者氏名  

代表者役職  

法 

 

人 資本金額(百万円)  

提出者との関係 

※ １ 本人 

  ２ その他大量保有者（保険業法第２条の２第１項第  号） 

  ３ 共同保有者 

４  共同保有者に係るその他大量保有者に相当する者（保険業法第２

条の２第１項第  号） 

事 務 上 の 連 絡 先          

及 び 担 当 者 名          
 

電 話 番 号          

 

（２）出者等が保有する議決権の数(ﾄ) 

提出者等が保有する

議決権の数 

 

 

（３）保有の目的(ﾁ) 

新保有の目的         

旧保有の目的         

 

（４）取得資金(ﾘ) 

① 取得資金の内訳 

自己資金額（千円）   借入金額計（千円）  

     

 

 
フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 住 所 又 は 本 店 所 在 地              
 

旧 事 業 の 種 類               

（フリガナ）  生年月日  年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 
勤務先名称 

 

 

個

 

人
職業  勤務先住所 

 

（フリガナ）  設立年月日 年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 
代表者氏名  

代表者役職  

法

 

人 資本金額(百万円)  

提出者との関係 

※ １ 本人 

  ２ その他大量保有者（保険業法第２条の２第１項第  号） 

  ３ 共同保有者 

４  共同保有者に係るその他大量保有者に相当する者（保険業法第２

条の２第１項第  号） 

事 務 上 の 連 絡 先          

及 び 担 当 者 名          
 

電 話 番 号          

 

（２）出者等が保有する議決権の数(ﾄ) 

提出者等が保有する

議決権の数 

 

 

（３）保有の目的(ﾁ) 

新保有の目的         

旧保有の目的         

 

（４）取得資金(ﾘ) 

① 取得資金の内訳 

自己資金額（千円）   借入金額計（千円）  
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その他（具体的に） 

 

 

 

 

 

  その他金額計（千円）  

 

取得資金合計（千円）  

 

 

 

② 借入金の内訳 

（フリガナ） 

名称(支店名) 
業 種 

（フリガナ） 

代表者氏名 
所 在 地 

金 額

(千円)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

３ その他保有者等(ﾇ) 

（１）その他保有者等の概要 

 ※  １ 個人 

   ２ 法人（１ 株式会社 ２ 有限会社 ３ その他（      ）） 

   （団体名等：                           ） 

 
フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

商 号 、 名 称 又 は 氏 名              
 

その他（具体的に） 

 

 

 

 

 

  その他金額計（千円）  

 

取得資金合計（千円）  

 

 

 

② 借入金の内訳 

（フリガナ） 

名称(支店名) 
業 種

（フリガナ） 

代表者氏名 
所 在 地

金 額

(千円)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

３ その他保有者等(ﾇ) 

（１）その他保有者等の概要 

 ※  １ 個人 

   ２ 法人（１ 株式会社 ２ 有限会社 ３ その他（      ）） 

   （団体名等：                           ） 

 
フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

商 号 、 名 称 又 は 氏 名              
 



  

改正後 現行 

 
フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

住 所 又 は 本 店 所 在 地              
 

事 業 の 種 類               

 
フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 商 号 、 名 称 又 は 氏 名              
 

 
フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 住 所 又 は 本 店 所 在 地              
 

旧 事 業 の 種 類               

（フリガナ）  生年月日  年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 
勤務先名称 

 

 

個 

 

人 
職 業  勤務先住所 

 

（フリガナ）  設立年月日 年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 
代表者氏名  

代表者役職  

法 

 

人 資本金額（百万円）  

提出者との関係 

※ １ その他保有者（保険業法第２条の２第１項第  号） 

２ 共同保有者に係るその他保有者に相当する者（保険業法第２条

の２第１項第  号） 

事 務 上 の 連 絡 先          

及 び 担 当 者 名          
 

電 話 番 号          

 

（２）上記その他保有者等が保有する議決権の数 

その他保有者等が保有

する議決権の数 

 

 

（３）保有の目的 

新保有の目的         

旧保有の目的         

 

（４）取得資金 

 
フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

住 所 又 は 本 店 所 在 地              
 

事 業 の 種 類               

 
フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 商 号 、 名 称 又 は 氏 名              
 

 
フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 住 所 又 は 本 店 所 在 地              
 

旧 事 業 の 種 類               

（フリガナ）  生年月日  年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 
勤務先名称 

 

 

個

 

人
職 業  勤務先住所 

 

（フリガナ）  設立年月日 年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 
代表者氏名  

代表者役職  

法

 

人 資本金額（百万円）  

提出者との関係 

※ １ その他保有者（保険業法第２条の２第１項第  号） 

２ 共同保有者に係るその他保有者に相当する者（保険業法第２条

の２第１項第  号） 

事 務 上 の 連 絡 先          

及 び 担 当 者 名          
 

電 話 番 号          

 

（２）上記その他保有者等が保有する議決権の数 

その他保有者等が保有

する議決権の数 

 

 

（３）保有の目的 

新保有の目的         

旧保有の目的         

 

（４）取得資金 



  

改正後 現行 

① 取得資金の内訳 

自己資金額（千円）   借入金額計（千円）  

     

その他（具体的に） 

 

 

  その他金額計（千円）  

 

取得資金合計（千円）  

 

② 借入金の内訳 

（フリガナ） 

名称(支店名) 
業 種 

（フリガナ） 

代表者氏名 
所 在 地 

金 額 

(千円) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

４ 上記提出者及びその他保有者の議決権保有割合(ﾙ) 

提出者及びその他保有者が保有する議決権の数 (A) 

提出者が保有する議決権の数  
 
その他保有者が保有する議決権の数  

保険会社又は保険持株会社の総株主の議決権 (B) 

議決権保有割合 (A/B×100) 

① 取得資金の内訳 

自己資金額（千円）   借入金額計（千円）  

     

その他（具体的に） 

 

 

  その他金額計（千円）  

 

取得資金合計（千円）  

 

② 借入金の内訳 

（フリガナ） 

名称(支店名) 
業 種

（フリガナ） 

代表者氏名 
所 在 地

金 額

(千円)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

４ 上記提出者及びその他保有者の議決権保有割合(ﾙ) 

提出者及びその他保有者が保有する議決権の数 (A) 

提出者が保有する議決権の数  

その他保有者が保有する議決権の数  

保険会社又は保険持株会社の総株主の議決権 (B) 

議決権保有割合 (A/B×100) 
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直前の届出書等に記載された議決権保有割合  

 

５ 保険会社又は保険持株会社の発行する株式に係る議決権に関する最近 60 日間の取得又は処分の状況(ｦ)

取得又は処分

を行った者 
年 月 日 議 決 権 の 数 取 得 又 は 処 分 の 別 単  価 

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

 

６ 保険会社又は保険持株会社の発行する株式に係る議決権に関する最近 60 日間の取得又は処分の状況(ﾜ)

取得又は処分を

行った者 
年 月 日 議決権の数 取 得 又 は 処 分 の 別 譲渡の相手方 単 価 

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

直前の届出書等に記載された議決権保有割合  

 

５ 保険会社又は保険持株会社の発行する株式に係る議決権に関する最近 60 日間の取得又は処分の状況(ｦ)

取得又は処分

を行った者 
年 月 日 議 決 権 の 数 取 得 又 は 処 分 の 別 単  価 

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

   ※１ 取得 ２ 処分  

 

６ 保険会社又は保険持株会社の発行する株式に係る議決権に関する最近 60 日間の取得又は処分の状況(ﾜ)

取得又は処分を

行った者 
年 月 日 議決権の数 取 得 又 は 処 分 の 別 譲渡の相手方 単 価 

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   
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   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

 

第２ 共同保有者に関する事項 

１ 共同保有者(ｶ) 

 ※  １ 個人 

   ２ 法人（１ 株式会社 ２ 有限会社 ３ その他（      ）） 

   （団体名等：                           ） 

 
フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

商 号 、 名 称 又 は 氏 名              
 

 
フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

住 所 又 は 本 店 所 在 地              
 

事 業 の 種 類               

 
フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 商 号 、 名 称 又 は 氏 名              
 

 
フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 住 所 又 は 本 店 所 在 地              
 

旧 事 業 の 種 類               

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

   ※１ 取得 ２ 処分   

 

第２ 共同保有者に関する事項 

１ 共同保有者(ｶ) 

 ※  １ 個人 

   ２ 法人（１ 株式会社 ２ 有限会社 ３ その他（      ）） 

   （団体名等：                           ） 

 
フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

商 号 、 名 称 又 は 氏 名              
 

 
フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

住 所 又 は 本 店 所 在 地              
 

事 業 の 種 類               

 
フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 商 号 、 名 称 又 は 氏 名              
 

 
フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 住 所 又 は 本 店 所 在 地              
 

旧 事 業 の 種 類               
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（フリガナ）  生年月日  年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 
勤務先名称 

 

 

個 

 

人 
職 業  勤務先住所 

 

（フリガナ）  設立年月日 年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 
代表者氏名  

代表者役

職 

 

法 

 

人 資本金額（百万円）  

事 務 上 の 連 絡 先          

及 び 担 当 者 名          
 

電 話 番 号          

 

２ 上記共同保有者が保有する議決権の数(ﾖ) 

共同保有者が保有する

議決権の数 

 

 

第３ 提出者、その他保有者及び共同保有者等に関する総括表 

１ 提出者、その他保有者及び共同保有者等(ﾀ) 

1  21  41  

2  22  42  

3  23  43  

4  24  44  

5  25  45  

6  26  46  

7  27  47  

8  28  48  

9  29  49  

10  30  50  

11  31  51  

12  32  52  

13  33  53  

14  34  54  

15  35  55  

16  36  56  

17  37  57  

18  38  58  

19  39  59  

（フリガナ）  生年月日  年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 
勤務先名称 

 

 

個

 

人
職 業  勤務先住所 

 

（フリガナ）  設立年月日 年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 
代表者氏名  

代表者役

職 

 

法

 

人 資本金額（百万円）  

事 務 上 の 連 絡 先          

及 び 担 当 者 名          
 

電 話 番 号          

 

２ 上記共同保有者が保有する議決権の数(ﾖ) 

共同保有者が保有する

議決権の数 

 

 

第３ 提出者、その他保有者及び共同保有者等に関する総括表 

１ 提出者、その他保有者及び共同保有者等(ﾀ) 

1  21  41  

2  22  42  

3  23  43  

4  24  44  

5  25  45  

6  26  46  

7  27  47  

8  28  48  

9  29  49  

10  30  50  

11  31  51  

12  32  52  

13  33  53  

14  34  54  

15  35  55  

16  36  56  

17  37  57  

18  38  58  

19  39  59  
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20  40  60  

 

２ 上記提出者、その他保有者及び共同保有者等の議決権保有割合(ﾚ) 

提出者、その他保有者及び共同保有者等

が保有する議決権の数 
(A) 

 提出者が保有する議決権の数  

その他保有者が保有する議決権の数  

 
共同保有者が保有する議決権の数  

 
共同保有者に係るその他保有者に相

当する者が保有する議決権の数 
 

保険会社又は保険持株会社の総株主の

議決権 
(B) 

議決権保有割合 (A/B×100) 

直前の届出書等に記載された議決権保

有割合 
 

 

（記載上の注意） 

１ 一般的事項 

（A）この様式において「議決権」とは、保険業法第２条第 11 項に規定する議決権をいう。 

（B）この様式において「届出書等」とは、保険業法第 271 条の３第１項に規定する保険議決権保有届出書又

は第 271 条の４第１項に規定する変更報告書をいう。 

（C）この様式において「提出者」とは、保険業法第 271 条の３第１項又は第 271 条の４第１項の規定によ

り、届出書等の提出を行う者（代理人が提出する場合には、当該代理人に提出を委任する者）をいう。

（D）この様式において「その他保有者」とは、保険業法第２条の２第１項第２号から第５号まで及び第７号

の規定により、提出者が保有しているものとみなされる議決権のうち、提出者が現に保有している議決

権以外の議決権の保有者をいう。 

（E）この様式において「共同保有者」とは、提出者が保険業法第２条の２第１項第６号に掲げる者である場

合における同号に規定する共同保有者をいう。 

（F）この様式において「その他大量保有者」とは、総株主の議決権の 100 分の５を超えて議決権を保有する

その他保有者をいう。 

（G）この様式において「提出者等」とは、提出者及び当該提出者に届出書等の提出を委任したその他大量保

有者並びに共同保有者及び当該共同保有者に係るその他大量保有者に相当する者をいう。 

（H）記載事項のうち「第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項」には、提出者及びその他保有者の議

決権の保有状況について記載し、「３ その他保有者等」には、その他保有者がいる場合にのみ記載し、

その他保有者が複数いる場合はそれぞれの議決権の保有状況について、別々に記載すること。「第２ 共

同保有者に関する事項」には、共同保有者がいる場合にのみ記載し、共同保有者が複数いる場合はそれ

ぞれの議決権の保有状況について、別々に記載すること。「第３ 提出者、その他保有者及び共同保有者

等に関する総括表」には、その他保有者又は共同保有者がいる場合にのみ、提出者、その他保有者及び

共同保有者の議決権の保有状況を一括して記載すること。また、その他保有者がいない場合には、この

様式のうち「第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項」の「３ その他保有者等」に係る部分、

共同保有者がいない場合には、この様式のうち「第２ 共同保有者に関する事項」に係る部分、その他

保有者及び共同保有者がいない場合には、これらに加え「第３ 提出者、その他保有者及び共同保有者

等に関する総括表」に係る部分の提出を要しない。 

（I）提出者は、その他大量保有者並びに共同保有者及び当該共同保有者に係るその他大量保有者に相当す

20  40  60  

 

２ 上記提出者、その他保有者及び共同保有者等の議決権保有割合(ﾚ) 

提出者、その他保有者及び共同保有者等

が保有する議決権の数 
(A) 

提出者が保有する議決権の数  

その他保有者が保有する議決権の数  

共同保有者が保有する議決権の数  

共同保有者に係るその他保有者に相

当する者が保有する議決権の数 
 

保険会社又は保険持株会社の総株主の

議決権 
(B) 

議決権保有割合 (A/B×100) 

直前の届出書等に記載された議決権保

有割合 
 

 

（記載上の注意） 

１ 一般的事項 

（A）この様式において「議決権」とは、保険業法第２条第 11 項に規定する議決権をいう。 

（B）この様式において「届出書等」とは、保険業法第 271 条の３第１項に規定する保険議決権保有届出書又

は第 271 条の４第１項に規定する変更報告書をいう。 

（C）この様式において「提出者」とは、保険業法第 271 条の３第１項又は第 271 条の４第１項の規定によ

り、届出書等の提出を行う者（代理人が提出する場合には、当該代理人に提出を委任する者）をいう。

（D）この様式において「その他保有者」とは、保険業法第２条の２第１項第２号から第５号まで及び第７号

の規定により、提出者が保有しているものとみなされる議決権のうち、提出者が現に保有している議決

権以外の議決権の保有者をいう。 

（E）この様式において「共同保有者」とは、提出者が保険業法第２条の２第１項第６号に掲げる者である場

合における同号に規定する共同保有者をいう。 

（F）この様式において「その他大量保有者」とは、総株主の議決権の 100 分の５を超えて議決権を保有する

その他保有者をいう。 

（G）この様式において「提出者等」とは、提出者及び当該提出者に届出書等の提出を委任したその他大量保

有者並びに共同保有者及び当該共同保有者に係るその他大量保有者に相当する者をいう。 

（H）記載事項のうち「第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項」には、提出者及びその他保有者の議

決権の保有状況について記載し、「３ その他保有者等」には、その他保有者がいる場合にのみ記載し、

その他保有者が複数いる場合はそれぞれの議決権の保有状況について、別々に記載すること。「第２ 共

同保有者に関する事項」には、共同保有者がいる場合にのみ記載し、共同保有者が複数いる場合はそれ

ぞれの議決権の保有状況について、別々に記載すること。「第３ 提出者、その他保有者及び共同保有者

等に関する総括表」には、その他保有者又は共同保有者がいる場合にのみ、提出者、その他保有者及び

共同保有者の議決権の保有状況を一括して記載すること。また、その他保有者がいない場合には、この

様式のうち「第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項」の「３ その他保有者等」に係る部分、

共同保有者がいない場合には、この様式のうち「第２ 共同保有者に関する事項」に係る部分、その他

保有者及び共同保有者がいない場合には、これらに加え「第３ 提出者、その他保有者及び共同保有者

等に関する総括表」に係る部分の提出を要しない。 

（I）提出者は、その他大量保有者並びに共同保有者及び当該共同保有者に係るその他大量保有者に相当す
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る者全員の委任を受けて、提出者等全員の届出書等を一つにまとめて提出することができる。 

（J）上記(I)の場合には、提出者等のそれぞれの議決権の保有状況について、別々に「第１ 提出者及びそ

の他保有者等に関する事項」の「２ 提出者等」に記載するとともに、当該提出者等の議決権の保有状

況を一括して「第３ 提出者、その他保有者及び共同保有者等に関する総括表」に記載すること。また、

総株主の議決権の 100 分の５以下の議決権を保有するその他保有者及び共同保有者に係るその他保有者

に相当する者の議決権の保有状況について、別々に「第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項」

の「３ その他保有者等」に記載するとともに、「第３ 提出者、その他保有者及び共同保有者等に関す

る総括表」に提出者等と併せて記載すること。この際には、その他大量保有者及び共同保有者の議決権

の保有状況については、「第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項」の「３ その他保有者等」及

び「第２ 共同保有者に関する事項」に記載することを要しない。 

（K）変更報告書は、議決権保有割合に 100 分の 1以上の増加又は減少があった場合のほか、提出者の商号、

名称若しくは氏名又は住所若しくは本店所在地又は事業の種類の変更、提出者の保有の目的の変更、そ

の他保有者等の変更、その他保有者等の商号、名称若しくは氏名又は住所若しくは本店所在地又は事業

の種類の変更、その他保有者等の保有の目的の変更、共同保有者の変更、共同保有者の商号、名称若し

くは氏名又は住所若しくは本店所在地又は事業の種類の変更その他の保険議決権保有届出書に記載す

べき重要な事項の変更があった場合に提出すること。なお、保険業法の他の規定及び他の法令に基づき、

金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長に上記事項に係る変更の報告等を行っている場合に

は、当該事項に係る変更報告書を提出することを要しない。 

（L）変更報告書の提出に当たっては、保険議決権保有届出書の記載事項の全てについて、変更報告書の提出

義務が発生した日の現況に基づいて記載すること。ただし、「第１ 提出者及びその他保有者等に関する

事項」の「２ 提出者等」の「(1) 提出者等の概要」欄、「３ その他保有者等」の「(1) その他保有

者等の概要」欄又は「第２ 共同保有者に関する事項」の「１ 共同保有者」欄に記載した事項のみが

変更した場合には、当該変更のあった欄並びに「第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項」の「１

保険会社又は保険持株会社」及び「２ 提出者等」の「(1)  提出者等の概要」欄以外の欄に記載する

ことを要しない。 

（M）※のある欄は、該当する番号を○で囲むこと。 

（N）届出書等に係る訂正報告書については、保険会社又は保険持株会社の名称、提出者の商号、名称又は氏

名及び住所又は本店所在地並びに訂正される届出書等の届出又は報告義務発生日を記載し、訂正事項に

ついては、その訂正前・訂正後が分かるように記載すること。 

（O）保険議決権保有届出書の提出を行う際には、提出者若しくはその他保有者又は共同保有者若しくは当該

共同保有者に係るその他保有者に相当する者が事業を行っている場合は、これらの者の営業所（臨時若

しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。）の名称及び所在地を記載した書類を添付すること。なお、

当該営業所の名称又は所在地の変更を行った場合には、当該変更を行った日の属する営業年度の終了の

日から５日以内に、当該営業年度の終了の日現在の当該営業所の名称及び所在地を記載した書類又は当

該変更を行った営業所についての当該変更前及び変更後の名称及び所在地を記載した書類を提出するこ

と。 

２ 個別事項 

（ｲ）表題 

表題の欄は、保険議決権保有届出書又は変更報告書のいずれか該当しないものを消し、変更報告書で

ある場合には、保険議決権保有届出書を提出した後、最初に提出した変更報告書から数えた通し番号を

記入すること。 

（ﾛ）商号、名称又は氏名及び住所又は本店所在地 

（1）届出書等の提出者本人（代理人が提出する場合には当該代理人）の商号、名称又は氏名及び住所又

は本店所在地を記入し、押印又はこれに類する行為を行うこと。なお、代理人が提出する場合には、

届出書等の提出を委任した者が、当該代理人に、届出書等の提出に関する一切の行為につき、当該委

任した者を代理する権限を付与したことを証する書面を届出書等１通につき１通ずつ添付すること。

（2）届出書等の提出者が、その他大量保有者並びに共同保有者及び当該共同保有者に係るその他大量保

有者に相当する者全員の委任を受けて当該提出者等全員の届出書等を一つにまとめて提出する場合

る者全員の委任を受けて、提出者等全員の届出書等を一つにまとめて提出することができる。 

（J）上記(I)の場合には、提出者等のそれぞれの議決権の保有状況について、別々に「第１ 提出者及びそ

の他保有者等に関する事項」の「２ 提出者等」に記載するとともに、当該提出者等の議決権の保有状

況を一括して「第３ 提出者、その他保有者及び共同保有者等に関する総括表」に記載すること。また、

総株主の議決権の 100 分の５以下の議決権を保有するその他保有者及び共同保有者に係るその他保有者

に相当する者の議決権の保有状況について、別々に「第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項」

の「３ その他保有者等」に記載するとともに、「第３ 提出者、その他保有者及び共同保有者等に関す

る総括表」に提出者等と併せて記載すること。この際には、その他大量保有者及び共同保有者の議決権

の保有状況については、「第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項」の「３ その他保有者等」及

び「第２ 共同保有者に関する事項」に記載することを要しない。 

（K）変更報告書は、議決権保有割合に 100 分の 1以上の増加又は減少があった場合のほか、提出者の商号、

名称若しくは氏名又は住所若しくは本店所在地又は事業の種類の変更、提出者の保有の目的の変更、そ

の他保有者等の変更、その他保有者等の商号、名称若しくは氏名又は住所若しくは本店所在地又は事業

の種類の変更、その他保有者等の保有の目的の変更、共同保有者の変更、共同保有者の商号、名称若し

くは氏名又は住所若しくは本店所在地又は事業の種類の変更その他の保険議決権保有届出書に記載す

べき重要な事項の変更があった場合に提出すること。なお、保険業法の他の規定及び他の法令に基づき、

金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長に上記事項に係る変更の報告等を行っている場合に

は、当該事項に係る変更報告書を提出することを要しない。 

（L）変更報告書の提出に当たっては、保険議決権保有届出書の記載事項の全てについて、変更報告書の提出

義務が発生した日の現況に基づいて記載すること。ただし、「第１ 提出者及びその他保有者等に関する

事項」の「２ 提出者等」の「(1) 提出者等の概要」欄、「３ その他保有者等」の「(1) その他保有

者等の概要」欄又は「第２ 共同保有者に関する事項」の「１ 共同保有者」欄に記載した事項のみが

変更した場合には、当該変更のあった欄並びに「第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項」の「１

保険会社又は保険持株会社」及び「２ 提出者等」の「(1)  提出者等の概要」欄以外の欄に記載する

ことを要しない。 

（M）※のある欄は、該当する番号を○で囲むこと。 

（N）届出書等に係る訂正報告書については、保険会社又は保険持株会社の名称、提出者の商号、名称又は氏

名及び住所又は本店所在地並びに訂正される届出書等の届出又は報告義務発生日を記載し、訂正事項に

ついては、その訂正前・訂正後が分かるように記載すること。 

（O）保険議決権保有届出書の提出を行う際には、提出者若しくはその他保有者又は共同保有者若しくは当該

共同保有者に係るその他保有者に相当する者が事業を行っている場合は、これらの者の営業所（臨時若

しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。）の名称及び所在地を記載した書類を添付すること。なお、

当該営業所の名称又は所在地の変更を行った場合には、当該変更を行った日の属する営業年度の終了の

日から５日以内に、当該営業年度の終了の日現在の当該営業所の名称及び所在地を記載した書類又は当

該変更を行った営業所についての当該変更前及び変更後の名称及び所在地を記載した書類を提出するこ

と。 

２ 個別事項 

（ｲ）表題 

表題の欄は、保険議決権保有届出書又は変更報告書のいずれか該当しないものを消し、変更報告書で

ある場合には、保険議決権保有届出書を提出した後、最初に提出した変更報告書から数えた通し番号を

記入すること。 

（ﾛ）商号、名称又は氏名及び住所又は本店所在地 

（1）届出書等の提出者本人（代理人が提出する場合には当該代理人）の商号、名称又は氏名及び住所又

は本店所在地を記入し、押印又はこれに類する行為を行うこと。なお、代理人が提出する場合には、

届出書等の提出を委任した者が、当該代理人に、届出書等の提出に関する一切の行為につき、当該委

任した者を代理する権限を付与したことを証する書面を届出書等１通につき１通ずつ添付すること。

（2）届出書等の提出者が、その他大量保有者並びに共同保有者及び当該共同保有者に係るその他大量保

有者に相当する者全員の委任を受けて当該提出者等全員の届出書等を一つにまとめて提出する場合
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には、委任を受けた者が、その商号、名称又は氏名及び住所又は本店所在地を届出書等の一頁目のみ

に記入し、押印又はこれに類する行為を行うこと。なお、当該その他大量保有者並びに当該共同保有

者及び当該共同保有者に係るその他大量保有者に相当する者が、当該提出者に届出書等の提出に関す

る一切の行為につき、当該その他大量保有者並びに当該共同保有者及び当該共同保有者に係るその他

大量保有者に相当する者を代理する権限を付与したことを証する書面を届出書等１通につき１通ず

つ添付すること。 

（3）「商号、名称又は氏名」欄については、法人の場合には、法人の商号又は名称及び代表者の役職氏

名を記入し、代表者印の押印又はこれに類する行為を行うこと。 

（ﾊ）届出又は報告義務発生日 

保険議決権保有届出書にあっては、総株主の議決権の 100 分の５を超える議決権の保有者（保険業法

第２条の２第１項第２号から第７号までの規定により、当該各号に定める数の議決権の保有者とみなされ

る場合を含む。）となった日を、変更報告書にあっては当該変更報告書に記載すべき変更があった日を記

載すること。 

 

第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項 

（ﾆ）提出者、その他保有者及び共同保有者等の総数 

提出者及びその他保有者並びに共同保有者及び共同保有者に係るその他保有者に相当する者の総数

を記載すること。 

（ﾎ）提出形態 

届出書等の提出者が、その他大量保有者並びに共同保有者及び当該共同保有者に係るその他大量保有

者に相当する者全員の委任を受けて当該提出者等全員の届出書等を一つにまとめて提出する場合には

「１ 連名」を○で囲み、それ以外の場合には「２ その他」を○で囲むこと。 

（ﾍ）提出者等の概要 

（1）「１ 個人、２ 法人」欄は、該当する番号を○で囲むこと。法人の場合には、会社形態について

該当する番号を○で囲み、該当するものがない場合には、「合名会社」、「合資会社」等、具体的に記

載すること。保険業法第２条の 2 第 1 項第 1 号に規定する法人でない団体である場合には、当該団体

を保有者として提出せず、代表者又は管理人を保有者として提出すること。また、この場合には、当

該団体名及び提出者の当該団体との関係等を記載すること。 

（2）提出者等の商号、名称若しくは氏名又は住所若しくは本店所在地又は事業の種類の変更に係る変更

報告書を提出する場合には、「旧商号、名称又は氏名」、「旧住所又は本店所在地」又は「旧事業の種

類」欄に、変更前の商号、名称若しくは氏名又は住所若しくは本店所在地又は事業の種類を記載する

こと。 

（3）「事業の種類」欄には、当該提出者等が事業を行っている場合にのみ、届出書等の提出義務が発生

した日現在の当該法人の定款等に記載された主要な目的を記載すること。 

（4）提出者等が個人である場合は「個人」欄に、法人の場合は「法人」欄に必要事項をそれぞれ記載す

ること。 

（5）「設立年月日」欄には、法人設立の登記年月日を記載すること。 

（6）「資本金額」欄には、資本金額又は出資総額を記載すること。 

（7）「提出者との関係」欄には、提出者である場合は「１ 本人」を○で囲み、その他大量保有者であ

る場合は「２ その他大量保有者」を○で囲み、保険業法第２条の２第１項各号のうち、該当する号

を記載すること。また、共同保有者である場合は「３ 共同保有者」を○で囲み、当該共同保有者に

係るその他大量保有者に相当する者である場合は「４ 共同保有者に係るその他大量大量保有者に相

当する者」を○で囲み、保険業法第２条の２第１項各号のうち、該当する号を記載すること。 

（ﾄ）上記提出者等が保有する議決権の数 

その日の取引が全て終了した後の提出者が現に保有する保険会社若しくは保険持株会社の議決権の

数又は提出者に届出書等の提出を委任したその他大量保有者若しくは共同保有者若しくは当該共同保

有者に係るその他大量保有者に相当する者が現に保有する保険会社の議決権の数（その他保有者又は共

同保有者に係るその他保有者に相当する者が、それぞれ提出者又は共同保有者に連結される会社である

には、委任を受けた者が、その商号、名称又は氏名及び住所又は本店所在地を届出書等の一頁目のみ

に記入し、押印又はこれに類する行為を行うこと。なお、当該その他大量保有者並びに当該共同保有

者及び当該共同保有者に係るその他大量保有者に相当する者が、当該提出者に届出書等の提出に関す

る一切の行為につき、当該その他大量保有者並びに当該共同保有者及び当該共同保有者に係るその他

大量保有者に相当する者を代理する権限を付与したことを証する書面を届出書等１通につき１通ず

つ添付すること。 

（3）「商号、名称又は氏名」欄については、法人の場合には、法人の商号又は名称及び代表者の役職氏

名を記入し、代表者印の押印又はこれに類する行為を行うこと。 

（ﾊ）届出又は報告義務発生日 

保険議決権保有届出書にあっては、総株主の議決権の 100 分の５を超える議決権の保有者（保険業法

第２条の２第１項第２号から第７号までの規定により、当該各号に定める数の議決権の保有者とみなされ

る場合を含む。）となった日を、変更報告書にあっては当該変更報告書に記載すべき変更があった日を記

載すること。 

 

第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項 

（ﾆ）提出者、その他保有者及び共同保有者等の総数 

提出者及びその他保有者並びに共同保有者及び共同保有者に係るその他保有者に相当する者の総数

を記載すること。 

（ﾎ）提出形態 

届出書等の提出者が、その他大量保有者並びに共同保有者及び当該共同保有者に係るその他大量保有

者に相当する者全員の委任を受けて当該提出者等全員の届出書等を一つにまとめて提出する場合には

「１ 連名」を○で囲み、それ以外の場合には「２ その他」を○で囲むこと。 

（ﾍ）提出者等の概要 

（1）「１ 個人、２ 法人」欄は、該当する番号を○で囲むこと。法人の場合には、会社形態について

該当する番号を○で囲み、該当するものがない場合には、「合名会社」、「合資会社」等、具体的に記

載すること。保険業法第２条の 2 第 1 項第 1 号に規定する法人でない団体である場合には、当該団体

を保有者として提出せず、代表者又は管理人を保有者として提出すること。また、この場合には、当

該団体名及び提出者の当該団体との関係等を記載すること。 

（2）提出者等の商号、名称若しくは氏名又は住所若しくは本店所在地又は事業の種類の変更に係る変更

報告書を提出する場合には、「旧商号、名称又は氏名」、「旧住所又は本店所在地」又は「旧事業の種

類」欄に、変更前の商号、名称若しくは氏名又は住所若しくは本店所在地又は事業の種類を記載する

こと。 

（3）「事業の種類」欄には、当該提出者等が事業を行っている場合にのみ、届出書等の提出義務が発生

した日現在の当該法人の定款等に記載された主要な目的を記載すること。 

（4）提出者等が個人である場合は「個人」欄に、法人の場合は「法人」欄に必要事項をそれぞれ記載す

ること。 

（5）「設立年月日」欄には、法人設立の登記年月日を記載すること。 

（6）「資本金額」欄には、資本金額又は出資総額を記載すること。 

（7）「提出者との関係」欄には、提出者である場合は「１ 本人」を○で囲み、その他大量保有者であ

る場合は「２ その他大量保有者」を○で囲み、保険業法第２条の２第１項各号のうち、該当する号

を記載すること。また、共同保有者である場合は「３ 共同保有者」を○で囲み、当該共同保有者に

係るその他大量保有者に相当する者である場合は「４ 共同保有者に係るその他大量大量保有者に相

当する者」を○で囲み、保険業法第２条の２第１項各号のうち、該当する号を記載すること。 

（ﾄ）上記提出者等が保有する議決権の数 

その日の取引が全て終了した後の提出者が現に保有する保険会社若しくは保険持株会社の議決権の

数又は提出者に届出書等の提出を委任したその他大量保有者若しくは共同保有者若しくは当該共同保

有者に係るその他大量保有者に相当する者が現に保有する保険会社の議決権の数（その他保有者又は共

同保有者に係るその他保有者に相当する者が、それぞれ提出者又は共同保有者に連結される会社である
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場合は、第１条の５第２項各号に規定する数とする。以下同じ。）を記載すること。 

（ﾁ）保有の目的 

（1）「純投資」、「政策投資」、「経営参加」、「支配権の取得」等の目的及びその内容について、できる限り

具体的に記載すること。 

（2）保険議決権保有届出書を提出する場合には、「新保有の目的」欄に保有の目的を記載し、「旧保有の目

的」欄には記載しないこと。変更報告書を提出する場合には、「新保有の目的」欄には変更後の保有の

目的を記載し、「旧保有の目的」欄には変更前の保有の目的を記載すること。 

（ﾘ）取得資金 

（1）取得資金（累計）の内訳 

届出又は報告義務が発生した日に保有する議決権を取得する際に要した資金（累計）の内訳及び合

計を記載すること。「その他」欄には、贈与、相続、代物弁済、交換、無償交付等、具体的な取得原

因を記載すること。 

（2）借入金の内訳 

「① 取得資金の内訳」に記載した借入金の内訳について記載すること。「業種」欄には、「銀行」、

「長期信用銀行」、「その他の金融機関」（証券取引法施行令第１条の９に規定する金融機関をいう。

以下この様式において同じ。）、「貸金業者」、「リース会社」、「商社」、「個人」等、具体的に記載する

こと。 

（ﾇ）その他保有者等 

その他保有者等がいる場合に、「第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項」の「２ 提出者等」

に準じて記載すること。 

（ﾙ）上記提出者及びその他保有者の議決権保有割合 

（1）議決権保有割合は、その日の取引が全て終了した後の提出者及びその他保有者が保有する議決権の状

況により記載すること。 

（2）「提出者が保有する議決権の数」欄には、提出者が現に保有する保険会社又は保険持株会社の議決権

の数を記載すること。 

（3）「その他保有者が保有する議決権の数」欄には、その他保有者がいる場合にのみ、当該その他保有者

が現に保有する保険会社の議決権の数を記載すること。 

（4）「保険会社又は保険持株会社の総株主の議決権」欄には、届出又は報告義務が発生した日の当該保険

会社又は当該保険持株会社の総株主の議決権を記載すること。 

（5）「議決権保有割合」欄には、小数点以下３桁を四捨五入して小数点以下２桁まで算出した割合を記載

すること。 

（6）「直前の届出書等に記載された議決権保有割合」欄には、変更報告書を提出する場合に、当該変更報

告書の直前の届出書等に記載された議決権保有割合を記載すること。 

（ｦ）保険会社又は保険持株会社の発行する株式に係る議決権に関する最近 60 日間の取得又は処分の状況

（1）保険業法第 271 条の４第２項の規定により、変更報告書に譲渡の相手方及び対価に関する事項について

記載しなければならない場合以外の場合にのみ記載すること。 

（2）届出又は報告義務が発生した日の 60 日前の日の翌日以後、届出又は報告義務が発生した日までの間

の議決権の取得又は処分の状況について記載すること。この場合、１日に２回以上取得又は処分を行

ったときは、取得又は処分のそれぞれ１日分を合算して記載すること。 

（3）「取引又は処分を行った者」欄には、取得又は処分を行った者の商号、名称又は氏名を記載すること。

（4）「議決権の数」欄には、取得し、又は処分した議決権の数を記載すること。 

（5）「取得又は処分の別」欄は、該当する番号を○で囲むこと。 

（6）「単価」欄には、売買により議決権を取得し、又は処分した場合には、売買単価を記載すること。た

だし、有価証券市場内における売買取引又は店頭売買有価証券の店頭売買取引によって取得し又は処

分した場合には、この欄の記載を要しない。贈与、相続、代物弁済、交換、無償交付等、売買以外の

方法により議決権を取得し、又は処分した場合にはその旨を記載すること。 

（ﾜ）保険会社又は保険持株会社の発行する株式に係る議決権に関する最近 60 日間の取得又は処分の状況

（1）保険業法第 271 条の４第２項の規定により、変更報告書に譲渡の相手方及び対価に関する事項について

場合は、第１条の５第２項各号に規定する数とする。以下同じ。）を記載すること。 

（ﾁ）保有の目的 

（1）「純投資」、「政策投資」、「経営参加」、「支配権の取得」等の目的及びその内容について、できる限り

具体的に記載すること。 

（2）保険議決権保有届出書を提出する場合には、「新保有の目的」欄に保有の目的を記載し、「旧保有の目

的」欄には記載しないこと。変更報告書を提出する場合には、「新保有の目的」欄には変更後の保有の

目的を記載し、「旧保有の目的」欄には変更前の保有の目的を記載すること。 

（ﾘ）取得資金 

（1）取得資金（累計）の内訳 

届出又は報告義務が発生した日に保有する議決権を取得する際に要した資金（累計）の内訳及び合

計を記載すること。「その他」欄には、贈与、相続、代物弁済、交換、無償交付等、具体的な取得原

因を記載すること。 

（2）借入金の内訳 

「① 取得資金の内訳」に記載した借入金の内訳について記載すること。「業種」欄には、「銀行」、

「長期信用銀行」、「その他の金融機関」（証券取引法施行令第１条の９に規定する金融機関をいう。

以下この様式において同じ。）、「貸金業者」、「リース会社」、「商社」、「個人」等、具体的に記載する

こと。 

（ﾇ）その他保有者等 

その他保有者等がいる場合に、「第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項」の「２ 提出者等」

に準じて記載すること。 

（ﾙ）上記提出者及びその他保有者の議決権保有割合 

（1）議決権保有割合は、その日の取引が全て終了した後の提出者及びその他保有者が保有する議決権の状

況により記載すること。 

（2）「提出者が保有する議決権の数」欄には、提出者が現に保有する保険会社又は保険持株会社の議決権

の数を記載すること。 

（3）「その他保有者が保有する議決権の数」欄には、その他保有者がいる場合にのみ、当該その他保有者

が現に保有する保険会社の議決権の数を記載すること。 

（4）「保険会社又は保険持株会社の総株主の議決権」欄には、届出又は報告義務が発生した日の当該保険

会社又は当該保険持株会社の総株主の議決権を記載すること。 

（5）「議決権保有割合」欄には、小数点以下３桁を四捨五入して小数点以下２桁まで算出した割合を記載

すること。 

（6）「直前の届出書等に記載された議決権保有割合」欄には、変更報告書を提出する場合に、当該変更報

告書の直前の届出書等に記載された議決権保有割合を記載すること。 

（ｦ）保険会社又は保険持株会社の発行する株式に係る議決権に関する最近 60 日間の取得又は処分の状況

（1）保険業法第 271 条の４第２項の規定により、変更報告書に譲渡の相手方及び対価に関する事項について

記載しなければならない場合以外の場合にのみ記載すること。 

（2）届出又は報告義務が発生した日の 60 日前の日の翌日以後、届出又は報告義務が発生した日までの間

の議決権の取得又は処分の状況について記載すること。この場合、１日に２回以上取得又は処分を行

ったときは、取得又は処分のそれぞれ１日分を合算して記載すること。 

（3）「取引又は処分を行った者」欄には、取得又は処分を行った者の商号、名称又は氏名を記載すること。

（4）「議決権の数」欄には、取得し、又は処分した議決権の数を記載すること。 

（5）「取得又は処分の別」欄は、該当する番号を○で囲むこと。 

（6）「単価」欄には、売買により議決権を取得し、又は処分した場合には、売買単価を記載すること。た

だし、有価証券市場内における売買取引又は店頭売買有価証券の店頭売買取引によって取得し又は処

分した場合には、この欄の記載を要しない。贈与、相続、代物弁済、交換、無償交付等、売買以外の

方法により議決権を取得し、又は処分した場合にはその旨を記載すること。 

（ﾜ）保険会社又は保険持株会社の発行する株式に係る議決権に関する最近 60 日間の取得又は処分の状況

（1）保険業法第 271 条の４第２項の規定により、変更報告書に譲渡の相手方及び対価に関する事項について



  

改正後 現行 

記載しなければならない場合にのみ記載すること。 

（2）届出又は報告義務が発生した日の 60 日前の日の翌日以後、届出又は報告義務が発生した日までの間

の議決権の取得又は処分の状況について記載すること。この場合、１日に２回以上取得又は処分を行

ったときは、取得又は処分のそれぞれ１日分を合算して記載すること。 

（3）「取引又は処分を行った者」欄には、取得又は処分を行った者の商号、名称又は氏名を記載すること。

（4）「議決権の数」欄には、取得し、又は処分した議決権の数を記載すること。なお、譲渡については、

譲渡の相手方ごとに記載すること。 

（5）「取得又は処分の別」欄は、該当する番号を○で囲むこと。 

（6）「譲渡の相手方」欄には、譲渡の相手方ごとに氏名又は名称を記載すること。ただし、有価証券市場

内における売買取引又は店頭売買有価証券の店頭売買取引によって譲渡した場合において、相手方を

知ることができないときは、その理由を明記した上で、この欄に記載することを要しない。 

（7）「単価」欄には、売買により議決権を取得し、又は処分した場合には、売買単価を記載すること。な

お、譲渡については、譲渡の相手方ごとに記載すること。ただし、有価証券市場内における売買取引

又は店頭売買有価証券の店頭売買取引によって取得し、又は処分した場合には、この欄の記載を要し

ない。贈与、相続、代物弁済、交換、無償交付等、売買以外の方法により議決権を取得し、又は処分

した場合にはその旨を記載すること。 

 

第２ 共同保有者に関する事項 

（ｶ）共同保有者 

共同保有者がいる場合に、提出者が了知している範囲で、「第１ 提出者及びその他保有者等に関す

る事項」の「２ 提出者等」の「(1) 提出者等の概要」に準じて記載すること。 

（ﾖ）上記共同保有者が保有する議決権の数 

共同保有者がいる場合に、その日の取引が全て終了した後の当該共同保有者が現に保有する保険会社

の議決権の数を記載すること。 

 

第３ 提出者、その他保有者及び共同保有者等に関する総括表 

（ﾀ）提出者、その他保有者及び共同保有者等 

その他保有者又は共同保有者がいる場合に、提出者及びその他保有者並びに共同保有者及び共同保有

者が提出者に届出書等の提出を委任した場合における当該共同保有者に係るその他保有者に相当する

者の商号、名称又は氏名のみを記載すること。 

（ﾚ）上記提出者、その他保有者及び共同保有者等の議決権保有割合 

（1）議決権保有割合は、その他保有者又は共同保有者若しくは共同保有者に係るその他保有者に相当す

る者がいる場合に、その日の取引が全て終了した後の提出者及びその他保有者並びに共同保有者及び

当該共同保有者に係るその他保有者に相当する者が保有する議決権の状況により記載すること。 

（2）「提出者が保有する議決権の数」欄には、提出者が現に保有する保険会社又は保険持株会社の議決

権の数を記載すること。 

（3）「その他保有者が保有する議決権の数」欄には、その他保有者がいる場合にのみ、当該その他保有

者が現に保有する保険会社の議決権の数を記載すること。 

（4）「共同保有者が保有する議決権の数」欄には、共同保有者がいる場合にのみ、当該共同保有者が現

に保有する保険会社の議決権の数を記載すること。 

（5）「共同保有者に係るその他保有者に相当する者が保有する議決権の数」欄には、共同保有者に係る

その他保有者に相当する者がいる場合にのみ、当該共同保有者に係るその他保有者に相当する者が現

に保有する保険会社の議決権の数を記載すること。 

 

 

記載しなければならない場合にのみ記載すること。 

（2）届出又は報告義務が発生した日の 60 日前の日の翌日以後、届出又は報告義務が発生した日までの間

の議決権の取得又は処分の状況について記載すること。この場合、１日に２回以上取得又は処分を行

ったときは、取得又は処分のそれぞれ１日分を合算して記載すること。 

（3）「取引又は処分を行った者」欄には、取得又は処分を行った者の商号、名称又は氏名を記載すること。

（4）「議決権の数」欄には、取得し、又は処分した議決権の数を記載すること。なお、譲渡については、

譲渡の相手方ごとに記載すること。 

（5）「取得又は処分の別」欄は、該当する番号を○で囲むこと。 

（6）「譲渡の相手方」欄には、譲渡の相手方ごとに氏名又は名称を記載すること。ただし、有価証券市場

内における売買取引又は店頭売買有価証券の店頭売買取引によって譲渡した場合において、相手方を

知ることができないときは、その理由を明記した上で、この欄に記載することを要しない。 

（7）「単価」欄には、売買により議決権を取得し、又は処分した場合には、売買単価を記載すること。な

お、譲渡については、譲渡の相手方ごとに記載すること。ただし、有価証券市場内における売買取引

又は店頭売買有価証券の店頭売買取引によって取得し、又は処分した場合には、この欄の記載を要し

ない。贈与、相続、代物弁済、交換、無償交付等、売買以外の方法により議決権を取得し、又は処分

した場合にはその旨を記載すること。 

 

第２ 共同保有者に関する事項 

（ｶ）共同保有者 

共同保有者がいる場合に、提出者が了知している範囲で、「第１ 提出者及びその他保有者等に関す

る事項」の「２ 提出者等」の「(1) 提出者等の概要」に準じて記載すること。 

（ﾖ）上記共同保有者が保有する議決権の数 

共同保有者がいる場合に、その日の取引が全て終了した後の当該共同保有者が現に保有する保険会社

の議決権の数を記載すること。 

 

第３ 提出者、その他保有者及び共同保有者等に関する総括表 

（ﾀ）提出者、その他保有者及び共同保有者等 

その他保有者又は共同保有者がいる場合に、提出者及びその他保有者並びに共同保有者及び共同保有

者が提出者に届出書等の提出を委任した場合における当該共同保有者に係るその他保有者に相当する

者の商号、名称又は氏名のみを記載すること。 

（ﾚ）上記提出者、その他保有者及び共同保有者等の議決権保有割合 

（1）議決権保有割合は、その他保有者又は共同保有者若しくは共同保有者に係るその他保有者に相当す

る者がいる場合に、その日の取引が全て終了した後の提出者及びその他保有者並びに共同保有者及び

当該共同保有者に係るその他保有者に相当する者が保有する議決権の状況により記載すること。 

（2）「提出者が保有する議決権の数」欄には、提出者が現に保有する保険会社又は保険持株会社の議決

権の数を記載すること。 

（3）「その他保有者が保有する議決権の数」欄には、その他保有者がいる場合にのみ、当該その他保有

者が現に保有する保険会社の議決権の数を記載すること。 

（4）「共同保有者が保有する議決権の数」欄には、共同保有者がいる場合にのみ、当該共同保有者が現

に保有する保険会社の議決権の数を記載すること。 

（5）「共同保有者に係るその他保有者に相当する者が保有する議決権の数」欄には、共同保有者に係る

その他保有者に相当する者がいる場合にのみ、当該共同保有者に係るその他保有者に相当する者が現

に保有する保険会社の議決権の数を記載すること。 

 

 

  



  

 

改正後 現行 

 
別紙様式第１５号の２の３（第 208 条第１項関係） 

（日本工業規格Ａ４）

 

       保険業法第 271 条の５第１項に基づく保険議決権保有届出書・ 

       保険業法第 271 条の５第２項に基づく変更報告書（NO.   ） 

 

                                   年  月  日 

 

 

    金 融 庁 長 官          殿 

      財務（支）局長 殿 

 

                     商号、名称又は氏名                               印 

                   住所又は本店所在地                       

                    届出又は報告義務発生日      年  月  日 

 

第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項 

１ 保険会社又は保険持株会社 

保険会社又は保険

持株会社の名称 

 提出者、その他保有者

及び共同保有者等の

総数(ﾆ) 

 

本店又は主たる事

務所の所在地 

 

 

提出形態(ﾎ) 
※１ 連名 

 ２ その他 

 

２ 提出者等 

（１）提出者等の概要 

※  １ 個人 

  ２ 法人（１ 株式会社 ２ 有限会社 ３ その他（      ）） 

  （団体名等：                           ） 

 フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

商 号 、 名 称 又 は 氏 名               

 フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

住 所 又 は 本 店 所 在 地               

事 業 の 種 類              
 

 
フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 商 号 、 名 称 又 は 氏 名              
 

 
フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 住 所 又 は 本 店 所 在 地               

旧 事 業 の 種 類              
 

 
別紙様式第１５号の２の３（第 208 条第１項関係） 

（平１４内府令１７）

（日本工業規格Ａ４）

 

       保険業法第 271 条の５第１項に基づく保険議決権保有届出書・ 

       保険業法第 271 条の５第２項に基づく変更報告書（NO.   ） 

 

                                   年  月  日 

 

 

    金 融 庁 長 官          殿 

      財務（支）局長 殿 

 

                     商号、名称又は氏名                               印 

                   住所又は本店所在地                       

                    届出又は報告義務発生日      年  月  日 

 

第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項 

１ 保険会社又は保険持株会社 

保険会社又は保険

持株会社の名称 

 提出者、その他保有者

及び共同保有者等の

総数(ﾆ) 

 

本店又は主たる事

務所の所在地 

 
提出形態(ﾎ) 

※１ 連名 

 ２ その他 

 

２ 提出者等 

（１）提出者等の概要 

※  １ 個人 

  ２ 法人（１ 株式会社 ２ 有限会社 ３ その他（      ）） 

  （団体名等：                           ） 

 フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

商 号 、 名 称 又 は 氏 名               

 フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

住 所 又 は 本 店 所 在 地               

事 業 の 種 類              
 

 
フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 商 号 、 名 称 又 は 氏 名              
 

 
フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 住 所 又 は 本 店 所 在 地               

旧 事 業 の 種 類              
 



  

改正後 現行 

（フリガナ）  生年月日  年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 
勤務先名称 

 

 

個 

 

人 職 業  勤務先住所  

（フリガナ）  設立年月日 年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 
代表者氏名  

代表者役職  

法 

 

人 資本金額（百万円）  

提出者との関係 
※ １ 本人 

  ２ 共同保有者 

事 務 上 の 連 絡 先          

及 び 担 当 者 名          

 

電 話 番 号         
 

 

（２）上記提出者等が保有する議決権の数 

提出者等が保有する議

決権の数 

 

 

（３）保有の目的 

新保有の目的         

旧保有の目的         

 その他金額計（千円）  

 

３ その他保有者等 

（１）その他保有者等の概要 

 ※  １ 個人 

   ２ 法人（１ 株式会社 ２ 有限会社 ３ その他（      ）） 

   （団体名等：                           ） 

 フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

商 号 、 名 称 又 は 氏 名               

 フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

住 所 又 は 本 店 所 在 地               

事 業 の 種 類              
 

 
フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 商 号 、 名 称 又 は 氏 名              
 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）               

旧 住 所 又 は 本 店 所 在 地              
 

旧 事 業 の 種 類              
 

（フリガナ）  生年月日  年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 
勤務先名称 

 

 

個

 

人 職 業  勤務先住所  

（フリガナ）  設立年月日 年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 
代表者氏名  

代表者役職  

法

 

人 資本金額（百万円）  

提出者との関係 
※ １ 本人 

  ２ 共同保有者 

事 務 上 の 連 絡 先          

及 び 担 当 者 名          

 

電 話 番 号         
 

 

（２）上記提出者等が保有する議決権の数 

提出者等が保有する議

決権の数 

 

 

（３）保有の目的 

新保有の目的         

旧保有の目的         

 その他金額計（千円）  

 

３ その他保有者等 

（１）その他保有者等の概要 

 ※  １ 個人 

   ２ 法人（１ 株式会社 ２ 有限会社 ３ その他（      ）） 

   （団体名等：                           ） 

 フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

商 号 、 名 称 又 は 氏 名               

 フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

住 所 又 は 本 店 所 在 地               

事 業 の 種 類              
 

 
フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 商 号 、 名 称 又 は 氏 名              
 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）               

旧 住 所 又 は 本 店 所 在 地              
 

旧 事 業 の 種 類              
 



  

改正後 現行 

（フリガナ）  生年月日  年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 
勤務先名称 

 

 

個 

 

人 職 業  勤務先住所  

（フリガナ）  設立年月日 年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 
代表者氏名  

代表者役職  

法 

 

人 資本金額(百万円)  

提出者との関係 

１ その他保有者（保険業法第２条の２第１項第  号） 

２ 共同保有者に係るその他保有者に相当する者（保険業

法第２条の２第１項第  号） 

事 務 上 の 連 絡 先          

及 び 担 当 者 名          

 

電 話 番 号          

 

（２）上記その他保有者等が保有する議決権の数 

その他保有者等が保有

する議決権の数 

 

 

（３）保有の目的 

新保有の目的         

旧保有の目的         

   

４ 上記提出者及びその他保有者の議決権保有割合 

提出者及びその他保有者が保有する議

決権の数 
(A) 

提出者が保有する議決権の数  

 その他保有者が保有する議決権の

数 
 

保険会社又は保険持株会社の総株主の

議決権 
(B) 

議決権保有割合 (A/B×100) 

直前の届出書等に記載された議決権保

有割合 
 

 

第２ 共同保有者に関する事項 

１ 共同保有者 

 ※  １ 個人 

   ２ 法人（１ 株式会社 ２ 有限会社 ３ その他（      ）） 

   （団体名等：                           ） 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）               

商 号 、 名 称 又 は 氏 名               

（フリガナ）  生年月日  年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 
勤務先名称 

 

 

個

 

人 職 業  勤務先住所  

（フリガナ）  設立年月日 年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 
代表者氏名  

代表者役職  

法

 

人 資本金額(百万円)  

提出者との関係 

１ その他保有者（保険業法第２条の２第１項第  号）

２ 共同保有者に係るその他保有者に相当する者（保険業

法第２条の２第１項第  号） 

事 務 上 の 連 絡 先          

及 び 担 当 者 名          

 

電 話 番 号          

 

（２）上記その他保有者等が保有する議決権の数 

その他保有者等が保有

する議決権の数 

 

 

（３）保有の目的 

新保有の目的         

旧保有の目的         

   

４ 上記提出者及びその他保有者の議決権保有割合 

提出者及びその他保有者が保有する議

決権の数 
(A) 

提出者が保有する議決権の数  

その他保有者が保有する議決権の

数 
 

保険会社又は保険持株会社の総株主の

議決権 
(B) 

議決権保有割合 (A/B×100) 

直前の届出書等に記載された議決権保

有割合 
 

 

第２ 共同保有者に関する事項 

１ 共同保有者 

 ※  １ 個人 

   ２ 法人（１ 株式会社 ２ 有限会社 ３ その他（      ）） 

   （団体名等：                           ） 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）               

商 号 、 名 称 又 は 氏 名               



  

改正後 現行 

 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

住 所 又 は 本 店 所 在 地              
 

事 業 の 種 類              
 

 フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 商 号 、 名 称 又 は 氏 名               

 フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 住 所 又 は 本 店 所 在 地               

旧 事 業 の 種 類              
 

（フリガナ）  生年月日  年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 
勤務先名称 

 

 

個 

 

人 職 業  勤務先住所  

（フリガナ）  設立年月日 年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 
代表者氏名  

代表者役職  

法 

 

人 資本金額(百万円)  

事 務 上 の 連 絡 先          

及 び 担 当 者 名          

 

電 話 番 号         
 

 

２ 上記共同保有者が保有する議決権の数 

共同保有者が保有する

議決権の数 

 

 

第３ 提出者、その他保有者及び共同保有者等に関する総括表 

１ 提出者、その他保有者及び共同保有者等 

1  21  41  

2  22  42  

3  23  43  

4  24  44  

5  25  45  

6  26  46  

7  27  47  

8  28  48  

9  29  49  

10  30  50  

 

フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

住 所 又 は 本 店 所 在 地              
 

事 業 の 種 類              
 

 フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 商 号 、 名 称 又 は 氏 名               

 フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 住 所 又 は 本 店 所 在 地               

旧 事 業 の 種 類              
 

（フリガナ）  生年月日  年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 
勤務先名称 

 

 

個

 

人 職 業  勤務先住所  

（フリガナ）  設立年月日 年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 
代表者氏名  

代表者役職  

法

 

人 資本金額(百万円)  

事 務 上 の 連 絡 先          

及 び 担 当 者 名          

 

電 話 番 号         
 

 

２ 上記共同保有者が保有する議決権の数 

共同保有者が保有する

議決権の数 

 

 

第３ 提出者、その他保有者及び共同保有者等に関する総括表 

１ 提出者、その他保有者及び共同保有者等 

1  21  41  

2  22  42  

3  23  43  

4  24  44  

5  25  45  

6  26  46  

7  27  47  

8  28  48  

9  29  49  

10  30  50  



  

改正後 現行 

11  31  51  

12  32  52  

13  33  53  

14  34  54  

15  35  55  

16  36  56  

17  37  57  

18  38  58  

19  39  59  

20  40  60  

 

２ 上記提出者、その他保有者及び共同保有者等の議決権保有割合 

提出者、その他保有者及び共同保有者

等が保有する議決権の数 
(A) 

 提出者が保有する議決権の数  

その他保有者が保有する議決権の

数 
 

 

共同保有者が保有する議決権の数  

 
共同保有者に係るその他保有者に

相当する者が保有する議決権の数 
 

保険会社又は保険持株会社の総株主の

議決権 
(B) 

議決権保有割合 (A/B×100) 

直前の届出書等に記載された議決権保

有割合 
 

 

（記載上の注意） 

１ 一般的事項 

(A) この様式において「議決権」とは、保険業法第２条第 11 項に規定する議決権をいう。 

(B) この様式において「届出書等」とは、保険業法第 271 条の５第１項に規定する保険議決権保有届出

書又は同条第２項に規定する変更報告書をいう。 

(C) この様式において「提出者」とは、保険業法第 271 条の５第１項又は第２項の規定により、届出書

等の提出を行う者（代理人が提出する場合には、当該代理人に提出を委任する者）をいう。 

(D) この様式において「その他保有者」とは、保険業法第２条の２第１項第２号から第 5 号まで及び第

７号の規定により、提出者が保有しているものとみなされる議決権のうち、提出者が現に保有してい

る議決権以外の議決権の保有者をいう。 

(E) この様式において「共同保有者」とは、提出者が保険業法第２条の２第１項第６号に掲げる者であ

る場合における同号に規定する共同保有者をいう。 

(F) この様式において「提出者等」とは、提出者及び当該提出者に届出書等の提出を委任した共同保有

者をいう。 

(G) 記載事項のうち「第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項」には、提出者及びその他保有者

の議決権の保有状況について記載し、「３ その他保有者等」には、その他保有者がいる場合にのみ記

載し、その他保有者が複数いる場合はそれぞれの議決権の保有状況について、別々に記載すること。

11  31  51  

12  32  52  

13  33  53  

14  34  54  

15  35  55  

16  36  56  

17  37  57  

18  38  58  

19  39  59  

20  40  60  

 

２ 上記提出者、その他保有者及び共同保有者等の議決権保有割合 

提出者、その他保有者及び共同保有者

等が保有する議決権の数 
(A) 

 提出者が保有する議決権の数  

その他保有者が保有する議決権の

数 
 

 

共同保有者が保有する議決権の数  

 
共同保有者に係るその他保有者に

相当する者が保有する議決権の数 
 

保険会社又は保険持株会社の総株主の

議決権 
(B) 

議決権保有割合 (A/B×100) 

直前の届出書等に記載された議決権保

有割合 
 

 

（記載上の注意） 

１ 一般的事項 

(A) この様式において「議決権」とは、保険業法第２条第 11 項に規定する議決権をいう。 

(B) この様式において「届出書等」とは、保険業法第 271 条の５第１項に規定する保険議決権保有届出

書又は同条第２項に規定する変更報告書をいう。 

(C) この様式において「提出者」とは、保険業法第 271 条の５第１項又は第２項の規定により、届出書

等の提出を行う者（代理人が提出する場合には、当該代理人に提出を委任する者）をいう。 

(D) この様式において「その他保有者」とは、保険業法第２条の２第１項第２号から第 5 号まで及び第

７号の規定により、提出者が保有しているものとみなされる議決権のうち、提出者が現に保有してい

る議決権以外の議決権の保有者をいう。 

(E) この様式において「共同保有者」とは、提出者が保険業法第２条の２第１項第６号に掲げる者であ

る場合における同号に規定する共同保有者をいう。 

(F) この様式において「提出者等」とは、提出者及び当該提出者に届出書等の提出を委任した共同保有

者をいう。 

(G) 記載事項のうち「第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項」には、提出者及びその他保有者

の議決権の保有状況について記載し、「３ その他保有者等」には、その他保有者がいる場合にのみ記

載し、その他保有者が複数いる場合はそれぞれの議決権の保有状況について、別々に記載すること。



  

改正後 現行 

「第２ 共同保有者に関する事項」には、共同保有者がいる場合にのみ記載し、共同保有者が複数い

る場合はそれぞれの議決権の保有状況について、別々に記載すること。「第３ 提出者、その他保有者

及び共同保有者等に関する総括表」には、その他保有者又は共同保有者がいる場合にのみ、提出者、

その他保有者及び共同保有者の議決権の保有状況を一括して記載すること。また、その他保有者がい

ない場合には、この様式のうち「第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項」の「３ その他保

有者等」に係る部分、共同保有者がいない場合には、この様式のうち「第２ 共同保有者に関する事

項」に係る部分、その他保有者及び共同保有者がいない場合には、これらに加え「第３ 提出者、そ

の他保有者及び共同保有者等に関する総括表」に係る部分の提出を要しない。 

(H) 提出者は、共同保有者全員の委任を受けて、提出者等全員の届出書等を一つにまとめて提出するこ

とができる。 

(I) 上記(H)の場合には、提出者等のそれぞれの議決権の保有状況について、別々に「第１ 提出者及び

その他保有者等に関する事項」の「２ 提出者等」に記載するとともに、当該提出者等の議決権の保

有状況を一括して「第３ 提出者、その他保有者及び共同保有者等に関する総括表」に記載すること。

また、その他保有者及び共同保有者に係るその他保有者に相当する者の議決権の保有状況について、

別々に「第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項」の「３  

その他保有者等」に記載するとともに、「第３ 提出者、その他保有者及び共同保有者等に関する総

括表」に提出者等と併せて記載すること。この際には、共同保有者の議決権の保有状況については、

「第２ 共同保有者に関する事項」に記載することを要しない。 

(J)  変更報告書は、議決権保有割合に100分の1以上の増加又は減少があった場合のほか、提出者の商号、

名称若しくは氏名又は住所若しくは本店所在地又は事業の種類の変更、提出者の保有の目的の変更、

その他保有者等の変更、その他保有者等の商号、名称若しくは氏名又は住所若しくは本店所在地又は

事業の種類の変更、その他保有者等の保有の目的の変更、共同保有者の変更、共同保有者の商号、名

称若しくは氏名又は住所若しくは本店所在地又は事業の種類の変更その他の保険議決権保有届出書に

記載すべき重要な事項の変更があった場合に提出すること。なお、保険業法の他の規定及び他の法令

に基づき、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長に上記事項に係る変更の報告等を行って

いる場合には、当該事項に係る変更報告書を提出することを要しない。 

(K) 変更報告書の提出に当たっては、保険議決権保有届出書の記載事項の全てについて、変更報告書の

提出義務が発生した日の現況に基づいて記載すること。ただし、「第１ 提出者及びその他保有者等に

関する事項」の「２ 提出者等」の「(1) 提出者等の概要」欄、「３ その他保有者等」の「(1) そ

の他保有者等の概要」欄又は「第２ 共同保有者に関する事項」の「１ 共同保有者」欄に記載した

事項のみが変更した場合には、当該変更のあった欄並びに「第１ 提出者及びその他保有者等に関す

る事項」の「１ 保険会社又は保険持株会社」及び「２ 提出者等」の「(1)  提出者等の概要」欄

以外の欄に記載することを要しない。 

(L) ※のある欄は、該当する番号を○で囲むこと。 

(M) 届出書等に係る訂正報告書については、保険会社又は保険持株会社の名称、提出者の商号、名称又

は氏名及び住所又は本店所在地並びに訂正される届出書等の届出又は報告義務発生日を記載し、訂正

事項については、その訂正前・訂正後が分かるように記載すること。 

(N) 保険議決権保有届出書の提出を行う際には、提出者若しくはその他保有者又は共同保有者若しくは

当該共同保有者に係るその他保有者に相当する者が事業を行っている場合は、これらの者の営業所（臨

時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。）の名称及び所在地を記載した書類を添付すること。

なお、当該営業所の名称又は所在地の変更を行った場合には、当該変更を行った日の属する営業年度

の終了の日から５日以内に、当該営業年度の終了の日現在の当該営業所の名称及び所在地を記載した

書類又は当該変更を行った営業所についての当該変更前及び変更後の名称及び所在地を記載した書類

を提出すること。 

 

２ 個別事項 

   別紙様式第１５号の２の２に準じて記載すること。 

「第２ 共同保有者に関する事項」には、共同保有者がいる場合にのみ記載し、共同保有者が複数い

る場合はそれぞれの議決権の保有状況について、別々に記載すること。「第３ 提出者、その他保有者

及び共同保有者等に関する総括表」には、その他保有者又は共同保有者がいる場合にのみ、提出者、

その他保有者及び共同保有者の議決権の保有状況を一括して記載すること。また、その他保有者がい

ない場合には、この様式のうち「第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項」の「３ その他保

有者等」に係る部分、共同保有者がいない場合には、この様式のうち「第２ 共同保有者に関する事

項」に係る部分、その他保有者及び共同保有者がいない場合には、これらに加え「第３ 提出者、そ

の他保有者及び共同保有者等に関する総括表」に係る部分の提出を要しない。 

(H) 提出者は、共同保有者全員の委任を受けて、提出者等全員の届出書等を一つにまとめて提出するこ

とができる。 

(I) 上記(H)の場合には、提出者等のそれぞれの議決権の保有状況について、別々に「第１ 提出者及び

その他保有者等に関する事項」の「２ 提出者等」に記載するとともに、当該提出者等の議決権の保

有状況を一括して「第３ 提出者、その他保有者及び共同保有者等に関する総括表」に記載すること。

また、その他保有者及び共同保有者に係るその他保有者に相当する者の議決権の保有状況について、

別々に「第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項」の「３  

その他保有者等」に記載するとともに、「第３ 提出者、その他保有者及び共同保有者等に関する総

括表」に提出者等と併せて記載すること。この際には、共同保有者の議決権の保有状況については、

「第２ 共同保有者に関する事項」に記載することを要しない。 

(J)  変更報告書は、議決権保有割合に100分の1以上の増加又は減少があった場合のほか、提出者の商号、

名称若しくは氏名又は住所若しくは本店所在地又は事業の種類の変更、提出者の保有の目的の変更、

その他保有者等の変更、その他保有者等の商号、名称若しくは氏名又は住所若しくは本店所在地又は

事業の種類の変更、その他保有者等の保有の目的の変更、共同保有者の変更、共同保有者の商号、名

称若しくは氏名又は住所若しくは本店所在地又は事業の種類の変更その他の保険議決権保有届出書に

記載すべき重要な事項の変更があった場合に提出すること。なお、保険業法の他の規定及び他の法令

に基づき、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長に上記事項に係る変更の報告等を行って

いる場合には、当該事項に係る変更報告書を提出することを要しない。 

(K) 変更報告書の提出に当たっては、保険議決権保有届出書の記載事項の全てについて、変更報告書の

提出義務が発生した日の現況に基づいて記載すること。ただし、「第１ 提出者及びその他保有者等に

関する事項」の「２ 提出者等」の「(1) 提出者等の概要」欄、「３ その他保有者等」の「(1) そ

の他保有者等の概要」欄又は「第２ 共同保有者に関する事項」の「１ 共同保有者」欄に記載した

事項のみが変更した場合には、当該変更のあった欄並びに「第１ 提出者及びその他保有者等に関す

る事項」の「１ 保険会社又は保険持株会社」及び「２ 提出者等」の「(1)  提出者等の概要」欄

以外の欄に記載することを要しない。 

(L) ※のある欄は、該当する番号を○で囲むこと。 

(M) 届出書等に係る訂正報告書については、保険会社又は保険持株会社の名称、提出者の商号、名称又

は氏名及び住所又は本店所在地並びに訂正される届出書等の届出又は報告義務発生日を記載し、訂正

事項については、その訂正前・訂正後が分かるように記載すること。 

(N) 保険議決権保有届出書の提出を行う際には、提出者若しくはその他保有者又は共同保有者若しくは

当該共同保有者に係るその他保有者に相当する者が事業を行っている場合は、これらの者の営業所（臨

時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。）の名称及び所在地を記載した書類を添付すること。

なお、当該営業所の名称又は所在地の変更を行った場合には、当該変更を行った日の属する営業年度

の終了の日から５日以内に、当該営業年度の終了の日現在の当該営業所の名称及び所在地を記載した

書類又は当該変更を行った営業所についての当該変更前及び変更後の名称及び所在地を記載した書類

を提出すること。 

 

２ 個別事項 

   別紙様式第１５号の２の２に準じて記載すること。 

  



  

 

改正後 現行 

 
別紙様式第１５号の２の４（第２０８条第７項関係） 

（日本工業規格Ａ４）

 

保険業法第 271 条の５第３項に基づく届出書・変更届出書(ｲ) 

 

               年  月  日

  金 融 庁 長 官          殿 

    財務（支）局長 殿 

 

                     商号、名称又は氏名                               印(ﾛ) 

                   住所又は本店所在地                      (ﾛ) 

                     

1 提出者の概要(ﾊ) 

※  １ 個人 

  ２ 法人（１ 株式会社 ２ 有限会社 ３ その他（      ）） 

   （団体名等：                           ） 

 フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

商 号 、 名 称 又 は 氏 名               

 フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

住 所 又 は 本 店 所 在 地               

事 業 の 種 類              
 

 フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 商 号 、 名 称 又 は 氏 名               

 フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 住 所 又 は 本 店 所 在 地               

（フリガナ）  生年月日  年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 
勤務先名称 

 

 

個 

 

人 職 業  勤務先住所  

（フリガナ）  設立年月日 年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 
代表者氏名  

代表者役職  

法 

 

人 資本金額（百万円）  

事 務 上 の 連 絡 先          

及 び 担 当 者 名          

 

電 話 番 号         
 

 

２  基準日(ﾆ) 

新基準日 月末日 月末日 月末日 月末日 

 
別紙様式第１５号の２の４（第２０８条第７項関係） 

（平１４内府令１７）

（日本工業規格Ａ４）

 

保険業法第 271 条の５第３項に基づく届出書・変更届出書(ｲ) 

 

               年  月  日

  金 融 庁 長 官          殿 

    財務（支）局長 殿 

 

                     商号、名称又は氏名                               印(ﾛ) 

                   住所又は本店所在地                      (ﾛ) 

                     

1 提出者の概要(ﾊ) 

※  １ 個人 

  ２ 法人（１ 株式会社 ２ 有限会社 ３ その他（      ）） 

   （団体名等：                           ） 

 フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

商 号 、 名 称 又 は 氏 名               

 フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

住 所 又 は 本 店 所 在 地               

事 業 の 種 類              
 

 フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 商 号 、 名 称 又 は 氏 名               

 フ リ ガ ナ （ カ タ カ ナ ）              

旧 住 所 又 は 本 店 所 在 地               

（フリガナ）  生年月日  年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 
勤務先名称 

 

 

個

 

人 職 業  勤務先住所  

（フリガナ）  設立年月日 年 月 日 

※ １ 明治 ３ 昭和 

  ２ 大正 ４ 平成 
代表者氏名  

代表者役職  

法

 

人 資本金額（百万円）  

事 務 上 の 連 絡 先          

及 び 担 当 者 名          

 

電 話 番 号         
 

 

２  基準日(ﾆ) 

新基準日 月末日 月末日 月末日 月末日 



  

改正後 現行 

 

旧基準日 月末日 月末日 月末日 月末日 

 

基準日変更の理由(ﾎ) 
 

 

３ 提出者の類型(ﾍ) 

※ １ 第 208 条第２項第１号に該当   ２ 第 208 条第２項第２号に該当 

  ３ 第 208 条第２項第３号に該当 

 

銀行等である共同保有者の商号、名称又は氏名 

 
フリガナ（カタカナ） 

商号、名称又は氏名  

 

（記載上の注意） 

１ 一般的事項 

(A) この様式において「提出者」とは、保険業法第 271 条の５第３項の規定により、届出書の提出を行う

者（代理人が提出する場合には、当該代理人に提出を委任する者）をいう。 

(B) この様式において「共同保有者」とは、提出者が保険業法第２条の２第１項第６号に掲げる者である

場合における同号に規定する共同保有者をいう。 

(C) 第 208 条第２項第３号に規定する銀行等は、その共同保有者（将来共同保有者となる者を含む。）の委

任を受けて、当該共同保有者の届出書を併せて提出できるものとする。 

(D) 変更届出書は、基準日を変更する場合にはあらかじめ、提出者の商号、名称若しくは氏名又は住所若

しくは本店所在地に変更があった場合にはすみやかに提出すること。 

(E) 変更届出書の提出に当たっては、変更のあった事項だけでなく、基準日の届出書の記載事項の全てに

ついて記載すること。 

２ 個別事項 

(ｲ) 表題 

  表題の欄は、基準日の届出書又は変更届出書のいずれか該当しないものを消すこと。 

(ﾛ) 商号、名称又は氏名及び住所又は本店所在地 

(1) 提出者本人（代理人が提出する場合には当該代理人）の商号、名称又は氏名及び住所又は本店所在

地を記入し、押印又はこれに類する行為を行うこと。なお、代理人が提出する場合には、届出書の提

出を委任した者が、当該代理人に、届出書の提出に関する一切の行為につき、当該委任した者を代理

する権限を付与したことを証する書面を届出書１通につき１通ずつ添付すること。 

(2) 提出者が、第 208 条第２項第３号に規定する銀行等である場合であって、当該提出者が共同保有者

（将来共同保有者となる者を含む。）の委任を受けて、当該共同保有者の届出書を併せて提出する場合

には、当該提出者がその商号、名称又は氏名及び住所又は本店所在地を記入し、押印又はこれに類す

る行為を行うこと。なお、当該共同保有者が、当該提出者に届出書の提出に関する一切の行為につき、

当該共同保有者を代理する権限を付与したことを証する書面を届出書１通につき１通ずつ添付するこ

と。 

(3) 「商号、名称又は氏名」欄については、法人の場合には、法人の商号又は名称、代表者の役職及び

氏名を記入し、代表者印の押印又はこれに類する行為を行うこと。 

(ﾊ) 提出者の概要 

  別紙様式第 15 号の２の２の「第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項」の「２ 提出者等」の

 

旧基準日 月末日 月末日 月末日 月末日 

 

基準日変更の理由(ﾎ)
 

 

３ 提出者の類型(ﾍ) 

※ １ 第 208 条第２項第１号に該当   ２ 第 208 条第２項第２号に該当 

  ３ 第 208 条第２項第３号に該当 

 

銀行等である共同保有者の商号、名称又は氏名 

 
フリガナ（カタカナ）

商号、名称又は氏名  

 

（記載上の注意） 

１ 一般的事項 

(A) この様式において「提出者」とは、保険業法第 271 条の５第３項の規定により、届出書の提出を行う

者（代理人が提出する場合には、当該代理人に提出を委任する者）をいう。 

(B) この様式において「共同保有者」とは、提出者が保険業法第２条の２第１項第６号に掲げる者である

場合における同号に規定する共同保有者をいう。 

(C) 第 208 条第２項第３号に規定する銀行等は、その共同保有者（将来共同保有者となる者を含む。）の委

任を受けて、当該共同保有者の届出書を併せて提出できるものとする。 

(D) 変更届出書は、基準日を変更する場合にはあらかじめ、提出者の商号、名称若しくは氏名又は住所若

しくは本店所在地に変更があった場合にはすみやかに提出すること。 

(E) 変更届出書の提出に当たっては、変更のあった事項だけでなく、基準日の届出書の記載事項の全てに

ついて記載すること。 

２ 個別事項 

(ｲ) 表題 

  表題の欄は、基準日の届出書又は変更届出書のいずれか該当しないものを消すこと。 

(ﾛ) 商号、名称又は氏名及び住所又は本店所在地 

(1) 提出者本人（代理人が提出する場合には当該代理人）の商号、名称又は氏名及び住所又は本店所在

地を記入し、押印又はこれに類する行為を行うこと。なお、代理人が提出する場合には、届出書の提

出を委任した者が、当該代理人に、届出書の提出に関する一切の行為につき、当該委任した者を代理

する権限を付与したことを証する書面を届出書１通につき１通ずつ添付すること。 

(2) 提出者が、第 208 条第２項第３号に規定する銀行等である場合であって、当該提出者が共同保有者

（将来共同保有者となる者を含む。）の委任を受けて、当該共同保有者の届出書を併せて提出する場合

には、当該提出者がその商号、名称又は氏名及び住所又は本店所在地を記入し、押印又はこれに類す

る行為を行うこと。なお、当該共同保有者が、当該提出者に届出書の提出に関する一切の行為につき、

当該共同保有者を代理する権限を付与したことを証する書面を届出書１通につき１通ずつ添付するこ

と。 

(3) 「商号、名称又は氏名」欄については、法人の場合には、法人の商号又は名称、代表者の役職及び

氏名を記入し、代表者印の押印又はこれに類する行為を行うこと。 

(ﾊ) 提出者の概要 

  別紙様式第 15 号の２の２の「第１ 提出者及びその他保有者等に関する事項」の「２ 提出者等」の



  

改正後 現行 

「(1) 提出者等の概要」に準じて記載すること。 

(ﾆ) 基準日 

  基準日の届出書を提出する場合には、「新基準日」欄に任意の３月毎の月末日を記載し、「旧基準日」

欄には記載しないこと。変更届出書を提出する場合には、「新基準日」欄には変更後の基準日（任意の３

月毎の月末日）を記載し、「旧基準日」欄には変更前の基準日を記載すること。 

(ﾎ) 基準日変更の理由 

  基準日の変更を届け出る場合に、その理由を具体的に記載すること。 

(ﾍ) 提出者の類型 

(1) 提出者が該当する類型の番号を○で囲むこと。 

(2) 「銀行等である共同保有者の商号、名称又は氏名」欄には、提出者が第 208 条第２項第３号に掲げ

る者に該当する場合（将来該当する場合を含む。）に、当該提出者の共同保有者（将来共同保有者とな

る者を含む。）であって、第 208 条第２項第１号又は第２号に掲げる者に該当する者の商号、名称又は

氏名を１つ記載すること。 

 

「(1) 提出者等の概要」に準じて記載すること。 

(ﾆ) 基準日 

  基準日の届出書を提出する場合には、「新基準日」欄に任意の３月毎の月末日を記載し、「旧基準日」

欄には記載しないこと。変更届出書を提出する場合には、「新基準日」欄には変更後の基準日（任意の３

月毎の月末日）を記載し、「旧基準日」欄には変更前の基準日を記載すること。 

(ﾎ) 基準日変更の理由 

  基準日の変更を届け出る場合に、その理由を具体的に記載すること。 

(ﾍ) 提出者の類型 

(1) 提出者が該当する類型の番号を○で囲むこと。 

(2) 「銀行等である共同保有者の商号、名称又は氏名」欄には、提出者が第 208 条第２項第３号に掲げ

る者に該当する場合（将来該当する場合を含む。）に、当該提出者の共同保有者（将来共同保有者とな

る者を含む。）であって、第 208 条第２項第１号又は第２号に掲げる者に該当する者の商号、名称又は

氏名を１つ記載すること。 

 

  



















































































































































改正後 現行 
別紙様式第１６号（第２１２条関係）                       
                                                                        （日本工業規格 A４）

年  月  日

    財務（支）局長 殿 
商 号 又 は 名 称         
氏 名                    印 

                        (法人等の場合は､代表者又は管理人の氏名)     
 
                        法定代理人氏名             印 
                        (申込者が未成年者の場合記入)          
 

登 録 申 請 書 
（生命保険募集人） 

 
 保険業法第２７７条第１項の規定により、同法第２７６条の生命保険募集人の登録を申請します。 
 
※登  録 年  月  日 第       号 所属保険会社の商号、名称又は氏名 
(ふりがな) 
商号・名称 
又は氏名 

 

(ふりがな) 
代表者又は管理

人の氏名(法人等
の場合) 

 

生 年 月 日      年  月  日 性 別 男 ・ 女 

 

事務所の名称 
 

 他 に 業 務 を 行 っ て い る 場 合 は

その業務の種類 
事務所の所在

地 
 

所属代理店等

の商号等 
 

 

 
備 

 ※ 抹 消 
( 年 月 日) 

※ 受 付 

  
考 

 
 
事 

由 

  

（記載上の注意） 
１．※欄は、記載しないこと。 
２．代理申請の場合は、所属保険会社の商号等にその旨を記載すること。 
３．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。 
別紙様式第１６号（第２１２条関係）                        

                                    （日本工業規格Ａ４）

別紙様式第１６号（第２１２条関係）                      （H 1 5内府令 6 2        ） 
                                                                    （日本工業規格 A４）

年  月  日

    財務（支）局長 殿 
商 号 又 は 名 称         
氏 名                    印 

                        (法人等の場合は､代表者又は管理人の氏名)     
 
                        法定代理人氏名             印 
                        (申込者が未成年者の場合記入)          
 

登 録 申 請 書 
（生命保険募集人） 

 
 保険業法第２７７条第１項の規定により、同法第２７６条の生命保険募集人の登録を申請します。 

 
※登  録 年  月  日 第       号 所属保険会社の商号、名称又は氏名 
(ふりがな) 
商号・名称 
又は氏名 

 

(ふりがな) 
代表者又は管理

人の氏名(法人等
の場合) 

 

生 年 月 日      年  月  日 性 別 男 ・ 女 

 

事務所の名称

 
 他 に 業 務 を 行 っ て い る 場 合 は

その業務の種類 
事務所の所在

地 
 

所属代理店等

の商号等 
 

 

 
備 

 ※ 抹 消 
( 年 月 日) 

※ 受 付 

  
考 

 
 
事 

由 

  

（記載上の注意） 
１．※欄は、記載しないこと。 
２．代理申請の場合は、所属保険会社の商号等にその旨を記載すること。 
３．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。 
別紙様式第１６号（第２１２条関係）                         （H 1 5内府令 6 2        ）

                                    （日本工業規格Ａ４）

収 入 印 紙 貼 付 欄             収 入 印 紙 貼 付 欄             



改正後 現行 
収 入 印 紙 添 付 欄        

年  月  日

    財務（支）局長 殿 
商号又は名称 
氏    名             印 
（法人等の場合は、代表者又は管理人の氏名） 
 法定代理人氏名           印 
 （申請者が未成年者の場合記入） 
 

登 録 申 請 書 
（損害保険代理店） 

 保険業法第２７７条第１項の規定により、同法第２７６条の損害保険代理店の登録を申請します。 
 

 
年  月  日 

※登  録 
第      号 

代 理 申 請       
会  社  名        

（ふりがな） 

代表者又は管理

人の氏名 
(法人等の場合) 

 
（ふりがな） 

商号・名称 
又は氏名 

 

生年月日等         年  月  日（男・女） 
名  称 所      在      地 事務所の名

称、所在地 
 

他に業務を行

っている場合

はその業務の

種類 

 

所属保険会社

の商号、名称

又は氏名 
 

※抹消（  年  月  日） ※ 受 付 備 
 
考 

事 
由 

（記載上の注意） 
  １．※欄は、記載しないこと。 
  ２．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。 

収 入 印 紙 添 付 欄        

年  月  日

    財務（支）局長 殿 
商号又は名称 
氏    名             印 
（法人等の場合は、代表者又は管理人の氏名） 
 法定代理人氏名           印 
 （申請者が未成年者の場合記入） 
 

登 録 申 請 書 
（損害保険代理店） 

 保険業法第２７７条第１項の規定により、同法第２７６条の損害保険代理店の登録を申請します。 
 

 
年  月  日 

※登  録 
第      号 

代 理 申 請       
会  社  名        

（ふりがな） 

代表者又は管理

人の氏名 
(法人等の場合) 

 
（ふりがな） 

商号・名称 
又は氏名 

 

生年月日等         年  月  日（男・女） 
名  称 所      在      地 事務所の名

称、所在地 
 

他に業務を行

っている場合

はその業務の

種類 

 

所属保険会社

の商号、名称

又は氏名 
 

※抹消（  年  月  日） ※ 受 付 備

 
考

事 
由 

（記載上の注意） 
  １．※欄は、記載しないこと。 
  ２．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。 
 

 



 

 

 
改正後 現行 

別紙様式第１７号（第２１４条第２項関係）                      
（日本工業規格Ａ４）

年  月  日

    財務（支）局長 殿 
 

商号又は名称 
 
氏    名             印 
（法人等の場合は、代表者又は管理人の氏名） 
 
 法定代理人氏名           印 
 （申請者が未成年者の場合記入） 
 
 

 保険業法第２７６条の登録を申請するに当たって、保険業法第２７９条第１項第１号から第５号まで、第７号、

第８号（同項第６号に係る部分を除く。）、第９号（同項第６号に係る部分を除く。）、第１０号又は第１１号のいず

れにも該当しないことを誓約いたします。 
 
 

別紙様式第１７号（第２１４条第２項関係）              （日本工業規格Ａ４） 

年  月  日

    財務（支）局長 殿 
 

商号又は名称 
 
氏    名             印 
（法人等の場合は、代表者又は管理人の氏名） 
 
 法定代理人氏名           印 
 （申請者が未成年者の場合記入） 
 
 

 保険業法第２７６条の登録を申請するに当たって、保険業法第２７９条第１項第１号から第５号まで、第７号、

第８号（同項第６号に係る部分を除く。）、第９号（同項第６号に係る部分を除く。）、第１０号又は第１１号のいず

れにも該当しないことを誓約いたします。 
 
 

 



 

 

 
改正後 現行 

別紙様式第１８号（第２１５条第１号関係）              （日本工業規格Ａ４） 

年  月  日

    財務（支）局長 殿 
 

登 録 番 号               第      号 
 
商号又は名称 
 
氏    名             印 
（法人等の場合は、代表者又は管理人の氏名） 
 
 

登録事項変更届出書 
 

 下記事項について変更しましたので、保険業法第２８０条第１項第１号の規定により届け出ます。 
 なお、保険業法第２７９条第１項第１号から第５号まで、第７号、第８号（同項第６号に係る部分を除く。）、第

９号（同項第６号に係る部分を除く。）、第１０号又は第１１号のいずれにも該当しておりません。 
 

変 更 内 容 
変更年月日 変 更 事 項 

変 更 後 変 更 前 
    

 
 
 

別紙様式第１８号（第２１５条第１号関係）              （日本工業規格Ａ４） 

年  月  日

    財務（支）局長 殿 
 

登 録 番 号               第      号 
 
商号又は名称 
 
氏    名             印 
（法人等の場合は、代表者又は管理人の氏名） 
 
 

登録事項変更届出書 
 

 下記事項について変更しましたので、保険業法第２８０条第１項第１号の規定により届け出ます。 
 なお、保険業法第２７９条第１項第１号から第５号まで、第７号、第８号（同項第６号に係る部分を除く。）、第

９号（同項第６号に係る部分を除く。）、第１０号又は第１１号のいずれにも該当しておりません。 
 

変 更 内 容 
変更年月日 変 更 事 項 

変 更 後 変 更 前 
    

 
 
 

 



 

 

 
改正後 現行 

別紙様式第１９号（第２１５条第２号関係）               
（日本工業規格Ａ４）

 
年  月  日

    財務（支）局長 殿 
 

住    所 
 
氏    名             印 
（届出に係る者との関係        ） 
 
 

廃 業 等 届 出 書 
 

 保険業法第２８０条第１項第２号から第６号までの一に該当することとなりましたので、同項の規定により下記

のとおり届け出ます。 
 

記 
 

登 録 番 号 第        号 

商号、名称又は氏名  

事由発生年月日      年   月   日 

事     由 
〔該当に○〕 

〔   〕業 務 廃 止（保険業法第２８０条第１項第２号） 

〔   〕死     亡（保険業法第２８０条第１項第３号） 

〔   〕破     産（保険業法第２８０条第１項第４号） 

〔   〕合併による消滅（保険業法第２８０条第１項第５号） 

〔   〕解     散（保険業法第２８０条第１項第６号） 

 
 

別紙様式第１９号（第２１５条第２号関係）               
（日本工業規格Ａ４）

年  月  日

    財務（支）局長 殿 
 

住    所 
 
氏    名             印 
（届出に係る者との関係        ） 
 
 

廃 業 等 届 出 書 
 

 保険業法第２８０条第１項第２号から第６号までの一に該当することとなりましたので、同項の規定により下記

のとおり届け出ます。 
 

記 
 

登 録 番 号 第        号 

商号、名称又は氏名  

事由発生年月日      年   月   日 

事     由 
〔該当に○〕 

〔   〕業 務 廃 止（保険業法第２８０条第１項第２号） 

〔   〕死     亡（保険業法第２８０条第１項第３号） 

〔   〕破     産（保険業法第２８０条第１項第４号） 

〔   〕合併による消滅（保険業法第２８０条第１項第５号） 

〔   〕解     散（保険業法第２８０条第１項第６号） 

 
 

 



 
改正後 現行 

別紙様式第２０号（第２１７条関係） 
（日本工業規格Ａ４）

（第 1面）

年  月  日

    財務（支）局長 殿 

商号又は名称         
氏 名                        印 
（法人等の場合は、代表者又は管理人の氏名） 

 

 

 

 
                   

登 録 申 請 書 

（保険仲立人） 

 
保険業法第２８７条第１項の規定により、同法第２８６条の保険仲立人の登録を申請します。 

 

別紙様式第２０号（第２１７条関係） 
（日本工業規格Ａ４）

（第 1面）

年  月  日

    財務（支）局長 殿 

商号又は名称         
氏 名                        印 
（法人等の場合は、代表者又は管理人の氏名） 

 

 

 

 
                   

登 録 申 請 書 

（保険仲立人） 

 
保険業法第２８７条第１項の規定により、同法第２８６条の保険仲立人の登録を申請します。 

 



改正後 現行 
（第２面）

※登  録 年   月   日 第      号

（ふりがな）  

商号・名称又

は氏名 

 

（ふりがな）  

代表者又は管

理人の氏名（法

人等の場合） 

 

生 年 月 日 年   月   日 性 別 男 ・ 女 

住所（法人等の

場合は本店の

所在地） 

（郵便番号    －     ）  電話番号（   ）  － 

取り扱う保険

契約の種類 

(該当するもの

に○) 

〔  〕生命保険契約 〔  〕損害保険契約 

他に業務を行

っている場合

にはその業務

の種類 

 

代表者又は管理人（法人等の場合）（上記の代表者又は管理人の氏名欄に記載した者を除く。） 

（ふりがな） 

氏   名 

 

生 年 月 日 

 

性  別 

 

備   考 

 

 年  月  日 男・女 
 

 

 年  月  日 男・女 
 

 

 年  月  日 男・女 
 

 

 年  月  日 男・女 
 

※抹消( 年 月 日) ※受 付 備

考 

 
 
事

由 

  

（記載上の注意） 
 １．※欄は、記載しないこと。 
２．代表者又は管理人について記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その

書面を第２面の次に添付すること。 

（第３面）

（第２面）

※登  録 年   月   日 第      号

（ふりがな）  

商号・名称又

は氏名 

 

（ふりがな）  

代表者又は管

理人の氏名（法

人等の場合） 

 

生 年 月 日 年   月   日 性 別 男 ・ 女 

住所（法人等の

場合は本店の

所在地） 

（郵便番号    －     ）  電話番号（   ）  － 

取り扱う保険

契約の種類 

(該当するもの

に○) 

〔  〕生命保険契約 〔  〕損害保険契約 

他に業務を行

っている場合

にはその業務

の種類 

 

代表者又は管理人（法人等の場合）（上記の代表者又は管理人の氏名欄に記載した者を除く。） 

（ふりがな） 

氏   名 

 

生 年 月 日 

 

性  別 

 

備   考 

 

 年  月  日 男・女 
 

 

 年  月  日 男・女 
 

 

 年  月  日 男・女 
 

 

 年  月  日 男・女 
 

※抹消( 年 月 日) ※受 付 備

考 

 
 
事

由 

  

（記載上の注意） 
 １．※欄は、記載しないこと。 
２．代表者又は管理人について記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、そ

の書面を第２面の次に添付すること。 

（第３面）



改正後 現行 
事務所の名称及び所在地 

名      称 所   在   地 

  電話番号（   ）   － 
 

 

  電話番号（   ）   － 
 

 
（記載上の注意） 
  事務所の名称及び所在地について記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載し、
その書面を第３面の次に添付すること。 

 

 

登録免許税領収書貼付欄 

 

   

 

 

 

 

 

 

事務所の名称及び所在地 

名      称 所   在   地 

  電話番号（   ）   － 
 

 

  電話番号（   ）   － 
 

 
（記載上の注意） 
  事務所の名称及び所在地について記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載し、
その書面を第３面の次に添付すること。 

 

 

登録免許税領収書貼付欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
改正後 現行 

別紙様式第２１号（第２１９条第２項関係） 
（日本工業規格Ａ４）

年  月  日

    財務（支）局長 殿 
商号又は名称         

 
氏 名                      印 
(法人等の場合は､代表者又は管理人の氏名) 

 
 
 
 
 
 保険業法第２８６条の登録を申請するに当たって、保険業法第２８９条第１項第１号から第５号まで、第７

号、第８号（同項第６号に係る部分を除く。）、第９号（同項第６号に係る部分を除く。）又は第１０号のいず

れにも該当しないことを誓約いたします。 
 

別紙様式第２１号（第２１９条第２項関係） 
（日本工業規格Ａ４）

年  月  日

    財務（支）局長 殿 
商号又は名称         

 
氏 名                      印 
(法人等の場合は､代表者又は管理人の氏名) 

 
 
 
 
 
 保険業法第２８６条の登録を申請するに当たって、保険業法第２８９条第１項第１号から第５号まで、第

７号、第８号（同項第６号に係る部分を除く。）、第９号（同項第６号に係る部分を除く。）又は第１０号のい

ずれにも該当しないことを誓約いたします。 
 

 



 

 

 
改正後 現行 

別紙様式第２２号（第２２０条第１号関係） 
（日本工業規格Ａ４）

年  月  日

    財務（支）局長 殿 
登 録 番 号             第        号 

                           （郵便番号  －   ） 
住 所         

 
                            電話番号（  ）  － 

商号又は名称         
 

氏 名                      印 
(法人等の場合は､代表者又は管理人の氏名)  

                   
登 録 事 項 変 更 届 出 書 

 
 下記の事項について変更しましたので、保険業法第２９０条第１項第１号の規定により届け出ます。 
 なお、保険業法第２８９条第１項第１号から第５号まで、第７号、第８号（同項第６号に係る部分を除く。）、

第９号（同項第６号に係る部分を除く。）又は第１０号のいずれにも該当しておりません。 

 
変  更  内  容 

変更年月日 変 更 事 項 
変 更 後        変 更 前        

備 考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

（記載上の注意） 
  登録申請書の第 2 面以降に係る変更届出書については、当該変更事項を修正した新たな頁を添付するこ
と。 

 

別紙様式第２２号（第２２０条第１号関係） 
（日本工業規格Ａ４）

年  月  日

    財務（支）局長 殿 
登 録 番 号             第        号 

                           （郵便番号  －   ） 
住 所         

 
                            電話番号（  ）  － 

商号又は名称         
 

氏 名                      印 
(法人等の場合は､代表者又は管理人の氏名)  

                   
登 録 事 項 変 更 届 出 書 

 
 下記の事項について変更しましたので、保険業法第２９０条第１項第１号の規定により届け出ます。 
 なお、保険業法第２８９条第１項第１号から第５号まで、第７号、第８号（同項第６号に係る部分を除く。）、

第９号（同項第６号に係る部分を除く。）又は第１０号のいずれにも該当しておりません。 

 
変  更  内  容 

変更年月日 変 更 事 項 
変 更 後        変 更 前       

備 考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

（記載上の注意） 
  登録申請書の第 2 面以降に係る変更届出書については、当該変更事項を修正した新たな頁を添付するこ
と。 

 
 



 

  

 
改正後 現行 

別紙様式第２３号（第２２０条第２号関係） 

（日本工業規格Ａ４）

年  月  日

財務（支）局長 殿 

                            （郵便番号  －  ） 

住    所 
 

                             電話番号（  ）  － 

 氏 名                      印 

(届出に係る者との関係) 
 

 

 

廃 業 等 届 出 書 
 

 保険業法第２９０条第１項第２号から第６号までの一に該当することとなりましたので、同項の規定により

下記のとおり届け出ます。 
 

記 
 

登 録 番 号     第         号 

商号、名称又は氏名  

事 由 発 生 年 月 日      年    月    日 

 

事 由 

 〔該当に○印〕 

〔 〕業 務 廃 止       （保険業法第 290条第 1項第２号） 

〔 〕死 亡       （保険業法第 290条第 1項第３号） 

〔 〕破 産       （保険業法第 290条第 1項第４号） 

〔 〕合併による消滅（保険業法第 290条第 1項第５号） 

〔 〕解 散       （保険業法第 290条第 1項第６号） 
 

 

 

別紙様式第２３号（第２２０条第２号関係） 

（日本工業規格Ａ４）

年  月  日

財務（支）局長 殿 

                            （郵便番号  －  ） 

住    所 
 

                             電話番号（  ）  － 

 氏 名                      印 

(届出に係る者との関係) 
 

 

 

廃 業 等 届 出 書 
 

 保険業法第２９０条第１項第２号から第６号までの一に該当することとなりましたので、同項の規定によ

り下記のとおり届け出ます。 
 

記 
 

登 録 番 号     第         号 

商号、名称又は氏名  

事 由 発 生 年 月 日      年    月    日 

 

事 由

 〔該当に○印〕 

〔 〕業 務 廃 止       （保険業法第 290条第 1項第２号） 

〔 〕死 亡       （保険業法第 290条第 1項第３号） 

〔 〕破 産       （保険業法第 290条第 1項第４号） 

〔 〕合併による消滅（保険業法第 290条第 1項第５号） 

〔 〕解 散       （保険業法第 290条第 1項第６号） 
 

 

 

 



 

 

 
改正後 現行 

別紙様式第２４号（第２２１条第３項関係） 
（平１７内府令○○）

（日本工業規格Ａ４）

（第 1面）

年  月  日

    財務（支）局長 殿 

登 録 番 号             第        号 
                           （郵便番号  －   ） 

住 所         
 
                            電話番号（  ）  － 

商号又は名称         
 

氏 名                      印 
(法人等の場合は､代表者又は管理人の氏名)  

 
                   

保 証 金 等 内 訳 書 
 

１．保証金等の額 

 届出後における金額 届出前における金額

保険業法施行令第 41条に規定する保証金の額 円 円

供託所へ供託した保証金の額（金銭及び有価証券の額） 円 円

保証委託契約の契約金額 円 円

保険仲立人賠償責任保険契約のてん補限度額 

（ 1事故 ／ 期間中 ） 
 

円／  円 円／  円

（記載上の注意） 

１．該当項目のみを記載すれば足りる。 

２．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること 

 
（第 2面）

２．届出後における保証金の内容 

（１）供託物の内容  （供託所名                  ） 

  イ．金銭の場合 

供 託 番 号 供 託 金 額 供 託 者 名 新規・既存の別 

 年度金第   号 円   

 年度金第   号 円   

 年度金第   号 円   

別紙様式第２４号（第２２１条第３項関係） 
（平１４内府令７７）

（日本工業規格Ａ４）

（第 1面）

年  月  日

    財務（支）局長 殿 

登 録 番 号             第        号 
                           （郵便番号  －   ） 

住 所         
 
                            電話番号（  ）  － 

商号又は名称         
 

氏 名                      印 
(法人等の場合は､代表者又は管理人の氏名)  

 
                   

保 証 金 等 内 訳 書 
 

１．保証金等の額 

 届出後における金額 届出前における金額

保険業法施行令第 41条に規定する保証金の額 円 円

供託所へ供託した保証金の額（金銭及び有価証券の額） 円 円

保証委託契約の契約金額 円 円

保険仲立人賠償責任保険契約のてん補限度額 

（ 1事故 ／ 期間中 ） 
 

円／  円 円／  円

（記載上の注意） 

１．該当項目のみを記載すれば足りる。 

２．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること 

 
（第 2面）

２．届出後における保証金の内容 

（１）供託物の内容  （供託所名                  ） 

  イ．金銭の場合 

供 託 番 号 供 託 金 額 供 託 者 名 新規・既存の別

 年度金第   号 円   

 年度金第   号 円   

 年度金第   号 円   



 

 

改正後 現行 

  ロ．振替国債以外の有価証券の場合 

供 託 番  号 名 称 枚数 券面額 総額面 評価率 評価額 満期償還日 新規・既存の別

 年度証第  号   円 円 % 円   

 年度証第  号   円 円 % 円   

 年度証第  号   円 円 % 円   

ハ．振替国債の場合 

供 託 番 号 銘 柄 金 額 評価率 評価額 満期償還日 新規・既存の別 

年度証第  号  円 % 円   

年度証第  号  円 % 円   

年度証第  号  円 % 円   

(記載上の注意) 
｢振替国債｣とは、その権利の帰属が社債等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の 

記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。 
 
（２）保証委託契約 

契 約 の 相 手 方 契約年月日 契約期間 契約金額 新規・既存の別

   円  

   円  

  

（３）保険仲立人賠償責任保険契約 

契 約 の 相 手 方 契約年月日 
保険期間の始期

及び終期 

てん補限度額 

(１事故/期間中） 
新規・既存の別

  ～   円／  円  

 

免責金額 廃業後の担保期間 先行行為の担保期間 新規・既存の別 

円    

 

 

  ロ．振替国債以外の有価証券の場合 

供 託 番  号 名 称 枚数 券面額 総額面 評価率 評価額 満期償還日 新規・既存の別

 年度証第  号   円 円 % 円   

 年度証第  号   円 円 % 円   

 年度証第  号   円 円 % 円   

ハ．振替国債の場合 

供 託 番 号 銘 柄 金 額 評価率 評価額 満期償還日 新規・既存の別

年度証第  号  円 % 円   

年度証第  号  円 % 円   

年度証第  号  円 % 円   

(記載上の注意) 
｢振替国債｣とは、その権利の帰属が社債等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の 

記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。 
 
（２）保証委託契約 

契 約 の 相 手 方 契約年月日 契約期間 契約金額 新規・既存の別

   円  

   円  

  

（３）保険仲立人賠償責任保険契約 

契 約 の 相 手 方 契約年月日 
保険期間の始期

及び終期 

てん補限度額 

(１事故/期間中）
新規・既存の別

  ～   円／  円  

 

免責金額 廃業後の担保期間 先行行為の担保期間 新規・既存の別 

円    

 

 

 



 

 

 
改正後 現行 

別紙様式第２５号（第２３６条関係） 
                                       

（日本工業規格Ａ４）

年  月  日

    財務（支）局長 殿 
                         

登 録 番 号               第     号 
商 号 又 は 名 称          
氏 名                    印 

 (法人等の場合は､代表者 
又は管理人の氏名) 

 

保険募集に従事する役員・使用人に係る届出書 

（損害保険代理店） 
 

 保険業法第３０２条の規定により下記のとおり届け出ます。なお、保険業法第２７９条第 1項第 1号から

第 5 号まで、第７号、第８号（同項第６号に係る部分を除く。）、第９号（同項第６号に係る部分を除く。）、

第１０号又は第１１号のいずれにも該当しておりません。 
 

記 

氏 名 生 年 月 日 
事 由 発 生      

年 月 日 

事 由 

(該当に○印) 
備    考 

   
新規・追加 
廃止・改姓 

 

   
新規・追加 
廃止・改姓 

 

   
新規・追加 
廃止・改姓 

 

   
新規・追加 
廃止・改姓 

 

   
新規・追加 
廃止・改姓 

 

   
新規・追加 
廃止・改姓 

 

   
新規・追加 
廃止・改姓 

 

 
 

 

 

別紙様式第２５号（第２３６条関係） 
                                      （H 1 5内府令 6 2        ）

（日本工業規格Ａ４）

年  月  日

    財務（支）局長 殿 
                         

登 録 番 号               第     号 
商 号 又 は 名 称          
氏 名                    印 

 (法人等の場合は､代表者 
又は管理人の氏名) 

 

保険募集に従事する役員・使用人に係る届出書 

（損害保険代理店） 
 

 保険業法第３０２条の規定により下記のとおり届け出ます。なお、保険業法第２７９条第 1項第 1号から

第 5 号まで、第７号、第８号（同項第６号に係る部分を除く。）、第９号（同項第６号に係る部分を除く。）、

第１０号又は第１１号のいずれにも該当しておりません。 
 

記 

氏 名 生 年 月 日 
事 由 発 生      

年 月 日 

事 由 

(該当に○印) 
備    考 

   
新規・追加 
廃止・改姓 

 

   
新規・追加 
廃止・改姓 

 

   
新規・追加 
廃止・改姓 

 

   
新規・追加 
廃止・改姓 

 

   
新規・追加 
廃止・改姓 

 

   
新規・追加 
廃止・改姓 

 

   
新規・追加 
廃止・改姓 

 

 
 

 

 



 

 

改正後 現行 
別紙様式第２５号（第２３６条関係） 
                                        

（日本工業規格Ａ４）

年  月  日

    財務（支）局長 殿 

登 録 番 号                第    号 
                                   （郵便番号  －   ） 

住 所          
                                   電話番号（  ）  － 

商号又は名称          
氏 名                      印 
(法人等の場合は､代表者 

                      又は管理人の氏名)  
 

保険募集に従事する役員・使用人に係る届出書 

（保険仲立人） 
 
 保険業法第３０２条の規定により下記のとおり届け出ます。なお、保険業法第２８９条第 1項第 1号から

第 5号まで、第７号、第８号（同項第６号に係る部分を除く。）、第９号（同項第６号に係る部分を除く。）又

は第１０号のいずれにも該当しておりません。 
 

記 

氏   名 生 年 月 日 
事 由 発 生      
年 月 日 

事 由 
(該当に○印) 

備    考 

   
新規・追加 
廃止・改姓 

 

   
新規・追加 
廃止・改姓 

 

   
新規・追加 
廃止・改姓 

 

   
新規・追加 
廃止・改姓 

 

   
新規・追加 
廃止・改姓 

 

   
新規・追加 
廃止・改姓 

 

   
新規・追加 
廃止・改姓 

 

（記載上の注意） 

 記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。 

別紙様式第２５号（第２３６条関係） 
                                       (H 1 5内府令 6 2        ）

（日本工業規格Ａ４）

年  月  日

    財務（支）局長 殿 

登 録 番 号                第    号 
                                   （郵便番号  －   ） 

住 所          
                                   電話番号（  ）  － 

商号又は名称          
氏 名                      印 
(法人等の場合は､代表者 

                      又は管理人の氏名)  
 

保険募集に従事する役員・使用人に係る届出書 

（保険仲立人） 
 
 保険業法第３０２条の規定により下記のとおり届け出ます。なお、保険業法第２８９条第 1項第 1号から

第 5号まで、第７号、第８号（同項第６号に係る部分を除く。）、第９号（同項第６号に係る部分を除く。）又

は第１０号のいずれにも該当しておりません。 
 

記 

氏   名 生 年 月 日 
事 由 発 生      
年 月 日 

事 由 
(該当に○印) 

備    考 

   
新規・追加 
廃止・改姓 

 

   
新規・追加 
廃止・改姓 

 

   
新規・追加 
廃止・改姓 

 

   
新規・追加 
廃止・改姓 

 

   
新規・追加 
廃止・改姓 

 

   
新規・追加 
廃止・改姓 

 

   
新規・追加 
廃止・改姓 

 

（記載上の注意） 

 記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。 

 



 

 

 
改正後 現行 

別紙様式第２６号（第２３８条第 1項関係） （法人の場合） 

（日本工業規格Ａ４）

（第 1面）

     第    期 事 業 報 告 書    年  月  日から 

                         年  月  日まで 
 

  年  月  日提出

登 録 番 号             第        号 
                           （郵便番号  －   ） 

住 所         
                            電話番号（  ）  － 

商号又は名称         
 

氏 名                      印 
(代表者又は管理人の氏名)  

 

Ⅰ 業 務 の 状 況 

 

１．業務開始年月日 

２．当期の事業概要 

３．株主総会等の決議事項の要旨 

４．役員及び使用人の状況 

役   員 使用人 合 計 

常 勤 非常勤 小 計   

名 名 名 名 名 

（第 2面）

５．事務所の状況 

名  称 所  在  地 保険募集に従事する役員及び使用人 備 考 

主たる事務所  名  

    

    

    

    

計    店  計          名  

 

役 員 使 用 人 合 計 備 考保険募集を

行う者とし

て届け出て

いる人数 

名 名 名  

別紙様式第２６号（第２３８条第 1項関係） （法人の場合） 

（日本工業規格Ａ４） 

（第 1面）

     第    期 事 業 報 告 書    年  月  日から 

                         年  月  日まで 
 

平成  年  月  日提出 

登 録 番 号             第        号 
                           （郵便番号  －   ） 

住 所         
                            電話番号（  ）  － 

商号又は名称         
 

氏 名                      印 
(法人等の場合は､代表者又は管理人の氏名)  

 

Ⅰ 業 務 の 状 況 

 

１．業務開始年月日 

２．当期の業務概要 

３．株主総会等の決議事項の要旨 

４．役員及び使用人の状況 

役   員 

常 勤 非常勤 小 計
使用人 合 計

名 名 名 名 名

（第 2面）

５．事務所の状況 

名  称 所  在  地 保険募集に従事する役員及び使用人 備 考 

主たる事務所  名  

    

    

    

    

計    店  計          名  

 

役 員 使 用 人 合 計 備 考保険募集を

行う者とし

て届け出て

いる人数 

名 名 名  



 

 

改正後 現行 
６．保険募集業務の状況 

生 命 保 険 損 害 保 険 合  計 
区  分 

法 人 個 人 計 法 人 個 人 計 法 人 個 人 計 

         契約件数（件） 

（うち長期契約） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

         保険料（千円） 

（うち長期契約） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

         手数料等（千円） 

（うち長期契約） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

（記載上の注意） 

手数料等とは保険契約の締結の媒介に関して受領した手数料、報酬その他の対価の合計額をいう。以下

において同じ。 

 

（第 3面）

７．取扱保険契約の内訳 

 ① 日本で免許を受けた保険者との取引契約 

（生命保険の部） 

種 類 契約件数(件) 
保険金額(百万

円) 
保険料(千円） 手数料等（千円） 備   考 

個 人 保 険      

個人年金保険      

団 体 保 険      

団体年金保険      

そ の 他      

合  計      

（記載上の注意） 

１．取扱保険契約の内訳を記載した適切な書面がある場合は、その書面をもってこれに代えることができ

る。 

２．特に記載を要する事項については、科目に追加記載しても差し支えない。 

３．生命保険会社又は外国生命保険会社等（法第２１９条第 4 項の免許を受けた特定法人の引受社員を含

む。）が保険者である保険契約について記載すること。 

 
（損害保険の部） 

種  類 契約件数(件) 保険料(千円) 手数料等(千円) 備    考 

火 災 保 険     

自 動 車 保 険     

傷 害 保 険     

６．保険募集業務の状況 

生 命 保 険 損 害 保 険 合  計 
区  分 

法 人 個 人 計 法 人 個 人 計 法 人 個 人 計 

         契約件数（件） 

（うち長期契約） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

         保険料（千円） 

（うち長期契約） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

         手数料等（千円） 

（うち長期契約） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

（記載上の注意） 

手数料等とは保険契約の締結の媒介に関して受領した手数料、報酬その他の対価の合計額をいう。以下

において同じ。 

 

（第 3面）

７．取扱保険契約の内訳 

 ① 日本で免許を受けた保険者との取引契約 

（生命保険の部） 

種 類 契約件数(件)
保険金額(百万

円) 
保険料(千円） 手数料等（千円） 備   考 

個 人 保 険      

個人年金保険      

団 体 保 険      

団体年金保険      

そ の 他      

合  計      

（記載上の注意） 

１．取扱保険契約の内訳を記載した適切な書面がある場合は、その書面をもってこれに代えることができ

る。 

２．特に記載を要する事項については、科目に追加記載しても差し支えない。 

３．生命保険会社又は外国生命保険会社等（法第２１９条第 4 項の免許を受けた特定法人の引受社員を含

む。）が保険者である保険契約について記載すること。 

 
（損害保険の部） 

種  類 契約件数(件) 保険料(千円) 手数料等(千円) 備    考 

火 災 保 険     

自 動 車 保 険     

傷 害 保 険     



 

 

改正後 現行 

新 種 保 険     

船 舶 保 険     

貨物運送保険     

航 空 保 険     

再 保 険     

そ の 他     

合  計     

（記載上の注意） 

１．取扱保険契約の内訳を記載した適切な書面がある場合は、その書面をもってこれに代えることができ

る。 

２．特に記載を要する事項については、科目に追加記載しても差し支えない。 

３．損害保険会社又は外国損害保険会社等（法第２１９条第 5 項の免許を受けた特定法人の引受社員を含

む。）が保険者である保険契約について記載すること。 
 

 ②海外直接付保契約 

区分 契約件数(件) 保険料(千円) 手数料等(千円) 備   考 

船 舶 保 険     

航 空 保 険     

貨 物 保 険     

再 保 険     

合計     

（記載上の注意） 

１．取扱保険契約の内訳を記載した適切な書面がある場合は、その書面をもってこれに代えることができ

る。 

２．保険業法施行令第３８条に規定する保険契約について記載すること。 

 
（第４面）

８．自己契約の状況 

自己契約に係る保険料の合計額 千円

保険契約に係る保険料の合計額 千円

（記載上の注意） 

  保険業法施行規則第２２９条の規定により計算した金額を記載すること。 

自 己 契 約 比 率 ％ 

 

９．未解決の苦情案件 

申立受付日 申立人 保険種類 苦情事項 苦情の内容 賠償金見込額 訴訟の有無 備 考 

新 種 保 険     

船 舶 保 険     

貨物運送保険     

航 空 保 険     

再 保 険     

そ の 他     

合  計     

（記載上の注意） 

１．取扱保険契約の内訳を記載した適切な書面がある場合は、その書面をもってこれに代えることができ

る。 

２．特に記載を要する事項については、科目に追加記載しても差し支えない。 

３．損害保険会社又は外国損害保険会社等（法第２１９条第 5 項の免許を受けた特定法人の引受社員を含

む。）が保険者である保険契約について記載すること。 
 

 ②海外直接付保契約 

区分 契約件数(件) 保険料(千円) 手数料等(千円) 備   考 

船 舶 保 険     

航 空 保 険     

貨 物 保 険     

再 保 険     

合計     

（記載上の注意） 

１．取扱保険契約の内訳を記載した適切な書面がある場合は、その書面をもってこれに代えることができ

る。 

２．保険業法施行令第３８条に規定する保険契約について記載すること。 

 
（第４面）

８．自己契約の状況 

自己契約に係る保険料の合計額 千円 

保険契約に係る保険料の合計額 千円 

（記載上の注意） 

  保険業法施行規則第２２９条の規定により計算した金額を記載すること。 

自 己 契 約 比 率 ％

 

９．未解決の苦情案件 

申立受付日 申立人 保険種類 苦情事項 苦情の内容 賠償金見込額 訴訟の有無 備 考 



 

 

改正後 現行 

        

        

        

 

10．翌年度の改定日までに供託すべき保証金の額 

手 数 料 等 

前々年度 前 年 度 当 年 度 合  計 
翌年度保証金 

円 円 円 円 円

 

11．その他 

 
（第５面）

Ⅱ 経 理 の 状 況  

 （保険仲立業部門についてのみ作成することが困難な場合には、全体の経理の状況を記載して差し支えな

い。ただし、この場合には、その旨を欄外に注記すること。） 

 

１．貸借対照表 

  年  月  日現在 

資 産 の 部 負 債 の 部 

科   目 当 期 前 期 科   目 当 期 前 期 

流動資産 千円 千円 流動負債 千円 千円

現 金 ・ 預 金   短 期 借 入 金   

前 払 金   前 受 金   

前 払 費 用   前 受 収 益   

未 収 入 金   未 払 金   

未 収 収 益   未 払 費 用   

有 価 証 券   未 払 事 業 税   

そ の 他   未 払 法 人 税 等   

貸 倒 引 当 金 △ △ そ の 他   

固定資産   固定負債   

有 形 固 定 資 産   長 期 借 入 金   

建 物   そ の 他   

器 具 ・ 備 品   負 債 合 計   

土 地   純 資 産 の 部 

そ の 他   資 本 金   

無 形 固 定 資 産   法 定 準 備 金   

投 資 等     

投資有価証券   

剰 余 金 

( 又 は 欠 損 金 ）   

長期差入保証金   当期未処分利益   

        

        

        

 

10．翌年度の改定日までに供託すべき保証金の額 

手 数 料 等 

前々年度 前 年 度 当 年 度 合  計 
翌年度保証金 

円 円 円 円 円

 

11．その他 

 
（第５面）

Ⅱ 経 理 の 状 況  

 （保険仲立業部門についてのみ作成することが困難な場合には、全体の経理の状況を記載して差し支えな

い。ただし、この場合には、その旨を欄外に注記すること。） 

 

１．貸借対照表 

平成  年  月  日現在 

資 産 の 部 負 債 の 部 

科   目 当 期 前 期 科   目 当 期 前 期 

流動資産 千円 千円 流動負債 千円 千円

現 金 ・ 預 金   短 期 借 入 金   

前 払 金   前 受 金   

前 払 費 用   前 受 収 益   

未 収 入 金   未 払 金   

未 収 収 益   未 払 費 用   

有 価 証 券   未 払 事 業 税   

そ の 他   未 払 法 人 税 等   

貸 倒 引 当 金 △ △ そ の 他   

固定資産   固定負債   

有 形 固 定 資 産   長 期 借 入 金   

建 物   そ の 他   

器 具 ・ 備 品   負 債 合 計   

土 地   資 本 の 部 

そ の 他   資 本 金   

無 形 固 定 資 産   法 定 準 備 金   

投 資 等     

投資有価証券   

剰 余 金 

( 又 は 欠 損 金 ）   

長期差入保証金   当期未処分利益   



 

 

改正後 現行 
そ の 他   (又は当期未処理損失)   

貸 倒 引 当 金 △ △   

   

(うち当期純利益(又は

当期純損失))   

      

繰延資産   純 資 産 合 計   

資 産 合 計   負債・純資産合計   

（記載上の注意） 

 １．本表は有価証券報告書その他の財産状況を適切に記載していると認められる書面をもってこれに代え

ることができる。 

２．特に記載を要する事項については、科目に追加記載をしても差し支えない。 

 
（第６面）

２．損 益 計 算 書 

自   年  月  日 

至   年  月  日 

金        額 
科     目 

当     期 前     期 

営 業 収 益           千円 千円

手 数 料 等          

営 業 収 益 計          

営 業 費 用             

人 件 費           

不 動 産 関 係 費           

租 税 公 課           

通 信 交 通 費           

調 査 研 究 費           

広 告 宣 伝 費           

そ の 他           

営 業 費 用 計          

営 業 損 益   

営 業 外 収 益             

受 取 利 息           

有価証券等取引益   

そ の 他           

営業外収益計          

営 業 外 費 用             

経 常 損 益   

特 別 損 益   

税 引 前 当 期 純 利 益 
 

  

そ の 他   (又は当期未処理損失)   

貸 倒 引 当 金 △ △   

   

(うち当期純利益(又は

当期純損失))   

      

繰延資産   資 本 合 計   

資 産 合 計   負債・資本合計   

（記載上の注意） 

 １．本表は有価証券報告書その他の財産状況を適切に記載していると認められる書面をもってこれに代え

ることができる。 

２．特に記載を要する事項については、科目に追加記載をしても差し支えない。 

 
（第６面）

２．損 益 計 算 書 

自 平成  年  月  日 

至 平成  年  月  日 

金        額 
科     目 

当     期 前     期 

営 業 収 益          千円 千円

手 数 料 等          

営 業 収 益 計         

営 業 費 用            

人 件 費           

不 動 産 関 係 費           

租 税 公 課           

通 信 交 通 費           

調 査 研 究 費           

広 告 宣 伝 費           

そ の 他           

営 業 費 用 計         

営 業 損 益   

営 業 外 収 益            

受 取 利 息           

有価証券等取引益   

そ の 他           

営業外収益計          

営 業 外 費 用            

経 常 損 益   

特 別 損 益   

税 引 前 当 期 純 利 益

(又は税引前当期純損

  



 

 

改正後 現行 
(又は税引前当期純損

失 ) 

法 人 税 等 充 当 額   

当 期 純 利 益 

（又は当期純損失） 

  

当 期 未 処 分 利 益 

（又は当期未処理損失） 

  

（記載上の注意） 

１．本表は有価証券報告書その他の損益状況を適切に記載していると認められる書面をもってこれに代え

ることができる。 

２．特に記載を要する事項については、科目に追加記載をしても差し支えない。 

 
（第７面）

３．利 益 金 処 分 

自   年  月  日 

至   年  月  日 
科    目 金   額 備             考 

当 期 未 処 分 利 益 千円  

××準備金取崩し   

そ の 他   

計   

上 記 金 額 の 処 分   

利 益 準 備 金   

配 当 金  １ 株 当 た り 配 当 額  現 金      円

         株 式      円

役 員 賞 与 金   

そ の 他   

計   

次 期 繰 越 利 益   

（記載上の注意） 

１．本表は有価証券報告書その他の利益金処分を適切に記載していると認められる書面をもってこれに代

えることができる。 

２．特に記載を要する事項については、科目に追加記載をしても差し支えない。 

 
 

（第８面）

４．損 失 金 処 理 

自   年  月  日 

至   年  月  日 
科    目 金   額 備             考 

当 期 未 処 理 損 失 千円  

(又は税引前当期純損

失 )

法 人 税 等 充 当 額   

当 期 純 利 益

（又は当期純損失）

  

当 期 未 処 分 利 益

（又は当期未処理損

失 ）

  

（記載上の注意） 

１．本表は有価証券報告書その他の損益状況を適切に記載していると認められる書面をもってこれに代え

ることができる。 

２．特に記載を要する事項については、科目に追加記載をしても差し支えない。 

 
（第７面）

３．利 益 金 処 分 

自 平成  年  月  日 

至 平成  年  月  日 
科    目 金   額 備             考 

当 期 未 処 分 利 益 千円  

××準備金取崩し   

そ の 他   

計   

上 記 金 額 の 処 分   

利 益 準 備 金   

配 当 金  １ 株 当 た り 配 当 額  現 金      円

         株 式      円

役 員 賞 与 金   

そ の 他   

計   

次 期 繰 越 利 益   

（記載上の注意） 

１．本表は有価証券報告書その他の利益金処分を適切に記載していると認められる書面をもってこれに代

えることができる。 

２．特に記載を要する事項については、科目に追加記載をしても差し支えない。 

 
 

（第８面）

４．損 失 金 処 理 

自 平成  年  月  日 

至 平成  年  月  日 
科    目 金   額 備             考 

当 期 未 処 理 損 失 千円  



 

 

改正後 現行 
上 記 金 額 の 処 理   

利益準備金取崩し   

資本準備金取崩し   

そ の 他           

計   

次 期 繰 越 損 失   

（記載上の注意） 

１．本表は有価証券報告書その他の損失金処理を適切に記載していると認められる書面をもってこれに代

えることができる。 

２．特に記載を要する事項については、科目に追加記載をしても差し支えない。 

 

上 記 金 額 の 処 理   

利益準備金取崩し   

資本準備金取崩し   

そ の 他           

計   

次 期 繰 越 損 失   

（記載上の注意） 

１．本表は有価証券報告書その他の損失金処理を適切に記載していると認められる書面をもってこれに代

えることができる。 

２．特に記載を要する事項については、科目に追加記載をしても差し支えない。 

 

 



 

 

 
改正後 現行 

別紙様式第２７号（第２３８条第 1項関係） （個人の場合） 
（日本工業規格Ａ４）

（第 1面）
     第    期 事 業 報 告 書    年  月  日から 
                         年  月  日まで 
 

  年  月  日提出

登 録 番 号             第        号 
                           （郵便番号  －   ） 

住 所         
 
                            電話番号（  ）  － 
 

氏 名                      印 
  

 
 

Ⅰ 業 務 の 状 況  
 
１．業務開始年月日 
２．当期の事業概要 
３．使用人の状況 

 
使  用  人 うち保険募集を行う旨の届出をした者 備   考 

名 名  
 
 

（第 2面）
４．事務所の状況 

名  称 所  在  地 保険募集に従事する使用人 備 考 

主たる事務所  名  

    

    

    

    

計    店  計         名  
 
 

別紙様式第２７号（第２３８条第 1項関係） （個人の場合） 
（日本工業規格Ａ４）

（第 1面）
     第    期 事 業 報 告 書    年  月  日から 
                         年  月  日まで 
 

平成  年  月  日提出

登 録 番 号             第        号 
                           （郵便番号  －   ） 

住 所         
 
                            電話番号（  ）  － 
 

氏 名                      印 
(法人等の場合は､代表者又は管理人の氏名)  

 
 

Ⅰ 業 務 の 状 況  
 
１．業務開始年月日 
２．当期の業務概要 
３．使用人の状況 

 
使  用  人 うち保険募集を行う旨の届出をした者 備   考 

名 名  
 
 

（第 2面）
４．事務所の状況 

名  称 所  在  地 保険募集に従事する使用人 備 考 

主たる事務所  名  

    

    

    

    

計    店  計         名  
 
 



 

 

改正後 現行 
５．保険募集業務の状況 

生 命 保 険 損 害 保 険 合  計 
区  分 

法 人 個 人 計 法 人 個 人 計 法 人 個 人 計 

         契約件数（件） 
（うち長期契約） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

         保険料（千円） 
（うち長期契約） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

         手数料等（千円） 
（うち長期契約） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

（記載上の注意） 
手数料とは保険契約の締結の媒介に関して受領した手数料、報酬その他の対価の合計額をいう。以下にお

いて同じ。 

 
（第 3面）

６．取扱保険契約の内訳 
 ①日本で免許を受けた保険者との取引契約 
 （生命保険の部） 

種 類 契約件数(件) 保険金額(百万円) 保険料(千円） 手数料等（千円） 備   考 
個 人 保 険      
個人年金保険      
団 体 保 険      
団体年金保険      
そ の 他      
合  計      

（記載上の注意） 
１．取扱保険契約の内訳を記載した適切な書面がある場合は、その書面をもってこれに代えることができ

る。 

２．特に記載を要する事項については、科目に追加記載しても差し支えない。 

３．生命保険会社又は外国生命保険会社等（法第２１９条第 4 項の免許を受けた特定法人の引受社員を含

む。）が保険者である保険契約について記載すること。 

 
（損害保険の部） 
種  類 契約件数(件) 保険料(千円) 手数料等(千円) 備    考 

火 災 保 険     

自 動 車 保 険     

傷 害 保 険     

新 種 保 険     

５．保険募集業務の状況 

生 命 保 険 損 害 保 険 合  計 
区  分 

法 人 個 人 計 法 人 個 人 計 法 人 個 人 計 

         契約件数（件） 
（うち長期契約） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

         保険料（千円） 
（うち長期契約） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

         手数料等（千円）

（うち長期契約） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

（記載上の注意） 
手数料とは保険契約の締結の媒介に関して受領した手数料、報酬その他の対価の合計額をいう。以下にお

いて同じ。 

 
（第 3面）

６．取扱保険契約の内訳 
 ①日本で免許を受けた保険者との取引契約 
 （生命保険の部） 

種 類 契約件数(件) 保険金額(百万円) 保険料(千円） 手数料等（千円） 備   考 
個 人 保 険      
個人年金保険      
団 体 保 険      
団体年金保険      
そ の 他      
合  計      

（記載上の注意） 
１．取扱保険契約の内訳を記載した適切な書面がある場合は、その書面をもってこれに代えることができ

る。 

２．特に記載を要する事項については、科目に追加記載しても差し支えない。 

３．生命保険会社又は外国生命保険会社等（法第２１９条第 4 項の免許を受けた特定法人の引受社員を含

む。）が保険者である保険契約について記載すること。 

 
（損害保険の部） 
種  類 契約件数(件) 保険料(千円) 手数料等(千円) 備    考 

火 災 保 険     

自 動 車 保 険     

傷 害 保 険     

新 種 保 険     



 

 

改正後 現行 

船 舶 保 険     

貨物運送保険     

航 空 保 険     

再 保 険     

そ の 他     

合  計     
（記載上の注意） 
１．取扱保険契約の内訳を記載した適切な書面がある場合は、その書面をもってこれに代えることができ

る。 

２．特に記載を要する事項については、科目に追加記載しても差し支えない。 

３．損害保険会社又は外国損害保険会社等（法第２１９条第 5 項の免許を受けた特定法人の引受社員を含

む。）が保険者である保険契約について記載すること。 

 
 ②海外直接付保契約 

区分 契約件数(件) 保険料(千円) 手数料等(千円) 備   考 
船 舶 保 険     
航 空 保 険     
貨 物 保 険     
再 保 険     

合計     
（記載上の注意） 
１．取扱保険契約の内訳を記載した適切な書面がある場合は、その書面をもってこれに代えることができ

る。 

２．保険業法施行令第３８条に規定する保険契約について記載すること。 

 
（第４面）

７．自己契約の状況 
自己契約に係る保険料の合計額 千円

保険契約に係る保険料の合計額 千円

（記載上の注意） 
  保険業法施行規則第２２９条の規定により計算した金額を記載すること。 

自 己 契 約 比 率 ％ 

 
８．未解決の苦情案件 
申立受付日 申立人 保険種類 苦情事項 苦情の内容 賠償金見込額 訴訟の有無 備 考 

        

        

船 舶 保 険     

貨物運送保険     

航 空 保 険     

再 保 険     

そ の 他     

合  計     
（記載上の注意） 
１．取扱保険契約の内訳を記載した適切な書面がある場合は、その書面をもってこれに代えることができ

る。 

２．特に記載を要する事項については、科目に追加記載しても差し支えない。 

３．損害保険会社又は外国損害保険会社等（法第２１９条第 5 項の免許を受けた特定法人の引受社員を含

む。）が保険者である保険契約について記載すること。 

 
 ②海外直接付保契約 
区分 契約件数(件) 保険料(千円) 手数料等(千円) 備   考 

船 舶 保 険     
航 空 保 険     
貨 物 保 険     
再 保 険     
合計     

（記載上の注意） 
１．取扱保険契約の内訳を記載した適切な書面がある場合は、その書面をもってこれに代えることができ

る。 

２．保険業法施行令第３８条に規定する保険契約について記載すること。 

 
（第４面）

７．自己契約の状況 
自己契約に係る保険料の合計額 千円 

保険契約に係る保険料の合計額 千円 
（記載上の注意） 
  保険業法施行規則第２２９条の規定により計算した金額を記載すること。 

自 己 契 約 比 率 ％

 
８．未解決の苦情案件 
申立受付日 申立人 保険種類 苦情事項 苦情の内容 賠償金見込額 訴訟の有無 備 考 

        

        



 

 

改正後 現行 

        

 
９．翌年度の改定日までに供託すべき保証金の額 

手 数 料 等 

前々年度 前 年 度 当 年 度 合  計 
翌年度保証金 

円 円 円 円 円

 
10．その他 
 
 

（第５面）

Ⅱ 経 理 の 状 況  
 （保険仲立業部門についてのみ作成することが困難な場合には、全体の経理の状況を記載して差し支えな

い。ただし、この場合には、その旨を欄外に注記すること。） 

 
１．貸借対照表 

    年  月  日現在 
 資 産 の 部 負 債 の 部 
科   目 金  額 科   目 金  額 

現 金 ・ 預 金 千円 借 入 金 千円

前 払 金  前 受 金  
前 払 費 用  前 受 収 益  
未 収 入 金  未 払 金  
未 収 収 益  未 払 費 用  
有 価 証 券  そ の 他  
建 物    
器 具 ・ 備 品    
土 地    
そ の 他    
    
  事 業 主 借  
事 業 主 貸  元 入 金  
合 計  合 計  
（記載上の注意） 
 １．本表は財産状況を適切に記載していると認められる書面をもってこれに代えることができる。 

 ２．特に記載を要する事項については、科目に追加記載をしても差し支えない。 

（第６面）

２．損 益 計 算 書 
自     年  月  日 
至     年  月  日 

        

 
９．翌年度の改定日までに供託すべき保証金の額 

手 数 料 等 

前々年度 前 年 度 当 年 度 合  計 
翌年度保証金 

円 円 円 円 円

 
10．その他 
 
 

（第５面）

Ⅱ 経 理 の 状 況  
 （保険仲立業部門についてのみ作成することが困難な場合には、全体の経理の状況を記載して差し支えな

い。ただし、この場合には、その旨を欄外に注記すること。） 

 
１．貸借対照表 

平成  年  月  日現在 
 資 産 の 部 負 債 の 部 
科   目 金  額 科   目 金  額 

現 金 ・ 預 金 千円 借 入 金 千円

前 払 金  前 受 金  
前 払 費 用  前 受 収 益  
未 収 入 金  未 払 金  
未 収 収 益  未 払 費 用  
有 価 証 券  そ の 他  
建 物    
器 具 ・ 備 品    
土 地    
そ の 他    
    
  事 業 主 借  
事 業 主 貸  元 入 金  
合 計  合 計  
（記載上の注意） 
 １．本表は財産状況を適切に記載していると認められる書面をもってこれに代えることができる。 

 ２．特に記載を要する事項については、科目に追加記載をしても差し支えない。 

（第６面）

２．損 益 計 算 書 
自 平成  年  月  日 
至 平成  年  月  日 



 

 

改正後 現行 
科     目 金        額 

収 入 金 額              千円

手 数 料 等  
受 取 利 息  
有 価 証 券 等 取 引 益  
そ の 他  

経 費               
給 料 ・ 賃 金  
租 税 公 課  
通 信 交 通 費  
調 査 研 究 費  
広 告 宣 伝 費  
地 代 ・ 家 賃  
そ の 他  

差 引 金 額 （ 収 入 金 額 ― 経 費 ）  
（記載上の注意） 
１．本表は、損益状況を適切に記載していると認められる書面をもってこれに代えることができる。 
２．特に記載を要する事項については、科目に追加記載をしても差し支えない。 

 

科     目 金        額 
収 入 金 額              千円

手 数 料 等  
受 取 利 息  
有 価 証 券 等 取 引 益  
そ の 他  

経 費               
給 料 ・ 賃 金  
租 税 公 課  
通 信 交 通 費  
調 査 研 究 費  
広 告 宣 伝 費  
地 代 ・ 家 賃  
そ の 他  

差 引 金 額 （ 収 入 金 額 ― 経 費 ）  
（記載上の注意） 
１．本表は、損益状況を適切に記載していると認められる書面をもってこれに代えることができる。 
２．特に記載を要する事項については、科目に追加記載をしても差し支えない。 

 

 




